
１．総括票 団体名 福岡県北九州市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

・【業務】全数の３割の小学校に太陽光発電装置を設置（削減効果２４９t-CO2）
・【運輸】本市助成のモーダルシフトの取組を２４件実施、削減効果１２,０００t-CO2。（Ｈ２０（１９件、削減５,０００ｔ-CO2）件数比２６％増、CO2削減１４０％増）

（１）取組の進捗状況

　北九州市の平成２１年度の取組は、アクションプランに掲げた事業について、全体としては順調に進捗（全１０８取組中、ａ＝２８ (25.9%) 、ｂ＝７９ (73.1%) 、ｃ＝１ (0.9%)）集計中。
　特に、ＣＯ２削減効果において即効性のある取組を優先して推進し、例えば全市の小中学校への太陽光発電導入にてＨ２１年度のみで３割（６１校）に設置するなど、積極的に取り組んだ。

　一方、生ごみコンポスト化容器と電気式生ごみ処理機は、助成数は目標を下回ったが、ダンボールコンポスト等の使用を含めた生ごみ処理の取組自体の普及は進んでいる。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、その結果を
用いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、市民意識調
査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。
※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点

【エネルギー・政策関係】
・Ｈ２１年度 ／ 世界初となる都市部での水素供給パイプライン網を整備する「北九州水素タウン」事業を推進。
・Ｈ２２年度～／ 再生可能エネルギーや工場廃熱の高効率活用、情報通信技術によるスマートグリッド構築等と融合し「北九州スマートコミュニティ創造事業」として発展・展開。
　　　　　　　　　　 （アクションプランの修正） ⇒ まちづくりやライフスタイルそのものを低炭素型に変革。
【啓発関係】
・Ｈ２１年度 ／ 市立小中学校（全１９７校）で実施している太陽光発電設備導入（Ｈ１８～２０年度で１８校（全体の１割））を大幅にスピードアップし、６１校（全体の３割）に導入。
・Ｈ２２年度 ／ 残る１１８校（全体の６割）すべてに導入。
　　　　　　　　　　 （アクションプランの修正） ⇒ 低炭素社会づくりを担う児童・生徒すべてが日常的に太陽光発電を実感できる学習環境を整備。
【エリアプロジェクト関係】
・Ｈ２１年度 ／ 小倉都心部で展開する「紫川エコリバー構想（＝街なかにおける太陽光発電・ＬＥＤ照明等の集中的な導入や低炭素型活動の実践）」において、①地元商店組合の自主事業
　　　　　　　　　　によるシンボル的アーケード（太陽光発電＆ＬＥＤ照明）や、②地元ＮＰＯによる世界初の電動アシスト自転車貸出システム（多地点で乗り捨て自由）によるコミュニティサイ
　　　　　　　　　　クル事業など、地域が一体となって取り組む姿を具現化。
・Ｈ２２年度 ／ 中心市街地に太陽光発電やＬＥＤ照明等を集中配置する歩道やシンボルロードを整備。
　　　　　　　　　　 （アクションプランに追加） ⇒ 都心部での一体的な「見える化」「感じる化」をより高め、環境モデル都市にふさわしいまちの「にぎわいづくり・顔づくり」に結実。

・【産業】エコプロダクツ８件、エコサービス７件を選定。各々累計１２７件、２８件（合計１５５件）。当初目標（Ｈ２３年度まで１４０件）を上回るペースで推移。
・【業務】NPO法人が主体となり、２４８団体が参加して空き缶回収(２８５,２００kg）に取り組み、この活動で得られた資金を環境学習に充当。

全体総括

（２）取組の主な成果

　無作為抽出３,０００人対象の市民意識調査で、本市が環境モデル都市である認知率が過半数を超え、地域の推進母体である「北九州市環境モデル都市地域推進会議」への加入登録数
が３７６に上っており、そのうち約９割が団体加入である。Ｈ２１年度の市民による自主的な取組の数は、合計１００を超える。
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２．個別事業に関する進捗状況等 団体名 福岡県北九州市

温室効果ガス削減 地域活力の創出等

（23年度から発現）

-

（定量化は困難）

-

＜2-b-イ＞に含まれる

－

（定量化は困難）

-

検討
業務・家

庭

検討
業務
家庭

シンポジウム開催
・産官学民の１００名参加

業務・家
庭・運輸

検討

○本市の住宅産業協議会
や建設コンサルタント自主
研究グループなどとの勉強
会、環境問題に関心のある
住民への出前講演などを
開催。
○市内外への積極的な情
報発信により、民間事業者
等からの事業提案等があっ
た。

b

＜検討＞
○工場とまちの省エネルギーシステムの構築
＜1-c-ｱ＞「工場とまちの省エネルギーシステムの構築」に記載

○「200年住宅など建物の長寿命化と環境配慮型建築物の普及」
○「既存商店街と斜面住宅地の連携によるコンパクトシティの実
現」について

・民間団体が、ロードマップ作成に向け、基礎調査を実施した。
・民間団体が、のりあいタクシー、カーシェアリング、コミュニティサ
イクルの社会実証実験を行った。

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

＜検討＞
○低炭素モデル街区の形成
モデル街区形成のための基本計画の策定に以下のとおり取り組
んだ。
・国が設置した「城野分屯地跡地処理計画策定協議会（以下、跡
地処理協議会）」において、土地利用や開発手法について協議
　（H21年12月、H22年3月）
　※協議会構成員：財務省福岡財務支局、福岡県、北九州市、Ｕ
Ｒ
・事業者に対してヒアリング、意見交換会の実施
　※エネルギー、住宅、カーシェアリング等事業者：21社
・関連公共施設（国道、駅前広場など）の整備計画の検討、作成
　（H22年3月）
・基本計画の検討、作成（H22年3月）

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

＜検討＞
○ガイドラインの作成、○認定制度の創設、○アドバイザー制度
の導入
ガイドラインの作成、認定制度の創設、アドバイザー制度の導入
に向け、以下のとおり取り組んだ。
・低炭素都市推進協議会のワーキンググループ（ＷＧ）を運営す
ることなどにより、各都市の低炭素型まちづくりの取組事例を収
集。
・本市ガイドラインの作成に向けて、まずは、現在国が策定中の
「低炭素都市づくりガイドライン」のケーススタディへの参加し、情
報収集等を行った。

b

b

○事業者、有識者、行政などで構成する検討会の設置・開催
や実証実験を行いながら、整備計画を策定する。（H23年3月
迄）
○跡地処理協議会を精力的に開催し、土地所有者の財務省
に対して、低炭素型都市づくりへの協力を要請するとともに、
その実現に向けて、土地利用計画や土地処分方針などに関
する協議を行い、合意形成を図る。（H23年3月迄）

b

○普及性と費用対効果の見極
め
○低炭素技術・方策の 適な
組み合わせについて、より詳
細な検討を行うため、検討会
を設置。
○土地所有者である国等と、
H22年度中の合意形成を目指
して、跡地処理協議会を精力
的に開催する。

＜2-b-イ＞「事業所等による省エネルギーの推進」に記載

今後も引き続き、本市の取組実績などの情報発信を行うととも
に、先進的な取組事例や技術についての自治体間の情報交
換などを行いながら切磋琢磨を進めていく。

・地元の方々との協働の場をつくるための環境整備
・コミュニティ交通の社会実証実験の継続（予定）

・地元の方々との協働の場を
つくる

ＷＧ活動などを通じて、多
様な団体との情報交換等を
行うことにより、取組課題な
どについて情報共有するこ
とができた。

これまで低炭素型まちづくりの
整備手法等の確立された基準
等がなかったが、城野地区低
炭素先進モデル街区の取組で
得られた実績や、現在国が作
成中の「低炭素都市づくりガイ
ドライン」を参考にしながら本

市独自のガイドラインを作成す
る。

引き続き国等からの情報収集を行うとともに、ガイドラインの
作成に向け、庁内の検討会などを実施する。

業務・家
庭

実施

＜実施＞
○既存市街地の商店街等の省エネ診断・改善システムの構築
＜2-b-イ＞「事業所等による省エネルギーの推進」に記載

○全国への発信
低炭素都市推進協議会のワーキンググループ活動などを通じ、
同様の課題を持つ自治体等へ、本市の取組実績や課題などにつ
いて、情報発信を行った。

＜2-b-イ＞「事業所等によ
る省エネルギーの推進」に
記載

ＷＧ活動などを通じて、本
市の取組実績や課題など
を情報発信するとともに、
多様な団体との情報交換
等を行うことにより、取組課
題などについて情報共有す
ることができた。

＜2-b-イ＞「事業所等による
省エネルギーの推進」に記載

先進的な取組事例や技術につ
いての自治体等の情報交換の
必要性を強く感じており、今後
もＷＧ活動など活用し、切磋琢

磨を進めていく。

1-a-
ｱ-ⅲ

低炭素
先進モ
デル街
区「２００
年街区」
の形成

1-a-
ｱ-ⅰ

既存市
街地の
低炭素

化

普及・拡
大システ
ムの構

築

1-a-
ア-
ⅱ

1-a-
ア-
ⅱ

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

－

（定量化は困難）

－

137 t-CO2

（算定根拠）
 ○ 空調改修による都市
　　 ガス削減等
　　 22,470[Nm3]×2.3６
　　 [kg-CO2/Nm3]＝
　　 53,029[kg-CO2]
 ○ Hf照明器具採用、学
　　 校給水直結化等
　　 225,014[kWh]×0.374
　　 [kg-CO2/kWh]＝
　　 84,155[kg-CO2]

230t-CO2/年

（算定根拠）
2,900KWh×212件＝614,800KWh
614,800KWh×0.374[kg-CO2/kWh]
=230t-CO2

引き続き長期優良住宅や省CO2住宅の普及等により、建築物
の長寿命化及び省エネルギー化を図る

引き続き住宅エコポイント制度活用についてさらなる周知を行
い、環境配慮型住宅の普及・拡大を図る。

・平成２２年度は、１０棟について長寿命化工事を実施予定。
・平成２２年度は、３００戸について高齢者向け住戸改善を実
施予定。

＜実施＞
○市営住宅長寿命化事業
・市営住宅５棟について、長寿命化工事を実施。
・市営住宅２６０戸について、高齢者向け住戸改善を実施。

 市有建築物に省エネル
ギー機器を率先して導入す
ることで、市職員の省エネ
ルギーに対する意識・見識
が高まり、広く政策立案・推
進等の行政活動に活かさ
れる。

建築工事以外の建設工事
（39件）においても同様の評
価項目を設定しており、全
ての入札で、加点評価され
た者が落札者となるなど、
受注者の環境配慮につい
ての意識の高まりが感じら
れる。

①省エネルギー機器には、
　　高価なものもあり、省エネ
　　ルギー効果と経済性の
　　バランスをどのように考え
　　るかが課題となる。

 ②ESCO事業は、昨今の経済
　　情勢からその魅力が薄れ
　  ており、また対象となる、
　  市有建築物も運用面での
　　省エネルギー化が進んで
　　来たため、今後の事業
　　成立はかなり厳しい。

現在の「環境配慮に関する取
り組み方針」という評価項目
は、意識啓発という点では有
効であるが、提案内容が具体
性に欠ける面もあり、履行状
況の確認がし難い。そのた
め、客観的に企業の評価が行
える評価項目・評価基準に改
善する。

 引き続き、改修実施時における高効率機器の導入を図る。

「環境配慮に関する取り組み方針」を求めるという評価項目
を、ＩＳＯ１４００１やエコアクション２１の取得状況と改め、この
取り組みを継続していく。

-

実施家庭
今後も西日本トータルリビング
ショー等の周知活動を活用し、
引き続き民間事業者等への啓
発を進める。

近年、住宅着工数の落込みが
顕著であるため、住宅エコポイ
ント制度の積極的な活用を促
す。

西日本トータルリビング
ショーの来場者数：約2万人
など、小倉中心部の賑わい
作りにつながった。

○国の支援制度の活用－長期優良住宅先導的モデル事業
　市内民間事業者による事業が１件採択されていたが、社会情勢
の変化等により事業者が事業の実施を先送りして未定としたた
め、モデル事業としての採択が取り下げとなった。
○国の支援制度の活用－住宅・建築物省CO2推進モデル事業
　市内民間事業者による事業が１件採択された。
○普及・啓発－西日本トータルリビングショー等における民間事
業者等への周知活動
　第29回西日本トータルリビングショーを西日本総合展示場で開
催（11月27～29日の3日間）。
○普及・啓発－環境配慮型住宅の普及・拡大
　国の住宅エコポイント制度が創設され、環境配慮型住宅の普
及・拡大を図るため制度の周知を行った。

b

既に水槽式で給水しているマ
ンション等は、直結式へ切り替
える工事費が大きな負担とな
ることから、民間住宅において
は切り替えが進んでいない。

切り替え工事の内、公道内の工事については公費負担で実
施することにより、工事に伴う費用負担を軽減する施策を実施
する。

長寿命化工事を実施した戸
数：102戸、高齢者向け住
戸改善を実施した戸数：260
戸など、地元企業への工事
受注の拡大につながった。

・限られた予算の範囲で、事業
を円滑に実施するため、コスト
縮減等への取組みが必要とな
る。
・今後も、引き続きストックの有
効活用を図っていく。

低炭素
街区・省
エネ型
建築物
の普及
促進

実施

 ＜ 実施 ＞
○市有建築物の省エネルギー改修の促進
・市有建築物の改修工事に併せて高効率、省エネルギー タイプ
の機器の導入を積極的に行っている。
　
・平成21年度実施した総合評価落札方式の入札10件において、
CO2削減やリサイクル資材の利用促進など当該工事での環境配
慮に関する取り組み方針を評価項目に設定し、加点評価すること
とした。
　
 対象工事を当初予定の建築工事のみならず、建設工事にも拡げ
て適用した。建設工事の実績(39件)《深堀り》

○アクアフレッシュ事業
小学校13校、中学校7校について、水槽式給水から直結式給水へ
の切り替え工事を実施した。
また、新築の既存住宅等の192件について、直結式での給水を
行った。

a

長期優
良住宅
や省ＣＯ
２住宅の
普及等
による建
築物の
長寿命
化及び
省エネル
ギー化

1-a-
ｲ-i

1-a-
ｲ-ⅰ

業務
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

－

994t-CO2

（算定根拠）
・ＣＡＳＢＥＥの評価結果により、Ｓｸﾗｽ：▲30%、Ａ：▲
25%、Ｂ＋：▲10%、Ｂ－：▲5%（従来比）の削減効果が推
定される。
・住宅用は、Ｓｸﾗｽ：123戸、Ａｸﾗｽ：122戸、Ｂ＋ｸﾗｽ：215
戸、Ｂ－ｸﾗｽ：56戸であるので、従来の2.683tCO2/戸と
比べた削減効果は、(123×0.3＋122×0.25＋215×0.1
＋56×0.05)×2.683=246t-CO2。
・業務用は、Ａｸﾗｽ：6,342m2、Ｂ＋ｸﾗｽ：39,943m2である
ので、従来の0.134tCO2/m2と比べた削減効果は、
(6,342×0.25＋39,943×0.1)×0.134=748t-CO2。
・合計=246＋748＝994t-CO2。

（２４年度より発現）

－

（２２年度から発現）

-

○行政が率先した取組
・再開発事業（西小倉駅前第一地区）への導入に向けた調整を
行った。

・再開発事業（小倉駅南口東地区）への導入に向けた調整を行っ
た。

＜検討＞
○行政が率先した取組
・文化・交流拠点地区整備
平成２１年度は、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の公募、審査、
選定を実施。（平成２２年度より、民間事業者による設計、施工を
実施予定。平成２４年夏のオープンを目指す。）

小倉駅南口東地区は、組合設立の認可、事業計画の決定を
経て、建築設計、権利変換計画作成を予定。

＜実施＞
○行政が率先した取組、
○CASBEE北九州の制度充実化の検討

・北九州市の地域性を考慮した独自の評価システム「ＣＡＳＢＥＥ
北九州」を活用した届出制度を実施した。市有建築物は延床面積
１，０００㎡以上に拡大、民間建築物は２，０００㎡以上の建築物を
対象とし、評価結果は市のホームページで公表した。（民間建築
物：住宅７件、業務５件）
市有建築物の届け出対象建築物の規模について、１年目から範
囲を拡大実施した。
・市の補助金等支援事業にＣＡＳＢＥＥ評価を要件化した。
・届出の義務化（条例化）や対象建築物の規模見直しについて
は、既存条例の見直し等との調整が必要であり、現在検討中。
・届出促進に向けたインセンティブの検討についても、制度の実
効性等に対する検討が必要であり、現在検討中。

b

２１年度に「２１世紀環境共生型住宅（北九州エコハウ
ス）」を建設し、事業終了。引き続き、1-a-ｲ-I において、
普及・啓発に関する事業を進める。

平成２２年度は、民間事業者による設計を実施し、平成２２年
内に工事に着手する予定。（平成２４年夏のオープンを目指
す。）

平成２４年夏の施設オープンを
目指すとともに、ＰＦＩ事業者に
より施設整備および維持管
理・運営が実施されるため、将
来にわたり公共サービスの適
正かつ確実な実施を確保する
ことが必要であり、その実施体
制の確立を行う。

ＰＦＩ事業者公募にあたり、
住民、事業者等に対し説明
会を行い、環境に対する取
り組み（ＣＡＳＢＥＥ北九州
の導入など）などのＰＲを
図った。

制度の更なる普及活動を行う
とともに、建築主へのインセン
ティブや制度の条例化（届出
の義務化）を視野に、既存条
例との関係について合意形成
が必要である。

－

地元の工務店や造園施工
者等に対し、緊急の需要創
出を図るとともに、エコハウ
スに対する知識や技術を高
め、共有することで、エコハ
ウスの普及体制の強化と
なった。

・環境に配慮した建築物の整備が促進されるよう、市有・民間
建築物ともに、今後もＣＡＳＢＥＥ北九州の普及に取り組む。
・検討中の項目について、情報収集等行う。

制度の必要性について、建
築関係者へのＰＲや啓発活
動を実施した結果、約半数
の事業者の協力を得て、予
想以上の届出が出された。

小倉駅南口東地区は、市況の
悪化を受けているが、継続して
調整を実施。

地元の工務店や造園施工者
等のエコハウスに対する知識
や技術のさらなる向上による
供給サイドの強化とあわせて、
普及啓発による需要サイドの
喚起も必要である。

1-a-
イ-
ⅰ

CASBEE
北九州
の活用

1-ａ-
ｲ

-ⅱ

＜実施＞
○環境配慮型の建築モデルの構築

北九州市立大学、地元建築団体、行政等からなる「北九州市エコ
ハウス推進協議会」を立ち上げ、共同で「２１世紀環境共生型住
宅（エコハウス）」の建設を進めた。また、建設の過程においては、
地元の設計・施工会社を対象とした勉強会や見学会を開催し、技
術・知識の向上に努めた。３月３１日エコハウス竣工。

予定(H21は検討)を前倒しして建設まで実施(完成)

【参考】モデル住宅のCO２削減効果（CASBEE・住まい（戸建）を参

考）
　年間約３，７００ｋｇ　約６０％削減

検討 a

実施

b検討

1-ａ-
ｲ
-ⅱ

家庭

業務・家
庭

業務

北九州　4/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（２３年度から発現）

-

定量化は困難

-

（２４年度より発現）

－

-

－

－
業務・家

庭

検討

拠点や
街なか
への機

能集約、
定住促
進への

各種取り
組み

1-b-
ア

業務・家
庭・運輸

＜着手＞
○都心・副都心－中心市街地の活性化
【中心市街地活性化基本計画フォローアップ事業】
　認定基本計画（小倉地区、黒崎地区）の着実な推進を図るた
め、数値目標の達成状況や事業の進捗状況など、適切なフォ
ローアップ等を実施。
（小倉）
９２事業のうち、７９事業（約８６％）が着手済み
（黒崎）
５１事業のうち、４２事業（約８２％）が着手済み

平成２４年夏の施設オープ
ンのため、平成２４年度から
効果が発現するが、平成２
１年度はＰＦＩ事業者公募に
あたり、住民、事業者等に
対し説明会を行い、環境に
対する取り組みなどのＰＲ
を図った。

認定基本計画に基づく多様
な事業の実施を通じて、コ
ンパクトなまちづくりを推進

・小倉記念病院の移転新築
・西小倉駅前市街地再開発
事業
・中心市街地共同住宅供給
事業
・黒崎地区賑わい交流機能
の整備
　など

b業務

業務・家
庭・運輸

小倉駅南口東地区は、組合設立の認可、事業計画の決定を
経て、建築設計、権利変換計画作成を予定。

平成２４年夏の施設オープンを
目指すとともに、ＰＦＩ事業者に
より施設整備および維持管
理・運営が実施されるため、将
来にわたり公共サービスの適
正かつ確実な実施を確保する
ことが必要であり、その実施体
制の確立を行う。

　認定基本計画（小倉地区、黒崎地区）の着実な推進を図るた
め、数値目標の達成状況や事業の進捗状況など、適切なフォ
ローアップを行うとともに、新たな活性化事業の検討調査を実
施する。

着手

地域拠点における都市機能の向上、公共交通機関の利便性
の向上、居住の推進について
・引き続き「まちなか重視のまちづくり・住まいづくり」を基本方
針に掲げ、都市の発展に必要な基盤整備の促進や高質で快
適な魅力ある生活空間の創出等につながる施策を総合的に
推進する。

その他の拠点における生活に密着した商業、医療、公共施設
等の生活支援機能の立地・誘導、公共交通の利便性の向上、
拠点内の回遊性を高める歩道整備やバリアフリー化等につい
て
・引き続き「まちなか重視のまちづくり・住まいづくり」を基本方
針に掲げ、都市の発展に必要な基盤整備の促進や高質で快
適な魅力ある生活空間の創出等につながる施策を総合的に
推進する。

集約型都市構造の推進に向けてのＰＲ等、市民啓発について
・拠点や街なかへの機能集約、定住促進に向けて、都市計画
マスタープランや住生活基本計画など、本市のまちづくり、住
まいづくりの基本方針に、「まちなか」居住の推進、「各拠点地
区」の特色あるまちづくりの推進を位置づけている。

平成２２年度は、民間事業者による設計を実施し、平成２２年
内に工事に着手する予定。（平成２４年夏のオープンを目指
す。）

【課題】
中活計画の認定を契機とし
て、地元推進体制の構築や民
間のまちづくり参画の促進等
が図られるなど、官民一体で
活性化事業を進めているが、
近年の厳しい社会経済情勢の
影響等もあり、特に民間による
拠点開発系事業の進捗に時
間を要している。

【改善方針】
地元推進体制の強化により、
民間事業のてこ入れや新たな
活性化事業の掘り起こし等を
行い、更なる取組みの充実を
図る。

・選択と集中により、より効果
的な施策の推進に努める。

小倉駅南口東地区は、市況の
悪化を受け事業が進捗してい
ない。今後、オフィス需要が顕
在化すれば進展が予想され
る。

b

地域拠点における都市機
能の向上等について
・低炭素先進モデル街区
「200年街区」の形成（再
掲）、環境首都総合交通戦
略に基づく施策（再掲）

集約型都市構造の推進に
向けてのＰＲ，市民啓発に
ついて
・都市計画マスタープラン小
倉南区構想（Ｈ２１．１２策
定）
・都市計画マスタープラン八
幡西区構想（Ｈ２２．３策定）

1-b-
ｱ

1-b-
ｱ

1-b-
ｱ

b

着手

実施

b

＜着手＞
○都心・副都心－居住の推進
再開発事業（西小倉駅前第一地区）
都市計画道路等の公共施設と住宅・商業機能を備えた民間再開
発ビルを一体的に整備するため、工事着工した。（敷地面積の2
割の緑化、CASBEE北九州の導入）
中心市街地共同住宅供給事業〈再掲〉

○都心・副都心－中心市街地の活性化
再開発事業（小倉駅南口東地区）
北九州市の玄関口である小倉駅の南口にふさわしい都市機能の
集積と土地の高度利用を図るため、都市計画道路博労町線と、
業務・商業・サービス施設・駐車場を備えた再開発ビルを一体的
に整備し、魅力ある空間を形成する目的で、関係者と事業調整を
行った。（敷地面積の2割の緑化、CASBEE北九州の導入）

<実施>
地域拠点における都市機能の向上、公共交通機関の利便性の向
上、居住の推進について
・「まちなか重視のまちづくり・住まいづくり」を基本方針に掲げ、都
市の発展に必要な基盤整備の促進や高質で快適な魅力ある生
活空間の創出等につながる施策を総合的に推進した。

その他の拠点における生活に密着した商業、医療、公共施設等
の生活支援機能の立地・誘導、公共交通の利便性の向上、拠点
内の回遊性を高める歩道整備やバリアフリー化等について
・「まちなか重視のまちづくり・住まいづくり」を基本方針に掲げ、都
市の発展に必要な基盤整備の促進や高質で快適な魅力ある生
活空間の創出等につながる施策を総合的に推進した。

集約型都市構造の推進に向けてのＰＲ等、市民啓発について
・拠点や街なかへの機能集約、定住促進に向けて、都市計画マス
タープランや住生活基本計画など、本市のまちづくり、住まいづく
りの基本方針に、「まちなか」居住の推進、「各拠点地区」の特色
あるまちづくりの推進を位置づけている。

＜検討＞
○都心・副都心－都市施設の整備

・文化・交流拠点地区整備
平成２１年度は、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の公募、審査、
選定を実施。

北九州　5/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（２５年度より発現の見込み）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

公共交
通の利
便性の
向上

黒崎副都心地区及び若松
区中心市街地の賑わい創
出が期待できる。

運輸 b

・若松～戸畑については、
　地域の実情を考慮し、想定さ
れる事業者等の関係者が合
意形成できる収支計画の作成
を行う必要がある。
・小倉～北九州空港について
は、
　事業の採算性を確保する必
要がある。

・若松～戸畑については、
　地域の実情を考慮した実現に向けた更に詳細な事業化可能
性調査を行う。
・小倉～北九州空港については
　他のルート（高規格新門司ルート）における収支採算性の検
討を行う。

公共交通整備により、地域
の活性化が期待できる。

現在のところ課題は無い。

①、②実施されれば、公共交通
の乗継利便性が向上し、公共
交通の利用促進が図れる。
③下曽根駅については、JR下
曽根駅～空港移転跡地までの
道路のあり方勉強会を地元自
治会長等からなるメンバーで構
成しており、平成20年5月から
平成21年4月までの間に5回開
催した。
④実施されればおでかけ交通
と路線バスの乗り継ぎ利便性
が高まり、沿線地域住民の外
出機会が増える可能性があ
る。
⑤ＪＲ駅については、バリアフ
リー法に基づく主要駅(5000人
／日以上)など１３駅のバリアフ
リー化が完了。
⑥輸送の安全設備の充実を図
ることにより安心して利用でき、
またレールの重軌条化により
乗り心地の向上を図ることによ
り利便性を向上させている。
⑦実施されれば、マイカー通勤
から、乗合いバスへの転換が
図れ、渋滞削減により低炭素
化が図れる。
⑧運行支援助成により、おでか
け交通が持続可能な運行に向
けて前進し、地域の生活の足
が確保されることにより、沿線
地域住民の外出機会の増加な
どが予想される。
⑨公共交通の乗継利便性が向
上し、公共交通の利用促進に
寄与している。
⑪バスレーンのカラー化によ
り、誤侵入車や違法駐停車が
減少し、バスの定時性を確保す
ることでバス利用促進や低炭
素化に寄与する。
公共交通の利便性を向上させ
る。

③駅前広場の検討に際して
は、バス事業者やタクシー事
業者等、交通事業者との協議
や地元の合意形成が必要であ
り、 終的にはJRと協議を行う
必要があり、協議に長期間を
要する。平成22年度中に合意
形成が図れるよう、迅速に対
応し、引き続き協議を行ってい
く。
⑤平成22年以降の対応及び
5000人／日以下の駅の取り扱
い。
⑦各企業とも無料駐車場が完
備され、送迎バスを利用する
ニーズが少ないことから、意識
転換を図るための啓発に力を
入れていく。
⑨筑豊電気鉄道のＩＣ導入検
討、北九州モノレールのＩＣ導
入検討。ＩＣカードの導入につ
いて、導入・運用に要するシス
テム整備費・維持管理費に大
きなコスト負担が必要。
⑪高機能化に併せ警察の取り
締まりを強化する。

公共事業費が削減され、優先
順位を決め、事業を推進して
いる。

黒崎駅ペデストリアンデッキのリニューアルに伴い、照明施設
のLED化や太陽光パネルの設置を行い、環境配慮型の施設
整備を推進する。また、若松区の交通結節点において、公共
交通の利用促進のための歩道改良やバスシェルターの整備
を行うに際し、LED照明施設の整備などを行う

①若松駅周辺、第一二島バス停へ公共交通乗継案内板を設
置。小倉都心部と黒崎駅の公共交通乗継案内板実施設計及
び工事の実施。小倉都心部において、バスロケーションシステ
ムの社会実験実施。モノレール徳力公団前停留場、筑豊電気
鉄道三ヶ森駅にて駐輪スペース整備実施。
②、③、④実施に向けて引き続き関係者と調整を行う
⑤モノレール停留所（志井、城野）のバリアフリー化整備を行う
予定。
⑥引き続きレールの重軌条化を実施していく。
⑦意識転換を図るための啓発資料を作成し、企業の理解を得
る。
⑧試験運行支援について、H22年度中に実施するよう検討す
る
⑨公共交通の利便性の向上を図るため、ＩＣカード乗車券の導
入検討及びＩＣ乗車券の相互利用を推進し、公共交通機関全
体の利用促進を図る。
⑩幹線バス路線の高機能化と筑豊電気鉄道の高機能化を進
めるとともに、次世代都市交通システムについて調査・研究成
果などの情報収集を行う。
⑪継続して、バスレーンのカラー舗装化を図る。　（県道八幡
戸畑線1,570m、国道3号（門司）600m、県道門司東本町線
1,000m）

城野駅前において、今年度も引き続き用地買収を行っていく。

<実施>
○公共交通の利便性向上に向けた基盤整備
①交通結節機能の強化<着手>
・交通結節点（若松駅周辺、第一二島バス停）にて、公共交通の乗り場や
行き先を案内する乗継案内板の実施設計を発注。
②公共交通施設の案内情報の充実<検討>
・関係機関と協議を行っているところである。
③駅前広場の整備<検討>
・駅前広場のレイアウトおよび周辺道路の取り付け等について、関係機関
と協議を行っているところである。
④おでかけ交通と他交通機関との結節機能向上<検討中>
・関係者と協議中
⑤バリアフリー化の推進<着手>
・ＪＲ枝光駅のバリアフリー化完了（平成22年3月）
⑥筑豊電気鉄道の高機能化<着手>
・穴生～森下間、希望が丘～香月間の法面固定
・筑豊香月～新木屋瀬間の重軌条化
⑦通勤時の乗合い送迎バスの導入促進<検討>
・響灘地区での導入に向けて、企業のニーズを把握。
⑧おでかけ交通の支援強化<着手>
・運行支援助成について、平成21年度より実施。

○共通ICカード導入に向けた検討
⑨ICカード乗車券の導入及び相互利用<着手>
・「ニモカ(nimoca)」（西日本鉄道）の導入→平成20年10月導入(北九州地
区)
・「スゴカ(SUGOCA)」（ＪＲ九州）の導入→平成21年3月導入
・「ニモカ」「スゴカ」の相互利用→平成22年3月相互利用開始

○次世代都市交通システムの検討
⑩次世代都市交通システムの検討<検討>
(・平成20年度 ＢＲＴ基礎調査　(環境モデル都市調査 国交省業務委託))
・幹線バス路線の高機能化（バスレーンのカラー舗装）実施中。

○幹線バス路線の高機能化
⑪幹線バス路線の高機能化<着手>
・幹線バス路線整備計画作成業務委託発注。
・既存のバス専用レーンのカラー舗装化実施。　（国道199号720m、県道
大蔵到津線1,120m、市道北九州小竹線600ｍ）

○駅前広場の整備
交通拠点としての結節機能を高めるため、城野駅前広場の整備に伴う、
用地買収を行った。

実施

○（新）低炭素型の街づくり（黒崎地区・若松区中心市街地）
・地元の意見を聞くとともに、設計を行った。

1-b-
イ-i

○新規鉄道路線の検討
　収支採算性向上のための検討を行った。
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

20t-CO2/年

（算定根拠）
②
通常バス（燃費0.40ℓ/km）より燃費がよいハ
イブリッドバス(燃費0.35ℓ/km）を３台導入す
ることにより、温室効果ガス削減が図れら
た。１台あたりの年間走行距離は50,000km
であることから、燃料削減量=(0.40-0.35)×
３台×50,000=7,500ℓ
温室効果ガス削減量=7.5kℓ×2.6t-CO2/kℓ
=20

-

-

(未算出)

（算定根拠）

今年の走行距離　÷　前年の燃費　－　今
年の実給油量　＝　削減燃料量

(定量化は困難)

 -

コミュニティサイクルの利用促
進を図り、マイカーの短距離移
動者が自転車利用に転換する
可能性がある。

会員登録数の増加。 黒崎副都心地区コミュニティサイクル社会実験実施。（市主
体）

買換え資金の一部を助成
することで、車両更新を促
進した。

・企業規模に関わらず、各ドラ
イバーにエコドライブの意識付
けが徹底出来ず、実践が難し
いところがあった。平成22年度
は「走行管理票」の記入をドラ
イバーに徹底できる事業所に
絞って参加を認め、経費とCO2
削減効果をさらに高めたい。

参加事業所はタクシー、物
流、商業、製造業等多岐に
渡るが何れも燃費向上によ
る経費削減や事故減少に
よる企業イメージの向上を
挙げ、地域企業の活性化に
貢献している。

実施

＜実施＞
○低公害車の普及
・市内の事業者等が平成11年排出ガス規制以前のディーゼル貨
物車等を廃車にし、 新の排出ガス規制に適合する車両に買え
換える資金の一部助成を実施。

・参加事業所は市内各地から募り、各ドライバーが「走行管理
票」の記入が出来ることを参加条件とする。
・上記条件を満たせないがエコドライブに取り組みたい事業所
や、初めてエコドライブに取り組む事業所には、平成21年度に
開発したWeb上の燃費管理システムに参加してもらい燃費管
理の手法を学んでもらう。

・利用件数が減少しているた
め、更なるPRを行い、利用促
進を図る。

・今後も助成制度を実施し、低公害車の普及促進を図る。

<実施>
○レンタサイクル・カーシェアリングの普及<実施>
・小倉駅北口モビリティセンター社会実験実施。
　（カーシェアリング１台、レンタサイクル１０台設置）
・黒崎副都心地区コミュニティサイクル社会実験実施（国交省街路
交通施設課直轄事業、４箇所４４台）
・NPO法人により「コミュニティサイクル事業」開始。
　（小倉都心地区７箇所９２台、八幡東区東田地区３箇所２４台）

小倉と黒崎の社会実験で潜在需要等を確認し、規模と内容を充
実させ、H22年3月より小倉都心と東田地区で計116台、サイクル
ステーション10箇所で電動自転車を24時間自由にレンタルできる
コミュニティサイクルを実施した(深堀)

実施

a

a

公共交
通の利
用促進

に向けた
市民の
意識啓

発

運輸

運輸

実施運輸

実施

b

①地球温暖化や交通渋滞によ
る地域への影響等についての
理解度が向上し、公共交通通
勤への転換可能性が考えられ
る。学校教育を基盤として家庭
への啓発も併せて図ることで、
世代を担う子供たちやその保
護者などに環境モデル都市とし
てふさわしい交通手段を利用し
てもらうきっかけとなる。
②環境モデル都市のロゴをラッ
ピングして利用者の多い「１番
特快　小倉～黒崎・折尾線」を
運行しており、市民の意識啓発
に寄与している。
③実施されれば自転車から公
共交通への乗継利用者増加に
より、公共交通の利用促進及
びマイカー通勤者の減少が図
られ、低炭素化に寄与すること
が期待される。
④地球温暖化や交通渋滞によ
る地域への影響等についての
理解度が向上し、公共交通通
勤への転換可能性が考えられ
る。
⑤特典制度の事業継続によ
り、公共交通の利用促進が図
れる。

①企業MMでは90名の事前アンケート回答者に対して、夏頃
事後アンケートを実施し、効果検証を行う。学校MMでは引き
続き継続して実施する。
②引き続き導入するようバス事業者と調整を図る。
③モノレール徳力公団前停留場、筑豊電気鉄道三ヶ森駅にて
駐輪スペース整備実施。
④①に同じ
⑤筑豊電気鉄道、北九州モノレールへのICカード乗車券の導
入検討実施。
⑥黒崎副都心地区コミュニティサイクル社会実験実施。（市主
体）

b

＜実施＞
○あらゆる業種・業態に対応したエコドライブの推進
・平成19年度から取り組んでいる「エコドラ北九州プロジェクト」は
従来、八幡地区を中心に実施してきた。

平成21年度は参加事業所のエリアを小倉地区にも拡げて実施し
た。製造業や商業者等の新しい業種も含め、八幡地区と小倉地
区を合わせて９社、合計車両台数約400台の参加となり、市内事
業者の意識の高まりが見られる。（前倒し）

①企業対象MMでは、公共交
通通勤へ転換した場合、企業
としては通勤手当が増加する
ため、大規模な実施が困難で
ある。国等に対して企業への
インセンティブ（通勤手当の一
部助成等）についての支援制
度の創設を要望していく。学校
MMでは、各小中学校へのPR
実施が必要。
③放置自転車禁止区域の拡
大。自転車駐輪可の規制解
除。
④相乗り通勤では、相乗り者
の時間調整等が必要であり、
継続的な取組みが課題である
ことから、継続してＭＭ（ＴＦＰ）
を実施する。
⑤ICカード乗車券の利用可能
な商業店舗の拡大。

低炭素
都市構
造・交通
システ
ムへの
転換

1-b-
イ-
ⅱ

運輸

<実施>
○意識啓発
①モビリティマネジメントの実施<着手>
・小倉南区の企業に対してトラベルフィードバックプログラム（ＴＦＰ）実施。
　事前アンケートでは100名中90名がアンケートに回答し、マイカー通勤か
ら公共交通通勤へ利用転換の意向がある従業員が49名、相乗り通勤が5
名、従来通りが36名であった。　（マイカー通勤者100名を対象に事前アン
ケート実施、診断書（マイカーを廃車した場合のCO2削減量、カロリー消費
量、お金の節約額を提案するもの）作成）
・市内小中学生を対象に、地球温暖化問題や地球に優しい交通行動に関
する学習資料を作成し、この学習資料を活用した、市職員派遣による出前
授業を実施した。
②低公害車の普及<実施>
・7月に西鉄バス北九州がハイブリッドバスを3台導入
③パーク＆ライド、サイクル＆ライドの促進<検討>
・自転車駐車場整備計画の見直しを開始。道路空間を有効活用した駐輪
スペース整備を含めた計画へ見直し中。
④相乗り通勤の促進<実施>
・①モビリティマネジメントにて実施

○新たな仕組みの構築・普及
⑤公共交通利用者に対する利用特典制度の普及<実施>
・JR九州において、ICカード乗車券のポイント制実施。
・JR九州利用特典ブックの配布。
・西鉄バス北九州、ICカード乗車券のポイント制継続実施。
・筑豊電気鉄道の「ちくてつ電車利用特典」継続実施。
・北九州モノレール「定期利用者特典」継続実施。
　※全て交通事業者主体
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

(定量化は困難)

  -

1.85t-CO2

（算定根拠）
・公用車１台の年間走行距離10,000km
・更新前(ガソリン車：燃費0.1ℓ/km）のCO2排
出量＝0.1ℓ/km×10,000km×2.32kg-CO2/ℓ
＝2.32t-CO2
・更新後（電気自動車：0.125kWh/km）の
CO2排出量＝0.125kWh/km×10,000km×
0.374kg-CO2/ℓ＝0.47t-CO2
・CO2削減効果＝2.32-0.47＝1.85

22年度から発現

－

22年度から発現

-

-

-
ITSを活用した取り組みとして、地域の企業と自動車メーカー
が連携し、電気自動車の安心走行を支援するITシステムの開
発・実証を行う。

・小倉都心部で、企業、商店街等の協力を得て、キャンペーン
の拡充などさらなる公共交通の利用促進を図る。

＜実施＞
○公共交通利用者に対する利用特典制度の普及
・平成19年度から「エコスタイルタウン」、平成20年度から「まつり
企業祭」のイベント実施の中で、「ノーマイカー得々キャンペーン」
を実施し、公共交通利用者への利用特典制度を実施。

＜実施＞

○電気自動車実証実験
国の平成20年度補正予算で実施した「次世代自動車等導入促進
事業」において市庁舎敷地内に設置した急速充電器を活用し、Ｅ
Ｖの借用が可能になったことで、市購入のＥＶ納車に先行し年度
当初から市職員によるＥＶ活用実証を実施した（21年5月～7月）。
この期間の走行データは、性能向上に活用されるため、ＥＶメーカ
へ提供された。

また、市の率先導入として、公用車に新たに電気自動車を1台導
入した。
初年度からＥＶ実車の導入を実現し、実証を行った。

事業実施後のアンケート調
査では高い静穏性や実用
レベルに達した技術力に好
意的な意見が多く見られ
た。

・急速充電器設置時、電気
自動車導入時共にメディア
への発表（イベントとして）を
行い、市民への周知が出来
た。
・本市以外での電気自動車
導入やガソリンスタンドへの
充電設備導入が促進され
た。

・平成21年度に今後5年間で
50台の次世代自動車導入目
標を定めた。公用車の更新に
合わせて実施中である。

・平成22年度はプラグインハイブリッド車1台、電気自動車7台
の計8台を導入（予定）である。

・充電設備の整備や課金システムの試作運用などインフラ実
証実験及びEV推進協議会の立ち上げを検討する。

・平成22年度は急速充電器を1基（市庁舎敷地内）、200V充電
設備（区役所等）を7基設置予定。

次世代
技術開
発の推

進

運輸

運輸

運輸

実施

実施

○（新）電気自動車活用環境向上のための充電ネットワーク整備
環境省より「地域グリーンニューディール基金」の配分先決定を受
けた。
これにより、ＥＶ導入を促進させる大きな要素である充電拠点網の
早期整備に目処。平成22年度からの事業開始に備え、設計に関
わる準備を行った。

＜検討＞

○環境ＩＴＳの開発実証
当初予定していた国プロの獲得ができなかったため、エコドライブ
支援システムの開発ができなかった。このため、既存のデータ取
得機器などを活用し公用車での公務移動を利用した効果検討に
置き換えて実施した。

検討

b

b

b

イベント来訪者の公共交通
利用促進とともに、地域商
店街等の利用促進にも寄
与している。

・今後さらなる公共交通の利
用促進のため、事業の拡充が
必要。
・そのため、都心部での事業
拡充などを検討する。

・平成22年度に整備する機材
やその箇所、整備方法等を検
討し、設置箇所相手方との協
議を行った。

・財源の確保ができず、汎用で
ない新規システムの開発に着
手ができなかったが、一方で、
世の中で同様のエコドライブシ
ステム開発が進んできており、
開発自体の新規性はやや乏し
い状況に変化してきている。

1-b-
ｲ

-ⅲ
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（32,000ｔ-CO2/年）
（２３年度から発現）

（２５年度から発現）

       　　　　　　　　　-

着手

（算定根拠）　　　　　　　　　　　　＊CO2排出原単位
： 256.7g-CO2/ﾄﾝｷﾛ
【内訳】　　　　　　　　　　　　　○埼玉～福岡間 CO2
排出削減量 ：12,483,834g-CO2　（貨物量40ﾄﾝ/
日×距離1,215.8キロ×256.7）　○東京～福岡間
CO2排出削減量 ：73,054,766g-CO2　（貨物量240
ﾄﾝ/日×距離1,185.8キロ×256.7）
○神奈川～福岡間 CO2排出削減量 ：
12,119,320g-CO2　（貨物量40ﾄﾝ/日×距離
1,180.3キロ×256.7）　　　　　　　○大阪～福岡間
CO2排出削減量 ：13,391,526g-CO2　（貨物量80ﾄ
ﾝ/日×距離652.1キロ×256.7）
○北九州～福岡間 CO2排出削減量 ：
3,470,584g-CO2　（貨物量200ﾄﾝ/日×距離67.6キ
ロ×256.7）
【計】　　　　　　　　　　　　　　計114,520,031g-CO2
×年280日＝年換算32,065,608,624g-CO2
（≒32,000トン）　　　       　　※端数は四捨五入
※「年間約3.2万トン削減」はJR貨物より公表済み

輸送力増強事業は、旅客列車
とのダイヤの兼ね合いから貨
物列車の増発が難しいため、
長編成貨物列車の運行を可能
化するためのものである。
よって、同事業実施の効果を
高めるため、事業完了後の２３
年度以降のダイヤ編成におけ
る貨物列車の本数確保と一層
の貨物の取り込みに向けて、
JR貨物と連携して取り組む必
要がある。

福岡貨物ターミナル駅改良及び福間駅待避線延伸等の工事
を行う。

モーダル
シフトの

推進

b
・新門司北地区、新門司南地区及び田野浦地区において、引
き続き複合一貫輸送ターミナルの整備を進める。

運輸

運輸

b

　＜着手＞
○「鉄道貨物ターミナルの機能強化」
鉄道施設整備を実施する北九州貨物ターミナル駅、福岡貨物ター
ミナル駅及び福間駅のうち、２０年度末までに北九州貨物ターミナ
ル駅改良は完了。２１年度より福岡貨物ターミナル駅改良及び福
間駅待避線延伸等の工事に本格的に着手している。

-

２３年度から効果が発現す
るが、２０年度末までに北九
州貨物ターミナル駅の改良
は完了したため、本州～北
九州貨物ターミナル駅間は
輸送力増強を図ることがで
きた。

-

1-b-
ｳ-ⅰ

＜実施＞
○「ＲＯＲＯターミナルの機能強化」
複合一貫輸送ターミナルの整備に向け以下とおり取り組んだ。
・新門司北地区（-10m岸壁）の整備
・新門司南地区（-7.5m岸壁）の整備（追加）
・新門司南地区（-7.5m岸壁）及び田野浦地区（-9m岸壁）の岸壁
整備に係る調査・設計

着手

北九州　9/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

12,000t-CO2

２４件の削減効果の積み上げ
　12,000ｔ-CO2

（定量化は困難）

-

（２２年度から発現）

-

実施

運輸

①H22年度中に都市計画変更を行う予定。
②福岡北九州高速道路公社において、１区間割引の社会実
験を実施する。市において、都市高速物流等活性化調査事業
として、コーポレートカード割引率拡大への助成を実施する。
③各関係機関と協議のうえ、課題箇所における解決策を検討
する。
④引き続き継続実施
⑤関係機関との協議調整（実施路線の確定等）

公共交通の利便性を向上さ
せる。

自動車の走行速度の向
上。

・モーダルシフトの流れを止め
る高速道路のさらなる割引制
度等が検討されており、モーダ
ルシフト推進のための新たな
取組みを検討する必要があ
る。

①H22年度中に都市計画変更
を行う予定。
②関係機関との課題の共通認
識が必要
③福岡県警との連携強化
⑤地域、交通管理者、道路管
理者等の協力体制づくり

公共事業費が削減され、優先
順位を決め、事業を推進して
いる。

公共事業費が削減され、優先
順位を決め、事業を推進して
いる。

・H22年度継続実施。
・H23年度以降は未定。

運輸

b

a

モノレール駅における昇降機等の整備。

尾倉ランプの供用開始（予定）による、市内西北部からのアク
セス向上。

モーダルシフトを実施する
にあたり、重要な輸送機関
であるフェリー貨物の増加
に貢献した。

①戸畑大谷線（２期）の整備さ
れれば、環状放射型の自動車
専用道路ネットワークが構築さ
れ、交通混雑の緩和、拠点間
の連絡において、定時性、速達
性など利便性が向上される。
②実施されれば１区間割引に
より、近距離についても都市高
速利用が促進され、一般道の
混雑緩和及び都市高速道路の
有効活用が期待される。コーポ
レートカード割引率の拡大によ
り、事業者の都市高速利用が
促進され、物流等の活性化及
び都市高速道路の有効活用が
期待される。
③実施されれば都心部におけ
る、タクシー区画外駐車の対策
を実施することで、道路空間の
有効活用が図れ、渋滞緩和
や、バスの定時性確保が期待
される。
④取締りを強化することで、違
法駐停車が減少し、バス等の
定時性を確保することでバス利
用促進や渋滞緩和による低炭
素化に寄与する。
⑤今後、安全で安心して走行で
きる自転車走行空間の整備を
行っていくことで、自転車利用
者が増加し、低炭素化に寄与
する。

1-b-
ウ-
ⅱ

自動車
交通の
円滑化
の推進

＜実施＞

○モーダルシフトの推進（助成金付与）
平成２１年度北九州市モーダルシフト推進補助制度を実施した。
（２４件）
例年ペース(13件)より大幅に多くの協力を得て実施。(深堀り)

○

○バリアフリー化の推進
鉄道駅の周辺道路における歩道等のバリアフリー化を推進し、歩
行者や自転車の利用環境の改善を図る。

○都市計画道路の整備
市内交通の円滑化を図るため、整備が必要な路線・区間につい
ては、優先度の高い区間から着実に整備を進めている。

検討

<検討>
○都市計画道路の整備
①戸畑大谷線（２期）整備検討
戸畑大谷線（２期）の都市計画変更を行うため、市の公共事業評
価を行っている。

○都市高速道路の有効活用
②都市高速道路の有効活用
・福岡北九州高速道路公社において、１区間割引の社会実験を
検討した。
・市において、都市高速物流等活性化調査事業として、コーポ
レートカード割引率拡大への助成について検討した。

○道路空間の有効活用
③タクシー利用環境の改善<>
・小倉都心部における、タクシー区画外駐車の現況調査を行い、
課題のある箇所の抽出を実施。
④取締りの強化
・小倉都心部における違法駐停車取締り重点地域での取締を継
続実施している。
※実施は福岡県警

○自転車レーンの導入
⑤本市における拠点間をつなぐ自転車ネットワーク及び拠点内の
自転車ネットワークを構築し、既存及び将来の自転車駐車場との
連携を含めた自転車ネットワーク計画案を作成した。

北九州　10/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（26年度から発現）

-

（２２年度から発現）

-

249t-CO2

CO2排出抑制量
設置前（18校:130kW)
設置後（79校:735kW)
（735kW-130kW）×1,100kWh/kW×
0.374(kgCO2/kWh)=249t-CO2

1t-CO2

（算定根拠）
2.5kW×1,100kWh/kW×0.374kgCO2/kWh
/1000=1.0t-CO2

（２３年度より発現）

－

10.3t-CO2

（算定根拠）
(20kW＋5kW）×1,100kWh/kW×
0.374(kgCO2/kWh)
/1000=10.3t-CO2

＜検討＞
○工場とまちの省エネルギーシステムの構築
スマートグリッド実証に向け、地元企業やシステム企業とともに北
九州スマートコミュニティ創造協議会を結成、実証の取組み内容、
進め方を協議し、経済産業省「次世代エネルギー・社会システム
実証地域」に応募、全国4箇所の一つとして選定されており、標記
システムの構築へ向けた検討に着手した。
○市内他地区への普及及び全国への情報発信
東田の取組みについて、多数の媒体を通じ情報発信を展開中。
市内他地区への普及については、調査へ向け検討に着手。
スマートグリッドを中心に、通信、まちづくり、交通システム、ライフ
スタイルなどを含め計画の事業範囲を構想提案向けに拡大し、新
たな実施計画として練り直しを進めた。(マイクログリットから需要
側の電力をコントロールするスマートグリッドへ発展)（深掘り）

運輸

業務・家
庭・運輸

b

H21年度で完了のため、特段なし
・その他、空き室の改装等を行う。

平成22年度に全区の市立小・中・特別支援学校117校と大規
模改修工事学校4校において、3kWの太陽光発電設備（地上
設置型）を設置する(全校設置予定)。また、藤木小学校におい
てプール建替に合わせて、5kWの太陽光発電設備（プール附
属棟屋上設置型）を設置する。（計122校で太陽光発電設備を
設置）

・勝山橋太陽光発電ルーフを活用したイベントの開催
・紫川エコリバー構想の推進プラン策定
・小倉都心部の「見える化・感じる化」「にぎわいづくり・顔づく
り」のため、シンボルステッカーやプレート、マップの作成

環境教育を推進していく。

○

業務

a

a

エネルギーマネジメントシステム導入、スマートネットワーク関
連研究開発、スマートメータの導入、ITSを用いた自動車運用
システム開発、アジア低炭素化センター創設　等に取組む

○太陽光発電を設置した戸
数：20戸（馬寄団地３号棟
第３工区）
地元企業への受注拡大に
つながった。

・平成２３年度以降の運用に向
け、維持管理等の検討が必要
となっている。
・今後も引き続き、建替えを行
う市営住宅について、原則とし
て太陽光発電を設置していく。

-

歩行者空間の快適性向上
（雨にぬれずに通行可）、イ
ベントへの活用が可能とな
り、小倉駅～リバーウォー
クまでのまちのにぎわい創
出への寄与する。

実施

＜実施＞
○太陽光発電システムの導入・普及
－建替を実施する市営住宅の屋上部分に太陽光発電設備を設
置
・平成２１年度着工の馬寄団地３号棟第３工区において太陽光発
電（１５ｋｗ）を設置。
・平成２２年度末竣工、平成２３年度入居開始予定。

実施

＜実施＞

○紫川エコリバー構想
・勝山橋に太陽光発電ルーフ（20kW）を整備。
　ルーフ下の照明には、すべてLED使用
・魚町ジョイントアーケードに太陽光発電（５kW）を整備。
　アーケード下の照明には、すべてLED使用
・民間企業が、施設屋根へ高反射率塗装を実施
小倉都心部の「見える化・感じる化」「にぎわいづくり・顔づくり」を
進めるためのプランの検討、シンボルステッカーやプレート、マッ
プの策定についての検討を行った。
市事業を超えて、民間主導での事業が同時進行し、完成・稼動し
た。（深掘り）

b
・平成２２年度より、事業名を変え、「市営住宅ＣＯ２削減対策
事業」として、建替えを行う住棟の屋上部分に原則として、太
陽光発電設備（１０ｋｗ未満）を設置する。

a実施○

<実施>
○太陽光発電システムの導入・普及
－小中学校校舎・体育館への太陽光発電システムの導入
全区の市立小・中学校60校において、10kWの太陽光発電設備
（地上設置型）を設置した。また井堀小学校において校舎建替に
合わせて、5kWの太陽光発電設備（校舎屋上設置型）を設置し
た。（計61校で太陽光発電設備を設置）

学校の新設・改修時に設置(１校)する計画に加えて、全区の市立
小・中学校60校において設置。

○太陽光発電システムの導入・普及
　-　他の既存市有建築物への導入
・（新）学研北部ひびきの北公園に太陽光発電を整備（2.5kW）
・（新）低炭素型の街づくり事業～ほたる館エコ改修事業
H22年度ほたる館への太陽光発電設置など計画策定。

-

身近な施設に太陽光発電
を設置することで、地域へ
のPRと太陽光発電普及促
進に寄与する。

身近な小・中学校に太陽光
発電を設置することで、地
域へのPRと太陽光発電普
及促進に寄与する。

市内企業が数多く参加し、
ソーシャルビジネスを含む
新しい環境産業、雇用の創
出につながる。
この取組みは、多くの企業
からの企画賛同を得なが
ら、「北九州スマートコミュニ
ティ」として、全国４つの地
域のみでの経産省の実証
事業に採択された。

より多くの地域企業の参加を
促す仕組みづくりが必要。

引き続き、本格的な高架工事
着手のため、準備工事を進め
ていく。

主に、国道踏切が除却され
る予定である平成２６年度
から効果が発現するが、高
架工事の準備を着実に進
めている。

折尾駅周辺の高架工事着手に向けた準備を進めるとともに、
駅周辺以外のトンネル工事や高架工事を進めていく。

工場とま
ちの省エ
ネル
ギーシス
テムの
構築

1-c-
ｱ

家庭

業務

○ 検討

＜着手＞
○鉄道連続立体交差化
筑豊本線トンネル工事を進めるとともに、鹿児島本線や短絡線の
高架工事に向けた準備工事などを進めている。

着手

北九州　11/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

（２３年度から発現）

-

（２４年度より発現）

－

14.1t-CO2/年

（算定根拠）

年間発電量36,800kWh×0.383×10-

3tCO2/kWh

(未算出)

-

（定量化は困難）

-

・地域の関係者と施設・遊具の種類や樹種等の詳細な検討を
行い、実施設計を行う。（H22年9月迄）
・実施設計を元に、整備を実施する。（H23年3月迄）

引き続き普及拡大を促進させる-

集客と回遊性の強化、定住
人口の増進、商業の活性
化に寄与

-

業務・運
輸

○太陽光発電システムの導入・普及
－水道施設への太陽光発電システムの導入
・市内配水池４箇所へ太陽光発電装置を設置した。
検討時期を1年短縮させ、すでに４箇所施工した。（前倒し）

太陽光発電の普及に伴い、
地元施工業者への受注拡
大につながる。

○太陽光発電システムの導入・普及
　-　民間建築物への普及・拡大
・事業者などの導入相談やＰＲを通じて、民間建築物への普及を
促進した。

b実施

・市内配水池2箇所で設置予定。

○太陽光発電システムの導入・普及
－新規市有建築物への太陽光発電システム導入

・（新）中心市街地活性化公園整備事業（黒崎中央公園、蛎原公
園）
北九州市黒崎地区中心市街地活性化協議会を通じ、黒崎中央公
園、蛎原公園における環境に配慮した公園再整備（ＬＥＤ照明の
導入など）に向け、地域の関係者と調整を進めてきた。
建築物に限らず公園等整備にも拡大して低炭素設備（再生可能
エネルギーやＬＥＤ照明など）(200kW)を採用（深掘り）

平成２４年夏の施設オープ
ンのため、平成２４年度から
効果が発現するが、平成２
１年度はＰＦＩ事業者公募に
あたり、住民、事業者等に
対し説明会を行い、環境に
対する取り組み（太陽光発
電設備の設置など）などの
ＰＲを図った。

特になし

利用者が多く、啓蒙効果の
高い停留所やモノレール車
両の屋根等に太陽光発電
パネルを設置し、その発電
量をモニターに表すことに
よって市民や利用者にわか
り易く示し、市民への啓発を
行う。
また、その導入に伴う効果
や課題（構造、利用形態、
採算性）を踏まえ、他の停
留場や車両基地に拡大さ
せる。

モノレール車両への陽光発電
シートの取り付けに関して、技
術的な問題をクリアする必要
がある。

実施

＜実施＞

○太陽光発電システムの導入・普及
－下水施設への太陽光発電システムの導入
・太陽光発電装置設置のための設計業務（全４箇所中１箇所）が
完了した。
事業化可能調査を早期完了したため、着工を早めることができ
た。（前倒し）

＜実施＞
○都市モノレールへの太陽光発電の導入
モノレール車両への太陽光パネル設置へ向け実証実験を実施し
た。

○太陽光発電システムの導入・普及
－新規市有建築物への太陽光発電システム導入

・文化・交流拠点地区整備
平成２１年度は、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の公募、審査、
選定を実施。（平成２２年度より、民間事業者による設計、施工を
実施予定。平成２４年夏のオープンを目指す。）

・モノレール車両に取り付ける太陽光発電シートの技術的問
題について、メーカー等と検証を続ける。

・設計済みの浄化センターに太陽光発電装置の設置を行う。
・23年度実施のための設計業務を行う。

a

-

-

-

平成２４年夏の施設オープンを
目指すとともに、ＰＦＩ事業者に
より施設整備および維持管
理・運営が実施されるため、将
来にわたり公共サービスの適
正かつ確実な実施を確保する
ことが必要であり、その実施体
制の確立を行う。

平成２２年度は、民間事業者による設計を実施し、平成２２年
内に工事に着手する予定。（平成２４年夏のオープンを目指
す。）

・北九州市ほたる館に太陽光発電設備を新設する。

市街地
や公共
空間で
の再生
エネル
ギーの
活用

1-c-
ｲ

業務

北九州　12/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（２３年度より発現）

-

（２４年度より発現）

-

（２７年度から発現）

-

460t-CO2/年

（算定根拠）
年間電力削減量×CO2排出係数＝1,230千

kWh/年×0.374×10-3tCO2/kWh

26t-CO2

（算定根拠）
実証実験期間3/1-3/20
【C重油CO2量】
19.198KL*41.7GJ/KL*0.0195kg-
c/CJ*44/12=57.239t-CO2
【電気CO2量】
82521kwh*0.000374t-CO2/kwh=30.863t-
CO2
【削減量】
57.239t-CO2 - 30.863t-CO2
  = 26.376t-CO2

(定量化は困難)

-

小倉駅北口のペデストリアンデッキにおいて、太陽光パネル
設置やＬＥＤ照明施設の整備を行う。また、浅野町線におい
て、展望デッキ、親水広場、多目的広場の整備を行う。

国直轄事業として、平成21年2
月末に陸電施設が設置され、
3月に実証実験を行った。4月
以降も実証実験を行う予定で
あったが、陸電コスト（電気代
等）と船内発電コスト（燃料費
等）を比較すると、現在の市場
価格では、船内発電コストの
方が安価となる。フェリーを所
有している関西汽船㈱は、経
営難のため経費削減に努めて
いる中、コストが高くなる陸電
施設は使用できず、従前どお
り、C重油を利用した船内発電
を使用せざるをえない状況で
ある。
フェリー会社が利用できるよ
う、電気代を補助するなどの支
援が必要となる。

環境活動の活性化につな
がる。

・バイパス管布設工事完了予定。
・平成22年度の改良工事においてポンプの更新に合わせて、
ポンプ仕様の適正化によりエネルギーロスの低減を図る。

特になし ・各種情報の収集を行う。

業務 実施

実施

＜実施＞
○船舶版アイドリングストップ

国土交通省の直轄事業として、小倉北区浅野のフェリー岸壁へ陸
上電力供給施設の設置工事に着手。平成22年2月末に完成し、3
月から約1ヶ月、実証実験を実施。

運輸

・家庭系廃食油から燃料を
精製する事業の拡大を図る
ことにより、市民の取組の
啓発につながった。

環境モデル都市の「見える化・感じる化」を進めるため、シンボ
ル公園である勝山公園において、太陽光発電やＬＥＤ照明等
を活用した「（仮称）グリーンエコハウス」を整備する。

・当面は市営バス３台の運行を維持する。

門司区新門司にあるフェリー岸壁３バースを対象に、陸電施
設を設置予定。ただし、フェリー会社との調整が必要。

○太陽光発電システムの導入・普及
－新規市有建築物への太陽光発電システム導入

・（新）低炭素型の街づくり事業（環境に配慮した（仮称）グリーンエ
コハウス整備事業）
施設規模の検討などを行い、基本構想策定。

当初計画にはなかったが、勝山公園に新しく環境配慮型の管理
棟(グリーンハウス)の設置を決定し、詳細検討を実施。（深掘り）

○太陽光発電システムの導入・普及
－新規市有建築物への太陽光発電システム導入

・（新）低炭素型の街づくり事業（都・浅野町線シンボルロード整
備、小倉駅周辺ペデストリアンデッキ太陽光パネル設置）
　・シンボルロードはは、概略設計及び詳細設計を行った。
　・小倉駅北口のペデストリアンデッキは、平成２２年度からの事
業着手に向けて予算要求（地域グリーンニューディール基金）を
行った。

建築物に限らず公園等整備にも拡大して低炭素設備（再生可能
エネルギーやＬＥＤ照明など）を採用（深掘り）

＜検討＞
○エネルギー転換再利用化
-下水汚泥の高度利用による省資源システム構築
・各種情報を収集し検討を行っている。

○街なか省エネ診断
＜2-b-イ＞「事業所等による省エネルギーの推進」に記載

-

-b

・本格実施にいたるまでの市
営バス導入経費に課題あるた
め、経費面の改善を検討す
る。

-

b

検討段階であるが、現在のと
ころ課題は特にない。

-

施設目的を達成するための利
用促進など

エネル
ギーの
有効活
用の促

進

検討

＜実施＞
○【新規】水道省エネルギー対策
　・パイパス管布設工事発注済み。

b

低炭素
型都市
エネル
ギーシ
ステム
の構築
と普及

b

運輸 実施

＜実施＞
○エネルギー転換再利用化
－BDF自動車の運行

・ＢDF自動車として市営バス３台を運行した。

1-c-
ｳ-ｉ

業務
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

(定量化は困難)

-

（２３年度から発現）

-

6.6t-CO2

（算定根拠）
・クールシティ事業　3t-CO2
・市の実施する屋上緑化助成　719m2×
5kg/m2＝3.6t-CO2

（２４年度より発現）

-

（２４年度より発現）

-

業務・運
輸

実施

実施

＜実施＞
○屋上緑化の推進
－市街地再開発事業等での積極的な緑化
・（新）博労町線街路事業
中心部の渋滞解消のため道路拡幅用地の買収を行い、合わせて
LED照明の設計やヒートアイランド対策に寄与する透水性舗装の
設計を行った。

業務

平成２４年夏の施設オープンを
目指すとともに、ＰＦＩ事業者に
より施設整備および維持管
理・運営が実施されるため、将
来にわたり公共サービスの適
正かつ確実な実施を確保する
ことが必要であり、その実施体
制の確立を行う。

小倉駅周辺での涼しさを演
出することで、まちの賑わ
いづくりに寄与した。

・PR不足との指摘があったこと
を踏まえ、ミスト冷却装置設置
箇所の施設管理者等へ看板
設置等の協力を求める。また、
その他の媒体等でのPRにも努
める。

平成２４年夏の施設オープ
ンのため、平成２４年度から
効果が発現するが、平成２
１年度はＰＦＩ事業者公募に
あたり、住民、事業者等に
対し説明会を行い、環境に
対する取り組み（緑化の推
進）などのＰＲを図った。

b

西小倉駅前第一地区は、ま
ちなか居住の促進：住宅供
給戸数１９５戸（平成２２年
度末入居開始）
小倉駅南口東地区は、
先端のオフィスビル等の整
備により、良好で魅力ある
都市環境とにぎわいの創出
が図られる予定。。

b

・市内数箇所で実施予定。

業務・家
庭

平成２２年度は、民間事業者による設計を実施し、平成２２年
内に工事に着手する予定。

用地買収など順調に進んでお
り課題は特にない。

-

・都心部の交通ネットワーク形成とバスを中心とした慢性的な
交通渋滞を解消し、本市の玄関口にふさわしい魅力ある都市
空間の形成を行う。
・平成２２年度は南側歩道の整備工事（透水性舗装）及びＬＥ
Ｄを利用した歩道照明の設計を行う。

・市の屋上緑化助成は継続し、屋上緑化の普及を促進する。

・打ち水の取組を引き続き実施する。

＜実施＞

○屋上緑化等の推進
　－クールシティ中枢街区パイロット事業の推進
・民間企業（１件）が、施設屋根へ高反射率塗装を実施。

　－市内事業所への屋上緑化助成（北九州市）
・市内３事業所（719m2）へ屋上緑化の助成を実施。

○打ち水大作戦
　小倉都心部等で、打ち水イベントを実施（4回）。
わっしょい百万夏祭りとジョイントでの市長参加、本庁舎前での市
長・副市長参加イベントなど、実施の規模・個所・集客効果などを
拡大
年2回予定を4回実施。

クールシティパイロット事業
は、事業仕分けの結果、平成
２２年度に本市で予定されてい
た事業が助成対象外とされる
こととなったため、新たな財源
確保が必要。

市内での実施により、市民
や企業、団体に広げ、身近
な活動の積み重ねにより、
ヒートアイランド対策や地球
温暖化対策に関心を持って
もらう。

b

小倉駅南口東地区は、市況の
悪化を受け事業が進捗してい
ない。今後、オフィス需要が顕
在化すれば進展が予想され
る。

小倉駅南口東地区は、組合設立の認可、事業計画の決定を
経て、建築設計、権利変換計画作成を予定。

ヒートア
イランド
対策

着手

○屋上緑化の推進
－市街地再開発事業等での積極的な緑化

・文化・交流拠点地区整備
平成２１年度は、ＰＦＩ事業を実施する民間事業者の公募、審査、
選定を実施。（平成２２年度より、民間事業者による設計、施工を
実施予定。平成２４年夏のオープンを目指す。）

1-c-
ｳ-ⅱ

＜着手＞
○屋上緑化の推進
－市街地再開発事業等での積極的な緑化
・再開発事業（西小倉駅前第一地区）
都市計画道路等の公共施設と住宅・商業機能を備えた民間再開
発ビルを一体的に整備するため、事業を着手した。（敷地面積の2
割の緑化、CASBEE北九州の導入）

・再開発事業（小倉駅南口東地区）
北九州市の玄関口である小倉駅の南口にふさわしい都市機能の
集積と土地の高度利用を図るため、都市計画道路博労町線と、
業務・商業・サービス施設・駐車場を備えた再開発ビルを一体的
に整備し、魅力ある空間を形成する目的で、関係者間の協議を
行った。（敷地面積の2割の緑化、CASBEE北九州の導入）

b業務
＜実施＞
○クールミスト事業
・市内2箇所で実施した。

実施

北九州　14/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

430t-CO2/年

（算定根拠）
植栽のCO2平均吸収量：3.7kg/本/年

（未算出）

-

（未算出）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

森林

森林

森林

b

市民、企業、NPOなど幅白
い主体による植樹活動が展
開され、市民環境力の掘り
起こしにつながっている。

森林

森林

自然環境に優しい公共事
業を行うことで、市民の自
然環境保全に対する意識
の向上が図られる。

a

b

b

○公園・緑地の整備によるＣＯ２吸収源の拡大
新門司北地区、門司港レトロ地区、響灘東地区において、緑地の
整備を行った。（緑地面積については、緑政課の取りまとめた緑
地面積に含まれる）

＜実施＞
○【新規】自然環境アドバイザー制度運営事業
自然環境に優しい公共事業の実現にむけて、専門的な視点から
必要なアドバイスを行った。事業完了後は、アドバイスに基づく取
組み効果を検証し、以降の取組みに反映させる。

b

事業費の確保が課題である。 引き続き都市公園の整備や緑地の確保に取り組む。

・立案過程において市民から学識経験者まで幅広い立場の方
が参加する検討会を開催する。
・パブリックコメントを実施する。

緑に関する市民意識調査を
２回実施した。また、公園の
利用実態調査は、839人日
分の新規雇用創出に貢献
した。

計画の実現性を高めるために
は、広範で多様な主体の理
解・参加・協力を得て実施され
ることが重要であるため、計画
立案過程における意見の募
集、効果的な計画の公表や周
知の取り組みを積極的に行う
必要がある。

市民、企業、NPO、行政による幅広い主体で100万本植樹に
向けた活動を進める。事業期間、15年程度。
100万本の内訳（目安）
　緑の回廊事業(行政）300,000本、公園・街路事業（行政）
300,000本、記念樹プレゼント事業（市民）100,000本、工場・事
業所緑化事業300,000本

工場・事業所緑化事業の進捗
は、経済情勢に影響されること
が多いため、計画通り進むか
どうかが、不透明。
植樹箇所や事業費の確保が
課題である。

-

- -
新門司北地区、門司港レトロ地区、響灘東地区において、引き
続き緑地の整備を進める。

ー 引き続き制度の運営の取組む。

公共工事での自然環境に
対する影響を未然に食い止
める効果がある。

ー
曽根干潟環境調査（鳥類、底生生物）は引き続き実施する。こ
れに加えて、22年度は5年に1回実施している、曽根干潟底質
調査を実施する。

＜検討＞
○【新規】自然・生き物情報整備事業
「北九州市自然環境保全基本計画」の目標「5　自然・生物に関す
る情報の整備」を具体化していくリーデングプロジェクトとして、希
少種を含む身近な生物調査の実施や、その結果得た情報を元に
したデータベースの構築を目指す。
21年度：曽根干潟環境調査（鳥類、底生生物）実施、身近な生き
物（トンボ）調査実施

実施

検討・
実施せ

ず

検討・
実施せ

ず

総合的
な緑化・
森林整
備の推

進

緑化の
増進

１－
ｄ－
ア

実施

実施

<実施>
○環境首都100万本植樹プロジェクトの実施
・市民・企業・NPO・行政が一体となった「環境首都100万本植樹プ
ロジェクト」（市民が主体となっての植樹参加）を持続的に推進し
た。
21年度末時点：117,133本植樹完了。
・街路や公園事業で植樹（道路付帯エリアへの市による植樹推
進）をすすめた。

<実施>
○緑の基本計画の策定
緑や緑を取り巻く状況等について調査し、現行計画を検証して、
今後の課題をとりまとめ、計画を改定するための視点や考え方を
整理した。

<実施>
○公園緑地の整備によるCO2吸収源の拡大
都市公園の整備や緑地の確保（樹木に限らず緑地としての地域
拡大）に取り組んだ。

北九州　15/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

187t-CO2

（算定根拠）
・平成21年度適正管理面積37.73ha
　間伐：36.31ha
　枝打： 0.52ha
　除伐： 0.90ha
・育成林のCO2平均吸収量：4.95t-CO2/年
/ha
∴37.73×4.95≒187t-CO2

(未算出)

3.0t-CO2

（算定根拠）
市：10,000km（1台）
民間：10,000km（2台計）
合計走行距離20,000ｋｍ分のCO2を削減
２0,000km/15.5(km/L)
=1290Lのガソリン削減
1290×2.38=3.0t-CO2

(未算出)

（算定根拠）

-

業務・家
庭・運輸

森林

産業・業
務

＜検討＞
・商工会議所などと連携して、市内企業のニーズ調査などを行っ
た。
・工場の生産プロセスの改善を行なった。

＜着手＞
１．燃料電池自動車等の導入台数：3台
（市：燃料電池自動車1台、民間事業者：水素エンジン自動車2台）
２．水素パイプライン延伸、北九州水素ステーションが稼動開始
３. 住宅、公共施設等に水素をパイプライン供給し燃料電池の実
証実験を行う「水素タウン」の実施設計に着手。

予定(1台)より多く、市と民間を合わせて３台の水素燃料電池自動
車を実際に導入し稼動実証開始（深掘り）

・引き続き市外水源地域で行われる植育樹活動に参加する
・立案過程において市民から学識経験者まで幅広い立場の方
が参加する検討会を開催する。
・パブリックコメントを実施する。

・事業を積極的に推進し、整備面積を増やす。

・水源地域住民との相互理
解が深まるとともに、水源
涵養林を含めた水源地域
の環境保全の重要性につ
いて、住民の意識が高まっ
た。

・緑に関する市民意識調査
を２回実施した。また、公園
の利用実態調査は、839人
日分の新規雇用創出に貢
献した。

・民有林の整備（間伐等）の
実施

計画の実現性を高めるために
は、広範で多様な主体の理
解・参加・協力を得て実施され
ることが重要であるため、計画
立案過程における意見の募
集、効果的な計画の公表や周
知の取り組みを積極的に行う
必要がある。

・山林の所有者や境界の特定
が困難であり、事業が進まな
い。

実施

<実施>
○森林適正管理
・水源地域では水源涵養林の荒廃や河川の水質汚濁が進行して
おり、これらを防ぐために市外水源地域で行われる植育樹などの
取り組みに対して、市民ボランティアを募って参加し、水源水質の
浄化に取り組んだ。
・荒廃林など山林の整備を実施した。

b

「北九州水素タウン」（水素配管を市街地に布設し、公共施
設、店舗、住宅等に直接水素を供給し定置型燃料電池を利用
する実証事業）整備開始、平成23年初頭より稼動開始予定。

燃料電池自動車等の導入台
数増加が課題。（ﾘｰｽ料の低
廉化が重要）

a

エコ･コンビナート推進協議
会：１１回開催
エコ･コンビナート推進協議
会工場見学会：１７社１７回
開催
工場廃熱利用調査研究会：
３回開催

廃棄物・副産物の資源循環や
未利用エネルギーの有効活用
によるビジネス展開や新たな
企業誘致を目指して、地元企
業との協議会を継続しながら、
新たな案件を探っていく。

・市内の既存産業インフラの利活用や企業間あるいは産業圏
と生活圏の連携により、地域レベルでの省エネ・省資源等を実
現するため、廃棄物や副産物の資源循環や未利用エネル
ギーの有効活用によるビジネス展開や新たな企業誘致を目指
していく。
・工場廃熱について、平成21年度に選定した熱供給側と熱需
要側の候補企業と協同でＦＳ調査を行う。

水素ステーションの稼動開
始により、国内外からの視
察者が本市を来訪してい
る。
エコモータショーや環境イベ
ントに水素自動車等を出展
したり、試乗会を開催するこ
とで、エコカーへの関心が
高まった。

実施

検討

着手

・市内企業が有する省エネ技
術・ノウハウを、市内産業界の
生産プロセス改善に結びつけ
る仕組みづくりが重要となるの
で、商工会議所などと研究を
進める。

・融資制度等導入促進のための制度や仕組みの検討・実施を
行なう。

生産プロセスの改善に、市
内企業の技術やノウハウを
活用することにより、市内企
業の受注拡大に寄与。

b産業

○

2-a-
ｱ

生産プロ
セスの改
善による
省エネル
ギー推
進

2-b-
ア

水素エネ
ルギーモ
デル地
区の構
築

産業エ
ネル

ギーの
広範な
活用

工場廃
熱の活
用

１－
ｄ－
イ

＜実施＞
（１）北九州エコ・コンビナート推進事業
　　これまでの成果としては、①日本コークス工業CDQ（コークス
乾式消火装置）の蒸気をクボタ松下電工外装に供給。（H18）②新
日鐵から未利用エネルギー等（電気・蒸気・再生水・建屋）を九州
製紙に提供し、九州製紙は製紙スラッジから製鉄用フォーミング
抑制剤を製造し新日鐵へ供給。（H18）　また、平成19年度より推
進協議会参加企業間で工場見学を実施し、それぞれの事業所を
見学することで環境への取組みや新たな連携案件を探っている。

（２）トランスヒートコンテナを利用した民生分野等での工場廃熱利
用調査
　　（1）において実施した協議会の中から、新たな取組みとして、
「工場廃熱の民生利用」等をテーマにした研究会を立ち上げ、トラ
ンスヒートコンテナを利用した民生分野等での工場廃熱利用調査
を行い具体的な事業立ち上げに向けたプロジェクトを推進してい
る。21年度には基礎調査を行い、事業化に向けて熱供給側と熱
需要側の候補企業を選定した。

b

森林管
理・保存

2-a-
ｲ

北九州　16/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

188t-CO2

（算定根拠）
市役所本庁舎の省エネ実践により、前年比
で電力250,000kWh、都市ガス40,000m3を削
減した。
温室効果ガス削減量は、250,000kwh×
0.374kg-CO2/kwh＋40,000m3×2.36kg-
CO2/m3＝187900kg-CO2

27.7t-CO2

（算定根拠）
1.(75-9)×28/1000(kw)×4000(h/年)×
0.374(kgCO2/kWh)/1000=2.8t-CO2
2..(8000-971)/1000(kw)×4000(h/年)×
0.374(kgCO2/kWh)/1000=10.5t-CO2
3..(936-457)/1000(kw)×400(h/年)×
0.374(kgCO2/kWh)/1000=0.07t-CO2
4.(20000-2600)/1000(kw)×2200(h/年)×
0.374(kgCO2/kWh)/1000=14.3t-CO2

33t-CO2

｛（37W*332基）-（16W*238基）｝
*8760H/1000*0.374
+
水銀灯100W-LED40W)×60×4,000H/1000
×0.374=5,385kg

41t-CO2

北九州市内太陽光システム導入量100kw
太陽光発電原単位1,100kWh/kw
電力排出係数0.375kg-CO2/kWh（九電）

(未算出)

-

○

１．地域住民の安全安心に
貢献

２．より見やすいサインの設
置により円滑な誘導と賑わ
いの創出に貢献

洋上風力発電が建設され
れば、本市の新たなランド
マークとなり、来訪者の増
加が期待される。

・

LEDの普及には、初期投資の
負担を軽減する制度が必要。

風力発
電の導
入等の
支援

2-c-
イ

産業

2-b-
ウ

＜検討＞
・事業者などの導入相談やＰＲを通じて、工場への普及を促進し
た。

平成21年度市内太陽光発電システム導入量（住宅以外）が100kw
増加した（九電聞取値）

実施

・風況調査の実施。

○（新）徳力葛原線歩道照明灯の整備
○（新）小倉駅コンコース内サイン１６W×２３８基

LED普及に向けて、当初計画にない事業にも導入実施。

＜実施＞
①省エネセミナーを開催した（全１０回・約２０事業所）。
②公共施設における省エネ推進について、１９施設で省エネ診断
を実施。
③公共施設（本庁舎など）で運用改善による省エネを実施。
④エコアクション２１認証登録支援事業を実施（セミナー：全４回・
延べ７７事業所、実践講座：年２コース・２７事業所）。
⑤建築物の省エネ診断を実施した（全３１施設）。
⑥事業所版環境家計簿（市内約200事業所にて省エネ活動取組
中）

⑦CASBEE北九州の制度充実化について、＜1-a-ｲ-ⅱ>に記載。
⑧公共施設における省エネ行動マニュアルについては、省エネ法
改正に伴う体制整備の中で検討する予定。

省エネ診断実施など予定(３３０事業所)を上回る実施（３７４事業
所）(前倒し)

検討

＜検討＞
・市内企業による洋上風力利用の新規事業を実証支援する検討
会を、地域推進会議の下に設置して、詳細な検討を実施。
・市内企業が洋上の風況調査に着手予定

b

＜実施＞
LEDの導入推進
市内照明需要の把握と先導的実証試験として、市施設に導入実
施した。

１．勝山橋9W×28灯（電球７５W×28灯相当）
２．ジョイントアーケード971W（76灯計）（電球８ｋW相当）
３．本庁舎玄関庇457W（52灯計）（蛍光灯936W相当）
４．アジア低炭素化センター2600W （電球20kW相当）

市による事業を越えて、商店街組合が自主的に企画、財源を調
達してシンボル的なアーケードを完成、稼動（深掘り）

検討

実施

低炭素化社会「見える化」推進事業。太陽光発電とLED等の
高効率照明を複合的に導入する事業を実施予定。
補助率１/6で地方自治体の財政支援がある場合に適用可能
な、国による高い補助率（1/2）の補助事業との併用により、事
業者負担が1/3に軽減できる。（上限金額：１，０００万円）

①省エネ診断により明らかに
なった省エネ改修ポイントにつ
いて、着実に実施するための
仕組みづくりが重要となるの
で、研究を進める。

①④更なる周知を図るため、
出前講演や掘り起こし調査な
ど積極的な取組みを進める。

①②④⑤省エネセミナー、エコアクション２１認証登録事業、省
エネ診断を拡充させる。

③⑧公共施設の省エネルギーを推進させる。

⑥さらなる普及に取組む

LEDの普及には、初期投資の
負担を軽減する制度が必要。

低炭素化社会「見える化」推進事業。太陽光発電とLED等の
高効率照明を複合的に導入する事業を実施予定。
補助率１/6で地方自治体の財政支援がある場合に適用可能
な、国による高い補助率（1/2）の補助事業との併用により、事
業者負担が1/3に軽減できる。（上限金額：１，０００万円）

小倉都心部歩行者系サイン再整備（小倉駅電照式サイン設
置）
小倉駅電照式サイン（１６Ｗ×１０基）

全量買取化、補助金制度充実
等の要望が多い。

①生産プロセスの改善に、
市内企業の技術やノウハウ
を活用することにより、市内
企業の受注拡大に寄与。

④認証登録により「環境経
営」に対する社会的要請や
条件を満たすことができ、
取引先の拡大に寄与。

歩行者空間の快適性向上
（雨にぬれずに通行可）、イ
ベントへの活用が可能とな
り、小倉駅～リバーウォー
クまでのまちのにぎわい創
出への寄与する。

a業務

産業

産業・業
務

事業所
の高効
率エネ
ルギー
システ
ムの構

築

事業所
等による
省エネル
ギーの
推進

2-b-
イ

LEDの導
入推進

工場屋
根等へ
のメガ
ソーラー
導入等
支援

2-c-
ア

工場、
事業所
への新
エネル
ギー導

入

a

b
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

希少金
属リサイ
クル事業

2-d-
ｱ

産業 実施

＜実施＞
北九州市はソニー㈱と協働で、携帯電話・デジタルカメラなどに含
まれるレアメタルをリサイクルするため、不要になった小型電子機
器の回収実験を平成２０年９月から実施している。
・平成２０年度月平均回収量：2,084個
・平成２１年度月平均回収量：2,685個
採算性については、回収運送費など737万円の支出に対し、回収
された金属価値など697万円の収入があり、58万円の赤字となっ
ている。

平成21年度は、回収拠点を増やし（64箇所⇒85箇所）、回収量が
20年度に比べ30％の増加となった。
協働回収拠点を、市立小学校１校にも協力を取り付けて設置、回
収量確保と同時に小学生への学習効果や意識啓発に貢献（深掘
り）

a
(定量化は困難)

－
-

現在、実施後約２年が経過し、
一定の成果があがっている一
方、特に回収量の確保及び効
率的な収集方法が課題となっ
ている。

・平成21年度：32,217個／年

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

業務

2-ｄ
－ｲ

市内企業への配慮として、
市内で製造または開発した
もの、もしくは市内から発生
した廃棄物の使用を基準に
認定しており、自由な競争
が行われるに足りる数（3社
以上）の資材については、
本市で発注する公共工事
（土木）の使用の義務化を
定めている。

リサイクル資材の利用促進に
向け、認定制度の広報・ＰＲの
強化や認定製品の充実を図る
とともに、必要に応じて制度の
改正を検討していく。

認定資材の利用に関する調査を実施し、その結果に基づいた
利用促進策（地産地消の強化のため、トライアル使用やインセ
ンティブ付与など）を検討する。

・平成２２年度も今年度同様、中学校の１校で運動場の全面改
修を行う予定である。
・運動場改修後の良好な状態を保つため、学校や運動場利用
者に対し日常の整備を引続き指導していく。

○下水汚泥の有効利用
・発生汚泥有効利用率100%
・利用先の新規拡大（学校グラウンド回収材）を実施

排出側からの情報提供と、受入側の情報収集との、双方の努力
のマッチングにより、計画には無かった有効活用が実現（深掘り）

- - ・実施予定。

〈実施〉
○下水汚泥の有効利用
・運動場改修工事（みんなにやさしい運動場）
柳西中学校で運動場の改修を行った。
この際、浄水場から発生するリサイクル材を新たに利用し、排水
性や　弾力性が良く、飛び砂の少ない運動場に改良した。

排出側からの情報提供と、受入側の情報収集との、双方の努力
のマッチングにより、計画には無かった有効活用が実現（深掘り）

- -

＜実施＞
○建設リサイクル資材認定制度
市内で発生する建設廃棄物に地産地消の考え方を適用し、市内
産の再生資源を識別しやすくすることで市内の廃棄物リデュース
にもつなげるため、原材料の全部、又は一部に使用して製造また
は加工がなされた建設資材を以下の項目について検討し評価の
上、認定している。
平成21年度には、15品目（新規6、更新9）の資材を認定した。現
在の認定資材は、78品目の資材を認定している。
資材の製造から廃棄に至るまでの各段階で環境貢献度を適切に
評価し、より環境負荷の小さいものを認定して、積極的に使用す
ることとしている。
また、自由な競争が行われるに足りる数（3社以上）の資材につい
ては、使用の義務化をした。
・性能、品質、特性等について。
・ライフサイクルアセスメント的評価。
・価格、使用条件等について。
・使用実績、汎用性、需給見通し、安定供給、等について。
《例》
骨材（砂利・砂）の替わりにゴミ焼却時に発生した溶融スラグを使
用
したコンクリート製品

認定品目を拡大し、新規認定資材を増加（深掘り）

a

実施 a

実施

資源リ
サイク
ルの推
進(エコ
タウン）

建設リサ
イクル資
材流通
の推進

福北連携推進の４つの柱の一つである「環境問題への対応」
に寄与することから、本市と福岡市、ソニー㈱の３者が協定を
締結し、当実験について福岡市内へ拡大実施する。
（１）実施主体
　　　ソニー㈱　（協力：福岡市・北九州市）
（２）回収品目
　　　本市実験と同品目（携帯電話、デジカメ、ビデオカメラ、付
属品など）
（３）開始時期
　　　平成２２年６月１日（予定）
（４）回収拠点
　　　福岡市内の約２０か所のスーパーに回収ボックスを設置

業務

北九州　18/85　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

・H21同様、カーエレクトロニクスの人材育成、研究開発の取り
組みを推進する。

研究推進のために外部資金
（国プロ）を活用

・国の資金を活用し、CCSを目指した次世代型CO2分離回収
技術開発として物理吸収法の研究開発事業を行う計画
・学術研究都市を実験フィールドとして、色素増感型太陽電池
の実証実験について検討を開始する。
・薄膜太陽電池及びDMEの技術開発促進について、H21年度
は「環境・エネルギー産業振興事業」の中で実施したが、H22
年度は「（新）先導的低炭素化技術拠点化形成事業」の中で
実施する。

・連携大学院は、国の補助金
を財源として運営しているが、
当該補助金はH22までとなって
おり、H23以降の財源確保が
必要

○

産業

産業

2-e

産業

運輸

18年度から、「新規性・独自
性」と「市場性」について、
特に優れているものを「い
ち押しエコプレミアム」として
選び、重点的にＰＲを行なう
取り組みを実施。現在まで
に19件のいち押しエコプレミ
アムを選定した。地元企業
の販路拡大につながってい
る。

・イーグルプロジェクトステッ
プ２の完了
・薄膜太陽電池研究会２
回、エコテクノ太陽電池セミ
ナーの実施
・FAISを中心に地域企業に
よる開発実証実験の実施

など、地域企業と一体と
なった産業創出に寄与して
いる。

・石炭ガス化時に発生する
CO2の次世代分離回収方法
が課題となっており、今後はこ
の技術開発に取り組む。
・北九州地域の得意技術であ
る色素増感型太陽電池の実
用化に向けた取り組みが課
題。
・北九州地域におけるDMEの
実用化に関しては、当面インフ
ラ整備の目途が立たないこと
から休止とする。

＜実施＞
○多目的石炭ガス製造技術等の石炭高度利用
　電源開発（株）において、イーグルプロジェクトのステップ２の技
術開発を行った。
○薄膜太陽電池
　FAISが主体となって、学術研究都市の大学、地域企業、国内の
主要企業の参加で、研究会やセミナーを実施すると共に、国プロ
による「太陽電池利用の多機能テラスシステムの開発実証実験」
を行った。
○DME
　北九州地域での実用化・実証実験の可能性を検討。

b -

-

(定量化は困難)a

実施

b

＜検討＞
(財)国際東アジア研究センターに研究部門を設置し、先進パワー
デバイスとその応用基礎技術に関する研究実施のための体制を
整備した。

・地域企業と共同の研究会４回
・企業を招いたセミナー実施（東京）

b

実施

検討

・パワー半導体の小型化高性能化の進展により、様々な電気
機器に普及した際に想定される、信頼性や量産性に関する課
題解決を目的とした研究開発を進める。
・当該研究開発に係る取組みは、H21年度は「環境エレクトロ
ニクス拠点化調査事業」の中で実施したが、H22年度は「（新）
先端パワーデバイス拠点化推進事業」の中で実施する。

＜実施＞
○環境配慮製品の普及拡大エコプレミアム
これまでに、エコプロダクツ127件、エコサービス28件を選定。
選定後は、紹介冊子に掲載するとともに、環境見本市「エコテクノ
2009」、東京で開催される国内 大級の環境総合展示会「エコプ
ロダクツ2009」にも出展しＰＲを行った。さらに18年度から、「新規
性・独自性」と「市場性」について、特に優れているものを「いち押
しエコプレミアム」として選び、重点的にＰＲを行なう取り組みを実
施。現在までに19件のいち押しエコプレミアムを選定した。
また21年度には、まだ表にあわられていない市内企業のエコプレ
ミアムを発掘するためヒアリング調査を実施した。
これまでに、エコプロダクツ127件、エコサービス28件を選定。（合
計155件）
当初目標は、平成23年度までに140件だったが、目標を上回る
ペースで推移している。

2-f-
ｲ

・200件選定（平成27年度目標）に向けて市内企業の掘り起こ
しを行っていく。
・紹介カタログを作成するとともに、西日本総合展示場で開催
する環境見本市「エコテクノ」、東京で開催される環境総合展
示会「エコプロダクツ」に出展しＰＲする。
・「北九州エコプレミアム」のブランド化に向けて「北九州エコプ
レミアム」の知名度向上のためのＰＲを行っていく。

選定する企業のほとんどが中
小企業のため、なかなかＰＲや
営業に人材を割けていない現
状がある。この現状を踏まえ、
市内企業と共に効果的なＰＲ
を行っていくことや、「北九州エ
コプレミアム」そのものの知名
度の向上を図り、ブランド化を
目指していく。

カーエレ
クトロニ
クスプロ
ジェクト

環境技
術・製品
の開発
促進

低炭素
社会を
支える
技術基
盤の整

備

環境エレ
クトロニ
クスプロ
ジェクト

2-f-
ｱ

低炭素
社会実
現に向
けた技
術開発
の促進

実施

＜実施＞
（財）北九州産業学術推進機構カーエレクトロニクスセンターを中
核機関として、カーエレクトロニクス分野における人材育成と研究
開発を推進。
H21は、外部資金を活用して、北九州学術研究都市連携大学院
カーエレクトロニクスコースを開講した。

・高度専門人材の育成28人
・地域企業・大学との共同研究会20回

北九州　19/85　（個別進捗）

通しページ番号19



温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

３３．９７t-CO2

（算定根拠）
ＢＤＦ１４，４４７Ｌ：
軽油１４，４４７Ｌ＝３３．５２t-CO2

Ｅ３ガソリン６，０６１Ｌ×３％
＝エタノール１８２L：
ガソリン１８２Ｌ＝０．４５t-CO2

（２４年度から発現）

-

（定量化は困難）

-

e-PORT構想の予定期間が平
成22年度末で満了することか
ら、その後の取組みの方向性
等について検討を開始してい
る。

○北九州スマートコミュニティ推進事業の取り組み
　本市は、経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実
証地域」に選定されたことから、IT分野における社会実証につ
いて、地域企業とともに国等に対して提案していく予定
○省エネ型データセンターの立地促進
　3棟目以降の着工に向けた働きかけ
○地域企業のIT利用に関する省エネの促進
　22年度についても2回のセミナー開催を予定しており、その
中で、CO2排出抑制に関する内容を盛り込んでいく。

今後、環境関連企業の誘
致により、地域活性化が見
込まれる。

2-f-
ｴ

2-f-
ウ

2-g

＜実施＞
(1)家庭系廃食用油回収社会システム確立

店舗３１か所、市民センター１０か所から廃食用油を回収した。

(2)市営バス等車両へのＢＤＦ導入

家庭系廃食用油から精製されたＢＤＦを燃料とする市営バス３台、
パッカー車１７台を運行した。また、市内企業７社においてＢＤＦを
利用した。

(3)食品廃棄物エタノール化リサイクルシステム実験事業（NEDO
補助）

食品廃棄物由来のＥ３ガソリンを２０台の公用車などに利用した。

-

＜実施＞ 　　《再掲》
国の平成20年度補正予算で実施した「次世代自動車等導入促進
事業」において市庁舎敷地内に急速充電器を設置し、借用した電
気自動車を市職員で活用する実証事業を実施した（21年5月～7
月）。

a

＜実施＞
（１）環境・エネルギー分野のF/S
①太陽光発電、二次電池等のF/S
環境・エネルギー関連産業の動向調査を実施。モデル都市事業と
連携した企業の誘致メニュー調査の結果、企業ニーズは補助金
制度充実を望んでいると判断し、助成金制度を設計。環境・エネ
ルギー関連産業を対象とした「環境・エネルギー技術革新企業集
積特別助成金」を創設。

環境・エネルギー産業の集積を促進するため、温室効果ガス低減
に貢献する技術開発、または製品製造を行う企業を対象とする。
現行の企業立地優遇制度における助成金よりも助成率を高く設
定するほか、研究・開発施設の立地に向けた雇用助成の充実な
どにより、低炭素化に貢献する産業クラスターの構築を目指す。

支援メニューの開発・創設時期を早めた（前倒し）

b

＜実施＞
本市では、情報産業振興の取組みとして、「北九州ｅ－ＰＯＲＴ構
想」を推進している。構想の推進により、 新の省エネ技術により

高水準の省電力とＣＯ２排出量の抑制を実現したデータセン
ター「アジアン・フロンティア」が立地しており、これまでに2棟が稼
動している。今後、 大１２棟まで拡張する計画があることから、

新の省エネ技術の導入により、低炭素社会の実現に向けた取
組みを進めていく。
・省エネ型データセンターの立地…21年度末　2棟稼動
・e-PORTセミナーの開催…21年度　2回開催

H21年度は、東田地区における低炭素社会システムの地域実証
に向け、地域の情報企業が参加する研究会を立上げ、国の提案
募集などへの応募のための提案とりまとめ等を行った。

b

業務

(2)市営バスなど車両へのＢＤ
Ｆ導入については、排ガス規
制対応のコモンレール方式を
採用したディーゼルエンジン
と、ＢＤＦとの相性の問題あり。

「環境・エネルギー技術革新企業集積特別助成金」の活用に
より、環境・エネルギー関連産業の誘致促進を図る。課題なし

(1)(2)継続して実施
(3)実験終了

電気自
動車実
証実験

低炭素
を支え
るIT基
盤の整
備

低炭素
化に貢
献する
産業ク

ラスター
の構築
（環境技
術・製品
の開発
促進）

省電力
データー
セン
ター・環
境SAAS
等グリー
ンITの推
進

バイオ燃
料の利
用促進

実施

実施

運輸

運輸

実施

実施

(1)家庭からの廃食油回収
量：店舗４７，５１１Ｌ、市民
センター５，０１０Ｌ

(3)家庭からの生ごみ回収
量：１４，７４１ｋｇ、生ごみの
提供者数：７１０名（生ごみ
リサイクルクラブ入会者)

など、地域を巻き込んだ取
組に発展している。

産業
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（他の事業の内数）

-

（定量化は困難）

-

マスコミ報道や、雑誌等の
メディアに扱われる機会が
増えたため、現地実物との
相乗効果で啓発効果が向
上。

＜実施＞
○構想の取りまとめ
・低炭素社会総合学習システム（Super CAT）構築プログラムの検
討を開始した。

○北九州市民カレッジ
前期には、菜の花エコプロジェクトを通してエコについて考える講
座を、また後期では12月実施の「北九州市環境首都検定」合格に
向けての応援講座を開催した。
･前期受講生：8名
･後期受講生：22名

○都市基幹公園等整備事業（長野緑地「市民参加による農業体
験教室」）
地元住民を中心としたNPOに委託し、田植え、稲刈り、コスモス種
まき、サツマイモ掘り等の市民参加活動を行った。(実施回数:63
回、参加人数:2,044人)(H21.4～H21.12)

実施

・総合窓口の設置、魅力ある
学習プログラム・エコツアーの
開発
・エコツアーガイド等の人材育
成

・受講生の増加を図っていく。

・参加人数を増やしていくため
には、NPOのマンパワー、予
算が必要となる。

ＬＥＤ照明設置後の調査を実施。
ＬＥＤの性能、特色等の調査を行い、調査結果を踏まえ、メー
カーへ改善要望、問題点等をフィードバックするもの。

環境・エネルギーをテーマにしたフォーラムの開催を計画〈平
成２２年１１月頃予定）
環境・エネルギー関連企業による先端技術等の紹介とともに
本市環境に関する取組み、環境モデル都市としての進捗状況
の紹介を行う。

課題なしb

b

今まで歩道照明が設置され
ておらず安全上問題があっ
た区間であったが、歩道照
明としてＬＥＤ照明を試行的
に導入設置することにより
安全性を確保できた。

-

・各々の取組において、Ｈ２２で計画している事業を着実に実
施。（個別の予定は各取組の欄に個別記載）

・市内のあらゆる環境学習
施設と人材を有効活用し、
にぎわいづくりが創出され
る。

・地元住民を中心とした
NPOを活動主体としてい
る。
・多くの市民の参加があっ
た。(実施回数:63回、延参
加人数:2,044人)(H21.4～
H21.12)

b

＜実施＞
（１）環境・エネルギー分野のF/S
②LED：徳力葛原線におけるLED照明の試行導入及び共同調査
実施
（㈱東芝ならびに（財）北九州産業学術推進機構（FAIS)、北九州
市建設局共同）
　徳力葛原線（小倉南区津田西交差点～堀越交差点）南側歩道
部・総延長約2.9ｋｍ区間における歩道照明灯としてＬＥＤ照明灯
（40Ｗ）を60基設置。

＜実施＞
（２）トップセールスによる誘致（誘致フォーラム開催）
　日時：平成２１年１０月１９日（月）　１３：３０～１９：００
　場所：都市センターホテル（東京都千代田区）
　テーマ：「照明産業大革命の 新レポート　～有機EL・白色LED
の先端技術をキャッチしろ！～」
　フォーラム参加人数：261名
フォーラム参加企業への企業訪問を行い、フォローアップを実施。

・低炭素社会総合学習システム（Super CAT）検討委員会を設
置し、構想を構築する。

・22年度も同様の講座を実施予定。

・引き続き「市民参加による農業体験教室」の活動を行ってい
く。

Ｈ２２も切れ目の無い取組を進
めていくこととする。

課題なし

低炭素
社会の
見える、
感じる
が出来
る仕組
みの構
築

環境産
業

環境を
テーマと
した産
業立地
戦略

環境産
業

環境を
テーマと
した産業
立地戦

略

面的見
える化事
業の整
備

検討

＜実施＞
中心市街地モデル「紫川エコリバー構想」は、アーケードなど民間
事業にも波及拡大
先駆実行モデル「八幡東田グリーンビレッジ構想」は、スマートコ
ミュニティ創造事業へと発展拡充
産業モデル「響灘次世代エネルギーパーク」は、計画どおりオープ
ンし見学受入実施中
街区モデル「城野地区低炭素モデル街区」計画どおり進捗
（個別の進捗は各取組の欄に個別記載）

上記取組みは新聞・テレビに多く取り上げられている。こうしたマ
スコミ報道が、市民意識調査による認知度向上（H20：39％→
H21：52％）のトップ要因であることが同調査より明らかにされてお
り、本「見える化」の取組みによる効果の現れである。

2-h

3-a

産業

業務

産業・業
務・家

庭・運輸

実施
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

定量化は困難

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（２３年度から発現）

-

リユース
食器利
用促進Ｎ
ＰＯによ
る低炭
素社会
教育の
推進

3-b-
エ

業務・家
庭

実施

＜実施＞
　エコスタイルタウン2009等のイベントにおいて、リユース食器を
延べ3,648枚使用した。

b

　　　　　　　　　０．２３７ｔ－ＣＯ２

（リユース食器3,648枚×65g/枚＝
237.12kg）

　使い捨て食器の代わり
に、洗って繰り返し利用が
できるリユース食器を使用
することで、イベントから発
生するごみの削減、環境問
題に対する意識の向上を図
ることに寄与した。

　リユース食器および保管施
設の整備の充実、衛生面での
事故防止等を図りながらリ
ユース食器の普及促進を図っ
ていく必要がある。

技術的な課題として、室内照
明におけるLED照明器具の機
種選定や頭数、配置の設計に
おいて、現実的に設置可能な
頭数の範囲での実用的な照度
確保が問題となっている。本
事業の実施にあたっては、完
成後の全市的な運用について
地域住民との調整がさらに必
要である。

環境教育にかかわる学習施設
として、小中学校等の受入れ
を強化する。

・実施校数を増やして欲しいと
いう要望があり、実施方法の
検討を進める。

（２２年度以降発現）
・低炭素設備のショールー
ム化による市民啓発や環
境意識の向上。家庭での実
践。
・経済波及効果（家庭への
設備普及に伴う消費拡大）

3-b-
ｳ

業務・家
庭

3-b-
イ

産業・業
務・家

庭・運輸

プログラムに参加した小学
校の児童数：２９９６人。環
境意識の向上につながっ
た。

b

市民セン
ター・小
学校の
ショー
ルーム

化

○ほたるのふるさとづくり（ほたる塾）
毎月１回、市民を対象として、ホタルや水辺環境について学ぶ学
習会「ほたる塾」を開催。（参加者：30名）

○紫川水先案内人育成事業
河川整備、下水道整備、市民活動等が一体となった取り組みによ
り、美しさを取り戻した本市の水環境を市民にPRするとともに、河
川環境保全活動等での協同を図る。
・紫川水先案内人育成塾　　３１名参加
・紫川ジュニア探検隊　　豪雨影響のため中止
・親子ふれあいカヌー教室　　８０名参加

実施

b さらなる見学者受入れを行う

・Ｈ２１年度と同様に継続予定。（募集：40名）

・Ｈ２１年度と同様に、自然環境学習を推進する

・バス会社の選定、資料作成方法等経費の見直しをすすめ、
実施回数の増を図る。
・新たな環境教育施設と連携し、より多くの学校が参加できる
ようプログラムを見直す。

　引き続き、リユース食器および保管施設の整備の充実、衛
生面での事故防止等を図りながらリユース食器の普及促進を
図っていく。

・市民センター3館のエコ改修・ショールーム化（工事）に着手
する。
　改修1館（平成22年度末竣工）
　建替1館（平成22年末竣工）
　建替1館（平成23年5月頃竣工）
・小学校の改修については引き続き検討。

a

実施

＜実施＞
平成21年7月　次世代エネルギーパークオープン
オープンからの来場者数延べ　約13,800人（工場単独見学を含
む）

着手

＜着手＞
エコ改修・ショールーム化を行う市民センターの選定及び実施内
容の検討を行った。
・実施する市民センター3館の選定
・実施内容（太陽光発電施設、LED照明、省エネ型空調、省エネナ
ビ）

エコ改修するモデル校区（市民センター）を１館から３館へと増（深
掘り）

参加者は、塾で学んだ知識
を生かし、地域でホタル保
護活動に取り組んでいる。

過去の受講者が河川清掃
等のボランティア活動に数
多く参加し、行政と市民との
パートナーシップの構築と
いった成果が現れている

・地域の価値を再発見する
とともに、地域の誇り・魅力
アップに繋がった。
・エネルギー、低炭素社会
に対する関心が高まった。

○到津の森公園整備事業（環境プログラム）
小学校３７校へ学習プログラムを実施した。

日本
大の次

世代エネ
ルギー

バークの
整備・拡

充

・若い世代の参加者がほとん
どいない。

家庭

北九州　22/85　（個別進捗）

通しページ番号22



温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

・継続性が課題。
・受検者フォローを行うこと。

企業や団体が積極的に参
加し市民環境力の創出の
成果がある。

-

業務

産業・業
務・家

庭・運輸

3-ｃ
北九州
市環境
首都検
定の充
実・拡大

北九州
市環境
首都検
定

実施

＜実施＞
・市内の小中学生による環境サミットを開催し、それぞれの学校で
の環境教育の取組みやその成果等を広く学校や市民などに紹介
した。
・約６２０名の児童生徒、教員、保護者、一般市民が参加し、小学
校３校、中学校２校が、ＣＯ₂削減等にかかわる取組みや地域と連
携した取組みなどについて実践発表を行った。その際、「環境首
都検定」の紹介や「北九州次世代エネルギーパーク」の説明も
行った。

実施

＜実施＞
・全ての学校・園で、その実態に応じて、自然環境を守るなどの環
境保全の取組み、空き缶やペットボトルなどの回収、地域清掃活
動など、特色ある環境教育を行い、その取組をホームページで紹
介した。
・学校における環境教育の一層の充実・発展に役立てるため、特
に、すばらしい取組みを行っている学校や個人について表彰を
行った。

b -

特に無し

特に無し

特に無し

「環境モデル都市」にふさわしい環境教育を実施するため、小
学校から中学校までの系統的な環境教育プログラムを作成す
る。また、小学校４年生全員が実施する共通のプログラムとし
て、「環境体験科」を設け、総合的な学習の時間の中で、体験
活動を行い、環境保全や３Ｒ活動等に自ら取り組む市民環境
力を身に付けた子どもの育成を図る。

平成２２年度から「学校給食フードリサイクル事業」を実施。
概要は、学校に「生ごみ処理機を設置し堆肥化するとともに、
堆肥を活用した環境・食育教育の活動を行う。平成２２年度は
２校を選定し実施予定。

継続実施

検定という形式上、一過性のものになる可能性があるため、
検定を通して、高度環境人財を育成するしくみをつくったり、合
格者フォローを進めていく。平成２２年度目標受検者数は、平
成２２年度１，３００人。

＜実施＞
○特色ある学校づくりの調査・研究
○新・「環境体験科」推進事業
低炭素社会の実現に向けたリサイクル活動などに関する調査研
究や環境教育の先進地ドイツ（フライブルク市）視察の成果を活用
するなどして、本市の自然環境、環境関連施設等における体験活
動を中心とした本市独自の環境教育プログラムの策定を進めた。

＜実施＞

・平成２０年度に試行的要素を持って初めて実施した北九州市環
境首都検定は、平成２１年度実施において、８３０人が受検（１,０２
５人申込み）し、企業などが団体で受検する形式も増えるなど市
民の環境力を高めるきっかけづくりの一つとして徐々に定着しつ
つある。
・平成２１年度の実績は、分野を入門編・一般編に分け、小学１年
生から８６歳まで一堂に会した受検形式（８３０人受検、６６７人合
格）、公式テキストの発刊、団体受検６２団体（４０５人）。

- 特に無し

-

継続実施

3-d-
ｳ

3-d-
ｱ

業務

3-d-
ｲ

業務

わが街
わが校
の環境
作戦事

業

環境首
都子ども
サミット

特色ある
学校教
育の充
実・強化

b

実施 b

b

○特色ある学校づくりの調査・研究
・【新規】学校給食フードリサイクル事業
　学校給食の調理場で発生する調理くずや児童生徒が食べ残し
た残食は、事業系ごみとして廃棄している。
　環境モデル都市を目指す本市の取り組みとして、リサイクル（堆
肥化）を進めるための検討を行い、モデル的に実施するための事
業の制度設計を行った。

新たな取組みを検討し行動計画に追加

実施
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

特に無し 継続実施

実施

検討

＜検討＞
○リサイクルステーションを通じたもったいない精神の醸成と地域
のコミュニティ力の向上
・H21年度は、教育委員会と実施に向けた検討を行った。

業務

-b

環境首都検定入門編を実
施し、７３名が受検、小中学
生は６５名であった。

実施

＜実施＞

・「環境教育推進指定校（平成２０年度・平成２１年度）」として、小
学校４校、中学校２校を指定し、「校舎のエコ改修」と関連した断
熱材の効果について考える環境教育の取組みや環境にやさしい
「花咲くまちづくり」を地域とともに行った取組みなど、実践研究を
行った。
・推進指定校の先進的な取組みを冊子にまとめ、全小中学校に
配布し、環境教育を充実させる参考資料とした。

b -

-

＜実施＞
○北九州独自の環境教育カリキュラムの作成
・北九州独自の環境教育プログラム「環境体験科」（小学校4年生
対象）を作成した。
・小学校低学年用、中学年用、高学年用の3段階に分けた環境教
育ワークブック「みどりのノート」を作成した。教師用指導書を含め
59,000部作成。

b

＜実施＞
○小中学校版環境首都検定（学校受検）の作成・実施
・主に小学校高学年用環境教育副読本から出題される環境首都
検定入門編を実施した。

b

業務

作成した環境教育カリキュラム
を実施する中で出てくる課題を
明らかにし、検討する必要が
ある。

環境教育指導補助教員(AET)
を育成するとともに、AETを配
置するための環境教育カリ
キュラムを作成する必要があ
る。

検討
＜検討＞
○環境教育指導補助教員(AET)の配置
・H21年度は、教育委員会と実施に向けた検討を行った。

b -

業務

実施

3-d-
オ

業務

業務

特色あ
る学校
教育の
充実・強

化

環境総
合人材

育成シス
テムの

構築（小
中学校
での環
境教育
取組）

環境教
育指定
校事業

3-d-
ｴ

・今年度作成された環境教育カリキュラムをもとに実施し、内
容の再検討を行うことで、更なる環境教育カリキュラムの充実
に努める。

環境首都検定入門編を実施し、多くの学校が団体受検として
参加できるように呼びかけ、受検者の増加に努める。

教育委員会と連携しながらリサイクルステーション設置のため
の準備を進める。

教育委員会と協働して環境教育カリキュラムを作成し、環境教
育指導補助教員(AET)のための準備を進めていく。

初年度であったため、受検者
がまだ少ない。学校単位での
受検を呼びかけ、さらに広めて
いく必要がある。

古紙回収やアルミ缶回収など
の取り組みを行う学校は増え
てきているが、全校にリサイク
ルステーションを設置するまで
には至っていない。

北九州　24/85　（個別進捗）

通しページ番号24



温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

学校、市民を巻き込んだ取
組に寄与している。

-

今年度の回収重量は、基
金積立額1,140,800円に相
当し、主に小学校を対象に
花の苗を提供したり、空き
缶回収用のボックスを提供
したりするために活用され
た。

中学生による環境活動の
推進、環境意識の向上に貢
献した。

市内の一部の学校やイベ
ントなどで制作した映像を
放映。環境学習や啓発の
役割を果たしている。

検討・
実施せ

ず

実施

b

環境モ
デル都
市エコツ
アーの
実施

北九州
市学校
エコツ
アー

3-e
業務・家

庭

3-d-
キ(2)

実施

家庭

b

○

＜実施＞
○北九州次世代エネルギーパーク、環境ミュ－ジアム等の環境
関連施設を利用し、３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）にかか
わる体験的な学習を行った。平成２１年度実績は、幼稚園が４園６
学級、小学校が４４校８８学級、中学校が１１校４４学級、特別支援
学校が１校５学級。

実施

<実施>
○北九州ドリームサミット2009を開催。
【事業趣旨】
市内在住する中学生たちが、可能性あふれる未来を担う人材の
育成を目的に、「環境」をテーマとした実践活動、意見交換、情報
の発信などを自ら実施。
【主催】北九州青年会議所
【概要】１　個別活動　21年5月から市内71校が10地区に分かれ
て、環境活動を実施
　　　　 ２　本会議　　8月23日(日）に北九州市議会場を使用して、
参加校による今後の活動方針の議論や意見交換を実施。
　　　　 ３　発信会議　決定した活動方針を発表する会議を開催

○もったいないスクール2009
【事業趣旨】子どもたちの環境教育を目的に平成17年度から開
催。
【主催】「もったいないスクール2009」実行委員会　［構成団体：
（財）北九州活性化協議会、（社）北九州青年会議所］
【概要】1960年代に北九州市の公害の実態を啓発するため、婦人
会が制作した記録映画「青空がほしい」をリメイクし、市民啓発用
に活用。先人たちの活動を再認識するとともに、市民の環境意識
向上を目指す。

b

＜実施＞
NPO法人が主体となり、248団体が参加して空き缶回収
(285,200kg）に取り組み、この活動で得られた資金を環境学習に
当てた。

＜検討＞
○電力監視システムによる見える化
実施に向けた検討に着手、効果的に「見える化」となる具体手法
について検討。

22年度から検討予定を前倒しして検討開始。

a
具体的な施策の着手には、予
算措置が必要。

3-d-
ｶ

3-d-
キ

電力監
視システ
ムによる
見える化

業務

業務

民間団
体による
教育活
動の推

進

継続実施

現在限られた学校において
行っている環境学習活動を、さ
らに広めていくよう努める。

-

企業からもサポートしてもらうことで、環境に対する企業の理
解も深め、企業の環境活動の一環としてもさらなる充実を図
る。

23年度予算措置に向けて、引き続き、具体的な内容の検討を
進める。

昨年度と同様の事業展開を予定

（１）環境作文の募集
　環境作文事業を、北九州市ＰＴＡ協議会と共催。
　小学５年生、中学２年生を対象
（２）「北九州ブラックイルミネーション・リレー
　　　　～キャンドルecoナイト～」
　『ＣＯ２削減/ライトダウンキャンペーン』、『百万人のキャン
　ドルナイト』に連動し、照明の消灯とキャンドルの点灯を
　呼びかける。年２回（夏至と冬至）
（３）年長者研修大学校での出前講座
　「暮らしと環境」講座において、もったいない総研の活動を
　紹介。
（４）食と農のプロジェクト
　農業経営者と市民、レストラン、ショップを連携させ、北九州
の食と農の向上を図る。
・主催イベント　　　講演会、セミナー、交流会など（年２～３回）
・支援プロジェクト　活動団体に対して広報などの支援を行う。
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

（２４年度から発現）

-

1,279t-CO2

（算定根拠）
北九市内太陽光システム導入量3,091kW
北九州市太陽光補助金申請者の導入量
2,843kW
太陽光発電原単位1,100kWh/kW
電力排出係数0.375kg-CO2/kWh(九電)
1世帯当たりの太陽熱導入削減量800kg-
CO2

・補助金交付は、引き続き行っていく（８団体、上限２５万円）
・出前講演も昨年同様に、引き続き行っていく。

・北九州市環境産業推進会議の行動方針に基づき、先進的ビ
ジネスの創出など様々な視点から設置した、４つの部会を年４
回の予定で開催する。各部会での活動を基に、年２回、運営
委員会を開催し、環境産業推進会議の具体的行動及び全体
の運営並びに活動方針を検討し、スピード感をもって実施して
いく。

引き続き、国内外に向け環境技術及び環境人材の供給を推
進する。
平成22年度末には博士後期課程の第一期生が修了する。

-

・当該支援することにより、
本市の地域における当該
活動のレベルアップ及び地
域全体の意識向上、低炭
素社会実現を進めることが
図られた。
・出前講演は、低炭素化を
進める上で市民意識の醸
成を図り、地域単位での取
組みを進めるきっかけづくり
となっている。

・低炭素化に貢献する産業
ネットワークの構築により、
本市に蓄積された地域循
環資源、企業、人材が保有
する技術を活かし、新たな
先進的環境ビジネスの創出
など、環境産業を振興す
る。

･助成対象団体が、必要とする
時期や条件等、募集期間を設
定させること。
・助成を必要とする団体に、的
確に運用がなされるよう、情報
収集と周知を図っていく。

・地域環境産業の振興を図る
ため、「環境産業推進会議」の
４つの部会を開催するなど具
体的な取り組みを行い、事業
者間の連携の強化と活動を促
進していく。

＜実施＞
平成２０年４月に北九州市立大学大学院国際環境工学研究科に
新たに環境システム専攻を設置し、平成２１年度末には博士前期
課程（環境システム専攻）の第一期生２６名が修了した。

実施

実施

<実施>
・ 北九州市環境モデル都市地域推進会議登録団体支援事業
環境モデル都市づくりに取り組む市民団体・NPO、事業者等の中
で、特に積極的な取組みの意志のある団体を中心に、小規模の
活動を支援。助成対象は「北九州市環境モデル都市地域推進会
議」の登録団体。同会議の運営委員会を通じて広報・公募を開始
し、６団体へ助成。

市民向けＰＲ
・出前講演等：７３件、５,５００人　　・パンフレット製作：約１６,０００
部

・（新）環境産業推進会議の設立
 「環境が経済を拓く」の取り組みを実践していくため、環境産業の
振興について、経済団体、事業者、大学等の各主体が情報を共
有し、共に考え、連携して行動することを目的とした「環境産業推
進会議」及び４つの部会（環境ビジネス部会、産業エネルギー部
会、新エコタウン部会、環境経営部会）を設置し、低炭素化に貢献
する産業ネットワークを構築する。

研究会の設置にとどまらず、市内企業の新規事業研修に係る実
証研究会を設置して異業種協働で検討を進めるなど展開（深掘
り）

b

実施

＜実施＞
○地球温暖化対策推進助成事業
補助実績
太陽光発電システム：259件
太陽熱利用システム：5件
地中熱利用システム：0件
平成21年度市内太陽光発電システム導入量が3,091kW増加し
た。(九電聞取値）

○金融機関との連携やグリーン電力証書の仕組みの検討を行っ
た。
(関連4-c-ア)

a

b

産業・業
務・家

庭・運輸

北九州
市環境
モデル
都市地
域推進
会議

4-a-
ア

環境技
術、シス
テムに
関する
高度人
材育成

環境総
合人材
育成シス
テムの
構築　高
度人材
育成

3－ｆ

引き続き、設置費用の一部補助を行っていく。さらに、金融機
関との連携、リース制度の引き続き検討を行い、新たな地球
温暖化対策推進する。

地中熱利用システムについて
は、補助金を設け導入促進を
図ったが、導入者がいなかっ
た。補助事業の広報を幅広く
行い、導入機会を創出する。

修了した学生が環境関連
企業等で活躍することが期
待される。

太陽光発電システムや太
陽熱利用システムの導入
が進められ、地元施工者の
経済活動の機会が増加し
た。

4-a-
イ

一般家
庭への
新エネル
ギー導
入促進
（太陽光
発電等
への補
助金交
付事業
等の活
用）

家庭

産業・業
務・家

庭・運輸
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

実施 b
-

　ごみの減量化・資源化に
つながる古紙回収活動を通
じて、実施団体はもちろん、
古紙を提供する市民にも地
球環境を大切にする３Ｒ意
識の醸成につながった。ま
た、近所づきあいの希薄化
や自治会離れが問題視さ
れる中、活動を通じて自治
会活動等の地域住民のつ
ながりを強化する効果も
あった。

　古紙回収奨励金の支給対象
は、①集団資源回収団体　②
まちづくり協議会　③古紙回収
業者の３者がある。このうち、
①②の古紙回収奨励金振込
システムの連携がなされてい
ないため、奨励金支給事務に
多くの手作業が必要となり煩
雑になっている。このため平成
２２年度に同システムを改修
し、①②の連携をスムーズに
するように計画している。

-
（定量化は困難）

実施 b
-

剪定枝・廃食用油リサイク
ル事業が、少しずつ市民に
浸透してきたことにより、剪
定枝リサイクルの実施箇所
が、年度当初の11箇所から
19箇所へ、また、廃食用油
リサイクルについては、6箇
所から11箇所に増えた。

さらなる市民への周知等を行
い、リサイクルの促進を図る。

市民・企業へのグリーン購
入への意識啓発につながっ
ている。

21年度と同様、以下の内容を中心に事業を実施。
グリーン購入の推進：
　○市のグリーン購入の率先的取組
　○九州グリーン購入ネットワークへの参加
グリーンコンシューマーの育成：
　○北九州市グリーンコンシューマー推進委員会の開催

実施

非エネ

非エネ

新エネ
ルギー
導入な
どの全
市的運
動の展

開

＜実施＞
○古紙の集団資源回収の実施
　町内会、子ども会等の集団資源回収（計1,644団体）が、年間を
通じて活動し、計30,519トンの古紙を回収した。

＜実施＞
○剪定枝・廃食用油リサイクル
市内19箇所において回収した、計118,840kgの剪定枝等を堆肥等
にリサイクルした。
　また、市民センター等（11箇所）において、計5,010ℓの廃食用油
を回収した。

b

<実施>
○グリーン購入の推進：
　・市のグリーン購入の率先的取組
　　本市のグリーン購入基本方針に基づき、環境物品の調達
　　目標を策定した。調達率100％を目指し、ほぼ目標を達成。
　・九州グリーン購入ネットワークへの参加
　　地域の自治体や企業におけるグリーン購入の取組促進等を
　　目的とした団体への参加・支援を行った。
○グリーンコンシューマーの育成：
　・北九州市グリーンコンシューマー推進委員会の開催
　　日常の生活に環境保全の視点を取り入れて行動する市民を
　　育成目指した会議を、21年12月に開催し、レジ袋削減策などを
協議した。

非エネ

　引き続き、子ども会や町内会等の市民団体が実施する集団
資源回収活動を、奨励金制度や保管庫貸与制度により側面
的に支援することにより、家庭から発生する古紙（新聞、雑
誌、ダンボール、雑がみ）のリサイクル促進を図る。また古紙
回収奨励金振込システムの改修を実施し、
支給対象である①集団資源回収団体　②まちづくり協議会の
データ連携をスムーズにする。

出前講演等を実施し、市民へのさらなる周知を図る。

4-a-
ウ

市民によ
るリサイ
クル活動
の推進
及び家
庭ごみ
の減量
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（定量化は困難）

-

生ごみコンポスト化容器設
置にかかる助成実績：3,450
千円（1,150基分）

電気式生ごみ処理機設置
にかかる助成実績：4,311千
円（219世帯分）

H21年度に実施した生ごみコン
ポスト化容器利用者に対する
アンケートの結果、使用を途中
で中止する場合が多くあること
がわかった。今後は、生ごみコ
ンポスト化容器を 大限活用
するための「生ごみコンポスト
化容器活用講座」等を実施し
ていく予定。

電気式生ごみ処理機の普及を
図るため、新規助成対象機種
等の開拓に努めたい。

-
（定量化は困難）

-

段ボールコンポスト普及数：
400基分
※購入助成なし

ＮＰＯ法人が実施しており、目
標普及数に達するための資金
調達が必要である。
今後は、国等の補助金を受け
るよう努力していく。

0,51t-CO2

事業者・・・313件
登録者・・・2913件

1世帯あたりの平均オフセット量は
0.000375（tCO2/kWh)×0.475（ｋｗ）＝
0.000178125（ｔCO2)
よって2913世帯だと
0.000178125（ｔCO2)×2193（世帯）＝
0.518878125（tCO2)

温室効果ガスに換算
3000発の花火にて発生する温室効果ガ
ス・・・0.294ｔ
2913世帯のライトダウンによるオフセット
分・・・0.518ｔ

(定量化は困難)

-

ソーラーのまちづくり推進協
議会メンバーに環境モデル
都市地域推進会議運営委
員（市民団体）が入っている
ことで、市民意見と取り入
れた制度設計を今後実施
する。

地域リーダーの研修や各種
の啓発・ＰＲにより、市内の
多世代・多地域にわたり、
環境活動の機運が高まって
きているため、低炭素社会
に向けた市民の取り組みが
見込まれる。

・ライトダウンの準備の中
で、地域や地元企業の方々
との信頼関係と協力体制野
の構築が図られた。
・その成果に対して市民が
実感できるものであった。

･（社）北九州市衛生総連合会
検討中。

・北九州青年会議所
前年度に引き続き「わっしょい百万夏まつり」の花火大会での
CO2をライトダウンによって相殺する取組みを予定している。
また、環境活動を通じて、市民･企業との連携を進めていく。

・普及・啓発活動を中心に、実
践的環境活動の実施について
も取り組みの呼びかけを広げ
ていく必要がある。

･環境意識の啓発と、地域の
市民･企業との連携強化が課
題。全国でも類の無いカーボ
ンオフセットの取組み事例とし
て周知を図りたい。
・市民との「環境力」の拡大を
テーマに取り組んできたが、教
育関係者との協働がなかっ
た。活動を拡大するためにも
学校ネットワークとの関係構築
を進める。

実施

実施

実施

非エネ

＜実施＞
･（社）北九州市衛生総連合会の取組
市民センター（１３１箇所）に「低炭素社会」に関する啓発のぼりを
設置
市内全小学生（約53,600名）に「CO２を減らす暮らしの工夫」チラシ
と「環境モデル都市」ＰＲ用石鹸を配布
環境を考える地域リーダー研修会の開催（参加者約４００名）
環境モデル都市推進の参考とするため、環境モデル都市「水俣
市」への視察研修実施（役員１８名参加）
環境モデル都市地域推進会議の参加や衛総連だより配布（４００
０部）などを通した環境モデル都市のPR

・北九州青年会議所の取組
生活の価値観を環境にシフトした取組み（環境配慮型の生活に転
換する運動）として、「わっしょい百万夏まつり」の花火大会で市民
企業が、花火で発生するCO2をライトダウンによって相殺する取
組みを行った。2,913世帯の協力で0,51ｔのCO2の削減を得た。こ
の他、エコスタイルタウンでのクリーンアップイベントの実施など、
市民と連携した環境啓発活動を行った。

北九州青年会議所などのリーダーたちから実験的に実施する計
画を拡大し、広く市民の参加行動を呼びかけ、拡がりのある取組
を実施（深掘り）

○簡易コンポスト
　当初予定していた「地球環境基金」の助成対象とならなかったた
め、規模を縮小して実施した。（普及数：64個）

＜実施＞
・カーボンオフセット、エコポイント統合システム検討準備会の実
施
新しいエコポイントシステムと、北九州市版カーボンオフセット制
度を組み合わせた、持続可能な統合システムの構築するため、ま
ずは検討準備会を設置し、専門家や関係者と協議した。

・グリーン電力証書発行システムの構築
公共施設および住宅用太陽光発電システムにより発電された電
力のうち、自家消費した電力の環境価値をグリーン電力証書化す
るシステムを構築した。またソーラーのまちづくり推進協議会を設
立し、学識者・環境モデル都市地域推進会議運営委員（市民団
体）、市内関連企業を協議を行った。

a

b

＜実施＞
○コンポスト化容器設置助成、電気式生ごみ処理機設置助成
・生ごみコンポスト化容器設置助成金として、1,150基分を助成し
た。
　（2,000基助成予定のところ、1,150基で目標を下回った。）
・電機式生ごみ処理機設置助成金として、219世帯に対し助成し
た。

c

市民の
想いが
集まる
協働の
まちづく
り

低炭素
社会づく
りを地域
に根付
かせる
市民活
動の展
開

家庭

北九州
方式の
カーボン
オフセッ
ト制度導
入

4-c-
ｱ 業務

4-b

環境行
動のプ
ラット
フォ

グリーン電力証書の需要（証
書購入企業）を創出しなけれ
ばならない。

カーボンオフセット、エコポイント統合システム検討準備会での
検討結果を踏まえて、さらなる検討を進める。
併せて、グリーン電力証書を市内企業を中心に販売するととも
に、証書をクレジットとした北九州方式カーボンオフセットを展
開する。

事業終了：
今後は、生ごみコンポスト化容器を 大限活用するための「生
ごみコンポスト化容器活用講座」等を実施していく予定。
　[Ｈ22年度実施内容（予定）]
　　・生ごみコンポスト化容器活用講座　　　　受講者数：200名
　　・地域生ごみコンポスト化事業　  　　市内実施個所：7箇所
　　・生ごみコンポストアドバイザー養成講座　受講者数：10名

現在助成対象機種取扱い事業者に対し、新規機種がないか
どうかの確認を行い、対象機種拡大を図る。

地球環境基金の助成金の申請を行う予定（5月頃申請予定）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

1,224ｔ-CO2

（算定根拠）

27g-CO2/１枚(レジ袋)×2,040万枚＝550.8ｔ
-CO2

(定量化は困難)

-

(定量化は困難)

-

(定量化は困難)

-

（２４年度から発現）

-

事業者、ＮＰＯ、市民等との
連携により、市全体として
の市民環境力の底上げに
つながっている。

九州・沖縄地域内のエコツ
アー等による市民交流の促
進。環境モデル都市の取組
みを通じての産学官民の地
域間交流の促進が図られ
る。

環境分野だけでなく、国際・
福祉分野など、多様な分野
からの出展と広がりをみせ
ている。

（１）九州･沖縄３都市連合会議の開催
（２）エコハウスをテーマとした連携事業の実施
（３）海外の環境都市との交流

３都市による交流の切り口とし
て「市民力」から展開したが産
学官との連携も必要。一方で、
海外環境都市との構築を図る
必要有り。引き続き３都市によ
るシンポジウムを通じて、情報
の共有と新たなビジョンを図っ
ていく。

協議会メンバーも６４団体と
増加し、地域におけるＥＳＤ
活動が拡大している。

継続性が課題

業務 b実施

実施

＜実施＞
北九州エコライフステージ実行委員会を中心に、エコスタイルタウ
ンの事業内容の新たな展開や来場者数の拡大などを図った。
年々市民・企業・ＮＰＯとの協働事業としての発展をみせており、
新規展示の実施、来場者数も２万人の増加（深掘り）
Ｈ２１年度のエコスタイルタウン来場者数：１５万人
（Ｈ２０年度：エコスタイルタウン来場者数：１３万人から２万人増）
Ｈ２１年度のエコライフステージ参加者数：56.9万人
（Ｈ２０年度：エコライフステージ参加者数：42.9万人から１４万人
増）

・環境モデル都市コーナーと併せた新規展示を展開。
　＝ 広域での「環境モデル都市九州・沖縄３都市連合」による連
携した取組みの紹介。

<実施>
○環境モデル都市九州・沖縄３都市連合の設置
北九州市、水俣市、宮古島市が、九州・沖縄地域の環境モデルと
して連携・交流を深め、さらに国内外へその取組みの情報発信す
ることを目的に設置したもの。平成２１年４月に３都市連合を設立
し,共同宣言を発表した。
10月に開催されたエコテクノ2009での「環境モデル都市セミナー」
では、３都市のパネリストによる取組み事例の紹介や今後の展開
が発表された。この他、エコスタイルタウンにおいてはパネル展示
会など共同出展を行った。

海外都市とのネットワークの構築については、お互い学びあえる
環境都市を模索中。

実施

実施

実施

市民自らが、市内の環境分
野における「たから（資産・
自然・景観など）」や「ちから
（人財・地域活動など）」を
発掘することで、市民として
の誇りを高め、環境人材の
育成につながっている。

＜実施＞
H21年度は北九州ESD協議会の事務局が独立し、大学生が主体
となるユースチームも立ちあがった。

<実施>
シール事業；
　○環境活動メニューの拡大
　　（植樹、グリーン購入、環境家計簿等）
　　グリーン購入へのエコポイントは一部実施。
　　その他は検討を開始。
　○ポイント利用範囲の拡大
　　検討を開始。
　○レジ袋削減枚数（＝カンパスシール配布枚数）　約2,040万枚
　　２２年度末まで実施期間の延長を決めた。
　

b

b

＜実施＞
環境自慢認定委員会を中心に、委員会を中心に市民へ向けた事
業展開を行い、目標の環境自慢1000件に到達した。市民の間で
環境文化の広がりと浸透をみせている。

目標を超えていたらaだが。

a

連携事
業の企
画、実施

4-ｆ

エコライ
フステー
ジの拡
大

4-d-
ｱ

ESDの地
域拠点と
しての機
能、活動
の拡充

近隣、
九州･山
口等の
自治体
との連
携

4-ｃ-
イ

家庭・非
エネ

産業・業
務・家

庭・運輸

4-d-
ｲ

家庭

4-e

フォー
ムの整

備

世界の
環境首
都づくり
で育ま
れた市
民活動
の発展

低炭素
社会づく
りを通じ
て豊か
な生活
の創造
（世界の
環境首
都づくり
で育ま
れた市
民活動
の発展）

わがまち
の環境
自慢の
推進

北九州
市民環
境
パスポー
ト事業
（グリー
ン通知
表・市民
節電所）
市民によ
る身近な
省エネル
ギーの
実践

低炭素社会総合学習システムとの協働活動

　レジ袋削減以外にポイント付
与の対象としている環境活動
が少なく、様々な環境活動に
対応できていない。
　今後は、様々な世代の市民
がより気軽に楽しみながら環
境活動に取り組めるよう、事業
者やＮＰＯ等と連携し、とポイ
ント付与メニューの多様化に努
める。

１　事業者、ＮＰＯ等に対し、カンパスシールの活用を引き続き
呼びかけていくとともに、新しいポイント付与メニューの開発に
ついて、協議・検討を行う。
２　可能なものから、ポイント付与に着手してもらう。

発展性が課題

家庭 b

継続性が課題。
低炭素社会の「見える化」、「感じる化」の一環として、地域イ
ベントの環境意識の向上、ＣＯ2削減が伝わりやすい仕組みづ
くりを進める。

事業内容を本の形でまとめ、市民の環境力として対外的なＰＲ
を進める。
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（２４年度から発現）

-

(未算出)

普及に伴い算定予定

(定量化は困難)

-

(定量化は困難)

-

環境首
都レポー
ト（低炭
素化の
取組み
の総合
誌）の発
行

4-ｇ
産業・業
務・家

庭・運輸

実証実験からアジアへ技術移
転し、事業化していくことが課
題

優れた低炭素化の取組み
や成果を伝えることにより、
個人･地域・企業等の環境
に対する意識の醸成に繋
がる。

b

インドネシア５都市、マレーシア１都市での市民参加型廃棄物
減量化事業を推進していくため、それぞれに専門家派遣を年
３回予定

-

平成23年度から研修員受入を開始するにあたり、必要な現地
調査（モニタリング調査）を行うと共に、相手側と協議し、研修
員受入に係る計画を策定する。

取材した情報の編集と同レポートの発行

低炭素化に取組んでいる産学
官未の情報収集を汲まなく行
うこと、北九州市環境モデル都
市地域推進会議等の組織を活
用して情報収集チャンネルの
拡大を行っていく。

地元企業ジェイペック若松
環境研究所が開発した「タ
カクラコンポスト」が普及す
ることで、同社の東南アジ
アにおけるＣＳＲの促進に
つながっている。

実施

実施アジア

検討

＜検討＞
・アジア地域を始めとする諸地域の現状について情報を収集。
・国内における高効率の実証研究を先端とし、途中段階技術の組
み合わせなど移転用技術を検討・模索。

引き続き検討を行う。

国際協力において、共通の
課題に取り組むことで、本
市の無収水量削減に対す
る本市職員の意識が向上
した。

＜実施＞
インドネシア・スラバヤ市での市民参加型廃棄物減量化事業（北
九州方式生ごみ堆肥化事業）の成功事例普及のため、下記の事
業を実施した。
１．インドネシア
H21.10　インドネシアスラバヤ市にて、５都市（セントラルジャカル
タ、パレンバン、バリクパパン、タラカン、マカッサル）の行政担当
官及びＮＧＯ等を招き、コンポスセミナーを実施。
H21.７～H22.3  １年間で上記５都市を回り、本格的な事業開始
（PESAMAS事業）に向けての事前調査及び導入セミナーを実施。
２．マレーシア
H21.12  マレーシア・シブ市（ボルネオ島）及びクアラルンプール市
において、コンポストセミナーを実施。シブ市については、H22より
ＪＩＣＡ草の根協力事業として、正式にスタートする。

計画(3都市)を上回る５都市にて協力を実施（深掘り）

平成23年度から予定している
カンボジアからの研修員受入
に係る予算措置（現在は
CLAIR予算の活用を予定して
いるが、より本市にとって有利
な予算の充当ができないかを
模索している）

グリーンフロンティアの実施に
係る経費（旅費等の実費及び
人件費）を財政的に支援する
制度が、この計画を持続・発展
させるために不可欠である。

＜実施＞
・プノンペン水道公社とグリーンフロンティアプランに基づきCO2削
減に係る技術協力について覚書を締結（H21.12）

・また、平成21年度には、JICA技術協力「カンボジア国水道事業
人材育成プロジェクト」に対し、本市水道局職員を長期に２名、短
期に３名をカンボジアに派遣し、無収水量の削減等に係る技術指
導を行った。

b

b

<実施>
○環境モデル都市北九州レポートの製作（環境首都レポートの見
直し）
従来の環境首都の取組みや成果を伝える「環境首都レポート」を
見直し、環境モデル都市レポートとして発行し低炭素社会づくりの
取組みの周知を図ることとして、今年度は、低炭素化を進めてい
る企業団体等への取材を実施、データベースとして構築を図っ
た。

5-a-
ア

5-a-
イ

石炭高
度利用
技術移
転による
CO2削
減協力
の実施

環境協
力都市
ネット
ワーク
活用コ・

ベネ
フィット
低炭素
化協力

東南アジ
アにおけ
る「北九
州方式
生ごみ
堆肥化
事業」の
域内拡
大

環境モ
デル都
市北九
州レ
ポート

実施アジア

5-a-
ウ

アジア

上水道
分野に
おける無
収水量
対策技
術等の
移転によ
るCO2削
減協力

a

普及を目指す都市が増えた
（インドネシア５都市、マレーシ
ア１都市）ことで、いかに効率
よく事業を進めていくかが課題
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

(定量化は困難)

-

（定量化は困難）

-

本市の下水道事業に関す
る取組みを広く周知し、研
修員の受入れ機会を拡張
する。

さらに多くの研修員を獲得
するための新たな研修プロ
グラムを作成する必要があ
る。

・エコテクノ商談会
　商談件数：５７件

・遼寧省ミッション商談会
　商談件数：８２件

・天津市エコタウン協力
　自動車リサイクル分野で
の
　日中企業間の技術提携

実施

＜実施＞
○（新）下水・汚水処理事業に付随する温室効果ガス削減
への協力／下水道建設事業
下水道事業の技術協力として、48カ国から512名の研修員
を受入れ、本市の経験やノウハウ、先進的な取組みなどを
講義や水環境館視察を通して紹介した。

○環境協力都市ネットワークを活用したコ･ベネフィット低炭
素協力
・下水･排水処理事業に付随する温室効果ガス排出量削減
への協力
中国（昆明市）やベトナム（ハイフォン市）などから研修員を
受け入れ、北九州市が長年培ってきた下水道事業運営の
経験や技術を活かした効率的な維持管理手法や下水汚泥
の資源化技術等を指導を行った。
・アジア低炭素化人材育成プログラムの実施
北九州市が持つアジア諸都市とのネットワークと、(財）北九
州国際技術協力協会（KITA）を中心とした市内企業の技術
等を活用し、JICA九州の支援のもと、アジア地域の環境改
善と低炭素社会作りに貢献するための研修員受け入れを
行った。
・平成21年度研修員受入人数は７０ヶ国、４３９名。

ベトナムとの協力関係を確立するため、ベトナム北部の港
湾都市ハイフォン市と本市の間で交流協定（ハイフォン市と
日本の都市との間で初）を締結（深掘り）

b

＜実施＞
平成19年度、経済産業省および文部科学省が共同で実施してい
る「アジア人財資金構想」高度専門留学生育成事業に、（財）北九
州産業学術推進機構を管理法人として、3大学（北九州市立大
学、早稲田大学、九州工業大学）が採択された。
　北九州市立大学では、日本企業へ就職を希望する修士課程の
留学生を対象に、北九州学術研究都市で培ってきた「環境」分野
の知的基盤を背景に地元環境関連企業からの提案による実践的
なプログラムを実施した。

環境国
際ビジネ
ス支援
（エコプ
レミア
ム、ミッ
ション派
遣、展示
会参加
等)

5-c-
イ

アジア

循環型
社会形
成協力
事業（青
島市、天
津市）で
のエコタ
ウン協力

5-c-
ア

・企業マッチングを行うための
周到な事前調査が必要

・都市間ネットワークを通じた
企業の情報収集

実施

＜実施＞
・H21.10 エコテクノ２００９で、大連市の企業１１社を招致してブー
ス出展、商談会を実施。
・H22.1  中国遼寧省への水処理技術交流ミッション（９社参加）

b

＜実施＞
・天津市とのエコタウン協力
　環境ビジネス予備調査（天津）、　ビジネスセミナー（北九州）
　ビジネスミッション派遣及び日中企業間交流会（天津）
　フォローアップ調査（天津）
・大連市とのエコタウン協力
　大連市との覚書調印、第１回・２回調査、大連エコタウン計画策
定

大連市との協力を、計画を拡大して実施（深掘り）

a

　　　　　　　　(定量化は困難)

今後、天津市、大連市のエコタウンが建設さ
れた際に算定可能

アジア
・エコタウンセミナー、企業間ビジネス交流会、長期専門家派
遣

(定量化は困難)

日本人とは違った教育的、
文化的バックグラウンドを
持つ留学生は、新たな角度
からのアプローチで産業界
に貢献できる可能性を秘め
ているので、環境産業会の
活性化と新たな方向への展
開が期待できる。

平成22年度で国の補助事業
がほぼ終了するため、事業継
続のための仕組みの検討が
必要

・日本企業がビジネス参入し
やすい環境づくりの支援

・企業マッチングを行うための
周到な事前調査が必要

海外の研修員が本市を
訪れることにより、ビジ
ターズ・インダストリーの
推進に貢献。

研修員の受入が増えるこ
とで、研修受託機関、通
訳会社、宿泊施設、デ
パート等での消費が増
え、地域経済が活性化す
る。

ホームページの公開・各種セミナーへの参加などによ
り、広報を進める。

研修員受け入れ等の国際協力を、引き続き、実施。

11名（平成21年度入学者5名、平成22年度入学者6名）の留学
生に対し下記の環境分野の産学連携専門教育（企業による実
務的な研修や実習）を行う。
　・環境ビジネス講座
　・環境アセスメント技術実務演習
　・廃棄物処理技術実務演習
　・短期現場研修等

環境国
際ビジ
ネスの
推進

アジア
地域の
低炭素
技術専
門家の
育成

北九州
学術研
究都市・
アジア人
財資金
構想高
度専門
留学生
育成プロ
グラム拡
充

5-b-
ｲ

実施

実施

アジア

アジア
の環境
人材育
成拠点
形成事
業の実
施

5-b-
ア

アジア a

・中国国際環境保護博覧会（大連）に出展参加（8/27-29)

・東アジア経済交流推進機構　第６回環境部会　ビジネスマッ
チング
 （10/13-15)
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

（25年度から発現）

-

（定量化は困難）

-

（２２年度から発現）

-

アジア
諸都市
の低炭
素化に
関する
研究の
推進

国際技
術協力
を通じた
市内団
体等の
低炭素
化社会
へ向け
た取組
み

5-d アジア

(仮称）
アジア
低炭素
化セン
ターの
設置

・都市間ネットワークを通じて
の開発案件の発掘

・アジアニーズに即した環境技
術の開発

6/4    センター開設記念式典　・記念講演会（小宮山センター
長）
8/27-29    中国国際環境保護博覧会商談会（大連市、ビジネ
スミッション）
10/12-15　エコテクノへの出展
     * 東アジア経済交流推進機構環境部会本会議でのビジネ
ス交流

(仮称）ア
ジア低炭
素化セン
ターの創
設

5-e アジア

インドネシア・スマラン市
モデルコミュニティーでの成功
例をいかに市全体に広げるか
が、今後の課題
ベトナム・ハイフォン市
法律はあるが、その運用が定
まっていないので、統一した運
用をいかに行っていくかが今
後の課題

インドネシア・スマラン市は終了。しかしながら、別のインドネ
シア関連事業の際に、今後もフォローアップを行う予定。
ベトナムハイフォン市については、引き続きH22もCP導入促進
のために、専門家を3回派遣予定。

実施

＜実施＞
H21.6　 センター検討会設置、:第１回検討会開催(H21.6)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２回（H21.8）、第３回（H21.10）
H21.11  検討会委員長より市長へ報告書を提言
H21.12　国際協力銀行との覚書
　　　　　　「気候変動対策・水インフラに関する相互協力」

取組のより確実な実施のため、水インフラに関する相互協力につ
いての覚書を、国際協力銀行との間で締結（深掘り）

a  

実施

＜実施＞
インドネシア
H21.7　 インドネシア・スマラン市生ごみ堆肥化及び分別回収の促
進指導
H21.11  同上
H22.2　  同上
ベトナム
H21.10 ベトナム・ハイフォン市CＰ導入に当たっての行政官及び
現地調査
H21.12 ベトナム・ハイフォン市行政官研修受入（北九州市）
国際会議
H22.2 第5回北九州イニシアティブネットワーク会議

Ｈ２１に予定のインドネシア・スマラン市への技術協力や国際会議
開催にとどまらず、今後のパートナー国に対するアプローチを着
手（前倒し）

a

インドネシア・スマラン市で
の事業において、地元企業
ジェイペック若松環境研究
所が開発した「タカクラコン
ポスト」が普及することで、
同社の東南アジアにおける
ＣＳＲの促進につながって
いる。

省エネ省
資源に
つながる
製品の
海外展
開

5-c-
ｳ

アジア

ロシア・ウラル地域では、市内
企業の製品が現地製鉄所に
おいてトライアルされる段階ま
で至っている。今後、トライア
ルが成功し、本契約に至った
場合にファイナンスや物流に
おける商社機能や金融関連の
課題を商社や銀行と連携しな
がら解決していく。

実施 b

＜実施＞
○省エネ、省資源につながる製品の海外展開により低炭素化を
実現
　本市では鉄鋼関連の技術を持った市内企業のロシア・ウラル地
域への海外進出を支援している。H21は、ミッション派遣、見本市
出展、セミナーを実施し、有望案件については個別商談会を開催
した結果、すでに複数件の成約が見込まれている。また、ロシア
での実績をインドネシア、ベトナム等の東南アジアに広げるため
調査を実施した。

市内企業が、ロシアの製鉄所やエンジニアリング会社に対し
て技術営業する際に、財団法人ロシアNIS貿易会やロシア・ウ
ラル地域のパートナー機関の協力を得て活動をフォローアップ
していく。具体的には、ロシアの製鉄所における設備導入の意
思決定者を北九州に招いたり、見本市に出展して技術の優位
性をアピールする。

ロシアの移転地域との経済
交流を進める中で、文化・
教育分野での市民レベルで
の交流も始まっている。（ロ
シア青年交流団の本市訪
問、本市語学学校での研修
生の受入れ等）

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1-a-ｱ-ⅰ
低炭素先進モ
デル街区「200
年街区」の形成

1
低炭素先進モデル街区
形成推進事業（整備計画
の作成）

城野地区において、「ゼロカーボン街区の形成」をコンセ
プトとして、今後より一層の普及が見込める低炭素の取
組を、基盤整備の段階から街区全体に集積した、先導的
なまちづくり・住まいづくりを目指す。

H21～H23 40 12
先導的都市環境形成

促進事業
国土交通省 6

1-a-ｱ-ⅱ

低炭素街区の
形成・普及②既
存市街地の低
炭素化

1
北九州スマートコミュニ
ティ創造事業

八幡東田地区をモデル地区として、スマートグリッドを構
築し、アジアをはじめとする海外展開を実現する。

H21～H26 - -
＜1-c-ｱ＞に

記載

1 ロードマップの作成
既存市街地について、長期的に持続可能な市街地へ転
換させるためのロードマップを作成し、都市再編のトリ
ガープロジェクトの構想を策定するもの

H21～H22 6 3
都市環境改善支援事
業

国土交通省

北九州市

１

１

2
ゆとりライフ八幡の元気
再生、ＩＴＳプロジェクト

域内交通ネットワークシステムの活用による街なかの元
気再生の実現に向け、のりあいタクシー・カーシェアリン
グ・コミュニティサイクルの社会実証実験を行うもの

H21～ 19 19 地方の元気再生事業 内閣官房 19

1-a-ア-ⅱ
既存市街地の
低炭素化

1
既存市街地の商店街等
の省エネ診断・改善シス
テムの構築

＜2-b-ｲ＞「省エネルギーの推進」に記載 H21～23
ふるさと雇用再生特別

基金事業
厚生労働省
（福岡県）

＜2-b-ｲ＞に記
載

1-a-ｱ-ⅲ
普及・拡大シ
ステムの構築

2 ガイドラインの作成

低炭素型まちづくりの普及・拡大を推進するため、ガイド
ラインの作成及びアドバイザー制度の導入などにより、
開発主体に対する適切な指導や、実績を評価し、公開す
る仕組みを構築する。

H21～H25 20 - - - -

市営住宅長寿命化事業

市営住宅の耐用年限を延長するため、外壁改修に併せ
て、外部環境に対する耐久性の向上を図る。
[外壁補修時にフッ素系可とう材の採用/ピンネット工法
の採用による外壁の剥落防止/屋上の断熱防水　等]

H20～ － 41.4 地域住宅交付金 国土交通省 18.63

市営住宅ストック総合改善事業

急速な高齢化社会の進展に伴い、高齢者の生活等に配
慮した住宅供給の必要性が高まっており、これらの需要
に対応するため、既存市営住宅の一部を内部改善する
ことにより、既存ストックの有効活用を図るもの。
[手摺の設置/床段差の解消/浴槽及び給湯器の設置/
浴室にスノコ等の設置]

H8～ － 160.0 地域住宅交付金 国土交通省 67.32

福岡県北九州市

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

1-a-ｲ-i

長期優良住宅
や省ＣＯ２住宅
の普及等によ
る建築物の長
寿命化及び省
エネルギー化

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-a-ア-ⅱ
既存市街地の
低炭素化

＜1-c-ｱ＞に記載

＜2-b-ｲ＞に記載

北九州　33/85　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-a-イ-i
 省エネ型建築
物の普及促進

2 総合評価方式の入札

総合評価落札方式の入札において、当該工事でCO2削
減やリサイクル資材の利用促進等に関する取り組み方
針を評価項目に設定し、有効な提案を行なった者を加点
評価することにより、本市発注工事を受注する企業の環
境配慮に対する意識を高めるもの。
※平成21年度実施した総合評価落札方式１０件全てに
上記評価項目を設定し加点評価することとした。

Ｈ２１～ 0 0 - - -

1-a-イ-i
 行政が率先し
 た取り組み

-
 市有建築物の省エネル
 ギー改修の促進

 市有建築物の改修工事に併せて高効率、省エネルギ
 ータイプの機器の導入を積極的に行う。

～H22 - - - - -

住宅・建築物
省ＣＯ２推進モデル事
業

0

住宅市街地
総合整備事業

0

高齢者居住安定化
緊急促進事業

0

3
環境配慮型

建築モデルの構築
＜3-b-ｱ＞「SuperCAT エコハウスの整備」」に記載 H21

平成20年度環境共生
地域づくり補助金（21
世紀環境共生型住宅
のモデル整備による建
設促進事業）

環境省
＜3-b-ｱ＞に

記載

1-a-イ-ⅰ
省エネ型建築
物の普及促進

アクアフレッシュ事業及び
直結式給水の普及促進

市立小中学校を対象として、水槽式給水から省エネにつ
ながる直結式給水への切り替えを実施する。
また、新築や既存のビル・マンション等については、省エ
ネにつながる直結式給水の普及促進を図る。

H20～ ― 35 ― ― ―

1 CASBEE北九州普及促進事業

○建築物は、そのライフサイクルを通じ、エネルギーの
消費や廃棄物の発生など、環境に対しさまざまな影響を
与えている。そこで、「建築物総合環境性能評価制度
（CASBEE）」を活用し、市有建築物から民間建築物へ、
大規模から小規模へといった両面から、環境に配慮した
建築物の整備を促進し、環境保全や持続可能な都市の
実現に向けた取り組みを実施する。

H20～ 4.4 0.296 - - -

○中心市街地共同住宅供給事業
「中心市街地活性化基本計画（黒崎地区）」に基づき、計
画区域内の優良な共同住宅を建設する事業者に対し、
建設費の一部（戸当たり 大100万円）の助成を行う。
環境に配慮した住宅建設への取組みとして、2,000㎡を
超える住宅建設を行う事業者に対し、建築物総合環境
性能評価システム（CASBEE）による評価を義務付けてい
る。

H20～H24 300 29 優良建築物等整備事業 国土交通省 29

支援事業の評価の見直し
1-ａ-ｲ
-ⅱ

省エネ型建築
物の普及促進

北九

1

2

1-a-ｲ-ⅰ

国土交通省省CO2推進モデル事業

事業主体：北九州市住宅供給公社・民間事業者
事業内容：計画戸数　１２３戸

Ｈ２１～Ｈ２３

＜3-b-ｱ＞に記載

2,113 0長期優良住
宅や省CO2住
宅の普及等
による建築物
の長寿命化
及び省エネル
ギー化
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

○北九州市住宅建設資金金利優遇融資制度
高齢者仕様、省エネルギー仕様、耐震仕様の住宅を普
及促進するため、金融機関と協力し、一定の要件を満た
す住宅の取得やバリアフリーリフォームをする場合に、
住宅ローンの金利を０．１％優遇する。

H19～ － 49 － － －

3 再開発事業（西小倉駅前第一地区）
○都市計画道路等の公共施設と住宅・商業機能を備え
た民間再開発ビルを一体的に整備する。

H19～H22 8646 3136 市街地再開発事業費補助

国土交通省
県
市

国費529
県費288
市費234

4 文化・交流拠点地区整備

○ホール、図書館、広場などを、ＰＦＩ事業にて整備する。
黒崎副都心における環境モデル都市のシンボル施設と
位置づけ、積極的に環境負荷の低減を目指す環境配慮
型施設とする。（ＣＡＳＢＥＥ北九州を導入）
　平成２１年度：民間事業者の公募、審査、選定
　平成２２～２４年度：民間事業者による設計、施工

平成２４～３９年度：ホール・図書館の維持管理・運営

H21～H39 10,499 23 - - -

1-b-ｱ

低炭素型都市
構造への転換
拠点や街なか
への機能集

約、定住促進
への各種取り

組み

1
再開発事業（西小倉駅前
第一地区）

都市計画道路等の公共施設と住宅・商業機能を備えた
民間再開発ビルを一体的に整備する。（敷地面積の2割
の緑化、CASBEE北九州の導入）

H19～H22 8,646 3,136
市街地再開発事業費
補助

国土交通省
県
市

国費529
県費288
市費234

1-b-ｱ

歩いて暮らせる
集約型都市構
造への転換

拠点や街なか
への機能集

約、定住促進
への各種取り

組み

文化・交流拠点地区整備

北九州市の副都心に相応しい都市機能の充実と地域の
回遊性の向上を図り、黒崎の活気と賑わいの再生を図
るため、ホール、図書館、広場などを、ＰＦＩ事業にて整備
する。
　平成２１年度：民間事業者の公募、審査、選定
　平成２２～２４年度：民間事業者による設計、施工
　平成２４～３９年度：ホール・図書館の維持管理・運営

H21～H39 10,499 23 - - -

1-b-ｱ

歩いて暮らせる
集約型都市構
造への転換

拠点や街なか
への機能集

約、定住促進
への各種取り

組み

中心市街地活性化フォ
ローアップ事業

　認定基本計画（小倉地区、黒崎地区）の着実な推進を
図るため、数値目標の達成状況や事業の進捗状況な
ど、適切なフォローアップを行うとともに、新たな活性化
事業の検討調査を実施する。

H21～H24 63 17 - - -

1-b-ｱ

拠点や街なか
への機能集

約、定住促進
への各種取り

組み

1
中心市街地
共同住宅供給事業

中心市街地活性化基本計画（黒崎地区）に基づき、計画
区域内の優良な共同住宅を建設する事業者に対し、建
設費の一部（戸当たり 大100万円）の助成を行う。
建築物総合環境評価システム北九州版（CASBEE北九
州）による基準、または住宅の品質確保の促進等に関す
る法律の温熱環境の省エネルギー対策等級３を満たす
ことを要件としている。

Ｈ２０～２４ ＜再掲＞ ＜再掲＞ 優良建築物等整備事業 国土交通省 ＜再掲＞

-ⅱ CASBEE北九
州の活用

北九州　35/85　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-b-ｱ

拠点や街なか
への機能集

約、定住促進
への各種取り

組み

（新）低炭素型の街づくり
（黒崎地区・若松区中心
市街地）

・黒崎駅ペデストリアンデッキのリニューアルに伴う、照
明施設のLED化や太陽光パネルの設置や若松区の交
通結節点における、公共交通の利用促進のための歩道
改良やバスシェルターの整備により環境配慮型の施設
整備を行う。

H22～H24 300 29 まちづくり交付金 国土交通省 12

1 交通結節機能の強化

行政と交通事業者が協力し、乗り継ぎや利用者の多い
主要な鉄道駅やバス停において、上屋やベンチなどの
待合環境や乗り場案内・乗継ぎ環境を改善し、交通結節
機能の強化を図る。
・第一二島公共交通案内板実施設計業務委託発注。

H21～ 134 2.5
地域活力基盤創造交
付金

国土交通省 1.3

2 駅前広場の検討

城野地区低炭素モデル街区の整備とあわせて、城野駅
北口駅前広場についても、モデル街区の玄関口としてふ
さわしい駅前広場に整備するために、駅前広場に求めら
れる機能等を検討して、整備計画案を作成するものであ
る。

H21～H23 12 8

3 バリアフリー化の推進

公共交通の主要駅などにおいてエレベーターや多目的ト
イレの設置、バスにおいては低床式バスの導入を図り、
すべての人が利用しやすい公共交通の環境整備を進め
る。
・JR枝光駅

H21～ 未定 148

交通施設バリアフリー
化設備整備費補助金
など
(H20補正)

国土交通省 48.3

4
筑豊電気鉄道の高機能
化

鉄道軌道輸送高度化事業費補助金を活用し、防護設備
（法面固定）及び線路設備（レールの重軌条化）の整備を
行う。

H14～ 未定
49

※北九州市
は5

鉄道軌道輸送高度化
事業費補助金

国土交通省 16

5 おでかけ交通の支援強化

公共交通空白地域の地域の人々の移動手段を確保す
るために運行している「おでかけ交通」が、利用者が少な
く経営的に厳しい状況であることから、支援制度の拡充
を検討するもの

H21～ 未定
2

（予定）
-

6
幹線バス路線の高機能
化

幹線バス路線において、バスレーンなどの既存の道路ス
トックを有効活用して、バスレーンの連続化や延伸を行う
とともに、公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）の設置、交差
点の改良、バスカメラによる違法駐停車への警告、都市
高速道路の活用等を検討し、主要幹線軸の定時性・速
達性を確保する。
・幹線バス路線整備計画作成業務委託発注。
・既存のバス専用レーンのカラー舗装化実施。
　（国道199号720m、県道大蔵到津線1,120m、市道北九
州小竹線600ｍ）

H21～ 760 39
地域活力基盤創造交
付金

国土交通省 19.5

1-b-イ-i

高効率システ
ムの構築

公共交通の利
便性向上

北九州　36/85　（H21事業一覧）
通しページ番号36



支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1
洞海湾横断鉄道
構想推進経費

　ＪＲ九州の若松駅と戸畑駅との間、約３ｋｍを海底トン
ネルで結び、循環型鉄道ネットワークを形成することによ
り、小倉駅から折尾駅までの約２０ｋｍを、利便性の高い
都市鉄道として再整備することを目的として検討するも
の。

4 - - -

2
北九州空港
アクセス鉄道基本調査

　北九州空港の機能を十分に発揮させるためには、空港
利用者の利便性を向上させることが重要となることから、
定時性、高速性に優れ、かつ環境への負荷の少ないア
クセス鉄道整備の実現を目的として調査を実施するも
の。

20 - - -

1-b-ｲ-ⅰ
公共交通の利
便性の向上

3 駅前広場の整備

折尾駅、城野駅、下曽根駅など、駅前において、バス、タ
クシー、送迎車の駐停車スペース、自転車駐輪場等を一
体的に設置する「駅前広場の整備」を行ない、交通拠点
としての結節機能を高め、公共交通の利便性の向上を
図る。

H21～ 8,289 793
街路事業
まちづくり交付金事業

国土交通省 215

1
モビリティマネジメントの
実施

行政が主体となり、地域住民や職場、学校等を対象に、
現状の交通問題と地球環境や自分にとって望ましい交
通行動に関する情報を提供し、「意識」と「行動」の自発
的な変化を促す教育・啓発を行うことで、自動車中心の
ライフスタイルから、公共交通や自転車等を積極的に利
用するライフスタイルへ転換し、また、エコドライブ等の地
球環境にやさしい自動車利用がなされることを期待す
る。
・学校MM：地球温暖化問題や地球に優しい交通行動に
関する学習資料を作成。
・企業MM：小倉南区の企業に対してトラベルフィードバッ
クプログラム実施。
　（マイカー通勤者100名を対象に事前アンケート実施、
診断書（マイカーを廃車した場合のCO2削減量、カロリー
消費量、お金の節約額を提案するもの）作成）

H21～ 13.7 3.7
地域活力基盤創造交
付金

国道交通省 1.3

低公害車の普及
バス事業者と協働して環境にやさしい「低燃費・低公害
車」（ハイブリッド車など）の導入促進を図る
・3台導入（西鉄バス北九州㈱）

H21～ 未定 9.3

低公害車の普及
市内の事業者等が平成11年排出ガス規制以前のディー
ゼル貨物車等を廃車にし、 新の排出ガス規制に適合
する車両に買え換える資金の一部助成を実施。

H10～ － 9
新規制適合車等代

替促進助成事業
環境再生保全
機構

8

3
レンタサイクル・カーシェ
アリングの普及

企業やＮＰＯ等の協力を得て、まちなかや、公共交通の
駅、停留場付近等での「レンタサイクル」の普及を図る。
①小倉駅北口モビリティセンター社会実験実施。【0円】
②黒崎副都心地区コミュニティサイクル社会実験実施
（国交省街路交通施設課直轄事業）【2百万円】
③NPO法人により「コミュニティサイクル事業」開始。【115
百万円】

H20～ 130 117

②先導的都市環境形
成促進事業（都市環境
形成促進調査）【直轄
事業】
③環境共生地域づくり
補助金（環境保全型地
域づくり推進支援事
業）

②国土交通省
③環境省

②－
※直轄
③115

1-b-ｲ
-i

公共交通の利
便性の向上

高効率システ
ムの構築

公共交通の利
用促進に向け
た市民の意識

啓発

2

1-b-イ-ⅱ

北九州　37/85　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-b-ｲ
-ⅱ

あらゆる業種・
業態に対応し
たエコドライブ
の推進

エコドラ北九州プロジェク
ト

　エコドライブ活動（エコドライブに取り組みやすい社内環
境をつくり、継続的に実践していく活動）のモデルを構築
するため、「エコドラ北九州プロジェクト」がスタート。
　このプロジェクトは、効果の「見える化」、実際に効果の
上がる手法の確立を第1段階の目的としており、 終的
には、「あらゆる業種、業態で実施できるエコドライブ活
動のモデル」を構築し、環境モデル都市として全国へ発
信していくことを目指す。

H19～H23 45 14 まちづくり交付金 国土交通省 3

1-b-ｲ
-ⅱ

新たな仕組み
の構築・普及

公共交通利用者に対する
利用特典制度の普及

平成19年度から「エコスタイルタウン」、平成20年度から
「まつり企業祭」のイベント実施の中で、「ノーマイカー
得々キャンペーン」を実施し、公共交通利用者への利用
特典制度を実施。

H19～ － 1 － － －

1-b-ｲ-ⅲ
次世代技術開
発の推進

1
エコドライブ支援システム
の開発・実証

「北九州学術研究都市」を中心とする地域の大学や企業
が保有するITS関連技術を活用して、エコドライブ支援シ
ステムの開発を行い、市民参加によるエコドライブ実証
実験を行う。

H21 30 0 - - -

1-b-ｲ
-ⅲ

次世代技術開
発の推進

電気自動車実証実験

　国の予算で実施した「次世代自動車等導入促進事業」
において市庁舎敷地内に急速充電器を設置し、借用した
電気自動車を市職員で活用する実証事業を実施した（21
年5月～7月）。

H21 － －

1-b-ｲ
-ⅲ

次世代技術開
発の推進

公用車における低公害車
普及事業

　平成21年度に今後5年間で50台の次世代自動車導入
目標を定めた。
　公用車の更新に合わせて実施中である。

H21～H25 214 0.4
クリーンエネルギー自
動車等導入費補助事
業

一般社団法人
次世代自動車
振興センター

1.3
※5年間総額

1-b-ｲ
-ⅲ

次世代技術開
発の推進

（新）電気自動車活用環
境向上のための充電ネッ
トワーク整備

電気自動車普及のネックとなっている航続距離の不安を
なくし、市民や企業が安心して電気自動車の導入ができ
るよう、充電インフラのネットワークを公共施設において
整備する。

H22～H23 35 0
地域グリーンニュー
ディール基金

環境省
0
※2年間総額

鉄道貨物ターミナルの機
能強化

関東・関西地域などと北部九州間の鉄道貨物輸送力を
増強するため、国の幹線鉄道等活性化事業費補助を受
け、鹿児島線の北九州～福岡間において、26両編成の
長編成列車が運行できる鉄道施設整備を行うもの。その
うち、福岡貨物ターミナル駅改良及び福間駅待避線延伸
等の工事を行っている。

H19～H22 市費負担なし市費負担なし

国の幹線鉄道等活性
化事業費補助を受けて
事業を実施（事業主
体：北九州貨物鉄道施
設保有㈱）

国土交通省 補助率3割

※実施主体である環境省が次世代自動車等導入促進
事業で実施
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

ＲＯＲＯターミナルの機能
強化

本市には関東・関西方面とを結ぶRORO船やフェリーが
就航しており、RORO航路（自動車専用船も含む）が就航
している地区の港湾施設を整備することにより利便性を
高め、トラック輸送から船舶輸送へのモーダルシフトを実
現する。
場所：新門司北地区（自動車専用船）、新門司南地区
（フェリー）、田野浦地区（RORO船）
平成21年度は、新門司北地区（岸壁-10m等）の整備、新
門司南地区（-7.5m岸壁）及び田野浦地区（-9m岸壁）の
調査・設計を行った。

H21～H35 27,673 6,715 国直轄事業 国土交通省
補助率
5.5/10

1-b-ウ-ⅰ
モーダルシフト
の推進

1
モーダルシフト推進補助
制度

・運輸・物流部門でのＣＯ２削減策を推進することにより、
環境モデル都市北九州市を広くＰＲするとともに、市内の
各物流拠点を活用した鉄道輸送やフェリー輸送など環境
に優しい輸送モードの利用拡大を通じて、北九州港の利
用促進を図る。（２４件実施）

H18～H22 50 10 - - -

1
戸畑大谷線（２期）整備検
討

戸畑大谷線（２期）の整備に向けた市公共事業評価、都
市計画変更手続き着手

H21～ 未定 11

2 タクシー利用環境の改善
小倉都心部における、タクシー区画外駐車の現況調査を
行い、課題のある箇所の抽出を行う。

H21～ 未定 1.5
地域活力基盤創造交
付金

国道交通省 0.8

3 自転車専用レーンの導入

本市における拠点間をつなぐ自転車ネットワーク及び拠
点内の自転車ネットワークを構築し、既存及び将来の自
転車駐車場との連携を含めた自転車ネットワーク計画案
を作成した。

H21～ 未定 10
地域活力基盤創造交
付金

国道交通省 5.5

H21～ 8,289 793
街路事業

まちづくり交付金事業
国土交通省 215自動車交通の

円滑化の推進
4 バリアフリー化の推進

鉄道駅の周辺道路における歩道等のバリアフリー化を
推進し、歩行者や自転車の利用環境の改善を図る。

モーダルシフト
推進1-b-ｳ-i

物流・交通基盤
整備における

低炭素化

自動車交通の
円滑化の推進

1-b-ウ-ⅱ
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通しページ番号39



支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-b-ｳ-ⅱ

物流・交通基盤
整備における
低炭素化

自動車交通の
円滑化の推進

1 鉄道連続立体交差化
折尾駅周辺の鉄道を連続立体化することによって、踏切
を除去し、自動車交通の円滑化を図る。

H16～H31 31,500 2,397
通常（交通連携）
地域活力基盤創造交付金
まちづくり交付金

国土交通省 1,231

1-b-ｳ-ⅱ
自動車交通の
円滑化の推進

1 都市計画道路の整備
都市計画道路の整備を推進することにより、渋滞の減
少、バス等を含めた走行性の向上を図り、自動車交通に
起因するCO2排出量の削減を実現する。

H21～ 765,447 14,483
街路事業
道路事業

まちづくり交付金事業
国土交通省 4,628

1-c-ｱ

工場とまちの
省エネルギー
システムの構
築

1
北九州スマートコミュニ
ティ創造事業

八幡東田地区をモデル地区として、スマートグリッドを構
築し、アジアをはじめとする海外展開を実現する。

H21～H26 1 1 - - -

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

学校施設太陽光発電導
入事業

本市の小・中学校において太陽光発電設備を、地上や
校舎屋上部分に設置する。

H21 1,011 865
安全・安心な学校づくり
交付金

文部科学省 390

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

（新）学研北部ひびきの北
公園電気設備整備工事

２．５ｋｗ太陽光発電を導入 H21

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

環境共生住宅モデル事
業

２．４ｋｗ太陽光発電を導入 H21

平成20年度環境共生
地域づくり補助金（21
世紀環境共生型住宅
のモデル整備による建
設促進事業）

環境省
＜3-b-ｱ＞に

記載

1-ｃ-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの

活用

市営住宅ＣＯ２削減対策
モデル事業

馬寄団地第３工区公営住宅建設工事において、屋上部
分に太陽光発電設備（１５ｋｗ）を設置し、ＣＯ２削減に取
り組むもの。

H21～H22 12.8 0.8 地域住宅交付金 国土交通省 0.36

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

5
下水施設への太陽光発
電システムの導入

浄化センター内の反応槽上部に太陽光発電パネルを設
置し、発電した電力を利用することで温室効果ガス発生
量の削減を図る。

H21～H30 1,345 6 下水道補助事業 国土交通省 3

1-ｃ-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの

活用

文化・交流拠点地区整備

ホール、図書館、広場などを、ＰＦＩ事業にて整備する。黒
崎副都心における環境モデル都市のシンボル施設と位
置づけ、積極的に環境負荷の低減を目指す環境配慮型
施設とする。（太陽光発電設備(200kw)の設置）
　平成２１年度：民間事業者の公募、審査、選定
　平成２２～２４年度：民間事業者による設計、施工
　平成２４～３９年度：ホール・図書館の維持管理・運営

H21～H39 10,499 23 - - -

上記　【1-b-ｲ-ⅰ-2-①　駅前広場の整備】　の再掲

＜3-b-ｱ＞に記載

北九州　40/85　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-c-イ

低炭素型都市
エネルギーシ
ステムの構築と
普及

水道局省エネルギー対策
(水道施設への太陽光発
電導入検討）

 配水池屋上などの水道関連施設に太陽光パネルを設
置し、再生可能エネルギー活用によるＣＯ２の削減をは
かる。

H21～H22 67 33
地域新エネルギー等

導入促進事業
経済産業省 14

1
紫川エコリバー構想の
推進

小倉都心部の「見える化・感じる化」「にぎわいづくり・顔
づくり」を進めるためのプランの検討、シンボルステッカー
やプレート、マップの策定についての検討を行った。

H21～ 900 0 － － －

2
紫川エコリバー構想の
推進

勝山橋への太陽光発電ルーフ整備：勝山橋にライトス
ルータイプ太陽光発電を備えたルーフを設置、勝山橋を
往来する歩行者に快適な歩行者空間を提供する。
（20kW）

H21 上記に含む 100
財団法人日本宝くじ協
会寄付金

財団法人ニ本
宝くじ協会

100

3
紫川エコリバー構想の
推進

魚町ジョイントアーケード：勝山通り（R199）と魚町商店街
の交差点上に太陽光発電とLEDをそなえたアーケードを
設置、これまでR199に分断されていた商店街が一体化
することで、商店街のにぎわいの向上に寄与する。

H21 上記に含む 200
平成21年度戦略的中
心市街地商業等活性
化支援事業

経済産業省 124

1-c-ｲ

市街地や公
共空間での
再生エネル
ギーの活用

1
太陽光発電システムの導
入・普及

都市モノレールへの太陽光発電の導入
利用者が多く、啓蒙効果の高い停留所やモノレール車両
の屋根等に太陽光発電パネルを設置し、その発電量を
モニターに表すことによって市民や利用者にわかり易く
示し、市民への啓発を行う。また、その導入に伴う効果
や課題（構造、利用形態、採算性）を踏まえ、他の停留場
や車両基地に拡大させる。

H21～ 未定 0

1-C-イ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

1
（新）北九州市黒崎地区
中心市街地活性化協議
会

副都心 黒崎地区の再生方策の一つである、黒崎中央公
園、蛎原公園における環境に配慮した公園再整備に向
け、地域の関係者と合意形成を図る。

H22 60 0 － － －

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

（新）低炭素型の街づくり
事業（環境に配慮した（仮
称）グリーンエコハウス整
備事業）

環境モデル都市の「見える化・感じる化」を進めるため、
シンボル公園である勝山公園において、太陽光発電やＬ
ＥＤ照明等を活用した「（仮称）グリーンエコハウス」を整
備する。
平成２１年度は、施設規模の検討などを行った。

H22～H23 45 0 － － －

1-c-ｲ

市街地や公
共空間での
再生エネル
ギーの活用

北九州　41/85　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-C-イ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの

活用

（新）低炭素型の街づくり
事業（都・浅野町線シンボ
ルロード事業、小倉駅周
辺ペデストリアンデッキ太
陽光パネル設置）

小倉都心部で持続可能な都市環境創造に向けて、ペデ
ストリアンデッキへの太陽光パネル導入(グリーンニュー
ディール基金活用)等を行う。環境モデル都市にふさわし
いシンボリックな広場の整備を行う。

H22～H23 1,240 13 まちづくり交付金 国土交通省 4

1-c-ｲ

市街地や公
共空間での
再生エネル
ギーの活用

1
民間建築物への普及・
拡大

事業者などの導入相談やＰＲを通じて、民間建築物への
普及を促進した。

H21～ 0 0 － － －

1-c-ｲ

市街地や公
共空間での
再生エネル
ギーの活用

1
（新）学研北部ひびき
の北公園に太陽光発
電を整備（2.5kW）

学研北部ひびきの北公園に太陽光発電を整備（2.5kW）
した。

H21 9 9 － － －

1-c-ｳ-ｉ
エネルギーの
有効活用の促
進

2
下水汚泥の高度利用に
よる省資源システム構築

現在、下水汚泥は全量を有効活用しているが、さらに、
温室効果ガス発生量の削減を図る汚泥処理方式の導入
を検討する。

H20～H26 5,000 0 - - -

1-c-ウ
-i

BDF自動車の
運行

市営バス等車両へのBDF
導入

BDF自動車として市営バス３台を運行した。 H20～ － － － － －

1-C-ウ
-ⅰ

省エネルギー
型都市への
転換

エネルギーの
有効活用の
促進

1 街なか省エネ診断 ＜2-b-ｲ＞「省エネルギーの推進」に記載 H21～23
ふるさと雇用再生特別

基金事業
厚生労働省
（福岡県）

＜2-b-ｲ＞に記
載

1-c-ゥ-ⅰ

事業所の高効
率エネルギー
システムの構
築

水道局省エネルギー対策

水道設備の施設・プロセスを更新、改造することにより、
省エネルギーを推進する。
H21年度、バイパス管布設工事を行い、送水系統の変更
によるエネルギーロスの低減を計る。

H21～H22 45 45 ― ― ―

＜2-b-ｲ＞に記載

北九州　42/85　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-c-ウ-i
エネルギーの
有効活用の促
進

船舶版アイドリングストップ

本市に就航しているフェリーを対象に、長時間接岸する
際にアイドリングストップを可能とする、陸上からの電力
供給設備を整備することで、排出される温室効果ガスを
削減し、大気環境の改善を図るもの。
当初、市の事業として行う予定であったが、国の経済危
機対策に伴う、H20･21補正予算により、国直轄事業とし
て、船舶への陸上電力供給施設の整備及び実証実験を
行うこととなった。
平成21年度では、小倉北区浅野のフェリー岸壁１バース
について整備している。

H21～H22 57 57
船舶への陸上電力供
給実証実験

国土交通省 57

1-ｃ-ｳｰⅱ

省エネルギー
型都市への転

換

ヒートアイランド
対策

文化・交流拠点地区整備

ホール、図書館、広場などを、ＰＦＩ事業にて整備する。黒
崎副都心における環境モデル都市のシンボル施設と位
置づけ、積極的に環境負荷の低減を目指す環境配慮型
施設とする。（緑化の推進）
　平成２１年度：民間事業者の公募、審査、選定
　平成２２～２４年度：民間事業者による設計、施工
　平成２４～３９年度：ホール・図書館の維持管理・運営

H21～H39 10,499 23 - - -

1-ｃ-ｳｰⅱ

低炭素型都市
エネルギーシ
ステムの構築と
普及

クールミスト事業

水道水を活用したミスト冷却装置を設置し、小さなエネル
ギーで効率的に街を冷却、その効果を体感してもらう。ま
た、原理やその他事例を説明し、広くPRすることで、企
業・商店・家庭等への普及を促す。

H21～H23 12 4 まちづくり交付金 国土交通省 1

1-c-ｳ-ⅱ

低炭素型都市
エネルギーシ

ステムの構築と
普及

ヒートアイランド
対策

1
再開発事業（西小倉駅前
第一地区）

都市計画道路等の公共施設と住宅・商業機能を備えた
民間再開発ビルを一体的に整備する。（敷地面積の2割
の緑化、CASBEE北九州の導入）

H19～H22 8,646 3,136
市街地再開発事業費
補助

国土交通省
県
市

国費529
県費288
市費234

1-ｃ-ウ-ⅱ
ヒートアイランド

対策
1

クールシティ中枢街区パ
イロット事業

環境省の補助事業を活用し、小倉都心部のモデル街区
において、民間事業者によるヒートアイランド現象対策
（施設緑化、保水建材、高反射性塗装、地中熱ヒートポ
ンプ等）を推進していく。

～H21 322 10
クールシティ中枢街区
パイロット事業

環境省 5

1-ｃ-ウ-ⅱ
ヒートアイランド

対策
2

市内事業所への屋上緑
化助成（北九州市）

・市内３事業所（719m2）へ屋上緑化の助成を実施。 H19～
4-a-ｲに計

上
－ － － －

1-ｃ-ウ-ⅱ
ヒートアイランド

対策
3 打ち水大作戦

小倉都心部等の人通りの多い場所で、下水高度処理水
等を活用し、打ち水イベントを実施し、市民が身近にでき
るヒートアイランド対策をPRする。また、地域での普及拡
大に向け、打ち水グッズの貸し出しを実施した（４回）

H19～ - - - - -北九州　43/85　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-ｃ-ウ-ⅱ
省エネルギー
型都市への
転換

（新）博労町線街路事業

歩道整備工事（透水性舗装）
工事延長　Ｌ＝１８２ｍ
幅　　　員　Ｗ＝４．５ｍ
ＬＥＤ歩道照明詳細設計　Ｎ＝１式

H１１～H24 8,635 195 まちづくり交付金 国土交通省 88

1-d-ア 緑化の増進 2 「環境首都100万本植樹プロジェクト」

・緑の回廊事業　植樹会開催
・記念樹プレゼント事業　年2回
・工場・事業所緑化事業　2社
・ＮＰＯ、地域団体植樹

～H35 -

16.5
（緑の回廊、
記念樹プレ

ゼント事業の
み）

- - -

1-d-ｱ 緑化の増進 1 「緑の基本計画」の策定
市内全域の緑の保全・創出・管理・活用に関する目標と
施策の方針を体系化した緑の基本計画を策定する。

H20～H22 36 25
都市公園事業

緊急雇用創出事業
国土交通省
厚生労働省

15

1-d-ｱ 緑化の増進 2
「環境首都１００万本植樹
プロジェクト」の実施

街路・公園事業により、15年程度で30万本を植樹する。 - - 94 - - -

1-d-ｱ 緑化の増進 3
公園・緑地の整備による
CO2吸収源の拡大

都市公園の整備や緑地の確保に取り組む。 - - 4,694 都市公園事業他 国土交通省 1,247

1-d-ア
公園・緑地の整
備によるＣＯ２
吸収源の拡大

公園・緑地の整備による
ＣＯ２吸収源の拡大

臨海部において、港湾環境整備事業（国土交通省)を活
用して港湾緑地の整備推進を図る。

H6～H26 4,918.6 658 港湾環境整備事業 国土交通省 316.5

1-d-ア 緑化の増進
自然環境アドバイザー制
度運営事業

事業実施からの求めに応じ実施。 - - 2.6 - - -

1-d-ア 緑化の増進
自然・生き物情報整備事
業

曽根干潟環境調査
　鳥類、底生生物
身近な生き物調査（トンボ）

- - 1.6 - - -

北九州　44/85　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1-d-イ 森林管理・保存 1 「緑の基本計画」の策定
〔再掲〕
市内全域の緑の保全・創出・管理・活用に関する目標と
施策の方針を体系化した緑の基本計画を策定する。

H20～H22 36 25
都市公園事業

緊急雇用創出事業
国土交通省
厚生労働省

15

１-ｄ-イ 森林適性管理 地域林業振興事業 森林保育作業への助成等により、森林管理を促進する。 H21～H25 10 2 - - -

１-ｄ-イ 森林適性管理 荒廃森林再生事業
放置され荒廃した森林に対し、水源涵養等の整備を行
い、公益的機能の回復を図る。

H21～H25 250 58 荒廃森林再生事業 福岡県 58

１-ｄ-イ 森林適性管理
放置竹林等整備緊急対
策事業（緊急雇用創出事
業）

放置竹林の整備による公益的機能回復のための伐採、
整理。

H21～H22 32 16 緊急雇用創出事業 厚生労働省 16

1-d-イ
総合的な緑化・
森林整備の推

進
水源地交流事業

水源地域では、水源涵養林の荒廃や河川の水質汚濁が
進行しており、これらを防ぐために市外水源地域で行わ
れる植育樹などの取り組みに対し、市民ボランティアを
募って参加し、水源水質の浄化を進めるとともに水を育
む意識の醸成に取り組む。

H9～ ― 2 ― ― ―

2-a-ｱ
工場廃熱の
活用

1
北九州エコ･コンビナート
推進事業

　市内の既存産業インフラの利活用や企業間あるいは
産業圏と生活圏の連携により、地域レベルでの省エネ・
省資源等を実現する「北九州エコ・コンビナート構想」を
推進し、廃棄物や副産物の資源循環や未利用エネル
ギーの有効活用によるビジネス展開を目指すもの。
　この取組みを広げ、温室効果ガスの削減につなげてい
くため、定期的に協議会を開催している。
　その取組みの中から、　「工場廃熱の民生利用」等を
テーマにした研究会を立ち上げ、トランスヒートコンテナを
利用した民生分野等での工場廃熱利用調査を行い具体
的な事業立ち上げに向けたプロジェクトを推進している。

H15～ 3 - - -

1
北九州水素ステーショ
ン

八幡東区東田に製鐵所から発生する「副生水素」を燃料
電池自動車等に供給する「北九州水素ステーション」を
整備

H2１～
H25

200 200
福岡水素エネルギー戦
略会議実証活動支援

事業
福岡県 100

2
燃料電池自動車の導
入

燃料電池自動車を公用車として導入し、燃料電池の稼
動データをメーカに提供することで、燃料電池自動車の
開発に貢献、また、水素・燃料電池に関する市民意識の
醸成を図る。

H2１～
H23

25 10
次世代低公害車導入
促進事業

環境省 5

2-b-ア

生産プロセス
の改善による
省エネルギー
推進

1
生産プロセスの改善によ
る省エネルギー推進

・市内企業等の省エネ技術・ノウハウを、市内産業界の
生産プロセス改善に結びつける仕組みを検討

H21～ － － － － －

2-a-ｲ
水素エネル

ギーモデル地
区の構築
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1 省エネルギーの推進

・省エネルギー・新エネルギー対策相談窓口の開設・運
営
・省エネ診断の実施（全３１施設）
・事業所が省エネスキルを身につけることを目的とした省
エネセミナーの開催（全４回・約２０事業所）

H21～23 38 10
ふるさと雇用再生特別

基金事業
厚生労働省
（福岡県）

10

2
公共施設における省エネ
推進

・省エネ診断の実施（１６施設（上記３１施設の内数）） H21～ － － － － －

3
エコアクション２１の普及
促進

・エコアクション２１認証登録支援事業の実施（セミナー：
全４回・延べ７７事業所、実践講座：年２コース・２７事業
所）

H16～ 10 1 － － －

1 紫川エコリバー構想
勝山橋太陽光発電ルーフ：勝山橋にライトスルータイプ
太陽光発電を備えたルーフを設置、勝山橋を往来する歩
行者に快適な歩行者空間を提供する。

H21 100 100 財団法人に本宝くじ協会財団法人に本宝 100

2 紫川エコリバー構想

魚町ジョイントアーケード：勝山通り（R199）と魚町商店街
の交差点上に太陽光発電とLEDをそなえたアーケードを
設置、これまでR199に分断されていた商店街が一体化
することで、商店街のにぎわいの向上に寄与する。

H21 200 200 平成21年度戦略的中心経産省 124

1
（新）徳力葛原線街路
灯

LED照明灯（４０W）　６０灯 H21 70 70 - - -

2

（新）小倉都心部歩行
者系サイン再整備（小
倉駅電照式サイン設
置）

小倉駅電照式サイン（１６Ｗ×２３８基） H21 60 54 - - -

2-c-ア
工場屋根等へ
のメガソーラー
導入等支援

1
工場屋根等へのメガ
ソーラー導入等支援

事業者などの導入相談やＰＲを通じて、民間建築物への
普及を促進した。

H21～ 0 0 － － －

2-c-イ
風力発電の導
入等の支援

1
風力発電の導入等の支
援

・洋上の風況調査の着手 H21～ 0 0 － － －

2-b-イ
事業所等によ
る省エネル
ギーの推進

2-b-ウ
LEDの導入推

進

2-b-ウ
LEDの導入推

進
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

2-d-ｱ
希少金属リサ
イクル事業

使用済み小型電子機器
回収実験

（１）回収品目
　　　片手で持てる小型電子機器（携帯電話、デジタルカ
メラ など） とその付属品（コード・ケーブル類など）
　　　※　ソニーを含む全メーカーの小型電子機器
　　　※　投入口（２５０ｘ８５ｍｍ）より大きいもの（取り外し
可能な電池は除く）
（２）回収方法
　　　市内６０か所に回収ボックスを設置し回収【Ｈ２１度
は設置場所約９０か所に拡大】
　　　・ホームセンター　　　２３か所→２４か所
　　　・スーパーマーケット　２９か所→５０か所
　　　・小学校　　　　　　　各区1校（７モデル校）
　　　・その他　　　　　　　　１か所→　７か所
（３）開始時期
　　　平成２０年９月１日～
（４）実証項目
　　　分別・分解・選別から金属回収に至る一連の処理の
経済性等（回収量、回収費用、回収製品構成等について
検証）

H20～ － 7
環境未来技術開発助
成金

北九州市 2

2-ｄ－ｲ
資源循環　建
設リサイクル資
材流通の推進

1
建設リサイクル資材
認定制度

再生資源を原材料の全部、又は一部に使用して製造ま
たは加工がなされた建設資材を以下の項目について検
討し評価の上、認定している。
平成21年度には、15品目（新規6、更新9）の資材を認定
し、現在の認定資材は、78品目の資材を認定している。
資材の製造から廃棄に至るまでの各段階で環境貢献度
を適切に評価し、より環境負荷の小さいものを認定して、
積極的に使用することとしている。
・性能、品質、特性等について。
・ライフサイクルアセスメント的評価。
・価格、使用条件等について。
・使用実績、汎用性、需給見通し、安定供給、等につい
て。

H15～ - - - - -

2-d-ｲ
建設リサイクル
資材流通の推
進

運動場改修工事（みんな
にやさしい運動場）

経年により表土が流失し排水機能が衰えた運動場の改
修を行う。施工に当っては、浄水場から発生するリサイク
ル材の特性を活かした工法を採用し環境保全に寄与す
る。

H21 34 34 － － －

2-d-イ

資源循環
建設リサイクル
資材流通の推
進

資源の有効活用
浄水過程で発生する汚泥を場内で脱水処理する。これを
原材料として有効利用できる業者に引き取ってもらう。
利用例：セメント原料、グラウンド用土、育苗土等

通年 ― 71 ― ― ―
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

2-e 1
環境・エネルギー産業振
興事業

　産業雇用戦略の中で成長産業に位置づけている“環
境・エネルギー産業”について、新たな高付加価値産業
を創出・育成することを目的として、FAISの補助事業を活
用しながら、学研都市間の大学等が保有する技術シー
ズを基盤にした新たな技術の研究会や研究開発プロジェ
クトを推進する。

H21 34 34 - - -

2-e 2
（新）先導的低炭素化技
術拠点形成事業

低炭素化技術の研究拠点を形成するための事業を検討
し、予算化。

H22～25 352 - - - -

2-e
技術開発・実
証実験

4
北九州エコプレミアム産
業創造事業

本事業は、環境負荷が低いことを新しい付加価値として
捉えた商品や技術、産業活動を「エコプレミアム」と定義
し、北九州発のエコプレミアムを選定する。
選定した製品やサービスは、紹介冊子に掲載するととも
に、西日本総合展示場で開催する環境見本市「エコテク
ノ」、東京で開催される環境総合展示会「エコプロダクツ」
に出展しＰＲする。

H16～ 14 - - -

2-f-ｱ 1
環境エレクトロニクス研究
開発拠点化調査事業

　環境エレクトロニクス分野において、本市が今後ター
ゲットにする技術分野やアプリケーションについて、企業
ニーズや研究者の状況等に応じて見極めが必要であ
り、FAISと連携して本市における環境エレクトロニクスの
研究開発拠点化について調査を行う。

H21 11 11 - - -

2-f-ｱ 2
（新）先端パワーデバイス
拠点化推進事業

上記調査において、研究機能の導入を検討。 H22～H25 120 - - - -

1
カーエレクトロニクス拠点
化整備推進事業

近年、自動車への搭載が進むカーエレクトロニクス技術
に関する人材育成と研究開発の取り組みを推進し、カー
エレクトロニクスの頭脳拠点の形成を図る。

H21～H25 220 62 - - -

2
北九州学術研究都市連
携大学院カーエレクトロニ
クスコースの運営

北九州学術研究都市における理工系の３大学院（北九
州市立大、九州工業大、早稲田大）の強みを活かしなが
ら連携することにより、カーエレクトロニクス分野の高度
専門人材を育成する。

H21～H25 215 85
戦略的大学連携支援
事業

文部科学省 85

2-f-ｳ

技術開発・実証
実験
電気自動車実
証実験

1 EV関連の技術開発・実証
地域の企業と自動車メーカーが連携し、EVドライバーの
充電切れの不安を払拭し安心走行を支援するEV専用IT
システムの開発実証を行う。

H22～H23 210 0 - - -

技術開発・実証
実験
低炭素社会実
現に向けた技
術開発の促進

技術開発・実証
実験
環境エレクトロ
ニクスプロジェ
クト

2-f-ｲ

技術開発・実証
実験
カーエレクトロ
ニクスプロジェ
クト
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（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
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H2１年度
事業額
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事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
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枝
番

事業名

2-f-ウ
技術開発・実証
実験、電気自
動車実証実験

電気自動車実証実験

　国の予算で実施した「次世代自動車等導入促進事業」
において市庁舎敷地内に急速充電器を設置し、借用した
電気自動車を市職員で活用する実証事業を実施した（21
年5月～7月）。
　EV推進協議会については、実施内容を検討中。

H21～H25 － －

1
家庭系廃食用油回収社
会システム確立

家庭で使用された食用油を回収しバイオディーゼル燃料
にリサイクルもの。

○回収場所：
　４１か所（店舗３１か所、市民センターボックス回収(1０
か所））
○回収量：
　店舗４７，５１１Ｌ、市民センター５，０１０Ｌ

H12～ - - - - -

2
市営バス等車両へのＢＤ
Ｆ導入

市内の外食産業や家庭から回収された廃食用油より作
られたBDFを燃料とする車両を走らせるもの。

○利用：
　計２０台（パッカー車１７台（H14年度～）、交通局バス３
台（H20年度～））

H14～ - - - - -

3
食品廃棄物エタノール化
実験事業（NEDO補助）

食品廃棄物由来のバイオ燃料の普及を図るもの。

○大規模排出事業者：
　市内スーパー、ホテル等約30事業所
○小規模排出事業者：
　商店街３か所、学校４か所、病院１か所、商店街等の
小規模店舗２２か所
○回収量：
　家庭からの生ごみ回収量：１４，７４１ｋｇ、生ごみの提供
者数：７１０名（生ごみリサイクルクラブ入会者)
○利用：
　計２０台（市公用車１２台、新日鉄エンジニアリング社用
車４台、エコタウンセンター４台）

H17～H21 429 124
NEDO　食品廃棄物エ
タノール化リサイクルシ
ステム実験事業

経済産業省 124

2-g

省電力デー
ターセンター・
環境SAAS等グ
リーンITの推進

1 情報産業振興事業

本市では、情報産業振興の取組みとして、「北九州ｅ－Ｐ
ＯＲＴ構想」を推進しており、 新の省エネ技術により
高水準の省電力データセンターの立地などが実現した。
また、省エネルギーをテーマとしたセミナー等の開催を通
じ、地域企業のＣＯ２の削減に向けたj啓発等を行ってい
る。

H21～H25 870 128 - - -

1

太陽光発電、二次電池等
のF/S

（助成金制度の創設）

環境・エネルギー産業の集積を促進するため、温室効果
ガス低減に貢献する技術開発、または製品製造を行う企
業を対象とした助成金制度を創設。現行の企業立地優
遇制度における助成金よりも助成率を高く設定するほ
か、研究・開発施設の立地に向けた雇用助成の充実な
どにより、低炭素化に貢献する産業クラスターの構築を
目指す。

H21～ － 0 - - -

2-f-ｴ

※実施主体である環境省が次世代自動車等導入促進
事業で実施

バイオ燃料の
利用促進
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2

ＬＥＤのF/S
（徳力葛原線における
LED照明の試行導入及び
調査）

㈱東芝ならびに（財）北九州産業学術推進機構（FAIS)、
北九州市建設局によるLED照明の試行導入調査。
徳力葛原線（小倉南区津田西交差点～堀越交差点）南
側歩道部・総延長約2.9ｋｍ区間における歩道照明灯とし
てＬＥＤ照明灯（40Ｗ）を60基設置し、LED照明の性能、
特色等の調査を実施するもの。

H21～H22 70 70 - - -

1
トップセールスによる誘致

（誘致フォーラム開催）

市長トップセールスによる誘致活動として、環境・エネル
ギー関連企業を対象としたフォーラムを開催し、本市の
取組みを紹介するとともに企業情報の収集を図る。

　日時：平成２１年１０月１９日（月）　１３：３０～１９：００
　場所：都市センターホテル（東京都千代田区）
　テーマ：「照明産業大革命の 新レポート　～有機EL・
白色LEDの先端技術をキャッチしろ！～」

H21～ 30 5 - - -

1
環境共生住宅モデル事
業

家庭部門からの二酸化炭素排出量を削減していくため、
環境負荷が少なく、かつ快適な暮らしを実現するエコハ
ウス（環境共生型住宅）の普及をより加速させていくこと
を目的とするもの。

H21 95 95

平成20年度環境共生
地域づくり補助金（21
世紀環境共生型住宅
のモデル整備による建
設促進事業）

環境省 95

2
低炭素社会総合学習シ
ステムの構想取りまとめ

低炭素社会総合学習システムを構築するためのプログ
ラム（システム）作成するもの。

H21 0.8 0.8 - - -

3-b-ｱ
低炭素社会総
合学習システ
ム（SuperCAT）

生涯学習総合センター事
業（北九州市民カレッジ）

市民の高度で専門的かつ多様な学習ニーズに対応した
学習機会を提供し、自己実現の促進および生涯学習社
会を担う人材の育成を図る。

H15～ 5 0.3 － － －

3-b-ｱ

低炭素社会総
合学習システ
ム（Super
CAT）の整備

1

（新）都市基幹公園等整
備事業(長野緑地「市民
参加による農業体験教
室」)

長野緑地の計画テーマである「自然と人を育む、体験交
流公園」を具体化するため、敷地内の活動エリアで、地
元住民を中心としてNPOにより、市民が農作業を通して
自然環境について体験学習する「農業体験教室」を行う
もの。

H15～ 2.6 2.6 - - -

3-b-ア

低炭素社会総
合学習システ
ム(Super
CAT)の整備

（新）ほたるのふるさとづく
り（ほたる塾）

毎月１回、市民を対象として、ホタルや水辺環境につい
て学ぶ学習会「ほたる塾」を開催。（参加者：30名）

H14～ - 3.8 - - -

3-b-ア

低炭素社会総
合学習システ
ム(Super
CAT)の整備

（新）紫川水先案内人育
成事業

河川整備、下水道整備、市民活動等が一体となった取り
組みにより、美しさを取り戻した本市の水環境を市民に
PRするとともに、河川環境保全活動等での協同を図る。

- - 1.1 - - -

3-b-ｱ

環境産業
環境をテーマと
した産業立地

戦略

低炭素社会総
合学習システ

ム（Super
CAT）

2-h
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3-b-ｱ

低炭素社会
総合学習シス
テム（Super
CAT)

（新）到津の森公園
　　　　　学習プログラム

「到津の森公園」をメインに複数の環境教育施設が連携
し、市内の小学生を対象に、動物や自然とのふれあいを
とおして、命の大切さや自然環境の保護保全の必要性を
学ぶ学習プログラムを実施するもの。

H17～ 5 5
まちづくり交付金
　　　　補助事業

国土交通省 5

3-b-イ

日本 大の次
世代エネル
ギーパークの
整備・拡充

次世代エネルギーパーク
推進事業

・次世代エネルギーパークオープン（7月）
・北九州次世代エネルギーパーク連絡会開催（4回）
・オープンからの来場者数延べ　約13,800人（工場単独
見学を含む）

H18～ 1 - - -

3-b-ｳ

低炭素社会総
合学習システ
ム（Super
CAT）の整備

1
市民センター・小学校の
ショールーム化

校区内単位に設置している市民センターを地域の低炭
素ショールームとして整備（太陽光発電施設、LED照明、
省エネ型空調、省エネナビの複合的導入）する。

H21～H23 60 0

3-b-エ

リユース食器
利用推進ＮＰ
Ｏによる低炭
素社会教育
の推進

1
リユース食器利用推進
ＮＰＯによる低炭素社
会教育の推進

　リユース食器および保管施設の整備の充実、衛生面で
の事故防止等を図りながらリユース食器のより一層の普
及促進を図る。

H21～H25 0.5 0.09 - - -

3-ｃ
北九州市環境
首都検定

1
北九州市環境人財育成
推進事業

市民が楽しく環境力を高めるきっかけづくりの一つとし
て、本市独自の環境首都検定を実施する。

Ｈ２０～ 3 3 － － －

3-d-ｱ
特色ある学校
づくり事業

特色ある学校づくりの調
査・研究
新・「環境体験科」推進事
業

「環境モデル都市」にふさわしい環境教育を実施するた
め、小学校から中学校までの系統的な環境教育プログラ
ムの作成に向けた調査研究を行う。

H21 3 3 － － －

3-d-ｱ
特色ある学校
づくり事業

新・学校給食フードリサイ
クル事業

　学校給食の調理場で発生する調理くずや児童生徒が
食べ残した残食は、事業系ごみとして廃棄している。
　環境モデル都市を目指す本市の取り組みとして、リサ
イクル（堆肥化）を進めるための検討を行い、モデル的に
実施するための事業の予算化を行った。

H22 － － － － －

3-d-ｲ
わが街わが校
の環境作戦事
業（全校・園）

環境教育推進事業

環境の保全やよりよい環境の創造のため、主体的に行
動する実践的な態度や資質、能力を育成するために、全
校・園において特色ある環境教育の推進を行う。併せ
て、優秀な取組（個人・団体）を募集し、表彰を行う。

H21～H25 0 0 － － －
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3-d-ｳ
環境首都！子
どもサミット

環境教育推進事業

本市の学校における環境教育の内容や成果等を広く学
校や市民などに普及するため、環境教育に関する取組
について、児童生徒の実践発表や意見交換を行う会議
を年１回開催する。

H21～H25 0 0 － － －

3-d-ｴ
環境教育指定
校事業

環境教育推進事業

本市の学校の特色や子どもの実態に応じた環境教育等
について継続研究を行うため、環境教育の研究を推進
する小・中学校を指定し（３年間）、その成果を学校等へ
発信する。

H21～H25 0 0 － － －

3-d-オ

北九州独自
の環境教育カ
リキュラムの
作成

1
環境モデル都市環境教
育推進事業

小学生、中学生の環境力を高めるために、小中学校に
おいて環境教育副読本の更なる活用を図りながら、北九
州独自の環境教育カリキュラムを作成するもの。

H20～ 12.8 12.8 - - -

3-ｄ-キ

低炭素都市社
会を学び行動
する学習･活動
システムの整
備

民間団体による教育活動
の推進
（北九州ドリームサミット）

【事業趣旨】
北九州ドリームサミット2009を開催。
市内在住する中学生たちが、可能性あふれる未来を担う
人材の育成を目的に、「環境」をテーマとした実践活動、
意見交換、情報の発信などを自ら実施。
【概要】
１　個別活動　21年5月から市内71校が10地区に分かれ
　　　　　　　　　て、環境活動を実施
２　本会議　　8月23日(日）に北九州市議会場を使用し
　　　　　　　　て、参加校による今後の活動方針の議論
　　　　　　　　や意見交換を実施。
３　発信会議　決定した活動方針を発表する会議を開催

H17～ - - - - -

3-ｄ-キ

低炭素都市社
会を学び行動
する学習･活動
システムの整
備

民間団体による教育活動
の推進
（もったいない精神の普
及・啓発）

【事業趣旨】
子どもたちの環境教育を目的に平成17年度から開催。
【主催】「もったいないスクール2009」実行委員会
　　　　［構成団体：（財）北九州活性化協議会、
　　　　　　　　　　　　　　（社）北九州青年会議所］
【概要】
1960年代に北九州市の公害の実態を啓発するため、婦
人会が制作した記録映画「青空がほしい」をリメイクし、
市民啓発用に活用。
先人たちの活動を再認識するとともに、市民の環境意識
向上を目指す。

H17～ - - - - -

3-d-キ(2)
民間団体によ
る教育活動の
推進

1
空き缶基金を活用した環
境教育活動（NPO空き缶
基金）

空き缶回収・売却で得られた資金をもとに、未来の低炭
素社会づくりを担う子どもたちへの環境教育をすすめる
もの。

H20～ 30 15 - - -

3-e
北九州市学校
エコツアー

1 環境教育推進事業
環境教育にかかわる学習の充実を図るため、本市のエ
コタウンや環境ミュージアムなどの環境関連施設を利用
した体験的な学習の場を設定する。

H21～H25 7 7 － － －
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3-f

低炭素社会を
学び行動する
学習・活動シス
テムの整備

1
環境総合人材育成システ
ムの構築　高度人材育成

北九州市立大学大学院新専攻を設置し、資源・エネル
ギーの有効利用や環境保全などの環境技術の専門能
力を備え国際的に活躍できる環境人材を育成し、国内外
に向けた環境技術及び環境人材の供給を推進する。

H20～ - - - - -

４－aーア
北九州市環境
モデル都市地
域推進会議

1
北九州市環境モデル都
市地域推進会議登録団
体支援事業

環境モデル都市づくりに取り組む市民団体・NPO、事業
者等の中で、特に積極的な取組みの意志のある団体を
中心に、小規模の活動を支援するもの。助成対象は「北
九州市環境モデル都市地域推進会議」の登録団体で、
同会議の運営委員会を通じて広報・公募を開始。

H2１～ 2,0 1,3 - - -

4-a-ｱ
　北九州市環
境モデル都市
地域推進会議

新・環境産業ネットワーク
形成事業

　「環境が経済を拓く」の取り組みを実践していくため、環
境産業の振興について、経済団体、事業者、大学等の
各主体が情報を共有し、共に考え、連携して行動するこ
とを目的とした「環境産業推進会議」及び「環境ビジネス
部会」ほか計４つの部会を設置し、低炭素化に貢献する
産業ネットワークを構築する。

H21～ 1 1 - - -

４－aーア
北九州市環境
モデル都市地
域推進会議

2 出前講演
本市の環境モデル都市の取組みについて、市民団体・
NPO等への周知と、市民・事業者レベルで出来る取組み
事例を挙げて紹介して浸透を図る。

H2１～ ー ー ー

４－aーア
北九州市環境
モデル都市地
域推進会議

3 グリーン電力活用協議会 ●●●●●●●●

4-a-イ

一般家庭への
新エネルギー
導入促進（太陽
光発電等への
補助金交付事
業等の活用）

地球温暖化対策助成事業

助成制度実績
太陽光発電システム：259件
太陽熱利用システム：5件
地中熱利用システム：0件
（・屋上緑化：3件）

H19～H22 120 28 - - -
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低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

1

市民によるリサイクル活
動の推進（グリーン購入
の推進とグリーンコン
シューマーの育成）

グリーン購入の推進：
　○市のグリーン購入の率先的取組
　　本市のグリーン購入基本方針に基づき、環境物品の
　　調達目標を策定。調達率100％を目指し、ほぼ目標
　　を達成。
　○九州グリーン購入ネットワークへの参加
　　地域の自治体や企業におけるグリーン購入の取組
　　促進等を目的とした団体への参加・支援
グリーンコンシューマーの育成：
　○北九州市グリーンコンシューマー推進委員会の開催
　　日常の生活に環境保全の視点を取り入れて行動
　　する市民を育成目指した会議を、21年12月に開催。
　　レジ袋削減策などを協議。

0.14 － － －

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

2
市民によるリサイクル活
動の推進（①古紙の集団
資源回収の実施）

　一般廃棄物の減量化・資源化促進のため、地域の子ど
も会や町内会等の市民団体が実施する集団資源回収活
動を、奨励金制度や保管庫貸与制度により側面的に支
援することにより、家庭から発生する古紙（新聞、雑誌、
ダンボール、雑がみ）のリサイクル促進を図る。

H21～H25 1500 303 - - -

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

3
市民によるリサイクル
活動の推進（②コンポ
スト化容器設置助成）

生ごみコンポスト化容器を活用した生ごみの資源化・減
量化を図るため、電気式生ごみ処理機設置の際に、一
部購入助成を行う。

～H21 3 3 - - -

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

4

市民によるリサイクル
活動の推進（③電気式
生ごみ処理機設置助
成）

電気式生ごみ処理機を活用した生ごみの資源化・減量
化を図るため、電気式生ごみ処理機設置の際に、一部
購入助成を行う。

H21～H25 12 4 - - -

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

5

市民によるリサイクル
活動の推進（④剪定
枝・廃食用油リサイク
ル）

一般廃棄物の減量化・資源化促進のため、地域団体が
中心となり、家庭から出る剪定枝等や廃食用油を回収
し、民間施設で堆肥等や燃料等にリサイクルする。

H21～H25 49 10 - - -

4-a-ウ
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低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

6
市民によるリサイクル
活動の推進（⑤簡易コ
ンポスト）

ダンボールコンポストを活用し、生ごみの資源化・減量化
を図る。

H21～H25 0 0 - - -

・「環境モデル都市」ＰＲ事業
（市民センター・幟設置）市民の様々な活動拠点である市民セン
ターにおいて、「低炭素社会」づくりの普及・啓発を図るため、啓
発のぼりによるＰＲ事業

H2１ 1 1 - - -

・「環境モデル都市」ＰＲ事業（市内全小学生チラシ・石鹸の配
布）
子どもたちに「自分たちのまちが環境先進都市」としてまちづくり
を進め、環境にやさしい生活をみんなで取り組んでいくことを呼
びかける広報事業

H2１ 11 10 - - -

・地域リーダｰ研修会実施事業
各地域の衛生組織のリーダーを集め、「環境」についての研修を
行い、リーダーの知識と意識の向上を図り、地域活動をより積極
的に推進する事業

H2１ 0.4 0.3 - - -

・視察研修事業
九州の「環境モデル都市」である３都市（他、水俣市、宮古島市）
は「九州･沖縄三都市連合」を結び、今後の低炭素社会づくりに
向けた連携と情報交換を行うこととしている。行政レベルだけで
はなく、市民レベルでの交流を深め、より広範的な市民活動の
展開を推進する事業

H2１ 0.7 0.5 - - -

・衛総連だよりの配布事業
「低炭素社会」づくりに向けた取り組みを広報するため、衛総連
の機関紙である「衛総連だより」（約4,000部発行）を広報の媒体
として利用し、エコライフ生活への取り組み等の啓発を行う事業

H2１～ - - - - -

2 ・北九州青年会議所

生活の価値観を北九州の地域ビジョンである「環境」にシフトし、
企業文化、家族の文化を「環境配慮型の生活」に転換する運動
を行った。その取組みとして、平成２１年度は、わっしょい百万夏
まつり」の花火大会で市民企業が、花火で発生するCO2をライト
ダウンによって相殺する取組みや市民環境力を高める取組みを
行った。

H21～ ※調査中 ※調査中

北九州市受託事業
（北九州市環境モデル都
市アクションプラン推進事

業）

北九州市 0,5

低炭素社会づくり
を地域に根付か
せる市民活動の
展開

４－ｂ

1
・北九州市衛生総連合会
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

・「環境モデル都市」ＰＲ事業
（市民センター・幟設置）市民の様々な活動拠点である市民セン
ターにおいて、「低炭素社会」づくりの普及・啓発を図るため、啓
発のぼりによるＰＲ事業

H2１ 1 1 - - -

・「環境モデル都市」ＰＲ事業（市内全小学生チラシ・石鹸の配
布）
子どもたちに「自分たちのまちが環境先進都市」としてまちづくり
を進め、環境にやさしい生活をみんなで取り組んでいくことを呼
びかける広報事業

H2１ 11 10 - - -

・地域リーダｰ研修会実施事業
各地域の衛生組織のリーダーを集め、「環境」についての研修を
行い、リーダーの知識と意識の向上を図り、地域活動をより積極
的に推進する事業

H2１ 0.4 0.3 - - -

・視察研修事業
九州の「環境モデル都市」である３都市（他、水俣市、宮古島市）
は「九州･沖縄三都市連合」を結び、今後の低炭素社会づくりに
向けた連携と情報交換を行うこととしている。行政レベルだけで
はなく、市民レベルでの交流を深め、より広範的な市民活動の
展開を推進する事業

H2１ 0.7 0.5 - - -

・衛総連だよりの配布事業
「低炭素社会」づくりに向けた取り組みを広報するため、衛総連
の機関紙である「衛総連だより」（約4,000部発行）を広報の媒体
として利用し、エコライフ生活への取り組み等の啓発を行う事業

H2１～ - - - - -

2 ・北九州青年会議所

生活の価値観を北九州の地域ビジョンである「環境」にシフトし、
企業文化、家族の文化を「環境配慮型の生活」に転換する運動
を行った。その取組みとして、平成２１年度は、わっしょい百万夏
まつり」の花火大会で市民企業が、花火で発生するCO2をライト
ダウンによって相殺する取組みや市民環境力を高める取組みを
行った。

H21～ ※調査中 ※調査中

北九州市受託事業
（北九州市環境モデル都
市アクションプラン推進事

業）

北九州市 0,5

4-c-ｱ
北九州方式の
カーボンオフ
セット制度導入

1
カーボンオフセット、エコ
ポイント統合システム検
討事業

新しいエコポイントシステムと、北九州市版カーボンオフ
セット制度を組み合わせた、持続可能な統合システムの
構築するため、まずは検討準備会を設置し、専門家や関
係者と協議した。

H21～ ー 0.9

・北九州市衛生総連合会

４－ｂ

低炭素社会づくり
を地域に根付か
せる市民活動の
展開

1
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

4-c-ｱ
北九州方式の
カーボンオフ
セット制度導入

2
グリーン電力証書需要創
出モデル事業

公共施設および住宅用太陽光発電システムにより発電
された電力のうち、自家消費した電力の環境価値をグ
リーン電力証書化するシステムを構築した。またソーラー
のまちづくり推進協議会を設立し、学識者・環境モデル
都市地域推進会議運営委員（市民団体）、市内関連企業
を協議を行った。

H21～ ー 4.4
地域におけるグリーン
電力証書の需要創出
モデル事業

環境省 4.4

4-ｃ-イ

低炭素社会づ
くりのを通じて
豊かな生活の
創造（環境行動
のプラット
フォームの整

1
北九州市民環境
パスポート事業

市民が環境行動を日常生活の中で楽しく行うことを目的
にしたエコポイント制度。現在は、レジ袋削減を主な目的
にシールによるポイント事業を展開している。

～H22 28 23 - - -

4-d-ｱ
エコライフス
テージの拡大

1
北九州エコライフステージ
事業

市民、企業、NPO、学校、行政の協働による環境首都づ
くりの実践（エコライフの提案）を進め、その交流による環
境活動の拡大とネットワークの構築を図る。

18 18 - - -

4-d-ｲ
わがまちの環
境自慢の推進

1 環境自慢
市民へ向けた事業展開を行い、市民環境力の醸成と市
民環境文化の浸透を進めた。目標1000件に到達し、低
炭素環境自慢部門は創設しなかった。

3 2 - - -

4-e

ESDの地域拠
点としての機
能、活動の拡
充

1 ＥＳＤ推進事業

国連など世界規模で進められている「持続可能な開発の
ための教育（ＥＳＤ）」を北九州ＥＳＤ協議会を中心に、市
民、ＮＰＯ、企業、大学等と連携して進め、その成果を市
内外に向けて発信していく。

7 7 - - -

４－ｆ
連携事業の企
画、実施

1
九州･沖縄３都市連合の
設置

北九州市、水俣市、宮古島市が、九州・沖縄地域の環境
モデルとして連携・交流を深め、さらに国内外へその取
組みの情報発信することを目的に平成２１年４月に設
立。各都市との情報交換や産学官民の交流、国内外へ
の共同情報発信などに取組む。

H2１～ ー 0,5 - - -

４－ｆ
連携事業の企
画、実施

2
エコハウスをテーマとした
連携事業の実施

九州･沖縄３都市連合の共同事業として、エコハウスの
普及促進のためのシンポジウムを開催し、市民への啓
発を図るもの。事例発表会、パネル展示‥

H22～ ー ー ー ー ー

４－ｆ
連携事業の企
画、実施

3
海外都市とのネットワー
クの構築と仕組みづくり

上記の取組みに加え、海外の環境都市とのネットワーク
を構築して、お互いが学び合える仕組みを整備する。

H21～ ー ー ー ー ー
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

４－ｇ

環境首都レ
ポート（低炭素
化の取組みの
総合誌）の発行

1
環境モデル都市北九州レ
ポートの見直し）

・環境モデル都市北九州レポートの製作（環境首都レ
ポートの見直し）
従来の環境首都の取組みや成果を伝える「環境首都レ
ポート」を見直し、環境モデル都市レポートとして発行し、
低炭素社会づくりの取組みの周知を図る。

H2１～ 1,0 0,７ - - -

5-a-ア

東南アジアに
おける「北九州
方式生ごみ堆
肥化事業」の域
内拡大

市民参加型廃棄物減量
化事業
・インドネシア
①マカッサル（JICＡ草の
根事業）
②PESAMAS事業（ＪＩＣＡ
インドネシア事業）
・マレーシア
シブ市、クアラルンプール
市における市民参加型廃
棄物減量化事業普及セミ
ナー（ＪＩＣＡマレーシア事
業）

インドネシア・スラバヤ市での「北九州方式生ごみ堆肥化
事業」の成功事例をインドネシアの他都市及び東南アジ
アの他の国々での普及を図るもの。

H21～H24

36（マカッサ
ル3、
PESAMAS3
0、マレーシ
ア3）

3（マカッサル）
ＪＩＣＡ草の根協力事業
及びJICAインドネシア
事業

外務省 3

5-a-イ

環境協力都
市ネットワー
クを活用し
たコ・ベネ
フィット低炭
素協力

上水道分野における
無収水量対策技術
等の移転によるＣＯ2
削減協力

プノンペン市水道公社とグリーンフロンティア
プランに基づきＣＯ2削減に係る技術協力につ
いて覚書を締結。

H21～H25 19 0.0 - - -

5-b-ア

アジアの環
境人材育成
拠点形成事
業の実施

（b
）-
エ

下水・排水処理事業
に付随する温室効果
ガス排出量削減へ
の協力

中国やベトナムなどから研修員を受け入れ、
北九州市が長年培ってきた下水道事業運営
の経験や技術を活かした効果的な維持管理
手法や下水汚泥の資源化技術等を指導する
もの。

- - 1.1 - - -
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

5-b-ア

アジアの環境
人材育成拠点
形成事業の実
施

研修員受入事業

環境協力都市ネットワークを活用したコ･ベネフィット低炭
素協力
①下水･排水処理事業に付随する温室効果ガス排出量
削減への協力
中国（昆明市）やベトナム（ハイフォン市）などから研修員
を受け入れ、北九州市が長年培ってきた下水道事業運
営の経験や技術を活かした効率的な維持管理手法や下
水汚泥の資源化技術等を指導を行う。
②アジア低炭素化人材育成プログラムの実施
北九州市が持つアジア諸都市とのネットワークと、(財）北
九州国際技術協力協会（KITA）を中心とした市内企業の
技術等を活用し、JICA九州の支援のもと、アジア地域の
環境改善と低炭素社会作りに貢献するための研修員受
け入れを行う。

H21～

5-b-ｲ

低炭素社会づ
くりのアジア地
域への移転（ア
ジア地域の低
炭素技術専門
家の育成）

1

北九州学術研究都市・ア
ジア人財資金構想高度
専門留学生育成プログラ
ム拡充

　平成19年度、経済産業省および文部科学省が共同で
実施している「アジア人財資金構想」高度専門留学生育
成事業に、（財）北九州産業学術推進機構を管理法人と
して、3大学（北九州市立大学、早稲田大学、九州工業大
学）が採択された。
　北九州市立大学では、日本企業へ就職を希望する修
士課程の留学生（平成20年度入学者3名及び平成21年
度入学者5名）を対象に、北九州学術研究都市で培って
きた「環境」分野の知的基盤を背景に地元環境関連企業
からの提案による実践的なプログラムを実施している。

H19～H22 21 5
「アジア人財資金構想」
高度専門留学生育成
事業

経済産業省
文部科学省

5

天津市エコタウン協力事業
日中政府間合意のもと、北九州が有するエコタウン建
設・運営のノウハウを活用して、天津市における循環型
都市の取組に対する協力を実施

H20～H21 - - - 経済産業省 -

大連市エコタウン協力事業
日中政府間合意のもと、北九州が有するエコタウン建
設・運営のノウハウを活用して、大連市における循環型
都市の取組に対する協力を実施

H21～H23 - - - 経済産業省 -

5-c-ｳ

製鋼スラグ処
理の技術移転
を行う企業の
国際ビジネス
支援（ロシア
等）

1
ロシア・ウラル地域経済
交流支援事業

ロシアのエンジニアリング会社に技術移転が完了。スラ
グ処理技術が移転国内で事業化され操業されるよう、移
転先外国企業の営業活動を、経済産業省の所管団体で
ある財団法人ロシアNIS貿易会のロシア企業に対する支
援事業のスキームを活用して実施している。

H21 33（概算） 33（概算）

ロシア地域貿易投資促
進ビジネスマッチング・
コンサルティング事業
補助金

経済産業省→
ロシアNIS貿
易会

30（概算）

5-C-ア

循環型社会形
成協力事業（青
島市、天津市）
でのエコタウン
協力
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

5-d

国際技術協力
を通じた市内
団体等の低炭
素化社会へ向
けた取り組み

１．インドネシア・スマラン
市における環境改善事業
２．ベトナム・ハイフォン市
におけるクリーナープロ
ダクション（CP）導入事業
３．第5回北九州イニシア
ティブネットワーク会議の
開催

北九州市及び(財)北九州国際技術協力協会（KITA)、
(財)地球環境戦略研究機関（IGES)北九州事務所等市内
団体が連携し、オール北九州による技術協力事業を行
い、アジア地域における豊かな社会実現と温室効果ガス
排出量削減のコ･ベネフィットな技術協力を進める。

スマラン事業
（H20～H21）
ハイフォン事
業（H21～22）
第5回北九州
イニシアティ
ブネットワーク
会議（H21）

11（スマラン
6、ハイフォ

ン5）

5（スマラン
3、ハイフォン

2）

郵便貯金ボランティア
事業（スマラン）、JICA
草の根事業（ハイフォ
ン）

外務省（ハイ
フォン事業）

4（スマラン2、
ハイフォン2）

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1-a-ｱ-
ⅰ

低炭素先進モ
デル街区「200
年街区」の形成

1
低炭素先進モデル街区
形成推進事業（整備計画
の作成）

城野地区において、「ゼロカーボン街区の形成」をコンセ
プトとして、今後より一層の普及が見込める低炭素の取
組を、基盤整備の段階から街区全体に集積した、先導的
なまちづくり・住まいづくりを目指す。

1 H21～H23 40 11
先導的都市環境形成

促進事業
国土交通省 5.5

1-a-ｱ-
ⅱ

低炭素街区の
形成・普及②既
存市街地の低
炭素化

1
北九州スマートコミュニ
ティ創造事業

八幡東田地区をモデル地区として、スマートグリッドを構
築し、アジアをはじめとする海外展開を実現する。 1 H21～H25 各種補助金を活用予定経済産業省等

＜1-c-ｱ＞
に記載

1-a-ア
-ⅱ

既存市街地の
低炭素化

1 ロードマップの作成
既存市街地について、長期的に持続可能な市街地へ転
換させるためのロードマップを作成し、都市再編のトリ
ガープロジェクトの構想を策定するもの

1 H21～H22 6 3
都市環境改善支援事
業

国土交通省

北九州市

１

１

1-a-ア
-ⅱ

既存市街地の
低炭素化

1
既存市街地の商店街等
の省エネ診断・改善シス
テムの構築

＜2-b-ｲ＞「省エネルギーの推進」に記載 1 H21～23
ふるさと雇用再生特

別基金事業
厚生労働省
（福岡県）

＜2-b-ｲ＞
に記載

1-a-ｱ-
ⅲ

普及・拡大シ
ステムの構築

2 ガイドラインの作成

低炭素型まちづくりの普及・拡大を推進するため、ガイド
ラインの作成及びアドバイザー制度の導入などにより、
開発主体に対する適切な指導や、実績を評価し、公開す
る仕組みを構築する。

2 H21～H25 20 - - - -

市営住宅長寿命化事業

市営住宅の耐用年限を延長するため、外壁改修に併せ
て、外部環境に対する耐久性の向上を図る。
[外壁補修時にフッ素系可とう材の採用/ピンネット工法
の採用による外壁の剥落防止/屋上の断熱防水　等]

H20～ － 74 社会資本整備総合交付金 国土交通省 33.3

市営住宅ストック改善事業

急速な高齢化社会の進展に伴い、高齢者の生活等に配
慮した住宅供給の必要性が高まっており、これらの需要
に対応するため、既存市営住宅の一部を内部改善する
ことにより、既存ストックの有効活用を図るもの。
[手摺の設置/床段差の解消/浴槽及び給湯器の設置/
浴室にスノコ等の設置]

H8～ － 159.9 社会資本整備総合交付金 国土交通省 65.3

1-a-ｲ-
i

長期優良住宅
や省ＣＯ２住宅
の普及等によ
る建築物の長
寿命化及び省
エネルギー化

福岡県北九州市

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

＜1-c-ｱ＞に記載

＜2-b-ｲ＞に記載

北九州　61/85　（H22事業一覧）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

1-a-イ
-i

省エネ型建築
物の普及促進

1
 市有建築物の省エネル
 ギー改修の促進

 市有建築物の改修工事に併せて高効率、省エネルギ
 ータイプの機器の導入を積極的に行う。

1 - - - - - -

住宅・建築物
省ＣＯ２推進モデル事
業

10

住宅市街地
総合整備事業

188

高齢者居住安定化
緊急促進事業

36

1-a-イ
-i

省エネ型建築
物の普及促進

1
 市有建築物の省エネル
 ギー改修の促進

 市有建築物の改修工事に併せて高効率、省エネルギ
 ータイプの機器の導入を積極的に行う。

1 ～H22 - - - - -

1-a-ｲ-i
省エネ型建築物

の普及促進
アクアフレッシュ事業及び
直結式給水の普及促進

市立小中学校を対象として、水槽式給水から省エネにつ
ながる直結式給水への切り替えを実施する。
また、新築や既存のビル・マンション等については、省エ
ネにつながる直結式給水の普及促進を図る。

H20～ ― 35 ― ― ―

1 CASBEE北九州普及促進事業

○建築物は、そのライフサイクルを通じ、エネルギーの
消費や廃棄物の発生など、環境に対しさまざまな影響を
与えている。そこで、「建築物総合環境性能評価制度
（CASBEE）」を活用し、市有建築物から民間建築物へ、
大規模から小規模へといった両面から、環境に配慮した
建築物の整備を促進し、環境保全や持続可能な都市の
実現に向けた取り組みを実施する。

1 H20～ 4.4 0.296 - - -

○北九州市中心市街地共同住宅供給事業
「中心市街地活性化基本計画（黒崎地区）」に基づき、計
画区域内の優良な共同住宅を建設する事業者に対し、
建設費の一部（戸当たり 大100万円）の助成を行う。
環境に配慮した住宅建設への取組みとして、2,000㎡を
超える住宅建設を行う事業者に対し、建築物総合環境
性能評価システム（CASBEE）による評価を義務付けてい
る。

H20～H24 300 93 優良建築物等整備事業 国土交通省 93

○北九州市住宅建設資金金利優遇融資制度
高齢者仕様、省エネルギー仕様、耐震仕様の住宅を普
及促進するため、金融機関と協力し、一定の要件を満た
す住宅の取得やバリアフリーリフォームをする場合に、
住宅ローンの金利を０．１％優遇する。

H19～ － 138 － － －

3 再開発事業（西小倉駅前第一地区）
○都市計画道路等の公共施設と住宅・商業機能を備え
た民間再開発ビルを一体的に整備する。

3 H19～H22 8646 2882 市街地再開発事業費補助

国土交通省
県
市

国費455
県費256
市費194

1 省CO2推進モデル事業

事業主体：北九州市住宅供給公社・民間事業者
事業内容：計画戸数　１２３戸

1 国土交通省

2

省エネ型建築
物の普及促進

CASBEE北九
州の活用

2 支援事業の評価の見直し

1-ａ-ｲ
-ⅱ

1-a-ｲ-
ⅰ

長期優良住宅
や省CO2住宅
の普及等によ
る建築物の長
寿命化及び省
エネルギー化

1,7272,113Ｈ２１～Ｈ２３

北九州　62/85　（H22事業一覧）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

4 再開発事業(小倉駅南口東地区）

○北九州市の玄関口である小倉駅の南口にふさわしい
都市機能の集積と土地の高度利用を図るため、都市計
画道路博労町線と、業務・商業・サービス施設・駐車場を
備えた再開発ビルを一体的に整備し、魅力ある空間を形
成する。

Ｈ19～H25 12116 341 市街地再開発事業費補助

国土交通省
県
市

国費96
県費43
市費51

5 文化・交流拠点地区整備

ホール、図書館、広場などを、ＰＦＩ事業にて整備する。黒
崎副都心における環境モデル都市のシンボル施設と位
置づけ、積極的に環境負荷の低減を目指す環境配慮型
施設とする。（ＣＡＳＢＥＥ北九州を導入）
　平成２１年度：民間事業者の公募、審査、選定
　平成２２～２４年度：民間事業者による設計、施工
　平成２４～３９年度：ホール・図書館の維持管理・運営

4 H21～H39 10,499 9 － － －

1
再開発事業（小倉駅南口
東地区）

　北九州市の玄関口である小倉駅の南口にふさわしい
都市機能の集積と土地の高度利用を図るため、都市計
画道路博労町線と、業務・商業・サービス施設・駐車場を
備えた再開発ビルを一体的に整備し、魅力ある空間を形
成する。（敷地面積の2割の緑化、CASBEE北九州の導
入）

Ｈ19～H25 12,116 341
市街地再開発事業費
補助

国土交通省
県
市

国費96
県費43
市費51

2
再開発事業（西小倉駅前
第一地区）

都市計画道路等の公共施設と住宅・商業機能を備えた
民間再開発ビルを一体的に整備する。（敷地面積の2割
の緑化、CASBEE北九州の導入）

1 H19～H22 8,646 2882
市街地再開発事業費
補助

国土交通省
県
市

国費455
県費256
市費194

1-b-ｱ

歩いて暮らせる
集約型都市構
造への転換

拠点や街なか
への機能集

約、定住促進
への各種取り

組み

文化・交流拠点地区整備

北九州市の副都心に相応しい都市機能の充実と地域の
回遊性の向上を図り、黒崎の活気と賑わいの再生を図
るため、ホール、図書館、広場などを、ＰＦＩ事業にて整備
する。
　平成２１年度：民間事業者の公募、審査、選定
　平成２２～２４年度：民間事業者による設計、施工
　平成２４～３９年度：ホール・図書館の維持管理・運営

H21～H39 10,499 9 － － －

1-b-ｱ

歩いて暮らせる
集約型都市構
造への転換

拠点や街なか
への機能集

約、定住促進
への各種取り

組み

中心市街地活性化フォ
ローアップ事業

　認定基本計画（小倉地区、黒崎地区）の着実な推進を
図るため、数値目標の達成状況や事業の進捗状況な
ど、適切なフォローアップを行うとともに、新たな活性化
事業の検討調査を実施する。

H21～H24 63 17 - - -

1-b-ｱ

拠点や街なか
への機能集
約、定住促進
への各種取り
組み

1
中心市街地

共同住宅供給事業

中心市街地活性化基本計画（黒崎地区）に基づき、計画
区域内の優良な共同住宅を建設する事業者に対し、建
設費の一部（戸当たり 大100万円）の助成を行う。
建築物総合環境評価システム北九州版（CASBEE北九
州）による基準、または住宅の品質確保の促進等に関す
る法律の温熱環境の省エネルギー対策等級３を満たす
ことを要件としている。

1 Ｈ２０～２４ ＜再掲＞ ＜再掲＞ 優良建築物等整備事業国土交通省 ＜再掲＞

1-b-ｱ

低炭素型都市
構造への転換
拠点や街なか
への機能集

約、定住促進
への各種取り

組み

北九州　63/85　（H22事業一覧）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

1-b-ｱ

拠点や街なか
への機能集

約、定住促進
への各種取り

組み

（新）低炭素型の街づくり
（黒崎地区・若松区中心
市街地）

・黒崎駅ペデストリアンデッキのリニューアルに伴う、照
明施設のLED化や太陽光パネルの設置や若松区の交
通結節点における、公共交通の利用促進のための歩道
改良やバスシェルターの整備により環境配慮型の施設
整備を行う。

H22～H24 300 150
社会資本整備総合交

付金事業
国土交通省 40

1 交通結節機能の強化

行政と交通事業者が協力し、乗り継ぎや利用者の多い
主要な鉄道駅やバス停において、上屋やベンチなどの
待合環境や乗り場案内・乗継ぎ環境を改善し、交通結節
機能の強化を図る。
・若松駅周辺、第一二島バス停へ公共交通乗継案内板
を設置。
・小倉都心部と黒崎駅の公共交通乗継案内板実施設計
及び工事の実施。
・小倉都心部において、バスロケーションシステムの社会
実験実施。
・モノレール徳力公団前停留場、筑豊尾電気鉄道三ヶ森
駅にて駐輪スペース整備実施。

1 H21～ 134 38

社会資本総合整備交
付金（旧地域活力基
盤創造交付金、旧ま
ちづくり交付金）

国土交通省 20.6

2
駅前広場の整備
（下曽根駅北口）

空港跡地の開発とあわせ、新しい地域拠点にふさわしい
顔づくりが求められるため、駅前広場を整備するため
に、駅前広場に求められる機能等を検討して、整備計画
案を作成するものである。

H20～H22 8 6

3
駅前広場の整備
（城野駅北口）

城野地区低炭素モデル街区の整備とあわせて、城野駅
北口駅前広場についても、モデル街区の玄関口としてふ
さわしい駅前広場に整備するために、駅前広場に求めら
れる機能等を検討して、整備計画案を作成するものであ
る。

2 H21～H23 12 2

4 バリアフリー化の推進

公共交通の主要駅などにおいてエレベーターや多目的ト
イレの設置、バスにおいては低床式バスの導入を図り、
すべての人が利用しやすい公共交通の環境整備を進め
る。

3 H21～ 未定 32
交通施設バリアフリー
化設備整備費補助金
など

国土交通省

5
筑豊電気鉄道の高機能
化

鉄道軌道輸送対策事業費補助金を活用し、引き続き
レールの重軌条化を図る。

4 H14～ 未定
47

※内北九州
市は５

鉄道軌道輸送対策事
業費補助金

国土交通省 15

6 おでかけ交通の支援強化

公共交通空白地域の地域の人々の移動手段を確保す
るために運行している「おでかけ交通」が、利用者が少な
く経営的に厳しい状況であることから、支援制度の拡充
を検討するもの

5 H21～ 未定 18.4

7
ＩＣカードの導入及び相互
利用

公共交通の利便性の向上を図るため、ＩＣカード乗車券
の導入検討及びＩＣ乗車券の相互利用を推進し、公共交
通機関全体の利用促進を図る。

H21～ 5 2.5
社会資本総合整備交
付金（地域活力基盤
創造交付金）

国土交通省 1.4

1-b-イ
-i

高効率システ
ムの構築

公共交通の利
便性向上

北九州　64/85　（H22事業一覧）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

8
幹線バス路線の高機能
化

幹線バス路線において、バスレーンなどの既存の道路ス
トックを有効活用して、バスレーンの連続化や延伸を行う
とともに、公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）の設置、交差
点の改良、バスカメラによる違法駐停車への警告、都市
高速道路の活用等を検討し、主要幹線軸の定時性・速
達性を確保する。
･継続して、バスレーンのカラー舗装化を図る。（県道八
幡戸畑線1,570m、国道3号（門司）600m、県道門司東本
町線1,000m）

6 H21～ 760 80
社会資本総合整備交
付金（地域活力基盤
創造交付金）

国土交通省 32

1
洞海湾横断鉄道
構想推進経費

　ＪＲ九州の若松駅と戸畑駅との間、約３ｋｍを海底トン
ネルで結び、循環型鉄道ネットワークを形成することによ
り、小倉駅から折尾駅までの約２０ｋｍを、利便性の高い
都市鉄道として再整備することを目的として検討するも
の。

1 4 - - -

2
北九州空港
アクセス鉄道基本調査

　北九州空港の機能を十分に発揮させるためには、空港
利用者の利便性を向上させることが重要となることから、
定時性、高速性に優れ、かつ環境への負荷の少ないア
クセス鉄道整備の実現を目的として調査を実施するも
の。

2 15 - - -

1-b-ｲ-
ⅰ

公共交通の利
便性の向上

3 駅前広場の整備

折尾駅、城野駅、下曽根駅など、駅前において、バス、タ
クシー、送迎車の駐停車スペース、自転車駐輪場等を一
体的に設置する「駅前広場の整備」を行ない、交通拠点
としての結節機能を高め、公共交通の利便性の向上を
図る。

3 H21～ 8,289 936
社会資本整備総合交
付金事業

国土交通省 482

1
モビリティマネジメントの
実施

行政が主体となり、地域住民や職場、学校等を対象に、
現状の交通問題と地球環境や自分にとって望ましい交
通行動に関する情報を提供し、「意識」と「行動」の自発
的な変化を促す教育・啓発を行うことで、自動車中心の
ライフスタイルから、公共交通や自転車等を積極的に利
用するライフスタイルへ転換し、また、エコドライブ等の地
球環境にやさしい自動車利用がなされることを期待す
る。
・学校MM：学習の授業シナリオ等を作成する。
・企業MM：90名の事前アンケート回答者に対して、夏頃
事後アンケートを実施し、効果検証を行う。

1 H21～ 13.7 2
社会資本総合整備交
付金（地域活力基盤
創造交付金）

国土交通省 0.5

低公害車の普及
バス事業者と協働して環境にやさしい「低燃費・低公害
車」（ハイブリッド車など）の導入促進を図る

H21～ 未定 1.7

低公害車の普及
市内の事業者等が平成11年排出ガス規制以前のディー
ゼル貨物車等を廃車にし、 新の排出ガス規制に適合
する車両に買え換える資金の一部助成を実施。

H10～ － 8
新規制適合車等代

替促進助成事業
環境再生保全
機構

8

3
レンタサイクル・カーシェ
アリングの普及

企業やＮＰＯ等の協力を得て、まちなかや、公共交通の
駅、停留場付近等での「レンタサイクル」の普及を図る。
・黒崎副都心地区コミュニティサイクル社会実験実施。
（市主体）

3 H21～ 130 3.5
社会資本総合整備交
付金（地域活力基盤
創造交付金）

国土交通省 1.4

1-b-ｲ
-i

公共交通の利
便性の向上

1-b-イ
-ⅱ

高効率システ
ムの構築

公共交通の利
用促進に向け
た市民の意識

啓発 2 2
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

1-b-ｲ
-ⅱ

あらゆる業種・
業態に対応し
たエコドライブ
の推進

エコドラ北九州プロジェクト

　エコドライブ活動（エコドライブに取り組みやすい社内環
境をつくり、継続的に実践していく活動）のモデルを構築
するため、「エコドラ北九州プロジェクト」がスタート。
　このプロジェクトは、効果の「見える化」、実際に効果の
上がる手法の確立を第1段階の目的としており、 終的
には、「あらゆる業種、業態で実施できるエコドライブ活
動のモデル」を構築し、環境モデル都市として全国へ発
信していくことを目指す。

H19～H23 45 8
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 3

1-b-ｲ
-ⅱ

新たな仕組み
の構築・普及

公共交通利用者に対する
利用特典制度の普及

・小倉都心部で、企業、商店街等の協力を得て、キャン
ペーンの拡充などさらなる公共交通の利用促進を図る。

H19～ － 1 － － －

1-b-ｲ-
ⅲ

次世代技術開
発の推進

1 環境ITSの開発実証
地域の企業と自動車メーカーが連携し、EVドライバーの
充電切れの不安を払拭し安心走行を支援するEV専用IT
システムの開発実証を行う。

1 H21～H23 210 120
地球温暖化対策技術

開発等事業
環境省 120

1-b-ｲ
-ⅲ

次世代技術開
発の推進

公用車における低公害車
普及事業

　平成21年度に今後5年間で50台の次世代自動車導入
目標を定めた。
　公用車の更新に合わせて実施中である。

H21～H25 214 5.8
クリーンエネルギー自
動車等導入費補助事
業

一般社団法人
次世代自動車
振興センター

6.1
※リース期
間である5
～6年間の
総額

1-b-ｲ
-ⅲ

次世代技術開
発の推進

（新）電気自動車活用環
境向上のための充電ネッ
トワーク整備

電気自動車普及のネックとなっている航続距離の不安を
なくし、市民や企業が安心して電気自動車の導入ができ
るよう、充電インフラのネットワークを公共施設において
整備する。

H22～H23 35 20
地域グリーンニュー
ディール基金

環境省
35
※2年間総
額

鉄道貨物ターミナルの機
能強化

関東・関西地域などと北部九州間の鉄道貨物輸送力を
増強するため、国の幹線鉄道等活性化事業費補助を受
け、鹿児島線の北九州～福岡間において、26両編成の
長編成列車が運行できる鉄道施設整備を行うもの。その
うち、福岡貨物ターミナル駅改良及び福間駅待避線延伸
等の工事を行う。

H19～H22 市費負担なし市費負担なし

国の幹線鉄道等活性
化事業費補助を受け
て事業を実施（事業
主体：北九州貨物鉄
道施設保有㈱）

国土交通省 補助率3割

1-b-ｳ- モ ダルシフト
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

ＲＯＲＯターミナルの機能
強化

本市には関東・関西方面とを結ぶRORO船やフェリーが
就航しており、RORO航路（自動車専用船も含む）が就航
している地区の港湾施設を整備することにより利便性を
高め、トラック輸送から船舶輸送へのモーダルシフトを実
現する。
場所：新門司北地区（自動車専用船）、新門司南地区
（フェリー）、田野浦地区（RORO船）
平成22年度は、新門司北地区（岸壁-10m等）、新門司南
地区（岸壁-7.5m）及び田野浦地区（岸壁-9m）の整備を
行う。

H21～H35 27,673 3,750 国直轄事業 国土交通省 2,063

1-b-ウ
-ⅰ

モーダルシフト
の推進

1
モーダルシフト推進補助
制度

運輸・物流部門でのＣＯ２削減策を推進することにより、
環境モデル都市北九州市を広くＰＲするとともに、市内の
各物流拠点を活用した鉄道輸送やフェリー輸送など環境
に優しい輸送モードの利用拡大を通じて、北九州港の利
用促進を図る。

1 H18～H22 50 10 - - -

1 戸畑大谷線（２期）整備検
討

戸畑大谷線（２期）整備に向けた、都市計画変更の手続
きを行う。

1 H21～ 未定 10

2
都市高速物流等活性化
調査事業

北九州都市高速において、コーポーレートカード割引率
を拡大することにより事業者の利用を促進し、その利用
促進策による物流等の活性化状況について調査する。

H22 19 19

3 自転車専用レーンの導入
道路管理者、交通管理者等関係機関との事業調整実
施。

1 H21～ 0 0

4 H21～ 8,289 936
街路事業

まちづくり交付金事業
国土交通省 482

1-b-ｳ-
ⅱ

物流・交通基盤
整備における
低炭素化

1 鉄道連続立体交差化
折尾駅周辺の鉄道を連続立体化することによって、踏切
を除去し、自動車交通の円滑化を図る。

1 H16～H31 31500 924 社会資本整備総合交付国土交通省 456

1-b-ｳ-
ⅱ

自動車交通の
円滑化の推進

1 都市計画道路の整備
都市計画道路の整備を推進することにより、渋滞の減
少、バス等を含めた走行性の向上を図り、自動車交通に
起因するCO2排出量の削減を実現する。

1 H21～ 765,447 12,369
社会資本整備総合交

付金事業
国土交通省 4,093

1-b-ｳ-
i

モーダルシフト
推進

1-b-ウ
-ⅱ

物流・交通基
盤整備におけ
る低炭素化

自動車交通
の円滑化の

推進

1-b-ウ
-ⅱ

自動車交通の
円滑化の推進

鉄道駅の周辺道路における歩道等のバリアフリー化を
推進し、歩行者や自転車の利用環境の改善を図る。

バリアフリー化の推進

上記　【1-b-ｲ-ⅰ　駅前広場の整備】　の再掲

4
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

1-c-ｱ

工場とまちの
諸エネルギー
システムの構
築

1
北九州スマートコミュニ
ティ創造事業

八幡東田地区をモデル地区として、スマートグリッドを構
築し、アジアをはじめとする海外展開を実現する。 1 H21～H25 10,000 2,200 各種補助金を活用予定経済産業省等 未定

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

学校施設太陽光発電導
入事業

本市の小・中学校において太陽光発電設備を、地上や
校舎屋上部分に設置する。

H22 803 803
安全・安心な学校づく
り交付金

文部科学省 330

市営住宅ＣＯ２削減対策
モデル事業

馬寄団地第３工区公営住宅建設工事において、屋上部
分に太陽光発電設備（１５ｋｗ）を設置し、ＣＯ２削減に取
り組むもの。

H21～H22 12.8 12 社会資本整備総合交付金 国土交通省 5.4

市営住宅ＣＯ２削減対策
事業

建替えを行う市営住宅の屋上部分に原則として太陽光
発電設備（１０ｋｗ未満）を設置し、市営住宅におけるＣＯ
２削減に取り組むもの。

H22～ － 3.2 社会資本整備総合交付金 国土交通省 1.44

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

5
下水施設への太陽光発
電システムの導入

浄化センター内の反応槽上部に太陽光発電パネルを設
置し、発電した電力を利用することで温室効果ガス発生
量の削減を図る。

5 H21～H30 1,345 240 下水道補助事業 国土交通省 132

1-ｃ-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの

活用

文化・交流拠点地区整備

ホール、図書館、広場などを、ＰＦＩ事業にて整備する。黒
崎副都心における環境モデル都市のシンボル施設と位
置づけ、積極的に環境負荷の低減を目指す環境配慮型
施設とする。（太陽光発電設備(200kw)の設置）
　平成２１年度：民間事業者の公募、審査、選定
　平成２２～２４年度：民間事業者による設計、施工
　平成２４～３９年度：ホール・図書館の維持管理・運営

H21～H39 10,499 9 － － －

1-c-イ

低炭素型都市
エネルギーシ
ステムの構築と
普及

水道局省エネルギー対策
(水道施設への太陽光発
電導入検討）

配水池２箇所へ太陽光発電装置を設置する。 H21～H22 67 20
地域新エネルギー導
入促進事業費補助

経済産業省 64

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

紫川エコリバー構想

・勝山橋太陽光発電ルーフを活用したイベントの開催
・紫川エコリバー構想の推進プラン策定
・小倉都心部の「見える化・感じる化」「にぎわいづくり・顔
づくり」のため、シンボルステッカーやプレート、マップの
作成

- H22 900 4 － － －

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

1
太陽光発電システムの導
入・普及

都市モノレールへの太陽光発電の導入
利用者が多く、啓蒙効果の高い停留所やモノレール車両
の屋根等に太陽光発電パネルを設置し、その発電量を
モニターに表すことによって市民や利用者にわかり易く
示し、市民への啓発を行う。また、その導入に伴う効果
や課題（構造、利用形態、採算性）を踏まえ、他の停留場
や車両基地に拡大させる。

H21～ 未定 0

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの

活用
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

1-c-イ

低炭素型都
市エネルギー
システムの構
築と普及

低炭素の街づくり事業～
ほたる館エコ改修事業

・北九州市ほたる館に太陽光発電設備を新設する。
・その他、空き室の改装等を行う。

H22 23.5 23.5

1-C
-イ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

1
（新）中心市街地活性化
広場公園整備事業

黒崎副都心地区の黒崎中央公園、蛎原公園において、
地域の関係者と合意形成を図り、環境に配慮した公園再
整備を行う。

- H22 60 60
社会資本整備
総合交付金

国土交通省 30

1-c-ｲ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの
活用

（新）低炭素型の街づくり
事業（環境に配慮した（仮
称）グリーンエコハウス整
備事業）

環境モデル都市の「見える化・感じる化」を進めるため、
シンボル公園である勝山公園において、太陽光発電やＬ
ＥＤ照明等を活用した「（仮称）グリーンエコハウス」を整
備する。

H22～H23 45 41
社会資本整備総合交
付金
（都市公園）

国土交通省 20

1-C-イ

市街地や公共
空間での再生
エネルギーの

活用

（新）低炭素型の街づくり
事業（都・浅野町線シンボ
ルロード事業、小倉駅周
辺ペデストリアンデッキ太
陽光パネル設置）

小倉都心部で持続可能な都市環境創造に向けて、ペデ
ストリアンデッキへの太陽光パネル導入(グリーンニュー
ディール基金活用)等を行う。環境モデル都市にふさわし
いシンボリックな広場の整備を行う。

H22～H23 1,240 260
地域グリーンニュー

ディール基金
環境省 140

1-c-ｲ

市街地や公
共空間での
再生エネル
ギーの活用

1
民間建築物への普及・
拡大

事業者などの導入相談やＰＲを通じて、民間建築物への
普及を促進する

1 H21～ 0 0 － － －

1-c-ｳ-ｉ
エネルギーの
有効活用の促
進

2
下水汚泥の高度利用に
よる省資源システム構築

現在、下水汚泥は全量を有効活用しているが、さらに、
温室効果ガス発生量の削減を図る汚泥処理方式の導入
を検討する。

2 H20～H26 5,000 0 - - -

1-C-ウ
-i

BDF自動車の
運行

市営バス等車両へのBDF
導入

・当面は市営バス３台の運行を維持する。 H20～ － － － － －

1-C-ウ
-ⅰ

省エネルギー
型都市への
転換

エネルギーの
有効活用の
促進

1 街なか省エネ診断 ＜2-b-ｲ＞「省エネルギーの推進」に記載 1 H21～23
ふるさと雇用再生特

別基金事業
厚生労働省
（福岡県）

＜2-b-ｲ＞
に記載

＜2-b-ｲ＞に記載
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

1-c-ゥ-i

事業所の高効
率エネルギー
システムの構
築

水道局省エネルギー対策

水道設備の施設・プロセスを更新、改造することにより、
省エネルギーを推進する。
H22年度、ポンプの更新に合わせて、ポンプ仕様の適正
化によりエネルギーロスの低減を図る。

H22 137 137 ― ― ―

1-c-ゥ-i

生産プロセス
の改善による
省エネルギー
の推進

新　省エネルギー対策
（ブロック改善）

高台（高区）の配水池より水圧制御（減圧弁）により配水
している区域について、配水効率の向上（浄水場から配
水池へ送水するエネルギーの削減）を図るため、隣接す
る低区の配水ブロックに変更するための施設整備を行う
もの。

H22～H27 7.5 7.5 ― ― ―

1-c-ウ-
エネルギーの
有効活用の
促進

船舶版アイドリングストップ

本市に就航しているフェリーを対象に、長時間接岸する
際にアイドリングストップを可能とする、陸上からの電力
供給設備を整備することで、排出される温室効果ガスを
削減し、大気環境の改善を図るもの。
当初、市の事業として行う予定であったが、国の経済危
機対策に伴う、H20･21補正予算により、国直轄事業とし
て、船舶への陸上電力供給施設の整備及び実証実験を
行うこととなった。
平成22年度では、門司区新門司のフェリー岸壁４バース
について、整備予定である。

H21～H22 242 185
船舶への陸上電力供
給実証実験

国土交通省 185

1-ｃ-
ｳｰⅱ

省エネルギー
型都市への転

換

ヒートアイランド
対策

文化・交流拠点地区整備

ホール、図書館、広場などを、ＰＦＩ事業にて整備する。黒
崎副都心における環境モデル都市のシンボル施設と位
置づけ、積極的に環境負荷の低減を目指す環境配慮型
施設とする。（緑化の推進）
　平成２１年度：民間事業者の公募、審査、選定
　平成２２～２４年度：民間事業者による設計、施工
　平成２４～３９年度：ホール・図書館の維持管理・運営

H21～H39 10,499 9 － － －

1-c-ウ

低炭素型都市
エネルギーシ
ステムの構築と
普及

クールミスト事業

水道水を活用したミスト冷却装置を設置し、小さなエネル
ギーで効率的に街を冷却、その効果を体感してもらう。ま
た、原理やその他事例を説明し、広くPRすることで、企
業・商店・家庭等への普及を促す。

H21～H23 12 5 まちづくり交付金 国土交通省 1

1
再開発事業（小倉駅南口
東地区）

　北九州市の玄関口である小倉駅の南口にふさわしい
都市機能の集積と土地の高度利用を図るため、都市計
画道路博労町線と、業務・商業・サービス施設・駐車場を
備えた再開発ビルを一体的に整備し、魅力ある空間を形
成する。（敷地面積の2割の緑化、CASBEE北九州の導
入）

Ｈ19～H25 12,116 341
市街地再開発事業費
補助

国土交通省
県
市

国費96
県費43
市費51

1-c-ｳ-
ⅱ

低炭素型都市
エネルギーシ

ステムの構築と
普及
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

2
再開発事業（西小倉駅前
第一地区）

都市計画道路等の公共施設と住宅・商業機能を備えた
民間再開発ビルを一体的に整備する。（敷地面積の2割
の緑化、CASBEE北九州の導入）

1 H19～H22 8,646 2882
市街地再開発事業費
補助

国土交通省
県
市

国費455
県費256
市費194

1-ｃ-ウ
-ⅱ

ヒートアイランド
対策

1 打ち水大作戦

小倉都心部等の人通りの多い場所で、下水高度処理水
等を活用し、打ち水イベントを実施し、市民が身近にでき
るヒートアイランド対策をPRする。また、地域での普及拡
大に向け、打ち水グッズの貸し出しを実施する。

3 H19～ － － － － －

1-c-ウ
-ⅱ

省エネルギー
型都市への
転換

（新）博労町線街路事業

歩道整備工事（透水性舗装）
工事延長　Ｌ＝１８２ｍ
幅　　　員　Ｗ＝４．５ｍ
ＬＥＤ歩道照明詳細設計　Ｎ＝１式

H１１～H24 8,000 87 社会資本整備総合交付金事業 国土交通省 39

1-ｃ-ウ
-ⅱ

ヒートアイランド
対策

1
市内事業所への屋上緑
化助成（北九州市）

・市内事業所へ屋上緑化の助成を実施。 2 H19～
4-a-ｲに計

上
－ － － －

1-d-ア 緑化の増進 2
「環境首都100万本植樹
プロジェクト」

・緑の回廊事業　植樹会　1回
・記念樹プレゼント事業　年2回
・工場・事業所緑化事業　2社
・公園・街路事業

～H35 －

15
（緑の回廊、
記念樹事業

のみ）

1-d-ｱ 緑化の増進 1 「緑の基本計画」の策定
市内全域の緑の保全・創出・管理・活用に関する目標と
施策の方針を体系化した緑の基本計画を策定する。

1 H20～H22 36 4 - - -

1-d-ｱ 緑化の増進 2
「環境首都１００万本植樹
プロジェクト」の実施

街路・公園事業により、15年程度で30万本を植樹する。 2 － － 85 - - -

1-d-ｱ 緑化の増進 3
公園・緑地の整備による
CO2吸収源の拡大

都市公園の整備や緑地の確保に取り組む。 3 － － 2779
社会資本整備総合交
付金事業等

国土交通省 861

ⅱ 普及
ヒートアイランド

対策
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

1-d-ア
公園・緑地の整
備によるＣＯ２
吸収源の拡大

公園・緑地の整備による
ＣＯ２吸収源の拡大

臨海部において、社会資本整備総合交付金（国土交通
省)を活用して港湾緑地の整備推進を図る。

H6～H26 4,918.6 298
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 139.5

1-d-ア 緑化の増進
自然環境アドバイザー制
度運営事業

事業実施からの求めに応じ実施。 - - 1.9 - - -

1-d-ア 緑化の増進
自然・生き物情報整備事
業

曽根干潟環境調査
　鳥類、底生生物
　底質
身近な生き物調査

- - 3.2 - - -

1-d-イ
森林管理・保

存
1 「緑の基本計画」の策定

市内全域の緑の保全・創出・管理・活用に関する目標と
施策の方針を体系化した緑の基本計画を策定する。

1 H20～H22 36 4 - - -

１-ｄ-イ 森林適性管理 地域林業振興事業 森林保育作業への助成等により、森林管理を促進する。 H21～H25 10 2 - - -

１-ｄ-イ 森林適性管理 荒廃森林再生事業
放置され荒廃した森林に対し、水源涵養等の整備を行
い、公益的機能の回復を図る。

H21～H25 250 58 荒廃森林再生事業 福岡県 58

１-ｄ-イ 森林適性管理
放置竹林等整備緊急対
策事業（緊急雇用創出事
業）

放置竹林の整備による公益的機能回復のための伐採、
整理。

H21～H22 32 16 緊急雇用創出事業 厚生労働省 16

１-ｄ-イ 森林適性管理
森林整備加速化・林業再
生事業

間伐材等の森林整備の加速化と地域林業等産業の再
生を図る。

H22～H23 15 5
森林整備加速化・林
業再生事業

林野庁 5

1-d-イ
総合的な緑化・
森林整備の促

進
水源地交流事業

水源地域では、水源涵養林の荒廃や河川の水質汚濁が進行し
ており、これらを防ぐために市外水源地域で行われる植育樹な
どの取り組みに対し、市民ボランティアを募って参加し、水源水
質の浄化を進めるととともに水に育む意識の醸成に取り組む。

H9～ ― 3 ― ― ―
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

廃棄物施設における
温暖化対策事業
(5)熱輸送システム事
業

環境省

地方公共団体対策技
術率先導入補助事業

環境省

エネルギー合理化事
業者支援事業

経済産業省／
ＮＥＤＯ

温室効果ガス排出削
減支援事業

経済産業省／
ＮＥＤＯ

技術革新波及対策事
業（施設園芸脱石油
イノベーション推進事
業（施設園芸新省エ
ネルギーの検証・普
及））

農林水産省

1 北九州水素タウン

八幡東区東田地区を実証地として、水素配管を市
街地に布設し、公共施設、店舗、住宅等に直接水
素を供給し定置型燃料電池の集中実証試験を実
施する。

H2１～
H25

1,000 1,000
水素利用社会システ
ム構築実証事業

経産省 1,000

2
燃料電池自動車の導
入

燃料電池自動車を公用車として導入し、燃料電池の稼
動データをメーカに提供することで、燃料電池自動車の
開発に貢献、また、水素・燃料電池に関する市民意識の
醸成を図る。

2
H2１～
H23

25 10
次世代低公害車導入
促進事業

環境省 5

2-b-ア

生産プロセス
の改善による
省エネルギー
推進

1
生産プロセスの改善によ
る省エネルギー推進

・市内企業等の省エネ技術・ノウハウを、市内産業界の
生産プロセス改善に結びつける仕組みを検討

1 H21～ － － － － －

2-a-ｲ

2-a-ｱ 41 H15～1
北九州エコ･コンビナート
推進事業

・市内の既存産業インフラの利活用や企業間あるいは産
業圏と生活圏の連携により、地域レベルでの省エネ・省
資源等を実現するため、廃棄物や副産物の資源循環や
未利用エネルギーの有効活用によるビジネス展開や新
たな企業誘致を目指していく。
・工場廃熱について、平成21年度に選定した熱供給側と
熱需要側の候補企業と協同でＦＳ調査を行う。

工場廃熱の
活用

水素エネル
ギーモデル地

区の構築

北九州　73/85　（H22事業一覧）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

2-ｄ－ｲ
資源循環　建
設リサイクル資
材流通の推進

1
建設リサイクル資材
認定制度

再生資源を原材料の全部、又は一部に使用して製造ま
たは加工がなされた建設資材を以下の項目について検
討し評価の上、認定する。
資材の製造から廃棄に至るまでの各段階で環境貢献度
を適切に評価し、より環境負荷の小さいものを認定して、
積極的に使用することとする。
・性能、品質、特性等について。
・ライフサイクルアセスメント的評価。
・価格、使用条件等について。
・使用実績、汎用性、需給見通し、安定供給、等につい
て。

1 H15～ - -  - - -

1 省エネルギーの推進

・省エネルギー・新エネルギー対策相談窓口の開設・運
営
・省エネ診断の拡充
・事業所が省エネスキルを身につけることを目的とした省
エネセミナーの拡充

1 H21～23 38 10
ふるさと雇用再生特

別基金事業
厚生労働省

（福岡県経由）
10

2
公共施設における省エネ
推進

・省エネ診断の実施 2 H21～ － － － － －

3
エコアクション２１の普及
促進

・エコアクション２１認証登録支援事業
（導入セミナー：年４回、実践講座：年２コース）
・出前講座や掘り起こし調査の実施

3 H16～ 10 3 － － －

2-b-ウ
LEDの導入推
進

紫川エコリバー構想

低炭素化社会「見える化」推進事業。太陽光発電とLED
等の高効率照明を複合的に導入する事業を実施予定。
補助率１/6で地方自治体の財政支援がある場合に適用
可能な、国による高い補助率（1/2）の補助事業との併用
により、事業者負担が1/3に軽減できる。（上限金額：１，
０００万円）

- H22 140 140
グリーンニューディー
ル基金

環境省 140

2-b-ウ
LEDの導入推
進

1

（新）小倉都心部歩行
者系サイン再整備（小
倉駅電照式サイン設
置）

小倉駅電照式サイン（１６Ｗ×１０基） 2 Ｈ２２ 60 6 － － －

2-c-ア
工場屋根等へ
のメガソーラー
導入等支援

1
工場屋根等へのメガ
ソーラー導入等支援

・事業者などの導入相談やＰＲを通じて、民間建築物へ
の普及を促進。
・低炭素化社会「見える化」推進事業。太陽光発電とLED
等の高効率照明を複合的に導入する事業を実施予定。
補助率１/6で地方自治体の財政支援がある場合に適用
可能な、国による高い補助率（1/2）の補助事業との併用
により、事業者負担が1/3に軽減できる。（上限金額：１，
０００万円）

1 H21～ 2-b-ｳに計上2-b-ｳに計上 － － －

2-b-イ
事業所等によ
る省エネル
ギーの推進
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

2-c-イ
風力発電の導
入等の支援

1
風力発電の導入等の支
援

・洋上の風況調査 1 H21～

2-d-ｱ
希少金属リサ
イクル事業

使用済み小型電子機器
回収実験

福北連携推進の４つの柱の一つである「環境問題への
対応」に寄与することから、本市と福岡市、ソニー㈱の３
者が協定を締結し、当実験について福岡市内へ拡大実
施する。
（１）実施主体
　　　ソニー㈱　（協力：福岡市・北九州市）
（２）回収品目
　　　本市実験と同品目（携帯電話、デジカメ、ビデオカメ
ラ、付属品など）
（３）開始時期
　　　平成２２年６月１日（予定）
（４）回収拠点
　　　福岡市内の約２０か所のスーパーに回収ボックスを
設置

H20～ － － － － －

2-ｄ－ｲ
資源循環　建
設リサイクル資
材流通の推進

1
建設リサイクル資材
認定制度

再生資源を原材料の全部、又は一部に使用して製造ま
たは加工がなされた建設資材を以下の項目について検
討し評価の上、認定する。
資材の製造から廃棄に至るまでの各段階で環境貢献度
を適切に評価し、より環境負荷の小さいものを認定して、
積極的に使用することとする。
・性能、品質、特性等について。
・ライフサイクルアセスメント的評価。
・価格、使用条件等について。
・使用実績、汎用性、需給見通し、安定供給、等につい
て。

1 H15～ - -  - - -

2-d-ｲ
建設リサイクル
資材流通の推
進

運動場改修事業（みんな
にやさしい運動場）

経年により表土が流失し排水機能が衰えた運動場の改
修を行う。施工に当っては、浄水場から発生するリサイク
ル材の特性を活かした工法を採用し環境保全に寄与す
る。

H22 30 30 － － －

2-d-イ

資源循環
建設リサイクル
資材流通の推
進

資源の有効活用
浄水過程で発生する汚泥を場内で脱水処理する。これを
原材料として有効利用できる業者に引き取ってもらう。
利用例：セメント原料、グラウンド用土、育苗土等

通年 ― 75 ― ― ―
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

2-e

技術開発・実証
実験
低炭素社会実
現に向けた技
術開発の促進

2
(新）先導的低炭素化技
術拠点形成事業

　低炭素社会へ革新的な技術開発から貢献するため、こ
れまで蓄積されてきた研究成果を基盤に、今後世界的
規模で需要が見込める低炭素化技術の先導的研究拠
点を形成するため、個別具体的なプロジェクトを立案・実
施するための分野別研究部会の運営、立案された研究
開発プロジェクトに係るビジネスモデルの調査、ミニス
ケールの実証研究を行う。

H22～H25 352 88 - - -

2-e
技術開発・実
証実験

4
北九州エコプレミアム産
業創造事業

・200件選定（平成27年度目標）に向けて市内企業の掘り
起こしを行っていく。
・紹介カタログを作成するとともに、西日本総合展示場で
開催する環境見本市「エコテクノ」、東京で開催される環
境総合展示会「エコプロダクツ」に出展しＰＲする。
・「北九州エコプレミアム」のブランド化に向けて「北九州
エコプレミアム」の知名度向上のためのＰＲを行っていく。

4 H16～ 11 - - -

2-f-ｱ

技術開発・実証
実験
環境エレクトロ
ニクスプロジェ
クト

2

（新）先端パワーデバイス
拠点化推進事業（及び環
境・エネルギー産業振興
事業の一部）

　アジアにおける先進的な環境技術研究開発機能の導
入として、低炭素化社会に対応できる新しい技術の研究
として、パワーエレクトロニクス技術の研究開発に取り組
む。

H22～H25 120 30 - - -

1
カーエレクトロニクス拠点
化整備推進事業

近年、自動車への搭載が進むカーエレクトロニクス技術
に関する人材育成と研究開発の取り組みを推進し、カー
エレクトロニクスの頭脳拠点の形成を図る。

1 H21～H25 220 40 - - -

2
北九州学術研究都市連
携大学院カーエレクトロニ
クスコースの運営

北九州学術研究都市における理工系の３大学院（北九
州市立大、九州工業大、早稲田大）の強みを活かしなが
ら連携することにより、カーエレクトロニクス分野の高度
専門人材を育成する。

2 H21～H25 215 70
戦略的大学連携支援
事業

文部科学省 70

2-f-ｳ

技術開発・実証
実験
電気自動車実
証実験

1 EV関連の技術開発・実証
地域の企業と自動車メーカーが連携し、EVドライバーの
充電切れの不安を払拭し安心走行を支援するEV専用IT
システムの開発実証を行う。

1 H21～H23 210 120
地球温暖化対策技術

開発等事業
環境省 120

2-f-ウ
技術開発・実証
実験、電気自
動車実証実験

EV用充電ネットワーク整
備事業

・充電設備の整備や課金システムの試作運用などインフ
ラ実証実験及びEV推進協議会の立ち上げを検討する。

H21～H25 － － － － －

2-f-ｲ

技術開発・実証
実験

カーエレクトロ
ニクスプロジェ

クト
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

1
家庭系廃食用油回収社
会システム確立

家庭で使用された食用油を回収しバイオディーゼル燃料
にリサイクルもの。

○回収場所：
　４１か所（店舗３１か所、市民センターボックス回収(1０
か所））

1 H12～ - - - - -

2
市営バス等車両へのＢＤ
Ｆ導入

市内の外食産業や家庭から回収された廃食用油より作
られたBDFを燃料とする車両を走らせるもの。

○利用：
　計２０台（パッカー車１７台（H14年度～）、交通局バス３
台（H20年度～））

2 H14～ - - - - -

2-g

省電力デー
ターセンター・
環境SAAS等グ
リーンITの推進

1 情報産業振興事業

○北九州スマートコミュニティ推進事業の取り組み
　本市は、経済産業省の「次世代エネルギー・社会シス
テム実証地域」に選定されたことから、情報通信分野に
おける社会実証について、地域企業とともに国に対して
提案していく

1 H21～H25 870 300
環境負荷軽減型地域
ＩＣＴシステム基盤確

立事業
総務省 300

1

「環境・エネルギー技術革
新企業集積特別助成金」
活用による企業誘致の促

進

環境・エネルギー産業の集積を促進するため、温室効果
ガス低減に貢献する技術開発、または製品製造を行う企
業を対象とした助成金制度を創設。現行の企業立地優
遇制度における助成金よりも助成率を高く設定するほ
か、研究・開発施設の立地に向けた雇用助成の充実な
どにより、低炭素化に貢献する産業クラスターの構築を
目指す。

1 H21～ － 120 - - -

2
徳力葛原線におけるLED
照明の試行導入及び調

査

LED照明の性能、特色等の調査を実施するもの。

㈱東芝ならびに（財）北九州産業学術推進機構（FAIS)、
北九州市建設局によるLED照明の試行導入調査。
Ｈ２１年度、徳力葛原線（小倉南区津田西交差点～堀越
交差点）南側歩道部・総延長約2.9ｋｍ区間における歩道
照明灯としてＬＥＤ照明灯（40Ｗ）を60基設置

2 H21～H22 70 1 - - -

1 誘致フォーラムの開催

環境・エネルギー関連産業をターゲットとしたトップセー
ルスによる誘致フォーラムを開催するもの。環境モデル
都市の取組みや本市に立地する企業の先端技術等を紹
介することにより本市に関心を持つ企業や投資意欲を持
つ企業の本市への進出を促す。

1 H21～ 30 5 - - -

3-b-ｱ

低炭素社会総
合学習システ
ム（Super
CAT）

1
低炭素社会総合学習シ
ステム（Super CAT）構築
事業

市内に多数ある環境学習施設等を有機的に連携させ、
周遊しやすいシステムを設置し、全ての市民が、低炭素
社会づくりに必要とされる知識を総合的に学べるような
環境学習システムを構築する。

1 H22 5.5 5.5 - - -

2-ｈ

環境産業
環境をテーマ
とした産業立

地戦略

バイオ燃料の
利用促進2-f-ｴ
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（想定）

所　管
省庁等
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枝
番
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3-b-ｱ
低炭素社会総
合学習システ
ム（SuperCAT）

生涯学習総合センター事
業（北九州市民カレッジ）

市民の高度で専門的かつ多様な学習ニーズに対応した
学習機会を提供し、自己実現の促進および生涯学習社
会を担う人材の育成を図る。

Ｈ15～ 5 0.6 － － －

3-b-ｱ

低炭素社会総
合学習システ
ム（Super
CAT）の整備

1

（新）都市基幹公園等整
備事業(長野緑地「市民
参加による農業体験教
室」)

長野緑地の計画テーマである「自然と人を育む、体験交
流公園」を具体化するため、敷地内の活動エリアで、地
元住民を中心としてNPOにより、市民が農作業を通して
自然環境について体験学習する「農業体験教室」を行う
もの。

1 H15～ 2.6 2.6 - - -

3-b-ア

低炭素社会総
合学習システ
ム(Super
CAT)の整備

（新）ほたるのふるさとづく
り（ほたる塾）

毎月１回、市民を対象として、ホタルや水辺環境につい
て学ぶ学習会「ほたる塾」を開催。

1 H14～ - 4.4 - - -

3-b-ア

低炭素社会総
合学習システ
ム(Super
CAT)の整備

（新）紫川水先案内人育
成事業

河川整備、下水道整備、市民活動等が一体となった取り
組みにより、美しさを取り戻した本市の水環境を市民に
PRするとともに、河川環境保全活動等での協同を図る。

- - 1.4 - - -

3-b-ｱ

低炭素社会
総合学習シス
テム（Super
CAT)

（新）到津の森公園
　　　　　学習プログラム

「到津の森公園」をメインに複数の環境教育施設が連携
し、市内の小学生を対象に、動物や自然とのふれあいを
とおして、命の大切さや自然環境の保護保全の必要性を
学ぶ学習プログラムを実施するもの。

H17～ 5 5
社会資本整備総合交

付金
国土交通省 5

3-b-イ

日本 大の次
世代エネル
ギーパークの
整備・拡充

次世代エネルギーパーク
推進事業

・北九州次世代エネルギーパーク連絡会開催（4回）
・来場者数延べ　約20,000人（工場単独見学を含む）

H18～ 2 - - -

3-b-ｳ

低炭素社会総
合学習システ
ム（Super
CAT）の整備

1
市民センター・小学校の
ショールーム化

校区内単位に設置している市民センターを地域の低炭
素ショールームとして整備（太陽光発電施設、LED照明、
省エネ型空調、省エネナビの複合的導入）する。
小学校への取り組みについては、引き続き検討を行う。

1 H21～H23 60 60
地域グリーンニュー
ディール基金

環境省 60

3-b-エ

リユース食器
利用推進ＮＰ
Ｏによる低炭
素社会教育
の推進

1
リユース食器利用推進
ＮＰＯによる低炭素社
会教育の推進

　リユース食器および保管施設の整備の充実、衛生面で
の事故防止等を図りながらリユース食器のより一層の普
及促進を図る。

1 H21～H25 0.5 0.10 - - -
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3-c
北九州市環
境首都検定

北九州市環境人財育
成推進事業

市民が楽しく環境力を高めるきっかけづくりの一つとし
て、本市独自の環境首都検定を実施する。

H20～ - 3.06 - - -

新・「環境体験科」推進事
業

「環境モデル都市」にふさわしい環境教育を実施するた
め、小学校から中学校までの系統的な環境教育プログラ
ムを作成する。また、小学校４年生全員が実施する共通
のプログラムとして、「環境体験科」を設け、総合的な学
習の時間の中で、体験活動を行い、環境保全や３Ｒ活動
等に自ら取り組む市民環境力を身に付けた子どもの育
成を図る。

H22～H25 12 12 － － －

新・学校給食フードリサイ
クル事業

学校給食で発生する調理くずなどを堆肥化するため、学
校に「生ごみ処理機」を設置するとともに、食育や環境教
育の一環として、堆肥化リサイクルを活用したモデル事
業を行う。

H22 - 5 － － －

3-d-ｲ
わが街わが校
の環境作戦事
業（全校・園）

環境教育推進事業

環境の保全やよりよい環境の創造のため、主体的に行動する実
践的な態度や資質、能力を育成するために、全校・園において
特色ある環境教育の推進を行う。併せて、優秀な取組（個人・団
体）を募集し、表彰を行う。

H21～H25 1 1 － － －

3-d-ｳ
環境首都！子
どもサミット 環境教育推進事業

本市の学校における環境教育の内容や成果等を広く学校や市
民などに普及するため、環境教育に関する取組について、児童
生徒の実践発表や意見交換を行う会議を年１回開催する。

H21～H25 0 0 － － －

3-d-ｴ
環境教育指定
校事業 環境教育推進事業

本市の学校の特色や子どもの実態に応じた環境教育等につい
て継続研究を行うため、環境教育の研究を推進する小・中学校
を指定し（３年間）、その成果を学校等へ発信する。

H21～H25 1 1 － － －

3-d-オ

北九州独自
の環境教育カ
リキュラムの
作成

1 こども環境学習推進事業
小学生、中学生の環境力を高めるために、小中学校に
おいて北九州独自の環境教育カリキュラム実施・検討す
るもの。

1 H20～ 5.5 5.5 - - -

3-d-キ

低炭素都市社
会を学び行動
する学習･活動
システムの整
備

民間団体による教育活動
の推進
（北九州ドリームサミット）

市内在住する中学生たちが、可能性あふれる未来を担う
人材の育成を目的に、「環境」をテーマとした実践活動、
意見交換、情報の発信などを自ら実施。
【主催】　北九州青年会議所

H17～ - - - - -

特色ある学校
づくり事業3-d-ｱ
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3-d-キ

低炭素都市社
会を学び行動
する学習･活動
システムの整
備

民間団体による教育活動
の推進
（もったいない精神の普
及・啓発）

子どもたちの環境教育を目的に平成17年度から開催。
「環境作文の募集」、「北九州ブラックイルミネーション・リ
レー～キャンドルecoナイト～」、　「年長者研修大学校で
の出前講座」「食と農のプロジェクト」などを実施予定。
【主催】「もったいないスクール2009」実行委員会
　　　　［構成団体：（財）北九州活性化協議会、
　　　　　　　　　　　　　　（社）北九州青年会議所］

H17～ - - - - -

3-d-キ
(2)

民間団体によ
る教育活動の
推進

1
空き缶基金を活用した環
境教育活動（NPO空き缶
基金）

空き缶回収・売却で得られた資金をもとに、未来の低炭
素社会づくりを担う子どもたちへの環境教育をすすめる
もの。

1 H20～ 30 10 - - -

3-e
北九州市学校
エコツアー

1 環境教育推進事業
環境教育にかかわる学習の充実を図るため、本市のエコタウン
や環境ミュージアムなどの環境関連施設を利用した体験的な学
習の場を設定する。

H21～H25 8 8 － － －

3-f

低炭素社会を
学び行動する
学習・活動シス
テムの整備

1
環境総合人材育成システ
ムの構築　高度人材育成

北九州市立大学大学院新専攻を設置し、資源・エネル
ギーの有効利用や環境保全などの環境技術の専門能
力を備え国際的に活躍できる環境人材を育成し、国内外
に向けた環境技術及び環境人材の供給を推進する。

H20～ - - - - -

４－aー
ア

北九州市環境
モデル都市地
域推進会議

1
北九州市環境モデル都
市地域推進会議登録団
体支援事業

・環境モデル都市北九州レポートの製作（環境首都レ
ポートの見直し）
従来の環境首都の取組みや成果を伝える「環境首都レ
ポート」を見直し、環境モデル都市レポートとして発行し、
低炭素社会づくりの取組みの周知を図る。

1 H21～ 2,0 1,3 ー ー ー

4-a-ｱ
　北九州市環
境モデル都市
地域推進会議

新・環境産業ネットワーク
形成事業

北九州市環境産業推進会議の行動方針に基づき、先進
的ビジネスの創出など様々な視点から設置した４つの部
会（環境ビジネス部会、産業エネルギー部会、新エコタウ
ン部会、環境経営部会）を年４回の予定で開催する。各
部会での活動を基に、年２回、運営委員会を開催し、環
境産業推進会議の具体的行動及び全体の運営並びに
活動方針を検討し、スピード感をもって実施していく。

H21～ 2 2 - - -

４－aー
ア

北九州市環境
モデル都市地
域推進会議

2 出前講演
・本市の環境モデル都市の取組みについて、市民団体・
NPO等への周知と、市民・事業者レベルで出来る取組み
事例を挙げて紹介して浸透を図る。

2 H21～ ー ー ー ー ー
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

４－aー
ア

北九州市環境
モデル都市地
域推進会議

3 グリーン電力活用協議会 3

4-a-イ

一般家庭への
新エネルギー
導入促進（太陽
光発電等への
補助金交付事
業等の活用）

地球温暖化対策助成事業

○地球温暖化対策推進助成事業
太陽光発電システム：720件
太陽熱利用システム：10件
地中熱利用システム：5件
（・屋上緑化：2件）

H19～H22 120 53 - - -

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

市民によるリサイクル活
動の推進（グリーン購入
の推進とグリーンコン
シューマーの育成）

グリーン購入の推進：
　○市のグリーン購入の率先的取組
　○九州グリーン購入ネットワークへの参加
グリーンコンシューマーの育成：
　○北九州市グリーンコンシューマー推進委員会の開催

0.54 － － －

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

1
市民によるリサイクル活
動の推進（①古紙の集団
資源回収の実施）

　一般廃棄物の減量化・資源化促進のため、地域の子ど
も会や町内会等の市民団体が実施する集団資源回収活
動を、奨励金制度や保管庫貸与制度により側面的に支
援することにより、家庭から発生する古紙（新聞、雑誌、
ダンボール、雑がみ）のリサイクル促進を図る。

1 H21～H25 1,500 292 - - -

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

2
市民によるリサイクル活
動の推進（②電気式生ご
み処理機設置助成）

電気式生ごみ処理機を活用した生ごみの資源化・減量
化を図るため、電気式生ごみ処理機設置の際に、一部
購入助成を行う。

3 H21～H25 12 2 - - -

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

3
市民によるリサイクル活
動の推進（③剪定枝・廃
食用油リサイクル）

一般廃棄物の減量化・資源化促進のため、地域団体が
中心となり、家庭から出る剪定枝等や廃食用油を回収
し、民間施設で堆肥等や燃料等にリサイクルする。

4 H21～H25 49 10 - - -

4-a-ウ
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

4
市民によるリサイクル活
動の推進（④簡易コンポ
スト）

ダンボールコンポストを活用し、生ごみの資源化・減量化
を図る。

5 H21～H25 0 0 - - -

低炭素都市社
会を通じて豊か
な生活の創造

5

市民によるリサイクル活
動の推進（⑤生ごみコン
ポスト化容器活用講座等
の実施）

生ごみコンポスト化容器を有効的に活用するため、活用
講座を実施する。

- H22～H25 0 0 - - -

1
（社）北九州市衛生総連合会
衛総連だよりの配布事業

「低炭素社会」づくりに向けた取り組みを広報するため、
衛総連の機関紙である「衛総連だより」（約4,000部発行）
を広報の媒体として利用し、エコライフ生活への取り組み
等の啓発を行う事業

1 H21～ - - - - -

2 北九州青年会議所

生活の価値観を北九州の地域ビジョンである「環境」にシ
フトし、企業文化、家族の文化を「環境配慮型の生活」に
転換する運動を行う。その取組みとして、引き続き「わっ
しょい百万夏まつり」の花火大会で市民企業が、花火で
発生するCO2をライトダウンによって相殺する取組みを
行う予定。また、環境活動を通じて、市民･企業との連携
を進めていく。

2 H21～ - - - - -

4-c-ｱ
北九州方式の
カーボンオフ
セット制度導入

1
カーボンオフセット、エコ
ポイント統合システム検
討事業

昨年度の準備会での協議内容を踏まえ、本年度は検討
会を設置し、さらなる利便性の高い効率的なシステムづく
りを目指す。

1 H21～ － 3 - - -

4-c-ｱ
北九州方式の
カーボンオフ
セット制度導入

2
グリーン電力証書需要創
出モデル事業

グリーン電力証書を市内企業を中心に販売するととも
に、証書をクレジットとした北九州方式カーボンオフセット
を展開する。

2 H21～ － － - - -

4-ｂ

低炭素社会づ
くりを地域に根
付かせる市民
活動の展開
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

4-ｃ-イ

低炭素社会づ
くりのを通じて
豊かな生活の
創造（環境行動
のプラット
フォームの整

1
北九州市民環境
パスポート事業

ｘ 1 ～H22 24 24 - - -

4-d-ｱ
エコライフス
テージの拡大

1
北九州エコライフステージ
事業

市民、企業、ＮＰＯ、学校、行政の協働による環境首都作
りの実践（エコライフの提案）を進め、その交流による環
境活動の拡大とネットワークの構築を図る。

1 Ｈ21～ 17 17 - - -

4-d-ｲ
わがまちの環
境自慢の推進

1 環境自慢
市民へ向けた事業展開を行い、市民環境力の醸成と市
民環境文化の浸透を進める。

1 Ｈ21～ 3 3 - - -

4-e

ESDの地域拠
点としての機
能、活動の拡
充

1 ＥＳＤ推進事業

国連など世界規模で進められている「持続可能な開発の
ための教育（ＥＳＤ）」を北九州ＥＳＤ協議会を中心に、市
民、ＮＰＯ、企業、大学等と連携して進め、その成果を市
内外に向けて発信していく。

1 Ｈ21～ 8 8 - - -

1
九州･沖縄３都市連合の
設置

北九州市、水俣市、宮古島市が、九州・沖縄地域の環境
モデルとして連携・交流を深め、さらに国内外へその取
組みの情報発信することを目的に平成２１年４月に設
立。各都市との情報交換や産学官民の交流、国内外へ
の共同情報発信などに取組む。

1 H21～ 1,7 1,7 ー ー ー

2
海外都市とのネットワー
クの構築と仕組みづくり

上記の取組みに加え、海外の環境都市とのネットワーク
を構築して、お互いが学び合える仕組みを整備する。

1 H21～ ー ー ー ー ー

４－ｇ

環境首都レ
ポート（低炭素
化の取組みの
総合誌）の発行

1
環境モデル都市北九州レ
ポートの見直し）

・環境モデル都市北九州レポートの製作（取材した情報
の編集と同レポートの発行） 1 H21～ 1,7 1,7 ー ー ー

5-a-ア

東南アジアに
おける「北九
州方式生ご
み堆肥化事
業」の域内拡
大

市民参加型廃棄物減量
化事業
１．インドネシア
PESAMAS事業（ＪＩＣＡイ
ンドネシア事業）
２．マレーシア
シブ市における市民参加
型廃棄物減量化事業（ＪＩ
ＣＡマレーシア事業）

インドネシア・スラバヤ市での「北九州方式生ごみ堆肥化
事業」の成功事例をインドネシアの他都市及び東南アジ
アの他の国々での普及を図るもの。

H22（マレーシ
ア・シブ市）
Ｈ22～24（イ
ンドネシア
PESAMAS事
業）

33(3マレー
シア・シブ
市、
30PESAMA
S事業）

13（3マレー
シア、10ＰＥ
ＳＡＭＡＳ)

ＪＩＣＡ草の根協力事
業及びJICAインドネ
シア事業

外務省 13

４－ｆ
連携事業の企
画、実施
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

5-a-イ

環境協力都
市ネットワー
クを活用した
コ・ベネフィッ
ト低炭素化協
力

上水道分野における無収
水量対策技術等の移転
によるＣＯ2削減協力

カンボジアプノンペン市において、本市の技術をベース
に漏水削減及び直結給水の拡大等を図る。

H21～H25 19 3 ー ー ー

5-b-ア

アジアの環
境人材育成
拠点形成事
業の実施

（b
）-
エ

下水・排水処理事業
に付随する温室効果
ガス排出量削減へ
の協力

中国やベトナムなどから研修員を受け入れ、
北九州市が長年培ってきた下水道事業運営
の経験や技術を活かした効果的な維持管理
手法や下水汚泥の資源化技術等を指導する
もの。

（b
）-
エ

- - 0.7 - - -

5-b-ア

アジアの環境
人材育成拠点
形成事業の実
施

研修員受入事業

環境協力都市ネットワークを活用したコ･ベネフィット低炭
素協力
①下水･排水処理事業に付随する温室効果ガス排出量
削減への協力
中国（昆明市）やベトナム（ハイフォン市）などから研修員
を受け入れ、北九州市が長年培ってきた下水道事業運
営の経験や技術を活かした効率的な維持管理手法や下
水汚泥の資源化技術等を指導を行う。
②アジア低炭素化人材育成プログラムの実施
北九州市が持つアジア諸都市とのネットワークと、(財）北
九州国際技術協力協会（KITA）を中心とした市内企業の
技術等を活用し、JICA九州の支援のもと、アジア地域の
環境改善と低炭素社会作りに貢献するための研修員受
け入れを行う。

H22～

5-b-ｲ

低炭素社会づ
くりのアジア地
域への移転（ア
ジア地域の低
炭素技術専門
家の育成）

1

北九州学術研究都市・ア
ジア人財資金構想高度
専門留学生育成プログラ
ム拡充

　平成19年度、経済産業省および文部科学省が共同で
実施している「アジア人財資金構想」高度専門留学生育
成事業に、（財）北九州産業学術推進機構を管理法人と
して、3大学（北九州市立大学、早稲田大学、九州工業大
学）が採択された。
　北九州市立大学では、日本企業へ就職を希望する修
士課程の留学生（平成21年度入学者5名及び平成22年
度入学者6名）を対象に、北九州学術研究都市で培って
きた「環境」分野の知的基盤を背景に地元環境関連企業
からの提案による実践的なプログラムを実施している。

1 H19～H22 21 4
「アジア人財資金構
想」高度専門留学生

育成事業

経済産業省
文部科学省

4
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
項目

枝
番

事業名
取組
番号

ＪＩＣＡ草の根協力事業 外務省 2

北九州市及び(財)北九州国際技術協力協会（KITA)、
(財)地球環境戦略研究機関（IGES)北九州事務所等市内
団体が連携し、オール北九州による技術協力事業を行
い、アジア地域における豊かな社会実現と温室効果ガス
排出量削減のコ･ベネフィットな技術協力を進める。

Ｈ21～H22 5 25-d

国際技術協力
を通じた市内
団体等の低炭
素化社会へ向
けた取り組み

ベトナム・ハイフォン市に
おけるクリーナープロダク

ション（ＣＰ）導入事業

- 経済産業省 -5-C-ア

循環型社会形
成協力事業で
のエコタウン協
力

大連市エコタウン協力事
業

-

日中政府間合意のもと、北九州が有するエコタウン建
設・運営のノウハウを活用して、大連市における循環型
都市の取組に対する協力を実施。H22は、日本企業がビ
ジネス参入しやすい環境づくりの支援、ビジネスマッチン
グ等を実施。

H21～ -

ロシアのエンジニアリング会社に技術移転が完了。スラ
グ処理技術が移転国内で事業化され操業されるよう、移
転先外国企業の営業活動を、経済産業省の所管団体で
ある財団法人ロシアNIS貿易会のロシア企業に対する支
援事業のスキームを活用して実施している。

1 H22 303 3

ロシア地域貿易投資
促進ビジネスマッチン
グ・コンサルティング
事業補助金

経済産業省5-c-ｳ

製鋼スラグ処
理の技術移
転を行う企業
の国際ビジネ
ス支援（ロシ
ア等）

1
ロシア・ウラル地域経済
交流支援事業
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１．総括票 団体名 京都市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

・　「歩くまち」の取組として，交通まちづくりのマスタープランとなる「『歩くまち・京都』総合交通戦略」の策定，日本で初めて，歩くことを中心としたまちと暮らしに転換するための「『歩くまち・京
都』憲章」の制定を行った。平成22年度は同戦略に基づき積極的に施策を展開し，モビリティマネジメントの展開を図るとともに，四条通の歩道拡幅と公共交通優先の推進に向けたプロジェク
トなどを実施する。
・　「木の文化」市民会議で検討したスキームの実現に向け，市内産木材の様々な集約や森林づくりの市民活動を支援する「プラットホーム」や，「平成の京町家」の普及に向けた市民，関係
事業者，団体，学識経験者，行政の参加による推進協議会などの体制を構築する。また，民間事業者による「平成の京町家」建築への支援（助成等）などを進めていく。
・　環境モデル都市行動計画に掲げる取組の推進及び中長期的視点での大幅な温室効果ガスの削減目標を踏まえ，地球温暖化対策条例の改正，新地球温暖化対策計画の策定を行う。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、その結果を用いての分析等、
実態に即した改善点として記述すること。

・　市民を対象にしたアンケートの結果によると，地球温暖化防止のためにライフスタイルを今すぐ見直そうと思うかという質問に対する回答は，「大いに見直したい」と「できる限り見直したい」
が合わせて８割以上を占める。
・　同アンケートによると，「買い物袋持参，簡易包装などごみの減量化」，「分別の徹底」，「冷暖房温度の適切設定」，「ものを使い切るなど京都で昔から受け継がれてきた伝統的な習慣を大
切にする」，「冷暖房・照明のエネルギー削減のため家族ができるだけ一緒に過ごす」，「旬の農作物を積極的に購入」，「マイカー中心の生活から公共交通を利用する」などについては８割
以上が実施。

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、市民意識調査の実施等によ
り、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

【家庭等】デザイナーとのコラボによるＰＲ活動，ロゴマークキャラクター「エコちゃん」を活用するなどにより「DO YOU KYOTO?」（環境にいいことしていますか？）という意識の向
上を図った。
【運輸】○電気自動車の率先導入と導入車両による市民・事業者とのカーシェアリングの実施。○民間事業者への導入補助　○導入への税制優遇　○市内40基の充電設備（う
ち急速充電設備6基）整備など，次世代自動車の活用のためのインフラ整備を行った。
【森林等】市北部山間に位置する京北地域に，地元の協力のもと民間活力等を導入し設置された「木質ペレット製造施設」に対し，国支援（環境省補助金）を基に助成を行い，
施設が完成した。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

全体総括

（１）取組の進捗状況

・　京都市の平成21年度の取組は，環境モデル都市行動計画（アクションプラン）で予定していた事業のほとんどに着手し，全体として順調に進んでいる。
・　シンボルプロジェクトとして掲げた，市民，事業者と企画の段階から知恵を出し合うとしてきた３つの市民会議については，いずれも市に対して答申または提言が行われた。今後は，市民会
議の成果を踏まえた具体的な取組を展開する。
・　再生可能エネルギーの徹底的活用については，平成21年度から助成内容の充実を図ることによって，住宅用太陽光発電の導入が進んだ。また，新たな取組として「次世代エネルギー・社
会システム」，「次世代自動車」などについて革新的技術を活用したまちづくりの検討を現在進めている。

（２）取組の主な成果

【家庭】431件（前年度の4倍強）の住宅用太陽光発電設備に助成を行った。（削減効果：556t-CO2。平成15年度から通算して，4,768kW設置。）
【運輸】廃食用油からバイオディーゼル燃料を約150万リットル精製し，市バス95台，ごみ収集車約170台で軽油を代替する燃料として利用。（削減効果：4,000t-CO2）
【運輸】エコドライブを実践する「京エコドライバーズ」宣言者37,083人増加。（推定削減効果：11,180t-CO2）／事業所単位でエコドライブの実践，普及を行う「エコドライブ推進
事業所」232箇所増加。（推定削減効果：2,020t-CO2）

京都　1/41　（総括）

通しページ番号86



2 ページ

２．取組進捗状況等 団体名 京都市

温室効果ガス削減
（t-CO2）

地域活力の創出等

（未算出）

※削減効果を算定するた
めの自動車通行量が，道
路交通センサスの調査年
（5年ごと）に該当せず得ら
れないため。
（環境モデル都市行動計
画においては，個別施策
による個々の削減効果の
算定が困難であることか
ら，総合的な交通政策に
よる自動車通行量の削減
見込量として効果を算出し
ている。）

※削減効果算定について
は，経費上の問題から毎
年の調査が困難であるこ
と，今年度国等と共同で
実施することを予定してい
る道路交通センサスにつ
いて，調査方法の変更が
見込まれることが課題で
ある。

－

－

（2-1-(1)-aの内数）

※2-1-(1)-aに同じ

2-1-(1)-b 運輸

運輸

検討

実施

歩いて楽
しいまち
なか戦略

○　パークアンドライドの推進に当たっては，観光だけでなく，
通勤，買物など日常生活においても利用の定着を図っていく。

○　嵐山地区及び東山地区において，これまでの取組により
培った地元と一体となった実施体制を継承しつつ，観光地にお
ける交通の円滑化，そして，公共交通優先の「歩いて楽しいま
ち」の実現を目指す。

○駐車場事業者，交通事業
者で構成する京都都市圏
パークアンドライド連絡協議
会の設置，開催（3回）

b

○情報誌「京なか歩く（まち
なかブック）」の発行による
公共交通利用促進とまちな
かの賑わい創出（第2号～4
号の発行（5月，8月，11
月））

○「人が主役のまちなか道
路」ワークショップの開催
（姉小路11回，高倉6回，東
洞院4回）

駐車場事業者，交通事業者が
協働し，継続して実施可能な体
制を構築する必要がある。

　四条通において，トランジットモール化の実現を目指し，四条
通とそれに交差する細街路の交通処理や荷捌き等に関する課
題解決に向けた社会実験を行う。また，細街路を通過する自動
車交通の抑制やスピードの低減策を検討するため，地域住民
が主体となったワークショップにより，具体的な解決策について
検討を進める。

モビリ
ティ・マ
ネジメン
ト施策を
はじめと
する総合
交通戦略
の推進

2-1-(1)-a 運輸 実施

＜検討＞
　四条通のトランジットモール化に向けた関係者協議を行うととも
に，細街路において，モデル地区を選定し，ワークショップでの議
論を重ねながら，自動車速度を低減させるための道路改良や自動
車流入抑制のルール化等，具体的な方策を検討した。
　また，公共交通の利用促進とまちなかの賑わい創出を目的とした
「京なか歩く（まちなかブック）」を発行した。

　市内の自動車総量の抑制に
向けて，自動車利用の制限を
含めた様々な抑制策を総合的
に実施していく。

○　平成22年1月に策定した「歩くまち・京都」総合交通戦略の
充実や，見直しを提言するための体制の構築や戦略を総合的
に推進，点検するための全庁を挙げた推進体制を構築するとと
もに，実施プロジェクトを具体的に推進する体制を構築する。

○　京都駅南口駅前広場整備計画を策定するとともに，整備の
具体化に向けて測量を行う。

○　東大路通の整備基本計画策定に向けて，引き続き，東大
路通の道路空間の再配分や周辺道路への影響について，関
係行政機関と協議を重ねるとともに，ニュースレター等により計
画内容を沿道住民に広く周知し，歩道拡幅に向けた合意形成
を図っていく。

○　全国で初めて全市民を対象とした大規模なモビリティ・マネ
ジメントを実施する。また，市内を遂行する鉄道，バスの便利な
情報の提供などあらゆる機会，媒体により，重層的複合的にモ
ビリティ・マネジメントを実施し，自動車利用から公共交通利用
への転換を促していく。

市内の自動車総量の抑制や細
街路の通過交通の抑制が必要
である。

歩くまち・
京都 b

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門

パーク＆
ライドの
拡大等

2-1-(1)-c

主要
H21
予定

＜実施＞
（１）　日本で初めて，歩くことを中心としたまちと暮らしに転換する
ための行動規範となる「歩くまち・京都」憲章を制定するとともに，
「歩くまち・京都」総合交通戦略を策定した。
（２）　京都駅南口駅前広場整備計画の策定に向け，検討を進め
た。
（３）　東大路通の歩行空間の創出に向け，交通実態調査を実施し
た。
（４）　モビリティ・マネジメント施策の推進
　①　自家用車利用の観光客を対象として，市営駐車場等におい
てモビリティ・マネジメントツール（公共交通マップ，動機付け冊子及
びコミュニケーションアンケート）を配布し，京都での観光について，
車を利用した観光から，公共交通を利用した観光への転換を図っ
た。
　②　観光客の出発地におけるコミュニケーションとして，地域情報
紙及びラジオ番組を活用して，マイカー以外での来訪を呼び掛ける
とともに，観光客の到着地におけるコミュニケーションとして，宿泊
施設及び駐車場において，公共交通観光マップや動機付け情報の
提供により，マイカー以外での周遊や次回のマイカー以外での来
訪を促すモビリティ・マネジメント施策を実施した。
　③　鉄道の駅やバス路線・バス停の位置，時刻表などの公共交
通に関する情報を地図上に記載した京都市全域のベースマップ等
を作成した。
　④　京都大学教職員，学生及び地域住民を対象としてモビリティ・
マネジメントを実施し，クルマ利用から公共交通等利用への転換を
図ったとともに，電動アシスト付き自転車を利用したレンタサイクル
システムの構築に係る実証運用と，レンタサイクルによる駅までの
アクセス性向上のアピールを実施し，環境に優しい交通手段への
転換を図った。

○「歩くまち・京都」憲章の
制定，「歩くまち・京都」総合
交通戦略の策定による歩い
て楽しい賑わいのあるまち
づくりに向けた市民意識の
形成

○京都駅前広場利用実態
調査，八条通交通量調査
や，東大路通における交通
量，荷捌き調査，通過車両
調査の実施による雇用の創
出

b

＜実施＞
パークアンドライドにつき，予定していた通年実施（4月～（土・日・
祝日））に加え，以下の取組を実施した。
・市内有数の観光地である嵐山地区及び東山地区において，秋の
観光シーズンに，公共交通の利用促進に係る情報提供，同地区内
の自動車交通の流れを円滑にするための臨時交通規制やパーク
アンドライド
・初詣パークアンドライド

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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3 ページ
温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

（2-1-(1)-aの内数）

※2-1-(1)-aに同じ

（2-1-(1)-aの内数）

※2-1-(1)-aに同じ

2-1-(1)-d

公共交通
機関の利
便性向上
と新たな
ネット
ワーク化

○境谷大橋のバス停留所
施設の改善

○バスのダイヤ改正による
鉄道との接続向上

○京阪藤森駅，近鉄伏見
駅，京阪清水五条駅の整備

○JR東福寺駅，京阪東福
寺駅の整備(H21年度～)

（１）今後，鉄道駅でのバス乗
換案内の表示や洛地域特別乗
車制度の創設が必要である。
（２）重点整備地区に設定され
ていない旅客施設についても，
段差解消が図られていないな
ど，バリアフリー化の必要性が
あることから，国に対して平成
23年度以降の交通施設バリア
フリー化補助制度の継続と拡
充について要望しているととも
に鉄道事業者と協議を行って
いる。

○　「歩くまち・京都」総合交通戦略の柱の一つである「既存公
共交通の取組」として，市内で運行する鉄道・バスを再編強化
し，使いやすさを世界のトップレベルにするため，洛西地域にお
けるバス利便性向上策の推進，京都市内共通乗車券（「京都
カード（仮称）」）の創設及び公共不便地域の対応策に関する検
討を行う。

○　平成22年度は，「嵯峨嵐山地区」のバリアフリー化事業が
完了することから，進行管理に伴う連絡会議を開催する。また，
基本構想に基づき取り組んでいる京都市内の旅客施設，バス
車両，道路等のバリアフリー整備状況をまとめ，ホームページ
上で情報提供を行う。

平成２１年３月に策定した「「乗っておくれやす！」市バス・地下
鉄増客計画」や平成２２年３月に策定した「京都市高速鉄道事
業経営健全化計画」及び「京都市自動車運送事業経営健全化
計画」に掲げた取組を進めることで，地下鉄・市バスの利用促
進を図る。

＜実施＞
（１）　「歩くまち・京都」総合交通戦略策定審議会の公共交通ネット
ワーク検討部会における先行プロジェクトの具体的取組の一つとし
て，洛西地域におけるバス停留所の環境改善等公共交通の利便
性を向上させるため，洛西らしいデザインのバス停留所及び時刻
表や路線図の統一化を行った。
（２）　各地区ごとの基本構想に基づき整備を進めている京阪清水
五条駅，京阪藤森駅，近鉄伏見駅及びＪＲ・京阪東福寺駅における
エレベーターや多機能トイレ設置等のバリアフリー化事業に対し
て，国及び京都府と協調して，補助金を交付した。

b実施運輸

運輸2-1-(1)-d

公共交通
機関の利
便性向上
と新たな
ネット
ワーク化

実施 a －

公共交通の利用がエコである
という意識の浸透を図るととも
に，2-1-(1)-aのモビリティマネ
ジメント施策の推進の中で意識
の把握を行っていく必要があ
る。

＜実施＞
（計画通り実施）
・「市バス環境定期券制度」（市バスの通勤定期券利用者と同伴し
ている同居の家族が市バスに乗車する場合，土曜・日曜・祝日等
に限り，一人につき現金100円（小児50円）で利用できる制度）を継
続実施した。
・ICカード乗車券の普及促進を図る「入会キャンペーン」や商業施
設と連携した「レール＆ショッピングin京都」を実施した。
・地下鉄・市バスの増客を図るため，交通アクセスや観光情報等を
まとめたリーフレット「洛楽エコ観光」の作成，公共交通各社と連携
した増客キャンペーンを実施した。

（深掘りして実施）
・夏休み期間中に市バスを親子で利用する際に，小児運賃を無料
とする「市バスecoサマー」を実施した。
・京都サンガＦ．Ｃ及び京都ハンナリーズと連携し，試合当日にトラ
フィカ京カードで地下鉄・市バスを利用すると，入場料が割引にな
るキャンペーンを実施した。
・沿線の集客施設（京都市動物園及び京都市美術館）とタイアップ
したトラフィカ京カードを発行し，地下鉄・市バスの利用促進を図っ
た。
・平成22年3月19日の地下鉄・市バス新ダイヤにおいて以下を盛り
込んだ。
＊地下鉄唯一の結節駅である烏丸御池駅において，烏丸線と東
西線のすべての行先の 終電車を2～3分停車させ，全方向の乗
り継ぎを可能とする「シンデレラクロス」の実施
＊午後９時，１０時台の地下鉄について，１０分間隔の等間隔運行
とわかりやすい時刻設定とする他，烏丸御池駅での乗り継ぎ時間
を短縮するため，増便とダイヤの見直しの実施
＊河原町通（京都駅～河原町今出川間）を運行する系統を，平日
昼間の時間帯に合計９本増便するとともに，ダイヤの見直しを行
い，これまで 大８分あった待ち時間を解消し，３～４分間隔を基
本とした等間隔運行の実施
＊洛西地域において，洛西ニュータウン～ＪＲ桂川駅において，路
線が重複する阪急バス及びヤサカバスの各系統と市バスのダイヤ
調整を行い，また，桂坂～阪急桂駅においても，京阪京都交通の
各系統と市バスのダイヤ調整を行い，鉄道との乗継利便性向上
・市バスの利用促進を図るために，バス停留所上屋やベンチの設
置に取り組むとともに，更に魅力あるバス停留所となるよう，民間
事業者が広告料収入を財源としてバス停留所上屋やベンチを設置
する「広告付きバス停留所上屋整備事業」に取り組み，お客様の
増加と経費削減を図った。

京都　3/41　（個別進捗）
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温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

－

－

（2-1-(1)-aの内数）

※2-1-(1)-aに同じ

（2-1-(1)-aの内数）

※2-1-(1)-aに同じ

（2-1-(1)-aの内数）

※2-1-(1)-aに同じ

実施

エコ通勤
の拡大に
向けた取
組

2-1-(1)-g

条例改正・新計画策定の中間取りまとめ（平成22年4月）におい
て，具体的対策として「特定事業者に対しエコ通勤の取組報告
を求める」ことが掲げられている。パブリックコメントを経て，７月
に審議会案をとりまとめ，改正条例案を９月市会に提出予定。
平成23年４月施行を目指す。

運輸

実施

＜実施＞
・自転車等駐車場の整備
　京阪丹波橋自転車等駐車場（有料化再整備，４月供用開始），西
賀茂自転車駐車場（有料化再整備，11月供用開始），御池通まち
かど駐輪場（11～2月順次供用開始），御射山自転車等駐車場（3
月供用開始）
・「京都市民間自転車等駐車場整備助成金制度」の運用
　整備実績１０箇所　657台（自動二輪含む）
・放置防止啓発及び放置自転車撤去の実施
・都市型レンタサイクルに関する検討を行い，改訂した「京都市自
転車総合計画」に位置づけた。

自転車利
用環境の
整備の推
進・都市
型レンタ
サイクル
事業の実
施

2-1-(2)-
a・2-1-
(2)-b

運輸

・観光客が安全で快適に京都のまちを観光できるよう，また，地
球温暖化防止に関する京都議定書の採択の地として，環境共
生型都市づくりを推進する観点から，引き続き公共交通機関を
利用した京都への観光客誘致を推進し，観光地を中心とした交
通渋滞の緩和を図る。
・平成２２年度は，上京区，中京区，西京区，伏見区で，観光案
内標識の整備を行うとともに，観光案内標識のあり方を抜本的
に見直し，全市的なガイドラインを策定する。
・東山区来訪者向けホームページ「歩いて楽しむ東山」
（http://higashiyama-kanko.jp/）における情報発信を継続し，来
訪者の公共交通の利用促進を図る。

・H21年度の調査により、運行
当初は採算の確保が困難なた
め，一定の市負担が必要であ
ることが確認された
・早期の持続的運行の確立を
目指し，地域でバスを育てる取
組が必要

・平成２１年度の調査結果を踏まえ，運行に向けた具体的な内
容を確定していく。

企業・交通事業者・大学・行
政・経済団体等から成る協
議会を設置し、バスの導入
に向けた課題等を検討し
た。（会合を３回開催）

2-1-(1)-e

観光施策
と一体と
なった公
共交通の
利用促進

2-1-(1)-f 運輸

検討運輸

環境にや
さしく利
便性の高
い交通シ
ステムの
検討

b

a

＜実施＞
京都市地球温暖化対策条例に基づく特定事業者（排出量削減計
画書及び排出量報告書の提出を求めている大規模排出事業者。）
にエコ通勤の取組を求めることを環境審議会において検討した。
（平成21年9月に同条例の改定及び新京都市地球温暖化対策計
画の策定について諮問）
また，予定していた市役所での率先実行に加え，平成22年2月16
日から，毎月16日の「DO YOU KYOTO? デー」を「ノーマイカー
デー」として，企業・学校・団体等に対して，通勤などでマイカーを使
わない日とする取組への参加呼びかけを実施した。
・平成21年度　賛同団体８９団体

賛同団体89団体

実施

<検討＞
京都駅とらくなん進都を直結する高規格で利便性の高いバスの実
現に向けた調査検討を行った。

＜実施＞
・春秋の観光シーズン前に，近畿地方及び中部地方，山陽地方等
の主要駅等においてポスターの掲出や，啓発リーフレットの配布を
行うとともに，駅頭において絵葉書入りのリーフレットを配布するな
ど，公共交通機関を利用した観光客誘致のためのキャンペーン活
動を実施した。
公共交通機関の駅やバス停を拠点とし，観光地への方向や距離を
示した観光案内標識の新設や，既存の観光案内標識との連携に
より，ネットワーク化を進め，歩いて楽しむ観光客の視点に立った
分かりやすい案内を行う「ぐるり界わい・観光案内標識ネットワーク
化」事業を実施した（平成２１年度整備エリア：左京区，山科区，南
区）。

・また，東山区来訪者向けホームページ「歩いて楽しむ東山」にお
いて，歩いて楽しい東山の魅力的な情報や公共交通機関の情報を
発信し，来訪者の公共交通利用の促進を図った。
さらに，対象を外国人来訪者へ拡大するため，英語版の発信を開
始した。（平成21年11月～）

・マイカー利用者に直接訴える
ため，高速道路のSAなどで啓
発キャンペーンを実施できるよ
う，道路管理者と協議が必要で
ある。

・ホームページ閲覧者の拡大を
図り，「脱・クルマ観光」を推進
する。

b －

・継続して取組を進めていただ
くための仕掛けが必要であり，
普及啓発の取組や公共交通事
業者等との連携が必要であ
る。
・取組によるマイカーからの転
換量が捕捉できていないため，
事業効果による削減量が算出
できていない。今後は，賛同団
体等へのアンケート実施等が
必要。

b

・民間事業者への駐輪場整
備費用の補助
・地域の協議会（4ヵ所）によ
る啓発活動の実施
・国の緊急雇用創出事業を
活用した啓発員の採用

・駐輪場用地及び整備費用が
不足しているため，助成金制度
の運用や民間事業者との協働
等により，民間活力を活用す
る。
・自転車利用者のルール・マ
ナーに対する意識が低いた
め，啓発及び撤去の継続す
る。

・自転車等駐車場の整備
・「京都市民間自転車等駐車場整備助成金制度」の運用
・放置防止啓発及び放置自転車撤去の実施
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温室効果ガス削減
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地域活力の創出等
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取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

5t-CO2（公用車分のみ）

公用車５台走行距離
29,000km÷燃費10km/ℓ×
2.32CO2-kg/ℓ－走行距離
29,000km÷電費6km/kWh
×関電係数0.366kg/kWh
＝5ｔ

13,200t-CO2

年間走行距離10,000km÷
燃費10km/ℓ×2.32CO2-
kg/ℓ×燃費改善率0.13×
37,083人≒11,180(A)
エコドライブ推進事業所平
均co2削減量8.7t×232事
業所≒2,020t(B)
(A)+(B)=13,200t

-

-

-

-

-

-

b

低炭素へ
の転換を
支援する
アドバイ
ザー制度
の創設

2-2-(1)-b
業務・
家庭

2-2-(1)-c

「低炭素
景観ハイ
ブリッド
型住宅
（平成の
京町
家）」の
開発とモ
デル実施

業務・
家庭

2-2-(1)-a
業務・
家庭

検討

エコドラ
イブの推
進

2-1-(3)-b

景観と低
炭素が調
和したま
ちづくり

実施運輸

良好な景
観と低炭
素を目指
した基準
(CASBEE京
都)の策定
と認証制
度の創設

＜実施＞
①低公害車普及モデル事業について
・中小運送事業者の低公害車導入促進のため，車両購入費用の
一部を補助（21年度実績：8台，事業開始の平成11年度からの累計
台数62台）
②次世代自動車普及促進事業について
・基盤整備として市内３３箇所４０基の充電設備を設置
・レンタカー，タクシー事業者に対する車両購入補助　＜府市協調
事業＞
・中小企業のＥＶ導入と充電設備設置に対する融資
・軽自動車税の免除(H22からの5年間，対象はＥＶ)
・市役所の率先実行（公用車にＥＶを５台導入し，カーシェアリング
実施）

＜実施＞
①「京エコドライバーズ」宣言者は自動車教習所や11月のエコドラ
イブ推進月間の集中的なイベント等により着実に増え，37,083名増
（平成22年３月末時点で５０，３３１名（市内ドライバーの約６％））。
また，平成22年３月には宣言登録がＷＥＢ上で可能なホームペー
ジを開設した。
②エコドライブ推進事業所は平成22年３月末で３０５事業所となり，
エコドライブの支援装置の貸出や取組発表会等を開催し，エコドラ
イブの推進に，向けた取組を行った。

エコカー
への転換
に対する
支援と電
気自動車
の普及拡
大の検討

2-1-(3)-a 運輸 実施

政令指定都市で 大規模
の充電設備を設置，ＥＶカー
シェアリングの実施等によ
り，電気自動車等の次世代
自動車の市民への認知が
広がり，普及促進への足が
かりが得られた。

b

・年４回のエコドライブ教室
・「京エコドライバーズ」宣言登録事業の拡大
・平成22年３月に開設したホームページを活用して燃費コンテ
スト等による効果判定が可能なシステムの構築を図る。
・エコドライブ推進事業所登録事業の拡大

・「平成の京町家」コンソーシアムの設立
・「平成の京町家」の認定制度の開始
・伝統構法による「平成の京町家」への建設助成開始
・「平成の京町家」パンフレットの作成
・「平成の京町家」モデル住宅展示場の整備・開設

・「平成の京町家」の普及啓発
・市民，事業者，学識経験者等
の幅広い市民力を結集した「平
成の京町家」コンソーシアムの
設立
・「平成の京町家」の建設に対
する支援（建設補助など）
・設計，施工，手続が難しい伝
統構法への支援（マニュアル整
備，手続の簡素化など）

現在，住宅の環境に係る性能
については，総合的に相談で
きる場所も人材もないため，他
都市等関係機関と連携し，ま
ず，相談員の確保と育成を行う
必要がある。

23年度の制度運用を目指し、CASBEE京都の制定及び普及・
周知

・すまいよろず相談における「環境」分野の相談員を確保し，実
験的に相談業務を行い，その効果を検証する。

＜検討＞
「木の文化を大切にするまち・京都」市民会議において，計6回の検
討プロジェクトチーム会議及び計１４回のワーキング会議を開催
し，「平成の京町家」のコンセプトや認定基準（案），開発モデル，供
給促進方策などを盛り込んだ検討プロジェクトチーム会議報告書
（案）をとりまとめた。

＜検討＞
事業内容の検討を行った。

b

・「京エコドライバーズ」宣言
登録者５０，３３１名（平成２
２年３月末）(平成21年度
37,083名増)
・エコドライブ推進事業所３０
５事業所（平成２２年３月末）
（平成21年度232事業所増）
・エコドライブ教室，平成１６
年から延べ計３３回（平成２
１年度４回開催）

b

市民・事業者・学識経験者
等から成る市民会議を5回，
プロジェクトチーム会議を計
5回開催し，制度創設に向
けての検討を行った。

＜検討＞
「木の文化を大切にするまち・京都」市民会議のなかのプロジェクト
チームにおいて「CASBEE京都」の制定に向けた検討を行い，
CASBEE京都の基本的枠組みをまとめた。
※「CASBEE京都」は，全国版のシステムの評価基準に，京都の独
自性として，高いメンテナンス性に由来する長寿命，自然材料・地
域産材の使用による環境への寄与，自然環境・エネルギーの積極
的利用，周辺環境や地域性への配慮などの視点を盛り込んだもの
である。

検討

検討

・エコドライブ推進事業所の拡
大
・エコドライブ推進事業による
効果の把握

・制度の詳細設計（ソフトウェ
ア，運用方法等）
・インセンティブの付与方法な
ど制度普及の具体策の検討
・本格実施に備えた審査環境
（体制）の整備

b

・次世代自動車の技術動向の
見極め，
・多くの市民の利用が見込める
大規模商業施設等での基盤整
備が必要
・ＥＶカーシェアのニーズの把
握と普及を進めるための施策
が必要

①低公害車普及モデル事業について
・新規補助（８台予定）を行い，累計台数70台とする。
②次世代自動車普及促進事業について
・太陽光発電設備付充電設備(200V)を市内３箇所に設置
・レンタカー，タクシー事業者に対する車両購入補助　＜府市協
調事業＞
・中小企業のＥＶ導入と充電設備設置に対する融資
・軽自動車税の免除(H22からの5年間，対象はEV)
・ＥＶカーシェアリングの利用期間・台数の拡大（平日５台（２台
は公用車利用，休日７台）及び拠点を定期的に移動し，利用機
会の拡大を図る。
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取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

（2-2-(2)-dの内数）

-

（2-2-(2)-dの内数）

なお，使用する木材による
炭素貯蔵量をCO2換算す
ると40t-CO2に相当する。
５０㎥（内装木材使用量）
×０．８ｔ／㎥（二酸化炭素
貯蔵量）＝４０ｔ

7.7 t-CO2

間伐材ガードレールの整
備により製鉄時に発生す
るCO2の抑制効果は7.7t
（ただし，今回は既存柵の
代替であり，そのまま計上
すると二重計上となる。）
1.64t-CO2（粗鋼生産量１ｔ
当たりCO2排出量）×
219m（横断防止柵整備延
長）×21.4kg/m（柵単位長
さ当たり重量）

2,395.8t-CO2

（算定根拠）
475ha×4.95t-CO2/ha
=2,395.8t-CO2

（22年度から発現）

-

・木質ペレットストーブの普及推進
・木質ペレットボイラーの需要先の確保
・間伐材の供給体制の整備

a

検討

<検討>
内装材における木材の利用については，主に壁，床部分に積極的
に利用している。また，主要構造部の木造化については児童館２
件を木造で設計した。

市内産木材の利用について
は，供給体制の整備によりコス
トの低廉化が図られたとはい
え，在来の工業製品等を使用
する場合よりもコストアップにつ
ながるため，予算の確保が必
要である。また，様々な樹種，
規格等の製材について，施工
工程に合わせた材料供給が可
能な地場木材業者の体制構築
が必要である。

原料である，間伐材等の供給
体制の整備，木質ペレットを熱
源とするボイラー，ストーブ等
の普及を図る必要がある。

間伐等により健全な森林の
育成が図られている。
「合併記念の森」創設事業，
京都伝統文化の森推進事
業等による企業及び市民参
画の森づくりが推進されて
いる。

b

＜実施＞
　地球温暖化対策として燃料用木質ペレットを製造し，化石燃料か
らバイオマス燃料への転換を図り，低炭素型まちづくりを推進する
ため，木質ペレット製造施設の整備を行った。
　また，木質ペレットストーブの普及推進を行った。（購入額（設置
費を含む。）の1/3（上限20万円）を助成。）

＜実施＞
民間（建築事業者等）の店舗施設等を「みやこ杣木」（地域産材の
認証制度）を含む地域産材で改装したモデル工房「京の山杣人工
房」を，市内の森林と都市部をつなぐいわば「森の窓口」とし，広く
市民への地域産材の利用促進，森林・林業の普及啓発について，
モデル工房を通じた取組を行った。

2-2-(2)-a

市内産木
材の利用
を促進す
る「京の
山杣人工
房」「み
やこ杣
木」事業
の推進

公共施設
の木造化
の率先的
推進

2-2-(2)-b

検討・実
施せず

森林吸
収等

実施

森林吸
収等

実施

森林吸
収等

産業・
業務・
家庭

市内の森
林整備の
促進（木
質バイオ
マス利
用）

新規

・モデル工房による普及啓発の推進。
・京都市内産木材供給事業の実施。
・市内産木材のストック情報の整備。

b

b

内装材等の利用については，引き続き積極的に実施する。ま
た，主要構造物の木造化については，２１年度設計分の施工と
２３年度施工分の設計を行う。

間伐材の
ガード
レール等
への活用

2-2-(2)-c

<実施>
世界文化遺産にも指定されている二条城の周辺において間伐材を
利用した道路附属物の整備を行うことにより,美しい道づくりを行う
とともに,森林の間伐を促進した。

実施

＜実施＞
森林所有者等の計画的な森林整備や森林バイオマス活用の推進
に取り組んだ（森林整備475ha，森林バイオマス活用の推進
27ha）。
企業及び市民ボランティア等による支援活動（環境貢献活動を含
む。）を活用した森林整備の推進に取り組んだ。

間伐材製品は活用された実績
が少ないため,耐用年数や維持
管理コストについて検証を行
う。

これまでは各モデル工房が
単独で活動することが多
かったが，今年度は複数の
モデル工房が連携し，規模
の大きな普及啓発活動を行
うことが増え，前年度までよ
りも普及啓発効果は大き
かったものと考えられる。

モデル工房のPRはまだ途上で
あり，昨年度と同様に連携した
普及啓発活動を推進していくこ
とが必要である。

市内産の間伐材を利用する
地産地消の取組を行い,観
光地の景観向上にも資する
取組を実施

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法に基づく特定
間伐等促進計画に基づき，育成林の確保を行っていく。

京都駅からも近く,多くの観光客が訪れる東本願寺前に設置さ
れている,劣化の著しい鋼製横断防止柵から市内産の間伐材を
活用した道路附属物の整備を行うことにより,美しい道づくりを
行うとともに,森林の間伐を促進する。

計画的な森林整備を実施する
ためには，森林整備の担い手
の確保や省力化を進める必要
となる。このため，集約的な森
林整備や路網整備の推進によ
り，計画的な森林整備に取り組
む。

b
市内の森
林整備の
促進（森
林整備）

2-2-(2)-d
森林吸
収等

京都　6/41　（個別進捗）
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温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

0.20 t-CO2

（算定根拠）
1.8ｋｇ×112㎡＝0.20ｔ-
CO2

0.77 t-CO2

（算定根拠）
1.8ｋｇ×426㎡＝0.77ｔ-
CO2

1.4 t-CO2

（算定根拠）
33.4㎏／年・本×64本×
2/3＝1.4ｔ-CO2

（定量化は困難）

※ダウンゾーニングによる
建築物床面積の減少によ
る温室効果ガス削減は，
長期的効果として見込ん
でいる。（短期的効果は経
済的な要因等による変動
もあり，切り分けて算定す
ることは困難）

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

　平成22年度は，悉皆調査結果をデータベースとして整理する
とともに，調査結果の分析を踏まえ，京町家の保全・再生策の
策定に取り組む。

実施

＜実施＞
・平成20年度から平成21年度末までに京都市域に残存する京町家
の悉皆調査を実施した。

・京町家の外観修景に対する助成を様々な制度を活用しながら
行った。
(1)単体整備＜建造物を指定＞
　　景観重要建造物，歴史的風致形成建造物，歴史的意匠建造物
(2)面的整備＜地区を指定＞
　　伝統的建造物群保存地区，歴史的景観保全修景地区，界わい
景観整備地区，街なみ環境整備事業
(3)京町家まちづくりファンド
　　市民，企業等から広く寄付を募り，その運用益等を活用した助
成。

b

　京都の伝統的な建築様式や
生活様式を伝え，現在も職住
共存の暮らしの場である京町
家は，歴史都市・京都の景観
の基盤を構成するものであり，
京都の持つ大きな魅力である
が，年間約2％の割合で失われ
ており，その保全・活用策が喫
緊に求められている。

京町家等
の「保
全・再
生・創
造」に向
けた取組

2-2-(6)
業務・
家庭・
運輸

　平成22年度は，かけがえのない京都の景観を守り，育て，後
世に引き継いでいくため，次の取組を実施する。
①　平成21年度に取りまとめられた京都市景観デザイン協議
会の検討結果を受け，デザイン基準の明確化・適正化など更な
る充実を図る。
②　優れた建築計画を誘導するための制度の創設や，市民と
ともに創造する景観まちづくりに資する仕組みの整備などを進
めていく。
③　市民とともに創る50年後，100年後の京都の景観将来像を
作成することができるＣＧシミュレーションを作成する。

通行安全確保との整合及び地
下埋設物の事前把握が課題と
なっており，関係者との事前協
議や試掘等の事前調査を徹底
する。

川端通（今出川通～冷泉通）：ケヤキ　70～80本
北大路通（東大路通～叡山電鉄）：サルスベリ　15本

＜実施＞
　平成１９年９月から引き続き，新景観政策として，①建物の高さ規
制の見直し，②建物等のデザイン基準や規制区域の見直し，③眺
望景観や借景の保全の取組，④屋外広告物対策の強化，⑤京町
家等の歴史的建造物の保全・再生を５つの柱として，各種の制度
を整備し，京町家や山並みとの調和等，それぞれの地域特性を踏
まえた良好な景観の形成に取り組んだ。
　また，良好な都市景観の形成に寄与する屋外広告物を誘導する
ことを目的に，補助金交付制度を設けた。

b

　市民や事業者等からデザイ
ン基準などに関して更なる充実
を求める意見があり，新景観政
策をより一層進化させ，更なる
充実を図る必要がある。

<実施>
　都市の緑化を進め，地球温暖化やヒートアイランド現象の緩和，
加えて，良好な景観を形成することなどを目的として，「京のまちな
か緑化助成事業」により，以下の助成を行った。
・屋上緑化：12件，426㎡
・壁面緑化：1件，19㎡
・地上緑化：9件，164㎡
（予定：500㎡）

b 都市緑化意識，環境保全意
識の啓発に貢献

「新景観
政策」に
よる低炭
素型まち
づくり

2-2-(5)
業務・
家庭・
運輸

「道路の
森づく
り」の推
進

2-2-(4)-b
森林吸
収等

業務・
家庭

・屋上緑化及び壁面緑化において，１年生植物及び野菜類を
助成対象に追加した。
・地上緑化において，個人の用に供する駐車場での緑化も助
成対象とした。

実施
＜実施＞
堀川通(御池通～松原通間）の中央分離帯に高木（ケヤキ）を64本
植栽した。

取組の一層の拡大のため，
広報活動の見直し及び助成
対象範囲の拡充を検討す
る。

a
緑化施設整備のインセン
ティブとなり，緑化工事の実
施機会が増加した。

産業・
業務・
家庭・
運輸

研究開発
型企業の
集積を目
指す南部
開発地域
での低炭
素型モデ
ル地区の
形成

2-2-(3) 実施

①平成２１年度に引き続き，「らくなん進都緑化助成モデル事
業」を実施する。
②らくなん進都整備推進協議会において，環境に関する取組
の推進を図る。

＜実施＞
①らくなん進都内の企業敷地における緑化を推進するため，１００
㎡以上の緑化（屋上・壁面・駐車場緑化）を行う企業に対する助成
事業（らくなん進都緑化助成モデル事業）を行った（助成実績：1
件、112㎡）。
②地元住民・企業・行政等が参画するらくなん進都整備推進協議
会において，ヒートアイランド対策に有効な遮熱性舗装の実証実験
の実施や，エコ通勤の促進等の環境に関する取組を行うとともに，
会員企業の環境に関する取組を紹介し，啓発を行った。
③京都駅とらくなん進都を直結する高規格で利便性の高いバスの
実現に向けた調査検討を行った。（再掲）

b

平成２１年度は，制度を創設し
たばかりで，ＰＲが十分でな
かったため，ＨＰ・チラシ等様々
な媒体を使った制度の積極的
なＰＲを行っていく。

「平成の
坪庭づく
り」の推
進

2-2-(4)-a 実施

実施
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温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

（2-3-(1)-d）の内数

－

（2-3-(1)-d）の内数

継続９地域108世帯（平成
20年度から平成21年度ま
で継続）
新規14地域139世帯で取
組（平成21年度から実施）

※平成19年度取組世帯に
おける平均削減実績は約
9％となっている。

（2-3-(1)-d）の内数

平成21年度開催実績
21箇所
参加者1,341名

（未算出）

※平成21年度取組実績に
ついて，今後削減効果に
ついて集計を行う。

平成21年度取組者数
17,806名（累計37,199名）

2,693 t-CO2の内数

※エコポイントの効果は実
施対象地域（関西２府２
県）全体のもの。

参加企業数39団体
参加会員数2,896世帯

エコポイ
ント制度
の導入・
カーボン
オフセッ
トの仕組
みの構築

2-3-(1)-e 家庭 実施

－

学校，大学，環境関連施設等
で，普及に関する学習会の開
催や，若年層への関心が高ま
る取組を進める。

実施
平成23年度までに取組世帯数を5万世帯（全世帯の約８%）に拡
大させることを目的としており，早期に目標達成するため，参加
者数の増加を目指す。

＜実施＞
昨年度モデル事業の付与対象（家庭での省エネ行動，太陽光発
電・太陽熱利用の導入）に加えて、①地域家電店等が設置工事契
約を行う内窓増設リフォームによる窓断熱工事②地域工務店等が
行う省エネ住宅設備の導入を実施した家庭に、エコ・アクション・ポ
イント・プラットフォームを通じてポイントを付与。（発行ポイント数
17,460,000ポイント）
本市で開催される各種イベントを対象とした，イベントの「エコ化」を
推進するための仕組みづくりについて検討を行った。

b

＜実施＞
「入門版」「普及版」「本格版」「インターネット版」の環境家計簿の大
幅な普及を促進し，家庭からの二酸化炭素排出量の削減を図る。

b

エコポイントについては，窓断熱メニュー（内窓・二重窓等）の増
強，環境に配慮したエクステリア製品，LED照明器具など，住宅
の省エネ・省資源に寄与する新たなポイント付加メニューを追
加し，参加世帯の増加を図る。
「イベントグリーン要綱（仮称）」を平成22年度夏に策定し，本市
で開催される各種イベントを対象に，イベントの「エコ化」を推進
する。

－
・参加家庭の拡大方策の検討
・参加家庭の省エネの深掘り
方策の検討

省エネ相
談所の拡
大

2-3-(1)-c
家庭・
運輸

環境家計
簿の普及
拡大

2-3-(1)-d
家庭・
運輸

検討中（６月の京のアジェンダ２１フォーラム総会で活動内容を
決定）

－
多くの方に好評であるので，開
催日を多くできるよう人員体制
などを検討していく。

＜実施＞
京のアジェンダ２１フォーラムの取組として，「家庭の省エネアドバ
イザー」が，省エネチェックシートを基に「家庭の省エネ診断プログ
ラム」を用いて「診断シート」を作成し，各家庭にあった取組をアドバ
イスする。平成21年度の開催実績は21箇所，参加者1,314名。

b

エコメイトのための定期的な
ミーティングや体系的なステッ
プアップ研修を試行し，体系的
研修の策定を検討する。
エコサポーターについては，登
録数が増加しなかった原因を
踏まえ方策を検討する。

c

実施

新規14地域，平成21年度から継続14地域の計28地域で取組を
進める。（本事業での取組は各地域2年間としている。）

・「くらしの匠」の人材育成
・事業の継続的な取組を促す
仕組みづくり

2-3-(1)-b
家庭・
運輸

実施 －

＜実施＞
省エネ・省資源に関する相談や助言等を行う「くらしの匠」の支援の
もと，地域ぐるみで家庭における省エネの取組を進め，「エコライ
フ・コミュニティ」の構築を図った。平成21年度末現在，新規・継続
計23地域で取り組んでいる。（各地域2年間継続で取り組む。）

b

産業・
業務・
家庭・
運輸

京エコロジーセンターのイベントや企画への参加者に対し積極
的にエコメイトの活動等をPRし，また，チラシなどの広報の充実
を図る。

５月下旬～９月　環境教育リーダー養成講座
１０月～２月　　　エコメイト養成講座

＜実施＞
京エコロジーセンターでは，市民ボランティアとして公募した「エコメ
イト」が館内案内や来館者との交流活動を行い，3年の任期を終了
した後は「エコサポーター」となり，エコメイトのサポートや地域にお
ける環境保全活動の普及を行っている。
エコメイト数　　　　　平成20年度　82名
　　　　　　　　　　　　 平成21年度　72名
エコサポーター数　 平成20年度　90名
　　　　　　　　　　　　 平成21年度　90名（目標：毎年20名追加登録）

※エコサポーターについては，本市の「くらしの匠と進めるエコライ
フ・コミュニティ事業」における「くらしの匠」として，地域の省エネ活
動を企画実施するなど，地域における活動を行った。

環境にや
さしい低
炭素型の
ライフスタ
イルへの
転換

地域住民
とのパー
トナー
シップで
進める
「エコ町
内会」づ
くり

京エコロ
ジーセン
ターにお
ける地域
活動リー
ダーの養
成

2-3-(1)-a 実施
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温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

（2-3-(1)-d）の内数

サイト「もっぺん」掲載店舗
数：172店舗

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

幼稚園，
保育園，
児童館で
の取組

2-3-(2)-b

産業・
業務・
家庭・
運輸

実施

取得した学校版ＫＥＳ認証の保
持を今後も継続する。

実施 取得した学校版ＫＥＳ認証の保持を今後も継続する。

＜実施＞
毎月の「DO YOU KYOTO？デー」に、市内全市立幼稚園におい
て，幼稚園と家庭が一体となり、節電、節水などの地球温暖化対策
に広く取り組む契機とするため，『ノーテレビ・ノーゲームデー』を実
施した（実施主体は，京都市幼稚園PTA協議会。平成２０年９月か
ら毎月実施）。

b

＜実施＞
　21年度に18校が取得し，京都市立小，中，総合支援学校全校(２
６０校中２６０校)で学校版KESの認証を取得した。（目標：26年度ま
でに全校取得）

a

今後，京都市幼稚園ＰＴＡ協議会と連携し，本取組をＰＲするこ
とにより，幼児期における省エネなどの環境学習を推進する。

全市立幼稚園１６園，約１，
０００名が参加

京都市幼稚園ＰＴＡ協議会との
情報交換等連携が必要であ
る。

地元メ
ディアと
の連携

2-3-(1)-i

産業・
業務・
家庭・
運輸

学校にお
ける環境
教育の推
進

2-3-(2)-a
業務・
家庭・
運輸

実施

・第７回京都学生祭典では，
22万7,000人が来場

実施
・第８回京都学生祭典においても，引き続き，「KYO-SENSEプ
ロジェクト」を実施予定。

＜実施＞
平成21年度は，京都議定書誕生の地，「環境モデル都市・京都」と
して，全市一丸となった，より広範な地球温暖化対策の取組を推進
するためのシンポジウム「環境モデル都市・京都シンポジウム」を
平成21年9月12日に毎日新聞社と京都新聞社の共催のもと実施
し，内容の採録を新聞紙面へ掲載することで，さらに広く情報発信
した。

b

＜実施＞
京都学生祭典において，平成20年度から「京都」に古くから伝わる
伝統的な知恵と，「今日」の 新の技術・知恵を学び，未来を担う
学生の感性「SENSE」で環境問題に対する新しいライフスタイルを
提案する「KYO-SENSEプロジェクト」を展開している。

b

今後とも，地元メディアとの連携により，「環境モデル都市・京
都」，「DO YOU KYOTO？」の周知を市民・事業者に対して行
い，各種取組の参加拡大を図る。

シンポジウム参加者450名

本市財政の負担を抑えつつ，
効果的なアピールを行うため
の方策を模索していく必要があ
る。

「DO YOU
KYOTO?
デー」を
契機とし
た環境行
動の促進

2-3-(1)-g

産業・
業務・
家庭・
運輸

「大学の
まち・京
都」なら
ではの学
生イベン
トの展開

2-3-(1)-h
業務・
家庭・
運輸

実施

リペア・リメイクに取り組む
店舗等をホームページに掲
載し，広く市民に情報提供し
た。

「もっぺん」サイトの自立的運営
に向け，広告（収入）事業の検
討を行うとともに，更なる掲載
店舗数の拡大を図る。

実施
「もっぺん」サイト（http://www.moppen-kyoto.com/）を活用した
広告（収入）事業の検討，新規モデル商店街の開拓，リユース
びんモデル事業の推進　等

＜実施＞
平成２０年度から京都議定書が発効した２月１６日を記念し，毎月
１６日を「DO YOU KYOTO？デー」とし，「ライトダウン」，「京灯ディ
ナー」，「ノーマイカーデー」などの取組を行うとともに，本市などが
主催する環境関連イベントや国内外における会議等において「DO
YOU KYOTO？」プロジェクトの普及啓発を行い，家庭における省エ
ネなどの取組を紹介することなどにより，民生家庭部門を中心とし
た温室効果ガス排出量の削減を図った。

b

＜実施＞
以下の事業に関する取組を行った。
・リペア・リメイク情報発信
・エコ商店街関連事業
・レジ袋削減・簡易包装の推進，買い物でエコキャンペーンの実施
・リユース（リターナブル）容器の推進
・２R型エコタウン普及啓発

b

・市バスのラッピング
多くの市民の目に触れる市バスに「DO YOU KYOTO？」のラッ
ピングを行い，市バスを利用する際はもちろんのこと，道を歩い
ているだけで，多くの市民や国内外からの観光客にも見てもら
い，「DO YOU KYOTO？」を広く知ってもらう
・「DO YOU KYOTO？」大使を通じた普及啓発
「DO YOU KYOTO？」大使に任命した団体（DO YOU KYOTO？
ネットワーク，京都サンガF.C.）と連携し，地球温暖化問題の重
要性を市民，事業者の皆様に訴えるとともに，同大使のメン
バーの拡充を図る。

・ライトダウン実施箇所数
６１３箇所
・京灯ディナー実施店舗数
３０店舗
・ノーマイカーデー登録団体
数　８９団体

「DO YOU KYOTO?」プロジェク
トに参加する市民や団体は環
境に興味を持っている方が中
心となるため，今後どれだけの
幅広い層の市民や団体に「DO
YOU KYOTO?」をアピールして
いくかが課題である。
今後，さらに環境NPOや関連
団体，京都市各局及び各区・
支所と連携し，効果的に本プロ
ジェクトを周知していく。

市民と事
業者との
パート
ナーシッ
プで進め
る「２Ｒ
型エコタ
ウン構築
事業」の
展開

2-3-(1)-f 廃棄物

京都　9/41　（個別進捗）
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温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

（2-3-(1)-d）の内数

京エコロジーセンター入館
者数
平成20年度　79,733　名
平成21年度　80,068　名

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

（未算出）

※21年度の削減報告書は
6月に提出される。

なお、H20年度は、特定事
業者（合計148者）による
取組の結果、14万t-CO2
削減(基準年（H18年度）比
10.7％減、19年度比6.6％
減）であった。

「特定事
業者制
度」に基
づく大規
模事業所
からの排
出削減

2-4-(2)-a
産業・
業務・
運輸

実施

検討

・計画書との乖離が大きい事業者及び排出量が増加傾向にあ
る事業者を重点的に訪問調査を実施し，取り組みが遅れてい
る事業者に対しては，問題に対する課題を明確化させることで
排出量削減に向けた活動を活発化させる相談・指導を実施す
る。

リーマンショックに端を発した未
曾有の経済危機などによる影
響を受けて，厳しい経営状況と
なり，設備投資による新たな省
エネ対策が困難な状況となっ
ている。一方で，景気が回復す
ると排出量が増大する恐れが
あるため，引き続き削減に向け
た働きかけが必要となる。

＜実施＞
京都市地球温暖化対策条例に規定する「特定事業者」に3年間の
計画期間に取り組む温室効果ガス排出量の削減目標を示した「削
減計画書」及び毎年度の排出状況をまとめた「削減報告書」の提
出を義務付けている。

b

（→2-1-(3)-a で記載）

長持ちで
環境に優
しい伝統
産業製品
の普及促
進

2-4-(1)-b
産業・
家庭

電気自動
車の普及
促進と
「Kyoto-
Car」の研
究開発

2-4-(1)-c 運輸

実施

参画企業：
12大学，3公的機関，49社

更なる事業化に向けて取り組
む必要があり，事業推進体制
を充実させるなど，連携強化を
図る。

実施
更なる事業化に向けて，引き続き産学公連携の下，環境分野
（資源・エネルギー）に資する 先端の高機能部材開発等の研
究開発を推進する。

＜実施＞
京都の伝統産業の技術を用い，現代の消費者の感性に合致した
伝統工芸品づくりを事業者とともに進めるほか，販売戦略について
も雑誌等を活用し，ターゲットを明確にした見せ方，売り方を実行
する。

b

＜実施＞
　産学公連携の下，環境分野（資源・エネルギー）に資する 先端
の高機能部材開発等の研究開発を推進した。

b

　現代の消費者の感性に合致した伝統工芸品づくりを事業者と
ともに進めるほか，販売戦略についても雑誌等を活用し，ター
ゲットを明確にした見せ方，売り方を実行する。

　京都の伝統産業製品の新
商品等について，首都圏で
発表・販売を行うなど，京都
の伝統産業製品の魅力を
PRした。

・現代の消費者の感性に合致
した「売れる商品づくり」の更な
る推進
・首都圏等での需要開拓

京エコロ
ジーセン
ターや青
少年科学
センター
を活用し
た環境教
育の推進

2-3-(2)-d 家庭等

イノベー
ションを
はじめと
した低炭
素型経
済・生産
活動の発
展

「京都環
境ナノク
ラス
ター」の
構築

2-4-(1)-a

産業・
業務・
家庭・
運輸

実施

　101校 6,121名で取組
実施していない小学校76校に
対し，事業の十分な理解を得
る。

実施
平成23年度までに市立小学校全校で実施するという計画を前
倒しし，平成22年度に市立小学校全校177校で実施する。

＜実施＞
京エコロジーセンターは，建物自体が環境にやさしい様々な工夫を
凝らした施設であるとともに，屋内の体験型展示コーナーは，身近
なごみ問題から地球規模の環境問題まで，来館者が「見て，触れ
て，感じる」ことができる施設として，来館者に対して様々な環境学
習プログラムを実施した。
平成21年度においては，予定していた上記の実施のほか，展示の
充実を図るとともに，小学4年生，中学生向け環境副読本を作成し
た。

a

＜実施＞
「子ども版環境家計簿」を活用し，子どもの視点からライフスタイル
を見直し地球温暖化防止につながるエコライフの実践継続を図る。
市立小学校全校での実施に向けた計画を前倒しし，平成21年度は
101校で実施した。

b

常設展示のPR強化のため，平成21年度に新規設置した木に
関する展示ワークシートの作成や，都市型エコツーリズムプロ
グラムなど環境プログラムの充実をし，また過去の見学団体へ
の営業活動しリピーターを増やすなど魅力ある館となるよう検
討し，入館者数の増加を図る。

小学生，中学生に対し，学
校現場で使いやすい教材を
作成し，教材として活用し
た。

入館者数の増加に向け，環境
プラグラムの見える化や，館外
でも使える環境プログラムを開
発する必要がある。

事業者，
環境NPO等
との連携
による
「こども
エコライ
フチャレ
ンジ推進
事業」の
拡充

2-3-(2)-c
業務・
家庭・
運輸

京都　10/41　（個別進捗）
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温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

9,190t-CO2

（算定根拠）
KESの認証取得による温
室効果ガスの削減効果：
10t-CO2/年・事業所

29 t-CO2

（算定根拠）
補助金事業による削減量
29ｔ-CO2/年（3件分）
なお，省エネ診断（22件
分）の削減見込量は187ｔ-
CO2/年と推計される。

（2-1-(1)-aの内数）

※なお，本施策による温
室効果ガス削減効果は
34t-CO2と見込まれる。
（１箇月間のエネルギー使
用抑制効果）×12箇月（年
間）×（換算係数）
　＝1.09 kL/月 × 38,721
MJ ×12箇月×0.0671 kg-
CO2/MJ ÷1000 kg/t ≒
34ｔ

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

c
・受診件数が伸び悩む原因を分析しつつ，省エネ診断を実施す
る対象者として中小規模の公益法人等（学校法人，NPO法人
等）を新たに加えて，制度の拡充を図るとともに，更なる啓蒙を
行う。

産業・
業務・
運輸

昨年度の診断実績9件を上回
る22件について省エネ診断を
実施したが，予定受診件数30
件を満たしていないため，受診
件数が伸び悩む要因を分析し
て事業者のニーズに合った制
度内容とし，更なる啓蒙を行
う。

実施

市内の森
林整備の
促進

2-4-(3)-a
森林吸
収等

実施

ＫＥＳＣでの経験を生かし，事
業者がＣＳＲを持続し拡大でき
る仕組みが課題

実施
検討中（６月の京のアジェンダ２１フォーラム総会で活動内容を
決定）

（→2-2-(2)-d で記載）

＜実施＞
京のアジェンダ21フォーラムの「京都環境コミュニティ活動（KESC）
事業」の取組として，学校区を中心とした地域で，事業者，学校，住
民が連携して環境取組を行う「環境コミュニティ活動」の仕組みづく
りを行い，事業者のＣＳＲの実効性を高めるとともに，持続可能な
まちづくりにつなげることを目的とした活動を展開。
平成21年度は，事業者が元々その地域に生えていた様々な樹種
へ戻すことを通じて，豊かな森づくりを目指す「水源の森づくりチー
ム」により，これまでの活動を集約した，初心者向けのアドバイス
ブックを作成した。

b

平成２２年度においても，京都市営地下鉄と通年実施，また，
JR西日本，阪急電車，京阪電車等と連携し，実施予定。

平成21年度においてもJR西
日本，阪急電車，京阪電車
等と連携し，実施

実施 b
「レール＆ショピング」につい
て，地元京都及び隣接する府
県へのＰＲなどが課題

中小企業
にも取り
組みやす
い環境マ
ネジメン
トシステ
ム「KES」
の普及拡
大等中小
企業に対
する支援

商業者と
のパート
ナーシッ
プに基づ
く施策の
推進

中小企業
にも取り
組みやす
い環境マ
ネジメン
トシステ
ム「KES」
の普及拡
大等中小
企業に対
する支援

企業の環
境貢献活
動との連
携

2-4-(2)-d
森林吸
収等

業界・組合の集会・会合の場において，ＫＥＳ認証制度の説明
会を開催するとともに，市内事業者の加盟する業界・組合等に
資料郵送及び直接訪問し，ＫＥＳ認証取得の促進を図る。ま
た，各種イベントや環境保全センターを通じて，チラシを配布す
るなど，広く普及啓発をする。

＜実施＞
ISOの認証取得が困難な中小企業等でも容易に環境保全活動に
取り組める環境マネジメントシステム規格であるＫＥＳの認証取得
を推進するため，ＫＥＳの取組を紹介する説明会の開催，各種業
界・組合への普及啓発を行った。
京都市内のKES認証登録証保有件数：919件（平成21年度末）
（内訳）KESステップ1：497件
　　　 　KESステップ2：192件
　       KES学校版   ：260件
（2010年度目標850件）

b

事業者が取り組むことによ
り，事業活動における環境
負荷低減に加えて，従業員
の環境教育に役立ち，家庭
における削減にもつながっ
たと考えられる。

今般の経済の悪化等から，企
業におけるＫＥＳ認証件数が伸
び悩む状況が見られるため，
普及啓発の強化を図る必要が
ある。

2-4-(2)-c

産業・
業務・
運輸

＜実施＞
公共交通機関の利用促進とタイアップした合同会社きょうと情報
カードシステム（KICS-LLC）の取組を支援。平成２１年度も公共交
通利用促進事業「レール＆ショッピング」を実施した。（4月～９月，
10月～12月20日，12月20日～現在も実施中）

運輸

2-4-(2)-b

2-4-(2)-b 実施

＜実施＞
市内の事業者に対して省エネ総合サポート事業等を通じてエネル
ギー使用の改善策を提案し，省エネ設備を導入する事業者に対し
て事業経費の一部を補助することでエネルギー使用の合理化に伴
う温室効果ガス排出量の削減を図った。
省エネ診断：22件実施（省エネ診断を実施した22件のうち17事業者
に対してKESの取り組み意義について説明し，取得を促した。）（予
定受診件数：30件）
省エネ設備導入補助：3件実施（3件の省エネ設備導入補助のう
ち，1社については新たにKESを取得した。）

京都　11/41　（個別進捗）
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温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

（2-4-(2)-bの内数）

※平成21年度の排出量
は，平成22年6月に算定
する予定。
（参考）
・平成20年度削減実績：
17,475t-CO2（平成19年比
約4％減）

（22年度から発現）

※22年度から省エネル
ギー改修緊急対策事業に
よる効果が発現すると考
えられる。

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

＜実施＞
所属ごとの電気や都市ガス等のエネルギー使用量を把握し，本市
の平成20年度の温室効果ガス排出量を算定した。その実績と平成
22年度の削減目標との比較を行い，次年度の計画目標を達成す
るための課題を検討した。

b

生ごみの
分別収集
による新
たなエネ
ルギー生
成モデル
の構築

2-5-(1)-b

産業・
業務・
家庭・
運輸

実験の成果を，今後，全市的なバイオマス活用推進の検討に
生かす。

実施

＜実施＞
家庭から出る生ごみを分別し，バイオガス化して活用していく実験
を実施するとともに，地域で発生した生ごみを堆肥化し，地域で有
効利用する地産地消の取組を実施することで，効率的な収集や啓
発の方法等を検証した。

b 協力世帯：2400世帯

予定していた２カ年の実験を終
了。今後，実験の成果を全市
的なバイオマス活用推進の検
討に活かす必要がある。

再生可能
エネル
ギー資源
の徹底的
活用

産学公連
携による
生ごみ，
間伐材等
のエネル
ギーへの
活用の研
究開発と
普及

2-5-(1)-a

産業・
業務・
家庭・
運輸

実施

＜実施＞
○ガス化メタノール合成技術開発
炭素転換率９５％，冷ガス効率６５％，メタノール製造量３０Ｌ/日
（実用機の１/２０規模での実証）の達成
○高効率メタン発酵技術開発
実用機の１/１０規模での実証，バイオガス発生量２０％増，残渣発
生量５０％減，排水処理量７０％減，生分解性プラの発酵特性把
握，バイオガスの燃料電池利用技術開発
○ＢＤＦ原料拡大
未利用低品質油脂類の回収・再利用システムの設計及び評価，低
品質油脂類の前処理技術の確立

b

（省エネルギー改修緊急対
策事業）
基本的に工事場所毎の発
注となるため，契約の相手
先は京都市に本店を有する
業者への受注につながっ
た。

（省エネルギー改修緊急対策
事業）
老朽化した空調設備を抱える
施設が多数あり，施設所管部
署と協働で改修を進めていく必
要がある。
（ESCO事業）
本市においては，民間資金活
用型ESCOが成立し得るエネル
ギー使用量の大きな施設が少
ない。そのため，自己資金型
ESCOの活用も視野に入れ，公
共施設の省エネルギー化を進
める。

実験の成果を，今後のバイオガス化施設建設の計画に生か
す。

（アセットマネジメント推進事業）
劣化度調査等の結果を踏まえ，施設ごとの中長期的な修繕整
備計画を策定する。また，その計画の実施にあたっては，
ESCO等の省エネルギー手法を導入し，公共施設の省エネル
ギー化を推進する。
（省エネルギー改修緊急対策事業）
次の施設において空調設備の更新による省エネルギー改修を
予定している。
・伏見区役所醍醐支所
・東山区総合庁舎南館

実証プラントへのエコバスツ
アー見学：68名（3件）

予定していた３カ年の実験を終
了。今後，実験の成果をバイオ
ガス化施設建設の計画に活か
す必要がある。

＜実施＞
（アセットマネジメント推進事業）
劣化度調査（95棟），耐震診断（20棟）を実施した。
（省エネルギー改修緊急対策事業）
また、次の施設において空調設備の更新による省エネルギー改修
を実施した。
・北合同福祉センター
・西京区役所洛西支所・洛西図書館
・上京保健所
（ESCO）
ESCO事業については、導入可能性調査を行った。

b
公共施設
での省エ
ネ化の推
進

2-4-(4)-b 業務

実施

実施

率先実行
計画の推
進

2-4-(4)-a 業務

実施
直売所の増設及び安定運営
旬野菜の生産拡大支援

＜実施＞
京の旬野菜認定農家の拡大と消費拡大に取り組んだ。
地下鉄駅構内等に直売所を開設した。

b 市営地下鉄駅構内等に野
菜直売所を設置した。

PRに力を入れるなどより多くの
市民が，旬野菜を利用できる
体制の確立。

現在，環境審議会に諮問している「新地球温暖化対策計画の
策定」における市役所事務事業編として，京都市役所ＣＯ２削
減アクションプランを見直して，新たに策定する。

・現在は，環境政策局地球温
暖化対策室が中心となって，京
都市役所ＣＯ２削減アクション
プランを推進しているが，全庁
を挙げて各局，各課等が主体
的に削減対策に取組める体制
にする必要がある。
・省エネルギー法の改正によっ
て，新たに作成が求められるエ
ネルギー使用状況届出書や中
長期計画書，定期報告書等を
とりまとめる体制の整備が必要
である。

旬の京都
産農作物
の利用促
進に向け
た支援

2-4-(3)-b
産業・
運輸

京都　12/41　（個別進捗）
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13 ページ
温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

4,000t-CO2

（算定根拠）
１５０万ℓ×2.64ｋｇ

（未算出）

※平成21年度の排出量
は，平成22年6月に算定
する予定。

約64,700t-CO2

（算定根拠）
(約171,200,000kW×
0.378kg-CO2/kW)/1,000
＝約64,700t-CO2

556 t-CO2

（算定根拠）
1,472 kW ×　0.378ｋｇ-
CO2/kWh ×
1,000kWh/kW・年 ÷
1000kg/ｔ

18t-CO2

（算定根拠）
47.8(kW)×1,000(kWh/kW･
年)×0.378(kg-
CO2/kwh)=18(t-CO2/年)

平成22年度から受付窓口を一本化し京都府と京都市の申請窓
口を一本化を行い市民サービスの向上させ，また助成対象を
拡大（集会所の追加）させ更なる普及促進を図る。
　

4月1日～　申請受付開始
4月末～5月上旬
　　　　　　　府・市による合同説明会を開催予定

公共建築において環境配慮
技術を積極的に導入し，環
境配慮が建物の基本的仕
様であることを示すことによ
り，民間建物の建築主への
啓発効果があったと考えら
れる。

c

a

(太陽光発電設備導入予定)
・焼却灰溶融施設（40kW）
・小中学校20校（計200kW）
・開睛小学校・開睛中学校(3kW)
・桂坂小学校（3kW）
・鷹峯小学校（4kW）
・塩小路消防出張所（仮称）（3.7kW）
・電気自動車充電施設3箇所（計3.9kW）

―

平成21年度は，昨年度の約4
倍の申請があったが，国の固
定価格買取制度の影響による
効果もあったと思われるため，
更なる件数の増加及び助成対
象の拡大が課題である。

＜実施＞
平成15年度から実施している住宅用太陽光発電の設置助成制度
につき、平成21年度には，助成金額の上乗せを行った。さらに平成
21年1月の国補助金の復活，11月からの固定価格買取制度の効
果もあり、市の助成件数は大きく増加した。（平成20年度に比べ申
請件数は４倍）

助成金額　　平成20年度　戸建，賃貸共同住宅　4.5万円/ｋW，分
譲共同住宅　5.6万円/ｋW
　　　　　　　　　  平成21年度　景観規制区域　8万円/ｋW，景観規
制区域外　5万円/ｋW
助成件数　　　　　平成20年度　　103件
　　　　　　　　　　　平成21年度　　431件

※22年度までの目標（1,500t-CO2分設置）を前倒しで達成。

エネ転 実施

実施エネ転

実施

勾配屋根を設けた場合等，建
物の屋上形態により，太陽光
発電・太陽熱利用設備の設置
が困難な場合があるが，屋根
材一体型太陽光発電パネルの
採用等により，引き続き積極的
な導入を図る。

＜実施＞
次の施設（7施設）に太陽光発電設備を設置した。
伏見区総合庁舎(40kW)，市立体育館（1.3kW），青少年科学セン
ター（1.3kW），宝ヶ池公園（1.3kW），小畑川中央公園（1.3kW）寺町
駐車場（1.3kW），東余熱利用センター（1.3kW）
（目標：計80kW）
また、太陽熱の設置実績はなかった。

＜実施＞
　４つのクリーンセンターで，ごみのエネルギーを 大限活用してご
み発電を行っているが，ごみの減量と共に発電量は減少している。
　しかしながら，ごみの減量目標は達成されており，環境負荷を低
減するごみの適正処理が実施された。

＜実施＞
平成15年12月に策定した「京のごみ戦略21」からおよそ5年が経
ち，ごみの総排出量が目標を大きく上回って減少するなど，ごみ減
量が着実に進んでいる現状から，2020年度の市廃棄物受入量を
2000年度のピーク時と比べて半分以下の39万トンとし，ごみが大
幅に増える前の1960年代と同様の水準まで減らすことを目標に掲
げる，今後１０から１５年先の本市の廃棄物行政の指針となる基本
計画「みんなで目指そう！ごみ半減！循環のまち・京都プラン
（2009-2020）」を策定した。

ごみ減
量・ごみ
発電の推
進

2-5-(1)-d 廃棄物

エネ転

新たに設置された使用済み
てんぷら油回収拠点数：95

新規の回収拠点数が頭打ちと
なりつつあり，新たなターゲット
を選定し，アプローチを図って
いく。

実施

＜実施＞
平成9年8月から京都市内の家庭から排出される廃食用油（使用済
てんぷら油）を地域ごみ減量推進会議等の各種団体や市民の皆
様の協力のもと，市内約1,450の拠点で回収を進めている。
廃食用油から精製したバイオディーゼル燃料は，市バス95台，ご
み収集車約170台で軽油を代替する燃料として利用している。

b

実施

・新規回収拠点の獲得を目指し，商業施設や教育機関との協
議を始める。b

平成22年3月策定の「京都市循環型社会推進基本計画(2009-
2020)」に基づき，引き続き実施していく。

事業系ごみの分別促進，市民
のごみ減量意識の高まりによ
り，今後も引き続きごみ量は
減っていくことから，可能な限り
発電効率のいいクリーンセン
ターへ優先的に搬入していく。

電力会社への売電量
約53,400,000kW

「みんなで目指そう！ごみ半減！循環のまち・京都プラン（2009
－2020）」に掲げる取組の推進

b

－ －

使用済み
てんぷら
油のバイ
オディー
ゼル燃料
化の推進

2-5-(1)-c エネ転

太陽光発
電，太陽
熱利用の
導入促進
（公共施
設）

2-5-(2)-a

ごみ減
量・ごみ
発電の推
進

2-5-(1)-d

太陽光発
電，太陽
熱利用の
導入促進
（民間施
設）

2-5-(2)-a

京都　13/41　（個別進捗）
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温室効果ガス削減

（t-CO2）
地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

（定量化は困難）

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

－

※環境モデル都市行動計
画において削減見込量を
計上していない。

7.3 t-CO2

（算定根拠）
11社合計のグリーン電力
証書購入量21.6kWh×
0.338（関西電力電気排出
係数）=7.3t-CO2

―
・環境共生型都市づくりのための単年度事業に充当する。
・ファンドを活用した中期的な具体的な事業について，引き続き
市民意見を募集し，検討する。

・ファンドの活用にあたっては,
十分に市民の理解を得ること
が必要である。

―

森林整備や都市緑化等の政策
推進の観点から，本市が取り
組むべき施策と経費を精査す
る。

＜検討＞
・庁内プロジェクトチーム会議による検討及び府市関係課で情報交
換
・上記庁内プロジェクトチーム会議において取りまとめた「森林等保
全施策の在り方に関する検討（案）」を「木の文化を大切にするま
ち・京都」市民会議に提供し（２１年１０月），「木の文化を大切にす
るまち・京都」の推進に係る財政措置を検討。

b

＜実施＞
・ごみ有料化財源を積み立て，環境共生型都市づくりを実現するた
めに「京都市民環境ファンド」を創設した。
・ごみ減量，リサイクル，太陽光発電システムの助成等の単年度の
事業に充てるとともに，中長期的な事業のために一部を積み立て
た。
・ファンドの積立金の使途について市民意見募集を行った。
・寄付金：10件　合計約1.1億円

b

＜実施＞
特定非営利活動法人KES環境機構が実施した「カーボンオフセット
モデル事業」として，民間11社・団体が自主的に京グリーン電力証
書を購入し，カーボンオフセットを実施した。

※京グリーン電力証書の購入代金は，新たな太陽光発電施設の
市内設置に活用される。

b

・環境省のガイドライン（検討
中）を参考に京都における特定
者間完結型カーボンオフセット
制度に必要な認証機関，証書
発行機関，オフセットクレジット
管理機関の設置が必要であ
る。
・制度創設にあたっては，モデ
ル事業実施関係者（京のアジェ
ンダ21フォーラム，KES認証機
構等NPO，府，金融機関，企業
等）が中心となって検討を進め
る。

・京都府地球温暖化防止活動推進センターとも協議しながら，
KES認証取得企業を中心とした京都のカーボンオフセット制度
の創設に向けた検討を行う。

「木の文化を大切にするまち・京都」市民会議の提言や京都府
も「森林・環境保全のための税」を検討していることを踏まえ，
京都府等とも必要に応じて協議するなど，創設に向けた検討を
進める。

森林整備
や都市緑
化等の促
進に向け
た森林環
境税創設
の検討

京都カー
ボンオフ
セット事
業の展開

2-6-c

京都市民
環境ファ
ンドの創
設

2-6-a

京都市民
環境ファ
ンドの創
設

2-6-b

産業・
業務

実施

産業・
業務・
家庭・
運輸・
森林吸

収

産業・
業務・
家庭・
運輸・
森林吸

収

実施

検討

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業のH21年度の予定は、「着手」と記載。）
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業が予定通り進捗した場合、H21年度の進捗
状況は「着手」と記載。）
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない

京都　14/41　（個別進捗）
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1
「歩くまち・京都」総合交
通戦略の策定・推進

　人が主役の魅力あるまちづくりを推進するため，「健
康」，「環境」，「公共交通」，「子育て・教育」，「コミュニ
ティ」，「景観」，「観光」，「経済」などの幅広い観点から，
公共交通優先の「歩いて楽しいまち」を目指し，交通政
策マスタープラン「歩くまち・京都」総合交通戦略を策定・
推進するもの。

- - 15 街路交通調査費補助 国土交通省 5

2
「歩くまち・京都」憲章の
普及・啓発

　平成21年1月に制定した，「歩くまち・京都」憲章の普
及，啓発を行う。具体的には，啓発グッズの企画及び作
成，ポスターのデザイン及び作成等を行う。

- - 5
地域活性化・経済危機
対策臨時交付金

厚生労働省 5

3
京都駅南口駅前広場の
整備

　国際文化観光都市・京都における 大のターミナルで
あり，港，空港を持たない本市において，日本全国，さら
には，世界に向けて開かれた貴重な玄関口である京都
駅の南口駅前広について，交通結節機能の向上や安全
で快適な歩行者空間の創出を図るため，京都駅南口駅
前広場整備計画を策定する。

- - 20 街路交通調査費補助 国土交通省 7

4
「歩いて楽しい東大路」歩
行空間創出事業

　四季を通じて多くの観光客が訪れる東山地区を南北に
縦貫する道路として，また，東山区民の生活道路として，
多くの人や車が行きかう東大路通において，無電柱化
やバリアフリー化と併せて道路空間の再構成を行うこと
により，安心・安全で快適な歩行空間を創出し，観光客
も含めた「人」が主役の「歩いて楽しい」東大路通の実現
を目指す。

- - 24
①街路交通調査費補
助
②緊急雇用創出事業

①国土交通省
②厚生労働省

①7
②4

5
観光地駐車場等におけ
るモビリティ・マネジメント
ツール配布事業

　自家用車利用の観光客を対象として，市営駐車場等
においてモビリティ・マネジメントツール（公共交通マッ
プ，動機付け冊子及びコミュニケーションアンケート）を
配布し，京都での観光について，車を利用した観光か
ら，公共交通を利用した観光への転換を図る。

H21 4 4 緊急雇用創出事業 厚生労働省 4

京都市

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

2-1-
(1)-a

モビリティ・マネ
ジメント施策を
はじめとする総
合交通戦略の
推進

京都　15/41　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

6

関西地域の協働によるＣ
Ｏ２削減及び資源循環圏
の構築に関する調査
（観光地におけるモビリ
ティ・マネジメントに関す
る検討）

　観光客の出発地におけるコミュニケーションとして，地
域情報紙，ラジオ番組及び旅行雑誌を活用して，マイ
カー以外での来訪を呼び掛けるとともに，観光客の到着
地におけるコミュニケーションとして，宿泊施設及び駐車
場において，公共交通観光マップや動機付け情報の提
供により，マイカー以外での周遊や次回のマイカー以外
での来訪を促すモビリティ・マネジメント施策の実施。

H21 11 11
広域ブロック自立施策
等推進調査費

国土交通省

国直轄事
業
（直接執行
のため，本
市への歳
入なし）

7

京都府京都市域におけ
るＥＳＴ普及推進事業推
進におけるＥＳＴ普及啓
発委託業務

　鉄道の駅やバス路線・バス停の位置，時刻表などの公
共交通に関する情報を地図上に記載した京都市全域の
ベースマップ等を作成し，対象者への提供ツール等とし
て活用する。

H21 4 4 ＥＳＴ普及推進事業 環境省

国直轄事
業
（直接執行
のため，本
市への歳
入なし）

8

京都大学を中心としたモ
ビリティ・マネジメント及び
電動自転車利用レンタサ
イクルシステム実証運用
プログラム

①　京都大学教職員，学生及び地域住民を対象に，大
学向け及び住民向けもモビリティ・マネジメントを実施し，
クルマ利用から公共交通等利用への転換を図る。
②　電動アシスト付き自転車を利用したレンタサイクルシ
ステムの構築に係る実証運用と，レンタサイクルによる
駅までのアクセス性向上のアピールを実施し，環境に優
しい交通手段への転換を図る。

H21 5 5
公共交通活性化総合
プログラム

国土交通省

国直轄事
業
（直接執行
のため，本
市への歳
入なし）

2-1-
(1)-b

歩いて楽しいま
ちなか戦略

1
歩いて楽しいまちなか戦
略の推進

　京都の活力と魅力が凝縮した歴て的都心地区（四条
通，河原町通，御池通，烏丸通に囲まれた地区）におい
て，公共交通優先の「歩いて楽しいまち」の実現に向け，
「歩いて楽しいまちなか戦略」を推進している。
平成21年度には，四条通のトランジットモール化に向け
た関係者協議を行うとともに，細街路において，モデル
地区を選定し，WSでの議論を重ねながら，自動車速度
を低減させるための道路改良や自動車流入抑制のルー
ル化等，具体的な方策を検討。

- - 6 - - -

2-1-
(1)-c

パーク＆ライド
の拡大等

1 観光地等交通対策

　市内有数の観光地である嵐山地区及び東山地区にお
いて，秋の観光シーズンに，公共交通の利用促進に係
る情報提供，同地区内の自動車交通の流れを円滑にす
るための臨時交通規制やパークアンドライドを実施する
もの。

- - 25 緊急雇用創出事業 厚生労働省 4
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

1
洛西地域におけるバス停
留所の環境改善

　「歩くまち・京都」総合交通戦略策定審議会の公共交
通ネットワーク検討部会における先行プロジェクトの具
体的取組の一つとして，洛西地域におけるバス停留所
の環境改善等公共交通の利便性を向上させるため，洛
西らしいデザインのバス停留所及び時刻表や路線図の
統一化を行う。

- - 3
地域活性化・経済危機
対策臨時交付金

厚生労働省 3

2
交通施設バリアフリー化
の推進

　平成14年に策定した「京都市交通交通バリアフリー全
体構想」において選定した14の重点整備地区を対象に，
高齢者や身体障害者をはじめ，誰もが鉄道等を安全か
つ円滑に利用できるよう，運輸省（現国土交通省）が創
設した交通施設バリアフリー化設備整備費補助金制度
及び鉄道駅移動円滑化施設整備事業費補助制度に基
づき，鉄道事業者等が行う駅舎のバリアフリー化設備の
整備に対し，国及び京都府と協調して補助金を交付する
もの。

- -
328

（繰越分51）
- - -

3
バス専用レーン拡充と実
効性確保方策の検討

・毎月第３金曜日に，関係機関と連携した「走行環境改
善・バス専用レーン啓発キャンペーン」を実施。
・各所轄警察署，免許試験場，自動車学校を通じて，啓
発チラシをドライバーに配布。
・違法駐停車車両による走行困難箇所の取締強化を京
都府警察本部及び各所轄警察署に要望。

－ － 0.3 - - -

4
公共車両優先システムの
導入推進

・平成２２年３月２９日，北大路バスターミナル～京都市
役所前４．６キロでPTPS適用拡大の運用開始。
・これに合わせて，PTPS車載機８８台を市バスに新規導
入し，既設のPTPS車載機３２台を当該区間を走行する
市バスに移設した。

－ － 6
自動車運送事業の安
全・円滑化等総合対策
事業

国土交通省 2

5 ICカード普及促進ＰＲ

ICカード会員の増加を促進するためのキャンペーンに係
る経費及びＰＲツールを作成する。
＊ICカード「京都ぷらすOSAKA PiTaPa」を活用した商業
者との連携事業「レール＆ショッピングin京都」の必要経
費を含む。

－ － 1.3 - - -

6 公共交通利用促進
地下鉄・市バスの増客を図るため，交通アクセスや観光
情報等をまとめたリーフレットの作成，公共交通各社と
連携した増客キャンペーンを実施する。

－ － 2.5 - - -

2-1-
(1)-d

公共交通機関
の利便性向上
と新たなネット
ワーク化

京都　17/41　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

7 市バスecoサマーの実施
未来のお客様獲得を図るため，夏休み期間中に市バス
を親子でご利用いただく場合，小児運賃を無料とするも
の

－ － 0.1 - - -

8 市バス環境定期券制度
市バスの通勤定期券利用者と同伴している同居の家族
が市バスに乗車する場合，土曜・日曜・祝日等に限り，
一人につき現金100円（小児50円）で利用できる制度

－ － － - - -

9

公共交通機関の利用促
進とタイアップした合同会
社きょうと情報カードシス
テム（KICS-LLC）の取組
への支援

公共交通機関の利用促進とタイアップした合同会社きょ
うと情報カードシステム（KICS-LLC）の取組を支援する。

－ －
0

※本市負担
分なし

－ － －

1
「歩くまち・京都」総合交
通戦略の策定（再掲）

　公共交通のありかたを再構築すべきと考えられるエリ
アにおいて，ユニバーサルデザイン性，高い速達性と定
時性，重要に見合った輸送力を併せ持ったLRTやBRT
の導入など，それぞれの地域特性を踏まえた新しい公
共交通の実現に向け，市民のコンセンサス，国の支援，
民間との連携等を図りながら検討を行う。
※　本取組については，平成21年度は，2-1-(1)-aの「モ
ビリティ・マネジメント施策をはじめとする総合交通戦略
の推進」に該当する「歩くまち・京都」総合交通戦略の中
で，議論を実施してきた。

- -

15
※2-1-(1)-a
の「モビリ

ティ・マネジメ
ント施策をは
じめとする総
合交通戦略
の推進」に含

まれる

街路交通調査費補助 国土交通省 5

2
らくなん進都と京都駅とを
直結する高規格で利便
性の高いバスの導入

らくなん進都内と京都駅とを直結する高規格で利便性の
高いバスの導入に向けた調査検討を行う。

- - 5 - - -

1 観光案内標識充実事業

国内外からの観光客の受入体制充実を図るとともに，歩
いて楽しい観光の振興を図るために設置している観光
案内標識（観光案内図板，案内標識，名所説明立礼）に
ついての整備を行う。

－ － 3 － － －

2-1-
(1)-e

環境にやさしく
利便性の高い
交通システム
の検討
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

2
観光案内標識国際化整
備事業

観光案内標識（観光案内図板，案内標識，名所説明立
礼）の４箇国語（日，英，中，ハングル）表記化を行う（雇
用対策事業）。

Ｈ16～Ｈ21 108.2 19 － － －

3
ぐるり界わい・観光案内
標識のネットワーク化

公共交通機関の駅やバス停を拠点とし，観光地への方
向や距離を示した観光案内標識の新設や，既存の観光
案内標識との連携により，ネットワーク化を進め，歩いて
楽しむ観光客の視点に立った分かりやすい案内を行う。

H20～H22 26.3 9 － － －

4
公共交通機関の利用促
進

京都市をはじめ，鉄道，バス，タクシーの交通事業者等
により「公共交通機関でおこしやす・京都市協議会」を組
織し，春秋の観光シーズン前に，近畿地方及び中部地
方等の主要駅において，公共交通機関を利用した観光
客誘致のためのキャンペーン活動を展開する。また，関
係機関，地元と連携しバス＆ライドや，大型車両の通行
規制などの交通対策を実施する。

－ － 2.5 － － －

5
東山区来訪者向けホー
ムページ

歩いて楽しい東山の魅力的な情報や公共交通機
関の情報を発信し，来訪者の公共交通利用を促進
し，環境にやさしい「脱・クルマ観光」を推進するこ
とを目的に，平成20年6月5日に情報発信を開始。

― － 1 - - -

1
京都市自転車総合計画
の改訂

平成22年3月をもって推進期間を終える「京都市自転車
総合計画」の改訂のため，改訂案の作成や自転車等駐
車対策協議会による審議等を行うもの。

H20～H21 13 10 - - -

2 自転車等駐車場の整備

・京阪丹波橋駅自転車駐車場の有料化再整備（4月供
用開始）
・西賀茂自転車駐車場の有料化再整備（11月供用開
始）
・御池通まちかど駐輪場（11～2月順次供用開始）
・御射山自転車等駐車場（3月供用開始）
・松尾駅自転車等駐車場（平成22年供用開始予定）

- - 608 まちづくり交付金 国土交通省 144

2-1-(1)
-f

観光施策と一
体となった公共
交通の利用促
進

2-1-(2)
-a

自転車利用環
境の整備

京都　19/41　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

3
京都市民間自転車等駐
車場整備助成金制度の
運用

民間事業者の実施する自転車等駐車場整備に補助を
行うもの。
平成21年度実績：10箇所　657台（自動二輪含む）

- - 28 - - -

4 放置自転車対策 放置自転車防止啓発及び放置自転車撤去の実施 - - 172 - - -

1 低公害車普及モデル事業

中小運送事業者の低公害車導入を促進するため，（社）
京都府トラック協会を通じ，中小運送事業者の天然ガス
トラック，ハイブリッドトラック等の低公害車導入費用の
一部を補助している。

－ － － － － －

2 次世代自動車普及促進事業

EV,pHVの普及拡大を目指し，市内各地に充電設
備を整備し，公用電気自動車のカーシェアリングを
行うとともに，事業者に導入補助や自動車税の軽
減を行うもの

－ － 109
環境保全型地域づくり
推進支援事業

環境省 72

2-1-
(3)-b

エコドライブの
推進

1 エコドライブ推進事業
地球にやさしい運転方法であるエコドライブを広く
普及啓発する事業

H20～H22 39 11 － － －

1 京の山杣人工房事業

民間の店舗施設等を「みやこ杣木」を含む地域産材で改
装し，市内の森林と都市部をつなぐ「森の窓口」（モデル
工房）として，広く市民へ市内の森林・林業についての普
及啓発を行っていく。

H17～H26 59.9 3.85 － － －

2
京都市内産木材供給事
業

市内住宅のリフォームに 大25万円相当のみやこ杣木
製品
の提供を行う。

H18～H21 39.5 4.5 地域住宅交付金 国土交通省 2.025

2‐2‐（2）
‐ｃ

市内産木材を
活用した率先
的推進

1
間伐材のガードレール等
への活用

道路附属物の整備として，歩行者の乱横断防止や転落
防止を目的として横断（転落）防止柵の設置する際，景
観のみならず地球環境にも配慮した道路附属物の整備
を行うもの。

H21～H23 20 7 - - -

2-1-
(3)-a

エコカーへの
転換に対する
支援と電気自
動車の普及拡
大

2-2-
(2)-a

市内産木材の
利用を促進す
る「京の山杣人
工房」「みやこ
杣
木」事業の推
進
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

1 森林総合整備事業

森林整備計画に基づき，植栽から保育に至る一貫した
造林事業を計画的に実施し，森林の面的整備を行うとと
もに，森林の公益的機能の増進に努めて地域林業の振
興を図る。

－ － 97.31 － － －

2
森林整備支援活動交付
金

森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業が
行われるよう，その実施に必要な歩道整備などの地域
における活動を支援する。

H19～H23 262.5 51.1
森林整備地域活動支
援交付金事業補助金

林野庁 37.7

3
森林バイオマス活用推進
事業

森林吸収源対策と森林バイオマス活用によるエネル
ギー転換対策に取り組み，木材利用につながる間伐の
実施に加え，林地内に存置された未利用資源のエネル
ギー活用等を促進し，健全な森林の育成を図る。

H20～H24 98 14
美しい森林づくり基盤

整備交付金
林野庁 7

4 森の力活性・利用対策
間伐等による健全な森林の育成を図り，CO２吸収源と
なる森林の確保を行う。

H21～H24 239 73.7 － － －

5
「合併記念の森」創設事
業

京北地域にある市有林を「合併記念の森」森林や，木と
都市住民を結びつけるフィールドとして活用し，市民参
加で人と自然とが共生できる森づくりを行う。

H17～H26 224.7 75 － － －

6 伝統文化の森推進事業
市民や法人の参画による森林の保全・整備の推進を図
る。

－ － 1 － － －

7
木質バイオマス資源活用
事業

地球温暖化対策として燃料用木質ペレットを製造し，化
石燃料からバイオマス燃料への転換を図り，低炭素型
まちづくりを推進する。

H21 250 250
環境保全型地域づくり

推進支援事業
環境省 250

8
木質ペレットストーブ等普
及促進事業

地球温暖化対策として燃料用木質ペレットを製造し，化
石燃料からバイオマス燃料への転換を図り，低炭素型
まちづくりを推進する

H21～H23 105 10
地域グリーンニュー

ディール基金
環境省 10

2-2-
(2)-d

市内の森林整
備の促進

京都　21/41　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

2-2-(3)

研究開発型企
業の集積を目
指す南部開発
地域での低炭
素型モデル地
区の形成

1
らくなん進都緑化助成モ
デル事業

らくなん進都内の企業敷地における緑化を推進するた
め，　１００㎡以上の緑化（屋上・壁面・駐車場緑化）を行
う企業に対する助成を行う。

H21・22 8 4 - - -

2-2-(4)
-a

「平成の坪庭づ
くり」の推進

1
京のまちなか緑化助成事
業

都市の緑化を進め，地球温暖化やヒートアイランド現象
の緩和，加えて，良好な景観を形成することなどを目的
として，個人や事業者が建築物の屋上・壁面や駐車場
等の道路に面する敷地において，新たに樹木の植栽な
どの緑化を行う際に，設置費用などの助成を行うもの。

－ － 6 - - -

2-2-(4)
-b

「道路の森づく
り」の推進

1 街路樹植栽工事

低木植栽のみとなっている道路の中央分離帯に，可能
な限り新たに高木を植栽することで都市緑化の推進を
図り，環境モデル都市・京都にふさわしい「道路の森づく
り」を目指すもの。

H20～Ｈ22 53 25 - - -

1
京都市眺望景観創生条
例の運用

京都の優れた眺望景観・借景を保全・創出するため，建
築物等の建築等を制限する必要がある区域を，眺望景
観保全地域として指定し，建築物等に係る行為の制限
を行う。

－ － 2.48 - - -

2
屋外広告物規制指導事
務及び啓発事業

京都市屋外広告物等に関する条例に基づく，屋外広告
物の規制誘導事務を行うもの。

－ － 6.69 - - -

3 優良屋外広告物誘導事業
京都らしい景観の阻害要因となっている違反屋外広告
物に対する指導を行う。

－ － 15.3 - - -

2-3-
(1)-a

京エコロジーセ
ンターにおける
地域活動リー
ダーの養成

1
京都市環境保全活動セ
ンター運営

幅広い視点に立った「環境意識」の定着を図り，家庭，
地域，職場，学校などあらゆる場所で，環境にやさしい
実践活動の輪を広げるための拠点施設である，京都市
環境保全活動センター（京エコロジーセンター）の運営管
理を行う。

－ － 165.295 － － －

2-2-(5)
「新景観政策」
による低炭素
型まちづくり
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

2-3-
(1)-b

地域住民との
パートナーシッ
プで進める「エ
コ町内会」づく
り

1
くらしの匠と進める「エコ
ライフ・コミュニティづくり」
事業

増加する家庭からの二酸化炭素の削減を図るため，エ
コライフの専門家である「くらしの匠」の支援の下，対象
の地域ぐるみで，省エネ・省資源に関する学習会や相
談，助言等を行い，地域の特徴に応じた「エコアクション
宣言（共通の取組）」を発表・実践する「エコライフ・コミュ
ニティ」の構築を目指す。

－ － 8 － － －

2-3-
(1)-c

省エネ相談所
の拡大

1
京のアジェンダ２１フォー
ラム推進事業

平成９年に策定した「京のアジェンダ２１」を推進するた
め，市民，事業者の参加と協働のもと，各種事業を展開
する。

－ － 23.574 － － －

2-3-
(1)-d

環境家計簿の
普及拡大

1 環境家計簿推進事業
　温室効果ガス排出量が増加傾向にある家庭部門にお
ける対策として，環境家計簿の大幅な普及を推進し，家
庭からの二酸化炭素排出量の削減を図る。

－ － 7 － － －

2-3-
(1)-f

市民と事業者
とのパートナー
シップで進める
「２Ｒ型エコタウ
ン構築事業」の
展開

1 ２R型エコタウン構築事業

「京都市循環型社会推進基本計画～京のごみ戦略２１
～」に掲げる上流対策（ごみの発生抑制，再使用）を推
進するため，リペア・リメイク情報発信，エコ商店街の推
進，レジ袋削減・簡易包装の推進のほか，リユース（リ
ターナブル）容器の利用促進等に取り組んでいる。

－ － 8 － － －

2-3-
(1)-g

「DO YOU
KYOTO?デー」
を契機とした環
境行動の促進

1
ＤＯ　ＹＯＵ　ＫＹＯＴＯプロ
ジェクト147万人推進事業

　 平成20年6月から環境にやさしい取組を実践するよう
市民や事業者にも働きかけ，「ライトダウン」や「京灯ディ
ナー」など京都市全域で「DO YOU KYOTO ?」プロジェク
トを展開している。

－ － 6 － － －

2-3-
(1)-h

「大学のまち・
京都」ならでは
の学生イベント
の展開

1 京都学生祭典への補助金

　「大学のまち京都・学生のまち京都」ならではの取組と
して，学生が企画から運営までを行い，京都の大学，経
済界，地域，行政がオール京都で支援する一大イベン
ト，「京都学生祭典」を平成15年度から実施している。
　平成20年度からは，京都学生祭典において，「京都」
に古くから伝わる伝統的な知恵と，「今日」の 新の技
術・知恵を学び，未来を担う学生の完成「SENSE」で環境
問題に対する新しいライフスタイルを提案する「KYO-
SENSEプロジェクト」を展開している。

－ －
7

（京都市から
の補助金額）

－ － －
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

1
「環境にやさしい学校」認
証制度

児童・生徒・教職員等の環境意識の一層の向上を図る
ため，環境にやさしい学校づくりに向けた環境改善計画
を実施し，常に点検・見直しを行う仕組みであるＫＥＳ学
校版の認証取得の推進を図る。

－ － 1 - - -

2 「緑のカーテン」の整備

校舎の壁面等に沿って網を張り，アサガオやヘチマ，
ゴーヤ等の植物のツルや葉をはわせることにより，室内
温度の上昇の抑制を図るとともに，子どもたちの理科学
習や環境教育に役立てる。

－ － 20 - - -

3
学校エコ改修と環境教育
事業

市立朱雀第四小学校において，二酸化炭素の削減と発
生の抑制に効果のある改修を行うことにより，地域の拠
点である学校から環境建築を発信したり，環境教育の取
組を充実させる。
【改修内容案】
　・「みやこ杣木」を活用した内断熱
　・屋上断熱
　・太陽光発電設備設置
　・外付け日除け設置　　　等

H21～H23 336 12
学校エコ改修と環境教
育事業

環境省 6

4
電力監視測定器（デマン
ド監視装置）活用

使用電力量と 大需要電力値（デマンド値）の測定・監
視をする電力監視測定器により，各校園の電力の使用
実態を検証し随時指導助言を行うなど，総合的な節電
の取組を進めるとともに，児童・生徒自らが考え行動し，
実践から環境の大切さについて学ぶ「環境にやさしい学
校づくり」をさらに推進する。

－ － 20 - - -

5 節水機器活用

水道使用量の節減を図る機器（節水機器）により，水道
の使用実態を検証し，随時指導助言を行うなど総合的
な節水の図る取組を進めるとともに，児童・生徒自らが
考え行動し，実践から環境の大切さについて学ぶ「環境
にやさしい学校づくり」をさらに推進する。

－ － 8 - - -

2-3-
(2)-a

学校における
環境教育の推
進

京都　24/41　（H21事業一覧）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

2-3-
(2)-c

事業者，環境
NPO等との連
携による「こど
もエコライフ
チャレンジ推進
事業」の拡充

1
こどもエコライフチャレン
ジ推進事業

　次代を担う子供達に対して自ら考え体験する環境教育
を実施し，地球温暖化問題に対する理解を深めるととも
に，子供の視点から家庭におけるライフスタイルを見直
し，ごみ減量を含めた地球温暖化防止の取組を実践す
ることにより，家庭部門における二酸化炭素排出量の削
減を図る。

－ － 12.7 － － －

2-3-
(2)-d

京エコロジーセ
ンターを活用し
た環境教育の
推進

1
京都市環境保全活動セ
ンター運営（再掲）

幅広い視点に立った「環境意識」の定着を図り，家庭，
地域，職場，学校などあらゆる場所で，環境にやさしい
実践活動の輪を広げるための拠点施設である，京都市
環境保全活動センター（京エコロジーセンター）の運営管
理を行う。

－ － 165.295 － － －

2‐4‐(1)
‐a

「京都環境ナノ
クラスター」の
構築

1
知的クラスター創成事業
（第Ⅱ期）

ナノテクノロジーを基盤核技術として位置付け，環境分
野（エネルギー，資源）に絞り込んだ研究開発を推進す
ることで，地域経済の活性化と環境問題の解決に貢献
するとともに国際的に競争力のある「京都環境ナノクラ
スター」の形成を図る。

H20～H24

約3,499
（５年間の
市・国費総

額）

702.5
地域科学技術振興事
業委託事業

文部科学省 661

2-4-
(1)-b

長持ちで環境
に優しい伝統
産業製品の普
及促進

1
京もの一家に一品推進
事業

京都の伝統産業の技術を用い，現代の消費者の感性に
合致した伝統工芸品づくりを事業者とともに進めるほ
か，販売戦略についても雑誌等を活用し，ターゲットを明
確にした見せ方，売り方を実行する。

H21～H23 15 15 － － －

2-4-
(2)-b

中小企業にも
取り組みやす
い環境マネジメ
ントシステム
「KES」の普及
拡大等中小企
業に対する支
援

1
中小事業者省エネサ
ポート

中小事業者における温室効果ガス排出量削減を支援す
るため，省エネ総合サポート事業を実施し，事業者に対
して省エネ診断と省エネ設備導入補助を行う。

－ － 21
地域グリーンニュー

ディール基金
環境省 6
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

2-4-
(2)-b

中小企業にも
取り組みやす
い環境マネジメ
ントシステム
「KES」の普及
拡大等中小企
業に対する支
援

2 ＫＥＳ認証取得の促進
ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダードの認証拡
大のため，相談業務，説明会の開催など，普及啓発活
動に取り組む。

- - 0.5 - - -

2-4-
(2)-c

イノベーション
をはじめとした
低炭素型経
済・生産活動
の発展

2-1-(1)-dと同じ － － － － － － －

2-4-
(2)-d

企業の環境貢
献活動との連
携

1
京のアジェンダ２１フォー
ラム推進事業（再掲）

平成９年に策定した「京のアジェンダ２１」を推進するた
め，市民，事業者の参加と協働のもと，各種事業を展開
する。

－ － 23.574 － － －

2-4-
(3)-b

旬の京都産農
作物の利用促
進に向けた支
援

1 京の旬野菜推奨事業
栽培や輸送に余分なエネルギーがかからない，旬の時
期の地場野菜の生産販売を進める。

－ － 5 － － －

1
省エネルギー改修及び
バリアフリー改修緊急対
策事業

市有建築物の省エネルギー化・バリアフリー化を緊急的
に推進するため，老朽化した空調設備の取替工事やス
ロープ設置工事等を行うもの。

H20～H22 464 202 - - -

2
アセットマネジメント推進
事業

市有建築物の計画的な維持保全により，建築物の長寿
命化，耐震化及びライフサイクルコストの縮減を図ること
を目的とする中長期保全計画を策定するもの。

H20～H24 236 52
住宅・建築物安全ス
トック形成事業費補助
事業

国土交通省 8

2-5-
(1)-a

産学公連携に
よる生ごみ，間
伐材等のエネ
ルギーへの活
用の研究開発
と普及

1
バイオサイクルプロジェク
ト

バイオディーゼル化燃料化事業を核として，製造に必要
なメタノールを廃木材や間伐材等の木質バイオマスから
合成する技術，家庭の生ごみや紙に加えて燃料化施設
からの廃グリセリン等からバイオガスを高効率で発生さ
せる技術，バイオガスの高度利用技術などの開発を行
う。

H19～H21 856 264
地球温暖化対策技術

開発事業
環境省 856

2-4-
(4)-b

公共施設での
省エネ化の推
進
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

2-5-
(1)-b

生ごみの分別
収集による新
たなエネル
ギー生成モデ
ルの構築

1 バイオマス利活用の推進

生ごみ等の分別収集による新たなエネルギー生成モデ
ル実験（バイオガス化及び堆肥化）を実施し，平成２１年
度策定の新京都市循環型社会推進基本計画に反映す
る。

H20～H21 174 71 － － －

2-5-
(1)-d

ごみ減量・ごみ
発電の推進（ご
み減量）

1
「新京都市循環型社会推
進基本計画（仮称）」策定

現行計画の策定から５年が経過し，さらなる上流対策の
推進や脱温暖化に向けた取組の強化を盛り込んだ，今
後１０から１５年先の本市の廃棄物行政の指針となる基
本計画について，平成２０～２１年度の２ヵ年をかけ京都
市廃棄物減量等推進審議会への審議・答申を踏まえ策
定する。

H20～H21 29.7 15 - - -

1
使用済てんぷら油回収事
業

市民の協力により家庭から排出される使用済みてんぷ
ら油の拠点回収を行い，廃食用油燃料化施設で精製し
たバイオディーゼル燃料を市バスやごみ収集車の燃料
に使用している。

－ － 33 － － －

2
廃食用油燃料化事業（燃
料化施設運営）

使用済みてんぷら油をバイオディーゼル燃料に精製す
る廃食用油燃料化施設の維持管理を行う。

－ － 175 － － －

2-5-
(2)-a

太陽光発電，
太陽熱利用の
導入促進

1 太陽光発電普及促進
住宅用太陽光発電システム設置費用に対して助成す
る。

－ － 56.66 － － －

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。（事業額については予算ベース，支援額については見込で構いません。）
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 平成21年度に取り組んだ事業の内容を，環境モデル都市行動計画の各取組項目ごとに記載してください。

2-5-
(1)-c

使用済てんぷ
ら油のバイオ
ディーゼル精
製モデルの構
築
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1
「歩くまち・京都」総合交
通戦略の推進

平成22年1月に策定した「歩くまち・京都」総合交通戦略
を，社会情勢の変化を踏まえ，必要に応じて戦略の充実
や，見直しを提言するため，市民の皆様，事業者，学識
経験者，有識者，行政が融合した体制の構築や戦略を
総合的に推進，点検するための全庁を挙げた推進体制
を構築するとともに，実施プロジェクトを具体的に推進す
る体制を構築する。

1 － － 2 － － －

2
「スローライフ京都」大作
戦（モビリティ・マネジメン
トの推進）

　「歩くまち・京都」憲章の普及・啓発を実施するととも
に，「歩くまち・京都ー公共交通マップ全市版」（仮称）を
全戸に配布するほか，地域住民や大学等と連携したモ
ビリティ・マネジメント，自動車運転免許更新手続時にお
けるモビリティ・マネジメントを推進する。

5～8 － － 34 － － －

3
京都駅南口駅前広場の
整備

　平成22年度は，市民や関係への周知を図ったうえで，
京都駅南口駅前広場整備計画を策定するとともに，整
備の具体化に向けて測量を行う。

3 － － 9 － － －

4
「歩いて楽しい東大路」歩
行空間創出事業

　平成22年度は，整備基本計画策定に向けて，引き続
き，東大路通の車道・歩道の幅員の見直しや周辺道路
への影響について，関係行政機関や地元住民と継続的
な協議を重ね，歩道拡幅に向けた合意形成を図る。

4 － －
16

（繰越14）
（繰越分）

街路交通調査補助金
（繰越分）

国土交通省
（繰越分）

5

2-1-(1)-b
歩いて楽しいま
ちなか戦略

1
歩いて楽しいまちなか戦
略の推進

　平成22年度は，四条通において，トランジットモール化
の実現を目指し，四条通とそれに交差する細街路の交
通処理や荷捌き等に関する課題解決に向けた社会実験
を行う。また，細街路を通過する自動車交通の抑制やス
ピードの低減策を検討するため，地域住民が主体となっ
たワークショップにより，具体的な解決策について検討を
進める。

1 － － 30 － － －

取組
項目

枝
番

事業名

京都市

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

2-1-(1)-a

モビリティ・マ
ネジメント施
策をはじめと
する総合交
通戦略の推
進

H
21
枝
番

取組
番号
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

2-1-(1)-c
パーク＆ライド
の拡大等

1 観光地等交通対策

　嵐山地区及び東山地区において，これまでの取組によ
り培った地元と一体となった実施体制を継承しつつ，観
光地における交通の円滑化，そして，公共交通優先の
「歩いて楽しいまち」の実現を目指す。

1 － － 22 － － －

1
「歩くまち・京都」公共交
通ネットワークの連携強
化

「歩くまち・京都」総合交通戦略の柱の一つである「既存
公共交通の取組」として，市内で運行する鉄道・バスを
再編強化し，使いやすさを世界のトップレベルにするた
め，洛西地域おけるバス利便性向上策の推進，京都市
内共通乗車券（「京都カード（仮称）」）の創設及び公共不
便地域の対応策に関する検討を行う。

－ － 6 － － －

2
交通施設バリアフリー化
の推進

　平成22年度は，「嵯峨嵐山地区」のバリアフリー化事
業が完了することから，進行管理に伴う連絡会議を開催
する。また，基本構想に基づき取り組んでいる京都市内
の旅客施設，バス車両，道路等のバリアフリー整備状況
をまとめ，ホームページ上で情報提供を行う。

2 － －
179

（繰越178.6）
－ － －

3
バス利用促進等総合対
策事業

　平成8年3月から関西圏の鉄道・バス5社局によっては
じめられた「スルッとKANSAI」を契機として，関西圏の路
線バス事業においては，「スルッとKANSAI」への参画を
前提とした磁気カードによるバスカードシステムの整備
が行われてきた。
　平成17年度以降（本市市域においては平成19年度以
降）は，「PiTaPaカード」への参画を前提としたICカードに
よるバスカードシステムの整備が行われており，国及び
京都府と協調した補助金の交付を行っている。

－ － 4 － － －

4
バス専用レーン拡充と実
効性確保方策の検討

・毎月第３金曜日に，関係機関と連携した「走行環境改
善・バス専用レーン啓発キャンペーン」を実施。
・各所轄警察署，免許試験場，自動車学校を通じて，啓
発チラシをドライバーに配布。
・違法駐停車車両による走行困難箇所の取締強化を京
都府警察本部及び各所轄警察署に要望。
・市バス20台にドライブレコーダーを導入し，走行環境改
善及びエコドライブ等に活用する。

3 － － 11 - - -

2-1-
(1)-d

公共交通機
関の利便性
向上と新たな
ネットワーク

化
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

5
公共車両優先システムの
導入推進

・平成22年3月29日の北大路バスターミナル～京都市役
所前4.6キロの運用開始により，市バス路線における
PTPS設置区間は16.1キロになった。
・今後は，京都府警察に対してPTPS設置区間の拡大要
望を継続し，まずは河原町通を京都駅前まで，河原町通
設置後は東大路通への拡大を要望していく。

4 － － 6 - - -

6 ICカード普及促進ＰＲ

ICカード会員の増加を促進するためのキャンペーンに係
る経費及びＰＲツールを作成する。
＊ICカード「京都ぷらすOSAKA PiTaPa」を活用した商業
者との連携事業「レール＆ショッピングin京都」の必要経
費を含む。

5 － － 5 - - -

7 公共交通利用促進
地下鉄・市バスの増客を図るため，交通アクセスや観光
情報等をまとめたリーフレットの作成，公共交通各社と
連携した増客キャンペーンを実施する。

6 － － 5 - - -

8 市バスecoサマーの実施
未来のお客様獲得を図るため，夏休み期間中に市バス
を親子でご利用いただく場合，小児運賃を無料とするも
の

7 － － 0.5 - - -

9 市バス環境定期券制度
市バスの通勤定期券利用者と同伴している同居の家族
が市バスに乗車する場合，土曜・日曜・祝日等に限り，
一人につき現金100円（小児50円）で利用できる制度

8 － － － - - -

10

公共交通機関の利用促
進とタイアップした合同会
社きょうと情報カードシス
テム（KICS-LLC）の取組
への支援

公共交通機関の利用促進とタイアップした合同会社きょ
うと情報カードシステム（KICS-LLC）の取組を支援する。

9 － －
0

※本市負担
分なし

－ － －

公共交通機
関の利便性
向上と新たな
ネットワーク

化
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

1
「歩くまち・京都」総合交
通戦略の推進

○　平成22年1月に策定した「歩くまち・京都」総合交通
戦略を，社会情勢の変化を踏まえ，必要に応じて戦略の
充実や，見直しを提言するため，市民の皆様，事業者，
学識経験者，有識者，行政が融合した体制の構築や戦
略を総合的に推進，点検するための全庁を挙げた推進
体制を構築するとともに，実施プロジェクトを具体的に推
進する体制を構築する。

○　今後，国の支援制度の活用や民間事業者との連
携，導入方法や採算性など課題整理を行い，次世代型
路面電車（ＬＲＶ）の導入などを検討する組織を立ち上げ
る。

1 － －

「『歩くまち・
京都』総合交
通戦略の推
進」に含む

－ － －

2
らくなん進都と京都駅とを
直結する高規格で利便
性の高いバスの導入

らくなん進都内と京都駅とを直結する高規格で利便性の
高いバスの導入に向けた調査検討を行う。

2 - - 1

1
東山区来訪者向けホー
ムページ

歩いて楽しい東山の魅力的な情報や公共交通機関の情
報を発信し，来訪者の公共交通利用を促進し，環境に
やさしい「脱・クルマ観光」を推進することを目的に，平成
20年6月5日に情報発信を開始。

1 - - 1 - - -

1 観光案内標識充実事業

国内外からの観光客の受入体制充実を図るとともに，歩
いて楽しい観光の振興を図るために設置している観光
案内標識（観光案内図板，案内標識，名所説明立礼）に
ついての整備を行う。

1 － － 3 － － －

2
ぐるり界わい・観光案内
標識のネットワーク化

公共交通機関の駅やバス停を拠点とし，観光地への方
向や距離を示した観光案内標識の新設や，既存の観光
案内標識との連携により，ネットワーク化を進め，歩いて
楽しむ観光客の視点に立った分かりやすい案内を行う。

3 H20～H22 26.3 8.3 － － －

3
公共交通機関の利用促
進

京都市をはじめ，鉄道，バス，タクシーの交通事業者等
により「公共交通機関でおこしやす・京都市協議会」を組
織し，春秋の観光シーズンに，近畿地方及び中部地方
等の主要駅において，公共交通機関を利用した観光客
誘致のためのキャンペーン活動を展開する。また，関係
機関，地元と連携しバス＆ライドや，大型車両の通行規
制などの交通対策を実施する。

4 － － 2.5 － － －

2-1-(1)-e

環境にやさしく
利便性の高い
交通システム
の検討

2-1-
(1)-f

観光施策と一
体となった公
共交通の利
用促進
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

4
「歩いて楽しいまち・京
都」観光案内標識アップ
グレードプロジェクト

観光客の視点に立ったより分かりやすい観光案内標識
のあり方について，関係局からなるプロジェクトチームで
検討し，観光案内標識のガイドラインの策定を行うととも
に，モデル地域においてガイドラインに基づいた整備を
行い，その有効性の検証を行う。

H22 5 5 － － －

1 自転車等駐車場の整備

松尾駅，京阪藤森駅（有料化再整備），東福寺駅（有料
化再整備），川端七条（有料化再整備及び河川敷での
整備），新京極公園，JR二条駅，御池まちかど駐輪場
（２期），JR稲荷駅にて整備予定。

2 - - 54 まちづくり交付金 国土交通省 -

2
京都市民間自転車等駐
車場整備助成金制度の
運用

民間事業者が実施する自転車等駐車場整備に補助を
行うもの。年３回申請受付予定。

3 - - 28 - - -

3 放置自転車対策 放置自転車防止啓発及び放置自転車撤去の実施 4 - - 183 - - -

1 低公害車普及モデル事業

中小運送事業者の低公害車導入を促進するため，（社）
京都府トラック協会を通じ，中小運送事業者の天然ガス
トラック，ハイブリッドトラック等の低公害車導入費用の
一部を補助している。

1 － － 1 - - －

2 次世代自動車普及促進事業

EV,pHVの普及拡大を目指し，市内各地に充電設
備を整備し，公用電気自動車のカーシェアリングを
行うとともに，事業者に導入補助や自動車税の軽
減を行うもの

2 － － 48

地域環境保全対策費
等補助事業 （地域グ
リーンニューディール
基金）

環境省 16

2-1-
(3)-b

エコドライブの
推進

1 エコドライブ推進事業
地球にやさしい運転方法であるエコドライブを広く普及啓
発する事業

1 H20～H22 39 9 - - －

2-1-
(3)-a

2-1-（2）
-a

自転車利用
環境の整備

エコカーへの
転換に対する
支援と電気自
動車の普及拡
大
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

2-2-（1）
-a

良好な景観と
低炭素を目
指した基準
（CASBEE京
都）の策定と
認証制度の
創設

1
「京都環境配慮建築物認
証制度（CASBEE京都）」
の策定及び普及・啓発

・京都環境配慮建築物認証制度（CASBEE京都）の策定
・使用するソフトウェア及びマニュアルの調整・確定
・リーフレットの作成等

1 H22～ - 4.5

2-2-
(1)-b

低炭素への
転換を支援す
るアドバイ
ザー制度の
創設

1
「省エネ住まいアドバイ
ザー」制度の創設

すまいよろず相談における「環境」分野の相談員を確保
し，実験的に相談業務を行い，その効果を検証する。

Ｈ22～ - 0.02 地域住宅交付金 国土交通省 0.009

2-2-
(1)-c

「低炭素景観
ハイブリッド
型住宅（平成
の京町家）」
の開発とモデ
ル実施

1
平成の京町家普及促進
事業

「平成の京町家」の普及の促進に向けて，「平成の京町
家」コンソーシアム設立補助，伝統構法による「平成の
京町家」に対する建設補助，普及啓発等（パンフレットの
作成等），モデル住宅展示場の用地整備などを実施する
もの。

H22～ 32 32
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 11

1 京の山杣人工房事業

民間の店舗施設等を「みやこ杣木」を含む地域産材で改
装し，市内の森林と都市部をつなぐ「森の窓口」（モデル
工房）として，広く市民へ市内の森林・林業についての普
及啓発を行っていく。

1 H17～H26 59.9 3.85 － － －

2
京都市内産木材供給事
業

市内住宅のリフォームに 大25万円相当のみやこ杣木
製品を提供する。

1 H18～H21 39.5 4.5 地域住宅交付金 国土交通省 2.025

2‐2‐（2）
‐c

市内産木材
を活用した率
先的推進

1
間伐材のガードレール等
への活用

道路附属物の整備として，歩行者の乱横断防止や転落
防止を目的として横断（転落）防止柵の設置する際，景
観のみならず地球環境にも配慮した道路附属物の整備
を行うもの。

1 H21～H23 20 6 - - -

2-2-
(2)-a

市内産木材の
利用を促進す
る「京の山杣人
工房」「みやこ
杣木」事業の
推進
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

1 森林総合整備事業

森林整備計画に基づき，植栽から保育に至る一貫した
造林事業を計画的に実施し，森林の面的整備を行うとと
もに，森林の公益的機能の増進に努めて地域林業の振
興を図る。

1 － － 94.391 － － －

2 森林整備支援活動交付金
森林所有者等による計画的かつ一体的な森林施業が
行われるよう，その実施に必要な歩道整備等地域にお
ける活動を支援する。

2 H19～H23 262.5 57.75
森林整備地域活動支
援交付金事業補助金

林野庁 44.437

3 森林バイオマス活用推進事業

森林吸収源対策と森林バイオマス活用によるエネル
ギー転換対策に取組み，木材利用につながる間伐の実
施に加え，林地内に存置された未利用資源のエネル
ギー活用等を促進し，健全な森林の育成を図る。

3 H20～H24 98 14
美しい森林づくり基盤

整備交付金
林野庁 7

4 森の力活性・利用対策
間伐等による健全な森林の育成を図り，CO２吸収源と
なる森林の確保を行う。

4 H21～H24 239 43.3 － － －

5 「合併記念の森」創設事業
京北地域にある市有林を「合併記念の森」森林や木と都
市住民を結びつけるフィールドとして活用し，市民参加で
人と自然とが共生できる森づくりを行う。

5 H17～H26 224.7 122.3 － － －

6 伝統文化の森推進事業 市民や法人の参画による森林の保全・整備の推進を図る 6 － － 0.93 － － －

7 木質ペレットストーブ等普及促進事業

地球温暖化対策として燃料用木質ペレットを製造し，化
石燃料からバイオマス燃料への転換を図り，低炭素型
まちづくりを推進する

8 H21～H23 105 49
地域グリーンニュー

ディール基金
環境省 49

２－２－
（３）

研究開発型企
業の集積を目
指す南部開発
地域での低炭
素型モデル地
区の形成

1
らくなん進都緑化助成モ
デル事業

らくなん進都内の企業敷地における緑化を推進するた
め，　１００㎡以上の緑化（屋上・壁面・駐車場緑化）を行
う企業に対する助成を行う。

1 H21・22 8 4 - - -

市内の森林整
備の促進

2-2-
(2)-d
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

2-2-(4)
-a

「平成の坪庭づ
くり」の推進

1
京のまちなか緑化助成事
業

　都市の緑化を進め，地球温暖化やヒートアイランド現
象の緩和，加えて，良好な景観を形成することなどを目
的として，個人や事業者が建築物の屋上・壁面や駐車
場等の道路に面する敷地において，新たに樹木の植栽
などの緑化を行う際に，設置費用などの助成を行うも
の。

1 － － 6 - - -

2-2-
(4)-b

「道路の森づ
くり」の推進

1 街路樹植栽工事

低木植栽のみとなっている道路の中央分離帯に，可能
な限り新たに高木を植栽することで都市緑化の推進を
図り，環境モデル都市・京都にふさわしい「道路の森づく
り」を目指すもの。

1 H20～Ｈ22 53 25 - - -

1
進化する新景観政策推
進事業

　平成22年度は，かけがえのない京都の景観を守り，育
て，後世に引き継いでいくため，次の取組を実施する。
①　平成21年度に取りまとめられた京都市景観デザイン
協議会の検討結果を受け，デザイン基準の明確化・適
正化など更なる充実を図る。
②　優れた建築計画を誘導するための制度の創設や，
市民とともに創造する景観まちづくりに資する仕組みの
整備などを進めていく。
③　市民とともに創る50年後，100年後の京都の景観将
来像を作成することができるＣＧシミュレーションを作成
する。

- - 23 － － －

2
京都市眺望景観創生条
例の運用

京都の優れた眺望景観・借景を保全・創出するため，建
築物等の建築等を制限する必要がある区域を，眺望景
観保全地域として指定し，建築物等に係る行為の制限
を行う。

1 - - 2.195 － － －

3
屋外広告物規制指導事
務及び啓発事業

京都市屋外広告物等に関する条例に基づく，屋外広告
物の規制誘導事務を行うもの。

2 - - 4 － － －

4 優良屋外広告物誘導事業
京都らしい景観の阻害要因となっている違反屋外広告
物に対する指導を行う。

3 - - 15.3 － － －

2-2-(5)

「新景観政
策」による低
炭素型まちづ
くり
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

2-2-(6)

京町家等の
「保全・再生・
創造」に向けた
取組

1
京町家の保全・再生策の
策定及び推進

１　シンポジウムの開催
　平成20・21年度に実施した「京町家まちづくり調査」の
結果を市民等へ報告する場として，また，調査結果を踏
まえた京町家の保全・再生策の方向性について，市民
等の意見を聞く場として，シンポジウムを開催する。
２　京町家保存に向けた仕組みづくり
　平成21年度に検討している不動産管理信託における
行政の果たすべき役割，整えるべき仕組みとして，京町
家の適切な改修の促進や京町家登録制度等の仕組み
について，具体的な制度設計等を実施する。

H22 3 3 － － －

2-3-
(1)-a

京エコロジーセ
ンターにおける
地域活動リー
ダーの養成

1
京都市環境保全活動セ
ンター運営

幅広い視点に立った「環境意識」の定着を図り，家庭，
地域，職場，学校などあらゆる場所で，環境にやさしい
実践活動の輪を広げるための拠点施設である，京都市
環境保全活動センター（京エコロジーセンター）の運営管
理を行う。

1 － － 160.1 － － －

2-3-
(1)-b

地域住民との
パートナーシッ
プで進める「エ
コ町内会」づく
り

1
くらしの匠と進める「エコ
ライフ・コミュニティづくり」
事業

増加する家庭からの二酸化炭素の削減を図るため，エ
コライフの専門家である「くらしの匠」の支援の下，対象
の地域ぐるみで，省エネ・省資源に関する学習会や相
談，助言等を行い，地域の特徴に応じた「エコアクション
宣言（共通の取組）」を発表・実践する「エコライフ・コミュ
ニティ」の構築を目指す。

1 － － 6.6 － － －

2-3-
(1)-c

省エネ相談所
の拡大

1
京のアジェンダ２１フォー
ラム推進事業

平成９年に策定した「京のアジェンダ２１」を推進するた
め，市民，事業者の参加と協働のもと，各種事業を展開
する。

1 － － 22.1 － － －

2-3-
(1)-d

環境家計簿の
普及拡大

1 環境家計簿推進事業

　温室効果ガス排出量が増加傾向にある家庭部門にお
ける対策として，環境家計簿の大幅な普及を推進し，家
庭からの二酸化炭素排出量の削減を図る。22年度は環
境家計簿の取組世帯数17,900世帯を目標とする。

1 － － 6.5 － － －

2-3-
(1)-f

市民と事業者
とのパートナー
シップで進める
「２Ｒ型エコタウ
ン構築事業」の
展開

1 ２R型エコタウン構築事業

「京都市循環型社会推進基本計画～京のごみ戦略２１
～」に掲げる上流対策（ごみの発生抑制，再使用）を推
進するため，リペア・リメイク情報発信，エコ商店街の推
進，レジ袋削減・簡易包装の推進のほか，リユース（リ
ターナブル）容器の利用促進等に取り組んでいる。

1 - - 6 － － －
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

1
ＤＯ　ＹＯＵ　ＫＹＯＴＯプロ
ジェクト147万人推進事業

　 平成20年6月から環境にやさしい取組を実践するよう
市民や事業者にも働きかけ，「ライトダウン」や「京灯ディ
ナー」など京都市全域で「DO YOU KYOTO ?」プロジェク
トを展開している。平成22年度は，本プロジェクトの更な
る周知を図るため，新たに「DO YOU KYOTO？」大使を
通じた普及啓発事業を行う。

1 － － 4.8 － － －

2
ＤＯ　ＹＯＵ　ＫＹＯＴＯプロ
ジェクト147万人推進事業
（ラッピングバス運行）

「DO YOU KYOTO？」というキーワードの一層の普及に
より，環境にやさしいライフスタイルへの転換を図るとと
もに，「 DO YOU KYOTO？」が本市の新しい都市ブラン
ドとして定着するよう，「 DO YOU KYOTO？」を大きく表
示したラッピングバスを走らせる。

H22 15 15.0 － － －

2-3-
(1)-h

「大学のまち・
京都」ならでは
の学生イベント

の展開

1 京都学生祭典への補助金

　「大学のまち京都・学生のまち京都」ならではの取組と
して，学生が企画から運営までを行い，京都の大学，経
済界，地域，行政がオール京都で支援する一大イベン
ト，「京都学生祭典」を平成15年度から実施している。
　平成20年度からは，京都学生祭典において，「京都」
に古くから伝わる伝統的な知恵と，「今日」の 新の技
術・知恵を学び，未来を担う学生の完成「SENSE」で環境
問題に対する新しいライフスタイルを提案する「KYO-
SENSEプロジェクト」を展開している。

1 － －
6

（京都市から
の補助金額）

－ － －

1
「環境にやさしい学校」認
証制度

児童・生徒・教職員等の環境意識の一層の向上を図る
ため，環境にやさしい学校づくりに向けた環境改善計画
を実施し，常に点検・見直しを行う仕組みであるＫＥＳ学
校版の認証取得の推進を図る。

1 － － 1 - - -

2 「緑のカーテン」の整備

校舎の壁面等に沿って網を張り，アサガオやヘチマ，
ゴーヤ等の植物のツルや葉をはわせることにより，室内
温度の上昇の抑制を図るとともに，子どもたちの理科学
習や環境教育に役立てる。

2 － － 18 - - -

2-3-
(1)-g

「DO YOU
KYOTO?デー」
を契機とした環
境行動の促進
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

3
学校エコ改修と環境教育
事業

市立朱雀第四小学校において，二酸化炭素の削減と発
生の抑制に効果のある改修を行うことにより，地域の拠
点である学校から環境建築を発信したり，環境教育の取
組を充実させる。
【改修内容案】
　・「みやこ杣木」を活用した内断熱
　・屋上断熱
　・太陽光発電設備設置
　・外付け日除け設置　　　等

3 H21～H23 336 21
学校エコ改修と環境
教育事業

環境省 10

4
電力監視測定器（デマン
ド監視装置）活用

使用電力量と 大需要電力値（デマンド値）の測定・監
視をする電力監視測定器により，各校園の電力の使用
実態を検証し随時指導助言を行うなど，総合的な節電
の取組を進めるとともに，児童・生徒自らが考え行動し，
実践から環境の大切さについて学ぶ「環境にやさしい学
校づくり」をさらに推進する。

4 － － 17 - - -

5 節水機器活用

水道使用量の節減を図る機器（節水機器）により，水道
の使用実態を検証し，随時指導助言を行うなど総合的
な節水の図る取組を進めるとともに，児童・生徒自らが
考え行動し，実践から環境の大切さについて学ぶ「環境
にやさしい学校づくり」をさらに推進する。

5 － － 9 - - -

6
京都市環境教育スタン
ダードの作成

新学習指導要領の全面実施に合わせ，京都ならではの
「京都市環境教育スタンダード」を作成し，教科等を超え
た横断的・総合的な環境教育を推進する。

- H22 1 1 - - -

7
第4回全国緑のカーテン
フォーラム

地球温暖化を抑制し，エネルギー使用量を軽減するな
ど，環境への負荷を軽減し，植物に親しみながら，低炭
素社会の実現に向けて生活環境を見直すきっかけにな
る「緑のカーテン」に関する取組をはじめ，本市環境教育
の推進を図るため，第4回全国緑のカーテンフォーラム
を開催する。
　日時：平成22年7月28日（水）
　場所：京都国際会館，青少年科学センター・エコロジー
センター他

- H22 2 2 - - -

2-3-
(2)-d

京エコロジーセ
ンターを活用し
た環境教育の
推進

1
京都市環境保全活動セ
ンター運営（再掲）

幅広い視点に立った「環境意識」の定着を図り，家庭，
地域，職場，学校などあらゆる場所で，環境にやさしい
実践活動の輪を広げるための拠点施設である，京都市
環境保全活動センター（京エコロジーセンター）の運営管
理を行う。

1 － － 160.1 － － －

2-3-
(2)-a

学校における
環境教育の推
進
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

2‐4‐(1)
‐a

「京都環境ナノ
クラスター」の
構築

1
知的クラスター創成事業
（第Ⅱ期）

ナノテクノロジーを基盤核技術として位置付け，環境分
野（エネルギー，資源）に絞り込んだ研究開発を推進す
ることで，地域経済の活性化と環境問題の解決に貢献
するとともに国際的に競争力のある「京都環境ナノクラ
スター」の形成を図る。

1 H20～H24

約3,499
（５年間の
市・国費総

額）

689.5
地域産学官連携科学
技術振興事業費補助
金事業

文部科学省 648

2-4-
(1)-b

長持ちで環境
に優しい伝統
産業製品の普
及促進

1
京もの一家に一品推進
事業

京都の伝統産業の技術を用い，現代の消費者の感性に
合致した伝統工芸品づくりを事業者とともに進めるほ
か，販売戦略についても雑誌等を活用し，ターゲットを明
確にした見せ方，売り方を実行する。

1 H21～H23 15 15 － － －

2-4-
(2)-b

中小企業にも
取り組みやす
い環境マネジメ
ントシステム
「KES」の普及
拡大等中小企
業に対する支
援

1
中小事業者省エネサ
ポート

中小事業者における温室効果ガス排出量削減を支援す
るため，省エネ総合サポート事業を実施し，事業者に対
して省エネ診断と省エネ設備導入補助を行う。22年度
は，新規の取組として，中小事業者の経営者等を対象と
した省エネに関するセミナーを開催するとともに，中小企
業の省エネに関する相談に対応できるアドバイザーを設
置する。

1 － － 23.7
地域グリーンニュー

ディール基金
環境省 6

2-4-
(2)-b

中小企業にも
取り組みやす
い環境マネジメ
ントシステム
「KES」の普及
拡大等中小企
業に対する支
援

2 ＫＥＳ認証取得の促進
ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダードの認証拡
大のため，相談業務，説明会の開催など，普及啓発活
動に取り組むもの。

2 - - 0.5 - - -

2-4-
(2)-c

イノベーション
をはじめとした
低炭素型経
済・生産活動
の発展

2-1-(1)-dと同じ － － － － － － －
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

2-4-
(2)-d

企業の環境貢
献活動との連
携

1
京のアジェンダ２１フォー
ラム推進事業（再掲）

平成９年に策定した「京のアジェンダ２１」を推進するた
め，市民，事業者の参加と協働のもと，各種事業を展開
する。

1 － － 22.1 － － －

2-4-
(3)-b

旬の京都産
農作物の利
用促進に向
けた支援

1 京の旬野菜推奨事業
栽培や輸送に余分なエネルギーがかからない，旬の時
期の地場野菜の生産販売を進める。

1 － － 5 － － －

1
省エネルギー改修及び
バリアフリー改修緊急対
策事業

市有建築物の省エネルギー化・バリアフリー化を緊急的
に推進するため，老朽化した空調設備の取替工事やス
ロープ設置工事等を行うもの。

1 H20～H22 464 158
地域活性化・きめ細
かな臨時交付金

国土交通省 150

2
アセットマネジメント推進
事業

市有建築物の計画的な維持保全により，建築物の長寿
命化，耐震化及びライフサイクルコストの縮減を図ること
を目的とする中長期保全計画を策定するもの。

2 H20～H24 236 46
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 6

2-5-
(1)-a

産学公連携に
よる生ごみ，間
伐材等のエネ
ルギーへの活
用の研究開発
と普及

1 バイオマス利活用の推進
本市に存在するバイオマス全般についての総合的な活
用を検討し，「京都市バイオマス活用推進計画（仮称）」
を策定する。

H22
41

（当該内容
は7百万円）

41
（当該内容は

7百万円）

地域バイオマス利活
用交付金

農林水産省 3

2-5-
(1)-b

生ごみの分別
収集による新
たなエネル
ギー生成モデ
ルの構築

1
バイオマス利活用の推進
（再掲）

本市に存在するバイオマス全般についての総合的な活
用を検討し，「京都市バイオマス活用推進計画（仮称）」
を策定する。

1 H22
41

（当該内容
は7百万円）

41
（当該内容は

7百万円）

地域バイオマス利活
用交付金

農林水産省 3

2-4-
(4)-b

公共施設での
省エネ化の推
進

京都　40/41　（H22事業一覧）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要

H
21
枝
番

取組
番号

1
使用済てんぷら油回収事
業

市民の協力により家庭からの使用済みてんぷら油の拠
点回収を行い，バイオディーゼル燃料を精製し，市バス
やごみ収集車の燃料に使用している。

1 － － 40.0 － － －

2
廃食用油燃料化事業（燃
料化施設運営）

使用済みてんぷら油をバイオディーゼル燃料に精製す
る廃食用油燃料化施設の維持管理を行う。

2 － － 160.0 － － －

2-5-
(2)-a

太陽光発電，
太陽熱利用の
導入促進

1 太陽光発電普及促進

太陽光発電システム設置費用に対して助成する。
平成22年度は，固定価格買取制度などにより設置件数
の大幅な増加が予想されるため，予算を約２倍に拡充
する。また，本市，国，府の申請窓口を一本化して市民
の利便性の向上を図り，集会所等公益施設にも助成対
象を拡充する。

1 － － 110.5 － － －

※2 取組番号、取組項目については、様式１と同様に記載してください。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 平成22年度に取り組むこととしている事業の内容を，環境モデル都市行動計画の各取組項目ごとに記載してください。

使用済てんぷ
ら油のバイオ
ディーゼル精
製モデルの構
築

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。（事業額については予算ベース，支援額については見込で構いません。）前年度から
継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝番を記載すること。

2-5-
(1)-c

京都　41/41　（H22事業一覧）
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１．総括票 団体名 大阪府　堺市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、
その結果を用いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、
市民意識調査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点

・ＬＲＴの整備について一部区間が中止になったことにより、今後の公共交通の利用促進策を検討するため、平成２２年度は総合的な公共交通体系の検討を行うとともに、路線
バスにおける電動バスの実証実験に向けた事前調査を行う。（検討が進み次第、行動計画に追加予定。）
・臨海企業群における未利用エネルギー利用促進を図るため、廃熱需給調査を実施し、廃熱利用システムを検討する。（検討が進み次第、行動計画に追加予定。）
・Ｈ２１年度の東吉野村との広域連携の取組や南部丘陵及び共生の森における緑の保全・創出に向けた取組について、市内企業等の参画を得て拡大し、より活発な展開を図
る。（検討が進み次第、行動計画に追加予定。）

【産業・民生】「クールシティ・堺」実現に向けた取組に賛同する市内２２金融機関で、金融商品の提供等により環境配慮の取組の促進を支援する「SAKAIエコ・
ファイナンスサポーターズ倶楽部」が設立された。（２２金融機関の持つ既存の環境配慮型金融商品は４６点）
【民生】東吉野村との「都市と農村山の広域連携」により、東吉野村山の学校協議会の設立に参画し、約４００人の自然のエコツアー体験等や村の資源を使った
エコ商品の開発などを行った。
【運輸】堺版コミュニティサイクルシステム（450台）の導入に伴い、サイクルポートの駅周辺では違法駐輪問題を解消し、歩きやすいまちづくりに貢献した。
【吸収】臨海部の廃棄物処分場跡地での共生の森づくりのため植樹イベントを行い、２０００人の参加を得て、１００００本の植樹を行った。

全体総括

（２）取組の主な成果

特になし

【産業】大規模太陽光発電所の建設工事に着手（削減効果：４，０６０t-CO2）
【民生】戸建住宅１２００件に太陽光発電装置を設置（削減効果：１，５４７t-CO2）

（１）取組の進捗状況

　堺市の平成２１年度の取組は、当初の予定どおり実施できなかった事業もあるものの、大半は順調に進めることができた。
　特に、「まちなかソーラー発電所」の実現に向けた小中学校を始めとする公共施設や住宅への太陽光発電の導入促進については想定以上の成果をあげ、平成２１年度には５
校の小学校（Ｈ２２年度は１２校を予定）やその他公共施設の計１６６kWを設置し、市内住宅においては１２００件（当初目標１０００件）の導入が達成された。それによる経済効果
は約２８億円に上る。
　また、様々な低炭素技術・システムを導入した低炭素型コンビナートの稼動や国内 大規模の太陽光発電所の着工など、臨海部における低炭素型エネルギー拠点の形成が
進んでおり、今後はこれら施設のショーケース化による低炭素技術の普及と地域産業の活性化を図る。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等

堺　1/28　（総括）
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２．個別事業に関する進捗状況等 団体名 大阪府　堺市

温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

（市内外での削減量
約113万t-CO2）

（算定根拠）
・液晶テレビ（年間40型換
算約1560万台）製造によ
る削減量約107万t-CO2
・薄膜太陽電池パネル
（160MW/年）製造による
削減量約6万t-CO2
※シャープ㈱HPより

69,050t-CO2

（算定根拠）
・統合エネルギー管理シ
ステムの設置による削減
量約48,000t-CO2
・垂直統合型生産体制の
構築による棟間搬送シス
テムでの削減量約
3,300t-CO2
・LED導入（約10万台）に
よる削減量約17,750t-
CO2
※シャープ㈱HPより

（未算出）

-

-

-

先端の新エネ、省エネ設備
を導入し、コンビナート内全体
のエネルギー利用効率の向上
を図るなど先導的な低炭素コ
ンビナートが構築された。今後
は、これら取組を情報発信に
より他地域へ波及させる必要
がある。

シャープ㈱工場の一般公開が予定されており、これに伴うビ
ジネスマッチングや低炭素技術のショーケース化が推進され
る見込み。

2-1-②
-（A-1)

産業

＜実施＞
【コンビナート内企業の連携による低炭素型省エネ工場化の取
組】
○部材関連のメーカーを敷地内に集結させた垂直統合型生産体
制の構築
○統合エネルギー管理センターの設置
○大阪府ＣＡＳBEE制度の対象に該当するすべての建物で「Ｓラ
ンク」取得
○全工場のＬＥＤ照明化（約１０万台）
○電気自動車の導入（現在２台）

b

実施

2010年6月「エコロジー研究所」の活動拠点をグリーンフロント
堺(ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ内)に移し、研究活動を本格化させる。

＜実施＞
【省エネ・創エネ製品の創出】
シャープ㈱堺工場にて第10世代マザーガラス液晶パネル工場が
21年10月に、薄膜シリコン太陽電池工場が22年3月に稼働開始。

特になし。

H21
予定

実施

○

取組
内容

取組
番号

部門 主要

「堺浜臨
海部地
区」にお
ける先
導的な
都市環
境の形
成

2-1-②
-（B-1)

産業

産業

低炭素
型コンビ
ナート内
での先
導的取

組

産業

取組
方針

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

b

実施

研究活動を通して、新たな
環境ビジネスを創造でき
る。

低炭素コンビナート（グリー
ンフロント堺）内で生産され
る液晶パネル（月産3万6千
枚）や太陽電池（年産
160MW）、その他関連商品
が、国内外において低炭素
化に寄与する。
　また、雇用創出効果とし
て、２００９年度の雇用数
は、グリーンフロント堺全体
で約２，０００人、内約４分
の１が地元を重視した新規
採用。
　さらに、堺市企業立地促
進条例による認定ベースで
の投資総額は、１３件で計
約７，０００億円に上る。

検討

＜検討＞
○地域連携・官民連携による環境配慮の取り組みに係る計画案
について、庁内検討会議及び地区事業者との意見交換会での議
論等を経て、取りまとめた。
○下水再生水の新たな利用拡大を目的として、平成２２年度に実
施する下水再生水による散水実験のための散水設備を設置し
た。

b
地区事業者との意見交換
会の参加者数延べ９０人
（平成２１年度　３回開催）

○事業進捗にあたっては、地
区事業者による事業への理
解、参画等が不可欠なことか
ら、連携して環境配慮等に取
り組むための協議会の設立を
めざす。

＜実施＞
【コンビナート内資源リサイクル等の周辺地域との連携による取
組】
○大阪府立大学に産官学民が連携して環境問題に係るテーマを
研究するエコロジー研究所（2009年2月）を創設し、廃硝子の有効
利用等のテーマについて研究を開始した。
○廃ガラスの透水性ブロックを構内歩道に設置した。
○現像・剥離廃液のリサイクルを導入した。
○三宝下水処理場で高度処理された再生水を堺浜地区（約
300ha）へ送水し、下水処理水の再利用、公共用水域への放流負
荷削減し、周辺地域との連携による取組として下水道資源の活
用による熱供給・熱回収を実施した
○環境教育実施⇒2006年～2010年　大阪府下163校、堺市46校
（3302人）

b

○協議会設立に向けた関係者調整。
○地区のヒートアイランド対策に資する、下水再生水による散
水実験及び熱環境調査の実施。

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

H21
予定

取組
内容

取組
番号

部門 主要
取組
方針

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

-

-

-

-

（定量化は困難）

-

-

-

-

-

（未算出）

-

4,060t-CO2

・発電出力:10MW
・年間発電量：11,091MWh
・CO2削減量：11,091
　　　　　　　　　×0.366
　　　　　　　　　＝4,060t

（2-3-②-(A-1)に含む）

-

○

世界
大級の
大規模
太陽光
発電所
事業を
始めとす
る再生
可能エ
ネル
ギーの
利用促
進

2-1-②
-（E-1)

産業

実施
＜実施＞
2009年10月、関西電力㈱と本市が協同で、堺第7-3区産業廃棄
物処分場跡地に、出力１０MWのメガソーラ建設工事に着手した。

実施

＜実施＞
メガソーラの取組をもとに、まちなかへの太陽光発電の普及に向
け、大型展示模型を制作し、エコプロダクツをはじめ各種展示会
に出展し、啓発活動を実施した。

○

マテリア
ルフロー
コスト会
計の普
及拡大

2-1-②
-（D-2)

新技術
導入の
ためのし
くみづく
り

2-1-②
-（C-2)

2-1-②
-（D-1)

自然エ
ネル
ギーを

大限
活用し
たエネ
ルギー・
イノベー
ションに
よる低
炭素型
産業構
造への
転換

産業

中小企
業の低
炭素化
推進に
向けた

サポート
制度の
構築

産業

削減目
標の設
定と協定
の締結

2-1-②
-（C-1)

産業 検討 b

検討

＜検討＞
市と企業での削減目標の設定や協定の締結について検討した。
これらの検討には国の排出権取引制度が大きく関与するため、
今後は制度の動向を調査することとした。

○東京都ほか他市の排出権
取引制度や温室効果削減に
係る協定等の情報を収集す
る。

＜検討＞
○臨海部における低炭素エネルギー拠点の保有技術をショー
ケース化する方向で検討を開始した。
○堺市環境都市推進協議会産業部会において、小水力発電シス
テム等の新技術を紹介する未利用エネルギー活用セミナーを開
催した。

○臨海部の低炭素エネルギー拠点のショーケース化する取
組に着手する。

b －

未利用エネルギー活用セミ
ナーに約80名の参加を得

た。

○国や他市の排出権取引制度等の情報収集

○低炭素化エネルギー拠点と
なる事業所の了解と集客の方
法の検討が必要。

業務、
家庭

○

○省エネ診断制度、及び省エネ設備導入補助制度について
は、22年6月に開始予定。

産業

＜実施＞
【金融機関との連携】
　新エネルギーや省エネルギー関連の金融商品の提供や、市内
店舗での省エネ取組み、環境関連イベントの実施や協力を行い、
「クールシティ・堺」の実現をサポートするため、市内２２金融機関
が「SAKAIエコ・ファイナンスサポーターズ倶楽部」を設立した。同
倶楽部の設立に合わせ、構成金融機関が保有する環境配慮型
の金融商品等を掲載しているホームページ（http://sakai-eco-
fsclub.jp/index.html）を立ち上げた。
また、ビジネスマッチング等により新規環境ビジネスの創出を図
るため、「ＳＡＫＡＩ環境ビジネスフェア」の開催を検討した。

倶楽部を活用して効果的に省
エネ設備を普及させるため、
既存金融商品の活用や新商
品の検討、イベントの企画など
が必要。

○ 新の技術・商品の情報収集やビジネスチャンスの場とし
て「ＳＡＫＡＩ環境ビジネスフェア」を開催する（目標参加者：２０
００人）。
○倶楽部構成２２団体の４６もの既存のエコ金融商品を活用
し、新エネ・省エネ設備導入促進を図る。
○新たな金融商品の検討を行う。

b ー

２２年度末に省エネ診断、
及び省エネ設備導入補助
制度による中小企業事業
者の経済性効果やCO2削
減効果が判明する。

産業 b

b ー実施

産業

検討

＜検討＞
【大企業との連携による削減取組】
○堺市環境都市推進協議会産業部会中小企業の低炭素化推進
ＷＧにて、大企業が保有する省エネ対策技術やノウハウを中小
企業に提供する省エネアドプト制度の構築に向けて、協議を開
始。市内中小企業に対し、エネルギーの使用実績と省エネ対策
ニーズを把握するため、アンケート調査を実施した。

○22年11月のメガソーラの一部稼動に向けた、工事の進捗管
理。
○大規模太陽光発電所が連系する石津変電所構内に蓄電
池を設置して電力需給制御システムの研究を開始。（平成２２
年度～２５年度）

特になし。

○平成２１年度と同様に、啓発セミナー実施後、導入モデル
企業２社を公募のうえ、導入支援を実施。

○省エネアドプト制度では、技
術を提供する大企業にとっ
て、CSR活動なのか営業活動
なのかという位置付けの問題
や提供技術、ノウハウに対す
る責任の所在をどうするかと
いった課題が浮上している。

○省エネアドプト制度は、23年度の実施に向けて、22年度中
に構築を行う。

○モデル企業2社ともにロスの
見える化によって、自社の課
題が明確になるなどの成果が
十分出ており、課題や改善す
べき点はない。

実施

検討

＜検討＞
【省エネ診断の実施促進】
○中小製造業事業者に対する省エネ診断制度と省エネ設備導入
補助制度を22年度に実施予定（予算化済み）

b

＜実施＞
○8月に啓発セミナーを実施。その後、導入モデル企業として2社
にMFCAの導入支援を実施した。

b
堺市の主要事業の情報発
信によるクールシティ・堺の
取組認知度の向上

継続した普及啓発活動が必
要。

展示会や講演会におけるまちなかソーラーへの普及活動の
継続。

２２年度末にメガソーラの
一部稼動によるCO2削減
効果や工事や見学による
集客効果などが判明する。

b

メガソーラで発電した電力を石
津川変電所を介して一般住居
に供給するが、その際問題と
なる出力の急激な変化に対応
するために、大容量のニッケ
ル水素蓄電池を採用し、平準
化を図る。

市内中小企業者の環境に
対する意識が向上してきて
いる。
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

H21
予定

取組
内容

取組
番号

部門 主要
取組
方針

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

（定量化は困難）

-

（未算出）

-

-

ー

-

ー

-

ー

1,203t-CO2

（算定根拠）
行動計画において、自転
車道の整備及びコミュニ
ティサイクルシステムの
整備により、２０１３年度
での削減量として６，０１８
ｔ‐CO2の削減を見込んで
いる。これを５カ年分で按
分して削減量を割り出し
た。
６，０１８ｔ‐CO2÷５カ年＝
１，２０３t-CO2

産業

実施

＜実施＞
○産学共同研究開発支援補助金制度
環境・新エネルギー分野枠への申請が4件（全体で10件）、うち3
件（全体で8件）を採択した。

実施

＜実施＞
○産学連携総合サポート事業の実施
産学連携促進担当マネージャーにより、環境関連分野を含む産
学のマッチングや大学ラボツアー、堺市及び国等の産学連携支
援制度への申請アドバイス、採択案件の進捗フォローなどを実施
した。

○自転車走行環境整備にあ
たり、関係機関及び地元との
調整が必要。
○事業の推進に関し、自転車
利用に関するマナーやルール
の啓発が不可欠。

○自転車走行環境整備計画の策定
○自転車走行環境の整備の推進

平成２３年度の実証実験に向け、平成２２年度は事前調査を
実施する。具体的には、想定路線の実態調査及び実施方法
の検討、充電設備設置環境の調査、車両改善内容の確認等
を行う。

自転車
を活かし
たまちづ
くりの取
組

2-2-②
-(B-1)

運輸 ○ 実施

-

○広域的な公共交通網から市
民の生活圏の交通にいたる総
合的な公共交通体系の検討
が必要である。
○堺浜～堺駅間のＬＲＴ事業
について、事業スキーム及び
事業採算性等の検討が必要
である。
○堺駅～堺東駅間のＬＲＴ事
業中止に伴い、あらためて阪
堺線（堺市内）の支援のあり方
を取りまとめ、市民等の合意
形成を得る必要がある。

-

まずは実証実験を行うにあ
たっての事前調査が必要。今
後、実証実験の際には市民へ
の効果的な周知やソフト面で
の利用促進策の検討が必要。

同ルートは定常的に利用
者が多く（平成１９年度利用
者数２０４９千人/年）、より
多くの市民に次世代型バス
を利用していただくことで関
心を高める。

＜実施＞
（自転車道の整備）
○今後５カ年（平成２１年度～２５年度）で整備する７２ｋｍの整備
計画を策定
○新金岡地区にて自転車専用道５００ｍを整備
○自転車走行空間の誘導サイン等による環境整備（平成２１年度
は５．８ｋｍ）

b -

＜実施せず＞
○堺駅～堺東駅間のLRT事業は中止
（理由：土地利用、一方通行及び採算性に対する地域住民のコン
センサスがとれなかったため。）

d

運輸 ○
実施・
検討せ

ず

＜検討＞
　本市における主な移動手段のひとつであるバスについて、電動
バスの導入促進を見据え、堺駅～堺東駅間での実証実験につい
て検討を実施。（国土交通省事業）

a

運輸 ○
＜検討＞
○堺浜～堺駅間のLRT事業は、事業実施の是非について検討
○阪堺線（堺市内）は、利用者増加策等の支援方策を検討

公共交
通ネット
ワークの
形成に
向けた
LRT（東
西鉄軌
道）・
LRV（阪
堺線）の
先行整
備

2-2-②
-(A-1)

運輸 着手

省エネ
創エネ
製品の
開発・普
及のた
めの仕
組みづく
り

2-1-②
-（F-1)

産業 今年度同様に事業を実施。

環境関連分野を意識したマッ
チングの成果が充分に出てお
り、課題や改善すべき点はな
い。

b
市内中小企業者の環境関
連分野の共同研究への取
り組みが活発になってきて
いる。

産学連携総合サポート事業は廃止するが、これまでのノウハ
ウを活かし、（財）堺市産業振興センターが産学連携支援事
業として継続する。

b 同上
採択案件の進捗状況もほぼ
計画どおりであり、特に課題
や改善すべき点はない。

○市全体の交通ネットワークを検討
○堺浜～堺駅間のＬＲＴ事業について、事業スキーム及び事
業採算性等を検討し、事業実施の可否を判断
○阪堺線再生プログラムの策定

b

○

検討
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

H21
予定

取組
内容

取組
番号

部門 主要
取組
方針

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

上に含む

上に含む

-
（整備完了後から発現）

ー

-
（整備完了後から発現）

ー

ー

ー

51t-CO2

（算定根拠）
●ハイブリッドへの買換
ガソリン車排出係数
0.282kg-CO2/台km×1万
km×0.363（燃費向上割
合）×31台=31.7t-CO2
●バスのCNG化
軽油係数2.644kg-CO2/l
÷ディーゼルバス燃費
2.5km/l×3.6万km×0.25
（燃費向上割合）×2台
=19t-CO2

176t-CO2

【条件設定】走行距離：
5000km/年、燃費：
10km/L、改善率：15%、改
善者：1169名、CO2排出
原単位：2.32kg/L
燃料使用削減量：5000÷
10×0.15＝65L
CO2削減量：65×2.32×
1169＝176285.2kg=176t

市民や事業者へのお手本とな
るべく、市が率先して取り組む
ことが求められるが、取組効
果の明確な見える化のために
も、システム的エコドライブの
構築が必要不可欠。

エコドライブの講習会を11
回（計1,028名）、実車教習
会を２回（計30名）開催し
た。

-

実施

＜実施＞
【エコドライブ普及促進】
○平成２１年度は燃費計をエコドライブに取り組む事業者への貸
し出しを行うとともに、座学講習会や実車教習会を開催。また、エ
コドライブセミナーやエコドライブパネル展など積極的に啓発活動
を行った。

b

b実施

＜実施＞
【低公害車の導入】
○公用車にハイブリッド自動車３１台を導入。（地域活性化・経済
危機対策臨時交付金を活用）
○市内の路線バスのCNG化に対する補助事業を実施。（２台）

○各種補助金等を活用し、低炭素モデル街区で計画した各種
プロジェクトの実現を図る。（エコハウスの建築、自転車・公共
交通の利用促進など）

低公害
車の普
及とエコ
ドライブ
の推進
に向け
た取組

2-2-②
-(C-3)

運輸

運輸

低公害車（CNG車、ハイブリッ
ド車、電気自動車）を普及促進
するためには効果的なインフ
ラ整備を行う必要があり、それ
に向けた体制づくりが必要。

○導入計画の立案
○公用車の低公害車への買い替え２２台
○低公害路線バス（CNGバス）の２台を補助する。

○引き続き啓発事業を行うとともに、エコドライブ推進者、エコ
ドライブ推進事業所の認定制度の創設についても検討を実施
○公用車においては、客観的にエコドライブを実施し、効果を
把握するため、公用車へのテレマティクス装備の導入にうい
て検討する。

b

b

地域NPO団体を中心とした
活動として展開しており、市
民発の低炭素まちづくりの
実現

○低炭素地域づくり計画の推
進体制の確立（今後、堺市及
び地元住民、自治会、各種
NPO、学識経験者、企業さら
に地域コミュニティ拠点を担う
小学校の参画を得て、計画を
推進）

検討

＜検討＞
堺市都心地域（主に旧環濠エリア）を対象として、民生・家庭、民
生・業務、運輸のＣＯ２削減計画を新実行計画策定マニュアルに
基づき策定した。①ＣＯ２排出量の現況推計を行い、②ＣＯ２排出
量の削減目標を設定し、③目標の達成に必要な対策を検討し、
④必要な取組を提言し、地元市民・ＮＰＯによる「環境文化創造都
市堺」の将来イメージを提案した。

着手
＜着手＞
【阪神高速道路大和川線事業】
○阪神高速道路大和川線開通に向けた工事を継続して実施

ー

検討

＜検討＞
【連続立体交差事業】
○南海本線において、諏訪ノ森駅～浜寺公園駅付近の事業実施
に向け、用地取得および関連業務、仮線構造物等の設計を実施
○南海高野線において、浅香山駅～堺東駅付近の事業実施に
向け、沿線住民アンケート調査及び連立事業とまちづくりに関す
る検討を実施

b

南海本線連続立体事業に
よる便益は、①移動時間短
縮便益（自動車利用者、歩
行者・自転車）、②走行経
費減少便益、③交通事故
減少便益（踏切事故解消、
交通事故減少）の合計で
35.5億円（単年）に上る。

今後、工事の本格化に伴い建
設機械台数が増大することに
よる排出ガスが増加するが、
排出ガス対策型建設機械の
採用、ダンプ等のエコドライブ
の推奨、工事用の車両の通行
ルートを設定することによる通
行の円滑化を図るよう委託先
に依頼する。

○南海高野線においては、測量等により詳細な調査検討を行
うとともに、連立に向けた堺東・浅香山駅周辺まちづくりの方
向性について調査検討を行う。
○南海本線は、用地取得をすすめていくとともに、仮線及び
本線の構造物および鉄道施設の設計を行う予定。

大和川線事業に係る建設工事の円滑な事業推進を図る。

○コミュニティサイクルの早期
運用のため、堺市に適合した
運営内容（料金、営業時間、
配置台数等）を決定する。
○サイクルポートの平成２３年
度以降の増設計画を策定する
ため、システム運用後の利用
状況等の効果検証を行う。

○バス運行情報と連動したシステムの早期運用開始（夏頃の
運用開始を予定）
○効果を検証し、今後の増設計画を策定
○市民啓発・広報

地場産業である堺産自転
車を使用したシステムの導
入による地域活性化。

運輸 ○ 実施

＜実施＞
（堺版コミュニティサイクルシステムの整備）
○平成２１年度は都心地域の主要４駅（堺駅、堺東駅、堺市駅、
百舌鳥駅）にサイクルポートを設置し、自転車４５０台を配備した。
○平成２１年度に主要４駅に設置した同システムは、一般的など
このポートでも貸出・返却可能な機能だけでなく、複数の利用者
（通勤通学利用と昼間利用など）が共用する都市型レンタサイク
ルシステムの機能も持たせた。
○無線ICタグ（RFIDタグ）による車体認識の自動化と、非接触IC
カードによる利用者認識を組み合わせた管理システムを導入し
た。

bLRT等
の公共
交通と
自転車
を中心
としたモ
ビリ
ティ・イ
ノベー
ションに
よる低
炭素型
都市構
造への
変革

自動車
交通の
円滑化
に向け
た取組

2-2-②
-(C-1)

運輸

運輸

運輸

低炭素
型モデ
ル街区
における
徹底した
低炭素
化の取
組

2-2-②
-(C-2)
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

H21
予定

取組
内容

取組
番号

部門 主要
取組
方針

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

1547t-CO2

（算定根拠）
1200件×3.6kW（平均出
力）×1000h（年間発電時
間）×0.358（排出係数）÷
1000＝1547t-CO2

（定量化は困難）

-

（上に含む）

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

定住人口の増加（約７０世
帯）

個人所得の低迷・雇用不安等に
より、住宅取得に向けた動きが弱
く、ハウスメーカーは、新規供給
（投資）よりも在庫処分を行ってい
る状況下にある。また、当該地は
泉ヶ丘駅より直線距離で約2.2km
離れていることから、ハウスメー
カーへのヒアリングの結果、販売
は困難で事業採算性の面から厳
しいとの評価を受けている。
今後、企業のリスク分散が図られ
る仕様となるよう検討する。

早期に実施方針、募集要領、選定要領等を策定し、外部有識
者で構成される選定委員会により、売却先（優先交渉権者）を
決定する。

実施・
検討せ

ず

＜検討＞
廃校された晴美台東小学校跡地を、エコタウンのモデルとなる住
宅街の形成を目的とする事業コンペにより売却し、「まちなかソー
ラー発電所」の普及拡大を図るとともに他地区における低炭素型
住宅整備を誘導するため、今年度は下記取組を行った。
・事業が成立するかハウスメーカー等にヒアリング
・民間住宅開発事例調べ
・土地売却価格の検討
・募集要領（案）等の検討

a

電気代の節約、商店街のイ
メージアップ

多額の費用が発生することから、
国や市の支援が必要である。

地域商店街活性化法に基づく国の補助制度を活用するととも
に、市からも支援を実施する。

a
ー

（具体の取組はまだ実施で
きていないため）

実施・
検討せ

ず

＜検討＞
鳳本通商店街のアーケード改築にあたり、街路灯などをLEDに交
換することによる環境にやさしい商店街づくりを検討した。

引き続き制度の運用と普及・啓発に努める。

実施・
検討せ

ず

＜実施＞
セブン－イレブン・ジャパンと地域活性化包括連携協定を締結し、
「クールシティ・堺」の推進に関する協力体制を構築した。
（H21.1.28）

省エネ店舗の普及促進、及び市
の施策（コミュニティサイクルシス
テムの展開等）への協力手法の
協議・調整が必要。

新店舗では省エネ店舗を展開して頂くための協議を実施。
また、大阪エコ農産物の認証を受けた農産物を使用したエコ
弁当を開発し、市内店舗にて販売を実施する。

a

モデル性の高いエコハウスを
市内で実現することと併せて
関連業界、団体等とエコハウ
スの環境性能についてさまざ
まな視点から検討を進める。

モデル性の高いエコハウスを市内で実現することと併せて関
連業界、団体等とエコハウスの環境性能についてさまざまな
視点から検討を進める。

業務・家
庭

実施・
検討せ

ず

＜実施＞
平成21年度よりヒートアイランド現象の緩和など都市環境の改善
に寄与する屋上・壁面緑化の推進を目的に補助対象経費の助成
を実施した。

a 見た目の涼しさ創出とヒー
トアイランド現象の緩和

屋上緑化・壁面緑化の有用性
と助成制度の認知度を高める
ため、広報、HP、チラシなどで
助成制度の普及啓発を行う。

検討

＜検討＞
ソーラーグリーン電力証書制度について、堺市環境都市推進協
議会の民生部会に設置した「ソーラーグリーン電力証書普及促進
WG」にて検討した結果、国が検討している全量固定価格買取制
度が大きく関与するため、国の動向を注視していくこととした。

住宅建設に係る多種多様
な業界の活力向上、雇用
創出が期待できる。

検討

＜検討＞
堺型エコハウスの検討を環境都市推進協議会で実施した。
CASBEE堺の構築、環境モデル住宅認定制度については堺型エ
コハウスと併せて検討。

b

制度検討には国の固定価格
買取制度の動向に左右される
ため、調査が必要。

住宅用太陽光発電補助制度の継続、補助額（7万円／kW、上
限28万円）
事業所向け太陽光発電補助制度の導入、補助額（7万円／
kW、上限10kW）
住宅用、事業所向け併せて補助目標件数：1500件

b -

○ 新の技術・商品の情報収集やビジネスチャンスの場とし
て「ＳＡＫＡＩ環境ビジネスフェア」を開催する（目標参加者：２０
００人）。
○倶楽部構成２２団体の４６もの既存のエコ金融商品を活用
し、新エネ・省エネ設備導入促進を図る。
○新たな金融商品の検討を行う。

b 同上

今後も堺市環境都市推進協
議会の民生部会において効果
的な太陽光発電の普及策の
検討が必要。

国等の動向について調査を実施する。

堺市環境都市推進協議会において太陽光発電の普及策の議
論検討を行うとともに、ハウスメーカーと連携した啓発活動を
実施する。

実施

＜実施＞
○堺市環境都市推進協議会の民生部会に設置した「まちなか
ソーラー推進WG」において普及策について議論検討した。
○住宅展示場での太陽光発電普及啓発の実施した。

１２００件もの成果を上げる
ことで、太陽光発電に係る
メーカー、工務店、リフォー
ム業者、電気工事業者等
幅広い業界への経済効果
を生むことが出来た。（約２
６億円）

○ 実施

＜実施＞
【金融機関との連携】
　新エネルギーや省エネルギー関連の金融商品の提供や、市内
店舗での省エネ取組み、環境関連イベントの実施や協力を行い、
「クールシティ・堺」の実現をサポートするため、市内２２金融機関
が「SAKAIエコ・ファイナンスサポーターズ倶楽部」を設立した。同
倶楽部の設立に合わせ、構成金融機関が保有する環境配慮型
の金融商品等を掲載しているホームページ（http://sakai-eco-
fsclub.jp/index.html）を立ち上げた。
また、ビジネスマッチング等により新規環境ビジネスの創出を図
るため、「ＳＡＫＡＩ環境ビジネスフェア」の開催を検討した。

b ー

住居や
事業所
への太
陽光発
電システ
ム設置
の促進

2-3-②
-(A-1)

家庭

業務・家
庭

業務

業務

家庭

倶楽部を活用して効果的に省
エネ設備を普及させるため、
既存金融商品の活用や新商
品の検討、イベントの企画など
が必要。

○ 実施

＜実施＞
住宅用太陽光発電設置費補助制度を導入し、平成21年度は
1,000件の設置目標に対し、1,200件という成果を上げた。（補助
額は7万円／kW 上限28万円）

a

太陽光発電の購入や設置等
に関するトラブルが発生してお
り、市民への正しい知識の普
及や、悪質業者への対応等が
必要である。平成22年度より
事業所向けの補助制度をス
タートする。

家庭

家庭

低炭素
型居住・
事業所
環境の
普及

2-3-②
-(A-2)

業務・家
庭
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

H21
予定

取組
内容

取組
番号

部門 主要
取組
方針

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

（未算出）

-

-

-

（定量化は困難）

-

52t-CO2

（算定根拠）
太陽光：116kW（合計出
力）×1000kwh/年×
0.358=42t
フィルム：10t

18t-CO2

（算定根拠）　50kW（合計
出力）×1000kwh/年×

0.358=18t

（定量化は困難）

-

8300t-CO2

（算定根拠）
プラスチックごみの資源
化量が3080tなので、
3080t×2.695t-CO2/t（排
出係数）=8300ｔ-CO2

9.2t-CO2

共生の森の植樹による
CO2削減効果

b -
植樹活動を持続的な育林、保
全活動に展開する必要があ
る。

緑の保全と創出に関する条例を制定し、都市緑地法等に基づ
く緑地保全地域、特別緑地保全地区などの保全制度の運用
や、市民緑地の整備等を市民・事業者と協働で推進する。

実施

＜実施＞
（共生の森植樹祭）
産業廃棄物の埋め立て地（堺第７－３区）、共生の森において、
命を切にする心を育む空間というコンセプトの下、市民参加型に
よる大規模な植樹祭を実施し、５haに１万本の植樹を市民、事業
者ら2000人と共同で実施した。

家庭 ○

環境を通した「人づくり」の推
進
各教科内に留まらず、学校全
体で取り組む「環境教育」の検
討
「学校エコ改修との連携」や
「地域との連携」など広がりを
持った環境教育の推進

基本構想における８つの提案を踏まえたエコ改修内容の決
定、設計、施工を実施。

b
ごみの分別をとおし、市民
に環境問題を身近なところ

から学ぶ機会を創出。

平成21年10月より拡大した分別
品目については、当初に予定して
いた年間計画量を下回っており、
回収率アップのため、集合住宅及
びごみステーションにおける適正
排出指導を強化するとともに分別
に関する情報の更なる発信を行
う。

8品目7分別の資源化体制をめざし、課題として残る減量効果
の大きい古紙に関しては集団回収制度の拡充を行うとともに
集団回収未実施地区の世帯を対象にした、資源化ルートの
構築をめざし費用対効果の高い収集方法や集団回収制度と
の相乗効果が図れる収集体制の具体的な検討を行う。

b

大阪府内で初めて実施さ
れる本事業に建築設計等
に携わる約100団体が参加
し、エコ改修に係る技術を
学ぶことで、建築物をはじ
めとする地域の様々な温暖
化防止活動へと広がる。

実施

＜実施＞
環境建築を担う技術者の育成やエコ改修の改修技術を学ぶため
のエコ改修研究会（6回）を実施し、エコ改修の基本構想をとりま
とめた。また、学校を中心とした環境教育内容を検討するための
環境教育研究会を５回開催した。

業務 実施

＜実施＞
平成21年10月より当初予定通りごみの分別拡大を全市実施し
た。
（分別拡大に伴う貯留施設整備完了、中間処理委託業務契約締
結、新規分別ごみ収集運搬委託業務契約締結）

低炭素公共施設としての様々
な技術や、取組内容を訪れる
市民・事業者に対し効果的に
情報発信する方法を検討する
必要がある。

中区役所において、太陽光発電設備及びLED照明を導入。
（グリーンニューディール基金活用）

業務 ○ 実施

＜実施＞
小学校太陽光発電設置事業について、5校へ設置するとともに、
国のスクールニューディール構想に対応し、更に12校の設計・施
工に着手した。

b

太陽光発電の学校教材と
しての活用を通じて、地域
を巻き込んだ一体的な地球
温暖化防止活動へと広が
る。

耐震工事の済んだ小中学校
で実施するため、教育委員
会、建築部局と連携し、計画
的な太陽光発電導入が必要。

平成25年度までに小中学校への太陽光発電を60校設置す
る。

業務 ○

業務

実施・
検討せ

ず

＜実施＞
当初予定になかったが平成22年3月竣工のサッカー・ナショナルト
レーニングセンターに100kW、2月竣工の美原総合スポーツセン
ターに16kWの太陽光発電を設置した。
また、女性センターにLED照明、窓用断熱フィルムを施工し、東区
役所・西区役所においても窓用断熱フィルムを導入した。

a
公共事業を積極的に推進
することにより、関連業界
の活力向上、雇用創出が

期待できる。

- 事業の平準化及び効率化 第2次ストック総合活用計画の策定

家庭 実施

＜実施＞
人口の減少や少子・高齢化、都市施設の老朽化などの問題が進
行する泉北ニュータウンにつて、まちの活力を維持、向上し、次
世代に継承していくため、泉北ニュータウン再生指針を策定した。
これにより、様々な地域資源の活用等により、環境にやさしい暮
らしやストック型社会、低炭素社会の実現、新エネルギーの活用
など、市民の環境配慮型の暮らしへの転換を進める。

ｂ 泉北ニュータウンの活性化

住宅ストックの建て替えが
促進されることで、地域活
性化や建設業界への経済
活力の向上、雇用創出が
期待できる。

関係団体、地元住民と連携し
た取組が必要

泉北ニュータウン再生府市等連会協議会を設立し、今後の取
組について議論検討する。

家庭 検討

＜検討＞
市営住宅ストックを長期的に円滑かつ効率的に維持するため、ス
トック総合活用計画を策定し、計画的な市営住宅の建替えや改
善等を行うため、平成21年度は検討調査を実施した。

ＵＲの実証実験の成果をどの
ように市の街づくりに反映して
いくか検討を進める必要があ
る。

ＵＲの実証実験の成果を基に、市内でストック活用型の都市
再生事業を展開するとともに、平成21年度策定の堺市営住宅
ストック総合活用計画にもとづき、市営住宅の低炭素化を推
進する。

ｂ

大規模
住宅ス
トックの
低炭素
化に向
けた取
組

2-3-②
-(A-3)

家庭 実施

＜実施＞
○都市再生機構（UR）が住宅を低炭素型住居へ転換するため、
UR が民間事業者から共同研究者を募り、実在の住棟での実証
試験を実施した。（平成21年度は試験施工、平成22年度に検証・
評価を実施）
○大阪府が住宅ストック活用計画に基づく建て替え事業を開始し
た。

ｂ

「人に楽
しく、地
球に優
しい」ラ
イフスタ
イル・イ
ノベー
ションに
よる環
境文化
の創造

公共施
設の省
エネ化、
新エネ
の積極
的導入

2-3-②
-(B-1)
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

H21
予定

取組
内容

取組
番号

部門 主要
取組
方針

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（平成22年度以降発現）

-

地域（東吉野村）側の地元住
民に本事業の趣旨が十分に
伝わらず、都市側の取組みに
依存する傾向があり、地域住
民の積極的な参画や地域の
活性化に至らなかった。その
ため、平成22年度からは協議
会運営や取組に地元住民を
積極的に巻き込む体制を構築
する。

『山のエコ学校』本格稼働　：　「山を育て、守ろう科」企業1社
と森林アドプト協定締結
「山で学び、遊ぼう科」エコツアー実施（堺エコロジー大学との
連携を含む）
「山で儲ける科」試作商品の本格販売、エコハウスの検討

実施

＜実施＞
（地域連携による環境教育・生態系活性化推進事業）
友好都市である東吉野村及びその関連団体、堺市、事業者等の
協働により「東吉野村山の学校協議会」を設立。「地方の元気再
生事業」の予算を活用し、「山の育て、守ろう科」「山に学び、遊ぼ
う科」「山で儲ける科」の3学科の具体的取組を検討し、その試行
実施を行った。

b

○都市側の資金で森林整
備で行われることによる地
域側の雇用創出効果
○都市住民が地域を訪れ
ることによる地域経済の活
性化効果
○開発した商品の販売等
による経済効果及び雇用
創出効果

b -
より多くの事業者に活用しても
らえるよう制度の啓発が必
要。

制度の普及啓発を実施。

b -

１．遊休農地解消に向けて、関係
機関（農業委員会、JA、土地改良
区、大阪府）との連携強化
２．営農を再開するための農道・
水路整備、市民農園の整備など
農業者等への支援策の推進

平成２１年度に引き続き、遊休農地解消対策区域を中心に、自己耕
作の推進、担い手農家への農地の利用集積、市民農園としての活用
など遊休農地の解消を図り、農地の有効活用を推進する。また、JA
堺市の行う除草、耕耘などの農作業の受委託事業に対しての支援を
行う。

b 遊休農地の解消、農業の
活性

実施

＜実施＞
（特定農地貸付法を活用した都市農地の保全）
　平成2１年度は、新たに３地区を遊休農地解消対策区域として
指定し、自己耕作の推進、担い手農家への農地の利用集積など
遊休農地の解消を図り、農地の有効活用を推進した。

家庭 実施
＜実施＞
工場緑化を推進するため、「緑の工場ガイドライン」を策定した。

ネットワーク水路再生の実施
にあたり、下水道部局との連
携を強化しそれぞれの役割分
担を整理する。

仁徳陵濠の持続可能な水質改善対策の検討。
芦ヶ池水路（Ｌ＝100ｍ）を親水性のある水路に再生する。

公共施設、とりわけ小中学校
での芝生化やグリーンカーテ
ン事業によるヒートアイランド
対策は市民、学生の教育にも
つながるため効果的なので、
今後も発展的に取組を展開す
る。

小学校芝生化１２校
グリーンカーテン３５校（小学校２８校、中学校７校）

実施

＜実施＞
（狭山池・仁徳陵ネットワーク水路再生）
平成10年度に「仁徳陵・内川水環境再生プラン」を策定しており、
平成17年度に狭山池から仁徳陵古墳への水路再生構想が、国
土交通省の「都市水路再生計画モデル地区」として選定された。
仁徳陵古墳にそそぐ芦ヶ池水路（全長1.4ｋｍ）の再生と親水空間
の整備を図っており平成22年度完成に向け、平成21年度も継続
して整備した。

b
水辺の保全や水循環の再
生、ヒートアイランド対策の

推進。

b -

従来の都市公園のように施設
を造り上げてしまうのではな
く、多様な動植物の生態系に
配慮した順応的管理を行いつ
つ、管理運営行為の中で手を
入れ続けることによる整備を
行っている為、今後も生態系
に配慮しながら施設整備を
行っていく必要がある。

○里山の生態系に配慮した順応的管理を行う。
○急激な環境変化を避け、また植生の調査を行い、生態系に
配慮しながらゆっくりと施設整備を行っていく。

家庭 実施

＜実施＞
ヒートアイランド対策のため、小学校での芝生化事業（８校）や
ゴーヤを使ったグリーンカーテン事業（市民向け：堺女性大学教
養講座にて講座を実施（400株を配布）、市立小学校27校にて実
施、中区・東区役所、女性センター他、6施設で実施）を実施した。

家庭 実施

＜実施＞
（堺自然ふれあいの森事業）
周辺環境との連続性を踏まえながら、自然環境の保護、活用、復
元を図っていく”里山の保全”を行っており、「森の学校」をテーマ
に里山と人との新しい関わり方を考えるきっかけの場づくりとして
の下記の取り組みを通じて「里山文化の伝承」を図った。
○都市部に隣接する身近な里山公園として園内の整備方針や森
の整備を市民協働で実施。
○環境学習を目的とし、里山体験学習などのイベント企画等の実
施。

SAKAIグ
リーンプ
ロジェク
トの実施

2-3-②
-(C-1)

家庭

家庭

家庭 ○

堺　8/28　（個別進捗）

通しページ番号134



温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

H21
予定

取組
内容

取組
番号

部門 主要
取組
方針

平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画と
の比較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

平成２１年度の進捗

（定量化は困難）

-

40.6t-CO2

（算定根拠）
BDF製造・使用量　15500
ℓ
15500ℓ×2.62kg-CO2/ℓ
×0.001=40.6t-CO2

（定量化は困難）

-

-

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

堺市環境活動表彰実施要領
の大幅改訂が必須。

堺市環境活動表彰実施要領の改訂。
平成２２年度堺市環境活動表彰の候補者の募集及び審査を
行い、表彰式を実施。

家庭

エコ大学については、あらゆる
年代層、対象者に応じた講座･
カリキュラムの充実や、平成
23年度設置予定の専門コース
について、育成した人材の活
躍の場の提供や資格制度等
を検討する。

エコ大学については、環境教育を推進するための協働体制として、産
学民官による実行委員会を設置し、各主体との連携を図り、各々が
独自に実施している環境講座、フィールド学習等を同大学の講座とし
て位置づけ、様々な場所をキャンパスとして、子どもから大人まで幅
広い層の市民を対象にしたプログラムを実施する。
さらに、各分野における環境教育･環境活動を率先する人材を育成す
るため、専門性の高いカリキュラムを検討し、平成23年度からの専門
コースの開講につなげる。

-

環境教育プログラムについては、企業･専門機関等と連携し
て、食物や生物の多様性、資源等をテーマとする学習プログ
ラムを7小中学校で実施するとともに、小学校に設置する太陽
光パネルを学習プログラムの教材として活用する。

実施

＜実施＞
堺市環境活動表彰制度を創設し、個人、団体の優秀者を表彰し
た。 b

平成２１年度堺市環境活動
表彰　受賞者：４団体１個
人

低炭素
社会づく
りに取組
む人材
の育成

2-3-②
-(D-2)

家庭

家庭

家庭

モデル事業を受けての今後の展
開が必要

ため池の環境改善事業を他のため池に展開する。整備後に
は親水コミュニティ活動支援事業の導入により、ため池管理
者と地区住民によるため池の管理体制を強化する。

検討

＜検討＞
NPO・企業・地域・教育機関等の多様な主体との協働により（仮
称）さかいエコ大学を平成22年度に開校するため、大学・市民・
NPO・企業等を委員とする（仮称）さかいエコ大学検討会議を設置
し、エコ大学の基本構想等の検討を実施した。検討会議を5回開
催し、基本構想、実施計画、プログラムや人材育成カリキュラム
等の具体的内容等を決定した。

b

エコ大学については、受講
者数年間5,000人を目標と
して、環境教育･環境活動
を実施することにより、市民
の環境意識の向上を図り、
持続可能な社会の構築を
めざす。

実施

＜実施＞
（池の環境改善プロジェクト）
過熱水蒸気処理によりリサイクルした炭の投入や、水質浄化効
果の検証等を実施した。

b -

実施

＜実施＞
小学校７校で「エネルギーと環境」「食と環境」「多様な生物との共
生」をテーマに、25時間以上のプロジェクト型環境学習を実施し
た。

b
小学生にプロジェクト型環
境学習を実施することで、
自分で考える力を養成。

協議会におけるWG活動にお
いて、検討する内容から協議
し、また、WGそのものの運営
について各参加団体メンバー
に主体性を求める現在の活動
スタイルでは、議論が拡散し
方向性をとりまとめるのが困
難なため、成果が出るまでに
時間がかかる。今後は市が重
点的に推進する取組を提示・
主導することとし、協議会の役
割を、市が主導する取組の推
進への協力と、各方面からの
意見・アドバイスを受ける場へ
とシフトする。

市が行う重点取組みを示し、協議会活動においてその取組の
推進に協力いただく。

家庭 実施

＜実施＞
（バイオデイーゼル燃料（ＢＤＦ）実証実験事業）
家庭からの廃食用油の回収、及びＢＤＦの製造と実証実験の取り
組みの啓発をＮＰＯ法人に委託し、製造したＢＤＦの品質確認の
分析を公的機関で行った。また、より高品質なＢＤＦを効率的に製
造するための研究委託業務を大阪府立大学に依頼した。

b -

今後事業化するには高効率・低コ
ストの製造手法および施設整備
の確立は勿論のこと、製造時に発
生する排水処理、グリセリンなど
の処理設備の整備やＢＤＦの利用
先、回収システム等多くの課題が
残されている。また平成２１年度
の実証実験においても取扱量や
保管設備を消防法に適応する必
要があり、今後の事業のあり方を
求められている。

堺市が、引き続きＮＰＯ法人に廃食用油の回収とＢＤＦの製造
を委託するとともに、大阪府立大学に製造実証プラントの事
業化に向けた効率的な連続製造の改修等の研究業務と堺市
のＢＤＦ使用車の排ガス測定を行い、環境に与える影響を分
析評価する業務を委託する。そして７月ごろまでを目途に、今
までの実証実験事業を総括し、ＢＤＦの事業性を見極め、次年
度以降の具体的方向性を決めていく。

環境都市
推進協議
会による
市民主導
型の環境
共生まち
づくりの
推進

2-3-②
-(D-1)

家庭 実施

＜実施＞
○「クールシティ・堺」の取組を効果的に推進するため、産学官民
の計４６団体で構成する「堺市環境都市推進協議会」を設立し
た。協議会の下には部会（産業部会、運輸部会、民生部会）とWG
を設置し、具体的な議論を進めた。

b
市民、事業者等との連携に
よる低炭素まちづくりの推
進（まちづくりへの参画）

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業のH21年度の予定は、「着手」と記載。）
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業が予定通り進捗した場合、H21年度の進
捗状況は「着手」と記載。）
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない

堺　9/28　（個別進捗）

通しページ番号135



３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1
低炭素型コンビナートの
稼動

シャープ㈱堺工場において、第10世代マザーガラス液晶
パネル、及び薄膜シリコン太陽電池を製造し、省エネ・創
エネ製品を出荷し、世界の低炭素化を推進する。
　また、部材関連メーカーを敷地内に集結させ、垂直統
合型生産体制や棟間搬送システムの構築によるエネル
ギー利用効率を向上させる。
　さらに、太陽光パネル（18MW）の設置や工場照明の
LED化、統合エネルギー管理センターの設置が行われ
る。

H19～H22 - - - - -

2
堺浜再生水送水事業の
実施

三宝下水処理場で高度処理された再生水を堺浜地区
（約300ha）へ送水し、下水処理水の再利用、公共用水
域への放流負荷削減を目指すほか、周辺地域との連携
による取組として下水道資源の活用による熱供給・熱回
収の実施を目指す。

H19～H23
321

(H22)
1,320

都市・地域整備局所管
補助事業、先導的都市
環境形成促進事業

国土交通省 660

3
堺浜臨海部地区先導的
都市環境形成促進計画
の策定・推進

自然環境の再生・創造と大規模な開発整備が進んでい
る堺浜臨海部地区において、地域連携・官民連携による
環境配慮の取り組みを推進することにより、地域の魅力
や活力の創出を図る。

H20～ - 13
先導的都市環境形成

促進事業
国土交通省 6

4
北泊地における浅場創
出の検討

堺２区（北泊地）の海域の水環境改善とあわせ、海にま
つわる歴史を活かした水辺の整備やまちづくりを国、大
阪府とともに連携をとり共同して事業を実施しあらたな賑
いを創出することを目的とする。

H21～H24 221 7 - - -

5 臨海部のショーケース化
臨海部における低炭素エネルギー拠点の保有技術を
ショーケース化する方向で検討を開始した。

H21～ - - - - -

6
未利用エネルギー活用セ
ミナーの開催

堺市環境都市推進協議会産業部会において、小水力発
電システム等の新技術を紹介する未利用エネルギー活
用セミナーを開催した。

H21～ - - - - -

2-1-②
-(A-1)

2-1-②
-(B-1)

「堺浜臨海部
地区」における
CO2の削減、
ヒートアイラン

ド減少の緩和、
都市環境の改
善に向けた取

組の推進

新技術導入の
ためのしくみづ

くり

2-1-②
-(C-2)

大阪府堺市

低炭素型コン
ビナート内での
先導的な取組

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

7
金融機関による支援体制
の構築

『クールシティ・堺』に賛同する市内の２２金融機関で構
成する「ＳＡＫＡＩエコ・ファイナンスサポーターズ倶楽部」
により、太陽光発電、省エネリフォーム等、市民・事業者
の環境に配慮した取組みを支援する金融商品を、金融
機関の自主的な取組みとの連携のもとに提供する。

H21～ - - - - -

8
参画促進のためのサ
ポート制度の構築

中小企業の省エネ化を進めるために、大企業の技術や
ノウハウを活用する省エネアドプト制度を構築することに
より、低炭素化に向けた取組の基盤づくりを行う。

H21～ - - - - -

9 省エネ診断の実施促進
中小製造事業者に対する省エネ診断制度を構築する。
平成２１年度は制度のあり方を検討。

H21～ - - - - -

2-1-②
-(D-2)

マテリアルフ
ローコスト会計
の普及拡大

10
マテリアルフローコスト会
計の普及拡大

経営効率向上と環境効率向上の両立を図る手法として
期待されているマテリアルフローコスト会計（MFCA）など
の専門手法の普及を推進することにより、資源やエネル
ギーのロスを「見える化」し、経営の効率化やコストダウ
ンを図ることで中小企業の競争力を強化する。

H21～ - 1 - - -

11
大規模太陽光発電所の
整備

関西電力㈱との連携により、堺第7－３区の産業廃棄物
埋立処分場跡地（約20ha）において国内 大規模の太
陽光発電所を設置し、長期間の耐久性や出力安定性、
電力需給や系統への影響等、自立電源としての技術的
課題について検証・評価を行う。

12 太陽光発電の普及啓発

メガソーラーで発電された電力を地域内へ供給（地産地
消）するとともに、メガソーラーを活用した普及啓発活動
を実施することで、市民の環境まちづくり意識の醸成を
図り、「クールシティ・堺」が掲げる「まちなかソーラー発
電所」の普及拡大をめざす。

H21～H23
(工事期間)
H23～H43
(運用期間)

5,206 494
地域新エネルギー等
導入促進対策費補助

金
経済産業省 210

2-1-②
-(E-1)

メガソーラー事
業の推進

2-1-②
-(D-1)

中小企業の低
炭素化推進に
向けたサポート

制度の構築
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

13
産学連携総合サポート事
業の実施

産学連携促進担当マネージャーが、大学との共同研究
を行おうとする中小企業のニーズについて情報収集し、
大学側の技術研究とのマッチングを行うなど、産学連携
の支援を行うとともに、公的資金獲得に向けた共同研究
開発計画のブラッシュアップ支援を行う。

H18～ - 7 - - -

14
産学共同研究開発支援
補助金制度の構築

中小企業者が大学や試験研究機関と連携して行う新技
術・新製品等の共同研究開発に要する経費の一部を補
助。H21年度より、環境・新エネルギー分野枠を新設。

H14～ - 24 - - -

15
広域的新事業支援ネット
ワーク等補助事業

(財)堺市産業振興センターが、経済産業省の産業クラス
ター計画「環境ビジネスKANSAIプロジェクト」の拠点組
織として、環境関連企業のネットワーク形成と新たな環
境ビジネスの創出を図る。（経済産業省の補助事業）

H21～ - 4
広域的新事業支援ネッ

トワーク等補助事業
経済産業省 4

16 総合交通体系の構築

阪堺電気軌道阪堺線の存続、東西鉄軌道（堺浜ルート）
整備計画の検討を含む本市における総合的な都市交通
のあり方を検討し、関係事業者等と連携し総合交通体系
を構築する。

H２１～ 18 - - -

17 電動バス導入促進
本市における主な移動手段のひとつであるバスについ
て、電動バスの導入促進を見据え、堺駅～堺東駅間で
の実証実験について検討を実施。

H２１～ - - - 国土交通省 -

18 自転車走行環境の整備
全市的な自転車走行空間ネットワークの形成をめざし、
既存の道路空間の再配分による、自転車道や自転車
レーンなどの自転車走行環境の整備を推進する。

H２０～
1,938

（～H25）
192

・交通安全施設等整備
事業補助
・地域活力基盤創造交
付金

国土交通省 67

19
堺市版コミュニティサイク
ルシステムの構築

電車やバスへの乗り継ぎの利便性を高め、公共交通機
関の利用を促進するとともに、放置自転車の削減やCO2
削減を図るため、平成２１年度から共用の自転車が配置
されているサイクルポートを４ヶ所設置し、どこのポート
でも貸出・返却が可能な交通システムである自転車市
民共同利用システム（コミュニティサイクルシステム）の
導入に取り組んでいる。

H２１～
285

（～H25）
178

平成２０年度環境共生
地域づくり補助金事業

環境省 163

2-2-②
-(A-1)

公共交通ネット
ワークの形成
に向けたLRT
の先行整備

2-2-②
-(B-1)

自転車を活か
したまちづくり

の取組

省エネ創エネ
製品の開発・
普及のための
仕組みづくり

2-1-②
-(F-1)
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

20
連続立体交差事業の推
進

本事業は、鉄道を高架化することにより、踏切を除却し、
都市内交通の円滑化を図るとともに、分断された市街地
の一体化による都市の活性化を図る事業である。

H１５～ - 1,514 連続立体事業費補助 国土交通省 233

21
阪神高速道路大和川線
事業

阪神高速道路大和川線は大阪都市再生環状道路の一
部を構成し、本市を取り巻く高速道路の環状ネットワーク
を形成するもので、他の都市高速道路と連絡することに
より大阪南部地域の臨海部と国土軸を直結する基幹と
なる道路である。本路線の整備により、東西方向の一般
道の交通混雑が大幅に緩和されるとともに、高速道路
利用の利便性を高めるなど、関西都市圏の社会経済活
動の活性化に大きく貢献する。平成１８年度より大阪
府、堺市ならびに阪神高速道路㈱との三者が共同して
整備を行っている。

H１８～ - 8,685 街路事業 国土交通省 2,886

2-2-②
-(C-2)

低炭素型モデ
ル街区におけ
る徹底した低
炭素化の取組

22
低炭素型モデル街区の
形成

堺市都心地域を「低炭素モデル街区」と位置づけ、先行
して集中的な取り組みを行うことで、環境と経済の活性
化、にぎわいのあるまちづくりをめざす。

Ｈ２０～ - 7
平成２１年度低炭素地
域づくり面的対策推進
事業

環境省 7

23 低公害車の導入促進
市において低公害車等の導入目標を作成し、それに基
づき公用車へ導入を拡大するとともに、市民、事業者に
対しても低公害車等の導入を促す。

Ｈ２０～ － 7.5
低公害車普及促進事
業

国土交通省 5

24 エコドライブの推進
エコドライブの周知徹底を図るため、市内の事業所にお
いてエコドライブ普及員を養成し、市民に対してもエコド
ライブの講習会の開催などにより普及啓発を行う。

Ｈ２０～
18

（H21～25）
0.5 - - -

25
太陽光発電設置への補
助制度の構築

太陽光発電システムについて、2013年度末までに1万世
帯、2030年度末までに10万世帯への普及を中心に、ま
ち全体で太陽エネルギーを活用する「まちなかソーラー
発電所」を実現する。平成21年度は7万円/kW(上限28万
円)の補助を行い、1,000件への設置をめざして取組み、
結果1,200件を達成した。

H21～H25 2,356 277
地域活性化・経済危機

臨時交付金
総務省 9

2-2-②
-(C-1)

自動車交通の
円滑化に向け

た取組

2-2-②
-(C-3)

低公害車の普
及とエコドライ
ブの推進に向

けた取組
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

26
金融機関による支援体制
の構築

『クールシティ・堺』に賛同する市内の２２金融機関で構
成する「ＳＡＫＡＩエコ・ファイナンスサポーターズ倶楽部」
により、太陽光発電、省エネリフォーム等、市民・事業者
の環境に配慮した取組みを支援する金融商品を、金融
機関の自主的な取組みとの連携のもとに提供する。

H21～ - - - - -

27
普及促進に向けた住宅
メーカー等関係者間での
議論検討

太陽光発電のさらなる普及促進に向け、堺市環境都市
推進協議会の民生部会に設置した「まちなかソーラー推
進WG」において、議論検討する。
また、関係者と連携し、効果的な普及啓発活動を実施す
る。

H21～ - - - - -

28
ソーラーグリーン電力証
書制度の構築

住宅等への太陽光発電を広く普及させるため、太陽光
発電ユーザーにとっての新たなメリットを創出し、設置意
欲を高めることを目的に、太陽光発電で発電した電力の
うち使用電力に環境価値を付加するソーラーグリーン電
力証書制度の検討を実施する。

H21～ - - - - -

29 屋上・壁面緑化への助成
平成２１年度よりヒートアイランド現象の緩和など都市環
境の改善に寄与する屋上・壁面緑化の推進を目的に補
助対象経費の助成を実施。

H21～
24

(H21～25)
4 - - -

30
セブンイレブンージャパン
との協定の締結

セブンーイレブン・ジャパンと地域活性化包括連携協定
を締結し、「クールシティ・堺」の推進に関する協力体制
を構築。今後は連携策を協議する。

H20～ - - - - -

31 商店街の低炭素化
鳳本通商店街のアーケード改築にあたり、街路灯をLED
に交換し環境にやさしい商店街づくりを実施。

H21～H22 20 0 - - -

32
晴美台スマートコミュニ
ティの構築

廃校された晴美台東小学校跡地を、エコタウンのモデル
となる住宅街の形成を目的とする事業コンペにより売却
し、「まちなかソーラー発電所」の普及拡大を図ると共に
他地区における低炭素型住宅整備を誘導する。

H21～H23（そ
の後、効果検
証を実施）

- - - - -

2-3-②
-(A-1)

住宅や事業所
への太陽光発
電システム設
置の促進

2-3-②
-(A-2)

低炭素型居
住・事業所環
境の普及
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（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

33
都市再生機構及び大阪
府による大規模住宅の低
炭素化

都市再生機構（UR）が住宅を低炭素型居住へ転換する
ため、民間事業者から共同研究者を募り、実在の住棟
での実証試験を実施。
また、大阪府が住宅ストック活用計画に基づく建て替え
事業を開始。

H20～ - - - - -

34
堺市営住宅建替に伴う省
エネ化等の推進

堺市営住宅ストック総合活用計画を策定、運用し、建て
替え時期を迎えている市営住宅の建替え等に際し、省
エネルギー機器設置や太陽光パネル設置等を検討し、
低炭素化を推進する。

H21～ － 4 地域住宅交付金事業 国土交通省 2

35
泉北ニュータウン再生指
針の策定

人口の減少や少子・高齢化、都市施設の老朽化などの
問題が進行する泉北ニュータウンにつて、まちの活力を
維持、向上し、次世代に継承していくため、泉北ニュータ
ウン再生指針を策定、運用し、様々な地域資源の活用
等により、環境にやさしい暮らしやストック型社会、低炭
素社会の実現、新エネルギーの活用など、市民の環境
配慮型の暮らしへの転換を進める。

H21（策定）
H22～運用

16 16 - - -

36
市民利用施設（NTC、美
原スポーツ施設等）の低
炭素化

公共施設について各施設に応じた、効率的な省エネ化
を図るほか、太陽光発電システム等新エネの積極的導
入を図る。新設の建築物については、計画段階から環
境に十分配慮した設計を行う。（H21：太陽光発電：
NTC100kW、美原総合ｽﾎﾟｰﾂセンター16kW、LED・窓用
断熱フィルム導入：女性センター、窓用断熱フィルム導
入：東、西区役所。H23～：健康福祉プラザ、堺病院建設
事業において太陽光発電、省エネ機器等導入予定）

H21 140 140

地域新エネルギー導
入促進事業、温室効果
ガス排出抑制対策事
業費補助金

環境省、経済
産業省

52

2-3-②
-(A-3)

大規模住宅ス
トックの低炭素
化に向けた取

組
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所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
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（百万円）
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事業額
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枝
番

事業名

37 学校エコ改修の実施

20年度に開校した堺高等学校の既設校舎（実習棟２棟）
において、冷暖房負荷低減のための断熱改修や、太陽
光発電等の自然エネルギーの導入、屋上緑化等を効果
的に組み合わせ、二酸化炭素の排出を抑制しながら、
生徒の快適な学習環境を確保する学校エコ改修事業を
実施している。平成21年度は、環境建築を担う技術者の
育成やエコ改修の改修技術を学ぶためのエコ改修研究
会（6回）を実施するとともに、学校を中心とした環境教育
内容を検討するための環境教育研究会を５回開催した。

H20～H22 482 21
学校エコ改修と環境教

育事業
環境省、文部

科学省
10

38
小中学校への太陽光発
電設置事業の実施

低炭素型公共施設への転換を図るため、市立小中学校
全校への太陽光発電システムの設置を推進するととも
に、地球温暖化防止活動の見える教材として環境教育
への活用を図るとともに、地域を巻き込んだ一体的な温
暖化防止活動へと広げることを目的とする。平成20年度
に４小学校、平成21年度に5小学校へ設置を完了した。
今後毎年13校程度ずつ設置を進め、平成32年度までに
全小中学校への設置を完了する予定。

H20～H32 1,862 74
安全・安心な学校づく

り交付金
文部科学省 60

39
家庭ごみの８品目７分別
への拡充

一般廃棄物の減量化・資源化に向け、現行の分別（４品
目３分別の収集）を、８品目７分別に拡大していく。
平成21年10月よりペットボトル・プラスチック製容器包
装・小型金属を追加し、７品目６分別の全市実施を進め
る。

H21～
1,710
(H22)

972
循環型社会形成推進

交付金
環境省 68

40
緑の拠点整備（クールダ
ム）事業

産業廃棄物の埋め立て地（堺第７－３区）、共生の森に
おいて、命を切にする心を育む空間というコンセプトの
下、市民参加型による大規模な植樹祭を実施し、５haに
１万本の植樹を市民、事業者ら2000人と共同で実施。

H21 - 27
地域活性化・公共投資

臨時交付金
総務省 18

41
市民共同による里山保全
活動の促進

「森の学校」をテーマに里山と人との新しい関わり方を考
えるきっかけの場づくりを通じて「里山文化の伝承」を図
るため、南部丘陵17haを堺自然ふれあいの森として開
設し、「NPO法人いっちんクラブ」を中心とした里山保全・
管理活動を行う。

継続 67 34 - - -

低炭素型公共
施設への転換

クールダムの
創出（SAKAIグ
リーンプロジェ

クト）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

クールラインの
再生（SAKAIグ
リーンプロジェ

クト）

42
「狭山池・仁徳陵ネット
ワーク水路再生」プロジェ
クトの推進

日本 古の狭山池から仁徳陵古墳を経て内川・土居川
から堺旧港までを結ぶネットワーク水路再生を推進する
とともに、雨水や地下水などの水源の活用による、持続
可能な水環境の実現を目指す。
平成10年度に「仁徳陵・内川水環境再生プラン」を策定
しており、平成17年度に狭山池から仁徳陵古墳への水
路再生構想が、国土交通省の「都市水路再生計画モデ
ル地区」として選定された。仁徳陵古墳にそそぐ芦ヶ池
水路（全長1.4ｋｍ）の再生と親水空間の整備を図ってお
り平成22年度完成予定。

H17～H25 171 11 - - -

43
学校校庭の芝生化及び
グリーンカーテンの実施

子どもたちの運動意欲の増進や環境への意識を高める
ため、校庭などの芝生化を図り、保護者や地域住民、学
校との協働によって維持管理を行う。平成１５年度にモ
デル事業として錦綾小学校の第二グラウンドを芝生化し
たのをはじめとして、地域が芝生化した学校も含め、平
成２１年度までに小学校１３校、特別支援学校1校を芝生
化している。将来的には全校の芝生化をめざす。
また、ゴーヤを使ったグリーンカーテン事業も進めてお
り、平成２１年度は２７小学校、その他６公共施設におい
てグリーンカーテンを実施した。

H15～ - 29 - - -

44
特定農地貸付法を活用し
た都市農地の保全

減少傾向にある都市農地の保全によるヒートアイランド
現象の緩和とCO2固定化や、市民の環境共生意識の醸
成等を図るため、特定農地貸付法による市民農園の開
設を推進する。
　平成2１年度は、新たに３地区を遊休農地解消対策区
域として指定し、自己耕作の推進、担い手農家への農地
の利用集積など遊休農地の解消を図り、農地の有効活
用を推進した。

H21～ 28 9 - - -

クールスポット
の創出（SAKAI
グリーンプロ

ジェクト）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

45
農山村地域の地域・生態
系の活性化

広域的な視点で持続可能な社会の構築を進めるため、
友好都市である東吉野村との連携により地域の保全・
活性化に取組み、森林保全による低炭素化に資すると
ともに、地域の資源を享受して成立している都市として
の社会的責任を果たす。
平成２１年度は連携事業を行う母体として「東吉野村山
の学校協議会」を設立。「地方の元気再生事業」の予算
を活用し、「山を育て、守ろう科」「山に学び、遊ぼう科」
「山で儲ける科」の3学科の具体的取組を検討し、その試
行実施を行った。

H21～ - 17 地方の元気再生事業 内閣府 2

46
水資源の循環活用等に
よるヒートアイランド対策
の推進

水辺の保全や水循環の再生、ヒートアイランド対策の推
進を図るため、雨水の地下浸透などの総合的な治水対
策に取組む。

H21 7 7 - - -

47
堺市環境都市推進協議
会の設置及び運用

クールシティ堺の実現に向けて、市民・企業・行政と大学
等の研究組織が協働して温室効果ガス排出削減に向け
た行動を促進するため、堺市環境都市推進協議会を設
置・運営する。

H21～
13

(H22)
4 - - -

48
BDF製造実証実験の実
施

産学官民連携による事業化に向けた高効率、高品質な
ＢＤＦ製造事業（超音波反応）の実証評価（経過・現状）
平成19年度から産学官民連携による「堺市バイオデ
イーゼル利活用推進検討会」を設立し、廃食用油から超
音波反応技術によるＢＤＦ製造、軽油代替燃料としての
車両走行試験の実証実験を行っている。
平成２１年度は家庭からの廃食用油の回収、及びＢＤＦ
の製造と実証実験の取組の啓発をＮＰＯ法人に委託し、
製造したＢＤＦの品質確認の分析を公的機関で行った。
また、より高品質なＢＤＦを効率的に製造するための研
究委託業務を大阪府立大学に委託した。

H19～（実証
実験を継続）

1
(H22)

1 - - -

市民主導型の
環境共生のま
ちづくりの推進

その他（SAKAI
グリーンプロ

ジェクト）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

49
池の環境改善プロジェク
トの実施

池全体の持続的な環境保全活動等の目的を果たす為
に2007年1月に地元NPO、自治会等を中心に「守屋池を
愛す会」が設立し、シャープ（株）の太陽光パネル、マイ
クロナノバブル技術の提供を受け、大阪府立大学の加
熱水蒸気処理による炭の活用等の協力を得て、閉鎖域
により富栄養化した守屋池の水質浄化を行っている。平
成21年度も引き続き、過熱水蒸気処理によりリサイクル
した炭の投入や、水質浄化効果の検証等を実施してい
る。

H19～ 145 － - - -

50
（仮称）さかいエコ大学の
検討・設立

NPO・企業・地域・教育機関等の多様な主体との協働に
より（仮称）さかいエコ大学を設立・運営し、総合的な環
境教育を行うことにより、市民等の環境学習への関心及
び環境意識の向上を図るとともに、新たな環境リーダー
を育成することを目的とする。平成２１年度は、平成２２
年度の開校に向け、市民、ＮＰＯ、企業、大学で構成す
る「（仮称）さかいエコ大学検討会議」を設置（検討会議5
回、作業部会5回開催）し、各主体の協働による新たな
環境教育・人材育成のしくみ、カリキュラムのイメージ及
び事業展開の手法等の基本的な考え方についての検
討を行い、基本構想としてまとめた。

H21～ - 5 - - -

51
環境教育プログラムの実
施

様々な環境問題について、当事者意識をもちながら、直
面する課題の解決に向け取り組むプロセスを学ぶなど
キャリア教育の視点も含め、本市に活動拠点がある企
業等の教育素材や専門家等の協力を得ながら、子ども
たちがチームで取り組むプロジェクト型の学習活動を行
う。平成21年度は小学校７校で「エネルギーと環境」「食
と環境」「多様な生物との共生」をテーマに、25時間以上
のプロジェクト型学習活動を実施している。

H20～ - 18 - - -

52
堺市環境活動表彰制度
の創設・運用

堺市において、持続可能な社会を構築する諸活動を実
践し、環境活動推進に顕著な功績のあった個人又は企
業等法人その他の団体に対し、市長が表彰並びに賞状
の贈呈をする。

H21～ 1 0.04 - - -

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

”いま”と”未
来”の堺の環
境を担う人材

の育成

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて記
載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1
低炭素型コンビナートの
稼動

シャープ㈱堺工場において、第10世代マザーガラス液
晶パネル、及び薄膜シリコン太陽電池を製造し、省エ
ネ・創エネ製品を出荷し、世界の低炭素化を推進する。
　また、部材関連メーカーを敷地内に集結させ、垂直統
合型生産体制や棟間搬送システムの構築によるエネ
ルギー利用効率を向上させる。
　さらに、太陽光パネル（18MW）の設置や工場照明の
LED化、統合エネルギー管理センターの設置が行われ
る。

1 H20～ - - - - -

2
堺浜再生水送水事業の
実施

三宝下水処理場で高度処理された再生水を堺浜地区
（約300ha）へ送水し、下水処理水の再利用、公共用水
域への放流負荷削減を目指すほか、周辺地域との連
携による取組として下水道資源の活用による熱供給・
熱回収の実施を目指す。

2 H19～H23 - 321

都市・地域整備局所
管補助事業、先導的
都市環境形成促進
事業

国土交通省 318

3
堺浜臨海部地区先導的
取り環境形成促進計画
の策定・推進

自然環境の再生・創造と大規模な開発整備が進んで
いる堺浜臨海部地区において、地域連携・官民連携に
よる環境配慮の取り組みを推進することにより、地域の
魅力や活力の創出を図る。

3 H20～ - 13
先導的都市環境形

成促進事業
国土交通省 6

4
北泊地における浅場創
出の検討

堺２区（北泊地）の海域の水環境改善とあわせ、海にま
つわる歴史を活かした水辺の整備やまちづくりを国、大
阪府とともに連携をとり共同して事業を実施しあらたな
賑いを創出することを目的とする。

4 H21～H24 - 214 - - -

5 臨海部のショーケース化
臨海部における低炭素エネルギー拠点の保有技術を
ショーケース化し、全国へ情報発信する。

5 H21～ - - - - -

6
新技術、未利用エネル
ギー活用技術セミナー
の開催

省エネや省資源に寄与する既存の 新技術をの導入
を促進するために、セミナーを開催する。

6 H21～ - ｾﾐﾅｰ費計上 - - -

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

2-1-②
-(A-1)

低炭素型コン
ビナート内で
の先導的な取
組

2-1-②
-(B-1)

「堺浜臨海部
地区」における
CO2の削減、
ヒートアイラン
ド減少の緩

和、都市環境
の改善に向け
た取組の推進

2-1-②
-(C-2)

新技術導入の
ためのしくみづ

くり

大阪府 堺市

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

7
金融機関による支援体
制の構築

『クールシティ・堺』に賛同する市内の２２金融機関で構
成する「ＳＡＫＡＩエコ・ファイナンスサポーターズ倶楽
部」により、太陽光発電、省エネリフォーム等、市民・事
業者の環境に配慮した取組みを支援する金融商品を、
金融機関の自主的な取組みとの連携のもとに提供す
る。

7 H21～ -

参加金融機
関の負担に
よる広告宣

伝費

- - -

8
参画促進のためのサ
ポート制度の構築

中小企業の省エネ化を進めるために、大企業の技術
やノウハウを活用する省エネアドプト制度を構築するこ
とにより、低炭素化に向けた取組の基盤づくりを行う。

8 H21～ - 調査費計上 - - -

9 省エネ診断の実施促進
中小製造事業者に対する省エネ診断制度を創設し、実
施する。

9 H21～ - 3 - - -

2-1-②
-(D-2)

マテリアルフ
ローコスト会計
の普及拡大

10
マテリアルフローコスト
会計の普及拡大

経営効率向上と環境効率向上の両立を図る手法として
期待されているマテリアルフローコスト会計（MFCA）な
どの専門手法の普及を推進することにより、資源やエ
ネルギーのロスを「見える化」し、経営の効率化やコス
トダウンを図ることで中小企業の競争力を強化する。

10 H21～ -

(財)堺市産
業振興セン
ター事業とし
て継続実施

- - -

11
大規模太陽光発電所の
整備

関西電力㈱との連携により、堺第7－３区の産業廃棄
物埋立処分場跡地（約20ha）において国内 大規模の
太陽光発電所を設置し、長期間の耐久性や出力安定
性、電力需給や系統への影響等、自立電源としての技
術的課題について検証・評価を行う。

11

12 太陽光発電の普及啓発

メガソーラーで発電された電力を地域内へ供給（地産
地消）するとともに、メガソーラーを活用した普及啓発
活動を実施することで、市民の環境まちづくり意識の醸
成を図り、「クールシティ・堺」が掲げる「まちなかソー
ラー発電所」の普及拡大をめざす。

12

13
産学連携総合サポート
事業の実施

産学連携促進担当マネージャーが、大学との共同研究
を行おうとする中小企業のニーズについて情報収集
し、大学側の技術研究とのマッチングを行うなど、産学
連携の支援を行うとともに、公的資金獲得に向けた共
同研究開発計画のブラッシュアップ支援を行う。

13 H18～ -

(財)堺市産
業振興セン
ター事業とし
て継続実施

- - -

14
産学共同研究開発支援
補助金制度の構築

中小企業者が大学や試験研究機関と連携して行う新
技術・新製品等の共同研究開発に要する経費の一部
を補助。H21年度より、環境・新エネルギー分野枠を新
設。

14 H14～ - 24 - - -

15
広域的新事業支援ネット
ワーク等補助事業

(財)堺市産業振興センターが、経済産業省の産業クラ
スター計画「環境ビジネスKANSAIプロジェクト」の拠点
組織として、環境関連企業のネットワーク形成と新たな
環境ビジネスの創出を図る。（経済産業省の補助事
業）

15 H21～ -

(財)堺市産
業振興セン
ター事業とし
て継続実施

- - -

16 総合交通体系の構築

阪堺電気軌道阪堺線の存続、東西鉄軌道（堺浜ルー
ト）整備計画の検討を含む本市における総合的な都市
交通のあり方を検討し、関係事業者等と連携し総合交
通体系を構築する。

16 H２１～ - 18 - - -

2,244
2-1-②
-(E-1)

メガソーラー事
業の推進

2-1-②
-(F-1)

省エネ創エネ
製品の開発・
普及のための
仕組みづくり

H21～H23
(工事期間)
H23～H43
(運用期間)

5,206 経済産業省

②

公共交通ネッ
トワークの形

4,678
地域新エネルギー等
導入促進対策費補

助金

2-1-②
-(D-1)

中小企業の低
炭素化推進に
向けたサポー
ト制度の構築
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17 電動バス導入促進

本市における主な移動手段のひとつであるバスについ
て、電動バスの導入促進を見据え、堺駅～堺東駅間で
の実証実験について検討を実施。実証実験に向け、平
成２２年度は事前調査を実施する。具体的には、想定
路線の実態調査及び実施方法の検討、充電設備設置
環境の調査、車両改善内容の確認等を行う。

17 H２１～ - - - 国土交通省 -

18 自転車走行環境の整備
全市的な自転車走行空間ネットワークの形成をめざ
し、既存の道路空間の再配分による、自転車道や自転
車レーンなどの自転車走行環境の整備を推進する。

18 H２０～
1,938

（～H25）
130.5

・交通安全施設等整
備事業補助
・地域活力基盤創造
交付金

国土交通省 27

19
堺市版コミュニティサイク
ルシステムの構築

電車やバスへの乗り継ぎの利便性を高め、公共交通
機関の利用を促進するとともに、放置自転車の削減や
CO2削減を図るため、平成２１年度から共用の自転車
が配置されているサイクルポートを４ヶ所設置し、どこ
のポートでも貸出・返却が可能な交通システムである
自転車市民共同利用システム（コミュニティサイクルシ
ステム）の導入に取り組んでいる。
平成22年度は以下の取組を予定
○バス運行情報と連動したシステムの早期運用開始
（夏頃の運用開始を予定）
○効果を検証し、今後の増設計画を策定
○市民啓発・広報

19 H２１～
285

（～H25）
46 - - -

2-2-②
-(B-1)

歩いて楽しい
まちづくりの推

進
20

ペデストリアンデッキの
整備

堺東中瓦町２丁地区市街地再開発事業の実施に合わ
せて、堺東駅、再開発ビル、市民交流広場を回遊する
ペデストリアンデッキを整備する。

H22～ - 14 - - -

2-2-②
-(A-1)

トワ クの形
成に向けた
LRTの先行整
備

2-2-②
-(B-1)

自転車を活か
したまちづくり

の取組
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21
連続立体交差事業の推
進

本事業は、鉄道を高架化することにより、踏切を除却
し、都市内交通の円滑化を図るとともに、分断された市
街地の一体化による都市の活性化を図る事業である。

20 H１５～ - 1514
連続立体事業費補
助

国土交通省 384

22
阪神高速道路大和川線
事業

阪神高速道路大和川線は大阪都市再生環状道路の
一部を構成し、本市を取り巻く高速道路の環状ネット
ワークを形成するもので、他の都市高速道路と連絡す
ることにより大阪南部地域の臨海部と国土軸を直結す
る基幹となる道路である。本路線の整備により、東西
方向の一般道の交通混雑が大幅に緩和されるととも
に、高速道路利用の利便性を高めるなど、関西都市圏
の社会経済活動の活性化に大きく貢献する。平成１８
年度より大阪府、堺市ならびに阪神高速道路㈱との三
者が共同して整備を行っている。

21 H１８～ - 14637 街路事業 国土交通省 4,879

2-2-②
-(C-2)

低炭素型モデ
ル街区におけ
る徹底した低
炭素化の取組

23
低炭素型モデル街区の
形成

堺市都心地域を「低炭素モデル街区」と位置づけ、先
行して集中的な取り組みを行うことで、環境と経済の活
性化、にぎわいのあるまちづくりをめざす。
平成22年度は昨年度に策定した計画に基づき取組を
推進。

22 Ｈ２０～ - -
低炭素地域づくり面
的対策推進事業

環境省

24 低公害車の導入促進

市において低公害車等の導入目標を作成し、それに基
づき公用車へ導入を拡大するとともに、市民、事業者
に対しても低公害車等の導入を促す。
平成22年度は公用車を22台低公害車に買い替え、路
線バスのＣＮＧ化に補助する（２台）。

23 Ｈ２０～ - 36
低公害車普及促進

事業
国土交通省 5

25 エコドライブの推進
エコドライブの周知徹底を図るため、市内の事業所に
おいてエコドライブ普及員を養成し、市民に対してもエ
コドライブの講習会の開催などにより普及啓発を行う。

24 Ｈ２０～ - 13 - - -

26
太陽光発電設置への補
助制度の構築

太陽光発電システムについて、2013年度末までに1万
世帯、2030年度末までに10万世帯への普及を中心に、
まち全体で太陽エネルギーを活用する「まちなかソー
ラー発電所」を実現する。平成22年度は7万円/kW(戸
建：上限28万円、集合住宅：70万円)の補助を行い、
1,500件への設置をめざす。

25 H21～H25 2,356 352 - - -

自動車交通の
円滑化に向け

た取組

2-2-②
-(C-3)

低公害車の普
及とエコドライ
ブの推進に向

けた取組

2-2-②
-(C-1)
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27
金融機関による支援体
制の構築

『クールシティ・堺』に賛同する市内の２２金融機関で構
成する「ＳＡＫＡＩエコ・ファイナンスサポーターズ倶楽
部」により、太陽光発電、省エネリフォーム等、市民・事
業者の環境に配慮した取組みを支援する金融商品を、
金融機関の自主的な取組みとの連携のもとに提供す
る。
平成22年度は下記取組を実施。
○ 新の技術・商品の情報収集やビジネスチャンスの
場として「ＳＡＫＡＩ環境ビジネスフェア」を開催する（目標
参加者：２０００人）。
○倶楽部構成２２団体の４６もの既存のエコ金融商品
を活用し、新エネ・省エネ設備導入促進を図る。
○新たな金融商品の検討を行う。

26 H21～ - - - - -

28
普及促進に向けた住宅
メーカー等関係者間での
議論検討

太陽光発電のさらなる普及促進に向け、堺市環境都市
推進協議会の民生部会に設置した「まちなかソーラー
推進WG」において、議論検討する。
また、関係者と連携し、効果的な普及啓発活動を実施
する。

27 H21～ - - - - -

29
既存住宅省エネ改修補
助事業

既存住宅の耐震改修と併せて省エネ改修を行うものに
対してその工事費の一部を助成することにより、住宅
の耐震改修を促進するとともに省エネ化を促し、ＣＯ２
排出量の削減を図る。

H22～ - 9 - - -

30
屋上・壁面緑化への助
成

平成２１年度よりヒートアイランド現象の緩和など都市
環境の改善に寄与する屋上・壁面緑化の推進を目的
に補助対象経費の助成を実施。平成22年度も継続。

29 H21～
24

(H21～25)
3 - - -

31
セブンイレブンージャパ
ンとの協定の締結

セブンーイレブン・ジャパンと地域活性化包括連携協定
を締結し、「クールシティ・堺」の推進に関する協力体制
を構築。今後は連携策を協議する。
平成２２年度はまずは大阪エコ農産物の認証を受けた
農産物を使用したエコ弁当を開発し、市内店舗にて販
売を実施する。

30 H20～ - - - - -

32 商店街の低炭素化
鳳本通商店街のアーケード改築にあたり、街路灯を
LEDに交換し環境にやさしい商店街づくりを実施。

31 H21～H22 20 20 - - -

33
晴美台スマートコミュニ
ティの構築

廃校された晴美台東小学校跡地を、エコタウンのモデ
ルとなる住宅街の形成を目的とする事業コンペにより
売却し、「まちなかソーラー発電所」の普及拡大を図る
と共に他地区における低炭素型住宅整備を誘導する。
平成22年度は早期に実施方針、募集要領、選定要領
等を策定し、外部有識者で構成される選定委員会によ
り、売却先（優先交渉権者）を決定する。

32

H21～H23
（その後、効
果検証を実
施）

- - - - -

2-3-②
-(A-2)

低炭素型居
住・事業所環
境の普及

2-3-②
-(A-1)

住宅や事業所
への太陽光発
電システム設
置の促進
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34
都市再生機構及び大阪
府による大規模住宅の
低炭素化

都市再生機構（UR）が住宅を低炭素型居住へ転換す
るため、民間事業者から共同研究者を募り、実在の住
棟での実証試験を実施。
また、大阪府が住宅ストック活用計画に基づく建て替え
事業を開始。

33 H20～ - - - - -

35
堺市営住宅建替に伴う
省エネ化等の推進

堺市営住宅ストック総合活用計画を策定、運用し、建
て替え時期を迎えている市営住宅の建替え等に際し、
省エネルギー機器設置や太陽光パネル設置等を検討
し、低炭素化を推進する。
平成22年度はストック総合活用計画を策定。

34 H21～ - - - - -

36
泉北ニュータウン再生指
針の策定

人口の減少や少子・高齢化、都市施設の老朽化など
の問題が進行する泉北ニュータウンにつて、まちの活
力を維持、向上し、次世代に継承していくため、泉北
ニュータウン再生指針を策定、運用し、様々な地域資
源の活用等により、環境にやさしい暮らしやストック型
社会、低炭素社会の実現、新エネルギーの活用など、
市民の環境配慮型の暮らしへの転換を進める。
平成22年度は泉北ニュータウン再生府市等連会協議
会を設立し、今後の取組について議論検討する。

35
H21（策定）
H22～運用

- - - - -

37
公共施設の省エネ化、
新エネの積極的導入

高層館、西区役所、東区役所、中区役所、博物館にお
いて、太陽光発電、ＬＥＤ照明、断熱フィルムの導入等
による省エネ改修を実施。

36 Ｈ22 - 200
グリーンニューディー
ル基金

環境省 180

38 省エネルギー推進事業

クールシティ・堺の実現に向け、環境モデル都市として
自ら率先して省エネルギー等に取組み、「低炭素型市
役所」をめざす。またエネルギー使用量の削減に伴
い、電気代等光熱水費の削減にも寄与する。事業実施
にあたっては、改正省エネ法、温対法等の関連法・条
例等への対応も含め、堺市環境マネジメントシステムを
介して一体的に運用し、効率的に取組を推進する。

Ｈ22～ - 13 - - -

39 学校エコ改修の実施

20年度に開校した堺高等学校の既設校舎（実習棟２
棟）において、冷暖房負荷低減のための断熱改修や、
太陽光発電等の自然エネルギーの導入、屋上緑化等
を効果的に組み合わせ、二酸化炭素の排出を抑制し
ながら、生徒の快適な学習環境を確保する学校エコ改
修事業を実施している。平成22年度は、基本構想にお
ける８つの提案を踏まえたエコ改修内容の決定、設
計、施工を実施。

37 H20～H22 482 399
学校エコ改修と環境

教育事業
環境省、文部

科学省
199

低炭素型公共
施設への転換

2-3-②
-(A-3)

大規模住宅ス
トックの低炭素
化に向けた取

組
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40
小中学校への太陽光発
電設置事業の実施

低炭素型公共施設への転換を図るため、市立小中学
校全校への太陽光発電システムの設置を推進するとと
もに、地球温暖化防止活動の見える教材として環境教
育への活用を図るとともに、地域を巻き込んだ一体的
な温暖化防止活動へと広げることを目的とする。平成
20年度に４小学校、平成21年度に5小学校へ設置を完
了した。平成22年度以降、毎年13校程度ずつ設置を進
め、平成32年度までに全小中学校への設置を完了す
る予定。

38 H20～H32 1,862 187
安全・安心な学校づ

くり交付金
文部科学省 78

41
家庭ごみの８品目７分別
への拡充

8品目7分別の資源化体制をめざし、課題として残る減
量効果の大きい古紙に関しては集団回収制度の拡充
を行うとともに集団回収未実施地区の世帯を対象にし
た、資源化ルートの構築をめざし費用対効果の高い収
集方法や集団回収制度との相乗効果が図れる収集体
制の具体的な検討を行う。

39 H21～ - 2

クールダムの
創出（SAKAIグ
リーンプロジェ

クト）

42
市民共同による里山保
全活動の促進

「森の学校」をテーマに里山と人との新しい関わり方を
考えるきっかけの場づくりを通じて「里山文化の伝承」
を図るため、南部丘陵17haを堺自然ふれあいの森とし
て開設し、「NPO法人いっちんクラブ」を中心とした里山
保全・管理活動を行う。

41 継続 67 33 - - -

クールラインの
再生（SAKAIグ
リーンプロジェ

クト）

43
「狭山池・仁徳陵ネット
ワーク水路再生」プロ
ジェクトの推進

日本 古の狭山池から仁徳陵古墳を経て内川・土居
川から堺旧港までを結ぶネットワーク水路再生を推進
するとともに、雨水や地下水などの水源の活用による、
持続可能な水環境の実現を目指す。
平成10年度に「仁徳陵・内川水環境再生プラン」を策定
しており、平成17年度に狭山池から仁徳陵古墳への水
路再生構想が、国土交通省の「都市水路再生計画モ
デル地区」として選定された。仁徳陵古墳にそそぐ芦ヶ
池水路（全長1.4ｋｍ）の再生と親水空間の整備を図っ
ており平成22年度完成予定。

42 H17～H25 171 15 - - -

44
学校校庭の芝生化及び
グリーンカーテンの実施

子どもたちの運動意欲の増進や環境への意識を高め
るため、校庭などの芝生化を図り、保護者や地域住
民、学校との協働によって維持管理を行う。平成１５年
度にモデル事業として錦綾小学校の第二グラウンドを
芝生化したのをはじめとして、地域が芝生化した学校も
含め、平成２１年度までに小学校１３校、特別支援学校
1校を芝生化しており、平成２２年度は１２校に整備す
る。将来的には全校の芝生化をめざす。
また、ゴーヤを使ったグリーンカーテン事業も進めてお
り、平成２２年度は３５小中学校において実施する。

43 H15～ - 45 - - -

クールスポット
の創出（SAKAI
グリーンプロ
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

45
特定農地貸付法を活用
した都市農地の保全

減少傾向にある都市農地の保全によるヒートアイランド
現象の緩和とCO2固定化や、市民の環境共生意識の
醸成等を図るため、特定農地貸付法による市民農園の
開設を推進する。
平成２２年度は昨年度に引き続き、遊休農地解消対策
区域を中心に、自己耕作の推進、担い手農家への農
地の利用集積、市民農園としての活用など遊休農地の
解消を図り、農地の有効活用を推進する。また、JA堺
市の行う除草、耕耘などの農作業の受委託事業に対し
ての支援を行う。

44 H21～ 28 19 - - -

その他（SAKAI
グリーンプロ

ジェクト）
46

農山村地域の地域・生
態系の活性化

広域的な視点で持続可能な社会の構築を進めるた
め、友好都市である東吉野村との連携により地域の保
全・活性化に取組み、森林保全による低炭素化に資す
るとともに、地域の資源を享受して成立している都市と
しての社会的責任を果たす。
平成22年度は「山のエコ学校」を本格稼働させ、「山を
育て、守ろう科」では企業と森林づくりに係る協定を締
結し、「山で学び、遊ぼう科」ではエコツアーを実施し、
「山で儲ける科」では試作商品の本格販売、エコハウス
の検討を実施する。

45 H21～ - 1 - - -

47
堺市環境都市推進協議
会の運用

クールシティ堺の実現に向けて、市民・企業・行政と大
学等の研究組織が協働して温室効果ガス排出削減に
向けた行動を促進するため、堺市環境都市推進協議
会を運営する。

47 H21～ - 41 - - -

48
BDF製造実証実験の実
施

産学官民連携による事業化に向けた高効率、高品質
なＢＤＦ製造事業（超音波反応）の実証評価（経過・現
状）
平成19年度から産学官民連携による「堺市バイオデ
イーゼル利活用推進検討会」を設立し、廃食用油から
超音波反応技術によるＢＤＦ製造、軽油代替燃料として
の車両走行試験の実証実験を行っている。
平成２２年度は引き続きＮＰＯ法人に廃食用油の回収
とＢＤＦの製造を委託するとともに、大阪府立大学に製
造実証プラントの事業化に向けた効率的な連続製造の
改修等の研究業務と堺市のＢＤＦ使用車の排ガス測定
を行い、環境に与える影響を分析評価する業務を委託
する。そして、7月頃までを目途に、いままでの実証実
験事業を総括し、ＢＤＦの事業性を見極め、次年度以降
の具体的方向性を決める。

48
H19～（実証
実験を継続）

- 9 - - -

49
池の環境改善プロジェク
トの実施

ため池の環境改善事業を他のため池に展開する。整
備後には親水コミュニティ活動支援事業の導入により、
ため池管理者と地区住民によるため池の管理体制を
強化する。

49 H22～ 145 5 - - -

グリ ンプロ
ジェクト）

市民主導型の
環境共生のま
ちづくりの推進
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

50
（仮称）さかいエコ大学
の検討・設立

NPO・企業・地域・教育機関等の多様な主体との協働
により（仮称）さかいエコ大学を設立・運営し、総合的な
環境教育を行うことにより、市民等の環境学習への関
心及び環境意識の向上を図るとともに、新たな環境
リーダーを育成することを目的とする。
平成２２年度は、環境教育を推進するための協働体制
として、産学民官による実行委員会を設置し、各主体と
の連携を図り、各々が独自に実施している環境講座、
フィールド学習等を同大学の講座として位置づけ、
様々な場所をキャンパスとして、子どもから大人まで幅
広い層の市民を対象にしたプログラムを実施する。
さらに、各分野における環境教育･環境活動を率先す
る人材を育成するため、専門性の高いカリキュラムを
検討し、平成23年度からの専門コースの開講につなげ
る。

50 H21～ ー 16 - - -

51
環境教育プログラムの
実施

様々な環境問題について、当事者意識をもちながら、
直面する課題の解決に向け取り組むプロセスを学ぶな
どキャリア教育の視点も含め、本市に活動拠点がある
企業等の教育素材や専門家等の協力を得ながら、子
どもたちがチームで取り組むプロジェクト型の学習活動
を行う。
平成22年度は、企業･専門機関等と連携し、食物や生
物の多様性、資源等をテーマとする体験型プログラム
を7校、小学校に設置する太陽光パネルを教材とした
学習プログラムを3校で実施する。また、ゴーヤ栽培に
よるグリーンカーテンの整備を約40校（小中学校の3分
の１）で実施する。

51 H20～ - 15 - - -

52
堺市環境活動表彰制度
の創設・運用

堺市において、持続可能な社会を構築する諸活動を実
践し、環境活動推進に顕著な功績のあった個人又は企
業等法人その他の団体に対し、市長が表彰並びに賞
状の贈呈をする。

52 H21～ - - - - -

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

”いま”と”未
来”の堺の環
境を担う人材

の育成
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１．総括票 団体名 神奈川県横浜市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

全体総括

（１）取組の進捗状況
　横浜市の平成21年度の取組は、国によって実現されたエコポイントや固定価格買取制度等で市独自の取組を中止した事業もあるものの、全体としては順調に進んでいる。
  本市独自の取組として、2,000㎡以上の建築物への太陽光・太陽熱利用設備の導入検討と報告を求める制度を創設し、平成22年度から運用を開始する。また、ごみ減量で培った367万市
民力を 大限に生かすために、市民が実感を持って取り組めるような「見える化」に取り組んだ。市民に身近な防犯灯のLED化や町内会館・小中学校等へのソーラーパネル設置、小学校の
給食廃油を福祉施設で精製し公共施設等で活用するサイクルを具体化するなど、CO2削減効果とともに市民が「くらし」の中で感じられる施策を実施した。新たな市民行動を喚起し、より一層
の推進を図っていくため、こうした取組を「エコ活。」と呼ぶ分かりやすいキャンペーンを開始した。

（２）取組の主な成果
・【市役所】ソーラーパネルを市立小中学校（63校/約500校）の屋上（H22年度から発現。22年度削減効果：263t-CO2。（※設置数はH22.6月までにさらに121校（計184校）、既
設置を含め累計212校））及び町内会館（5区/18区）の屋根（同：181t）に設置。市内防犯灯17万灯中1.1万灯をＬＥＤ型に切り替えた（同：174t)。
・【再エネ普及】市内の個人住宅向けソーラーパネルの設置助成を923件行った（削減効果：1,034t-CO2）。

・【再エネ普及】横浜市立小学校の給食調理の使用済油を、福祉施設に移送し、施設利用者がバイオディーゼル燃料として精製、下水処理プラントの重油代替燃料として活用
する事業を、H21.11月から開始した（削減効果：25t-CO2）。今後は対象区の拡大や市営バス等の活用先拡大を図り、地域の環境サイクルの形成を推進していく。
・【市役所】官民連携（東ガス）による共同実証として、市立の保育園とスポーツセンターに太陽熱システムを導入した。
・【連携】低炭素都市推進国際会議2009（於横浜）に、市内外から1千人超の来場者があった。（H22.11月に開催予定のAPECに向けて更なる展開を図る。）

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、その結果を用
いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

・市民向けの普及啓発事業を統合・ブランド化した「Yokohama　エコ活。」キャンペーンをH22.3から開始。市長自ら横浜型ライフスタイルの発信に取り組んでいる。
・22年度は、横浜市の新中期的計画（計画年次：平成22～25年度の4か年)と、改正温対法に基づく地方公共団体実行計画（現行の地域推進計画は22年度まで）を策定する年度であり、国の
チャレンジ25に沿った内容に更新していく。
・経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実証地域」に選定(H22.4）された「横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）」と、リーディングプロジェクトとして進めている「横浜グリーンバレー
構想」について、さらに推進していく。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等

　市民・事業者・行政によるごみ量削減の取組「Ｇ３０」で、当初目標（H13年度に対し22年度30％削減）を大幅に上回る41％（20年度末）削減を達成。H13年度時点では、他の大都市同様に全
国平均（1,005g/人・日）を上回っていた市民一人あたりごみ排出量（1,272g/人・日）は、H19年度では全国平均（892g/人・日）を下回った（739g/人・日）。（市試算）
　この成功体験を礎に､367万人の「市民力」を生かし､環境モデル都市として地球温暖化対策に取り組んでいる｡

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、市民意識調査
の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。
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２．個別事業に関する進捗状況等 団体名 神奈川県横浜市

温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

（22年度から発現）

-

（22年度から発現）

-

-

-

-

-

-

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

省エネ月間（2月）の啓発事業に加え、他展示場での展開を
検討する。
設置助成について、引き続き検討を行う。

b
波及効果を狙い、住宅展
示場に隣接した会場で啓
発を行った。

給湯設備等の整備状況は、
メーカー情報のため、設置台
数の把握が困難であり、GHG
削減効果算定が課題である。

＜実施＞
住まいづくり体験館を併設する住宅展示場ハウスクエア横浜に
おける、エコライフ展示企画に合わせ、普及啓発イベントを開催
した（2/28、来場者：150人）。
設置助成については、既存の他団体の高効率給湯器に関する
補助、国の住宅版エコポイントを踏まえ、検討を行った。

3-(1) 実施家庭

H22.3.25に横浜市と独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）で締
結した、「次世代に引き継ぐまちづくりに係る包括協定」に基
づき、引き続き検討を行う。

家庭

＜実施＞
住まいづくり体験館を併設する住宅展示場「ハウスクエア横浜」
でのエコライフ展示企画に合わせ、普及啓発イベントを開催した
（2/28、来場者：150人）。

波及効果を狙い、住宅展
示場に隣接した会場で啓
発を行った。

実物を目にすることができ、
住宅展示場における啓発は
効果が高いと考えられること
から、他展示場での展開を検
討する。

省エネ月間（2月）の啓発事業に加え、他展示場での展開（普
及啓発イベント、供給側への情報提供）を検討、調整がつき
次第実施する。

b

b

＜検討＞
 H22.3.25に横浜市と独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）で締結し
た「次世代に引き継ぐまちづくりに係る包括協定」に基づき、検
討を開始した。
包括協定では、「地域で生き生きと安心して生活できるまちづく
り」、「環境に負荷をかけないまちづくり」のため、ＵＲの賃貸住宅
ストック等（約130 団地）を活用し、地域住民や事業者等との協
働により、次世代に引き継ぐモデルとなるような諸事業に、連携
して取り組むこととしている。

-2-(1)

これまでCASBEEを使ってい
ない市内業者への普及啓発
が必要である。

具体化に向けた検討の中で、
場所の選定や、住民の意欲
醸成や参加体制づくり等のソ
フト面、及びハード面の課題
を整理する必要がある。

1-(2)

1-(3) 家庭

b

実施 引き続きCASBEE建築評価員講習会を開催する。

＜実施＞
平成22年4月施行に向け、広告時にCASBEEの評価結果を公表
する際の「表示基準」を策定するとともに、一般向けに表示制度
を広報するリーフレットとポスターを作成して配布を開始した。ま
た、事業者等へ制度の周知を図るための説明会（参加者：116
人）を開催した。

説明会の開催により、事業
者等の環境意識の向上が
図られた。

制度の普及のための周知を
図る必要がある。

施行に伴い、さらなる周知を図る。

b

b

＜実施＞
平成22年4月施行に向け、「横浜市生活環境の保全等に関する
条例施行規則」を改正するとともに、制度PR用リーフレットを作
成して配布を開始した。また、市内の設計者向けにCASBEE建
築評価員講習会（参加者：75人）を開催した。

講習会の開催により、設計
者等の環境意識の向上が
図られた。

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

CASBEE
すまい
（戸建
て）の導
入

実施

取組
番号

実施

主要部門

家庭

取組
方針

取組
内容

H21
予定

広告時
の評価
結果公
表義務
化

＜検討＞
CASBEEすまいを導入する際の課題を検討した。
また、CASBEEすまい評価員講習会の本市での開催を誘致し
た。（10月開催）

c

実施

検討

検討
＜検討＞
高性能省エネ・長寿命住宅・建物の普及促進施策（税の軽減措
置、低利融資）について、引き続き検討を行った。

-

長期優良住宅認定制度、住
宅版エコポイントなどの施策
が実施されたことを踏まえて、
効果的な施策を検討していく
必要がある。

国の施策の動向等も踏まえつつ、省エネ住宅等の普及に向
けた効果的な施策の検討を進める。

新築住
宅・建
物対策

-
効果的な導入方法の検討が
必要である。

導入検討調査を実施する。

省エネ
住宅・建
物の普
及

1-(4) 家庭

2-(2)

CASBEE
横浜の
届出義
務対象
拡大

1-(1)

家庭

家庭

脱温暖
化リノ
ベーショ
ン手法
の開発・
実施

高効率
住宅機
器の普
及

エコリ
フォーム
の推進

高効率
給湯器・
高効率
照明
（LED照
明）及び
家庭用
燃料電
池の普
及

既存住
宅対策

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

-

-

-

-

（定量化は困難）

-

（未算出）

-

（定量化は困難）

-

-

-

（定量化は困難）

-

家庭 実施

＜検討・実施せず＞
H21年5月に国のエコポイント事業がスタートし、市内の各家庭に
おける高効率家電の更なる普及が見込まれたため事業を見合
わせた。

d -

省エネ
家電の
普及

H21年5月に国のエコポイント
事業がスタートし、市内の各
家庭における高効率家電の
更なる普及が見込まれたため
事業を見合わせた。

H22年も国のエコポイント事業が継続しており、事業は見合
わせる。

低効率
家電の
販売ゼ
ロ化

4-(2) 家庭 検討

＜検討＞
横浜市環境創造審議会の「脱温暖化の取組を進めるための制
度のあり方について」（平成21年７月答申）や国の動向等も踏ま
えつつ、より実効性のある対策について検討した。

家電の
買換え
誘導

4-(1)

b -
CO2削減効果や実効性の担
保の方法を見極める必要が
ある。

CO2削減効果を見極めた上で、家電製品購入時に省エネ型
が選択されるようにするという趣旨を踏まえ、本市独自の取
組である横浜環境ポイント、環境家計簿、YES（ヨコハマ・エ
コ・スクール）といった市民の行動を変革させるための取組と
密に連携をとりながら、より実効性のある取組となるよう検討
を進める。

省エネナ
ビの普
及

5-(1)

エネル
ギーマ
ネジメン
トの普
及

HEMS
（ホーム
エネル
ギーマネ
ジメント
システ
ム）の普
及

5-(2)

省エネナビの設置を広めるに
は多額の経費を要するため、
貸出を中心とした事業が望ま
しい。
年度間比較データがないた
め、GHG削減効果の測定が
困難である。

環境家計簿を効果的に進めるためのツールとして貸出活用
する。

家庭 実施

＜実施＞
常時電力量を見ることのできる省エネナビの特性を生かして省
エネ行動を一層促すものとして、環境家計簿の取組世帯の中
で、希望する世帯に省エネナビの貸出を実施した。
省エネナビ普及のための補助については、貸出世帯の省エネ効
果を見極めつつ、検討を行った。

b

省エネ行動のきっかけづく
り及び省エネ家電の買換
への波及効果を狙い、省
エネナビの設置による省エ
ネ意識の向上を図った。

b

「見える化」により省エネ行
動のモチベーションを高め
ることにより、エネルギー
効率の良い家電・設備導
入への波及効果があった
と考えられる。

家庭への普及に向けて、
HEMS供給事業者との連携が
課題となる。また技術確立に
向けた検証も必要である。

家庭 実施
経済産業省「次世代エネルギー・社会システム実証地域」に
選定されたことを踏まえ、みなとみらい21地区における日本
版スマートグリッドの一環としてHEMSの技術検証を行う。

環境ポ
イント事
業の導
入

6-(1) 家庭 実施

＜実施＞
H21年度には、電気ガスの検針票（前年同月の使用料と比較）
持参を主なポイント付与メニューとし、次の事業を実証実験的に
実施した。
(1)開国博Y150イベントと連携（5月～9月、参加人数11,931人
環境パスポート登録者数3,997人）
(2) 「リサイクルデザインフォーラムイベント」と連携（10月、参加
人数516人　パスポート登録者数500人）
(3)瀬谷区三ツ境南口商店街と連携 （12月、参加人数164人　パ
スポート登録者数161人）
  合計　参加人数12,611人　パスポート発行4,658人　協力企業
28社　協力店舗67店舗

b
提携商店街の活性化に寄
与した。

＜実施＞
横浜市の地球温暖化対策地域協議会である、横浜市地球温暖
化対策推進協議会が、家庭における温室効果ガスの「見える
化」に関するモデル事業（環境省）に参画し、市内16世帯が省エ
ネに取り組んだ。
HEMS機器普及のための補助について、面的な普及が推進され
る方策について検討を実施した。

地域展開のためのニーズ調
査が必要である。

地域密着による展開を図っていく。

横浜市
地球温
暖化防
止活動
推進セ
ンターの
指定

6-(2) 家庭 実施
＜検討＞
既存の各地域センターの抱える課題等を把握するための情報
収集を行った。

c

各種民間団体との連携をＹ
ＥＳ（ヨコハマ・エコ・スクー
ル）協働パートナーと構築
中
YES協働パートナー：54団
体

既存の各地域センターの抱え
る課題を十分把握した上で、
横浜市として必要なセンター
の機能、経営戦略を明確にし
て設立・指定方針を決定す
る。

H22年度に設立・指定。H23年度当初よりセンター稼動。

ヨコハ
マ・エコ・
スクール
（YES）
の開設

6-(3) 家庭 実施

＜実施＞
　温暖化行動目標推進のために、昨年6月の開校以来、9か月で
講座やイベントを集中的に開催し、身近な省エネ行動へのきっ
かけづくりを行った。（114講座、参加者：約5,000人）

b

ＹＥＳに参加することで、省
エネへの関心が高まるとと
もに身近な省エネ行動の
きっかけとなり、エネル
ギー効率の良い家電・設
備導入への波及効果が
あったと考えられる。
参加者：約5,000人

今後、講座数・協働パート
ナー拡大を図っていく必要が
ある。（3/31時点54団体）

講座数及び協働パートナーの拡大を図っていく。

市民行
動の転
換
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

38,518ｋｇ/CO2

回収できた環境家計簿に
記載された、2,062世帯分
の電気ガス水道料金各
明細から、昨年同期との
使用数量の差を求め、
CO2の排出係数を乗じ算
出。

（定量化は困難）

-

（22年度から発現）

-

-

-

-

-

-

-

-

-

各種民間団体との連携をＹ
ＥＳ（ヨコハマ・エコ・スクー
ル）協働パートナーと構築
中

既存の各地域センターの抱え
る課題を十分把握した上で、
横浜市として必要なセンター
の機能、経営戦略を明確にし
て設立・指定方針を決定す
る。

22年度に設立・指定。23年度当初よりセンター稼動。

-
市内事業者との情報共有を
引き続き進める必要がある。

市内事業者との情報共有を引き続き進め、モデル実施につ
なげる。

横浜市
地球温
暖化防
止活動
推進セ
ンターの
活用

7-(5)
業務・産
業・エネ
転

実施
＜検討＞
既存の各地域センターの抱える課題等を把握するための情報
収集を行った。

c

-
既存の制度の運用状況を踏
まえ、制度融資の拡充につい
て検討する必要がある。

環境経営資金（中小企業制度融資）にかかる信用保証料助
成を引き続き実施するとともに、その運用状況を踏まえ、制
度の拡充について検討を行う。

事業者
の先進
的取組
の支援

7-(4)
業務・産
業・エネ
転

検討

＜検討＞
市内事業者の先進的取組の支援方策を検討した。
H20年度に実施したイトーヨーカ堂上大岡店改修工事（国土交通
省「住宅・建築物省ＣＯ２推進モデル事業」）について、H21年度
も本市がＰＲ面での支援等を行っているが、こうした例をモデル
に、検討を実施した。

b

-

重複した業務がある県の状況
を踏まえ、効果的な手法につ
いて検討する必要がある。
また、支援メニューについて
PRを効果的に行う必要があ
る。

地球温暖化防止活動推進委員養成については、県との重複
を踏まえ、引き続き検討する。
環境マネジメントシステム導入支援体制の強化については、
支援事業のPRが十分に効果的でなかったという課題がある
ため、より効果的なPRを行うとともに、下記の横浜市地球温
暖化防止活動推進センターに事業者向け相談窓口機能を持
たせることを検討する中で。引き続き検討する。
金融融資制度等既存制度の拡充については、環境マネジメ
ントシステム認証取得企業への低利融資等の優遇措置の創
設の可能性について、引き続き検討を行う。
横浜市地球温暖化防止活動推進センターに事業者向け相談
窓口機能を持たせることについて、7-(5)「横浜市地球温暖化
防止活動推進センターの活用」の中で検討を行う。
省エネセミナーについては、引き続き開催し、中小事業者の
省エネを支援する。

エコ行動
を促進
する金
融商品
の開発

7-(3)
業務・産
業・エネ
転

検討

＜検討・実施せず＞
予定していた、融資制度拡充に向けた検討は行わなかったが、
既存の中小企業融資制度「環境経営支援資金」で、ISO、エコア
クション21等の取得企業あるいは取得予定企業に融資を実施し
た。
また、環境経営資金（中小企業制度融資）にかかる信用保証料
助成を6件実施した。

d

計画書制度の内容につい
て、対象事業者への周知
が図られた。

事業者の自主的な計画に基
づくため、より実効性ある排出
削減につなげるために、計画
書・報告書の内容を分析し、
総量削減・排出量取引への対
応方針を整理する必要があ
る。

約400事業者の地球温暖化対策計画書に対し必要に応じて
指導・助言を行い、受け付けるとともに、その内容を公表す
る。
さらに計画書の内容を評価し、優良なものについて公表す
る。

中小企
業の省
エネ支
援

7-(2)
業務・産
業・エネ
転

検討

＜検討＞
地球温暖化防止活動推進委員養成、金融融資制度等既存制度
の拡充、環境マネジメントシステム導入支援体制の強化、横浜
市地球温暖化防止活動推進センターに事業者向け相談窓口機
能を持たせることについて検討した。また中小企業の省エネを支
援するため、以下の取組を実施した。
（中小企業の環境マネジメントシステム認証取得支援（ECO+横
浜））
環境マネジメントシステムのうち、ISO取得支援を3社、エコアク
ション21取得支援を11社に対して実施した。

（省エネ経営促進支援事業）
中小事業者向けの省エネセミナーを2回開催し96名の参加が
あった。

b

実施

＜実施＞
平成22年４月から制度を施行するために、規則、指針、作成マ
ニュアル等を策定した。また、対象事業者向け説明会を２回開催
した。

b

事業者
の省エ
ネ対策

地球温
暖化対
策計画
書制度
の強化

7-(1)
業務・産
業・エネ
転

実施

＜実施＞
家庭でできる地球温暖化に関する講演等を実施するとともに、
環境家計簿による家庭での省エネルギー行動を実践した。（配
布規模約10,000世帯）
上記等を通じて、環境に配慮したライフスタイルの定着の仕組み
づくりについて検討した。

b

地球温暖化講座の開催や
区の推進組織との連携等
を通じ、地域に密着した地
球温暖化対策が展開でき
た。

b

環境家計簿の取組をきっ
かけに、省エネ意識が高ま
り、エネルギー効率の良い
家電・設備導入への波及
効果があったと考えられ
る。
環境家計簿配布規模
約10,000世帯

特に地域住民への普及啓発
について、より幅広い層への
働きかけが必要であり、身近
な講座の開催を中心に展開
する。

引き続き、地域密着型・地域主体型の取組として、区役所や
区の推進組織等を中心に普及啓発を柱とした事業を進め
る。

平成22年度は15,000世帯へ配布予定
（H21年度は10,000世帯へ配布）

一度取組を行うと、省エネへ
の意識が高まる世帯が多いこ
とから、より広く取組を普及す
る必要がある。

環境に
配慮した
消費行
動・省エ
ネ行動
の促進

6-(4) 家庭

実施

＜実施＞
地域における環境家計簿の取組や、地球温暖化対策の普及啓
発を目的としたライトダウンや打ち水等キャンペーン、エコドライ
ブや環境学習等の講座など、各行政区の特色・特性を活かした
地球温暖化対策の取組を全区で実施した。

1区1ゼ
ロカーボ
ンプロ
ジェクト

6-(5) 家庭
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（22年度から発現）

-

-

-

（定量化は困難）

-

-

-

（定量化は困難）

-

-

-

-

-

GHG排出量を簡便にできる手
法を検討する必要がある。ま
た本市内に資金が回るオフ
セット方法の開発も必要であ
る。

オフセット方法の開発に向けた検討に着手する。
なお、H21年度にまとまったスキームでは、Y150開国博イベ
ント会場で使用したシャトルバスによるCO2　30tを3年間でオ
フセットする予定である。

実施
＜検討＞
カーボン・オフセットの一手法として、山梨県道志村の森林整備
によるCO2吸収認証のスキーム構築を行った。

c -

市施設
利用イベ
ント・コン
ベンショ
ンへの
オフセッ
ト導入促
進

10-(2)
業務・産
業・エネ
転

c -

GHG排出量を簡便にできる手
法を検討する必要がある。ま
た本市内に資金が回るオフ
セット方法の開発も必要であ
る。

オフセット方法の開発に向けた検討に着手する。

市内経済活性化効果が
あったと考えられる。

横浜グリーン購入ネットワーク
の活動の一環として実施する
ことが可能であるが、同ネット
ワークの運営安定化が課題
である。

横浜グリーン購入ネットワークの運営支援を行う。

カーボ
ンオフ
セット
の拡大

横浜市
主催の
イベント
に対する
オフセッ
ト導入促
進

10-(1)
業務・産
業・エネ
転

実施
＜検討＞
GHG排出量を簡便に算出できる手法や本市内に資金が回るオ
フセット方法等、課題の抽出・検討を行った。

-

効果的なネットワークの構
築、試行に向けて、事業者や
関係者との調整が必要であ
る。

横浜グリーンバレー実行計画に位置づけたネットワークの構
築・試行を進める。

事業者
から消
費者へ
の省エ
ネ・エコ
商品情
報提供

9-(3)
業務・産
業・エネ
転

実施

＜実施＞
グリーン購入ネットワーク（GPN）の地域ネットワークである、横
浜GPNをH21年6月に設立し（本市職員は横浜GPNの代表幹事と
して積極的に活動に参加）、事業者の消費者への商品情報提供
を行う組織を設立した。

b

市内経済活性化に一定の
効果があった。

行政における技術や製品の
活用を支援の基準としている
ため、行政以外で使われる技
術や製品の開発を目指す企
業への支援件数増加が課題
となっている。

行政での活用に関わらず、広く温暖化対策に資する技術開
発を支援の対象とするよう制度を改正する。

環境・エ
ネル
ギー技
術者ネッ
トワーク
の構築

9-(2)
業務・産
業・エネ
転

実施

＜検討＞
横浜グリーンバレー実行計画策定委員会（地元関係者、有識者
等）において、計画の推進体制（ネットワークづくり）について検
討し、計画の中に位置づけた。

c

特定事業者に対する規制的
手法が現行の法体系に照らし
合わせ効果的か否か、見極
める必要がある。

左記の課題や事業者に対する負担等も見極めた上で、実効
性ある取組となるよう検討を進める。

横浜グ
リーン
バレー
（環境・
エネル
ギービ
ジネス・
技術の
拡大）

SBIRの
拡充に
よる事業
化支援

9-(1)
業務・産
業・エネ
転

実施
＜実施＞
SBIR事業により、市内事業者の技術開発支援を実施した。企業
提案型SBIRでは、環境部門で1商品を認定した。

b

検討

＜検討＞
横浜市環境創造審議会の「脱温暖化の取組を進めるための制
度のあり方について」（平成21年７月答申）や国の動向等も踏ま
えつつ、より実効性のある対策について検討した。

b -

エネル
ギー計
画書制
度の創
設

8-(2)
業務・産
業・エネ
転

b -

制度施行後の事業者への具
体的な情報提供依頼及びそ
れに対する事業者の対応を
踏まえ、課題を整理し、必要
に応じて改善を図る。

H22年度から「横浜市生活環境の保全等に関する条例」にて
取り組む。

エネル
ギー供
給情報
の把握

事業者
への情
報提供
依頼

8-(1)
業務・産
業・エネ
転

実施

＜実施＞
H21年3月に「横浜市生活環境の保全等に関する条例」の一部
改正を行い、エネルギー供給事業者情報提供制度（市長がエネ
ルギー供給事業者に対し、市内に供給されるエネルギーに関す
る情報提供を求める制度）を新設した。（H22年度から実施）
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

YMPZの取組をより効果的に
進めるために、エコドライブの
働きかけの対象の中心を企
業にすることなどを検討する
必要がある。また体験イベント
等の周知を工夫し、より多くの
方に利用いただける手法を検
討する必要がある。

エコドライブに関心のある企業・区との連携によるエコドライ
ブ体験会の実施、普及啓発用webサイトの運用を行う。
九都県市における共同の取組は引き続き実施する。

実施

＜実施＞
八都県市首脳会議としての取組に加えて、横浜市-日産自動車
の共創によるYOKOHAMA　Mobility "Project ZERO"（YMPZ）の
一環として、普及啓発用webサイトの開設（Ｅ１グランプリ）、エコ
運転簡易診断装置の貸し出しや体験イベントなどを実施した。

b
市民・事業者との連携によ
るエコドライブの普及活動
を実施した。

エコドラ
イブ

12-(2) 運輸

c
バスサービスの維持・活性
化が図られた。

取組の担い手の確保

引き続き、市民・交通事業者と連携しながらモデル実施を進
める。
実施方針については、モデル実施の中で、引き続き検討して
いく。

検討の場において、取組
の重要性について共通理
解を図った。

廃棄物の発生抑制のため実
施方針を明確にするため、市
民、事業者、行政3者共通の
行動目標を確定する必要が
ある。

H22年度に市民、事業者、行政3者共通の行動目標である
「共同アピール（仮称）」を確定し、推進組織を立ち上げる。
廃棄物の発生抑制のため、市民、事業者、行政の協働によ
り取組を推進する。

自発的
な行動
変容・
市民と
の協働

モビリ
ティマネ
ジメント
(かしこ
いクルマ
の使い
方)

12-(1) 運輸 実施

＜実施＞
南区において、神奈川中央交通「井11系統」沿線住民（約2400
世帯）を対象に、バス利用促進に向けたTFP（※）を実施した。
金沢区産業団地内の事業所（約600事業所）に対しエコ通勤意
向を調査を実施した。
実施方針については、H21年度に策定予定であったが、モデル
実施を通じて策定することとし、H21年度はモデル実施のみを
行った。

※ＴＦＰ（トラベル・フィードバック・プログラム）：
モビリティ・マネジメントの一手法であるコミュニケーション法の中
で、行動プラン法（個々人が、望ましいと思う行動プランを作成し
て記述する）やフィードバック法（個々人の行動を測定し、結果情
報をフィードバックする）を組み合わせて提供する、ひとりひとり
の自律的な行動変化を促すコミュニケーション型のプログラム

検討の場において、取組
の重要性について共通理
解を図った。

廃棄物の発生抑制のため実
施方針を明確にするため、市
民、事業者、行政3者共通の
行動目標を確定する必要が
ある。

H22年度に市民、事業者、行政3者共通の行動目標である
「共同アピール（仮称）」を確定し、推進組織を立ち上げる。
廃棄物の発生抑制のため、市民、事業者、行政の協働によ
り取組を推進する。

不要なレ
ジ袋等
容器包
装の削
減

11-(3)
業務・産
業・エネ
転

実施

〈実施〉
G30エコパートナー協定（※）を引き続き推進していくとともに、
キャンペーン実施などにより容器包装類の削減の取組を行っ
た。
これに加え、H21年度は廃棄物の発生抑制について市民意識調
査を行うとともに、市民、事業者、行政3者による検討の場を立ち
上げ、容器包装の削減も含めた取組について意見交換を行い、
3者共通の行動目標である「共同アピール（仮称）」の中間取りま
とめを行った。

※G30エコパートナー協定：
レジ袋などの容器包装の削減、過剰な容器包装の使用抑制、店
舗から発生するごみの減量等を進めるため、市内の主要スー
パー、地域生協、百貨店、コンビニエンスストア、家電専門店、
飲食店、食品小売店（31社・1組合、計259店舗）と横浜市が協定
を締結し、環境にやさしい消費・販売行動を推進

b

実施中のホテルの取組を
PRすることにより、他のホ
テルの取組を促進すること
ができ、これらの連鎖によ
り、エコシティとしてPRして
いくことができた。

本市内一部のホテルでは実
施中のため、これを未実施ホ
テルにPRする、計画書制度
上評価するなど、拡充のため
の工夫が必要である。

取組のPRを行うとともに、地球温暖化対策計画書制度上評
価することができないか、方法を検討する。

飲食店
等にお
けるリ
ユース
容器の
利用拡
大等

11-(2)
業務・産
業・エネ
転

実施

＜実施＞
廃棄物の発生抑制のため、市民、事業者、行政3者による検討
の場を立ち上げ、リユース食器の利用拡大も含めた廃棄物発生
抑制の取組について意見交換を行った。
リユース食器による、会議への給茶サービスの実施について、3
社の合意を得た。（H22年度から実施）

b事業者
との
パート
ナー
シップ
推進

宿泊施
設等に
おける使
い捨てア
メニティ
の削減

11-(1)
業務・産
業・エネ
転

実施

＜実施＞
宿泊施設等における使い捨てアメニティの削減について実態調
査を実施した。
また、既に使い捨てアメニティ削減を実施している市内ホテル（1
社）と、環境ポイント事業で連携（使い捨てアメニティを辞退した
場合に環境ポイントを1ポイント進呈、たまったポイントで商品等
と交換できる）するとともに、本市からの働きかけにより、新たに
ホテル（1社）がアメニティ削減の取組を開始した。

b
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

-

-

（完成後に発現）
○西谷～羽沢間（H28

～）
○羽沢～日吉間（H32

-

（完成後に発現）

-

約2,200ｔ－CO2

燃費
2.38Km/ℓ→2.54Km/ℓ
→軽油使用量△854ℓ
軽油使用による
CO2排出量
0.00262t/ℓ

公共交通利用促進、沿線
の活性化が図られた。

燃費向上目標である2.6km/ℓ
達成に向け、ドライブレコー
ダーを活用しながら、さらなる
エコドライブの徹底が必要で
ある。

引き続き推進する。

街路整備費は年々縮減され
ており、進ちょくが図りにくい
状況となっている。

引き続き「選択と集中」による都市計画道路整備を推進す
る。

市営交
通にお
ける環
境負荷
削減

市営交通
における
環境負荷
削減

15-(1) 運輸 実施

＜実施＞
・車両更新時の低燃費・低排出ガス車への切替
・バイオディーゼル燃料の導入に関する検討
・エコドライブの徹底による燃費改善
・「hama-eco card（ハマエコカード）※」の導入
に取り組んだ。

※hama-eco card（ハマエコカード）：
横浜のエコロジーに貢献する市営交通のクレジットカード（定期
券を購入するたびに「よこはま協働の森基金」に寄付される等、
様々な仕組み・メリットがある。）

b

着手

＜着手＞
3環状10放射道路や横浜環状道路関連街路等、都市の骨格と
なる幹線道路網を中心に、整備を進めた。
（山下長津田線、国道１号線原宿交差点改良については、引き
続き工事を実施中）

b -

「選択と
集中」に
よる都市
計画道
路整備

14-(2) 運輸

b -

沿線について、まちづくり協議
会や再開発地権者会などと、
駅周辺のまちづくりについて
検討を進める。

相鉄・JR直通線の用地取得や工事を進める。
相鉄・東急直通線の環境影響評価や都市計画決定の手続き
を進める。
鉄道構想路線について、事業化の検討を引き続き行う。

-
関係者間合意形成、取組の
持続可能性の担保が課題で
ある。

検討の方向性について再確認を行う。

道路・
交通
ネット
ワーク
整備

鉄道ネッ
トワーク
の整備
（神奈川
東部方
面線）

14-(1) 運輸 着手

＜着手＞
「相鉄・ＪＲ直通線」（西谷～羽沢間）は、3月15日に都市計画決
定と環境影響評価手続きが完了し、3月25日に起工式を行った。
「相鉄・東急直通線」（羽沢～日吉間）は、H21年12月に環境影響
評価方法書の手続きが終了した。
鉄道構想路線について、事業化の検討を引き続き行った。

買換促進、需要喚起が図
られた。

制度の周知については、まだ
工夫の余地があるため、様々
な媒体を活用したＰＲに努め
る必要がある。

200V倍速スタンドの整備に対する補助を引き続き実施する。

走行優
遇措置

13-(3) 運輸 検討
＜検討＞
税制研究会（委員：有識者）にて、地球温暖化対策に係る必要な
財源措置について付議した。

b

買換促進、需要喚起が図
られた。

タクシーへのハイブリッド車補
助は一定の役割を終えたと判
断し21年度限りとする。

天然ガス自動車・ハイブリッドバス等九都県市指定低公害車
購入等に対する補助、電気自動車・プラグインハイブリッド車
購入等に対する補助を行う。
電気自動車とプラグインハイブリッド車に対する補助は、台
数を拡大して実施する。

走行イン
フラ整備

13-(2) 運輸 実施

＜実施＞
200V倍速スタンド整備補助制度を新設した。
H21実績：横浜市整備分（3基）を含め10基整備
新築建設物への付設インセンティブについては、「CASBEE横浜
（横浜市建築物環境配慮制度）」において、新築建築物に充電設
備を付設することについて評価項目として位置づけた。

b

低燃
費・低
公害車
の普及

導入イン
センティ
ブ

13-(1) 運輸 実施

＜実施＞
従来から継続している八都県市指定低公害車購入補助に加え、
21年度は電気自動車・プラグインハイブリッド車に対する補助及
びタクシーへのハイブリッド車の補助を拡充した。

b
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

-

-

（定量化は困難）

-

-

-

-

-

-

-

-

-

（定量化は困難）

-
b

横浜駅周辺地域等の回遊
性が向上したほか、バリア
フリー化により、交通利便
性の向上、沿線の活性化
が図られた。

横浜駅周辺整備については、
H23年度末の事業完了にむけ
た取り組みを継続する。
バリアフリー新法に基づく基
本構想を策定するようになり、
協議の対象となる事業者が倍
増し、策定のスピードを上げる
のが難しくなっている。策定フ
ローの見直しなどを検討する
必要がある。

横浜駅周辺整備について、引き続き、事業スケジュールに
沿って、線路等の復旧工事や、みなみ通路と相鉄線２階改
札との連絡工事を進めていく。
バリアフリー化について、引き続きバリアフリー新法に基づく
基本構想の検討・策定を進める。
星川駅、本郷台駅、大口駅・子安駅各駅周辺の3地区におい
て、H21年度の基礎調査結果を元に基本構想素案の予備検
討を行う。

-

道路管理者・交通管理者との
合意形成可能性の検討、官
民の役割分担の明確化が必
要である。

首都高速道路株式会社側の施策化意向の確認に基づき、
今後道路管理者・交通管理者との合意形成可能性の検討、
官民の役割分担の明確化を行う。

マイ

駅及び
駅周辺
のシー
ムレス化

18-(1) 運輸 実施

＜実施＞
横浜駅周辺整備として、駅東西の一体化と回遊性の強化のた
め、「きた通路」「みなみ通路」「南北連絡通路」を整備した。3通
路ともに完成済である。
また、都筑区タウンセンター周辺地区においてバリアフリー基本
構想を策定し、星川駅、本郷台駅、大口駅・子安駅各駅周辺の3
地区において基本構想策定に着手した。

-

検証対象となる技術の開発動
向、道路管理者・交通管理者
との合意形成可能性の検討、
官民の役割分担の明確化が
必要である。

検証対象となる技術内容の見極めるとともに、警察庁による
予算化の動向を踏まえ、横浜市域内での実証実験実施につ
いて検討する。

その他
（首都高
速道路
等の有
効活用）

17-(4) 運輸 検討

＜検討＞
横浜市・日産自動車（株）の協働プロジェクト「YOKOHAMA
Mobility "Project ZERO"」内の渋滞改善部会での取組として、
首都高速道路株式会社との意見交換を行った。

b

-

交通量・交通流の即地的な分
析に基づく施策化の可否の検
討、道路管理者・交通管理者
との合意形成可能性の検討、
官民の役割分担の明確化が
必要である。

今後の交通基本法（仮称）策定動向を踏まえ検討する。

ITS(高
度道路
交通シ
ステム）
の活用

17-(3) 運輸 実施

＜検討＞
横浜市・日産自動車（株）の協働プロジェクト「YOKOHAMA
Mobility "Project ZERO"」の一環として、警察庁「ITSによる環境
志向モデル事業」と連携し、プローブ情報（車本体に付けたセン
サーから得られる周辺情報）を活用した渋滞回避ルート案内に
よるCO2排出削減方策について、警察庁、国土交通省、神奈川
県警察本部、事業者団体、メーカー及び市・日産による研究会を
発足、検討を開始した。

c

-
カーシェアリングの認知度の
向上、拠点の確保などが課題
である。

普及促進策を引き続き検討する。

パーク
＆ライド

17-(2) 運輸 検討
＜検討＞
20-(1)「産官学連携による都心部交通システムの研究」の施策
の一環としてパーク＆ライドの検討を行った。

b

多様な主体の目標共有化等
が必要である。

協議会で議論した内容を今後の交通政策に反映していくとと
もに、H22年度以降は、市民との連携を強化し、より具体の
施策につなげていけるような運営方法としていく。

自動車
の効率
的利用
の促進

カーシェ
アリング

17-(1) 運輸 検討

＜検討＞
普及促進策を検討するとともに、市内でカーシェアリング事業を
行っている事業者の協力のもと、横浜市のHP上にカーシェアリ
ング拠点を一覧できるサイトを設け、市民へ広報を実施した。

b

実施

＜実施＞
市民・企業、交通事業者、行政から構成される「横浜市交通政策
推進協議会」を計４回開催し、人と環境にやさしい交通とまちづく
りについて協議した。協議結果を報告書として取りまとめ、広く市
民に公表した。

b
地域による主体的な合意
形成、交通利便性向上が
図られた。

交通政
策推進
協議会

16-(2) 運輸

d -

交通政策にかかる許認可権
限等が市町村になく、合意さ
れた政策の実現可能性は極
めて限定的と考えられる。今
後の交通基本法（仮称）の策
定動向などを踏まえ、対応可
能性について検討する必要が
ある。

今後の交通基本法（仮称）策定動向を踏まえ対応可能性に
ついて検討する。交通シ

ステム
改革へ
の合意
形成・
協働の
場づく
り

交通施
策に関
する合
意形成
手法（コ
ンセンサ
ス会議
など）の
検討

16-(1) 運輸 検討

＜検討・実施せず＞
当面は環境モデル都市アクションプランにて事業化を予定する
施策の実行を優先することとし、新たな合意形成手法の導入に
ついてはその必要性や時期を見極めて対応することとした。
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

-

-

（定量化は困難）

-

（未算出）

-
a

交通利便性の向上、地域
活性化が図られた。

即地的な交通量・交通流分析
の充実が課題である。

実証実験及び各種交通量・交通流データを用いたマイクロシ
ミュレーション及びカーシェアリングの計画配置構想の策定
を行う。

交通利便性の向上、事業
者の環境CSR意識の向上
が図られた。

港湾関係者の理解を得なが
ら、協働して事業を推進して
いく必要がある。

「ゆっくり走ろう！横浜港の推進」を継続するほか、「グリーン
物流の推進」については、支援策の検討を行う。また、公共
ふ頭を対象に、温室効果ガス排出状況把握・排出削減手法
の検討・環境計画（仮称）検討・温暖化対策PRについての取
組を追加する。

産官学
連携に
よる都心
部交通
システム
の研究

20-(1) 運輸 検討

＜実施＞
横浜市・日産自動車（株）の協働プロジェクト「YOKOHAMA
Mobility "Project ZERO"」内の効果評価・モビリティデザイン部
会での取組として、EV導入を想定したカーシェアリング実験等の
実証実験を行った。
また、同部会における検討会を通じて、都心部のモビリティのあ
り方に関して、カーシェアリングや自転車などと公共交通機関と
の連絡性を高めるソフト施策についての検討を行った。

-
CO2削減効果や実効性の担
保の方法を見極める必要が
ある。

CO2削減効果を見極めた上で、来店者の公共交通機関の利
用促進という趣旨を踏まえ、本市独自の取組である横浜環
境ポイント、環境家計簿、YES（ヨコハマ・エコ・スクール）と
いった市民の行動を変革させるための取組と密に連携をとり
ながら、より実効性のある取組となるよう検討を進める。

港湾物
流にお
ける環
境負荷
削減

19-(3) 運輸 実施

＜実施＞
（グリーン物流の推進）
・内航船及びコンテナバージのガントリークレーン使用料減免等
を実施した。

（「ゆっくり走ろう！横浜港」の推進）
・グリーン経営認証の取得事業者への認証費用の一部補助（目
標どおり２０件）やエコドライブ講習（目標２回→１６回）を実施し
た。

（港湾における石油由来ｴﾈﾙｷﾞｰの使用量の削減に向けた方策
検討）
・港湾における環境対策の推進について、検討した。

b

適正配置の推進により、地
域の活性化が図られた。

立地基準に基づき、大規模物
流施設の適正配置を引き続
き推進する必要がある。

引き続き、立地基準に基づき、大規模物流施設の適正配置
を推進する。

大型郊
外店舗
の自動
車交通
滞留対
策の推
進

19-(2) 運輸 検討

＜検討＞
横浜市環境創造審議会の「脱温暖化の取組を進めるための制
度のあり方について」（平成21年７月答申）等を踏まえつつ、より
実効性のある対策について検討した。

b

ポート（自転車置場）の土地
の確保や事業採算性が課題
である。

H21年度に実施した社会実験の成果をふまえ、コミュニティサ
イクルの本格導入を目指す。

物流・
商業等
の環境
負荷削
減

大規模
物流施
設の適
正配置

19-(1) 運輸 実施
＜実施＞
特定流通業務施設の市街化調整区域への立地基準を策定し、
運用を開始した。

b

将来にわたり安定的かつ継
続的に運行していくため、地
域で安定した利用者の確保
が課題である。また、交通を
利用しない沿道の地域に理解
を得られるか、地域全体の合
意形成も課題である。

引き続き取組を支援するとともに、他地域での展開を行う。

コミュニ
ティサイ
クル

18-(3) 運輸 実施

＜実施＞
横浜市が実験実施主体となり、実験運営主体を公募選定し、横
浜都心部で約1ヶ月間コミュニティサイクルの社会実験を実施し
た。

b

移動時間の短縮や周遊時
の利便性などが評価され
た。
利用者のニーズを把握し
た。

実施

＜実施＞
地域に密着した交通手段の導入に向けて、10月に南区永田山
王台地区について新たな地区として検討が開始された（計12地
区において検討が行われている）。
H21年度は、戸塚区上矢部地区（バス路線再編）、戸塚区小雀
地区（路線型乗合タクシー）、金沢区六浦地区（バス路線新設）
の3地区において、地域交通の運行を開始し、残る地区について
は、ルート等検討など、それぞれの地区における課題解決に向
けて検討を行った。

b
対象世帯に重点化した具
体的な啓発活動・需要喚
起を実施した。

地域交
通サ
ポート推
進

18-(2) 運輸

マイ
カーか
ら徒
歩・自
転車・
公共交
通等へ
の利用
転換
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

約0.6t/CO2

20.76kW（5箇所の合計）
×1,000（1年間発電量）
×0.332（排出量係数）÷
1,000＝6.89t/CO2
年間削減効果：
6.89t/CO2
6.89t/CO2÷12（1カ月
分）＝0.57t/CO2≒
0.6t/CO2

約1,045ｔ/CO2

太陽光3,113kw×1,000（1
年間発電量）×0.332（排
出量係数）=1033.5t/CO2
≒1,034t/CO2
太陽熱76.01m2（総面積）
×140kg/CO2（1m2あた
りのCO2削減量）=10.6t
≒11t/CO2
1,034t/CO2+11t/CO2=1,
045t/CO2

-

-

環境価値の価値基盤が社会
的・経済的に流動的でイニ
シャルコストも高く、事業の見
通しが立てづらい。国等の動
向を注視しながら、更に検討
する。

国の再エネ全量全種買取制度の動向や他都市の環境価値
への取組等を注視し、検討する。

実施

＜検討＞
横浜グリーンパワー（※）設立を検討するため、エネルギーや制
度、事業化の有識者で構成される事業化検討委員会を設置し、
費用対効果調査を行った。（委員会3回実施）

※横浜グリーンパワー：
再生可能エネルギーの導入を強力に推進していく仕組みとして、
専門的な技術・知識や事業ノウハウ、公的な信用力を併せ持つ
事業体を設立・事業化していくことを構想している。

c -
環境価
値の活
用

22-(2) 再エネ

b

住宅での再エネ利用、ベス
トミックスなエネルギー利
用を普及促進した。（H21
年度補助実績：太陽光923
件（約3,100kw）、太陽熱22
件）

市民の設置費用負担が大き
く、電力の全量買取など費用
負担の更なる軽減が望まれ
る。
また、集合住宅への普及促進
にあたっては、民間企業が新
規開発する共同住宅向けシス
テムについても補助対象とし
ていくことも検討。

H22年度予定
太陽光：募集枠2,000件
太陽熱：募集枠200件

地域の普及促進拠点とし
て町内会館等5箇所にPV
（H21年度電池容量計約
21kw）を設置し、町内会を
核とした温暖化対策の理
解・取組を促進した。（順次
市内全区展開）

全区展開にあたり、町内会の
設置費用負担軽減・早期償還
が求められ、町内会館につい
ても電力の固定価格買取制
度が適用されることが望まれ
る。
また、拠点町内会から周辺地
域への波及にあたっては、普
及啓発活動と連携した普及活
動も検討する。

全区展開を目途に参加町内会の募集、選定、助成を行う。

太陽光
発電・太
陽熱利
用設備
等への
設置時
助成

22-(1) 再エネ ○ 実施

＜実施＞
住宅での再エネ利用、ベストミックスなエネルギー利用を普及促
進した。（H21年度補助実績：太陽光923件（約3,100kw）、太陽熱
22件）

再エネ10倍化のシミュレー
ション、ロードマップの作
成、市民へ公表・PRによる
啓発を行った。

市のCO-DO30や国の中長期
ロードマップ等の動向とも連
携して、適宜再エネ10倍化
ロードマップを見直す。

再エネ10倍化ロードマップのPR、及び適宜見直しを行う。

地域密
着の普
及啓発

21-(2) 再エネ ○ 実施

＜実施＞
地域の普及促進拠点として町内会館等5箇所にPV（H21年度電
池容量計約21kw）をH22.3月に設置し、町内会を核とした温暖化
対策の理解・取組を促進した。

b

青葉区の取組の成果を生か
し、モビリティマネジメントの地
域展開を推進していく必要が
ある。

モビリティマネジメントの地域展開について引き続き推進す
る。

社会的
手法

10倍化
の将来
像とその
道すじに
関する
共通理
解

21-(1) 再エネ 実施

＜実施＞
横浜市におけるエネルギー消費の現状と目標値を整理し、施策
展開を5つのパターンで想定したシミュレーションを行ったうえ、
10倍化達成のための本市の取組の考え方をロードマップとして
まとめ公表した。

b

実施

＜実施＞
あおば街づくり連絡協議会において「エコ通勤」の広報を行うとと
もに、区役所駐車場の有料化の広報に併せて、公共交通・自転
車・徒歩利用への交通行動転換施策「あおばエコムーブ」のＰＲ
を行った。
区民まつりの際にベロタクシーの試乗会を行い、自家用車利用
者に対して自発的な交通行動の転換を働きかける啓発チラシを
配布した。
自転車利用者などの意見募集や、自転車走行空間の現状把握
を踏まえ、自転車走行空間ネットワークの検討を行い、ネット
ワーク案を作成した。
自転車走行空間ネットワークの改善のため、環状４号線につい
て検討を行うとともに、走りやすい道、坂、駐輪場、自転車店な
どを記載した地図をデザインし、併せて自転車通行のルール、マ
ナーなどを掲載した。

b
交通利便性の向上、地域
活性化が図られた。

郊外部
における
複合的
な施策
展開

20-(2) 運輸

交通ま
ちづくり
の実
証・具
体化
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

-

-

（定量化は困難）

-

-

-

（未算出）

-

システムの構築、説明会の
実施により、職員の省エネ
行動を喚起した。

エネルギーカルテ導入の趣旨
や必要性について、引き続き
全庁的な啓発を行う必要があ
る。

横浜市役所地球温暖化防止実行計画の改訂及びシステム
の運用による公共施設のエネルギーマネジメントの実現を図
る。

実施

＜実施＞
公共施設のエネルギーマネジメント事業として、平成22年2月に
システム（エネルギーカルテ）を構築するとともに、改正省エネ
法・温対法の対応に備え、同3月に全庁説明を実施した。

b

市業務
のエネ
ルギー
マネジメ
ント

市業務
へのエ
ネル
ギーカル
テ導入

25-(1) 市役所

b -
事業主体設立の決定、参加
企業募集、予算の確保等が
課題である。

事業主体（横浜グリーンパワー）を設立する。

報告書制度検討マニュア
ルの作成・公表

報告制度の受付体制の確立・
受付実施、再エネ導入事業者
への経済的支援等が課題で
ある。
今後は、具体的な情報提供
への対応について市内住宅
展示場事業者と交渉が必要
である。

・再エネ導入検討報告制度を実施する。
・市内住宅展示場事業者が再生可能エネルギーの情報提供
に努めなければならない旨を「横浜市生活環境の保全等に
関する条例」に規定する。（H22年4月１日施行）

普及の
事業主
体の設
置（横
浜ｸﾞﾘｰ
ﾝﾊﾟﾜｰ）

事業主
体の設
置

24-(1) 再エネ 検討

＜検討＞
エネルギーや制度、事業化の有識者で構成される事業化検討
委員会を設置し、費用対効果調査を行った。（委員会3回実施）
また、先導モデル事業として、「グリーン電力基金ヨコハマ・プロ
ジェクト（※）」を活用し、金沢区「海の公園」に太陽光発電設備を
設置した。

※グリーン電力基金ヨコハマ・プロジェクト：
横浜市内における再生可能エネルギーの普及を願う横浜市民
から募った寄付金を、財団法人広域関東圏産業活性化センター
が預かり、これに東京電力（株）からの同額の寄付をあわせ、横
浜市内の再生可能エネルギー発電設備を助成する。

国の温暖化対策税、排出量
取引制度、再エネ全量全種買
取制度、太陽光などへの補助
事業の動向等を注視する。

制度化等の検討・実施を行う。

規制的
手法

導入に
関する
義務化

23-(1) 再エネ ○ 実施

＜実施＞
一定規模以上の建築物の新増改築について再生可能エネル
ギーの導入検討・報告を義務化するにあたり、再生可能エネル
ギー利用設備の導入検討マニュアルを策定し、関連事業者等に
対し説明会を行った。

b

事業主体設立の決定、参加
企業募集、予算の確保等が
課題である。

事業主体（横浜グリーンパワー）を設立する。

その他
幅広い
誘導策
の検討

22-(5) 再エネ 検討
＜検討＞
随時、国や民間企業等の動向の情報収集及び検討を行った。 b -

引き続き国の再エネ全量全種
買取制度の動向を注視する。

H21年度に国の制度として導入済み

太陽光
発電等
の流通
市場の
効率化

22-(4) 再エネ 実施

＜実施＞
エネルギーや制度、事業化の有識者で構成される事業化検討
委員会を設置し、費用対効果調査を行った。（委員会3回実施）
公的相談センターについては、住宅用太陽光システム補助にあ
たり、専用窓口を設け、あわせて相談業務も行った。

b
関連企業等への調査・事
業説明、有識者会議での
検討状況の企業・市民へ
の公表

固定価
格買取
制度の
導入に
向けた
検討

22-(3) 再エネ 実施

＜実施＞
町内会館プロジェクトにおいてモデル実施を検討していたが、国
の余剰電力買取制度が先行実施されたため、同買取制度を利
用した地域普及施策へ変更した。

b

22年度の住宅用太陽光・
太陽熱利用システム設置
費補助の受付状況が4月
23日現在で351件とすでに
前年の3分の1に達してお
り、固定価格買取制度の
導入により市民の間で再
生可能エネルギーの認知
が進んだものと思われる。

経済的
手法
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

-

-

-

-

-

-

-

-

（22年度から発現）

（22年度から発現する削
減効果）
約174.2t/CO2

商店街街路灯　(80W-
40W)÷1000×12時間/日
×365日/年×179本×
0.418kg-CO2/kWh÷
1000＝13.1t
防犯灯　(24W-16W)÷
1000×12時間/日×365
日×11000本×0.418kg-
CO2/kWh÷1000＝
161.1t
合計　13.1＋161.1＝
174 2t-CO2

（24年度から発現）

-

（定量化は困難）

-

雨水利用による上水削減効
果の数値化が課題である。

各区局事業本部による取組を推進するとともに、可能な限り
削減効果の数値化を進める。

効果的な手法の選定及び予
算の確保が課題である。

課題を踏まえつつ、エコ改修の設計を実施する。

雨水利
用の促
進

28-(3) 市役所 実施

＜実施＞
区役所等で雨水利用設備を個別導入し実施している。
その中で、雨水利用設備の導入に向けた仕組みづくりの検討を
進めた。

b
雨水利用による省エネル
ギーの推進と市民の省エ
ネ意識啓発が図られた。

着手

＜着手＞
環境省補助事業「学校のエコ改修と環境教育事業」（3ヵ年継続
事業）の1年目で、横浜市立新羽中学校にて学校関係者、市民、
事業者とともに地域ぐるみの環境教育を実施した。（6回）
環境改善の効果的な技術や施設運営のノウハウの蓄積を進め
た。

b

環境改善の効果的な技術
や施設運営のノウハウの
蓄積及び市民・事業者参
加による環境啓発の推進
が図られた。

市施設
の長寿
命化・エ
ネル
ギー利
用の効
率化

28-(2) 市役所

a
工事発注による雇用創出
が図られた。

機器導入には多額なイニシャ
ルコストがかかるため、計画
的な導入を図っていく必要が
ある。

防犯灯3,500灯、商店街照明200灯を高効率化する。

-
効果的な仕組みの検討の必
要性があり、今後手段を確立
することが求められている。

H21の検討を基に庁内への取組を拡大していく。

市施設
の省エ
ネ推進

省エネ・
再エネ
機器導
入モデ
ル事業
の実施

28-(1) 市役所 ○ 実施

＜実施＞
H22.3月までに商店街の街路灯（水銀灯や白熱電球）を高効率
型のもの（メタルハライドランプやＬＥＤ照明）に交換するととも
に、市内防犯灯約17万本のうち、11,000灯についてＬＥＤ防犯灯
を導入した。（当初予定：5,000本）

-
パソコンの消費電力を計測す
る手段ができていない。

H21の検討を基に庁内への取組を拡大していく。

ＩＴを活用
したCO2
排出量
の削減

27-(2) 市役所 検討

＜検討＞
環境への配慮の項目を組み入れたシステム 適化指針を策定
した。
また、ＩＴ活用モデルプランの作成、システム調達との連携につい
て検討を行った。
ただし、H21年度に予定していた、IT活用モデルプランの作成に
は至らなかった。

c

導入に向け、効果的な仕組み
を検討する必要がある。

導入に向け、効果的な仕組みを検討する。

ＩＴの活
用によ
るCO２
排出量
の削減

IT機器
の省エ
ネ化

27-(1) 市役所 検討

＜検討＞
IT機器による環境負荷の調査・改善、改善計画の策定、IT機器
調達ルールの整備について検討を行った。
ただし、H21年度に予定していた、パソコンの消費電力を計測す
る手段の確立ができず、改善計画の策定,ＩＴ機器調達ルールの
整備には至らなかった。

c

検討

＜検討・実施せず＞
再エネ・省エネ導入に向けた環境配慮ガイドラインの設定に合
わせて効果的な仕組みを導入する必要があるため、計画の改
訂作業状況を見定めながら検討することとした。

d -

市業務
への
カーボ
ン・オフ
セット導
入

26-(2) 市役所

d -

膨大な要綱・指針・マニュアル
等の把握・整理が必要であ
り、全庁的な調整が必要とな
る。

H23年度以降検討するために必要な準備を行う。

市役所
CO2ゼ
ロ化に
向けた
仕組み

再エネ・
省エネ
等導入
に向け
た環境
配慮ガイ
ドライン
の策定

26-(1) 市役所 検討

＜検討・実施せず＞
膨大な要綱・指針・マニュアル等の把握・整理が必要となるた
め、環境管理計画の改訂と合わせて行うことが適当と判断し、事
業執行を延期した。
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（未算出）

-

約0.9t/CO2

【並木第二保育園】
省エネ量：約16,785MJ/
年
（ガス削減量：約375m3/
年）
375m3/年×2.29kg-CO2
＝約0.9t-CO2/年…(!)

【金沢スポーツセンター】
省エネ量：約90,000MJ/
年
（ガス削減量※4：約
2,000m3/年）
2,000m3/年×2.29kg-
CO2＝約4.6t-CO2/年…
(!!)

5.5t/CO2(!+!!)÷6（2カ月

（22年度から発現）

（22年度から発現する削
減効果）
約782.2t/CO2

【1kWあたりの年間発電
量】
1kW×0.12（稼働率）×24
時間×365日/年≒
1000kWh/年

（港北区役所）
30kW×1000kWh/年×
0.436kg-CO2/kWh（エ
ネット）÷1000＝13.08t-
CO2/年

（小学校）
10kW×63校×1000kWh/
年×0.418kg-CO2/kWh
（東京電力）÷1000＝
263.34t-CO2/年

工事発注による雇用創出、
PRによる市民意識の向上
が図られた。

設備設置費が高額なため、費
用対効果を考慮しながら事業
を進める必要がある。

導入インセンティブについては、引き続き実施する。
本郷台駅前バスシェルターに太陽光発電設備を設置する。
横浜市立小中学校に太陽光発電設備(10kW)を121校設置す
る。（H20までに設置の28校、H21設置の63校を合わせ、累計
212校/約500校））

太陽熱システム導入による
省エネルギーの推進及び
ディスプレイに状況を表示
することによる「見える化」
によって、市民の省エネ意
識啓発が図られた。

東京ガス（株）との共同実証を
踏まえ、課題等を整理しつ
つ、他の市施設への太陽熱
の導入を進めていく必要があ
る。

東京ガスにて行うモニター実証の結果を踏まえ、他の市施設
への展開の検討を継続していく。

市施設
への太
陽光発
電の導
入及び
太陽熱
利用の
促進

29-(2) 市役所 ○ 検討

＜実施＞
（仕組み（導入インセンティブ等）検討）
地球温暖化対策関連予算を設け、予算の優先付け等を実施し
た。

（再エネ設備順次導入）
H22.3月に港北区役所に太陽光発電設備（30kW）を導入した。
H22.3月までに横浜市立小中学校（63校/約500校）に太陽光発
電設備(10kW)を設置した。（H20までに設置の28校を含め、累計
91校）

a

実行計画（現行計画期間：
H22年度まで）を改定し、省エ
ネ法、温対法等との整合性を
考慮した目標を設定する必要
がある。

横浜市役所地球温暖化防止実行計画を改訂する。

市施設
の再エ
ネ・未
利用エ
ネ推進

省エネ・
再エネ
機器導
入モデ
ル事業
の実施

29-(1) 市役所 ○ 実施

＜実施＞
横浜グリーンバレー構想の一環として、東京ガスとの共同実証
を開始した。官民連携事業のひとつで、H22.2月から市立並木第
二保育園と金沢スポーツセンターに太陽熱システムを導入し
データの収集を開始、解析を実施している。（5ヵ年事業）

b

事務の
効率化
によるエ
ネル
ギー削
減

28-(4) 市役所 実施

＜実施＞
横浜市役所地球温暖化防止実行計画に基づき、各部署で目標
達成に向け温暖化対策を実施した。
エネルギーカルテを構築し、エネルギー消費の見える化を図っ
た。

b
市役所の温暖化対策状況
を公表することにより、市
役所職員はもとより、市民
の意識啓発に寄与した。
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

約25.4t/CO2

（Ａ重油の排出係数＝
0.0189(ｔ-C/GJ)）
(聖星学園のBDF精製量
実績＝9.369KL）

0.0189ｔ-C/GJ×44/12×
9.369KL×
39.1GJ/kL=25.39t/CO2

-

-

-

-

-

-

（定量化は困難）

-

（未算出）

-

（未算出）

-

市民との協働による地域
活性化に寄与した。

既存の組織・取組を活性化
し、活動を広げていく必要が
ある。

これまでの成果を踏まえ、引き続き協働を進めていく。

7/7には横浜駅周辺とみな
とみらい地区と合わせて一
斉消灯を呼びかけること
で、地域ぐるみでの省エネ
意識の向上を図った。

エネルギーカルテ導入の趣旨
や必要性について全庁的な
啓発を行う必要がある。

引き続き市役所職員への省エネの呼びかけを実施する。

市民協
働による
市役所
業務の
CO2削
減

31-(3) 市役所 実施

＜実施＞
市内１８区において公園愛護会、ＮＰＯ団体等が活動を行った。
各区において、自治会町内会や事業者等が構成員となった地球
温暖化対策推進協議会等による自主的な取組が行われた。

b

学校関係者、市民、事業
者で検討を行い、環境教
育を実施した。

環境教育を担う主体の選定
及び効果的な環境教育の内
容について検討しながら、進
めていくことが必要である。

引き続き、効果的な環境教育を実施する。

公共施
設や市
職員の
節約行
動の定
着

31-(2) 市役所 実施

＜実施＞
八都県市の省エネ普及活動「エコウェーブ」及び「ワークライフバ
ランス」の一環で、方針を作成し、庁内一斉退庁及び消灯による
省エネに取り組んだ。

b

エネルギーグリット構築に参
画する事業者、市民等との検
討・調整を行う必要がある。

事前調査として、エネルギーモニタリングを実施する。

市役所
での脱
温暖化
行動

環境教
育への
取組

31-(1) 市役所 実施

＜実施＞
環境省補助事業「学校のエコ改修と環境教育事業」（3ヵ年継続
事業）の1年目で、横浜市立新羽中学校において、環境教育の
進め方を整理した上で、学校関係者、市民、事業者とともに地域
ぐるみの環境教育を実施した。（6回）

b

既存施設の 適活用方法の
検討を行う必要がある。

既存施設の有効活用について検討する。

全体の
エネル
ギーグ
リッド構
成等

30-(3) 市役所 検討

＜検討＞
横浜グリーンバレー実行計画策定委員会を開催し、関連企業、
市民、有識者等によるエネルギーグリッド構築について検討を実
施した。

b
関連企業、市民、有識者
等で検討を行った。

検討
＜検討＞
インキュベーション施設のあり方について、横浜グリーンバレー
構想の中で、既存施設の活用方法を検討した。

b
関連企業、市民、有識者
等で検討を行った。

既存施
設の活
用や事
業者に
よるイン
キュベー
ション施
設の設
置

30-(2) 市役所

b
関連企業、市民、有識者
等で検討を行った。

設備設置費が高額なため、費
用対効果を考慮しながら事業
を進める必要がある。

事業スキームについて引き続き検討を行う。

小学校関係者への意識啓
発及び障害者の雇用創出
が図られた。

設備設置費が高額なため、費
用対効果を考慮しながら事業
を進める必要がある。

市内8区の小学校から出る食用油を燃料化する。

横浜グ
リーン
バレー
（再エ
ネ・未
利用エ
ネの地
域利
用）

連携施
設への
再エネ・
省エネ
等個別
導入

30-(1) 市役所 検討

＜検討＞
金沢動物園メガソーラー設置事業で設置調査を含む、事業ス
キームの検討を実施した。
その他施設においても、検討を実施した。

未利用
エネル
ギーの
活用

29-(3) 市役所 ○ 実施

＜実施＞
金沢区の福祉施設（聖星学園）にBDF精製機を設置した。この福
祉施設が、金沢区内の市立小学校から使用済食用油を回収し
BDFに精製し、金沢水再生センターに搬入。金沢水再生センター
では、BDFを自家用発電機で使用する重油の一部代替燃料とし
て使用している。（H21.11～）
H22.3月に新たな福祉施設（5箇所）にもBDF精製機を設置した。
また、水再生センター3箇所（神奈川･港北・金沢）に、BDF保管タ
ンクを設置した。

b
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画と
の比較

課題と改善方針

平成２１年度の進捗

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（未算出）

-

-

-

（未算出）

-

-

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

各職場の状況を踏まえ、速達
性、経済性、安全性などを総
合的に評価した上で取組方向
性を検討する必要がある。

課題を踏まえ、引き続き検討を行う。

職員を対象としたエコドライブ
講習は、庁内アドバイザーを
養成する等を通じて、今後の
発展を図る必要がある。

引き続き、エコドライブ支援機能付カーナビを活用したエコド
ライブを推進する。

市業務
における
自動車
代替移
動手段
の推進

32-(4) 市役所 検討
＜検討＞
市業務における自動車代替移動手段の推進に関して、庁内関
係者で意見交換を行った。

b -

BDF規格の遵守、及びBDF車
両の選定が課題である。

課題を踏まえ、引き続き検討を行う。

公用車
でのエコ
ドライブ
実践

32-(3) 市役所 実施
＜実施＞
エコドライブ支援機能付カーナビゲーションシステムを公用車に
装着し、エコドライブを実践した。

b
率先実行による啓発効果
があった。

検討
＜検討＞
公用車へのバイオ燃料の導入可能性について、庁内で検討を
行った。

b -
バイオ燃
料の導
入促進

32-(2) 市役所

b
市民・事業者への啓発効
果があった。

ＥＶ及びＰＨＶについては、庁
内各部局の使用状況等を踏
まえつつ、率先導入を図る必
要がある。

ＥＶを２台導入する。
低燃費・低排出ガス車の導入については、引き続き導入要
領に基づき実施する。

市役所
での自
動車対
策

低燃費・
低排出
ガス車
の導入
促進

32-(1) 市役所 実施
＜実施＞
公用車に、電気自動車（ＥＶ）４台、プラグインハイブリッド車（ＰＨ
Ｖ）２台等を導入した。

「横浜みどり税」の新たな
実施への過程で、緑の保
全・創造に対する市民の関
心を喚起できた。

「横浜みどり税」を活用した
「横浜みどりアップ計画（新
規・拡充施策）」の着実な実施
と理解が必要である。

平成25年度までの5年間措置を実施する。

各事業を通じ、市民協働の
取組が進んでいる。

平成21年4月に計画策定を終
了した。

「横浜みどりアップ計画市民推進会議」からの評価・提案を受
け、事業の充実を図る。

「横浜み
どり税」
の新設・
固定資
産税及
び都市
計画税
の特例
措置（軽
減措置）

33-(3)
都市と
緑対策

実施

＜実施＞
「横浜みどり税」制度をH21年度から5か年の予定で開始した。

「横浜みどり税」
【使途】「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」のうち、「公有
地化等樹林地・農地の保全」「緑化の推進」「維持管理の充実に
よる緑の質の向上」「市民参画の促進」などの施策・事業に充当
（基金へ積立て）
【徴収】個人に対しては、市民税の均等割に年900円を上乗せ、
法人に対しては、市民税の年間均等割額の9％相当額を上乗せ

b

市民においては、暮らしに
緑を取り入れたライフスタ
イルを、企業においては、
環境に配慮した事業活動
を実践することにより、環
境や緑に対する意識の向
上につながっている。

平成21年度末に事業目標を
達成し、終了した。

「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」に基づき、緑化施
策を推進する。

「横浜み
どりアッ
プ計画
(新規・
拡充施
策）」の
策定

33-(2)
都市と
緑対策

実施

＜実施＞
H21年4月に「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を策定し
た。

「横浜みどりアップ計画」
　緑の減少に歯止めをかけ、市民とともに身近な水や緑を保全・
創造し、将来にわたって緑の総量と質の維持・向上を図る計画
で、以下を3つの柱に、H21年度に42の事業をスタートした。
・「樹林地を守る」：緑地保全制度による指定面積拡大と買取り、
市民協働による樹林地の維持管理を推進、人材育成など
・「農地を守る」：優良な農地の斡旋・買取り、市民農園整備など
・「緑をつくる」：公共施設緑化と民有地緑化助成の拡充など

b

実施

＜実施＞
平成21年度末は、150万本植樹行動の 終年度であり、市民･
企業・行政が協働して植樹行動に取り組み、目標とする150万本
の植樹を達成した。（平成21年度は約40万本）

b

緑地の
保全と
拡大

150万本
植樹行
動

33-(1)
都市と
緑対策
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取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（定量化は困難）

-

-

-

（定量化は困難）

-

-

-

-

-

-

-

-
社会状況を踏まえながら、プ
ランを検討していく必要があ
る。

検討を進め、骨子案（全市プラン）を作成する。

横浜市の地域特性等を踏ま
え、まちづくり指針（仮）を策定
する必要がある。

横浜駅周辺等のまちづくり事業の中で、具体的検討を行う。

交通政
策と都
市政策
との連
携

都市計
画マス
タープラ
ン見直し

35-(1)
都市と
緑対策

実施
＜検討＞
H11に策定した現行の都市計画マスタープラン（全市プラン）の
課題及び対応の方向性について、検討を行った。

c

地域の実情に配慮したまちづ
くりを検討する必要がある。

H22年度は風況調査の対象範囲を拡大して、引き続き検討
を行う。
また、収集したデータを基に、コンピューター上でシミュレー
ションを実施する。

環境に
配慮した
まちづく
り

34-(4)
都市と
緑対策

実施
＜検討＞
地域の魅力向上とともに、ヒートアイランド対策が考慮されたま
ちづくりを横浜駅周辺で検討した。

c -

民間施設等への地表面緑化
普及や効果的・効率的な維持
管理の仕組みづくりについ
て、検討を進める必要があ
る。

金沢区総合庁舎での取組成果を踏まえ、民間施設等への地
表面緑化普及や効果的・効率的な維持管理の仕組みづくり
に向けて、引き続き検討を進める。
また、保水性舗装や遮熱性舗装などの導入を進めていく。

風の道
の確保

34-(3)
都市と
緑対策

実施

＜実施＞
横浜国立大学（環境省から委託事業を受託）が風の道の研究を
実施した。また、横浜国立大学と横浜市がともに、その基礎デー
タを基に、都市環境気候地図を作成した。

b
ヒートアイランド現象を抑制
する街づくりについて検討
した。

検討

＜実施＞
横浜グリーンバレー構想の一環として、金沢区役所の第二駐車
場の地表面緑化を実施した。
これを基に、民間施設等への地表面緑化普及や効果的・効率的
な維持管理の仕組みを検討した。

a
市民の取組意欲の向上が
図られた。

緑化の
推進

34-(2)
都市と
緑対策

b -

民間施設等への屋上・壁面緑
化普及や効果的・効率的な維
持管理の仕組みづくりについ
て、検討を進める必要があ
る。

民間施設等への屋上・壁面緑化普及や効果的・効率的な維
持管理の仕組みづくりに向けて、モデル実施の中で引き続き
検討を進める。

保全対象が広がり、土地
所有者は制度が利用しや
すくなったとともに、市側も
小規模緑地の保全が図り
やすくなった。

指定拡大に向け、土地所有者
の理解と協力が必要である。
「市民緑地」と「管理協定」の
導入には、時間を掛けた検討
を要する。

指定拡大に向け、引き続き土地所有者の理解と協力を働き
かける。「市民緑地」と「管理協定」の導入について引き続き
検討する。

ヒート
アイラ
ンド対
策

屋上・壁
面緑化
の推進

34-(1)
都市と
緑対策

検討

＜検討＞
H20年度に実施した金沢区役所の壁面緑化等について検証を
実施し、民間施設等への屋上・壁面緑化普及や効果的・効率的
な維持管理の仕組みを検討した。

緑地保
全施策
の拡充

33-(4)
都市と
緑対策

実施

＜実施＞
「特別緑地保全地区」と「源流の森（※）」の面積下限を、「5,000
㎡以上」から「1,000㎡以上」に引き下げ、緑地保全制度について
活用しやすくした。
「市民緑地（※）」及び「管理協定（※）」の導入に向けた、局内検
討を開始した。

※源流の森
緑豊かな都市景観を形成し、市民生活に潤いと安らぎを与えて
いるとともに、保水・治水機能の保全と河川の水量の確保に寄
与している郊外部の良好な樹林地について、土地所有者の方に
ご協力いただき指定することにより、樹林地の保存を図る制度

※市民緑地：
土地所有者と市が契約を締結し、樹林地を市民に公開し管理す
る都市緑地法に基づく制度

※管理協定：
所有者と市が協定を締結することにより管理負担の軽減や相続
時の評価減を図ることのできる制度

b
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取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（定量化は困難）

環境モ
デル都
市プロ
ジェクト

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

学校内での省エネ意識の
広がり、子どもから親への
省エネ意識の伝達など効
果の広がりがあった。

市立小学生の夏休みの取組
としてさらに取組参加数を拡
大する必要がある。
（H21：167／346校）

教育委員会と調整し、全校に取組シートを配布し取組を促
す。

2009シティネット国際大会
を横浜で開催した。
その結果、開催都市として
の認知度向上が図られ
た。

社会経済情勢や国外各都市
のニーズを把握し、方針や協
力内容の見直しを随時検討し
ていく必要がある。

都市問題の改善・解決を目指すシティネット（アジア太平洋都
市間協力ネットワーク）に対し、技術協力のための専門家派
遣等の事業補助を行うなど、引き続き活動を支援する。

植林活
動を通じ
た環境
教育プロ
グラム

38-(3)
脱温暖
化連携

実施

＜実施＞
横浜市内の市立小学校の児童を対象とした省エネ実践事業を
実施した。エアコンなどのエネルギー使用が多い夏休みの期間､
児童が各家庭の省エネリーダーとなり、日々の生活で省エネ活
動に取り組んでもらう試みで、H21年度は167校の約31,000人が
参加。CO2ダイエット事務局から1488本の苗木の提供があり、学
校内等に植樹した。

b

国外各都市との交流を通
じて、本市の環境モデル都
市としてに認知度向上が図
られた。

社会経済情勢や国外各都市
のニーズを把握し、方針や協
力内容の見直しを随時検討し
ていく必要がある。

横浜JICA事業に引き続き協力を行う。

アジアに
おける環
境教育
の支援

38-(2)
脱温暖
化連携

実施

＜実施＞
本市が会長を務め、事務局が本市内にある、シティネット（アジ
ア太平洋都市間協力ネットワーク）の環境教育関連プログラム
に参加し、本市の実績について他都市と意見交換を行った。

b

各都県市の協議により策定さ
れた、取組分野別の「工程
表」に基づき、具体的な取組
を実施する。

新たに政令市となる相模原市を加えた九都県市首脳会議地
球温暖化対策特別部会として、部門別担当者会議と横断的
な作業会議との両輪で対策を進めていく。
再生可能エネルギー2010国際会議を横浜で開催する。

海外都
市への
環境協
力

技術移
転・研修
員受入
の推進

38-(1)
脱温暖
化連携

実施

＜実施＞
JICA　草の根技術協力事業「環境保護志向社会による地球温
暖化への取組（Post-AWAREE）」に関し、マカティ市（フィリピ
ン）、ダナン市（ベトナム）、ダッカ市（バングラデシュ）、コロンボ
市（スリランカ）から研修生（8名）を受入れ、各都市での温暖化
対策のアクションプラン策定を実施した。
また、マカティ市に地球温暖化対策等の専門職員（2名）を派遣し
たほか、水道局でも同様の取組を行った。

b

協議会WGの成果を本市施策
へ反映させていくための検討
を実施する。

H21年度に引き続き、協議会の下に設置されたグリーン・エコ
ノミーWGのコーディネーターを務め、他自治体との連携・政
策の共有を図っていく。

都市間
政策連
携の強
化

37-(3)
脱温暖
化連携

実施

＜実施＞
八都県市首脳会議環境問題対策委員会に設置された地球温暖
化対策特別部会において、「八都県市共同した事業者対策」「再
生可能エネルギーの導入促進」「ライフスタイルの変革を促す取
組」「電気自動車など次世代自動車の普及方策の検討・実施」
「八都県市共同した生物多様性対策」の5つのテーマで工程表を
連携して策定した。また、地球温暖化防止キャンペーン「八都県
市エコウェーブ」として、各都県市が特色を生かした啓発活動を
実施した。（本市はクールアースデーにおいて、みなとみらい地
区及び横浜駅周辺でライトダウンを実施）

b

地球温暖化防止キャン
ペーン「八都県市エコ
ウェーブ」として本市が実
施した消灯イベント等を通
じ、省エネ行動の普及啓発
を進めることができた。

実施

＜実施＞
低炭素都市推進協議会に加盟するとともに、その下に設置され
た「グリーン・エコノミーワーキンググループ」（加入団体：53団
体）のコーディネーターを務めた。
平成22年10月5日（月）に「低炭素都市推進国際会議2009」を横
浜で開催、国内外に環境モデル都市・横浜をPRした。

b

「低炭素都市推進国際会
議2009」を横浜で開催した
ことにより、環境モデル都
市としての評価が国内外に
広まる効果があった。

低炭素
都市協
議会へ
の加盟

37-(2)
脱温暖
化連携

○

b
環境モデル都市としての評
価が国内外に広まる効果
があった。

国外への情報発信力が充分
でないため、英文HPの作成に
より、情報発信していく。

H22年5月のＣ４０主催会議に出席予定。また、H22年度後半
には、横浜市地球温暖化対策事業本部の英文HP作成予定
である。

事業者との連携により、小
中学生への効果的な環境
教育の実施を行った。

行政の公平性に留意しつつ、
効果的な事業者等との連携を
図っていく必要がある。

事業者・NPO/NGO・市民団体などからの環境モデル都市実
現に資するプロジェクト提案の実現に向け、行政の公平性に
留意しつつ、必要な支援・連携を行う。

先進都
市との
政策連
携

C４０（世
界大都
市気候
変動グ
ループ）
への加
盟

37-(1)
脱温暖
化連携

実施

＜実施＞
H20年度にＣ４０提携都市となった本市は、H21年5月にソウルで
開催されたＣ４０主催サミットへ代表団を派遣、情報発信した。
また、東京都がH21年9月に開催したＣ４０フォーラムにも参加し
た。

環境モ
デル都
市プロ
ジェクト
提案制
度

36-(1)
都市と
緑対策

実施

＜実施＞
日本ＩＢＭ社の社会貢献活動と連携して、「環境」「英語」「理科」
の教育支援プログラムを、同社社員がボランティアとして、学校
で授業を実施した。.（小中８校で実施）
その他、官民協働の具体的なCO2削減策の検討を行った。

b
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取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

H21
予定

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

具体的な実施目標の明確化
が必要である。
グリーン・エコノミーWG等の成
果を本市政策（施策）へ反映
させていくための検討を実施
する必要がある。

H21年度に引き続き、協議会の下に設置されたグリーン・エコ
ノミーWGのコーディネーターを務め、他自治体との連携・政
策（施策）の共有・本市政策（施策）への反映を図っていく。
横浜市地球温暖化対策推進協議会によるエコツアー実施に
向けて調整する。

実施

＜実施＞
低炭素都市協議会のワーキンググループのひとつである、グ
リーン・エコノミーワーキンググループの事務局として、内閣官房
と連携し、会議開催支援（H21年度は4回開催）を行い、会議の効
果的な運営に努めた。
また、横浜市地球温暖化対策推進協議会が環境省から受託し
た「地方の元気再生事業」の一環として、道志村、長野県飯田
市、駒ヶ根市へのエコツアー（年9回実施、302名参加）、フォーラ
ム（年9回開催、1,119人参加）を行った。

b

グリーン・エコノミーWGにお
いて、31団体の他自治体
に加え、関係省庁や民間
事業者等を合わせて計53
団体と連携を図っており、
交流により地球温暖化対
策に関する情報共有が図
られた。

長野県、
飯田市、
他市町
村との連
携

39-(2)
脱温暖
化連携

b
市民の交流により、地球温
暖化問題や対策への理解
に一定の効果があった。

具体的な実施目標の明確化
が必要である。

事業目標を明確化し、研究会を年4回開催する。

市内国際機関との連携を
通じて、本市の環境モデル
都市としてに認知度向上が
図られた。

これまでは個々に連携してい
るが、市内国際機関が集まる
会議などを活用し、全機関と
連携できるようにする。

シティネット主催会議（H22年9月）における企画連携を図る。

農山村
との連
携

山梨県・
道志村と
の連携

39-(1)
脱温暖
化連携

実施

＜実施＞
H20年度に設立した、温暖化対策に関する山梨県、道志村との
三者合同研究会を2回開催し、温暖化対策の施策について情報
交換を行った。

市内国
際機関と
の連携

38-(4)
脱温暖
化連携

実施

＜実施＞
H21年7月28・29日に地球温暖化に関する国際機関との共同シ
ンポジウムを開催し、延べ400人の市民が参加した。
市内国際機関の、国際連合食糧計画（WFP）、国際連合農業機
関（FAO）、国際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）、国際連合大学高等研究
所（UNU-IAS）、シティネット（CITYNET）、米加大学連合が参加し
た。

b

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業のH21年度の予定は、「着手」と記載。）
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業が予定通り進捗した場合、H21
年度の進捗状況は「着手」と記載。）
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1-(1)
CASBEE横浜
の届出義務対
象拡大

1
建築物のエネルギー性
能の評価・格付事業

　平成20年度に「横浜市生活環境の保全等に関する条
例」の施行規則を改正することにより、「CASBEE横浜」を
用いて作成した「建築物環境配慮計画」の届出を課す対
象を、現在の床面積5,000㎡を超える建築主から、同
2,000㎡以上に変更することで、横浜市建築物環境配慮
制度の適用規模を拡大する。

H21～25 25 2 - - -

1-(2)
広告時の評価
結果公表義務
化

1
建築物のエネルギー性
能の評価・格付事業

　「生活環境条例」の改正により、マンション等の特定建
築物の広告時に、CASBEE横浜による自己評価結果に
ついて公表することを義務付けることで、市民等が環境
に配慮した建築物を選択する際の資料を提供する。

H21～25 25 2 - - -

1-(3)
CASBEEすまい
（戸建て）の導
入

1
建築物のエネルギー性
能の評価・格付事業

　CASBEE横浜の戸建住宅版である「CASBEEすまい
（戸建）」を導入することで、市民による環境配慮住宅の
建築を誘導する。

H21～25 25 2 - - -

1-(4)
省エネ住宅・建
物の普及

1 ー

　省エネ住宅・建物の評価費用に対する助成や税等の
軽減により、高性能省エネ・長寿命住宅・建物の普及を
図る。併せて、建築費用等に対する低利融資の仕組み
も整えることで、市民等による環境に配慮した住宅・建
物の建築を誘導する。

終期未定 － － - - -

神奈川県横浜市

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

2-(1)
脱温暖化リノ
ベーション手法
の開発・実施

1 －

　主に昭和40～50年代に開発された中古集合住宅のリ
ノベーションにあたり、脱温暖化の視点からの取組・対
応策を実施する。基本的な方向性として、持続可能性を
目標としたまちづくり・社会づくりのコンセプトであるエコ
ヴィレッジの考え方を導入し、環境配慮はもとより、コミュ
ニティの形成・再生、福祉施策、防災対策等の視点か
ら、中古集合住宅のリノベーションを図る。

終期未定 － － - - -

2-(2)
エコリフォーム
の推進

1
脱温暖化加速化事業（集
客用映画、広告等）

　既存の住宅に対する取組の中で、比較的手軽に取り
組むことができるエコリフォームを積極的にPRする。住
宅フェアや住宅展示場等と協力してセミナーを開催する
など、新たに住宅は建築しないものの、「住まい」におけ
る脱温暖化の取組メニューを示すことで行動につなげ
る。

終期未定 － 0.5 - - -

3-(1)

高効率給湯
器・高効率照
明（LED照明）
及び家庭用燃
料電池の普及

1
脱温暖化加速化事業（集
客用映画、広告等）

　住宅の新築・改築に際し、高効率給湯器、高効率照明
（LED照明）及び家庭用燃料電池といった高効率住宅機
器が導入されるよう誘導する。

終期未定 － 0.5 - - -

4-(2)
低効率家電の
販売ゼロ化

1 －

　平成20(2008)年度は、キャンペーンなどの普及啓発を
行う。平成21(2009)年度以降は、省エネラベリング制度
の導入、業界への販売自粛要請、販売規制の導入を検
討する。市民が家電製品購入時に必ず省エネ型が選択
されるよう、非省エネ家電の市内での販売ゼロ化を目指
す。

終期未定 － － - - -

5-(1)
省エネナビの
普及

1
横浜型ライフスタイル推
進事業

　家庭での電気の使用量及びそれに伴うCO2排出量を
リアルタイムに表示する「省エネナビ」の各家庭での設
置を普及促進する。平成20(2008)年度から、市民参加の
モデル事業を通じての周知・体験を進めているが、各種
広報・イベント等を活用したキャンペーンの展開のほか、
導入時の費用助成等、設置インセンティブの導入や、住
宅新築時の設置標準化等を進める。

終期未定 － 0 - - -
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

5-(2)

HEMS（ホーム
エネルギーマ
ネジメントシス
テム）の普及

1
家庭における温室効果ガ
スの「見える化」に関する
モデル事業（環境省）

　住宅内のエネルギー消費機器をネットワーク化し、自
動制御等を行うHEMSの各家庭での設置を普及促進す
る。各種広報・イベント等を活用したキャンペーンの展開
のほか、導入時の費用助成等、設置インセンティブの導
入等が考えられる。

終期未定 － 0.9
家庭における温室効

果ガスの「見える化」に
関するモデル事業

環境省 0.9

6-(1)
環境ポイント事
業の導入

1
環境と地域経済推進事
業

　環境行動のきっかけづくりや地域経済の活性化を促進
するため、「環境ポイント」を全市で展開する。平成
20(2008)年度は制度の検討を行い、平成21(2009)年度
以降は、Y150イベントの機会を捉え、多くの市民が参加
できる実証実験を実施する。以降、一部区域で実施開
始し、段階的に市内全域に拡大する。

終期未定 － 31 - - -

6-(2)

横浜市地球温
暖化防止活動
推進センター
の指定

1 脱温暖化行動推進事業

　「横浜市地球温暖化防止活動推進センター（仮称）」を
指定し、横浜市の普及啓発の実施・各種支援、脱温暖
化の取組・事業等を市民・事業者・行政と連携して実施
する。平成20(2008)年度は、地球温暖化防止活動推進
センターの組織・機能等の検討を行い、21年度に指定を
行い、効果的・効率的な脱温暖化の普及啓発や各種支
援を開始する。

終期未定 － 0 - - -

6-(3)
ヨコハマ・エコ・
スクール（YES）
の開設

1 脱温暖化行動推進事業

　市民が求める環境情報と環境関連学習の提供、各活
動主体の活動のネットワーク化、リーダーとなり得る人
材である温暖化対策アドバイザー等の育成をねらいと
し、ヨコハマ・エコ・スクール（YES）を開設し取組を進め
る。

終期未定 － 5 - - -

6-(4)

環境に配慮し
た消費行動・省
エネ行動の促
進

1
横浜型ライフスタイル推
進事業

　二酸化炭素の排出削減に資する生活実践の大きな要
素となる消費・購買段階の環境配慮行動や毎日の生活
における省エネ行動・G30行動を一層推進する。

終期未定 － 3 - - -
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

6-(5)
1区1ゼロカー
ボンプロジェク
ト

1
1区1ゼロカーボンプロ
ジェクト

　18行政区それぞれが、市民一人ひとりにとっての身近
な生活圏・地域として脱温暖化を加速するにあたって、
各区の特色を踏まえた「１区１ゼロカーボンプロジェクト」
を実施する。

H21～23 120 29 - - -

7-(1)
地球温暖化対
策計画書制度
の強化

1
事業者温暖化対策促進
事業（新たな仕組み・誘
導方策等検討）

　事業者の排出量削減義務付けも視野に入れて、今
後、制度の改正を検討していく。
　温室効果ガス排出量の多い大規模事業所の自主的な
取組を更に促していくため、「横浜市生活環境の保全等
に関する条例」に基づく「地球温暖化対策計画書制度」
を強化し、実効性の確保、対象者の拡大を行う。
　また、事業者の削減取組を促す先進的な仕組みや、
省エネ行動表彰制度、環境価値活用の導入に向けた検
討を行う。それらに加えて、削減を義務付ける制度の導
入などの検討を行っていく。

終期未定 － 3 - - -

7-(2)
中小企業の省
エネ支援

1
ECO+横浜普及事業
省エネ経営促進支援事
業

　温室効果ガス排出量の削減をはじめとする中小企業
の環境配慮取組を促進するため、各種助言制度、融資
制度の既存の制度拡充により、中小企業の省エネ取組
を支援し、中小企業の環境・エネルギーマネジメントシス
テムの導入促進を行う。
　また、地域冷暖房や建物間エネルギー融通等のエネ
ルギーの面的利用を実施する事業者への支援や導入
促進を行う。なお、新規に相談窓口を設置し、支援体制
を強化。さらに地球温暖化対策計画書制度で任意に提
出できる制度を新設し、提出した事業者に対する支援を
行う。

終期未定 － 9 - - -

7-(4)
事業者の先進
的取組の支援

1 －
　市内事業者の先進的取組を本市が積極的に支援す
る。

終期未定 － － - - -
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

7-(5)

横浜市地球温
暖化防止活動
推進センター
の活用

1 脱温暖化行動推進事業

　「横浜市地球温暖化防止活動推進センター（仮称）」を
指定し、横浜市の普及啓発の実施・各種支援、脱温暖
化の取組・事業等を市民・事業者・行政と連携して実施
する。平成20(2008)年度は、地球温暖化防止活動推進
センターの組織・機能等の検討を行い、21年度に指定を
行い、効果的・効率的な脱温暖化の普及啓発や各種支
援を開始する。

終期未定 － 0 - - -

8-(1)
事業者への情
報提供依頼

1 －
　市内に供給されるエネルギーの情報をより的確に把握
できるようにするため、エネルギー供給事業者に対し、
市長が情報の提供を求めることができるようにする。

終期未定 － － - - -

8-(2)
エネルギー計
画書制度の創
設

1
温暖化対策地域推進計
画推進事業

　エネルギー供給事業者に対し、市内に供給するエネル
ギーの計画を提出させようとするもの。特に、再生可能
エネルギーの供給増加を促す。

終期未定 － 3 - - -

9-(1)
SBIRの拡充に
よる事業化支
援

1
低炭素ものづくり促進事
業

　横浜市では、市内中小企業の優れた技術力を活用し
て行政課題の解決を図る「横浜版SBIR（Small Business
Innovation Research：中小企業技術革新制度）」を推進
している。その制度を活用し、温暖化対策に資する新技
術・新製品開発を促進し、開発成果の事業化を支援する
ことにより、優れた技術による脱温暖化の加速と市内に
おける環境・エネルギービジネスの振興を図ることを目
指す。

終期未定 － 40 - - -

9-(2)

環境・エネル
ギー技術者
ネットワークの
構築

1
脱温暖化ビジネスネット
ワーク構築事業

　業界団体・市内企業・市内大学・サイエンスフロンティ
ア高校等との連携を進める。

終期未定 － 0 - - -
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

9-(3)

事業者から消
費者への省エ
ネ・エコ商品情
報提供

1
ヨコハマお買い物グリー
ンスタイル推進事業

　横浜市は「グリーン購入ネットワーク（GPN）」に加入
し、グリーン購入に取り組むとともに、GPN市内会員企業
と協力しながら、グリーン購入普及のための活動（学校
における「出前講座」開催、講演会等の開催など）を行っ
ている。GPN活動を発展させていくことにより、市内で環
境配慮商品（エコ商品）を普及させ、市内企業によるエコ
商品開発支援をしていく。

終期未定 － 3 - - -

10-(1)

横浜市主催の
イベントに対す
るオフセット導
入促進

1
横浜型カーボン・オフセッ
ト普及促進事業

　参加者の移動等、イベント開催により発生するＣＯ2排
出量を算定し、削減努力を行った上で、排出量の一部を
オフセットする、カーボン・オフセットを横浜市主催のイベ
ントについて導入を進めていく。

終期未定 － 6 - - -

10-(2)

市施設利用イ
ベント・コンベン
ションへのオフ
セット導入促進

1
横浜型カーボン・オフセッ
ト普及促進事業　5,640千
円

　横浜市の施設（公共施設等）で開催されるイベント・コ
ンベンションについて、カーボン・オフセット導入を進めて
いく。

終期未定 － 6 - - -

11-(1)

宿泊施設等に
おける使い捨
てアメニティの
削減

1 －
　宿泊施設等のアメニティの有料化または使用しない場
合の特典付与等、市内宿泊施設の取組を支援する。ま
た、市内の観光地等でのモデル実施等を検討する。

終期未定 － － - - -

11-(2)

飲食店等にお
けるリユース容
器の利用拡大
等

1
チャレンジ・ザ・リデュー
ス（発生抑制推進事業）

　飲食店等で使用されている容器について、使い捨て容
器からリユース容器への転換、マイカップ利用促進な
ど、各事業者の取組を支援しながら、市民のライフスタイ
ルの転換を進めていく。

終期未定 － 6 - - -
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

11-(3)
不要なレジ袋
等容器包装の
削減

1
チャレンジ・ザ・リデュー
ス（発生抑制推進事業）

　各種販売事業者が使用しているレジ袋などの容器包
装について、市民等に対するマイバッグ利用などの普及
啓発や、事業者に対する発生抑制協力への働きかけ、
支援等を通じて、不要なレジ袋等容器包装の削減を促
進する。

終期未定 － 6 - - -

12-(1)

モビリティマネ
ジメント(かしこ
いクルマの使
い方)

1
公共交通利用促進調査
費

　路線バスに代表される地域の公共交通を取り巻く環境
は、人口減少社会を迎えますます厳しくなりゆく中で、低
炭素型の交通手段を確保することはもとより、高齢者の
交通手段として、将来にわたって安定的に維持していく
ことが求めらている。このため、過度に自動車を利用す
る「クルマ中心」のライフスタイルから、電車やバスなど
の公共交通や、自転車などを適切に利用するライフスタ
イルへと市民が自発的に行動転換することを目的とした
モビリティマネジメントを推進する。

終期未定 － 10 - － －

12-(2) エコドライブ 1
エコドライブ普及促進事
業

　従前より、八都県市や（社）日本自動車連盟、横浜市
地球温暖化対策推進協議会などとも連携して普及啓発
を展開している。今後も関係機関や企業との連携によ
り、事業者や市民がエコドライブを体験し習得できるよ
う、カーナビゲーションシステム等を活用した燃費改善事
業の展開やエコドライブ講習会・コンテストの実施などを
通じて、市民ドライバーや事業所のドライバーがエコドラ
イブを実践するよう一層の普及を進める。

終期未定 － 13 地方の元気再生
内閣府・環境

省
10

13-(1)
導入インセン
ティブ

1

低公害車民間普及促進
事業
電動車両によるCO2削減
事業

　八都県市指定低公害車を導入する事業者等に対し
て、導入費用の一部を補助する。
　また、これらの自動車の普及に向けた啓発活動を行
う。

終期未定 － 53 - － －

13-(2)
走行インフラ整
備

1
電動車両によるCO2削減
事業

　公共駐車場等に充電インフラを整備するとともに、民
間事業者が充電インフラを整備する際の整備費用の一
部を補助する。また、新築の建築物への充電インフラ整
備にかかるインセンティブを検討し導入する。

終期未定 － 5 - － －
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

13-(3) 走行優遇措置 1 －
　固定資産税や駐車料金等の減免等の優遇措置を実
施検討し、導入する。

終期未定 － － - － －

14-(1)

鉄道ネットワー
クの整備（神奈
川東部方面
線）

1
神奈川東部方面線整備
事業費

　神奈川東部方面線（西谷～羽沢間/羽沢～日吉間）に
ついては、事業者による鉄道施設整備に係る設計、用
地取得及び工事の推進を図るほか、国や県と協調した
事業推進上必要な補助金を交付する。
　運輸政策審議会答申第18号に位置づけられた未着手
の構想路線について、少子･高齢化の急速な進展など
社会環境の変化や周辺土地利用の状況、交通需要の
見通し等を踏まえ、総合的に検討する。

H30まで 264000 15039

都市鉄道等利便増進
法

（神奈川東部方面線整
備事業）

国土交通省 -

14-(2)
「選択と集中」
による都市計
画道路整備

1 都市計画道路整備費

　市内と周辺都市とを結び、かつ市内の地域間を直結す
る骨格的交通体系整備を行い、渋滞対策をはじめとす
る交通の円滑化により、活発な人やモノの動きを支える
都市内道路網をつくる。

終期未定 － 22870
地域活力基盤創造交

付金等
国土交通省 9508
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

15-(1)
市営交通にお
ける環境負荷
削減

1
－
(横浜市交通局)

（低燃費・低排出ガス車の導入促進）
　法令上の使用制限に係る車両、老朽のため廃車する
車両に対する更新車両の一部について、国や市の補助
制度の活用により、経営上特段の負担をすることなく、
電気式ハイブリッドバス・CNGバスなどの導入を推進す
る。その他のバスについても、八都県市指定低公害車を
導入していく。
（バイオディーゼル燃料の導入（市営バス））
　安定的に供給可能な事業者もしくは供給体制の確立
があり、軽油と同等以下の負担で導入可能となった場合
に導入することとし、供給事業者等からの情報収集等を
進める。
（エコドライブの推進（市営バス））
　平成20(2008)年度の達成を目指して取り組んでいる燃
費向上目標（ディーゼル車で平均燃費2.60ｋｍ／ℓの達
成）の達成を図るとともに、ドライブレコーダー導入拡大
と、これによる各運転手の運転状況の指導を進め、さら
なる燃費の向上を図る。
（クレジットカードを利用した公共交通の利用促進）
　新たに市営交通ブランドのクレジットカードを導入し、お
客様へのサービス、利便性の向上など、様々な面でメ
リットを提供していくことによって公共交通利用を促進す
る。

終期未定 － 370534
低公害バス導入補助

金
国土交通省 24

16-(2)
交通政策推進
協議会

1
公共交通利用促進調査
費

　市民・企業・交通事業者・行政など横浜の交通政策に
関わる多様な主体による常設の協議の場として、「横浜
市交通政策推進協議会」を設置・運営する。平成
21(2009)年度は、交通結節点のシームレス化施策の立
案など、多様な交通モードが集積する空間である駅周辺
に焦点を絞った議論を行い、取りまとめた結果を各事業
者が尊重しながらそれぞれの役割分担のもと施策を推
進する。

終期未定 - 2 - － －
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

17-(1)
カーシェアリン
グ

1 －

　一台の車を複数の人が共同利用する「カーシェアリン
グ」の普及については、車両ステーションの設置に向け
た支援など本市による効果的な方策を検討するととも
に、カーシェアリング事業者、市内駐車場事業者及び共
同住宅の管理組合等に働きかけを行う。
　また、次世代自動車技術の一環として開発が進んでい
る移動・運搬ビークルについて、将来の共同利用形態の
あり方なども含め、国や産官学連携体制との協働による
活用可能性の研究を行うとともに、必要に応じて実証実
験を行う。

終期未定 － － - － －

17-(2) パーク＆ライド 1 －

　自家用車を駅などに駐車し、鉄道・バスなどの公共交
通機関を利用して目的地に向かうシステムについて、交
通利用の配分を適正化するための施策として、住宅地
に近い駅周辺の大規模駐車場をターゲットとして検討を
行う。

終期未定 － － - － －

17-(3)
ITS(高度道路
交通システム）
の活用

1 ITS活用方策検討調査

　国や産官学連携体制との協働により、走行中の車両
から取得できる各種情報の信号管制との連携や経路案
内への応用など、ITSの活用による渋滞改善・CO2削減
効果のシミュレーションを目的とした実証実験を行い、施
策効果を評価した上で将来の活用方向性について検討
する。

終期未定 － 0 - － －

17-(4)
その他（首都高
速道路等の有
効活用）

1 －
　（交通量に余裕のある）首都高速道路等の有効活用に
よる一般道路からの交通転換を行う。

終期未定 － － - － －
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

18-(1)
駅及び駅周辺
のシームレス
化

1
まちのバリアフリー化検
討調査ほか

　「情報」のシームレス化として、駅における効果的な情
報提供（電子媒体を使用した都市情報システムの充実、
バスと鉄道の乗換等の案内サインの充実）を行うととも
に、「空間」のシームレスとして、各区1地区でバリアフ
リー基本構想を策定するとともに、駐輪場などの適正配
置を行うなど、駅及び駅周辺のバリアフリー化を推進す
る。また、「経済」のシームレス化として、都心部における
各交通事業者共通企画券の将来に向けた導入を検討
する。

終期未定 － 2667 都市再生交通拠点
整備事業

国土交通省 667

18-(2)
地域交通サ
ポート推進

1 地域交通サポート事業

　地域で検討組織を設立し、小型バス、乗合タクシー等
生活に密着した交通手段の導入に向けて、取組を行う
場合に、運行に至るまでの事業の立ち上げに対して支
援を行う。

終期未定 － 15 - － －

18-(3)
コミュニティサ
イクル

1
公共交通利用促進調査
費

　関係者間で導入に向け協議・方針決定するとともに、
民間事業者を公募・選定する。また、できるところから段
階的に導入し、随時規模を拡大していく。また、自転車
走行環境の整備の検討もあわせて行っていく。

終期未定 － 13
先導的都市環境形成
促進事業（エコまちづく

り事業）
国土交通省 5

19-(1)
大規模物流施
設の適正配置

1 －
　市街化調整区域における大規模物流施設の立地に関
する基本的な考え方を策定し、特定流通業務施設の市
街化調整区域への立地基準を定める。

終期未定 － － - － －

19-(2)

大型郊外店舗
の自動車交通
滞留対策の推
進

1
温暖化対策地域推進計
画推進事業

　来店者に対する公共交通利用促進などを事業者に働
きかけるとともに、必要な支援策について検討する。

終期未定 － 3 - － －
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

19-(3)
港湾物流にお
ける環境負荷
削減

1

「ゆっくり走ろう!横浜港の
推進」事業
「グリーン物流の推進」事
業

（グリーン物流の推進）
　海上コンテナの国内輸送はトラックに集中しており、
ターミナル周辺の環境負荷の軽減を図っていく必要があ
る。この課題に対応するため、内航船、はしけ、鉄道な
ど、CO2排出量が少なく、環境にやさしいグリーン物流を
推進する。
（「ゆっくり走ろう！横浜港」の推進）
　事故・コストと並んでCO2の削減を目的として、全国の
港湾に先駆け、横浜港内における物流関係事業者と港
湾局が協働し「ゆっくり走ろう！横浜港」を推進していく。
（港湾における石油由来エネルギーの使用量の削減に
向けた方策検討）
　このほか、港湾における石油由来エネルギーの使用
量の削減に向けた方策を検討する。

終期未定 － 2 - － －

20-(1)

産官学連携に
よる都心部交
通システムの
研究

1

「低炭素型次世代交通研
究調査」事業
環境省「低炭素地域づく
り面的対策推進事業」
（委託事業）

　主として都心部におけるCO2排出削減及び回遊性の
向上の実現に向けて、国及び産官学連携体制との協働
により、既存の公共交通機関と環境負荷の少ない自転
車・自動車などとの連絡性を高める方策について検討す
る。

終期未定 － 10100
低炭素地域づくり面的

対策推進事業
環境省 10100

20-(2)
郊外部におけ
る複合的な施
策展開

1

公共交通利用促進調査
費
青葉区「あおばエコムー
ブ」

　過度なマイカー利用を抑制し公共交通への転換促進
を図るため、マイカー利用者をターゲットに、コミュニケー
ションを中心としたアプローチを実施する。
　また、モデル地区において自家用車中心の交通行動
の転換に向けた施策を総合的に検討・展開することと
し、公共交通の利便性向上のための案内や利用促進の
ための広報、自転車の走行空間ネットワーク形成に向け
た検討調査、自動車利用者に対して自発的な交通行動
の転換を働きかける啓発活動などを実施する。

終期未定 － 10 - － －
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

21-(1)

10倍化の将来
像とその道すじ
に関する共通
理解

1
再生可能エネルギー10
倍化シミュレーション

　再生可能エネルギーの目標が達成された姿、またその
ための道すじの共通理解を形成することが重要である。
　そこで、どのようなエネルギーを、どこに、どのぐらいで
導入できるのかについて、10倍化のプログラムのシミュ
レーションを行い、これをわかりやすく市民・事業者等に
周知・説明していくとともに、これを踏まえ、10倍化のた
めに必要な制度等の道すじについて共通理解を深めて
いく。

終期未定 － － - - -

21-(2)
地域密着の普
及啓発

1
町内会館・太陽光発電プ
ロジェクト

　地域の力で普及拡大を図るため、再生可能エネル
ギーは地産地消のエネルギーであることも踏まえ、地域
密着の普及ルートとして自治会町内会の会館に着目し、
太陽光発電の設置補助を自治会町内会に行い、普及促
進のPR拠点としていくプロジェクトを立ち上げる（平成21
（2009）年度にモデル的に試行実施を行ったうえで、平
成22(2010)年度からの実施）。この際、売電価格に固定
価格買取制度を社会実験として導入し、その効果を検証
するとともに、その収益をさらなる普及啓発活動等に還
元を図る。

終期未定 － 6 - - -

22-(1)

太陽光発電・
太陽熱利用設
備等への設置
時助成

1
住宅用太陽光発電・太陽
熱利用システム設置費補
助事業

　平成15年度から平成20年度まで太陽光発電設備設置
費補助制度を実施してきたが、21年度以降、制度の拡
充を図る。

終期未定 － 89 - - -

22-(2)
環境価値の活
用

1
官民再生可能可能エネ
ルギー導入事業

　太陽光発電設備や太陽熱利用設備の運用時の化石
燃料によらない環境価値を顕在化・流通させることによ
り、設備設置又は運用時のコスト負担の軽減を図るもの
である。
　21年度以降、環境価値を活用した仕組みづくりについ
てモデル事業を行う。

終期未定 － 8 - - -
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

22-(3)
固定価格買取
制度の導入に
向けた検討

1
町内会館・太陽光発電プ
ロジェクト

　多数の既築の施設への再生可能エネルギーの導入が
必要であり、このためには、強力な支援策が不可欠であ
る。設置時の助成も一つの手法であるが、より効果的な
手法として諸外国で導入されている固定価格買取制度
がある。この導入に向け、前述の町内会館を活用したプ
ロジェクト等での固定価格買取の社会的実験を試行し、
効果等の検証を図る。これを踏まえつつ、国としての制
度導入を働きかけるとともに、必要に応じ、本市独自の
導入も検討する。

終期未定 － 6 - - -

22-(4)
太陽光発電等
の流通市場の
効率化

1
官民再生可能可能エネ
ルギー導入事業

　現在の太陽光発電等の流通市場において、購入者が
安心して適切な判断が出来るように、公的相談センター
を設置する。
　これは、診断、相談、見本市、見積、評価等の機能を
有するもので、このセンターの活動を通して市場の効率
化を目指す。

終期未定 － 8 - - -

22-(5)
その他幅広い
誘導策の検討

1
官民再生可能可能エネ
ルギー導入事業

　金融、税制、規制緩和等の誘導策の検討を進める。 終期未定 － 8 - - -

23-(1)
導入に関する
義務化

1

・再生可能エネルギー導
入検討報告制度
・事業者温暖化対策促進
事業（新たな仕組み・誘
導方策等検討）

　再生可能エネルギーの10倍化に当たっては、新築時
に設備の導入を図ることが必要であり、これに向けて段
階的に取組み、経験を踏まえながら、制度を拡充してい
くことを目指す。

終期未定 － 15 - - -
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

24-(1)
事業主体の設
置

1
官民再生可能可能エネ
ルギー導入事業

　公共率先の推進をはじめ、経済的手法、規制的手法を
含め普及の仕組みを支えるために必要な役割を効果的
に実行できる組織・体制が必要である。その事業主体と
しての、「専門の技術・知見」と「公的な役割と信用」を併
せ持つ公益的な事業体「横浜グリーンパワー（仮称）」に
ついて、「概要の調査検討」、「モデル事業の試行を踏ま
えた精査」等を経て、設立を目指す。

終期未定 － 8 - - -

25-(1)
市業務へのエ
ネルギーカル
テ導入

1
公共施設の省エネ・省コ
スト推進事業

　省エネ法、温対法の改正により、横浜市も一事業者と
して公共施設全体のエネルギー使用量を把握し報告す
ることとなり、それに対応するためには正確なデータを迅
速かつ継続的に収集し、またデータの整理をする必要が
ある。これらの問題を解決するため、エネルギーカルテ
を導入する。

終期未定 － 9 － － －

27-(1)
IT機器の省エ
ネ化

1 －

　IT機器の環境負荷の改善をしていくとともに、ITを活用
することにより業務や人の移動等から発生する環境負
荷の低減を行っていく。
　・IT機器による環境負荷の調査・改善
　・改善計画の策定、IT機器調達ルールの整備

終期未定 － － － － －

27-(2)
ＩＴを活用した
CO2排出量の
削減

1 －

　IT機器の環境負荷の改善をしていくとともに、ITを活用
することにより業務や人の移動等から発生する環境負
荷の低減を行っていく。
　・ＩＴ活用モデルプランの作成
　・システム 適化指針策定とシステム調達との連携

終期未定 － － － － －

28-(1)
省エネ・再エネ
機器導入モデ
ル事業の実施

1
省エネ機器類導入計画
推進事業（照明分）

　公共施設への省エネ・再エネ機器の率先導入へ向け
て、今後、方針と計画を策定する。
　一方、率先モデル導入事業として、横浜市内の各区局
が所管する共通の設備機器である街路灯、防犯灯や給
湯機器などに着目して、高効率化と再エネ導入を図る。

終期未定 － 60
二酸化炭素排出抑制
対策事業費等補助金
（地方公共団体）

環境省 19
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

28-(2)

市施設の長寿
命化・エネル
ギー利用の効
率化

1
学校エコ改修と環境教育
事業

　既存の公共施設の長寿命化や有効活用を図り、改
修、維持更新の際に省エネルギー、環境配慮を進める。

H21～H23 270 13
学校エコ改修と環境教

育事業
環境省 6

28-(3)
雨水利用の促
進

1 各区局事業本部予算
　雨水利用について、学校・市民利用施設の新築時の
導入に向け推進する。

終期未定 － － － － －

28-(4)
事務の効率化
によるエネル
ギー削減

1
（横浜市役所地球温暖化
防止実行計画）

　現在、「横浜市役所地球温暖化防止実行計画」におい
て、市役所から出る温室効果ガスの排出量を平成
12(2000)年度を基準として、平成22(2010)年度までに
25％以上削減する、という目標をかかげ、横浜市の事
務、事業の効率化を図っている。今後はCO-DO30の目
標である平成35(2025)年までにさらなる削減を目指し
て、職員一人ひとりが一層の努力をしていく。

終期未定 － － － － －

29-(1)
省エネ・再エネ
機器導入モデ
ル事業の実施

1
省エネ機器類導入計画
推進事業（給湯分）

　公共施設への省エネ・再エネ機器の率先導入へ向け
て、今後、方針と計画を策定する。
　一方、率先モデル導入事業として、横浜市内の各区局
が所管する共通の設備機器である街路灯、防犯灯や給
湯機器などに着目して、高効率化と再エネ導入を図る。

終期未定 －

0
（東京ガスに
よるモニター
提供につき）

－ － －

29-(2)

市施設への太
陽光発電の導
入及び太陽熱
利用の促進

1
港北区役所太陽光発電
システム導入事業

　現在、太陽光発電は区役所や学校など72箇所に、太
陽熱利用システムはスポーツセンターや学校など21箇
所に設置されている。CO-DO30の再生可能エネルギー
の拡大目標の達成に向けて、水再生センターの覆蓋、
公園用地、動物園の駐車場など広大なスペースを活用
した事業展開へさらなる率先導入を図る。

終期未定 － 4529

二酸化炭素排出抑制
対策事業費等補助金
（地方公共団体）

スクールニューディー
ル構想

環境省

文部科学省

1,760

29-(3)
未利用エネル
ギーの活用

1
使用済み食用油のバイ
オディーゼル燃料活用事
業

　市役所の業務であるごみ焼却工場や下水道の汚泥資
源化センターからのエネルギーの有効活用を推進する
ことにより、市役所のさらなる省エネ・省CO2を図る。

終期未定 － 156
平成20年度環境共生
地域づくり補助金

環境省 154
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

30-(1)
連携施設への
再エネ・省エネ
等個別導入

1 メガソーラー整備事業

　金沢動物園再生計画「エコ森プロジェクト」を策定し、環
境教育に関わる施設・事業を展開することを推進してい
る。脱温暖化の取組の象徴となるメガ・ソーラーを金沢
動物園内に設置し、横浜グリーンバレー構想の一環とし
て電力供給源になることを目指す。また、動物糞の堆肥
化や再生可能エネルギーを導入したゼロカーボン環境
教育施設を設置する等、新たな環境教育拠点モデルを
構築する。

H21～H25 600 3
先導的都市環境形成
促進事業

国土交通省 2

30-(2)

既存施設の活
用や事業者に
よるインキュ
ベーション施設
の設置

1 横浜グリーンバレー

　研究・技術者と事業者、大学等が連携する場を設け、
「横浜グリーンバレー」にするための拠点を設ける。
　産官学協働で横浜臨海部に再生可能エネルギー技術
のパイオニアエリアを構築する。
　既存施設の活用だけでなく、事業者によるインキュ
ベーション施設の設置の支援を検討する。

H21～H25 300 6
先導的都市環境形成
促進事業

国土交通省 3

30-(3)
全体のエネル
ギーグリッド構
成等

1 横浜グリーンバレー

　上記（１）などの施設から発生する再生可能エネル
ギーを利用して電力、ガス、熱を市有施設間で有効活用
するエネルギーの循環モデル（エネルギーグリッド）を構
築する。

H21～H25 300 6
先導的都市環境形成
促進事業

国土交通省 3

31-(1)
環境教育への
取組

1
横浜グリーンバレー
25,000千円

　環境教育への取組を支援する。 H21～H25 300 6
先導的都市環境形成
促進事業

国土交通省 3

31-(2)
公共施設や市
職員の節約行
動の定着

1
横浜型ライフスタイル推
進事業

　職員が環境行動に取組む仕組みづくりをするととも
に、適切な公共施設の整備を行う。

終期未定 － 0 － － －
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

31-(3)
市民協働によ
る市役所業務
のCO2削減

1
－
(各所管の予算に計上)

　既存の組織や取組を活用した市民協働による市役所
業務のCO2削減

終期未定 － － － － －

32-(1)
低燃費・低排
出ガス車の導
入促進

1
電動車両によるCO2削減
事業の一部

　公用車について低燃費車、低排出ガス車、電気自動
車等の導入を進める。

終期未定 － 1 － － －

32-(2)
バイオ燃料の
導入促進

1 － 　公用車等へバイオ燃料の導入を検討する。 終期未定 － － － － －

32-(3)
公用車でのエ
コドライブ実践

1
エコドライブ普及促進事
業

　エコドライブ講座等の実施により職員のエコドライブ意
識向上、徹底を図る。

終期未定 － 3 － － －

32-(4)

市業務におけ
る自動車代替
移動手段の推
進

1
　市業務において自動車の代替移動手段として、徒歩
や自転車での移動を推進する。

終期未定 － － － － －

33-(1)
150万本植樹
行動

1 150万本植樹行動

　横浜市内で150万本の木を植えるための市民・事業
者・行政が一体となって取り組んでいる。
　平成19(2007)年度末までに約70万本の植樹を終えて
おり、平成20(2008)年度中に公共用地で15万本、民有
地
で25万本の植樹を計画し、実行している。

H18～H21 873 498 － － －
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

33-(2)

「横浜みどり
アップ計画(新
規・拡充施
策）」の策定

1
「横浜みどりアップ計画
(新規・拡充施策）」の策
定

　横浜市では、年間100haの緑（山林・農地）の減少が続
いている。市域の緑（山林・農地）の減少に歯止めをか
け、緑豊かなまちを次世代へ継承することを目的として、
「樹林地を守る」「農地を守る」「緑をつくる」の３つの分野
で様々な取組を進める「横浜みどりアップ計画（新規・拡
充施策）」を策定した。基幹となる事業は、多くの緑が民
有地に依存していることから、緑地保存制度の区域指定
を条件に、維持管理や固定資産税等の負担軽減、相続
等の不測の事態の対応として樹林地の買取を行うなど、
土地所有者が持ち続けることのできる施策を推進する。

H21 － － － － －

33-(3)

「横浜みどり
税」の新設・固
定資産税及び
都市計画税の
特例措置（軽
減措置）

1

「横浜みどり税」の新設・
固定資産税及び都市計
画税の特例措置（軽減措
置）

　「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を着実に推
進するためには、安定した財源確保が不可欠である。緑
の総量アップにつながる直接的効果のある樹林地の買
取や農地保全、緑化の推進などの事業について、広く市
民の負担を求める「横浜みどり税」を平成21(2009)年度
から5ヵ年間導入する。

H21～25 － － － － －

33-(4)
緑地保全施策
の拡充

1 緑地保全施策の拡充

　都市緑地法に基づく「特別緑地保全地区」や横浜市独
自の「市民の森」「源流の森」「緑地保存地区」などの制
度は、相続時の評価減が図れるものや固定資産税等の
減免があるなど、土地所有者にメリットがある制度となっ
ている。これらの緑地保全制度について指定面積の基
準を引下げるなど活用しやすくし、所有者の協力を得て
指定拡大を図る。
　さらに、新たな制度として、小規模樹林地の保全策とし
て「市民緑地」、維持管理を市が負担する「管理協定」な
どの導入も図る。

終期未定 － －
緑地保全等統合補助

事業
国土交通省 788
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

34-(1)
屋上・壁面緑
化の推進

1 屋上・壁面緑化の推進

（壁面緑化・屋上緑化）
　さらなるヒートアイランド対策を実施していくため、公共
施設への緑化導入の義務化などを検討していく。
（民間施設への推進）
　民間施設への緑化の一層普及を推進する方針や施策
を検討していく。
（維持管理）
　より多くの公共施設に緑化を導入していくために、公園
愛護会などの市民団体との協働など緑化の維持管理方
法の仕組みづくりについて検討を行う。
（効果の見える化）
　緑化時に効果測定を行って効果を公表（見える化）した
り、造園業者などプロの意見を採り入れた緑化の導入指
標等を作成する。
（遮熱性塗装）
　金沢区総合庁舎屋上に施工し、効果測定を行い、一
定の効果を認めた。今後、屋上面からの建物への熱の
侵入を防ぐ手法として、屋上緑化と適材適所に使い分け
て、遮熱性塗料の塗装を実施していく。

終期未定 － 6 － － －
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

34-(2)
地表面緑化の
推進

1 地表面緑化の推進

（透水性舗装等の推進）
　道路局を中心に透水性舗装や保水性舗装を実施し、
道路表面温度を下げることでヒートアイランド現象の緩
和を目指している。また、透水性舗装等にて市民による
打ち水イベントを実施し、市民へのヒートアイランド対策
の普及を促進している。商店街や人通りの多い道路へ
の積極的導入を行っていく。
（駐車場などの地表面の緑化）
　本市公共施設の駐車場での実績はほとんどないが、
今後、ヒートアイランド対策を推進していくためには、本
施策についても公共施設への導入義務化を検討する。
その際、効果の見える化と維持管理方法や導入指標の
作成を行い、施設側が導入しやすい体制を構築する。
（遮熱性塗装）
　路面ではない部分のヒートアイランド対策として、適材
適所で遮熱性塗装を検討していく。
（その他）
　庭や私道が緑化や透水性舗装になっていた場合に下
水道料金を割り引くなどインセンティブ導入を検討する。

H20～H21 30 6
先導的都市環境形成

促進事業
国土交通省 3

34-(3) 風の道の確保 1 風の道の確保

　地球温暖化対策事業本部にて作成する「横浜市都市
環境気候地図（仮）」に基づき、風の道や斜面地緑化な
どの確保を行うことで、ヒートアイランド現象の緩和を目
指す。将来的には、風の道等を考慮した大規模な街並
みの改造を行うなど、街づくりの中長期的な施策として
取組んでいく。

H20～H21 7 5 環境省委託事業 環境省 5

34-(4)
環境に配慮し
たまちづくり

1 環境に配慮したまちづくり

　現行の環境配慮指針（環境管理計画における環境配
慮指針）や今後策定する環境配慮ガイドライン（仮）など
から、各種事業を環境や温暖化対策の面からサポート
できる環境に配慮したまちづくり指針（仮）を策定し、都
心部のヒートアイランド現象の緩和を図る。
　臨海部にある発電所・工場の排熱の活用について検
討を行う。
　再生可能エネルギーである河川の温度差利用を促進
するための実験・調査の実施について検討を行う。

終期未定 － 185 まちづくり交付金 国土交通省 74
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

35-(1)
都市計画マス
タープラン見直
し

1
都市計画マスタープラン
見直し

　平成12(2000)年に策定した都市計画マスタープラン全
市プランについて、平成21(2009)年度より改定に向けた
検討を行う。

H25まで － 16 － － －

36-(1)
環境モデル都
市プロジェクト
提案制度

1
環境モデル都市プロジェ
クト提案制度

　企業・市民団体・NPO・大学等研究機関、地方自治体
等を対象に、ロードマップの取組拡大に資する脱温暖化
関連施策・事業をテーマに提案を募集する。認定対象の
選考は、学識者等の専門家により審査を行い支援対象
団体を選考する。取組成果報告会を実施し、国内外へ
情報を発信する。

終期未定 － 0 － － －

37-(1)

C４０（世界大
都市気候変動
グループ）への
加盟

1
C４０（世界大都市気候変
動グループ）への加盟

　平成20(2008)年10月、横浜市はC40（会長：デビッド・ミ
ラー　トロント市長）に加盟した。
　今後も引き続きC40へ参加する。

終期未定 － 2 ー ー ー

37-(2)
低炭素都市協
議会への加盟

1
低炭素都市協議会への
加盟

　横浜市は平成20(2008)年12月、国及び全国の環境モ
デル都市、候補都市、その他の先進都市、関係団体等
で構成する「低炭素都市協議会」に加盟した。本協議会
を通じて、国内の先進都市間において、先進的な政策ア
イデアの共有を図るとともに、その成果を国内外へ発信
する。

終期未定 － 11 ー ー ー
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

37-(3)
都市間政策連
携の強化

1 都市間政策連携の強化

　横浜市が座長を務める地球温暖化対策特別部会にお
いて、地球温暖化対策計画書制度等による事業者対
策、太陽エネルギー等再生可能エネルギーの導入促
進、深夜化するライフスタイルへの対応策等について、
八都県市が連携して取り組むための工程表を作成し、
具体的な行動を推進していく。
　また、優れた取組の共有化や連携について引き続き検
討し、できることから工程表を作成し、具体的な行動につ
なげていく。

終期未定 － 3 ー ー ー

38-(1)
技術移転・研
修員受入の推
進

1
技術移転・研修員受入の
推進

　環境行政一般についてアフリカ諸国より研修員受入を
行う。また、友好都市交流やパートナー都市交流（期限
付）による研修受入、随時の視察・研修受入を実施す
る。

終期未定 － － ー ー ー

38-(2)
アジアにおける
環境教育の支
援

1
アジアにおける環境教育
の支援

　CITYNETやJICAを通じて、横浜市が自立的に環境教
育に関する国際貢献を果たすことにより、横浜市がアジ
ア太平洋地域において環境教育の研修の先進都市とな
ることを目指し、アジア太平洋地域の都市の環境保護社
会の実現に向けた技術を移転するとともに、その実態に
合わせた実践を行うため、CITYNET会員都市から行政
担当者と教育担当者を横浜へ招き、研修を行う。

終期未定 － 105 ー ー ー

38-(3)
植林活動を通
じた環境教育
プログラム

1
植林活動を通じた環境教
育プログラム

　市内の小学生が夏休み期間中、家庭での省エネ行動
を実践する。 この取組は市内企業（横浜市環境保全協
議会および横浜商工会議所）の協賛を得て、企業から
の寄付金が、WFP国連世界食糧計画によって 地球温暖
化対策に有効な世界の植林事業に役立てられる仕組み
となっている。

終期未定 － 0.4 ー ー ー
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

事業概要
取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
事業期間
（見込）

38-(4)
市内国際機関
との連携

1 市内国際機関との連携

　市内に立地している国連大学高等研究所（UNU-IAS)
とは、JICA横浜、市内大学、NGO/NPOなどとも連携し、
国連大学の提唱する「持続可能な開発のための教育の
推進に取り組んでいる。また、国際熱帯木材機関（ITTO)
とは、環境教育プログラムの推進に関して共同した取組
を開始している。
　このような、地球規模の環境問題の解決に向けて取り
組む市内国際機関とは引き続き連携・協力していく。

終期未定 － 167 ー ー ー

39-(1)
山梨県・道志
村との連携

1 山梨県・道志村との連携

　CO2吸収量を効果的に削減していくためには、大都市
である横浜市と、間伐材をはじめとする未利用エネル
ギーが豊富に存在する農山村地域が連携して、森林整
備を進めることが重要である。その実現に向けて、50以
上の自治体との連携による「脱温暖化同志連合」を結成
する
　・木質バイオマス技術の開発
　・カーボン・オフセットの仕組みづくり

終期未定 － 0.6 ー ー ー

39-(2)
長野県、飯田
市、他市町村と
の連携

1
長野県、飯田市、他市町
村との連携

　CO2吸収量を効果的に削減していくためには、大都市
である横浜市と、間伐材をはじめとする未利用エネル
ギーが豊富に存在する農山村地域が連携して、森林整
備を進めることが重要である。その実現に向けて、51以
上の自治体との連携による「脱温暖化同志連合」を結成
する。
　・カーボン・オフセットの仕組みづくり

終期未定 － 0.6 ー ー ー

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて記
載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1-(1)
CASBEE横浜
の届出義務対
象拡大

1
建築物のエネルギー性
能の評価・格付事業

　平成20年度に「横浜市生活環境の保全等に関する条
例」の施行規則を改正することにより、「CASBEE横浜」を
用いて作成した「建築物環境配慮計画」の届出を課す対
象を、現在の床面積5,000㎡を超える建築主から、同
2,000㎡以上に変更することで、横浜市建築物環境配慮
制度の適用規模を拡大する。

1 H21～25 25 1 - - -

1-(2)
広告時の評価
結果公表義務
化

1
建築物のエネルギー性
能の評価・格付事業

　「生活環境条例」の改正により、マンション等の特定建
築物の広告時に、CASBEE横浜による自己評価結果に
ついて公表する
ことを義務付けることで、市民等が環境に配慮した建築
物を選択する際の資料を提供する。

1 H21～25 25 2 - - -

1-(3)
CASBEEすまい
（戸建て）の導
入

1
建築物のエネルギー性
能の評価・格付事業

　CASBEE横浜の戸建住宅版である「CASBEEすまい
（戸建）」を導入することで、市民による環境配慮住宅の
建築を誘導する。

1 H21～25 25 3 - - -

1-(4)
省エネ住宅・建
物の普及

1 ー

　省エネ住宅・建物の評価費用に対する助成や税等の
軽減により、高性能省エネ・長寿命住宅・建物の普及を
図る。併せて、建築費用等に対する低利融資の仕組み
も整えることで、市民等による環境に配慮した住宅・建
物の建築を誘導する。

1 終期未定 － - - - -

2-(1)
脱温暖化リノ
ベーション手法
の開発・実施

1 －

　主に昭和40～50年代に開発された中古集合住宅のリ
ノベーションにあたり、脱温暖化の視点からの取組・対
応策を実施する。基本的な方向性として、持続可能性を
目標としたまちづくり・社会づくりのコンセプトであるエコ
ヴィレッジの考え方を導入し、環境配慮はもとより、コミュ
ニティの形成・再生、福祉施策、防災対策等の視点か
ら、中古集合住宅のリノベーションを図る。

1 終期未定 － - - - -

神奈川県横浜市

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

2-(2)
エコリフォーム
の推進

1
脱温暖化加速化事業（集
客用映画、広告等）

　既存の住宅に対する取組の中で、比較的手軽に取り
組むことができるエコリフォームを積極的にPRする。住
宅フェアや住宅展示場等と協力してセミナーを開催する
など、新たに住宅は建築しないものの、「住まい」におけ
る脱温暖化の取組メニューを示すことで行動につなげ
る。

1 終期未定 0.5 0.5 - - -

3-(1)

高効率給湯
器・高効率照
明（LED照明）
及び家庭用燃
料電池の普及

1
脱温暖化加速化事業（集
客用映画、広告等）

　住宅の新築・改築に際し、高効率給湯器、高効率照明
（LED照明）及び家庭用燃料電池といった高効率住宅機
器が導入されるよう誘導する。

1 終期未定 0.5 0.5 - - -

4-(2)
低効率家電の
販売ゼロ化

1

　平成20(2008)年度は、キャンペーンなどの普及啓発を
行う。平成21(2009)年度以降は、省エネラベリング制度
の導入、業界への販売自粛要請、販売規制の導入を検
討する。市民が家電製品購入時に必ず省エネ型が選択
されるよう、非省エネ家電の市内での販売ゼロ化を目指
す。

1 終期未定 － 7 - - -

5-(1)
省エネナビの
普及

1
横浜型ライフスタイル推
進事業

　家庭での電気の使用量及びそれに伴うCO2排出量を
リアルタイムに表示する「省エネナビ」の各家庭での設
置を普及促進する。平成20(2008)年度から、市民参加の
モデル事業を通じての周知・体験を進めているが、各種
広報・イベント等を活用したキャンペーンの展開のほか、
導入時の費用助成等、設置インセンティブの導入や、住
宅新築時の設置標準化等を進める。

1 終期未定 － 0 - - -

5-(2)

HEMS（ホーム
エネルギーマ
ネジメントシス
テム）の普及

1
家庭における温室効果ガ
スの『見える化』に関する
モデル事業（環境省）

　住宅内のエネルギー消費機器をネットワーク化し、自
動制御等を行うHEMSの各家庭での設置を普及促進す
る。各種広報・イベント等を活用したキャンペーンの展開
のほか、導入時の費用助成等、設置インセンティブの導
入等が考えられる。

1 終期未定 ー ー ー ー ー

6-(1)
環境ポイント事
業の導入

1
環境と地域経済推進事
業

　環境行動のきっかけづくりや地域経済の活性化を促進
するため、「環境ポイント」を全市で展開する。平成
20(2008)年度は制度の検討を行い、平成21(2009)年度
以降は、Y150イベントの機会を捉え、多くの市民が参加
できる実証実験を実施する。以降、一部区域で実施開
始し、段階的に市内全域に拡大する。

1 終期未定 － 16 - - -
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

6-(2)

横浜市地球温
暖化防止活動
推進センター
の指定

1 脱温暖化行動推進事業

　「横浜市地球温暖化防止活動推進センター（仮称）」を
指定し、横浜市の普及啓発の実施・各種支援、脱温暖
化の取組・事業等を市民・事業者・行政と連携して実施
する。平成20(2008)～21（2009）年度は、地球温暖化防
止活動推進センターの組織・機能等の検討を行い、今
後、検討状況を踏まえ、指定に関する取組を行ってい
く。

1 終期未定 － 9 - - -

6-(3)
ヨコハマ・エコ・
スクール（YES）
の開設

1 脱温暖化行動推進事業

　市民が求める環境情報と環境関連学習の提供、各活
動主体の活動のネットワーク化、リーダーとなり得る人
材である温暖化対策アドバイザー等の育成をねらいと
し、ヨコハマ・エコ・スクール（YES）を開設し取組を進め
る。

1 終期未定 － 7 - - -

6-(4)

環境に配慮し
た消費行動・省
エネ行動の促
進

1
横浜型ライフスタイル推
進事業

　二酸化炭素の排出削減に資する生活実践の大きな要
素となる消費・購買段階の環境配慮行動や毎日の生活
における省エネ行動・G30行動を一層推進する。

1 終期未定 － 6 - - -

6-(5)
1区1ゼロカー
ボンプロジェク
ト

1
1区1ゼロカーボンプロ
ジェクト

　18行政区それぞれが、市民一人ひとりにとっての身近
な生活圏・地域として脱温暖化を加速するにあたって、
各区の特色を踏まえた「１区１ゼロカーボンプロジェクト」
を実施する。

1 H21～23 120 46 - - -

7-(1)
地球温暖化対
策計画書制度
の強化

1
事業者温暖化対策促進
事業（新たな仕組み・誘
導方策等検討）

　事業者の排出量削減義務付けも視野に入れて、今
後、制度の改正を検討していく。
　温室効果ガス排出量の多い大規模事業所の自主的な
取組を更に促していくため、「横浜市生活環境の保全等
に関する条例」に基づく「地球温暖化対策計画書制度」
を強化し、実効性の確保、対象者の拡大を行う。
　また、事業者の削減取組を促す先進的な仕組みや、
省エネ行動表彰制度、環境価値活用の導入に向けた検
討を行う。それらに加えて、削減を義務付ける制度の導
入などの検討を行っていく。

1 終期未定 － 19 - - -
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

7-(2)
中小企業の省
エネ支援

1 ECO+横浜普及事業

　温室効果ガス排出量の削減をはじめとする中小企業
の環境配慮取組を促進するため、各種助言制度、融資
制度の既存の制度拡充により、中小企業の省エネ取組
を支援し、中小企業の環境・エネルギーマネジメントシス
テムの導入促進を行う。
　また、地域冷暖房や建物間エネルギー融通等のエネ
ルギーの面的利用を実施する事業者への支援や導入
促進を行う。なお、新規に相談窓口を設置し、支援体制
を強化。さらに地球温暖化対策計画書制度で任意に提
出できる制度を新設し、提出した事業者に対する支援を
行う。

1 終期未定 － 0 - - -

7-(3)
エコ行動を促
進する金融商
品の開発

1
制度融資「環境経営支援
資金」

　本市では金融機関と協調して、中小企業融資制度を
実施し、この中で、「企業価値向上資金（環境保全）」を
設け、太陽光発電システムなどの設置事業者に対する
政策的融資を行っている。
　また、平成19(2007)年3月に策定した「横浜市環境と地
域経済の融合推進アクションプラン」の下で、平成
22(2010)年度までに重点的に取り組む施策として、「環
境に配慮した金融活動の推進」を行っている。これを受
けて、環境に配慮した投資行動の促進につながる金融
商品の創出などについて、金融機関に協力を求めてい
る。今後も、金融機関と連携しながら、事業者への金融
面での支援を行っていく。

1 終期未定 － 371 - - -

7-(4)
事業者の先進
的取組の支援

1 －
　市内事業者の先進的取組を本市が積極的に支援す
る。

1 終期未定 － 0 - - -

7-(5)

横浜市地球温
暖化防止活動
推進センター
の活用

1 脱温暖化行動推進事業

　「横浜市地球温暖化防止活動推進センター（仮称）」を
指定し、横浜市の普及啓発の実施・各種支援、脱温暖
化の取組・事業等を市民・事業者・行政と連携して実施
する。平成20(2008)～21（2009）年度は、地球温暖化防
止活動推進センターの組織・機能等の検討を行い、今
後、検討状況を踏まえ、指定に関する取組を行ってい
く。

1 終期未定 － 9 - - -
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

8-(1)
事業者への情
報提供依頼

1 －
　市内に供給されるエネルギーの情報をより的確に把握
できるようにするため、エネルギー供給事業者に対し、
市長が情報の提供を求めることができるようにする。

1 終期未定 － 0 - - -

8-(2)
エネルギー計
画書制度の創
設

1
温暖化対策地域推進計
画推進事業

　エネルギー供給事業者に対し、市内に供給するエネル
ギーの計画を提出させようとするもの。特に、再生可能
エネルギーの供給増加を促す。

1 終期未定 － 7 - - -

9-(1)
SBIRの拡充に
よる事業化支
援

1
低炭素ものづくり促進事
業

　横浜市では、市内中小企業の優れた技術力を活用し
て行政課題の解決を図る「横浜版SBIR（Small Business
Innovation Research：中小企業技術革新制度）」を推進
している。その制度を活用し、温暖化対策に資する新技
術・新製品開発を促進し、開発成果の事業化を支援する
ことにより、優れた技術による脱温暖化の加速と市内に
おける環境・エネルギービジネスの振興を図ることを目
指す。

1 終期未定 － 246 - - -

9-(2)

環境・エネル
ギー技術者
ネットワークの
構築

1
脱温暖化ビジネスネット
ワーク構築事業

　業界団体・市内企業・市内大学・サイエンスフロンティ
ア高校等との連携を進める。

1 終期未定 － 0 - - -

9-(3)

事業者から消
費者への省エ
ネ・エコ商品情
報提供

1
ヨコハマお買い物グリー
ンスタイル推進事業

　横浜市は「グリーン購入ネットワーク（GPN）」に加入
し、グリーン購入に取り組むとともに、GPN市内会員企業
と協力しながら、グリーン購入普及のための活動（学校
における「出前講座」開催、講演会等の開催など）を行っ
ている。GPN活動を発展させていくことにより、市内で環
境配慮商品（エコ商品）を普及させ、市内企業によるエコ
商品開発支援をしていく。

1 終期未定 － 0.01 - - -
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

10-(1)

横浜市主催の
イベントに対す
るオフセット導
入促進

1
横浜型カーボン・オフセッ
ト普及促進事業

　参加者の移動等、イベント開催により発生するＣＯ2排
出量を算定し、削減努力を行った上で、排出量の一部を
オフセットする、カーボン・オフセットを横浜市主催のイベ
ントについて導入を進めていく。

1 終期未定 － 1 - - -

10-(2)

市施設利用イ
ベント・コンベン
ションへのオフ
セット導入促進

1
横浜型カーボン・オフセッ
ト普及促進事業

　横浜市の施設（公共施設等）で開催されるイベント・コ
ンベンションについて、カーボン・オフセット導入を進めて
いく。

1 終期未定 － 1 - - -

11-(1)

宿泊施設等に
おける使い捨
てアメニティの
削減

1 －
　宿泊施設等のアメニティの有料化または使用しない場
合の特典付与等、市内宿泊施設の取組を支援する。ま
た、市内の観光地等でのモデル実施等を検討する。

1 終期未定 － － - - -

11-(2)

飲食店等にお
けるリユース容
器の利用拡大
等

1
チャレンジ・ザ・リデュー
ス（発生抑制推進事業）

　飲食店等で使用されている容器について、使い捨て容
器からリユース容器への転換、マイカップ利用促進な
ど、各事業者の取組を支援しながら、市民のライフスタイ
ルの転換を進めていく。

1 終期未定 － 7 - - -

11-(3)
不要なレジ袋
等容器包装の
削減

1
チャレンジ・ザ・リデュー
ス（発生抑制推進事業）

　各種販売事業者が使用しているレジ袋などの容器包
装について、市民等に対するマイバッグ利用などの普及
啓発や、事業者に対する発生抑制協力への働きかけ、
支援等を通じて、不要なレジ袋等容器包装の削減を促
進する。

1 終期未定 － 7 - - -

12-(1)

モビリティマネ
ジメント(かしこ
いクルマの使
い方)

1
公共交通利用促進調査
費

　路線バスに代表される地域の公共交通を取り巻く環境
は、人口減少社会を迎えますます厳しくなりゆく中で、低
炭素型の交通手段を確保することはもとより、高齢者の
交通手段として、将来にわたって安定的に維持していく
ことが求めらている。このため、過度に自動車を利用す
る「クルマ中心」のライフスタイルから、電車やバスなど
の公共交通や、自転車などを適切に利用するライフスタ
イルへと市民が自発的に行動転換することを目的とした
モビリティマネジメントを推進する。

1 終期未定 10 5 - － －
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

12-(2) エコドライブ 1
エコドライブ普及促進事
業

　従前より、八都県市や（社）日本自動車連盟、横浜市
地球温暖化対策推進協議会などとも連携して普及啓発
を展開している。今後も関係機関や企業との連携によ
り、事業者や市民がエコドライブを体験し習得できるよ
う、カーナビゲーションシステム等を活用した燃費改善事
業の展開やエコドライブ講習会・コンテストの実施などを
通じて、市民ドライバーや事業所のドライバーがエコドラ
イブを実践するよう一層の普及を進める。

1 終期未定 － 4 - － －

13-(1)
導入インセン
ティブ

1

低公害車民間普及促進
事業
電動車両によるCO2削減
事業

　八都県市指定低公害車を導入する事業者等に対し
て、導入費用の一部を補助する。
　また、これらの自動車の普及に向けた啓発活動を行
う。

1 終期未定 － 97 - － －

13-(2)
走行インフラ整
備

1
電動車両によるCO2削減
事業

　公共駐車場等に充電インフラを整備するとともに、民
間事業者が充電インフラを整備する際の整備費用の一
部を補助する。また、新築の建築物への充電インフラ整
備にかかるインセンティブを検討し導入する。

1 終期未定 － 40 - － －

13-(3) 走行優遇措置 1 －
　固定資産税や駐車料金等の減免等の優遇措置を実
施検討し、導入する。

1 終期未定 － － - － －

14-(1)

鉄道ネットワー
クの整備（神奈
川東部方面
線）

1
神奈川東部方面線整備
事業費

　神奈川東部方面線（西谷～羽沢間/羽沢～日吉間）に
ついては、事業者による鉄道施設整備に係る設計、用
地取得及び工事の推進を図るほか、国や県と協調した
事業推進上必要な補助金を交付する。
　運輸政策審議会答申第18号に位置づけられた未着手
の構想路線について、少子･高齢化の急速な進展など
社会環境の変化や周辺土地利用の状況、交通需要の
見通し等を踏まえ、総合的に検討する。

1 H30まで 264000 15039

都市鉄道等利便増進
法

（神奈川東部方面線
整備事業）

国土交通省 -
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所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
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枝
番
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14-(2)
「選択と集中」
による都市計
画道路整備

1 都市計画道路整備費

　市内と周辺都市とを結び、かつ市内の地域間を直結す
る骨格的交通体系整備を行い、渋滞対策をはじめとす
る交通の円滑化により、活発な人やモノの動きを支える
都市内道路網をつくる。

1 終期未定 － 18155
社会資本整備総合交

付金
国土交通省 7213

15-(1)
市営交通にお
ける環境負荷
削減

1
－
(横浜市交通局)

（低燃費・低排出ガス車の導入促進）
　法令上の使用制限に係る車両、老朽のため廃車する
車両に対する更新車両の一部について、国や市の補助
制度の活用により、経営上特段の負担をすることなく、
電気式ハイブリッドバス・CNGバスなどの導入を推進す
る。その他のバスについても、八都県市指定低公害車を
導入していく。
（バイオディーゼル燃料の導入（市営バス））
　安定的に供給可能な事業者もしくは供給体制の確立
があり、軽油と同等以下の負担で導入可能となった場合
に導入することとし、供給事業者等からの情報収集等を
進める。
（エコドライブの推進（市営バス））
　平成20(2008)年度の達成を目指して取り組んでいる燃
費向上目標（ディーゼル車で平均燃費2.60ｋｍ／ℓの達
成）の達成を図るとともに、ドライブレコーダー導入拡大
と、これによる各運転手の運転状況の指導を進め、さら
なる燃費の向上を図る。
（クレジットカードを利用した公共交通の利用促進）
　新たに市営交通ブランドのクレジットカードを導入し、お
客様へのサービス、利便性の向上など、様々な面でメ
リットを提供していくことによって公共交通利用を促進す
る。

1 終期未定 － 343646
低公害バス導入補助

金
国土交通省

環境省
55

16-(1)

交通施策に関
する合意形成
手法（コンセン
サス会議など）
の検討

1 －

　一定地域への車両の流入抑制など、関係者間で見解
が分かれる交通施策に関する合意形成手法について検
討する。
　各種のコンセンサス会議開催事例などを研究するとと
もに、行政課題の明確化や想定する施策の効果・有効
性・マイナスの影響などを検討した上で、広く市民や専
門家の参画を得た運営などの具体的な方法等について
検討し、開催に繋げていく。

1 終期未定 － － - － －
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

16-(2)
交通政策推進
協議会

1
公共交通利用促進調査
費

　市民・企業・交通事業者・行政など横浜の交通政策に
関わる多様な主体による常設の協議の場として、「横浜
市交通政策推進協議会」を設置・運営する。平成
21(2009)年度は、交通結節点のシームレス化施策の立
案など、多様な交通モードが集積する空間である駅周辺
に焦点を絞った議論を行い、取りまとめた結果を各事業
者が尊重しながらそれぞれの役割分担のもと施策を推
進する

1 終期未定 2 － - － －

17-(1)
カーシェアリン
グ

1 －

　一台の車を複数の人が共同利用する「カーシェアリン
グ」の普及については、車両ステーションの設置に向け
た支援など本市による効果的な方策を検討するととも
に、カーシェアリング事業者、市内駐車場事業者及び共
同住宅の管理組合等に働きかけを行う。
　また、次世代自動車技術の一環として開発が進んでい
る移動・運搬ビークルについて、将来の共同利用形態の
あり方なども含め、国や産官学連携体制との協働による
活用可能性の研究を行うとともに、必要に応じて実証実
験を行う。

1 終期未定 － － - － －

17-(2) パーク＆ライド 1 －

　自家用車を駅などに駐車し、鉄道・バスなどの公共交
通機関を利用して目的地に向かうシステムについて、交
通利用の配分を適正化するための施策として、住宅地
に近い駅周辺の大規模駐車場をターゲットとして検討を
行う。

1 終期未定 － － - － －

17-(3)
ITS(高度道路
交通システム）
の活用

1 ITS活用方策検討調査

　国や産官学連携体制との協働により、走行中の車両
から取得できる各種情報の信号管制との連携や経路案
内への応用など、ITSの活用による渋滞改善・CO2削減
効果のシミュレーションを目的とした実証実験を行い、施
策効果を評価した上で将来の活用方向性について検討
する。

1 終期未定 － 1 - － －

17-(4)
その他（首都高
速道路等の有
効活用）

1 －
　（交通量に余裕のある）首都高速道路等の有効活用に
よる一般道路からの交通転換を行う。

1 終期未定 － － - － －
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

18-(1)
駅及び駅周辺
のシームレス
化

1
まちのバリアフリー化検
討調査ほか

　「情報」のシームレス化として、駅における効果的な情
報提供（電子媒体を使用した都市情報システムの充実、
バスと鉄道の乗換等の案内サインの充実）を行うととも
に、「空間」のシームレスとして、各区1地区でバリアフ
リー基本構想を策定するとともに、駐輪場などの適正配
置を行うなど、駅及び駅周辺のバリアフリー化を推進す
る。また、「経済」のシームレス化として、都心部における
各交通事業者共通企画券の将来に向けた導入を検討
する。

1 終期未定 － 1293
［都市整備局］

都市再生交通拠点
整備事業

国土交通省 400

18-(2)
地域交通サ
ポート推進

1 地域交通サポート事業

　地域で検討組織を設立し、小型バス、乗合タクシー等
生活に密着した交通手段の導入に向けて、取組を行う
場合に、運行に至るまでの事業の立ち上げに対して支
援を行う。

1 終期未定 － 15
社会資本整備
総合交付金

国土交通省 8

18-(3)
コミュニティサ
イクル

1
公共交通利用促進調査
費

　関係者間で導入に向け協議・方針決定するとともに、
民間事業者を公募・選定する。また、できるところから段
階的に導入し、随時規模を拡大していく。また、自転車
走行環境の整備の検討もあわせて行っていく。

1 終期未定 － 5
先導的都市環境形成
促進事業（エコまちづ

くり事業）
国土交通省 3

19-(1)
大規模物流施
設の適正配置

1 －
　市街化調整区域における大規模物流施設の立地に関
する基本的な考え方を策定し、特定流通業務施設の市
街化調整区域への立地基準を定める。

1 終期未定 － ー - － －

19-(2)

大型郊外店舗
の自動車交通
滞留対策の推
進

1
温暖化対策地域推進計
画推進事業

　来店者に対する公共交通利用促進などを事業者に働
きかけるとともに、必要な支援策について検討する。

1 終期未定 － 7 - － －
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

19-(3)
港湾物流にお
ける環境負荷
削減

1

「ゆっくり走ろう!横浜港の
推進」事業
「グリーン物流の推進」事
業

（グリーン物流の推進）
　海上コンテナの国内輸送はトラックに集中しており、
ターミナル周辺の環境負荷の軽減を図っていく必要があ
る。この課題に対応するため、内航船、はしけ、鉄道な
ど、CO2排出量が少なく、環境にやさしいグリーン物流を
推進する。
（「ゆっくり走ろう！横浜港」の推進）
　事故・コストと並んでCO2の削減を目的として、全国の
港湾に先駆け、横浜港内における物流関係事業者と港
湾局が協働し「ゆっくり走ろう！横浜港」を推進していく。
（港湾における石油由来エネルギーの使用量の削減に
向けた方策検討）
　このほか、港湾における石油由来エネルギーの使用
量の削減に向けた方策を検討する。

1 終期未定 － 5 - － －

20-(1)

産官学連携に
よる都心部交
通システムの
研究

1

「低炭素型次世代交通研
究調査」事業
環境省「低炭素地域づく
り面的対策推進事業」
（委託事業）

　主として都心部におけるCO2排出削減及び回遊性の
向上の実現に向けて、国及び産官学連携体制との協働
により、既存の公共交通機関と環境負荷の少ない自転
車・自動車などとの連絡性を高める方策について検討す
る。

1 終期未定 － 10
低炭素地域づくり面

的対策推進事業
環境省 10100

20-(2)
郊外部におけ
る複合的な施
策展開

1

公共交通利用促進調査
費
青葉区「あおばエコムー
ブ」

　過度なマイカー利用を抑制し公共交通への転換促進
を図るため、マイカー利用者をターゲットに、コミュニケー
ションを中心としたアプローチを実施する。平成21(2009)
年度は工業団地を対象としたエコ通勤や沿線住宅地住
民を対象としたバスの利用促進などについてモビリティ
マネジメントを進めることとし、平成22(2010)年度以降は
対象エリアを拡大する。
　また、モデル地区において自家用車中心の交通行動
の転換に向けた施策を総合的に検討・展開することと
し、公共交通の利便性向上のための案内や利用促進の
ための広報、自転車の走行空間ネットワーク形成に向け
た検討調査、自動車利用者に対して自発的な交通行動
の転換を働きかける啓発活動などを実施する。

1 終期未定 － 2 - － －
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

21-(1)

10倍化の将来
像とその道すじ
に関する共通
理解

1
再生可能エネルギー10
倍化シミュレーション

　再生可能エネルギーの目標が達成された姿、またその
ための道すじの共通理解を形成することが重要である。
　そこで、どのようなエネルギーを、どこに、どのぐらいで
導入できるのかについて、10倍化のプログラムのシミュ
レーションを行い、これをわかりやすく市民・事業者等に
周知・説明していくとともに、これを踏まえ、10倍化のた
めに必要な制度等の道すじについて共通理解を深めて
いく。

1 終期未定 － - - - -

21-(2)
地域密着の普
及啓発

1
町内会館・太陽光発電プ
ロジェクト

　地域の力で普及拡大を図るため、再生可能エネル
ギーは地産地消のエネルギーであることも踏まえ、地域
密着の普及ルートとして自治会町内会の会館に着目し、
太陽光発電の設置補助を自治会町内会に行い、普及促
進のPR拠点としていくプロジェクトを立ち上げる（平成21
（2009）年度にモデル的に試行実施を行ったうえで、平
成22(2010)年度からの実施）。この際、売電価格に固定
価格買取制度を社会実験として導入し、その効果を検証
するとともに、その収益をさらなる普及啓発活動等に還
元を図る。

1 終期未定 － 17 - - -

22-(1)

太陽光発電・
太陽熱利用設
備等への設置
時助成

1
住宅用太陽光発電・太陽
熱利用システム設置費補
助事業

　平成15年度から平成20年度まで太陽光発電設備設置
費補助制度を実施してきたが、21年度以降、制度の拡
充を図る。

1 終期未定 － 280 - - -

22-(2)
環境価値の活
用

1
官民再生可能可能エネ
ルギー導入事業

　太陽光発電設備や太陽熱利用設備の運用時の化石
燃料によらない環境価値を顕在化・流通させることによ
り、設備設置又は運用時のコスト負担の軽減を図るもの
である。
　21年度以降、環境価値を活用した仕組みづくりについ
てモデル事業を行う。

1 終期未定 － - - - -
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所　管
省庁等
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（百万円）

事業費総額
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枝
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取組
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枝
番
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22-(3)
固定価格買取
制度の導入に
向けた検討

1
町内会館・太陽光発電プ
ロジェクト

　多数の既築の施設への再生可能エネルギーの導入が
必要であり、このためには、強力な支援策が不可欠であ
る。設置時の助成も一つの手法であるが、より効果的な
手法として諸外国で導入されている固定価格買取制度
がある。この導入に向け、前述の町内会館を活用したプ
ロジェクト等での固定価格買取の社会的実験を試行し、
効果等の検証を図る。これを踏まえつつ、国としての制
度導入を働きかけるとともに、必要に応じ、本市独自の
導入も検討する。

1 終期未定 － 17 - - -

22-(4)
太陽光発電等
の流通市場の
効率化

1
官民再生可能可能エネ
ルギー導入事業

　現在の太陽光発電等の流通市場において、購入者が
安心して適切な判断が出来るように、公的相談センター
を設置する。
　これは、診断、相談、見本市、見積、評価等の機能を
有するもので、このセンターの活動を通して市場の効率
化を目指す。

1 終期未定 － － - - -

22-(5)
その他幅広い
誘導策の検討

1
官民再生可能可能エネ
ルギー導入事業

　金融、税制、規制緩和等の誘導策の検討を進める。 1 終期未定 － － - - -

23-(1)
導入に関する
義務化

1

・再生可能エネルギー導
入検討報告制度
・事業者温暖化対策促進
事業（新たな仕組み・誘
導方策等検討）

　再生可能エネルギーの10倍化に当たっては、新築時
に設備の導入を図ることが必要であり、これに向けて段
階的に取組み、経験を踏まえながら、制度を拡充してい
くことを目指す。

1 終期未定 － 4 - - -

24-(1)
事業主体の設
置

1
官民再生可能可能エネ
ルギー導入事業

　公共率先の推進をはじめ、経済的手法、規制的手法を
含め普及の仕組みを支えるために必要な役割を効果的
に実行できる組織・体制が必要である。その事業主体と
しての、「専門の技術・知見」と「公的な役割と信用」を併
せ持つ公益的な事業体「横浜グリーンパワー（仮称）」に
ついて、「概要の調査検討」、「モデル事業の試行を踏ま
えた精査」等を経て、設立を目指す。

1 終期未定 － 1 - - -
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枝
番
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25-(1)
市業務へのエ
ネルギーカル
テ導入

1
公共施設の省エネ・省コ
スト推進事業

　省エネ法、温対法の改正により、横浜市も一事業者と
して公共施設全体のエネルギー使用量を把握し報告す
ることとなり、それに対応するためには正確なデータを迅
速かつ継続的に収集し、またデータの整理をする必要が
ある。これらの問題を解決するため、エネルギーカルテ
を導入する。

1 終期未定 － 13 － － －

25-(2)
エネルギー消
費の見える化

1 －

　市民利用施設など市民に接する機会の多い施設を中
心とした施設のエネルギー使用量の「見える化」を図るこ
とで、職員や市民の省エネ行動を喚起するとともに、市
民への積極的なPRをする。

1 終期未定 － － － － －

25-(3)
市事業への
CO2カルテ導
入

1 －
　環境会計に近い概念で、予算事業ごとにその事業によ
り排出（削減）されるCO2量を提示する仕組みを導入し、
CO2削減のポイントを効率的かつ的確に把握する。

1 終期未定 － － － － －

26-(2)
市業務への
カーボン・オフ
セット導入

1 －
　環境配慮ガイドライン等によりエネルギーを削減した努
力の結果、どうしても削減されないCO2排出量をカーボ
ン・オフセットする。

1 終期未定 － － － － －

27-(1)
IT機器の省エ
ネ化

1 －

　IT機器の環境負荷の改善をしていくとともに、ITを活用
することにより業務や人の移動等から発生する環境負
荷の低減を行っていく。
　・IT機器による環境負荷の調査・改善
　・改善計画の策定、IT機器調達ルールの整備

1 終期未定 － - － － －

27-(2)
ＩＴを活用した
CO2排出量の
削減

1 －

　IT機器の環境負荷の改善をしていくとともに、ITを活用
することにより業務や人の移動等から発生する環境負
荷の低減を行っていく。
　・ＩＴ活用モデルプランの作成
　・システム 適化指針策定とシステム調達との連携

1 終期未定 － - － － －
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

28-(1)
省エネ・再エネ
機器導入モデ
ル事業の実施

1
省エネ機器類導入計画
推進事業（照明分）

　公共施設への省エネ・再エネ機器の率先導入へ向け
て、今後、方針と計画を策定する。
　一方、率先モデル導入事業として、横浜市内の各区局
が所管する共通の設備機器である街路灯、防犯灯や給
湯機器などに着目して、高効率化と再エネ導入を図る。

1 終期未定 － 12 － － －

28-(2)

市施設の長寿
命化・エネル
ギー利用の効
率化

1
学校エコ改修と環境教育
事業

　既存の公共施設の長寿命化や有効活用を図り、改
修、維持更新の際に省エネルギー、環境配慮を進める。

1 H21～H23 270 35
学校エコ改修と環境

教育事業
環境省 6

28-(3)
雨水利用の促
進

1 各区局事業本部予算
　雨水利用について、学校・市民利用施設の新築時の
導入に向け推進する。

1 終期未定 － - － － －

28-(4)
事務の効率化
によるエネル
ギー削減

1
（横浜市役所地球温暖化
防止実行計画）

　現在、「横浜市役所地球温暖化防止実行計画」におい
て、市役所から出る温室効果ガスの排出量を平成
12(2000)年度を基準として、平成22(2010)年度までに
25％以上削減する、という目標をかかげ、横浜市の事
務、事業の効率化を図っている。今後はCO-DO30の目
標である平成35(2025)年までにさらなる削減を目指し
て、職員一人ひとりが一層の努力をしていく。

1 終期未定 － - － － －

29-(1)
省エネ・再エネ
機器導入モデ
ル事業の実施

1
省エネ機器類導入計画
推進事業（給湯分）

　公共施設への省エネ・再エネ機器の率先導入へ向け
て、今後、方針と計画を策定する。
　一方、率先モデル導入事業として、横浜市内の各区局
が所管する共通の設備機器である街路灯、防犯灯や給
湯機器などに着目して、高効率化と再エネ導入を図る。

1 終期未定 － 150 － － －

29-(2)

市施設への太
陽光発電の導
入及び太陽熱
利用の促進

1

新エネ・省エネ機器類導
入事業
（本郷台駅前バス停上屋
太陽光発電設備設置）

　現在、太陽光発電は区役所や学校など72箇所に、太
陽熱利用システムはスポーツセンターや学校など21箇
所に設置されている。CO-DO30の再生可能エネルギー
の拡大目標の達成に向けて、水再生センターの覆蓋、
公園用地、動物園の駐車場など広大なスペースを活用
した事業展開へさらなる率先導入を図る。

1 終期未定 － 16 － － －
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所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）
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事業額
（見込）

（百万円）
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枝
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番号

取組
項目

枝
番

事業名

29-(3)
未利用エネル
ギーの活用

1
使用済み食用油のバイ
オディーゼル燃料活用事
業

　市役所の業務であるごみ焼却工場や下水道の汚泥資
源化センターからのエネルギーの有効活用を推進する
ことにより、市役所のさらなる省エネ・省CO2を図る。

1 終期未定 － 21 - - -

30-(1)
連携施設への
再エネ・省エネ
等個別導入

1 メガソーラー整備事業

　金沢動物園再生計画「エコ森プロジェクト」を策定し、環
境教育に関わる施設・事業を展開することを推進してい
る。脱温暖化の取組の象徴となるメガ・ソーラーを金沢
動物園内に設置し、横浜グリーンバレー構想の一環とし
て電力供給源になることを目指す。また、動物糞の堆肥
化や再生可能エネルギーを導入したゼロカーボン環境
教育施設を設置する等、新たな環境教育拠点モデルを
構築する。

1 H21～H25 600 0 － － －

30-(2)

既存施設の活
用や事業者に
よるインキュ
ベーション施設
の設置

1 横浜グリーンバレー

　研究・技術者と事業者、大学等が連携する場を設け、
「横浜グリーンバレー」にするための拠点を設ける。
　産官学協働で横浜臨海部に再生可能エネルギー技術
のパイオニアエリアを構築する。
　既存施設の活用だけでなく、事業者によるインキュ
ベーション施設の設置の支援を検討する。

1 H21～H25 300 60
先導的都市環境形成
促進事業

国土交通省 3

30-(3)
全体のエネル
ギーグリッド構
成等

1 横浜グリーンバレー

　上記（１）などの施設から発生する再生可能エネル
ギーを利用して電力、ガス、熱を市有施設間で有効活用
するエネルギーの循環モデル（エネルギーグリッド）を構
築する。

1 H21～H25 300 60
先導的都市環境形成
促進事業

国土交通省 3

31-(1)
環境教育への
取組

1
横浜グリーンバレー
25,000千円

　環境教育への取組を支援する。 1 H21～H25 300 60
先導的都市環境形成
促進事業

国土交通省 3
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所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）
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事業額
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枝
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番号

取組
項目

枝
番

事業名

31-(2)
公共施設や市
職員の節約行
動の定着

1
横浜型ライフスタイル推
進事業

　職員が環境行動に取組む仕組みづくりをするととも
に、適切な公共施設の整備を行う。

1 終期未定 － 0 － － －

31-(3)
市民協働によ
る市役所業務
のCO2削減

1
－
(各所管の予算に計上)

　既存の組織や取組を活用した市民協働による市役所
業務のCO2削減

1 終期未定 － － － － －

32-(1)
低燃費・低排
出ガス車の導
入促進

1
電動車両によるCO2削減
事業の一部

　公用車について低燃費車、低排出ガス車、電気自動
車等の導入を進める。

1 終期未定 － 3 － － －

32-(2)
バイオ燃料の
導入促進

1 － 　公用車等へバイオ燃料の導入を検討する。 1 終期未定 － ー － － －

32-(3)
公用車でのエ
コドライブ実践

1
エコドライブ普及促進事
業

　エコドライブ講座等の実施により職員のエコドライブ意
識向上、徹底を図る。

1 終期未定 － 4 － － －

32-(4)

市業務におけ
る自動車代替
移動手段の推
進

1 －
　市業務において自動車の代替移動手段として、徒歩
や自転車での移動を推進する。

1 終期未定 － ー － － －

横浜　59/64　（H22事業一覧）

通しページ番号213



支援名称
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（百万円）

事業概要
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枝
番
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番号

取組
項目

枝
番

事業名

33-(3)

「横浜みどり
税」の新設・固
定資産税及び
都市計画税の
特例措置（軽
減措置）

1

「横浜みどり税」の新設・
固定資産税及び都市計
画税の特例措置（軽減措
置）

　「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」を着実に推
進するためには、安定した財源確保が不可欠である。緑
の総量アップにつながる直接的効果のある樹林地の買
取や農地保全、緑化の推進などの事業について、広く市
民の負担を求める「横浜みどり税」を平成21(2009)年度
から5ヵ年間導入する。

1 H21～25 － ー － － －

33-(4)
緑地保全施策
の拡充

1 緑地保全施策の拡充

　都市緑地法に基づく「特別緑地保全地区」や横浜市独
自の「市民の森」「源流の森」「緑地保存地区」などの制
度は、相続時の評価減が図れるものや固定資産税等の
減免があるなど、土地所有者にメリットがある制度となっ
ている。これらの緑地保全制度について指定面積の基
準を引下げるなど活用しやすくし、所有者の協力を得て
指定拡大を図る。
　さらに、新たな制度として、小規模樹林地の保全策とし
て「市民緑地」、維持管理を市が負担する「管理協定」な
どの導入も図る。

1 終期未定 － － - - -

34-(1)
屋上・壁面緑
化の推進

1 屋上・壁面緑化の推進

（壁面緑化・屋上緑化）
　さらなるヒートアイランド対策を実施していくため、公共
施設への緑化導入の義務化などを検討していく。
（民間施設への推進）
　民間施設への緑化の一層普及を推進する方針や施策
を検討していく。
（維持管理）
　より多くの公共施設に緑化を導入していくために、公園
愛護会などの市民団体との協働など緑化の維持管理方
法の仕組みづくりについて検討を行う。
（効果の見える化）
　緑化時に効果測定を行って効果を公表（見える化）した
り、造園業者などプロの意見を採り入れた緑化の導入指
標等を作成する。
（遮熱性塗装）
　金沢区総合庁舎屋上に施工し、効果測定を行い、一
定の効果を認めた。今後、屋上面からの建物への熱の
侵入を防ぐ手法として、屋上緑化と適材適所に使い分け
て、遮熱性塗料の塗装を実施していく。

1 終期未定 － - － － －
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34-(2)
地表面緑化の
推進

1 地表面緑化の推進

（透水性舗装等の推進）
　道路局を中心に透水性舗装や保水性舗装を実施し、
道路表面温度を下げることでヒートアイランド現象の緩
和を目指している。また、透水性舗装等にて市民による
打ち水イベントを実施し、市民へのヒートアイランド対策
の普及を促進している。商店街や人通りの多い道路へ
の積極的導入を行っていく。
（駐車場などの地表面の緑化）
　本市公共施設の駐車場での実績はほとんどないが、
今後、ヒートアイランド対策を推進していくためには、本
施策についても公共施設への導入義務化を検討する。
その際、効果の見える化と維持管理方法や導入指標の
作成を行い、施設側が導入しやすい体制を構築する。
（遮熱性塗装）
　路面ではない部分のヒートアイランド対策として、適材
適所で遮熱性塗装を検討していく。
（その他）
　庭や私道が緑化や透水性舗装になっていた場合に下
水道料金を割り引くなどインセンティブ導入を検討する。

1 H20～H21 30 - － － －

34-(3) 風の道の確保 1 風の道の確保

　地球温暖化対策事業本部にて作成する「横浜市都市
環境気候地図（仮）」に基づき、風の道や斜面地緑化な
どの確保を行うことで、ヒートアイランド現象の緩和を目
指す。将来的には、風の道等を考慮した大規模な街並
みの改造を行うなど、街づくりの中長期的な施策として
取組んでいく。

1 H20～H21 7 - 環境省委託事業 環境省 5

34-(4)
環境に配慮し
たまちづくり

1 環境に配慮したまちづくり

　現行の環境配慮指針（環境管理計画における環境配
慮指針）や今後策定する環境配慮ガイドライン（仮）など
から、各種事業を環境や温暖化対策の面からサポート
できる環境に配慮したまちづくり指針（仮）を策定し、都
心部のヒートアイランド現象の緩和を図る。
　臨海部にある発電所・工場の排熱の活用について検
討を行う。
　再生可能エネルギーである河川の温度差利用を促進
するための実験・調査の実施について検討を行う。

1 終期未定 － 187 まちづくり交付金 国土交通省 -

35-(1)
都市計画マス
タープラン見直
し

1
都市計画マスタープラン
見直し

　平成12(2000)年に策定した都市計画マスタープラン全
市プランについて、平成21(2009)年度より改定に向けた
検討を行う。

1 H25まで － 13 － － －
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36-(1)
環境モデル都
市プロジェクト
提案制度

1
環境モデル都市プロジェ
クト提案制度

　企業・市民団体・NPO・大学等研究機関、地方自治体
等を対象に、ロードマップの取組拡大に資する脱温暖化
関連施策・事業をテーマに提案を募集する。認定対象の
選考は、学識者等の専門家により審査を行い支援対象
団体を選考する。取組成果報告会を実施し、国内外へ
情報を発信する。

1 終期未定 － 3 － － －

37-(1)

C４０（世界大
都市気候変動
グループ）への
加盟

1
C４０（世界大都市気候変
動グループ）への加盟

　平成20(2008)年10月、横浜市はC40（会長：デビッド・ミ
ラー　トロント市長）に加盟した。
　今後も引き続きC40へ参加する。

1 終期未定 － 6 ー ー ー

37-(2)
低炭素都市協
議会への加盟

1
低炭素都市協議会への
加盟

　横浜市は平成20(2008)年12月、国及び全国の環境モ
デル都市、候補都市、その他の先進都市、関係団体等
で構成する「低炭素都市協議会」に加盟した。本協議会
を通じて、国内の先進都市間において、先進的な政策ア
イデアの共有を図るとともに、その成果を国内外へ発信
する。

1 終期未定 － 0.3 ー ー ー

37-(3)
都市間政策連
携の強化

1 都市間政策連携の強化

　横浜市が座長を務める地球温暖化対策特別部会にお
いて、地球温暖化対策計画書制度等による事業者対
策、太陽エネルギー等再生可能エネルギーの導入促
進、深夜化するライフスタイルへの対応策等について、
八都県市が連携して取り組むための工程表を作成し、
具体的な行動を推進していく。
　また、優れた取組の共有化や連携について引き続き検
討し、できることから工程表を作成し、具体的な行動につ
なげていく。

1 終期未定 － 2 ー ー ー

38-(1)
技術移転・研
修員受入の推
進

1
技術移転・研修員受入の
推進

　環境行政一般についてアフリカ諸国より研修員受入を
行う。また、友好都市交流やパートナー都市交流（期限
付）による研修受入、随時の視察・研修受入を実施す
る。

1 終期未定 － － ー ー ー
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38-(2)
アジアにおける
環境教育の支
援

1
アジアにおける環境教育
の支援

　CITYNETやJICAを通じて、横浜市が自立的に環境教
育に関する国際貢献を果たすことにより、横浜市がアジ
ア太平洋地域において環境教育の研修の先進都市とな
ることを目指し、アジア太平洋地域の都市の環境保護社
会の実現に向けた技術を移転するとともに、その実態に
合わせた実践を行うため、CITYNET会員都市から行政
担当者と教育担当者を横浜へ招き、研修を行う。

1 終期未定 － 34 ー ー ー

38-(3)
植林活動を通
じた環境教育
プログラム

1
植林活動を通じた環境教
育プログラム

　市内の小学生が夏休み期間中、家庭での省エネ行動
を実践する。 この取組は市内企業（横浜市環境保全協
議会および横浜商工会議所）の協賛を得て、企業から
の寄付金が、WFP国連世界食糧計画によって 地球温暖
化対策に有効な世界の植林事業に役立てられる仕組み
となっている。

1 終期未定 － 0.4 ー ー ー

38-(4)
市内国際機関
との連携

1 市内国際機関との連携

　市内に立地している国連大学高等研究所（UNU-IAS)
とは、JICA横浜、市内大学、NGO/NPOなどとも連携し、
国連大学の提唱する「持続可能な開発のための教育の
推進に取り組んでいる。また、国際熱帯木材機関（ITTO)
とは、環境教育プログラムの推進に関して共同した取組
を開始している。
　このような、地球規模の環境問題の解決に向けて取り
組む市内国際機関とは引き続き連携・協力していく。

1 終期未定 － 148 ー ー ー

39-(1)
山梨県・道志
村との連携

1 山梨県・道志村との連携

　CO2吸収量を効果的に削減していくためには、大都市
である横浜市と、間伐材をはじめとする未利用エネル
ギーが豊富に存在する農山村地域が連携して、森林整
備を進めることが重要である。その実現に向けて、50以
上の自治体との連携による「脱温暖化同志連合」を結成
する
　・木質バイオマス技術の開発
　・カーボン・オフセットの仕組みづくり

1 終期未定 － 2 ー ー ー
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

39-(2)
長野県、飯田
市、他市町村と
の連携

1
長野県、飯田市、他市町
村との連携

　CO2吸収量を効果的に削減していくためには、大都市
である横浜市と、間伐材をはじめとする未利用エネル
ギーが豊富に存在する農山村地域が連携して、森林整
備を進めることが重要である。その実現に向けて、51以
上の自治体との連携による「脱温暖化同志連合」を結成
する。
　・カーボン・オフセットの仕組みづくり

1 終期未定 － 0 ー ー ー

横浜スマートシ
ティプロジェクト

1
横浜スマートシティプロ
ジェクト

経済産業省「次世代エネルギー・社会システム実証地
域」選定を受け、日本型スマートグリッドの構築に向けて
民間企業との連携による実証実験を行う。

1

H22～
※経産省「次
世代エネル
ギー・社会シ
ステム」実証
地域のマス
タープラン計
画期間はH26
まで

56200 1040

住宅用太陽光発電の
導入支援対策費補助
金
民生用燃料電池導入
支援補助金
住宅・建築物高効率
エネルギーシステム
導入支援事業
蓄電複合システム化
技術開発（NEDO交付
金・委託）
クリーンエネルギー自
動車等導入促進対策
事業
地域エネルギーマネ
ジメントシステム開発
事業
新エネルギー等導入
加速化支援対策事業
エネルギー使用合理
化事業者支援事業
など

経済産業省等
－

（調整中）

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く ）について記載すること
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１．総括票 団体名 長野県飯田市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

・【家庭】おひさま０円システムを含め、新たに202件の住宅の屋根に太陽光発電装置が設置された。（削減効果見込：100.6t-CO2　おひさま０円システム設置以
外の176件の新規設置分）
・【業務】大型木質ペレットボイラー３台導入と小中学校を中心にペレットストーブ25台導入。（削減効果見込：30.5t-CO2　新規導入、稼動した25台のペレットス
トーブ分）
・【運輸】自転車共同利用システム（130台の自転車）の稼動。（削減効果：3t-CO2）

（１）取組の進捗状況

　飯田市の平成２１年度の取り組みとして、メガワットソーラー発電所建設決定や、「おひさま０円システム」といった新たな仕組みによる太陽エネルギー利用の普及、民間事業
者を中心に大規模な木質ペレットボイラーの設置によるペレットの需要拡大、エコハウスの建設や自転車市民共同利用システム、地元企業のＬＥＤ照明開発と防犯灯のＬＥＤ化
等、エネルギー関連の低炭素化の取り組みと地域全体への低炭素ライフスタイル普及に向けて実践的な取り組みをスタートさせることができた。今後は、個別の施策として進め
てきた新エネルギー政策、省エネルギー政策を地域社会システムの中に組み、地域社会全体の低炭素化へと浸透させていく段階にある。
　一方で、産業界との連携や市民との協働（低炭素社会基本条例、地球温暖化防止コーディネーター）による取り組みについては、産業界や市民とのニーズとのミスマッチが起
きないようその方法論を模索せざるを得ず、実施が遅れている。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、
その結果を用いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

平成２１年度 環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、
市民意識調査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点

・新たに取り組みを始めた小水力発電事業については、本年度、可能性調査を経たものの、地域や関係機関との調整が必要なことから、次年度は実現に向けた本格的な調査
と関係住民などで協議体を構築し、実現に向けて検討に入る。（一定の検討結果により、アクションプランに追加する予定。）
・タウンエコエネルギーシステムを活用した低炭素エネルギー需給社会の構築を実現するための研究会を７月までに関係者で立ち上げ、新たな地域のエネルギー需給計画策
定のための基礎調査結果（本年度実施）をもとに、その構築に向けて実証的な事業を行う。
・メガソーラー発電事業の建設を電力会社と共同で進める。（アクションプランに追加）
・産業界との連携については、自転車市民共同利用システム、電気自動車推進事業（仮称）を切り口に、連携強化に向けた取り組みを行う。（取り組みの方向性が出た時点でア
クションプランに追加予定）
・市民との協働による取り組みとして、りんご並木のエコハウス事業と連携し、地球温暖化防止コーディネーターの制度構築を目指す。

・【住宅】市内の建設業者、建築設計関係者、まちづくり団体等で「信州飯田エコハウス推進協議会」が設立。りんご並木のエコハウスを拠点に、市民への低炭素
不動産普及活動の礎ができた。また、全国で初めての取り組みとなるおひさま０円システムや設置奨励金制度等により、地域住民の太陽光発電設置への関心
が高まっている。
・【運輸】自転車市民共同利用システム登録者が３月末で300人を超え、利用距離も6,000kmを超えた。今後もシステムの課題を解決しつつ、広く利用を呼びかけ
ることで、利用者増と温室効果ガス削減につながることが期待される。
・【市民】環境モデル都市のあらゆる機会を活用しての情報発信や地区懇談会による説明会により、環境モデル都市の認知度はアンケート結果により、５割に達
している。

全体総括

（２）取組の主な成果

　太陽光発電の普及率が、一般家庭と事業所、公共施設での利用を含めて３％を超えた。（うち一般家庭普及率2.7％、全国平均の約3.4倍）※全国平均 0.8％
　第９回環境首都コンテストにて第２位となり、人口規模別では第１位となった。長年の市民総参加の環境改善活動が評価されている。
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２．個別事業に関する進捗状況等 団体名 長野県飯田市

平成２２年度の展開

温室効果ガス削減 地域活力の創出等

-

-

-

-

22年度から発現

22年度から発現

タウンエ
コエネ
ルギー
システ
ムの構

築

・森づくり関連のイベントへ
の参加者　120名
・竹林伐採箇所　５３箇所

・木質ペレットの需要増が見込
まれる中、その安定供給が課
題となる。特に小口ユーザー
への供給体制については、地
域のエネルギーまたは流通事
業者の協力が欠かせない。

・エネルギー事業者と立ち上げる研究会に、
市内の流通、物流関係者にも参画を要請
し、木質ペレットの供給体制について検討
し、一定期間、社会実験を行うこととしたい。

○ 実施

＜実施＞
・年間を通じて、切捨間伐実施箇所に市嵩上補助金の支払
い、間伐を推進した。
・搬出間伐の実施箇所に市嵩上補助金の支払い、搬出を推
進した。
・ペレットストーブ、ボイラの普及啓蒙による木質バイオマス
エネルギー利用を推進した。
・森林づくり地区懇談会や体験と交流の森づくり事業開催に
より、森林の大切さについて広く啓発した。
・南信州木づかいネットワークにより、地域産材の利用推進
のセミナーを実施したり、近隣に建設予定の大型合板工場
の視察などを行った。
・竹林の伐採を積極的に行った。

b

2-1-②
-c

地域独
自の環
境価値
を付加し
た低炭
素不動
産の普
及と高効
率エネル
ギー機
器への
転換によ
る既存
住宅の
省エネ化

環境視
点からの
木材利
用と森林
管理の
推進

2-1-②
-d

・エコハウス推進協議会が中心となる低炭
素不動産の普及について活動支援を行う。
・防犯灯のＬＥＤ化については、残りの約
3,000本を平成２５年度までに順次ＬＥＤ化し
ていく予定。

・エコハウス推進協議会が中
心となって低炭素不動産を普
及していく体制を構築する必
要がある。
・省エネルギー機器への転換
については、地球温暖化防止
コーディネーターを年度内中に
養成し、既存住宅への転換を
図ることができる体制を整え
る。

＜実施＞
・低炭素不動産のあり方を研究する「信州飯田エコハウス推
進協議会」を設立
・低炭素不動産普及の拠点である「りんご並木のエコハウ
ス」が完成した。（前倒し実施）
・市内の防犯灯3,000本をＬＥＤに転換した。（前倒し実施）
　（計画 H22～26年 毎年1,200本転換）

・信州飯田エコハウス推進
協議会が設立され、低炭素
不動産の普及のための拠
点ができた。

a

ｂ

・地域のエネルギー事業者
を巻き込んでの新たなエネ
ルギー計画の策定につい
ては一定の理解を得ること
ができた。

・エネルギー需給マネジメント
の課題抽出に留まり、マネジメ
ントの主体となる事業体のあり
方といった検討までには至って
いない。

・事業体の設立の前に、まず地域の新たな
エネルギー需給マネジメントについて検討
する必要がある。そのため、将来的な事業
体の設立に関わるであろうエネルギー事業
者と（仮称）飯田版マイクログリッド研究会を
７月までに立ち上げ、事業体の設立も含め
て検討を開始する。

新たな事
業体の
設立

2-1-②
-b

検討

検討
＜検討＞
・新たなエネルギー計画を策定するための基礎調査により、
今後の設立に向けた検討を実施した。

検討○
家庭
業務

家庭
業務
森林

・年度内中にグリッド関係の先進地を視察
し、情報収集。（八戸市、横浜市等）ｂ

＜検討＞
・未来エネルギーのあり方について検討する研究会を立ち
上げた秩父地場産業センターと情報交換
・地域のエネルギー事業者（電気、ガス、石油）との情報交
換
・新たなエネルギー計画を策定するための基礎調査を実施

・地域のエネルギー事業者
を巻き込んでの新たなエネ
ルギー計画の策定につい
ては一定の理解を得ること
ができた。

・個別事例の情報収集量不足
である。次年度はエネルギー
政策に積極的に取り組む個別
事例を抽出し、視察等により実
質的な情報収集を行う必要が
ある。

取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号 取組の進捗状況

エネル
ギー政
策先進
地域との
情報交
換

2-1-②
-a

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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平成２２年度の展開

温室効果ガス削減 地域活力の創出等
取組の計画

取組の成果計画との
比較

課題と改善方針

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号 取組の進捗状況

131.1t-CO2

（算定根拠）
【太陽光】100.6t-CO2
176件設置容量699.49kW
設置月ごとの年間発電量
3,750kWをもとに、ＣＯ２排
出係数を用いて計算

【ペレットストーブ】
30.5t-CO2
1.22t-CO2/台×25台
=30.5t-CO2

-

-

（定量化は困難）

-

-

-

-

-

タウンエ
コエネ
ルギー
システ
ムの構
築

低炭素
で活力
あふれ
る地域
社会の

検討

＜検討＞
・飯田市の自治組織２０地区単位で、環境モデル都市の説
明会を実施した。
・環境プランの見直しについては、従前の改訂（平成19年）
時には策定されていなかったモデル都市アクションプランが
策定されたため、環境政策の上位計画である環境プランと
の関係について検討を始めた。

b

・公共施設等の建て替えに伴
う街区更新について、具体的
な検討にまでは至っていない。
その根拠となる計画策定が必
要である。

○

低炭素
不動産
プロジェ
クトの展
開

家庭
業務

○

＜検討＞
・「りんご並木のエコハウス」を拠点に、信州飯田エコハウス
推進協議会が中心となって低炭素不動産を普及していく体
制、方法について検討を始めた。（飯伊森林組合、南信州木
づかいネットワーク、伊那谷の森で家をつくる会、長野県建
築士会飯伊支部、飯田市中心市街地活性化協会等18団体
で構成。）

・信州飯田エコハウス推進
協議会が設立され、低炭素
不動産の普及のための拠
点ができた。

・エコハウス推進協議会が中
心となって低炭素不動産を普
及していく体制を構築する必
要がある。

・エコハウスを拠点とした低炭素不動産の普
及に関わるイベント、広報、研修会などを通
年にわたって実施する。

・条例制定については、住民
感情にも配慮して策定する必
要があり、時間を要する。

・条例制定についての検討を開始する。
・基金創設については、次年度の低炭素エ
ネルギー需給システム構築の調査事業で
検討を開始する。
・エコポイント制度については、国や長野県
が始めており、その動向を把握しつつ、市独
自のエコポイント制度のあり方について、基
金創設とともに検討を開始する。

b2-2-②
-c

検討

飯田市
低炭素
社会基
本条例
（仮称）
による地
域のあら
ゆる構
成員の
温暖化
防止へ
の参画

2-3-②
-a

家庭

・街区更新時の低炭素化の根拠となる新た
なエネルギー計画策定のため、（仮称）飯田
版マイクログリッド研究会を立ち上げる。
・今後は近隣の公共施設とエネルギーを融
通しあう仕組みや建て替え部分の新エネル
ギー導入等について検討する。
・商工会館の建て替えについては、合意が
整い次第、実施計画へと入る。

家庭
業務

＜実施＞
・市街地の公園整備（扇町、中央公園）について、扇町公園
は、市民のワークショップ等を経て、基本計画案が策定さ
れ、中央公園については実施設計の段階でほぼ予定通り進
捗した。
・駐輪場の整備については、自転車市民共同利用システム
の開始により、市街地の５箇所に新たに駐輪場を設置。

・市街地における熱供給シス
テムの構築について、具体的
な検討にまでは至っていない。
その根拠となる計画策定が必
要である。

・市街地を含めた低炭素エネルギー需給シ
ステム構築に向けて、新たなエネルギー計
画策定のため、（仮称）飯田版マイクログリッ
ド研究会を立ち上げる。

b

b

＜検討＞
・新たなエネルギー計画を策定するための基礎調査により、
今後の展開について検討に着手した。
・市役所本庁舎の建て替えについては、環境配慮の観点か
ら本庁舎の耐震化と分庁舎の建て替えという方向転換がな
された。
・商工会館の建て替えについては、整備に向けた検討及び
関係者との協議を開始した。

検討

家庭
業務

家庭
業務

＜実施＞
・住宅用太陽光発電設置奨励金制度により、新たに176の住
宅に太陽光発電を設置した。
・前倒しして創設した「おひさま０円システム」により、26の住
宅に太陽光発電を設置した。
・小中学校、保育園にペレットストーブ２５台を導入した。
・市の健康増進施設に１台、民間温泉施設に２台のペレット
ボイラーを導入した。
・市有地に１ＭＷの太陽光発電所建設が決定された。

・おひさま０円システムや国
の固定価格買取制度によ
り、地域住民の太陽光発電
設置への関心が高まった。
・地域、企業、行政が一体と
なってメガソーラー発電所
の運営を実現できる礎がで
きた。

・おひさま０円システムには、
市場からの資金調達が必須で
あり、次年度は市民出資等の
市場からの資金調達の仕組み
を取り入れる必要がある。

・市民出資によるおひさま０円システムによ
り、５０軒の住宅に太陽光発電を設置する。
・１５０軒の住宅に太陽光発電システムを設
置する。（１５０件以上に対しては補正予算も
検討）
・小中学校など公共施設に２５台のペレット
ストーブを導入する。
・メガワットソーラー発電事業を稼動させる。

a

2-2-②
-b

中心市
街地に
おける
低炭素
まちづく
りの実
践

2-2-②
-a

実施

市街地
における
熱供給
システム
の構築

「おひさ
ま」と「も
り」のエ
ネル
ギー活
用プロ
ジェクト

街区更
新時の
低炭素
街区の
構築

2-1-②
-e

実施
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平成２２年度の展開

温室効果ガス削減 地域活力の創出等
取組の計画

取組の成果計画との
比較

課題と改善方針

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号 取組の進捗状況

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

-

-

（定量化は困難）

-

社会の
形成に
おける
市民の
参画と
人材確

保

低炭素
で活力
あふれ
る地域
社会の
形成に
おける
市民の
参画と
人材確
保

低炭素
で活力
あふれ
る地域
社会の
形成に
おける
市民の
参画と
人材確

・結いターンキャリアデザイン室を中心とした
人材誘導を引き続き実施する。
・環境メニューに特化したツアーの受け入れ
を実施する。

・地球温暖化防止コーディネーターを養成
し、特に住宅部門のコーディネーターについ
ては、エコハウス運営関係者等へ年度内中
に委嘱する。

エコ
ツーリ
ズム型
の人材
交流と
人材確
保

2-3-②
-e

家庭 実施

＜実施＞
・二地域居住やU・Iターンによる地域外からの「飯田ファン」
の誘導と確保するため、ホームページ、各メディア等による
ＵＩターン情報発信した。
・結いターンキャリアデザイン室運営による人材誘導、ハ
ローワーク、地元企業、大学等などの関係機関とのネット
ワークやワーキングホリデー、エコツアー等を活用したＵＩ
ターン推進等を行った。

ｂ

・5月に合同就職面接会を
実施（参加企業33社　学生
150人参加）
・7月下旬から8月下旬にUI
ターン夏のｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実
施。お盆期間に特別相談会
を開催
（期間中の相談者は71件）
・11月に空家修理体験ツ
アーを実施（約20人参加）
・12月から2月にUIﾀｰﾝ冬の
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施

・エコツーリズムにおいては、
環境分野でのメニューの充実
を図り、将来的な環境分野で
の人材確保につなげていく必
要がある。

・南信州木づかいネットワークによる、地元
産材の利用促進を行う。
・先導的に公共施設における地域食材、地
域産材の利用促進を行う。

地球温
暖化防
止コー
ディネー
ターの育
成と活用

2-3-②
-d

家庭 ○ 検討
＜検討＞
・地球温暖化防止コーディネーター制度についての情報収
集に留まった。

b
・地球温暖化防止コーディネー
ター制度の構築とその養成が
必要である。

・各部局や各部局が所管している団体等の
環境学習について実態を把握するとともに、
環境モデル都市の取り組みとしても実施し
ていく連携体制を構築する。

フード＆
ウッドマ
イレージ
短縮を
通じた温
室効果
ガス
削減活
動への
参加促
進

2-3-②
-c

家庭 実施

＜実施＞
・地元の農産物利用拡大を目指し、地元消費者と生産者に
よる料理教室を開催した。
・地元消費者による産地ツアー、地元飲食店における消費
者と生産者の交流会、産地ツアー対象農家の農産物へロゴ
マークの貼付検討や南信州牛ブランド推進協議会の開催等
を行った。
・公共施設や飲食店でも地元食材を利用した献立の研究を
し、学校給食では「地域食材の日」を設けた。
・インターネットを通じて、地元食材循環のための情報受発
信を検討した。
・地元産材の活用については、新設の公衆用トイレを１棟、
地元の間伐材で建設した。

b

南信州牛をはじめ、地域住
民が、地域で生産される農
畜産物の価値に対する認
識を高めることにつながっ
ている。また生産者、販売
者との接点創出により、地
産地消の気運醸成にもつな
がり始めた。

・地元産材の活用を面的に展
開してゆく必要がある。

家庭 実施

＜実施＞
・企業と連携した子供科学教室を実施し、ソーラーカーの制
作、地元企業の紹介を行った。
・里山での自然学習や伝統工芸職人かに学ぶ講座を開催
し、循環型社会の時代を再発見する機会を得た。
・環境教育モデル校（２校）を指定し、ペレットストーブの導入
などで意識啓発を図った。
・環境教育教師用指導資料作成プロジェクトを立ち上げ、プ
ロジェクト毎の成果発表を行った。
・「学校いいむす」では、引き続き内部監査による環境意識
の確認を行った。

b

・教員に対する環境教育指
導資料作成プロジェクトによ
り、小中学校での体系的な
環境教育実践の足がかり
ができた。

・環境首都コンテストの分析で
は、環境学習での取り組みが
他の自治体と比べて弱いとの
評価を得ているが、環境学習
については、様々な部局や主
体が実施しており、その実態と
効果の把握ができていない。

地育力
向上連
携システ
ム推進
計画等
に基づく
現世代
及び次
世代を
担う子供
たちに対
する環境
教育の
実施

2-3-②
-b
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平成２２年度の展開

温室効果ガス削減 地域活力の創出等
取組の計画

取組の成果計画との
比較

課題と改善方針

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号 取組の進捗状況

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

86.1ｔ-CO2

（算定根拠）
【ノーマイカー】　27,740人×

0.0022t-CO2=61t-CO2

【ライトダウン】　39,499人×
0.000532t-CO2=21t-CO2

【ノーレジ袋】　53,387人×
0.000008t-CO2=0.4t-CO2

【アイドリングストップ】
　43,216人×0.000032t-
CO2=1.4t-CO2

【グリーンコンシューマー活
動】24,408人×0.000039t-
CO2=1t-CO2

【待機電力削減】　20,899人
×0.000064t-CO2=1.3t-CO2

119t-CO2

（算定根拠）
消化ガスによる年間の発
電量216,169kWh×
0.000555=119t-CO2

a

・参加事業所120、参加者数
10,905人の参加（６月）
・参加事業所100、参加者数
8,403人の参加（10月）
・参加事業所105、参加者数
10,265人の参加（２月）

・参加事業所の更なる拡大と
マンネリ化しないための新しい
仕掛けが必要。

・２１年度と同様、６月、１０月、２月の年３
回、一斉行動を実施予定。

・構想に先駆けて行った事
業も含め、バイオマス資源
活用についての体系化を図
ることができた。

・バイオマスタウン構想の実現
化に向けて、構想自体を地域
の企業や団体に周知し、この
構想を活用して事業化につな
げていく必要がある。

・庁内の関係部署を通じたバイオマスタウン
構想の周知と、事業化の可能性の把握を行
う。

b

産業 実施

＜実施＞
・松尾浄化管理センターにおいて、消化ガスを利用した発電
システムの発電状況、エンジンの耐久性等をメーカーとの共
同研究で実証実験を行い、検証を行った。
・新規事業として、飯田市バイオマスタウン構想を策定した。

業務 実施

＜実施＞
・環境月間である６月を中心に、温暖化防止行動の一斉行
動（レジ袋削減、ライトダウン、ノーマイカー通勤、エコドライ
ブ等）を行った。

・企業の枠を超えて活動する
具体的な活動内容が見えな
かったため、「低炭素社会をめ
ざす研究会」の設置までには
至らなかった。

プロジェクトチームを立ち上げ、「低炭素社
会をめざす研究会」の設置、及び今後の活
動計画の策定を行う。

人材確
保

・渋谷区との交流については、住民どうしで
の交流が創出される状況にあるため、その
活動を支援するとともに、横浜市をはじめ、
環境モデル都市どうしの交流に向けた機会
の創出を図っていく。
・長野県の森林の里親制度を活用したカー
ボンオフセット交流について検討する。

地域ぐ
るみで
環境に
配慮し
た低炭
素型企
業活動
への取
組

企業に
おける
低炭素
社会を
めざす
取組

2-4-②
-a

産業 ○ 実施

＜実施＞
・管財契約において、南信州いいむす２１導入事業者には等
級加点を行った。
・南信州いいむす21取得事業所に対してエネルギー消費の
報告を義務化するなど検討中。
・ＩＳＯ研究会で（仮称）「低炭素社会をめざす研究会」につい
て検討を行った。（飯田市を中心とする地元の製造業、建設
業、金融機関、エネルギー関連事業者等３２団体で構成）
・ＩＳＯ研究会で、温室効果ガス排出削減貢献事業所の評価
のあり方について研究に着手した。

b

カーボ
ン・オ
フセッ
トを通
じた横
浜市等
との協
働・交
流

2-3-②
-f

家庭 ○ 実施

＜実施＞
・環境モデル都市どうしの交流として、横浜市からのツアー
受け入れを行った。
・横浜市の関連施設へペレットストーブを無償貸与。
・渋谷区との「みどりの環」交流により、地域どうしの交流が
本格的に始まった。

b

・渋谷区からの交流ツアー
の受け入れ
　（７月：28名・１０月：24名）
・横浜市からの交流ツアー
の受け入れ
　（２月：20名）

・市民や関係団体が主体とな
れるような交流の仕組みづくり
が必要である。

事業所
が行う
地域ぐ
るみ温
暖化防
止一斉
行動の
取組

2-4-②
-b

地域内
の資源
循環産
業の取
組

2-4-②
-c
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平成２２年度の展開

温室効果ガス削減 地域活力の創出等
取組の計画

取組の成果計画との
比較

課題と改善方針

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号 取組の進捗状況

10.8t-CO2

0.23㎏（車1㎞当たりの
CO2係数）×利用自転車
走行距離合計7,014㎞
=1.6t-CO2

ＢＤＦ4,029ℓ×0.0023t-
CO2
=9.2t-CO2

 1.4ｔ-CO2

0.23㎏（車1㎞当たりの
CO2係数）×事業所利用
自転車走行距離合計
6017㎞=1.4t-CO2

（定量化は困難）

-

・中心市街地の公共施設、
宿泊施設及び中学校に電
動自転車等を配置し、市民
及び観光客が利用した。利
用者延人数1,491人

・登録者及び利用者増のため
の中心市街地向けのシステム
の改善。
・自転車利用者の交通ルー
ル、交通マナーの向上が求め
られている。

・電動自転車以外の自転車についても本庁
だけでなく特定の拠点で登録申し込みが可
能となるよう改善する。
・乗り捨て方式の検討。

・事業所9カ所に電動自転
車等を配置し、主に通勤に
利用した。利用者延人数
1,757人
・職員対象モニターにより16
人が試行した。

・事業所に対して広く募集をか
けなかったため取り組み事業
所が少なかった。翌年度は
大々的な募集により事業所を
拡大する。

・自転車市民共同利用システム推進事業に
かかる市内全事業所向けの募集により、新
たに7事業所が取り組みを開始する予定。
・職員モニターは継続する。
・飯田地球温暖化対策地域協議会が実施
するエコドライバー1000人養成プロジェクト
で、市民のエコドライバー化を目指す。

実施

＜実施＞
・自転車市民共同利用システム推進事業を前倒しして実施
し、市民の自転車利用を推進した。
・公用車購入において、ハイブリッド車を斡旋した。
・ＢＤＦについては、生ごみ収集車２台と公用車１台で利用
し、4,029ℓを利用した。

a

ノーマ
イカー
通勤に
よる温
室効果
ガス排
出量の
削減

2-5-②
-b

運輸 実施

＜実施＞
・自転車市民共同利用システム推進事業を活用し、事業所
に自転車を貸出し、通勤利用を推進した。
・ツアーオブジャパンやサイクルロードレースなど自転車関
連のイベントを前倒しして開催し、自転車の有効性をアピー
ルした。
・職員を対象に、自転車通勤を促すモニター制度を試行し
た。

a

車両の
乗換え
による
温室効
果ガス
排出量
の削減

2-5-②
-a

運輸 ○

・市民参加の公共交通体系の構築がなされ
る中、温室効果ガス削減という視点からこの
取り組みとの連携強化を図る。

b

・飯田市地域公共交通総合
連携計画により、市民の生
活実態に即した公共交通体
系の構築に多くの市民が参
加した。

・広大で多様な市域のため、そ
れぞれの特性を活かした公共
交通のあり方を検討していく必
要があり、その体系ごとに温室
効果ガス削減効果を把握する
必要がある。

＜実施＞
・地域公共交通改善市民会議による検討を行うとともに、一
部区域での公共交通利用モデル（乗り合いタクシー等）の試
験的な取り組みを実施した。
・長野県タクシー協会飯田下伊那支部等、関係団体で自転
車積載アタッチメントの開発について協議した。

運輸

公共交
通を利
用する低
炭素モ
デルの
構築

2-5-②
-c

実施

公共交
通と乗
換えに
よる低
炭素な
移動手
段の取
組

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「なし」から選択して記入すること。
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施済み＞」「＜実施中＞」「＜検討中＞」「＜実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

2-1-②
-a

エネルギー先
進地域との情
報交換

-
飯田市新地域エネル
ギー需給計画（仮称）策
定に向けての調査

低炭素エネルギーシステムを構築するため、先進的な
取り組みを行っている事例やエネルギー環境を取り巻く

新事情を把握するための情報収集。
- H21～H23 25 5 都市環境改善事業 国土交通省 5

2-1-②
-ｂ

新たな事業
体の設立

-
飯田市新地域エネル
ギー需給計画（仮称）策
定に向けての調査

低炭素エネルギーシステム運営するための事業体の設
立に向けた課題の抽出。

- H21～H25 25 5
都市環境改善事業
（再掲）

国土交通省 5

1
りんご並木のエコハウス
推進事業

低炭素不動産普及の拠点として、市街地の「りんご並
木」にエコハウスを建設するもの。

1 H21～H25 25 5
２１世紀環境共生型
住宅のモデル整備に
よる建設促進事業

環境省 100

2
防犯灯のＬＥＤ化推進事
業

市内の防犯灯6000本をＬＥＤに転換するもの。 2 H21～H25 174 21
環境保全型地域づく
り推進支援事業

環境省 87

2-1-②
-d

環境視点から
の木材利用と
森林管理の
推進

-
森のエネルギー推進事
業

森林資源を「材」と「エネルギー」の双方から利用しつ
つ、適正な森林管理から吸収源確保につなげるととも
に、荒廃竹林の整備につなげるための竹活用について
検討する。

- H21～H25 180 36

2-1-②
-e

「おひさま」と
「もり」のエネル
ギー活用プロ
ジェクト

-
再生可能エネルギー推
進事業

住宅における太陽光発電、太陽熱温水器、木質バイオ
マス機器の普及を行い、民生家庭部門からの温室効果
ガス削減につなげる。

- H21～H25 218 44

2-2-②
-a

街区更新時の
低炭素街区の
構築

-
飯田市新地域エネル
ギー需給計画（仮称）策
定に向けての調査

中心市街地における街区更新（市役所建て替え等）を想
定した場合の、低炭素エネルギー需給システム構築に
向けた課題の抽出を行うもの。

- H21～H25 25 5
都市環境改善事業
（再掲）

国土交通省 5

H
21
枝
番

長野県飯田市

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

2-1-②
-c

地域独自の
環境価値を
付加した低炭
素不動産の
普及と高効率
エネルギー機
器への転換
による既存住
宅の省エネ化

事業名 事業概要
枝
番

飯田　7/13　（H21事業一覧）

通しページ番号225



支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H
21
枝
番

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

事業名 事業概要
枝
番

2-2-②
-b

市街地におけ
る熱供給シス
テムの構築

-
飯田市新地域エネル
ギー需給計画（仮称）策
定に向けての調査

中心市街地を事例とした低炭素エネルギー需給システ
ム構築に向けた課題の抽出を行うもの。

- H21～H25 25 5
都市環境改善事業
（再掲）

国土交通省 5

2-2-②
-c

低炭素不動産
プロジェクトの
展開

-
飯田市新地域エネル
ギー需給計画（仮称）策
定に向けての調査

低炭素不動産普及の拠点として、市街地の「りんご並
木」にエコハウスを建設するもの。

- H21～H25 25 5
都市環境改善事業
（再掲）

国土交通省 5

2-3-②
-b

地育力向上連
携システム推
進計画等に基
づく現世代及
び次世代を担
う子供たちに対
する環境教育
の実施

-

地育力向上連携システム
推進計画等に基づく現世
代及び次世代を担う子供
たちに対する環境教育の
実施

学校教育、生涯学習を通じて、子供から大人までを対象
にした環境学習を推進するもの。

- H21～H25 48 9

2-3-②
-c

フード＆ウッド
マイレージ短縮
を通じた温室
効果ガス
削減活動への
参加促進

-

フード＆ウッドマイレージ
短縮を通じた温室効果ガ
ス
削減活動への参加促進

地域木材や食材を地産地消する取り組みを推進するも
の。

- H21～H25 67 13

2-3-②
-d

地球温暖化防
止コーディネー
ターの育成と
活用

-
地球温暖化防止コーディ
ネーターの育成と活用の
検討

民生部門で実践的な省エネ行動へと導くための地球温
暖化防止コーディネーターの育成と活用方法について検
討するもの。

- H21～H25 0.5 0.1

2-3-②
-e

エコツーリズム
型の人材交流
と人材確保

-
エコツーリズム型の人材
交流と人材確保

エコツーリズムやＵターン、Ｉターンキャンペーン等を通じ
地域への人材誘導を図るもの。

- H21～H25 46 9

2-3-②
-f

カーボン・オフ
セットを通じた
横浜市等との
協働・交流

-
渋谷区、横浜市との交流
推進事業

横浜市のアクションプランに掲げる都市と農山村の連携
交流におけるきっかけづくりとなるツアーの受け入れや、
渋谷区の地球温暖化防止実行計画に基づく当市との住
民主体による交流を支援するもの。

- H21～H25 1 0.3
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H
21
枝
番

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

事業名 事業概要
枝
番

2-4-②
-a

企業における
低炭素社会を
めざす取組

-
「低炭素社会をめざす研
究会」の設置

ＩＳＯ研究会の事業所を中心に「低炭素社会をめざす研
究会」の設置し、事業所における二酸化炭素削減に繋
がる取り組みを推進する。

- H21～H25 2 0.4

2-4-②
-b

事業所が行う
地域ぐるみ温
暖化防止一斉
行動の取組

-
地球温暖化防止一斉行
動の実施

地域の事業所を対象にノーマイカー、ライトダウン、エコ
ドライブ、ノーレジ袋等の一斉行動を呼びかける。

- H21～H25 0 0

2-4-②
-c

地域内の資源
循環産業の取
組

-
飯田市バイオマスタウン
構想の策定

市内に賦存するバイオマス資源を活用した循環型地域
社会形成のためのバイオマスタウン構想策定と、構想に
基づく事業化の検討。

- H21～H25 10 2

2-5-②
-a

車両の乗換え
による温室効
果ガス排出量
の削減

-
自転車市民共同利用推
進事業

中心市街地の公共施設、事業所、宿泊施設及び中学校
に電動自転車等130台を配置し、市民及び観光客を対
象に低炭素な乗り物への転換を推進する。

- H21～H25 102 20
環境保全型地域づく
り推進支援事業

環境省 18

2-5-②
-b

ノーマイカー通
勤による温室
効果ガス排出
量の削減

-
自転車市民共同利用推
進事業

事業所10カ所（市役所含む）に電動自転車等を配置し、
ノーマイカー通勤を主に取り組む。

- H21～H25 60 12
環境保全型地域づく
り推進支援事業
（再掲）

環境省 18

2-5-②
-c

公共交通を利
用する低炭素
モデルの構築

-
公共交通を利用する低炭
素モデルの構築

市民会議や試行運行の実施により、公共交通利用のモ
デルを構築する。

H21～H25 510 102

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。

飯田　9/13　（H21事業一覧）

通しページ番号227



４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

2-1-②
-a

エネルギー先
進地域との情
報交換

-
飯田版マイクログリッド
（仮称）に向けた研究

低炭素エネルギー需給を実践している先進地域の視
察、情報収集を行うもの

- H21～H23 25 5

2-1-②
-ｂ

新たな事業
体の設立

-
飯田版マイクログリッド
（仮称）に向けた研究

低炭素エネルギー需給を地域で実現してゆくためのウエ
イ主体についての検討

- H21～H25 25 5

1
地球温暖化防止コーディ
ネーター活用事業

りんご並木のエコハウスを拠点にした地球温暖化防止
コーディネーターによる省エネ行動への誘導とコーディ
ネーター養成事業

1 H21～H25 25 5

2
防犯灯のＬＥＤ化推進事
業

市内の防犯灯6000本をＬＥＤに転換するもの 2 H21～H25 174 21

2-1-②
-d

環境視点から
の木材利用と
森林管理の
推進

-

間伐の促進
木材資源流動化のため
の経済的な仕組みの構
築検討

森林資源を「材」と「エネルギー」の双方から利用しつ
つ、適正な森林管理から吸収源確保につなげるととも
に、荒廃竹林の整備につなげるための竹活用について
検討する。

- H21～H25 180 36

1
住宅部門における再生
可能エネルギー推進事
業

住宅における太陽光発電、太陽熱温水器、木質バイオ
マス機器の普及を行い、民生家庭部門からの温室効果
ガス削減につなげる。

- H21～H25 218 44

2
メガワットソーラー発電事
業

中部電力と共同で行う大規模太陽光発電所による太陽
エネルギー供給事業

- H21～H25 1000 1000
地域新エネルギー等
導入促進事業

経済産業省 400

長野県飯田市

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

5

2-1-②
-e

2-1-②
-c

地域独自の
環境価値を
付加した低炭
素不動産の
普及と高効率
エネルギー機
器への転換
による既存住
宅の省エネ化

「おひさま」と
「もり」のエネル
ギー活用プロ
ジェクト

緑の分権改革調査事
業

総務省

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

2-2-②
-a

街区更新時の
低炭素街区の
構築

-
飯田版マイクログリッド
（仮称）に向けた研究

中心市街地に加え、市全体の様々な街区を想定した低
炭素エネルギーシステム構築の課題を抽出するもの。

- H21～H25 25 5

2-2-②
-b

市街地におけ
る熱供給シス
テムの構築

-
飯田版マイクログリッド
（仮称）に向けた研究

中心市街地を事例とした低炭素エネルギー需給システ
ム構築に向けた課題の抽出と低炭素エネルギー供給
（流通）の社会実験を行うもの。

- H21～H25 25 5

2-2-②
-c

低炭素不動産
プロジェクトの
展開

-
飯田版マイクログリッド
（仮称）に向けた研究

りんご並木のエコハウスを拠点にした、地域独自の低炭
素不動産を普及するあり方の研究や啓発活動

- H21～H25 25 5

2-3-②
-a

飯田市低炭素
社会基本条例
（仮称）による
地域のあらゆ
る構成員の温
暖化防止への
参画

- 条例制定にかかる検討
市民の低炭素ライフスタイルの実践へ導くために条例や
エコポイント制度を活用することを検討するもの

- H21～H25 0 0

2-3-②
-b

地育力向上連
携システム推
進計画等に基
づく現世代及
び次世代を担
う子供たちに対
する環境教育
の実施

-
現世代、次世代への環境
教育の実施

学校教育、生涯学習を通じて、子供から大人までを対象
にした環境学習を推進するもの

- H21～H25 48 9

2-3-②
-c

フード＆ウッド
マイレージ短縮
を通じた温室
効果ガス
削減活動への
参加促進

-

公共施設における食料
自給率の検討
公共施設における地域
食材の利用促進
飲食業者、建築業者の地
産地消の促進

地域木材や食材を地産地消する取り組みを推進するも
の

- H21～H25 67 13

5総務省
緑の分権改革調査事
業（再掲）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

2-3-②
-d

地球温暖化防
止コーディネー
ターの育成と
活用

-
地球温暖化防止コーディ
ネーター養成事業

民生部門で実践的な省エネ行動へと導くための地球温
暖化防止コーディネーターの育成し、活用するもの

- H21～H25 0.5 0.1

2-3-②
-e

エコツーリズム
型の人材交流
と人材確保

-
各産業における人材誘
導（農林、工業、観光、商
業等）

エコツーリズムやＵターン、Ｉターンキャンペーン等を通じ
地域への人材誘導を図るもの

- H21～H25 46 9

2-3-②
-f

カーボン・オフ
セットを通じた
横浜市等との
協働・交流

-
渋谷区との「みどりの環」
交流推進事業

横浜市のアクションプランに掲げる都市と農山村の連携
交流を推進すること、渋谷区の地球温暖化防止実行計
画に基づく当市との住民主体による交流を支援するもの

- H21～H25 1 0.3

2-4-②
-a

企業における
低炭素社会を
めざす取組

-
「低炭素社会をめざす研
究会」の設置

ＩＳＯ研究会の事業所を中心に「低炭素社会をめざす研
究会」の設置し、事業所における二酸化炭素削減に繋
がる取り組みを推進する。

- H21～H25 2 0.4

2-4-②
-b

事業所が行う
地域ぐるみ温
暖化防止一斉
行動の取組

-
地球温暖化防止一斉行
動の実施

地域の事業所を対象にノーマイカー、ライトダウン、エコ
ドライブ、ノーレジ袋等の一斉行動を呼びかける。

- H21～H25 0 0
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

2-4-②
-c

地域内の資源
循環産業の取
組

-

地域内の資源循環産業
の取組実施
消化ガスを利用したガス
発電システムの共同研究
の検証と実施設計

市内に賦存するバイオマス資源を活用した循環型地域
社会形成のためのバイオマスタウンに基づく事業化の
検討

- H21～H25 10 2

2-5-②
-a

車両の乗換え
による温室効
果ガス排出量
の削減

-
自転車市民共同利用シ
ステム推進事業

　前年に引き続き中心市街地の公共施設、事業所、宿
泊施設及び中学校に電動自転車等130台を配置し、市
民及び観光客を対象に低炭素な乗り物への転換を推進
する。また将来的な電気自動車の普及を見据え、電気
自動車を１台リースし、企業等への貸し出しを行い、市
内での利用の課題を探る。

- H21～H25 102 20

2-5-②
-b

ノーマイカー通
勤による温室
効果ガス排出
量の削減

-
自転車市民共同利用シ
ステム推進事業

新たに7事業所を加えた17事業所に電動自転車等を貸
出し、通勤等に利用してもらう。

- H21～H25 60 12

2-5-②
-c

公共交通を利
用する低炭素
モデルの構築

-
公共交通を利用する低炭
素モデルの構築

市民会議や試行運行の実施により、公共交通利用のモ
デルを構築する。

- H21～H25 510 102

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。
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１．総括票 団体名 北海道帯広市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

【業務】道路照明灯を省エネ照明灯に交換（削減効果：568t-CO2）　　　　　　 【家庭】太陽光発電の導入（削減効果：444.5t-CO2）
【産業】家畜飼料自給率向上対策（エコフィード）（削減効果：7,497t-CO2）　　【運輸】廃てんぷら油のBDF精製（削減効果：348t-CO2）
　　　　 防風林、市有林の植栽（削減効果：1,542t-CO2）

（１）取組の進捗状況

　帯広市の平成21年度の取組みは、アクションプランで予定していた事業のうち、一部で進捗の低調な事業があったが、おおむね順調に進んでいる。
　特に、一般家庭の太陽光発電の導入に関しては、国および市の補助導入により、当初予算で70件の予定が、補正で50件を追加し、平成21年度だけで116戸に設置するなど昨年までの累
計（平成12～20年度 163件、平成20年度のみ 26件）比71%の伸びとなった。
　一方、燃料の天然ガス等への転換については、供給体制等の課題により進捗が低調であったが、本格供給体制の前倒しも決まり、市の助成制度や公共施設への導入も含め、進展が期
待できる。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、その結果を
用いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、市民意識調
査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた22年度等に向けての課題と改善点

・家畜飼料の自給率向上に向け、未利用バイオマス資源（ビートトップ、豆がら等）を有効活用するため関係機関による協議会を立ち上げ実証事業を行なう。(農水省補助）
・木質バイオマス資源の利用促進に向け、カルビーポテト帯広工場の重油ボイラーを木質ペレットボイラーの変換が決定。(環境省事業採択）
・国からの地域に対する支援を、地域の省エネ・新エネ開発に最大限活用するため、（仮称）おびひろ市民エネルギー基金を立ち上げ、家庭部門の省エネを後押しする。

【バイオマス】十勝にある豊富なバイオマスや自然エネルギーの有効活用に向け、十勝管内全市町村や北海道、大学、関係団体、個人で組織される「十勝エネルギー特区推
進協議会」を立上げ、エリア全体でエネルギーの地産地消を推進する体制を構築した。6月に国の構造改革特区に申請し、11月に再提案を提出。
【バイオマス】NPOによる「イエローリボンプロジェクト」が立ち上がり、河川敷地や競馬場、十勝街道を菜の花やひまわりの黄色い花で彩るとともに、咲かせた後の種の回収も
行い、エネルギー循環・再利用をめざしている。
【その他】市2施設におけるESCO事業を実施。国内クレジット試行制度に本ESCO事業の排出削減スキームを申請し、自治体としては初めてクレジットとして認定された。

全体総括

（２）取組の主な成果

・マイバッグの携帯率が市内の各スーパーで56％となっている。
・市民・NPO・スーパーとの協働ではじまった家庭用廃食用油の再生モデル事業における平成21年度の家庭用廃食用油の回収率が24％となっており、取組みが広く浸透してきている。
・一般家庭での木質ペレットストーブの使用によるCO2削減分の提供をうけ、カーボン・オフセット化して市有林整備に活用するための資料としてアンケート調査を実施したところ、およそ７割
の賛同が得られ、環境意識の高さが証明された。（対象者：ストーブ購入補助（H18～21年）対象者 55人、回収率：95％）
・使用済み割り箸回収の取組みにおいて、回収量は1,800kg、回収協力店は100店舗にのぼり、市民の環境に対する意識の高まりをあらわしている。
・帯広版のアダプトプログラム（一定の区域を定めて行う清掃ボランティア活動）であるクリーンキャンバス21と、その個人版にあたるエコフレンズによる清掃活動については、クリーンキャン
バス21が当初7エリア3,000人参加を予定のところ、10エリア3,500人の参加となり、エコフレンズも計画登録人数の２倍に当る843名が登録される状況となっている。

帯広　1/1　（総括）
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２．個別事業に関する進捗状況など 団体名 北海道帯広市

温室効果ガス削減 地域活力の創出など

6.4t-CO2

育成林の平均吸収量を
1haあたり1.35t-C/ha・年
とする。

1.3ha×1.35t-C/ha・年×
44/12=6.4t-CO2

0.2t-CO2

発熱量の比を、ペレット：灯油 =
2kg：1ℓとする。
ペレット製造・利用 200kg/年
ペレット 200kgに相当する灯油
は、100ℓ
100ℓ/年×2.49kg-CO2/ℓ =
249kg-CO2/ℓ =0.2t-CO2

263t-CO2

育成林の平均吸収量を1haあたり1.35t-
C/ha・年、天然生林の平均吸収量を0.42t-
C/ha・年、アカエゾマツ32kg-CO2/年・本と
する。

緑地：0.2ha×1.35t-C/ha・年×44/12=0.99t
公園：38ha×0.42t-C/ha・年×44/12=58t
街路樹：6,385本×32kg-CO2/年
/1,000=204t-CO2

-

-

568t-CO2

［{（400W-150W)×81灯+(300W-150W)×107
灯+(250W-150W)×12灯+（400W-180W）×
497灯+(300W-180W)×101灯+（400W-
110W）×392灯+（300W-110W）×4灯+
（250W-110W）×6灯+（415W-125W）×1灯+
（415W-190W）×27灯+（310W-190W）×88
灯}×点灯時間11ｈ］×365日×0.479÷
1,000kg/t÷1,000W/kw

0.1t-CO2

1公園当りの節水量65m3
水道使用換算値 0.36kg-

CO2/m3

65m3/ヶ所×3ヶ所×

0.36kg-CO2/m3 =
70.2kg-CO2

17t-CO2

（0.25-0.025）kw×36灯×
11hr×365日×0.479kg-
CO2/kwh=15,577kg-CO2
（0.07-0.025）kw×18灯×
11hr×365日×0.479kg-
CO2/kwh=1,557kg-CO2

623t-CO2

住・緑・
まちづく

り

地域商店街の自主的な環
境活動として、地元紙の新
聞報道も行われ、市民意識
の啓発に貢献している。

省エネ住宅建築700戸

防犯街路灯については、自治
組織である町内会の財産と
なっており、交換に際してはそ
の同意が必要である。また、
設置後の財産の帰属など整
理すべき課題があり、25年度
より交換を開始する予定として
いる

町内会の意向調査、課題点の整理を行い、計画を前倒しで進
める予定。

現在のところ高効率照明の単
価が割高である。今後は普及
に伴い単価も下がっていくもの
と思われるため、22年度は計
画どおり設置を予定。

省エネ照明25灯、3つの公園の水洗トイレに電磁弁を設置予
定である。

(c)街灯、防犯
灯の省エネ化
（町内会や組合
管理の防犯灯
のLED化）

3-3 業務
検討・
実施
せず

＜実施＞
電信通商店街の街路灯54基（250w36基、70w18基）のLED（25w）
化

a

・帯広市及びメーカーに全
国から問い合わせがあるな
ど広く周知に役立っており、
波及効果が大きい。
・照明灯の年間電気料金を
21％（1,700万円）削減し
た。

順調に推移している。
チャレンジ25地域づくり事業【実証事業】（環境省）により、道
路照明灯の省エネ化を実施。（水銀灯⇒無電極放電灯（一部
LED）に交換）

(c)街灯、防犯
灯の省エネ化
（公園の省エネ
照明器具や節
水器具などの
導入）

3-2 業務 実施

＜実施＞
公園水洗トイレへの電磁弁の設置　3箇所
はぐくーむ外構外灯設備工事（LED）　35w、12灯
（計画25灯 達成率48％ ）

c

○ 実施

＜実施＞
環境省「環境保全型の地域づくりの推進支援事業」の全額補助
により、道路照明灯の省エネルギー化事業を推進。市道の約
3,800基の水銀灯（白色）のうち、1,116基を高圧ナトリウム灯（オレ
ンジ色）に、200基を無電極放電灯に交換（白樺通、西南大通、東
大通、西３条通、西５条通）。
(市内に4,800基ある道路照明灯のうち、全体の27％を交換。)
（計画1,035灯　実績1,316灯　約1.3倍の設置増）

a

業務 順調に推移している。実施

実施

＜実施＞
30万本植樹計画の実績
緑地：0.2ha、公園：38ha、街路樹など：6,385本（うち慶事記念樹
447本（誕生272本、還暦3本、新築172本）

植樹・間伐・林床管理により、多くの市民が親しめる「帯広の
森」を育てていく。また、帯広の森・はぐくーむを育成管理・利
活用の拠点施設とし、間伐などの森づくり体験、自然観察、木
工、ウォーキング、ペレットづくりなどの行事を行い、さらに森
の植物・動物調査により、植物や動物の生息状況を調べ、森
の育成管理や利活用へのフィードバックを図る。

＜実施＞
帯広の森ペレット工房整備
※試験的に200kgのペレットを製造、利用

直接的な排出量の削減効
果は大きくないが、今後、
木質ペレット利用に関し、
製造から利用までを一環し
て見学できるショーケース
としての機能・効果が期待
できる。

順調に推移している。
ペレットの生産開始、落ち葉の堆肥化施設整備、環境学習事
業の展開。

b

b

＜実施＞
帯広の森　植樹面積　1.3ha
帯広の森・はぐくーむ（帯広の森市民活動センター）の建設

のべ718名（企業含む）が植
樹に参加した。

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

(a)帯広の森育
成・活用とみど
りのまちづくり
の推進（(仮称)
帯広の森市民
活動センターを
拠点とした市民
協働で取り組
む「帯広の森」
の育成と活用）

実施

取組
方針

取組
内容

(a)帯広の森育
成・活用とみど
りのまちづくり
の推進（ペレッ
ト工房整備とバ
イオマス資源
の利活用）

(a)帯広の森育
成・活用とみど
りのまちづくり
の推進（30万本
植樹活動）

(c)街灯、防犯
灯の省エネ化
（道路照明灯の
高圧ナトリウム
ランプ化）

(b)環境リサイク
ル施設の集積
（（仮称）エコタ
ウンの造成）

1-1

業務1-2

1-3 業務

3-1 業務

b
人生における節目の時期
に苗木を贈呈する慶事記
念樹事業により、民有地緑
化の取組みを推進。

順調に推移している。
緑化キャンペーン、慶事記念樹贈呈事業、桜並木整備事業、
街路樹補植、その他植樹。

2 業務 ○ 検討

＜検討＞
中島地区エコタウンにおける木質系バイオマス施設、バイオガス
プラントの整備について検討中。

木質バイオマス施設については北海道開発局の協力により河川
における河畔林、流木などの賦存量調査を実施。

b 中島地区の土地利用方法に
ついて検討中である。

緑の分権改革推進事業（総務省）により木質、廃棄系バイオ
マス賦存量及び実証調査を実施し、バイオマス施設の導入に
向けた取組みを進める。

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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温室効果ガス削減 地域活力の創出など

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
方針

取組
内容

625件×2,000ℓ（一戸当た
りの年間灯油消費量）×
20%=250,000ℓ/年
250,000ℓ/年×2.49kg-
CO2/ℓ/1000=623t-CO2

82t-CO2

15kw×2,000hr/年×0.479kg-
CO2/kwh=14t-CO2
10kw×2,000hr/年×0.479kg-
CO2/kwh=10t-CO2
50kw×2,000hr/年×0.479kg-
CO2/kwh=48t-CO2
10kw×2,000hr/年×0.479kg-
CO2/kwh=10t-CO2

546t-CO2

市役所・とかちプラザ(電気、A重
油の3ヵ年（H17～19）実績値より
ベースラインを算定、ベースライ
ンからの削減量より算出）
810,285kwh×0.517kg-
CO2/kwh+47,016ℓ×2.71kg-
CO2/ℓ = 546t-CO2

22年度から発現

-

7,497t-CO2

2,499t/年×143kg-
CH4/t=357t-CH4/年
357t-CH4/年×21=7,497
ｔ-CO2

10t-CO2

長いも茎葉発熱量
3,000kcal/kg
灯油発熱量8,000kcal/ℓ
11t×3000kcal/kg×1,000
÷8000kcal/kg×2.49kg-
CO2÷1,000 = 10t-CO2

1,540t-CO2

384ha×1.0945t-C/ha/年
=420t-C/年
420×44/12=1,540t-CO2

公共施設や市内の民間施設における導入を検討。

直接的な削減効果以外に、間
接的な効果として、本事業にお
けるESCO事業者が、国内クレ
ジット試行制度における大企
業に相当する北海道電力のグ
ループ企業であったことから、
同試行制度に自治体として初
めて申請し、クレジットが認定
された（ 終的に74tを売却）。

4-2

順調に推移している。民間企
業への普及をすすめるため、
パンフレットを作成し、PRを実
施するなどの取組みが必要で
ある。

(d)省エネ建築
の促進（公共施
設の省エネ化）

検討・
実施
せず

＜実施＞
省エネルギー改修に関わる全ての経費（建設費、金利、ESCO事
業者の経費）を、光熱水費の削減分で賄う事業であるESCO事業
の実施
※国内クレジット取引試行制度において、自治体では初めて、帯
広市のESCO事業がクレジットとして認定。
帯広市役所
とかちプラザ
帯広空港

a業務

業務

新-1

b
当初の予定どおり改修工
事（2年継続）を進めてい
る。22年度にはさらに1棟の
改修工事を開始する。

順調に推移している。 市営住宅の全面改善（大空団地光3、4号棟）を実施予定。

豊成小学校：50kw以上、稲田浄水場：40kw、森の交流館：
10kwに設置予定。

(e)公共施設の
ストック活用と
長寿命化

5 業務 着手
＜着手＞
市営住宅全面改善　(大空団地光4号棟）

チャレンジ25地域づくり事業【実証事業】（環境省）
（民生業務部門における新エネルギー導入）

きめこまやかな臨時交付金事業（内閣府）
（公共施設における新エネルギー導入）

順調に推移している。検討

＜実施＞
前倒しして公共施設への太陽光発電を設置。
はぐくーむ（15kw）
ウインクリン（10kw）
帯広畜産大学（50kw）
帯広高など職業訓練校（10kw）
　
豊成小学校の実施設計

a

直接的な削減効果のほ
か、公共的な施設への導
入が進む事により、市民へ
のＰＲ効果も見込むことが
できる。

順調に推移している。今後は、
窓断熱のエコポイント導入など
により、さらなる効果が期待で
きる。

(d)省エネ建築
の促進（省エ
ネ・高性能建築
物の建築、改
築）

4-1
業務・家

庭
実施

＜実施＞
省エネ高性能住宅の建設実績　625件 b○

c＜実施＞
良質堆肥の投入実績　384ha（計画690ｔ 達成率56％）

11-3

モデル地区内で、作物とマッチ
ングした良質堆肥の製造手法
について協議・検討している
が、 適な手法を慎重に検討
する必要がある事から、実績
値が伸びなかったため、 適
な製造手法を研究し、良質堆
肥の投入増を目指す。

実施

(a)自然と共生
する循環型・地
域保全型の地
域づくり（良質
たい肥生産プ
ロジェクト）

(a)自然と共生
する循環型・地
域保全型の地
域づくり（バイ
オマス利活用
の推進）

産業

（a) 自然と共生
する循環型・環
境保全型の地
域づくり　（飼料
自給率の向上）

11-1 産業 ○ 実施
＜実施＞
エコフィード実績　2,499t b 順調に推移している。 エコフィード利用　3,000tの予定。

11-2 産業 実施 長いも茎葉2000ｔ、豆がら900ｔの燃料利用の予定。
＜実施＞
長いも茎葉の燃料利用　11t（計画500ｔ 達成率2.2％） c

長いもの茎葉とプラスチックは
合わせたままだと事業系産業
廃棄物と一般廃棄物の合わ
せ産業廃棄物となる課題があ
る。燃料利用としての活用に
むけ、規制緩和等について検
討を進める必要がある。

良質堆肥の投入 760haの予定。
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温室効果ガス削減 地域活力の創出など

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
方針

取組
内容

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

1,542t-CO2

アカエゾマツ1本あたりのCO2吸
収量を0.262t、育成林の平均吸
収量を1haあたり1.35t-C/haとす
る。
防風林植栽　5,785本×0.262ｔ
=1516t-CO2
市有林植栽実績　5.24ha×1.35t
×44/12=26t-CO2

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

330t-CO2

100ha×0.9t-ha/年=90t-
C/年
90t-C/年×44/12=330ｔ-
CO2

不耕起栽培面積400haを目指す。

おびひ
ろ発

農・食

学校給食における地元食材の利用に努め、地産地消の推
進、食の安全安心の確保、食育の推進を図る。

(c)広大な農地
を温室効果ガ
スの吸収源と
する取組みの
推進

13 産業 実施
＜実施＞
不耕起栽培の実績　100ha b

農業者の認知度が低いことか
ら、実践事例と効果について、
広く情報提供が必要である。

引き続きポロシリ自然体験観光推進事業を実施し、自然環境
保全の取組みや地産地消の推進を図る。

(b)地産地消の
推進（学校教育
における地域
食材利用）

12-3 実施

＜実施＞
学校給食での地産地消の推進（米については北海道米、パン小
麦については十勝産小麦を極力使用）。また、地産地消の推進
や郷土への愛着を深める目的で、1983年度から｢ふるさと給食週
間｣を実施。

b
順調に推移している。ただし、
極力地元食材を利用するよう
努力しているが、作況などに
左右される場合がある。

おびひろ大朝市については、開催場所に産直市場が常設さ
れるため中止となるが、おびひろ軽トラ夕市、帯広の森市民
農園サラダ館朝市など、その他の取組みは継続して開催する
予定である。

(b)地産地消の
推進（ポロシリ
自然体験観光
推進）

12-2 実施

＜実施＞
ポロシリ自然体験観光推進事業

ポロシリ自然公園は、日高山脈、十勝幌尻岳の山麓に位置する
自然豊かな公園である。この公園を核として自然環境保全の取
組みや地産地消の食イベントを実施。

b 順調に推移している。

＜実施＞
おびひろ「大朝市」を開催（28店参加）
とかち大平原センター夕市を開催（生産者10～18店、計15回）
おびひろ軽トラ夕市を開催（生産者7～14店、17回開催）
帯広の森市民農園サラダ館朝市を開催
地場農産物を使用した新たな料理創作を委託

b

競馬場で開催のおびひろ
軽トラ夕市には、約4,000人
が来場し、旬の野菜を求
め、大勢の来場者でにぎわ
い、地産地消の理解を深め
ることができた。

順調に推移している。12-1 実施

11-6 産業 ○ 実施
＜実施＞
防風林の植栽実績　5,785本（計画より125本の増）
市有林の植栽実績　5.24ha

b

11-5

(a)自然と共生
する循環型・地
域保全型の地
域づくり（営農
技術研究と支
援）

b
＜実施＞
作況調査、営農技術調査　11回実施
食育展示圃場の設置
気象情報システムの提供（気象ロボット5箇所設置）

＜実施＞
減肥・減農薬取組み面積実績　533ha
（計画330ha 約1.6倍の面積増）
（窒素換算減　29,315kg-N）

当初、試験的に実施する部
分のみを計画値として計上
していたが、結果が良好
だったため、面積の増につ
ながった。

順調に推移している。a

(a)自然と共生
する循環型・地
域保全型の地
域づくり（防風
保安林や耕地
防風林の多面
的活用）

11-4

実施

実施

(b)地産地消の
推進（地場農畜
産物の地産地
消促進）

(a)自然と共生
する循環型・地
域保全型の地
域づくり（クリー
ン農業の推進）

減肥・減農薬　350ha実施の予定。実施の結果によっては、面
積を増加する予定である。

作況・営農技術調査、食育展示圃場設置、気象情報システム
による情報提供の継続実施。

順調に推移している。

順調に推移している。
市有林の植栽は面積5ha、耕地防風林の植栽本数は5,660本
を予定している。
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温室効果ガス削減 地域活力の創出など

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
方針

取組
内容

196t-CO2

牛ふんたい肥ペレット：灯
油=2：1
75kℓ/年×2.62kg-CO2/ℓ
×1,000=196ｔ-CO2/年

348t-CO2

（75500ℓ＋64500ℓ）×
2.49kg-CO2/ℓ = 348t-
CO2

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

0.2t-CO2

5[KL]×34.6[GJ/KL]×
（1-1.01×0.97）×
0.0183[tC/GJ]×44÷12

-

-

-

-

家庭用てんぷら油回収率50％、産廃てんぷら油回収率20％
を目指す。

引き続き検証業務を実施し、どの程度二酸化炭素の排出量を
削減できているのか、また地域の産業活性化や環境保全にど
の程度貢献しているかなど、具体的に数値評価を行うととも
に、今後の展開方法を検討する予定。

牛ふん堆肥ペレットは、木質と比
較して燃焼後の灰分が多く、クリ
ンカが発生しやすいため、家庭の
ストーブ利用が難しく、農業での
利用の普及を図る必要がある。ま
た、堆肥に該当しないため、産廃
としての処理が必要になり、広く活
用するためには規制緩和が必要
である。

牛ふん堆肥ペレットの生産700ｔを目指す。

順調に推移している。

BDFの利用を継続実施し、その使用車両の増加を目指す。

引き続き検証業務を実施し、どの程度二酸化炭素の排出量を
削減できているのか、また地域の産業活性化や環境保全にど
の程度貢献しているかなど、具体的に数値評価を行うととも
に、今後の展開方法を検討する予定。

22-2
＜実施＞
公用車としてハイブリッド車8台を導入した。 b 順調に推移している。

創資源・
創エネ

順調に推移している。回収量
は増加傾向にあり、今後、さら
なる需要の拡大について取組
みを継続する必要がある。ま
た、高濃度の利用については
規制緩和が課題となる。

実施

＜実施＞
帯広市公用車　5台(塵芥車1台、清掃パトロール車3台、道路パト
ロ－ル車1台）、北海道十勝総合振興局　5台、民間バス事業者 4
台、スーパー配送車　20台でBDFを使用。

BDF使用車両について検証業務を実施し、利用の状況を把握す
るとともに、今後の展開方法について検討した。

b

実施

＜実施＞
一般家庭から出る廃てんぷら油を回収する「家庭用廃食用油の
再生利用モデル事業（おびひろ・BDFプロジェクト）」を実施。
家庭用てんぷら油回収実績　75,500ℓ（回収率24%）
産廃てんぷら油回収実績　64,500ℓ（回収率11%）

また、この事業についての検証業務を実施し、BDFの回収、利用
の状況を把握するとともに、市民の意識についても調査を行っ
た。

(b)新エネル
ギー技術の導
入とクリーンエ
ネルギーの導
入（バイオエタ
ノールやBDFに
よる自動車や
バスの運行）

22-1

(a)豊富なバイ
オマス資源の
活用（ 廃てん
ぷら油のBDF
精製）

21-2 運輸 ○ b

帯広土木現業所の公共工
事において、11箇所の工事
箇所において重機への燃
料にBDFの使用を求めるな
ど、建設現場にも波及して
いる。

(a)豊富なバイ
オマス資源の
活用（牛ふんた
い肥ペレット燃
料の生産）

21-1 産業 実施
＜実施＞
牛ふんたい肥ペレットの生産の実績　130t
（計画600ｔ 達成率22％）

c

導入に向けて関係機関との検討を継続する。

E10の試験研究用自動車で実証する。
国の特区検討結果を待って、導入車両を順次増加予定。

(b)新エネル
ギー技術の導
入とクリーンエ
ネルギーの導
入（小水力発電
の導入）

22-5 業務 検討
＜検討＞
帯広調整池、なかとかち浄水場への導入について検討中であ
る。

b 順調に推移している。

周知効果が期待される公用車への利用を引き続き行い、当
該燃料の普及を図る

(b)新エネル
ギー技術の導
入とクリーンエ
ネルギーの導
入（エタノール
10%混合燃料
（E10）の普及
促進）

22-4 運輸 実施

＜検討＞
十勝エネルギー特区推進協議会を立ち上げ、E10車両の公道走
行に向けて特区制度による規制緩和を要望。
特区申請において、「E10の試験研究用自動車以外の自動車へ
の使用を可能とするため、平成23年度に結論を得ることを目指し
て関係省庁で連携しつつ所要の検討を進めているところである
が、更なる前倒しを検討。」との回答を得ており、早期に結論が出
ることを期待。

c 法制上の課題をクリアする必
要がある。

脱マイカーの推進とともに、エコカーへの転換を継続して進め
る

(b)新エネル
ギー技術の導
入とクリーンエ
ネルギーの導
入（エタノール
3%混合燃料
（E3）の普及促
進）

22-3 実施
＜実施＞
E3使用車両10台(帯広市　2台、北海道十勝支庁　2台、その他　6
台）。

b 順調に推移している。

実施

(b)新エネル
ギー技術の導
入とクリーンエ
ネルギーの導
入（エコカーへ
の転換）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出など

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
方針

取組
内容

（定量化は困難）

-

444.5t-CO2

4kw×116件×2,000hr/年
×0.479kg-
CO2/kwh=444.5t-CO2

2,741t-CO2

4,421kg-CO2/年×3,100
件×20%=2,741t-CO2

585ｔ-CO2

天然ガス46MJ/㎥、A重油39.1MJ/ℓ

天然ガスの総熱量=46×703,138=32,344,348MJ

この熱量を得るための熱量必要量は、

32,344,348/39.1=827,221ℓ

天然ガスのCO2換算2.356kg-CO2/㎥なので、天然ガ

スによるCO2排出量=2.356×703,138=1,657ｔ-CO2

A重油の換算係数は2.71kg-CO2/ℓなのでA重油の

CO2排出量=2.71×827,221=2,242t

したがって、天然ガス転換による削減量=2,242-

1,657=585t-CO2

-

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-
順調に推移している。 中心市街地の活性化について引き続き協議を進める。

実用段階に至ることにより、家
畜糞尿処理問題への適正対
処が可能となる。

＜検討＞
環境モデル都市推進協議会において、北海道運輸局帯広運輸
支局、十勝地区トラック協会、帯広ガス、十勝バス、東北海道い
すゞ自動車、北海運輸と意見交換を行った。

天然ガスなどへの転換につい
ては、供給体制やランニングコ
ストの課題から進捗が低調で
あるが、本格供給体制の平成
24年度への前倒しが決まり、
進展が期待できる。

(a)おびひろまち
育てプランの推
進と中心市街
地活性化の具
現化

31

(d)燃料の天然
ガス・LPガスへ
の転換（自動車
燃料）

24-3 運輸

実施
＜実施＞
環境負荷を抑えた持続可能なまちづくりのため、環境モデル都市
おびひろの「おもてなし」創出プロジェクトを実施

b

実用化に向けて関係機関との協議を継続する。

現在、ガス事業者の単独供給
能力は家庭用を満たす程度し
かないが、本格供給体制の平
成24年度への前倒しが決ま
り、進展が期待できる。一方、
走行距離の制限の問題もあ
り、供給施設整備のコスト面で
の課題が大きい。

関係者・関係団体との意見交換を継続する。

（e）豊富なバイ
オガス資源か
らの水素製造

25 実施

＜実施＞
低炭素社会に向けた技術シーズ発掘・社会システム実証モデル
事業の実施により、既存バイオガスプラントの余剰消化液からア
ンモニアを分離回収し、水素を製造する、畜産糞尿の多段階利用
を研究。

b

水素、塩化アンモニウムの製
造、バイオガスの発酵効率の
向上、過酷な運転状況におけ
るロータリーエンジン・コージェ
ネレーションの稼動が確認さ
れ、帯広・十勝を代表する資源
であるバイオマスの地産地消
へ向けての道筋ができた。

検討・
実施
せず

現在はランニングコストが割高であるため、普及に向けて、潜
熱回収型の高効率給湯暖房機に対する市の補助制度導入を
検討する。22年度には50件の補助を創設する予定である。

実施
＜実施＞
ガス暖房実績　703,138㎥/年
（計画　普及率10％ 2,680ｔ-CO2　達成率22％）

c

天然ガスなどへの転換につい
ては、供給体制やランニングコ
ストの課題から進捗が低調で
あるが、本格供給体制の平成
24年度への前倒しが決まり、
進展が期待できる。

現在はランニングコストが割高であるため、普及に向けて、潜
熱回収型の高効率給湯暖房機に対する市の補助制度導入を
検討する。

a

(d)燃料の天然
ガス・LPガスへ
の転換　（企業
などの暖房）

24-2 業務

太陽光発電設備の購入補助を70件実施予定。申請件数に
よっては追加の検討も行う。

(d)燃料の天然
ガス・LPガスへ
の転換（家庭用
の暖房）

24-1 家庭・業務 実施
＜実施＞
ガス暖房など実績　3,100件
（計画79,000世帯の普及率10％（7,900世帯） 達成率39％）

c

チャレンジ25地域づくり事業において、事業対象施設に氷冷
房を導入する予定。また、施設の冷房や農産物の貯蔵施設な
どへの普及拡大を図る。

(c)太陽光発電
の普及 23

家庭・業
務

○ 実施
＜実施＞
太陽光発電購入補助実績　116件（計画80件約1.5倍の導入実
績）

a

当初予算での購入補助70
件が3ヶ月で埋まり、50件分
を追加補正するなど、太陽
光発電設備導入拡大に大
きく寄与している。

順調に推移している。

(b)新エネル
ギー技術の導
入とクリーンエ
ネルギーの導
入（雪氷エネル
ギーの導入）

22-6 実施
＜実施＞
十勝雪氷エネルギー協議会への参加及び現地視察会、講演会
などを通じた情報提供の実施と普及についての検討。

b
7/1開催の施設見学会、
12/19開催の講演会にはそ
れぞれ50名が参加した。

順調に推移している。
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取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
方針

取組
内容

（定量化は困難）

-

-

-

-

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

順調に推移しているが、実態
の把握の難しさが課題であ
る。

バス事業者、行政などで構成される帯広市地域公共交通活
性化協議会において引き続き協議を進める。

実施
＜実施＞
モビリティ・マネジメントなどバス利用促進策の推進 b

実施 ツーリングコースの検討を引き続き行う。

順調に推移している。

順調に推移している。

自転車・歩行者道マップを作成し、市の広報とともに配布し、
自転車の利用促進を図る予定。

引き続き年間300回、のべ30,000人を対象として実施。

当初300回、30,000人を目
標としていたが、ほぼ予定
どおり実施し、啓発を行っ
た。

順調に推移している。

35

運輸

＜実施＞
帯広市環境モデル都市推進協議会における自転車ツーリングの
仕組みづくり分科会内で協議を重ね、実行委員会を組織。平成
21年10月25日に清水町の十勝千年の森から帯広市広小路まで
のツーリングを行った。

b

(d)自転車、歩
行者利用環境
の整備（交通安
全教育の推進）

34-2 b実施

＜実施＞
市民の交通安全意識の醸成・向上のための教室及び研修会を
実施
年間336回・のべ34,400人を対象として実施。

（e）自転車ツー
リングの仕組み
づくり

順調に推移している。 都市計画道路変更の手続き（12路線）を行う予定である。

(d)自転車、歩
行者利用環境
の整備（自転
車、歩行者道
のネットワーク
などの利用環
境整備の促進）

34-1 検討
＜検討＞
自転車、歩行者道のネットワーク計画策定、交通量調査の実施 b

b 地域説明会を実施し、活発
な意見が交わされた。

(c)道路交通
ネットワークの
見直し、構築

33 検討
＜検討＞
都市計画道路の見直し作業に着手（13路線）

快適・賑
わうまち

(b)環境にやさ
しい公共交通
の利用促進

32

（a）全市民運動
の展開（（仮称）
環境モデル都
市推進協議会
の創設）

41-1 実施
＜実施＞
市民、企業、大学、行政など各界各層の18団体から構成される環
境モデル都市推進協議会を世界環境デーである6月5日に設立。

b
設立移行、5つのワーキン
ググループと7つの分科会
を立上げ、活発な意見交換
の場として機能している。

順調に推移している。
環境モデル都市推進協議会における行動計画の進捗管理・
検証を行う。また、新たな取組みについては分科会を設置す
る。

（a）全市民運動
の展開（環境家
計簿やエコポイ
ント事業の普
及）

41-2 実施

＜実施＞
環境家計簿については、導入に向けて環境モデル都市推進協議
会の分科会で検討を行った。
（計画：環境家計簿のWEB版立ち上げ　実績：検討に留まる。）
エコポイントについては、（社）帯広青年会議所が「エコでスマイル
推進事業」と連携し実施した。

ｃ
環境家計簿は、環境モデル都
市推進協議会の分科会にお
いて検討を重ね、意見の集約
に時間を要した。

帯広市独自の環境家計簿WEB版の立ち上げ、運用。
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取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
方針

取組
内容

-

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

2,240t-CO2

・レジ袋1枚当りCO2排出量
0.1kg-CO2
・市内で年間使用されるレジ袋
4,000万枚
0.1kg-CO2×40,000,000枚×56%
÷1,000 = 2,240t-CO2

（a）全市民運動
の展開（（仮称）
おびひろ市民
エネルギー基
金の創設）

41-3 ○ 実施

＜検討＞
基金創設に向けて「（仮称）おびひろ市民エネルギー基金導入に
係る調査業務」を実施。当該業務の成果を踏まえ、平成22年度に
基金を立ち上げる予定。

c
当初、H21年度中の創設とし
ていたが、若干の遅れが生じ
ている。H22年度に立ち上げを
目指す。

（仮称）おびひろ市民エネルギー基金の創設と活用による新
エネルギー導入などの促進を目指す。

（a）全市民運動
の展開（環境教
育の推進（環境
出前講座））

41-4 実施
＜実施＞
地球温暖化問題や省エネに係る環境出前講座をのべ23回実施。
（計画100回開催　達成率23％）

c
小学生から大人まで、のべ
1,424人が参加し、地球温
暖化問題や環境問題につ
いて学んだ。

実施体制の問題もあり、目標
回数まで到達できなかった。
今後、実施方法を含め、手法
について検討を行う。

実施体制を整え、環境出前講座を100回実施を目指す。

（a）全市民運動
の展開（環境教
育の推進（活力
ある学力づくり
支援事業））

41-5(1) 実施

＜実施＞
各学校が、独自に作成した学校改善プランの中で、重点的に取り
組む内容に応じて、環境教育支援メニューの3種のカテゴリーか
ら主体的に選択して応募し、その提案を受けて、教育委員会が採
択校及び補助金額を決定する制度である。

b
ビオトープ整備やBDFを活
用したリサイクル学習など、
バラエティに富んだ13校の
提案を採択、実施した。

順調に推移している。 環境教育支援メニューの継続実施を行う。

（a）全市民運動
の展開（環境教
育の推進（環境
教育の推進に
関する研究））

41-5(2) 実施
＜実施＞
環境教育素材の調査・研究を実施し、各学校に貸し出しのできる
体制を整備した。

b 順調に推移している。 環境教育素材の各学校への貸し出しを行う。

（a）全市民運動
の展開（世界の
人々と手を携え
た環境保全の
取組み）

41-6 実施

＜実施＞
JICA青年研修「インドネシア・環境保全」コース、JICA青年研修
「中国・自然環境保全」コース、ゼロ・エミッション型農業・農村開
発コース、中国天津市「環境管理能力向上」技術協力プロジェクト
本邦研修などに講師として職員を派遣し、帯広市の環境モデル
都市の取組みを広く紹介した。また、環境先進都市であるマディ
ソン市と帯広市は姉妹都市である事から、職員2名を派遣し情報
交換を行った。

b 順調に推移している。

JICA各種コースの受入を継続実施。
マディソン市はドイツの環境先進都市であるフライブルク市と
も姉妹都市となっており、帯広市を含む3都市との連携・協力
関係を検討する。

（a）全市民運動
の展開（全国の
環境モデル都
市との連携）

41-7 実施
＜実施＞
低炭素推進協議会に参加し、情報交換を行ったほか、下川町と
は互いに行政視察を実施し情報交換を行った。

b 順調に推移している。

実施

＜実施＞
マイバッグの持参率は上昇しており、56％となっている。なお、帯
広市と8事業所はレジ袋の削減について協定を締結しているが、
協定締結事業所での削減率は高く、80～90％である。
（計画：レジ袋辞退率35％　実績：56％　1.6倍の成果）

a

もっとも手軽な取組みのひ
とつであり、多くの市民に定
着しつつある。また、協定
締結店舗の一部から、レジ
袋削減の益金を市に寄附
いただく申し出もあった。

（b）ライフスタイ
ルの変革（マイ
バッグ持参によ
るレジ袋の削
減）

42-1 家庭

他都市との情報交換は継続して行う。また、共同事業につい
ても検討を行う。

順調に推移している。
辞退率のさらなる向上を目指す（計画上の辞退率40%は達成
済）。また、協定事業所以外での実施を検討する。
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取組
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平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
方針

取組
内容

（定量化は困難）

-

8.5t-CO2

※平均燃費10km/ℓと仮
定すると、36,557km÷
10km/ℓ×2.32kg-CO2/ℓ
= 8.5t-CO2削減相当とな
る。

-

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

一定程度の成果は挙げられて
いるが、参加者をいかに増や
すかに課題がある。

ノーカーデーの取組みを継続実施する。

（c）ごみリサイ
クル率の向上
（一般廃棄物処
理基本計画）

43-1 検討
＜検討＞
平成22～31年度の10年間を計画期間とする一般廃棄物処理基
本計画を策定。

b

計画の目標値を設定
・1人1日当りのごみ排出量
702g（H20比25%減）
・リサイクル率 40%（H20比
12%増）
・ 終処分量 5400t（H20比
30%減）

予定通り、基本計画を策定し
目標値を設定している。

目標の達成に向けて、各種取組を実施する。

（c）ごみリサイ
クル率の向上
（廃棄物減量な
ど推進審議会）

43-2 実施
＜実施＞
市長の諮問機関として、一般廃棄物処理基本計画案の審議を行
うため、審議会を3回開催した。

b
予定通り審議会を開催し、基
本計画の案について審議いた
だいている。

廃棄物減量など推進審議会開催（年2回）。

（c）ごみリサイ
クル率の向上
（資源回収）

43-3 実施
＜実施＞
総資源回収量　8,719t、730回収団体が実施。
（ペットボトル、雑びん類、缶類、紙パック、ダンボールなど）

b
ごみ減量と市民のリサイク
ルに対する啓発効果があっ
た。

順調に推移している。
資源集団回収団体には奨励金、回収業者には協力金を支出
する予定。

（c）ごみリサイ
クル率の向上
（生ごみ堆肥化
容器などの補
助）

43-4 実施
＜実施＞
生ごみ堆肥化容器　135個、電動生ごみ処理機　97台の購入助
成。

b 順調に推移している。
生ごみ堆肥化容器100個、電動生ごみ処理機100台の購入助
成を実施予定。

（c）ごみリサイ
クル率の向上
（ゴミュニティ
メール）

43-5 実施
＜実施＞
ゴミュニティメール年3回発行。春・秋のリサイクル祭り b 順調に推移している。

ゴミュニティメールの年2回発行、春・秋のリサイクル祭りの実
施。

（b）ライフスタイ
ルの変革（脱マ
イカーの推進
やエコドライブ
の促進）

42-3 実施
＜実施＞
ノーカーデー実績　14団体参加　節約距離のべ36,557km b

帯広市環境保全推進会議
が提唱するノーカーデーに
ついて、帯広市を含む官公
庁や民間企業など14団体、
6,629人が参加。

b
ライフスタイルの転換に係る取
組みは、市民の意識によると
ころが大きい事から、継続した
啓発が必要である。

マイ箸・マイボトルの利用について啓発の継続実施。
（b）ライフスタイ
ルの変革（マイ
箸やマイボトル
などの利用）

42-2 実施

＜実施＞
市役所職員に対し、マイ箸・マイボトルの利用を呼びかけた。ま
た、ジュニアリーダー養成講座「あすかの会」で実施するキャンプ
において、割り箸に替わりマイ箸を利用した。
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温室効果ガス削減 地域活力の創出など

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
方針

取組
内容

-

-

59.7t-CO2

2,000ℓ×2.49kg-CO2×12
件 = 59,760kg-CO2

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-
実施

＜実施＞
市職員に対し、ノー残業デーおよびバス利用の呼びかけを行っ
た。

b

（f）その他の環
境に配慮したエ
コ生活の実践
（市職員による
環境行動の率
先実行）

46

ノー残業デーについては業務
上、またバス利用については
路線外の施設職場などで一部
難しい面があるが、定着化を
目指す。

ノー残業デーの徹底、通勤時のバス利用の呼びかけを継続
実施。

（c）ごみリサイ
クル率の向上
（生ごみリサイ
クル）

43-6 ○ 検討
＜検討＞
バイオガスプラント整備に向けて、庁内において検討を行った。 b

現況では推計値しかなく、生ご
みの正確な賦存量が不明であ
る。

緑の分権改革推進事業により賦存量調査を実施。
（木質、廃棄系バイオマス賦存量及びそれらのバイオマスを
活用した施設の実証調査）

（d）木質ペレッ
トなどの普及 44

家庭・業
務

実施

＜実施＞
ペレットストーブ購入補助実績　12件
※1世帯当りの年間灯油使用量　2,000ℓ⇒木質ペレット 4tに相当
（木質ペレットの発熱量　4,000kcal/kg、灯油の発熱量
8,000kcal/ℓ）
（計画：導入件数70件　達成率17％）

ｃ
環境関連イベントや福祉セ
ンターでのペレットストーブ
常設展示により、市民の認
知度は上昇している。

ペレットストーブ導入件数を70
件見込んでいたが、原油価格
の高騰が落ち着いたこともあ
り、件数が伸びなかった。

ペレットストーブ20件補助。

（e）市民ボラン
ティアの拡充
（清掃美化活
動）

45-1 実施

＜実施＞
クリーンキャンバス21　10エリアで清掃活動実施（35団体、のべ
3,500人参加）
エコフレンズ登録者数 843名（計画400名 2倍の成果）

a

帯広版のアダプトプログラ
ムであるクリーンキャンバ
ス21と、その個人版に当た
るエコフレンズによる清掃
活動の認知度が上昇。当
初7エリア、3,000人参加を
予定のところ、10エリア、
3,500人参加となった。

順調に推移している。 クリーンキャンバス21　7エリア、エコフレンズ登録者500名。

（e）市民ボラン
ティアの拡充
（割り箸回収の
取組み）

45-2 実施

＜実施＞
NPO法人「カンナ・カンナ」により割り箸の回収、事業化に向けた
実験事業が行われた（農林水産省　外食産業バイオマス利用実
験事業を活用）。帯広市においても回収に協力。

b

割り箸の回収量は
1,800kg、回収協力店は100
店舗にのぼり、市民の環境
に対する意識の高まりに貢
献した。

H21年度は農水省のモデル事
業として回収を行ったが、事業
化を考慮するとコストが課題で
ある。

モデル事業としては終了するが、ライフスタイルの変革につい
て引き続き啓発に努める。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「なし」から選択して記入すること。
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施済み＞」「＜実施中＞」「＜検討中＞」「＜実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1
帯広の森市民活動セン
ターの建設

帯広の森市民活動センターの整備に合わせて太陽光発
電施設を設置するとともに、健全な森の育成や植樹によ
りCO2吸収を促進し、多くの市民が親しめる「帯広の森」
を育てるもの。

H21～ 132 都市公園事業 国土交通省 69

2
植樹・育樹、市民利用促
進

学校、企業、市民団体等による植樹や間伐による森の
健全な育成管理をすすめる。また、観察会の開催や森
づくり市民団体と連携した育樹体験ワークショップの開
催等。

H21～ 7.1

3 森の植物・動物調査
｢帯広の森｣が計画に沿った森に育成しているかどうか、
植物や動物の生息状況を調べ森の育成管理や利活用
にフィードバックさせる。

H21～ 0.4

2-1-①-
（a）-1-2

帯広の森育成・活用と
みどりのまちづくりの推
進（ペレット工房整備と
バイオマス資源の利活
用）

1
ペレット工房整備による
間伐材や剪定枝の利活
用

帯広の森の育成管理や公園、街路樹の管理で発生する間伐材や剪定枝などを利用
して木質ペレットを製造し、作ったペレットは帯広の森市民活動センターのペレットス
トーブに使用することにより循環型システムをモデル実証する。また、間伐など森づく
りの管理、チップの乾燥、ペレットの製造、燃料利用、燃焼灰の利用までの一連の過
程を子供たちや市民が体験学習することで地球環境問題に対する関心をさらに高め
るもの。

H21～ 23.8

1 緑化キャンペーン

「みどりの日緑化キャンペーン」、「みどりの募金」での苗
木の配布、管内関係機関とともに木工工作、剪定枝を
使った工作体験や植樹体験の実施や「みどりの募金」活
動を併せて行い多くの市民への啓発を図るもの。

H21～ 0.2

2 慶事記念樹贈呈事業
民有地の緑化を推進するため、出生届を提出した者及
び住宅を新築した者に対し苗木を贈呈するもの。

H21～ 1

3 桜並木整備事業
帯広の森や公園、公共緑地にサクラを中心に植樹を行
い桜並木を整備し、憩いの場を創出するもの。

H21～ 9

4 緑化重点事業支援事業
｢緑化重点地区｣に指定された地区に対して緑化推進を
行う。また、緑化の講習会や苗木支給などの支援を行う
もの。

H21～ 0.4

事業期間
（見込）

北海道帯広市

事業費総額
（見込）

（百万円）

H21年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

事業名

2-1-①-
（a）-1-1

帯広の森育成・
活用とみどりの
まちづくりの推進
（(仮称)帯広の森
市民活動セン
ターを拠点とした
市民協働で取り
組む「帯広の森」
の育成と活用）

事業概要

帯広の森育
成・活用とみど
りのまちづくり
の推進（30万
本植樹活動）

2-1-①-
（a）-1-3

取組
項目

枝
番
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H21年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

事業名 事業概要
取組
項目

枝
番

5 公園・街路樹補植 公園・街路樹の補植を行うもの。 H21～ 4.3

6 その他植樹 その他の植樹。 H21～ 0.1

2-1-①-
（b）-2

環境リサイクル施設の
集積（（仮称）エコタウン
の造成）

1
（仮称）エコタウンの造成
に係る各種施設計画、調
査等

広域交通体系や地理的特性に恵まれている中島地区に、廃棄物処理施設や環境リ
サイクル系施設を集約するエコタウンを造成することにより、イニシャルコストの低減
化や廃棄物の地域内処理体制を構築し、運搬車両等によるCO2排出量の削減を図
るもの。

H21～ 0
河川流木の賦存量調
査

交通省北海道開発局

2-1-①-
（c）-3-1

街灯、防犯灯の省エネ
化（道路照明灯の高圧
ナトリウムランプ化）

1
道路照明灯省エネル
ギー化事業

市内の道路照明灯の省エネ化。 H21～ 104.8 104.8
環境保全型の地域づく
りの推進支援事業

環境省 94

2-1-①-
（c）-3-2

街灯、防犯灯の省エネ
化（公園の省エネ照明
器具や節水器具などの
導入）

1 公園照明灯の省エネ化
水銀ランプをメタルハライドランプへの更新を進めCO2
の削減及び消耗品等の長寿命化を図っていくもの。

H21～ 0

2-1-①-
（c）-3-2

街灯、防犯灯の省エネ
化（公園の省エネ照明
器具や節水器具などの
導入）

1
公園トイレ水洗への電磁
弁の設置

水洗化の初期の頃の街区公園等のトイレは、水の量を
調整する器具がついていないため、電磁弁を設置して
水道使用量の節減を図るもの。

H21～ 1.4

2-1-①-
（c）-3-3

街灯、防犯灯の省エネ
化（町内会や組合管理
の防犯灯のLED化）

1
町内会、組合管理の防犯
灯のLED化

帯広市電信通り商店街振興組合が管理する街路灯54
基（水銀灯250W　36基、ナトリウム灯70W　18基）を25W
のLED灯に切り替えるもの。

H21～ 7.7 7.7
商店街等活力向上補
助金事業

経済産業省 5

2-1-①-
（d）-4-1

省エネ建築の促進（省
エネ・高性能建築物の
建築、改築）

1
省エネ・高性能建築物の
建築、改築

公共施設や商業施設などの大型施設、事業所や一般住宅などあらゆる建築物において、高断熱、高
気密、長耐用の省エネ・高性能建築物の建築や改築を進める。また、省エネ高性能建築物は、建物
性能の向上のほか、ヒートポンプやLED照明、太陽光発電や燃料電池、採光や太陽光蓄熱器、雨水
タンクなど、 先端の総合的な建築技術や設備技術を集約したものであり、それらの普及を図るた
め、モデルハウスの建築などにより普及啓発の取り組みを進めるとともに、これらの取り組みをとおし
て、地元建築事業者の技術力向上を図る。

H21～ 0

1 豊成小学校　実施設計 豊成小学校の実施設計。 H21～ 40.5
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H21年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

事業名 事業概要
取組
項目

枝
番

2
はぐくーむへの太陽光発
電設備導入、ペレットス
トーブ導入

帯広の森活動センターへの太陽光発電設備（15w）、ペ
レットストーブの導入(6台)。

H21～ 17.6

3
ウインクリンへの太陽光
発電設備導入

リサイクル施設であるウインクリンへの太陽光発電設備
導入（10kw）。

H21～ 0

4
帯広畜産大学への太陽
光発電設備導入

帯広畜産大学への太陽光発電設備導入（50kw）。 H21～ 41 41 施設整備費補助金 文部科学省 41

5
帯広高等職業訓練校へ
の太陽光発電設備導入

帯広高等職業訓練校への太陽光発電設備導入
（10kw）。

H21～ 8 8
地域新エネルギー等
導入促進事業

地域新エネルギー 4

6

帯広市都市農村交流
センター「サラダ館」へ
のペレット温室加温用
温風発生機導入

帯広市都市農村交流センター「サラダ館」へのペ
レット温室加温用温風発生機導入。

H21 10.1 10.1
地域グリーンニュー
ディール基金

環境省 10.1

2-1-①-
（d）-新-

1
1 ESCO事業の実施

帯広市役所、とかちプラザ、帯広空港でのESCO事
業の実施。

H21 9.4 9.4

2-1-①-
（e）-5

公共施設のス
トック活用と長
寿命化

1 市営住宅全面改善 市営住宅（大空団地光4号棟）の全面改善。 H21～ 118.7

1
道営草地整備事業の整
備計画

道営草地整備事業により帯広地区として酪農家及び八
千代牧場の草地整備を実施し、自給率の向上を図る。
また、八千代牧場の育成舎や機械の整備を実施し、牧
場の機能強化を図るもの。

H21～ 9.3

2
エコフィードセンターの活
用

平成20年度に整備したエコフィード施設を活用し、飼料
の自給率向上を図るとともに、帯広版TMRセンターのあ
り方を検討する。

H21～ 0.2

2-1-①-
（d）-4-2

2-2-①-
（a）-11-

1

自然と共生す
る循環型・環境
保全型の地域
づくり　（飼料自
給率の向上）

省エネ建築の
促進（公共施
設の省エネ化）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H21年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

事業名 事業概要
取組
項目

枝
番

2-2-①-
（a）-11-
2

自然と共生する循環
型・地域保全型の地域
づくり（バイオマス利活
用の推進）

1 バイオマス利活用の推進 長いも茎葉等、農作物残渣の循環利用を図るもの。 H21～ 0

2-2-①-
（a）-11-
3

自然と共生する循環
型・地域保全型の地域
づくり（良質たい肥生産
プロジェクト）

1
良質たい肥生産プロジェ
クト

家畜糞尿･たい肥のグレード分けを行い、不耕起栽培と
組み合わせた実証試験を実施するもの。

H21～ 0.3

2-2-①-
（a）-11-
4

自然と共生する循環
型・地域保全型の地域
づくり（クリーン農業の
推進）

1 クリーン、有機農業推進

JAS有機、特別栽培農家、エコファーマーの取組み戸
数、作物の拡大、減肥・減農薬に対する支援、土壌分
析、堆肥分析によるほ場の適正管理、ほ場の管理体制
の構築を行うもの。

H21～ 7.8

2-2-①-
（a）-11-
5

自然と共生する循環
型・地域保全型の地域
づくり（営農技術研究と
支援）

1 営農技術研究と支援
作況調査、営農技術調査、農業技術センター試験研究
業務委託、気象情報システムの更新を行うもの。

H21～ 12.2

2-2-①-
（a）-11-
6

自然と共生する循環
型・地域保全型の地域
づくり（防風保安林や耕
地防風林の多面的活
用）

1 市有林の植栽
農地を守るため、取り囲むように存在している防風保安
林や耕地防風林の整備促進を行うもの。

H21～ 47.2

2-2-①-
（b）-12-
1

地産地消の推進（地場
農畜産物の地産地消
促進）

1 大朝市などの開催
生産者と直接会話をし、地場の農畜産物を購入できる
機会を増やし、地元農業の理解促進と地産地消を促進
するもの。

H21～ 1

2-2-①-
（b）-12-
2

地産地消の推進（ポロ
シリ自然体験観光推
進）

1
ポロシリ自然体験観光推
進事業

ポロシリ自然公園を核として、地域住民と行政で組織さ
れた「ポロシリ自然体験観光推進委員会」による自然環
境保全の取り組みや地産地消の食イベントの実施。

H21～ 0.8

2-2-①-
（b）-12-
3

地産地消の推進（学校
教育における地域食材
利用）

1
学校給食における地域
食材利用

市内の小中学校の児童生徒等に対し、地元の食材を使
用した学校給食を提供する。

H21～ 0

2-2-①-
（c）-13

広大な農地を温室効果
ガスの吸収源とする取
組みの推進

1 不耕起栽培の促進
農地に良質堆肥を投入し、不耕起栽培との組合せによ
り土壌中への二酸化炭素貯留を促進及び作業機械の
燃料費削減を図るもの。

H21～ 2.2
農業生産地球温暖化
総合対策事業

農林水産省 2.2
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（実績）
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省庁等
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（百万円）

事業期間
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取組
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枝
番

2-3-①-
（a）-21-
1

豊富なバイオマス資源
の活用（牛ふんたい肥
ペレット燃料の生産）

1
牛ふんたい肥ペレット燃
料の生産

帯広・十勝に賦存する牛ふんたい肥を原料にペレット燃
料を生産するもの。

H21～ 0

1
 廃てんぷら油のBDF精
製

家庭用廃食用油をBDFに再利用するための啓発。 H21～ 0.1

2
家庭用廃食用油の再生
利用モデル事業検証業
務

平成20年4月から取り組みを始めた「家庭用廃食用油の再生利用モデル
事業」（おびひろ・ＢＤＦプロジェクト）の取組みが、どの程度の温暖化効果
ガスの排出量を削減できているのか、また地域の産業活性化や環境保
全にどの程度貢献しているかなど、具体的に数値評価を行うとともに、今
後の展開方法を検討するもの。

H21～H22 17 7
地域バイオマス利活用
交付金

農林水産省 7

3
昭和工業㈱が事業主体
となるBDF精製施設の整
備

昭和工業㈱が事業主体となるBDF精製施設の整備に対する補
助。同社は、自費によりBDF精製施設を運営していたが、廃食
用油の回収が順調に推移しているため、製造能力の増強と品
質確保の面から全自動タイプの設備導入を行うもの。

H21～ 56.2 28.1
エコ燃料利用促進補助
事業

環境省 28.1

2-3-①-
（b）-22-
1

新エネルギー技術の導
入とクリーンエネル
ギーの導入（バイオエ
タノールやBDFによる
自動車やバスの運行）

1
バイオエタノールやBDF
による自動車やバスの運

家庭用廃食用油から精製されたBDFを公用車に利用す
ることで、化石燃料の使用を軽減し地球にやさしい環境
づくりに貢献するとともに、市民への利用の普及を図る
もの。

H21～ 0

2-3-①-
（b）-22-
2

新エネルギー技術の導
入とクリーンエネル
ギーの導入（エコカー
への転換）

1 エコカーへの転換
天然ガスやプロパンガス車、クリーンディーゼル車やハ
イブリット車、プラグイン電気自動車の積極的な普及促
進を目指すもの。

H21～ 0

2-3-①-
（b）-22-
3

新エネルギー技術の導
入とクリーンエネル
ギーの導入（エタノール
3%混合燃料（E3）の普
及促進）

1
エタノール3%混合燃料
（E3）の普及促進

地域におけるバイオエタノール混合自動車燃料（エタノール3%混合燃料 以下、E3）の
啓発・普及を持続的に行っていくための周辺整備を行い、拡大普及への糸口とする
ため、E3の製造から給油まで行える施設整備ならびに周知効果が期待される行政機
関等公用車への燃料提供を行い、当該燃料の普及を図ることを目的とするもの。

H21～ 0

2-3-①-
（b）-22-
4

新エネルギー技術の導
入とクリーンエネル
ギーの導入（エタノール
10%混合燃料（E10）の
普及促進）

1
エタノール10%混合燃料
（E10）の普及促進

バイオエタノール混合率10％のガソリン　(以下、E10)
の日本国内における早期普及を図るため、自動車対応
技術と流通過程に関する技術開発を行い、導入環境を
早期に整備することを目的とするもの。

H21～ 10
高濃度バイオ燃料実
証事業

環境省 10

2-3-①-
（b）-22-
5

新エネルギー技術の導
入とクリーンエネル
ギーの導入（小水力発
電の導入）

1 小水力発電の導入

帯広市と近隣6町村に水道用水を供給している十勝中
部広域水道企業団の管路を利用して、水力発電を行う。
なかとかち浄水場と帯広調整池内での発電が可能であ
ることから、この2施設について取り組んでいくもの。

H21～ 0

2-3-①-
（a）-21-

2

豊富なバイオ
マス資源の活
用（ 廃てんぷ
ら油のBDF精

製）
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（百万円）
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取組
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枝
番

2-3-①-
（b）-22-
6

新エネルギー技術の導
入とクリーンエネル
ギーの導入（雪氷エネ
ルギーの導入）

1 雪氷エネルギーの導入

講演会やシンポジウムを通じて情報提供するとともに、
精密機器製造工場や食品工場など外気を導入できない
施設の冷房や農産物の貯蔵施設などに普及拡大を図る
もの。

H21～ 0

2-3-①-
（c）-23

太陽光発電の
普及

1 太陽光発電の普及

帯広市の地域特性である多日照、寒冷気候を有効活用
できる太陽光発電を一般家庭や公共施設に積極的に導
入する。一般家庭への導入普及を図る施策として、国の
補助制度と併せて、補助事業を継続実施するもの。

H21～ 125.5 住宅交付事業 国土交通省 114

2-3-①-
（d）-24-
1

燃料の天然ガ
ス・LPガスへの
転換（家庭用
の暖房）

1 家庭用の暖房への普及
市主催の各種環境イベントでの紹介など、まずは認知
度をあげていく。本体価格の値段と普及の度合いに応
じ、補助事業の必要性などを検討を行うもの。

H21～ 0

2-3-①-
（d）-24-
2

燃料の天然ガ
ス・LPガスへの
転換　（企業等
の暖房）

1 企業等の暖房への普及
市主催の各種環境イベントでの紹介など、まずは認知
度をあげていく。本体価格の値段と普及の度合いに応
じ、補助事業の必要性などを検討を行うもの。

H21～ 0

2-3-①-
（d）-24-
3

燃料の天然ガ
ス・LPガスへの
転換（自動車
燃料）

1 自動車燃料への普及
5年後を見越して、地域トラック協議会や大型トラックメー
カーと連携を密にし、CNG車普及の下地をつくっていくも
の。

H21 0

2-3-①-
（e）-25

豊富なバイオ
ガス資源から
の水素製造

1
低炭素社会に向けた技
術シーズ発掘・社会シス
テム実証モデル事業

バイオガスプラントから出される余剰消化液から窒素資源をアンモニアとして分離回
収、更に回収したアンモニアを水素キャリアーとして水素を効率的かつ安定的に生産
するCO2排出量削減効果の高い製造プロセスの開発を行う事業。

H21 0

2-4-①-
（a）-31

おびひろまち育
てプランの推進
と中心市街地
活性化の具現
化

1
「環境モデル都市おびひ
ろの「おもてなし」創出プ
ロジェクト」

おびひろ街の元気サイクル創出協議会が、中心市街地を対象に、「環境モデル都市
おびひろの「おもてなし」創出プロジェクト」と題して、環境モデル都市と中心市街地活
性化基本計画の事業を複合して、低炭素社会をめざし、街なかから発信するととも
に、豊かな環境に根ざした十勝の食資源等を活用し、農商工連携で生活者、観光
客、そして全国の皆さまを「おもてなし」するもの。

H21～ 25 地方の元気再生事業   房地域活性化統合 25

2-4-①-
（b）-32

環境にやさしい
公共交通の利
用促進

1
モビリティ・マネジメントな
どバス利用促進策の推
進

適切なバスネットワークの形成（路線の見直し）、モビリ
ティ・マネジメントなどバス利用促進策の推進を行うも
の。

H21～ 16
低炭素地域づくり面的
対策推進事業

環境省 16

2-4-①-
（c）-33

道路交通ネット
ワークの見直
し、構築

1 都市計画道路の見直し

都市計画道路を基本とした道路交通ネットワークの見直
しや再構築を行い、効率的・経済的な整備による自動車
の走行時間短縮や省エネ効果（CO2削減）などを目指す
もの。

H21～H22 2.5
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枝
番

2-4-①-
（d）-34-
1

自転車、歩行者利用環
境の整備（自転車、歩
行者道のネットワーク
などの利用環境整備の
促進）

1
ネットワーク計画策定、
交通量調査

学校及び大型商業施設、公共施設周辺で自転車の交
通量調査を実施し、自転車走行空間のネットワークを策
定するもの。

H21～ 3.8
都市・地域交通戦略推
進事業

国土交通省 2

2-4-①-
（d）-34-
2

自転車、歩行者利用環
境の整備（交通安全教
育の推進）

1 交通安全教育の推進
環境保護に関する市民意識の高揚等により、自転車の
利用が増加していると思われるため、交通安全教室及
び研修会等にこの点を考慮した内容を盛り込むもの。

H21～ 15.1

2-4-①-
（e）-35

自転車ツーリン
グの仕組みづ
くり

1
自転車ツーリングの仕組
みづくり

自転車愛好者をターゲットに、近郊の峠から帯広市内に
降りてくるツーリングコース設け、関係機関と連携しなが
ら「自らの足」で、「景観」、「遊」、「食」の魅力を五感で楽
しむことが出来る自転車ツーリングの仕組みづくりを進
める事業。

H21～ 0

2-5-①-
（a）-41-
1

全市民運動の展開
（（仮称）環境モデル都
市推進協議会の創設）

1
環境モデル都市推進協
議会の創設

環境モデル都市行動計画の取組みをを推進する民間主
導の推進組織である環境モデル都市推進協議会の創
設・運営。

H21～ 0

2-5-①-
（a）-41-
2

全市民運動の展開（環
境家計簿やエコポイン
ト事業の普及）

1
環境家計簿やエコポイン
ト事業の普及

市のＨＰ上に帯広市版環境家計簿を公開して環境意識
の啓発を図るとともに、エコポイント事業を推進するも
の。

H21～ 0

2-5-①-
（a）-41-
3

全市民運動の展開
（（仮称）おびひろ市民
エネルギー基金の創
設）

1
（仮称）おびひろ市民エネ
ルギー基金の創設

市民や企業からの寄付やカーボンオフセット、レジ袋購入費用
の寄付、電力会社や上下水道、ガス事業者からの寄付及び国
からの補助を活用しながらよる環境基金を創設し、市民などが
気軽に参加できる環境活動としての資金を創設するもの。

H21～ 2 2
地域政策総合補助金
（ソフト系事業）

北海道 1

2-5-①-
（a）-41-
4

全市民運動の展開（環
境教育の推進（環境出
前講座））

1
環境教育の推進（環境出
前講座）

一人ひとりが持続可能な社会の姿やそれに至る道筋を
考えられる様に、学校や各種団体等を訪問し、スライド
や漫画を利用し、親しみやすくわかりやすい環境学習を
行い、環境情報を提供するもの。

H21～ 0

2-5-①-
（a）-41-
5-（1）

全市民運動の展開（環
境教育の推進（活力あ
る学力づくり支援事
業））

1 環境教育支援

各学校から環境教育の企画提案を受けて、教育委員会
が採択校及び補助金額を決定する事業。各学校の取組
については、目標管理システムにより、適切な自己評価
や外部評価を実施する。

H21～ 2

2-5-①-
（a）-41-
5-（2）

全市民運動の展開（環
境教育の推進（環境教
育の推進に関する研
究））

1
環境教育の推進に関す
る研究

環境教育の推進に向けて、基本的な考え方の整理や資
料教材の作成等について、関連機関との連携協力を図
りながら事業を進めていくもの。

H21～ 0.7
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番

2-5-①-
（a）-41-
6

全市民運動の展開（世
界の人々と手を携えた
環境保全の取組み）

1

国際姉妹都市・友好都市
との情報交換、チラシ等
の作成、研修コースの検
討等

帯広市の取組みを広く世界に発信するとともに、環境先
進諸国と技術交流し、導入することで、諸外国と連携し
て環境保全対策を推進するもの。

H21～ 0.9

2-5-①-
（a）-41-
7

全市民運動の展開（全
国の環境モデル都市と
の連携）

1
全国の環境モデル都市と
の連携

環境モデル都市は、現在、13団体が選定されているが、
気候や産業構造、都市規模の異なる都市との連携を深
め、カーボンオフセットなどモデルとなる都市間交流の実
現をめざすもの。

H21～ 0

2-5-①-
（b）-42-
1

ライフスタイルの変革
（マイバッグ持参による
レジ袋の削減）

1
マイバッグ持参によるレ
ジ袋の削減

レジ袋の有料化やレジ袋辞退者へのポイント特典付与
など、レジ袋の削減に向けた取り組み。

H21～ 0

2-5-①-
（b）-42-
2

ライフスタイルの変革
（マイ箸やマイボトルな
どの利用）

1
マイ箸やマイボトルなど
の利用

市内の小学6年生を対象としたジュニアリーダーのリー
ダーキャンプ等で、マイ箸、生分解性プラスティック素材
のものを利用する取り組み。

H21～ 0

2-5-①-
（b）-42-
3

ライフスタイルの変革
（脱マイカーの推進や
エコドライブの促進）

1 脱マイカー等の推進

毎月第一金曜日をノーカーデーとして、マイカー通勤の
自粛を呼びかけ、ノーカーデー参加事業所ごとの毎月の
参加人数とマイカー通勤自粛距離の集計及び結果の報
告を行うもの。

H21～ 0

2-5-①-
（c）-43-
1

ごみリサイクル率の向
上（一般廃棄物処理基
本計画）

1
一般廃棄物処理基本計
画

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定されてい
る事項について、ごみ処理基本計画に定めるため、ごみ
発生量及び処理量の予測にかかるデータの算出・分析
について、資料の作成を専門業者に委託するもの。

H21 0.9

2-5-①-
（c）-43-
2

ごみリサイクル率の向
上（廃棄物減量等推進
審議会）

1
廃棄物減量等推進審議
会

「帯広市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第7条第
1項に基づき組織され、本市における一般廃棄物の減量
化の推進及び適正な処理に関する事項を審議するも
の。

H21～ 0.4

2-5-①-
（c）-43-
3

ごみリサイクル
率の向上（資
源回収）

1 資源回収

市民総ぐるみのごみ減量・資源化運動の展開を図るための事業の一環として､資源
集団回収奨励金支給制度を設け､資源回収運動に対する回収業者の協力がより一
層得られるよう事業環境を整備し､業者と回収団体の連携強化を図るため､資源回収
事業協力金支給制度を設けるもの。

H21～ 57.9

2-5-①-
（c）-43-
4

ごみリサイクル率
の向上（生ごみ
堆肥化容器など
の補助）

1
生ごみ堆肥化容器などの
補助

生ごみ堆肥化容器および電動生ごみ処理機の購入助
成。

H21～ 2.3
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H21年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

事業名 事業概要
取組
項目

枝
番

2-5-①-
（c）-43-
5

ごみリサイクル
率の向上（ゴ
ミュニティメー
ル）

1 ゴミュニティメール

ゴミュニティメールを課内で編集し年2回発行を行い、家
庭ごみの減量化、堆肥化容器の使い方、暮らしにおける
リサイクルのアイディアなどを掲載し、市民周知を行うも
の。

H21～ 1

2-5-①-
（c）-43-
6

ごみリサイクル
率の向上（生ご
みリサイクル）

1 生ごみリサイクル

家畜ふん尿などのバイオマス資源の活用を図るバイオ
ガスプラントとあわせ、有機性廃棄物（生ごみ）も段階的
に活用し、リサイクル率の向上を図るため、調査、研究、
整備計画等を実施するもの。

H21～ 0

1
木質ペレットストーブ購入
補助、燃料費補助

地域の特性である豊かな木材バイオマス資源を、ペレッ
ト燃料に再生する取り組みと連携し、一般家庭のペレッ
トストーブや事業所などで使用するペレットボイラーを普
及させるもの。

H21～ 1.6

2
カーボンオフセット活用型
森林づくり制度

市内の公共施設や一般家庭で使用した木質ペレット燃料の伝票を取りまとめて北海
道に提出し、制度設計委員会の審査・検証を受け、さらに排出削減が必要な企業を
仲介することにより、企業は排出削減量に見合う森林整備資金を帯広市に提供し、
森林整備が必要な市有林の土地において植林や間伐等を行うもの。

H21～ 0
カーボンオフセット活用
型森林づくり制度

北海道

2-5-①-
（e）-45-
1

市民ボランティ
アの拡充（清掃
美化活動）

1 清掃美化活動

市民が地域に愛着を持ち、それによって意識、マナーが向上し
ていくこと、地域の美化が市全体へつながっていくことを目指
す。クリーン・キャンバス・21やエコフレンズの取り組みについて
は、今後も同様継続拡大し、環境美化の活動を行う。

H21～ 0.7

2-5-①-
（e）-45-
2

市民ボランティ
アの拡充（割り
箸回収の取組
み）

1 割り箸回収の取り組み
外食産業者等で廃棄処分されている割り箸を回収し、木
質ペレットの原材料として再利用する取り組みを行うも
の。

H21～ 0

2-5-①-
（f）-46

その他の環境に配慮し
たエコ生活の実践（市
職員による環境行動の
率先実行）

1
市職員による環境行動の
率先実行

環境政策を加速するため、市職員自らが先導的役割を
担っていくもの。

H21～ 0

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

2-5-①-
（d）-44

木質ペレット等
の普及

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて記
載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1
帯広の森市民活動セン
ターの供用

帯広の森市民活動センターの整備に合わせて太陽光発
電施設を設置するとともに、健全な森の育成や植樹によ
りCO2吸収を促進し、多くの市民が親しめる「帯広の森」
を育てるもの。

1 H21～

2
植樹・育樹、市民利用促
進

学校、企業、市民団体等による植樹や間伐による森の
健全な育成管理をすすめる。また、観察会の開催や森
づくり市民団体と連携した育樹体験ワークショップの開
催等。

2 H21～

3 森の植物・動物調査
｢帯広の森｣が計画に沿った森に育成しているかどうか、
植物や動物の生息状況を調べ森の育成管理や利活用
にフィードバックさせる。

3 H21～

2-1-①-
（a）-1-2

帯広の森育成・活用と
みどりのまちづくりの推
進（ペレット工房整備と
バイオマス資源の利活
用）

1
ペレット工房整備による
間伐材や剪定枝の利活
用

帯広の森の育成管理や公園、街路樹の管理で発生する間伐材や剪定枝などを利用
して木質ペレットを製造し、作ったペレットは帯広の森市民活動センターのペレットス
トーブに使用することにより循環型システムをモデル実証する。また、間伐など森づく
りの管理、チップの乾燥、ペレットの製造、燃料利用、燃焼灰の利用までの一連の過
程を子供たちや市民が体験学習することで地球環境問題に対する関心をさらに高め
るもの。

1 H21～

1 緑化キャンペーン

「みどりの日緑化キャンペーン」、「みどりの募金」での苗
木の配布、管内関係機関とともに木工工作、剪定枝を
使った工作体験や植樹体験の実施や「みどりの募金」活
動を併せて行い多くの市民への啓発を図るもの。

1 H21～

2 慶事記念樹贈呈事業
民有地の緑化を推進するため、出生届を提出した者及
び住宅を新築した者に対し苗木を贈呈するもの。

2 H21～

3 桜並木整備事業
帯広の森や公園、公共緑地にサクラを中心に植樹を行
い桜並木を整備し、憩いの場を創出するもの。

3 H21～

4 緑化重点事業支援事業
｢緑化重点地区｣に指定された地区に対して緑化推進を
行う。また、緑化の講習会や苗木支給などの支援を行う
もの。

4 H21～

北海道帯広市

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

2-1-①-
（a）-1-1

帯広の森育成・
活用とみどりの
まちづくりの推進
（(仮称)帯広の森
市民活動セン
ターを拠点とした
市民協働で取り
組む「帯広の森」
の育成と活用）

2-1-①-
（a）-1-3

帯広の森育
成・活用とみど
りのまちづくり
の推進（30万
本植樹活動）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

5 公園・街路樹補植 公園・街路樹の補植を行うもの。 5 H21～

6 その他植樹 その他の植樹。 6 H21～

1
（仮称）エコタウンの造成
に係る各種施設計画、調
査等

広域交通体系や地理的特性に恵まれている中島地区に、廃棄
物処理施設や環境リサイクル系施設を集約するエコタウンを造
成することにより、イニシャルコストの低減化や廃棄物の地域
内処理体制を構築し、運搬車両等によるCO2排出量の削減を
図るもの。

1 H21～

2 緑の分権改革推進事業

これまで未利用であった林地残材、家畜ふん尿、農業残
さなどのバイオマスを利活用し、エネルギーの地産地消
を目指すことにより、地域の活性化と低炭素な地域づく
りを図る事業。

H22 21 21
緑の分権改革推進事
業

総務省 21

1
道路照明灯省エネル
ギー化事業

市内の道路照明灯の省エネ化。 1 H21～

2
チャレンジ25地域づくり事
業

市内の道路照明灯の省エネ化。 H22 100 100
チャレンジ25地域づく
り事業

環境省 100

2-1-①-
（c）-3-2

街灯、防犯灯の省
エネ化（公園の省エ
ネ照明器具や節水
器具などの導入）

1 公園照明灯の省エネ化
水銀ランプをメタルハライドランプへの更新を進めCO2
の削減及び消耗品等の長寿命化を図っていくもの。

1 H21～

2-1-①-
（c）-3-2

街灯、防犯灯の省
エネ化（公園の省エ
ネ照明器具や節水
器具などの導入）

1
公園トイレ水洗への電磁
弁の設置

水洗化の初期の頃の街区公園等のトイレは、水の量を
調整する器具がついていないため、電磁弁を設置して
水道使用量の節減を図るもの。

1 H21～

2-1-①-
（c）-3-3

街灯、防犯灯の省
エネ化（町内会や組
合管理の防犯灯の
LED化）

1
町内会、組合管理の防犯
灯のLED化

帯広市電信通り商店街振興組合が管理する街路灯54
基（水銀灯250W　36基、ナトリウム灯70W　18基）を25W
のLED灯に切り替えるもの。

1 H21～

2-1-①-
（b）-2

環境リサイクル
施設の集積
（（仮称）エコタ
ウンの造成）

2-1-①-
（c）-3-1

街灯、防犯灯
の省エネ化（道
路照明灯の高
圧ナトリウムラ
ンプ化）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

1
省エネ・高性能建築物の
建築、改築

公共施設や商業施設などの大型施設、事業所や一般住
宅などあらゆる建築物において、高断熱、高気密、長耐
用の省エネ・高性能建築物の建築や改築を進める。ま
た、省エネ高性能建築物は、建物性能の向上のほか、
ヒートポンプやLED照明 太陽光発電や燃料電池 採光

1 H21～

2
チャレンジ25地域づくり事
業

未利用エネルギーや先進的な対策技術の導入、及び既
存設備の効率的活用等を総合的に実施し、低炭素型社
会づくりを推進し、こうすれば「25％削減」できるという成
功事例を他の自治体に普及する。

H22 380 380
チャレンジ25地域づく
り事業

環境省 380

3
帯広の森市民プール省
エネ地域づくり事業

帯広の森温水プールにヒートポンプを導入するもの。 H22
地域活性化・きめ細
かな臨時交付金

内閣府

1 豊成小学校　建設工事 豊成小学校の建設工事。 1 H21～

2
帯広の森活動センターへ
の太陽光発電設備導入、
ペレットストーブ導入

帯広の森活動センターへの太陽光発電設備（15w）、ペ
レットストーブの導入(6台)。

2 H21～

3
ウインクリンへの太陽光
発電設備導入

ウインクリンへの太陽光発電設備導入（10kw）。 3 H21～

4
帯広畜産大学への太陽
光発電設備導入

帯広畜産大学への太陽光発電設備導入（50kw）。 4 H21～

5
帯広高等職業訓練校へ
の太陽光発電設備導入

帯広高等職業訓練校への太陽光発電設備導入
（10kw）。

5 H21～

6
帯広市　森の交流館・十
勝　整備事業

「森の交流館・十勝」への太陽光発電設備及び
LED照明の導入。

H22～H23 30 30 グリーンニューディール 環境省 30

2-1-①-
（d）-4-1

省エネ建築の
促進（省エネ・
高性能建築物
の建築、改築）

2-1-①-
（d）-4-2

省エネ建築の
促進（公共施
設の省エネ化）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

2-1-①-
（d）-新-

1
1 ESCO事業の実施

帯広市役所、とかちプラザ、帯広空港でのESCO事
業の実施。

新-1 H21～

2-1-①-
（e）-5

公共施設のス
トック活用と長
寿命化

1 市営住宅全面改善 市営住宅の全面改善。 1 H21～

1
道営草地整備事業の整
備計画

道営草地整備事業により帯広地区として酪農家及び八
千代牧場の草地整備を実施し、自給率の向上を図る。
また、八千代牧場の育成舎や機械の整備を実施し、牧
場の機能強化を図るもの。

1 H21～

2
エコフィードセンターの活
用

平成20年度に整備したエコフィード施設を活用し、飼料
の自給率向上を図るとともに、帯広版TMRセンターのあ
り方を検討する。

2 H21～

2-2-①-
（a）-11-
2

自然と共生する循
環型・地域保全型
の地域づくり（バイ
オマス利活用の推
進）

1 バイオマス利活用の推進 長いも茎葉等、農作物残渣の循環利用を図るもの。 1 H21～

2-2-①-
（a）-11-
3

自然と共生する循
環型・地域保全型
の地域づくり（良質
たい肥生産プロジェ
クト）

1
良質たい肥生産プロジェ
クト

家畜糞尿･たい肥のグレード分けを行い、不耕起栽培と
組み合わせた実証試験を実施するもの。

1 H21～

2-2-①-
（a）-11-
4

自然と共生する循
環型・地域保全型
の地域づくり（クリー
ン農業の推進）

1 クリーン、有機農業推進

JAS有機、特別栽培農家、エコファーマーの取組み戸
数、作物の拡大、減肥・減農薬に対する支援、土壌分
析、堆肥分析によるほ場の適正管理、ほ場の管理体制
の構築を行うもの。

1 H21～

2-2-①-
（a）-11-
5

自然と共生する循
環型・地域保全型
の地域づくり（営農
技術研究と支援）

1 営農技術研究と支援
作況調査、営農技術調査、農業技術センター試験研究
業務委託、気象情報システムの更新を行うもの。

1 H21～

2-2-①-
（a）-11-
6

自然と共生する循
環型・地域保全型
の地域づくり（防風
保安林や耕地防風
林の多面的活用）

1 市有林の植栽
農地を守るため、取り囲むように存在している防風保安
林や耕地防風林の整備促進を行うもの。

1 H21～

2-2-①-
（a）-11-

1

自然と共生す
る循環型・環境
保全型の地域
づくり　（飼料自
給率の向上）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

2-2-①-
（b）-12-
1

地産地消の推進
（地場農畜産物の
地産地消促進）

1 大朝市などの開催
生産者と直接会話をし、地場の農畜産物を購入できる
機会を増やし、地元農業の理解促進と地産地消を促進
するもの。

1 H21～

2-2-①-
（b）-12-
2

地産地消の推進
（ポロシリ自然体験
観光推進）

1
ポロシリ自然体験観光推
進事業

ポロシリ自然公園を核として、地域住民と行政で組織さ
れた「ポロシリ自然体験観光推進委員会」による自然環
境保全の取り組みや地産地消の食イベントの実施。

1 H21～

2-2-①-
（b）-12-
3

地産地消の推進
（学校教育における
地域食材利用）

1
学校給食における地域
食材利用

市内の小中学校の児童生徒等に対し、地元の食材を使
用した学校給食を提供する。

1 H21～

2-2-①-
（c）-13

広大な農地を温室
効果ガスの吸収源
とする取組みの推
進

1 不耕起栽培の促進
農地に良質堆肥を投入し、不耕起栽培との組合せによ
り土壌中への二酸化炭素貯留を促進及び作業機械の
燃料費削減を図るもの。

1 H21～

2-3-①-
（a）-21-
1

豊富なバイオマス
資源の活用（牛ふ
んたい肥ペレット燃
料の生産）

1
牛ふんたい肥ペレット燃
料の生産

帯広・十勝に賦存する牛ふんたい肥を原料にペレット燃
料を生産するもの。

1 H21～

1
 廃てんぷら油のBDF精
製

家庭用廃食用油をBDFに再利用するための啓発。 1 H21～

2
家庭用廃食用油の再生
利用モデル事業検証業
務

平成20年4月から取り組みを始めた「家庭用廃食用油の再生利用モデル事業」（おび
ひろ・ＢＤＦプロジェクト）の取組みが、どの程度の温暖化効果ガスの排出量を削減で
きているのか、また地域の産業活性化や環境保全にどの程度貢献しているかなど、
具体的に数値評価を行うとともに、今後の展開方法を検討するもの。

2 H21～H22 17 10
地域バイオマス利活
用交付金

農林水産省 10

2-3-①-
（b）-22-
1

新エネルギー技術の導
入とクリーンエネル
ギーの導入（バイオエ
タノールやBDFによる
自動車やバスの運行）

1
バイオエタノールやBDF
による自動車やバスの運

家庭用廃食用油から精製されたBDFを公用車に利用す
ることで、化石燃料の使用を軽減し地球にやさしい環境
づくりに貢献するとともに、市民への利用の普及を図る
もの。

1 H21～

2-3-①-
（b）-22-
2

新エネルギー技術
の導入とクリーンエ
ネルギーの導入（エ
コカーへの転換）

1 エコカーへの転換
天然ガスやプロパンガス車、クリーンディーゼル車やハ
イブリット車、プラグイン電気自動車の積極的な普及促
進を目指すもの。

1 H21～

豊富なバイオ
マス資源の活
用（ 廃てんぷ
ら油のBDF精
製）

2-3-①-
（a）-21-
2
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

2-3-①-
（b）-22-
3

新エネルギー技術
の導入とクリーンエ
ネルギーの導入（エ
タノール3%混合燃料
（E3）の普及促進）

1
エタノール3%混合燃料
（E3）の普及促進

地域におけるバイオエタノール混合自動車燃料（エタノール3%混合燃料
以下、E3）の啓発・普及を持続的に行っていくための周辺整備を行い、拡
大普及への糸口とするため、E3の製造から給油まで行える施設整備なら
びに周知効果が期待される行政機関等公用車への燃料提供を行い、当
該燃料の普及を図ることを目的とするもの。

1 H21～

2-3-①-
（b）-22-
4

新エネルギー技術
の導入とクリーンエ
ネルギーの導入（エ
タノール10%混合燃
料（E10）の普及促
進）

1
エタノール10%混合燃料
（E10）の普及促進

バイオエタノール混合率10％のガソリン　(以下、E10)
の日本国内における早期普及を図るため、自動車対応
技術と流通過程に関する技術開発を行い、導入環境を
早期に整備することを目的とするもの。

1 H21～

2-3-①-
（b）-22-
5

新エネルギー技術
の導入とクリーンエ
ネルギーの導入（小
水力発電の導入）

1 小水力発電の導入

帯広市と近隣6町村に水道用水を供給している十勝中
部広域水道企業団の管路を利用して、水力発電を行う。
なかとかち浄水場と帯広調整池内での発電が可能であ
ることから、この2施設について取り組んでいくもの。

1 H21～

2-3-①-
（b）-22-
6

新エネルギー技術
の導入とクリーンエ
ネルギーの導入（雪
氷エネルギーの導
入）

1 雪氷エネルギーの導入

講演会やシンポジウムを通じて情報提供するとともに、
精密機器製造工場や食品工場など外気を導入できない
施設の冷房や農産物の貯蔵施設などに普及拡大を図る
もの。

1 H21～

2-3-①-
（c）-23

太陽光発電の
普及

1 太陽光発電の普及

帯広市の地域特性である多日照、寒冷気候を有効活用
できる太陽光発電を一般家庭や公共施設に積極的に導
入する。一般家庭への導入普及を図る施策として、国の
補助制度と併せて、補助事業を継続実施するもの。

1 H21～

2-3-①-
（d）-24-
1

燃料の天然ガ
ス・LPガスへの
転換（家庭用
の暖房）

1 家庭用の暖房への普及
市主催の各種環境イベントでの紹介など、まずは認知
度をあげていく。本体価格の値段と普及の度合いに応
じ、補助事業の必要性などを検討を行うもの。

1 H21～

2-3-①-
（d）-24-
2

燃料の天然ガ
ス・LPガスへの
転換　（企業等
の暖房）

1 企業等の暖房への普及
市主催の各種環境イベントでの紹介など、まずは認知
度をあげていく。本体価格の値段と普及の度合いに応
じ、補助事業の必要性などを検討を行うもの。

1 H21～

2-3-①-
（e）-25

豊富なバイオ
ガス資源から
の水素製造

1
低炭素社会に向けた技
術シーズ発掘・社会シス
テム実証モデル事業

バイオガスプラントから出される余剰消化液から窒素資源をア
ンモニアとして分離回収、更に回収したアンモニアを水素キャリ
アーとして水素を効率的かつ安定的に生産するCO2排出量削
減効果の高い製造プロセスの開発を行う事業。

1 H21

2-4-①-
（a）-31

おびひろまち育
てプランの推進
と中心市街地
活性化の具現
化

1
「環境モデル都市おびひ
ろの「おもてなし」創出プ
ロジェクト」

おびひろ街の元気サイクル創出協議会が、中心市街地を対象に、「環境
モデル都市おびひろの「おもてなし」創出プロジェクト」と題して、環境モデ
ル都市と中心市街地活性化基本計画の事業を複合して、低炭素社会を
めざし、街なかから発信するとともに、豊かな環境に根ざした十勝の食資
源等を活用し、農商工連携で生活者、観光客、そして全国の皆さまを「お
もてなし」するもの。

1 H21～
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（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）
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番号
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枝
番
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事業期間
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H
21
枝
番

2-4-①-
（b）-32

環境にやさしい
公共交通の利
用促進

1
モビリティ・マネジメントな
どバス利用促進策の推
進

適切なバスネットワークの形成（路線の見直し）、モビリ
ティ・マネジメントなどバス利用促進策の推進を行うも
の。

1 H21～

2-4-①-
（c）-33

道路交通ネット
ワークの見直
し、構築

1 都市計画道路の見直し

都市計画道路を基本とした道路交通ネットワークの見直
しや再構築を行い、効率的・経済的な整備による自動車
の走行時間短縮や省エネ効果（CO2削減）などを目指す
もの。

1 H21～H22

2-4-①-
（d）-34-
1

自転車、歩行
者利用環境の
整備（自転車、
歩行者道の
ネットワークな

1
ネットワーク計画策定、
交通量調査

学校及び大型商業施設、公共施設周辺で自転車の交
通量調査を実施し、自転車走行空間のネットワークを策
定するもの。

1 H21～

2-4-①-
（d）-34-
2

自転車、歩行
者利用環境の
整備（交通安
全教育の推
進）

1 交通安全教育の推進
環境保護に関する市民意識の高揚等により、自転車の
利用が増加していると思われるため、交通安全教室及
び研修会等にこの点を考慮した内容を盛り込むもの。

1 H21～

2-4-①-
（e）-35

自転車ツーリン
グの仕組みづ
くり

1
自転車ツーリングの仕組
みづくり

自転車愛好者をターゲットに、近郊の峠から帯広市内に
降りてくるツーリングコース設け、関係機関と連携しなが
ら「自らの足」で、「景観」、「遊」、「食」の魅力を五感で楽
しむことが出来る自転車ツーリングの仕組みづくりを進
める事業。

1 H21～

2-5-①-
（a）-41-
1

全市民運動の展
開（（仮称）環境
モデル都市推進
協議会の創設）

1
環境モデル都市推進協
議会の創設

環境モデル都市行動計画の取組みをを推進する民間主
導の推進組織である環境モデル都市推進協議会の創
設・運営。

1 H21～

2-5-①-
（a）-41-
2

全市民運動の展
開（環境家計簿
やエコポイント事
業の普及）

1
環境家計簿やエコポイン
ト事業の普及

市のＨＰ上に帯広市版環境家計簿を公開して環境意識
の啓発を図るとともに、エコポイント事業を推進するも
の。

1 H21～

2-5-①-
（a）-41-
3

全市民運動の展
開（（仮称）おび
ひろ市民エネル
ギー基金の創
設）

1
（仮称）おびひろ市民エネ
ルギー基金の創設

市民や企業からの寄付やカーボンオフセット、レジ袋購入費用
の寄付、電力会社や上下水道、ガス事業者からの寄付及び国
からの補助を活用しながらよる環境基金を創設し、市民などが
気軽に参加できる環境活動としての資金を創設するもの。

1 H21～

2-5-①-
（a）-41-
4

全市民運動の展
開（環境教育の
推進（環境出前
講座））

1
環境教育の推進（環境出
前講座）

一人ひとりが持続可能な社会の姿やそれに至る道筋を
考えられる様に、学校や各種団体等を訪問し、スライド
や漫画を利用し、親しみやすくわかりやすい環境学習を
行い、環境情報を提供するもの。

1 H21～
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枝
番

2-5-①-
（a）-41-
5-（1）

全市民運動の展
開（環境教育の
推進（活力ある
学力づくり支援
事業））

1 環境教育支援

各学校から環境教育の企画提案を受けて、教育委員会
が採択校及び補助金額を決定する事業。各学校の取組
については、目標管理システムにより、適切な自己評価
や外部評価を実施する。

1 H21～

2-5-①-
（a）-41-
5-（2）

全市民運動の展
開（環境教育の
推進（環境教育
の推進に関する
研究））

1
環境教育の推進に関す
る研究

環境教育の推進に向けて、基本的な考え方の整理や資
料教材の作成等について、関連機関との連携協力を図
りながら事業を進めていくもの。

1 H21～

2-5-①-
（a）-41-
6

全市民運動の展
開（世界の人々と
手を携えた環境
保全の取組み）

1

国際姉妹都市・友好都市
との情報交換、チラシ等
の作成、研修コースの検
討等

帯広市の取組みを広く世界に発信するとともに、環境先
進諸国と技術交流し、導入することで、諸外国と連携し
て環境保全対策を推進するもの。

1 H21～

2-5-①-
（a）-41-
7

全市民運動の展
開（全国の環境
モデル都市との
連携）

1
全国の環境モデル都市と
の連携

環境モデル都市は、現在、13団体が選定されているが、
気候や産業構造、都市規模の異なる都市との連携を深
め、カーボンオフセットなどモデルとなる都市間交流の実
現をめざすもの。

1 H21～

2-5-①-
（b）-42-
1

ライフスタイルの
変革（マイバッグ
持参によるレジ
袋の削減）

1
マイバッグ持参によるレ
ジ袋の削減

レジ袋の有料化やレジ袋辞退者へのポイント特典付与
など、レジ袋の削減に向けた取り組み。

1 H21～

2-5-①-
（b）-42-
2

ライフスタイルの
変革（マイ箸やマ
イボトルなどの利
用）

1
マイ箸やマイボトルなど
の利用

市内の小学6年生を対象としたジュニアリーダーのリー
ダーキャンプ等で、マイ箸、生分解性プラスティック素材
のものを利用する取り組み。

1 H21～

2-5-①-
（b）-42-
3

ライフスタイルの
変革（脱マイカー
の推進やエコドラ
イブの促進）

1 脱マイカー等の推進

毎月第一金曜日をノーカーデーとして、マイカー通勤の
自粛を呼びかけ、ノーカーデー参加事業所ごとの毎月の
参加人数とマイカー通勤自粛距離の集計及び結果の報
告を行うもの。

1 H21～

2-5-①-
（c）-43-
2

ごみリサイクル率
の向上（廃棄物
減量等推進審議
会）

1
廃棄物減量等推進審議
会

「帯広市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第7条第
1項に基づき組織され、本市における一般廃棄物の減量
化の推進及び適正な処理に関する事項を審議するも
の。

1 H21～

2-5-①-
（c）-43-
3

ごみリサイクル
率の向上（資
源回収）

1 資源回収

市民総ぐるみのごみ減量・資源化運動の展開を図るための事業の一環と
して､資源集団回収奨励金支給制度を設け､資源回収運動に対する回収
業者の協力がより一層得られるよう事業環境を整備し､業者と回収団体
の連携強化を図るため､資源回収事業協力金支給制度を設けるもの。

1 H21～
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2-5-①-
（c）-43-
4

ごみリサイクル
率の向上（生ご
み堆肥化容器
などの補助）

1
生ごみ堆肥化容器などの
補助

生ごみ堆肥化容器および電動生ごみ処理機の購入助
成。

1 H21～

2-5-①-
（c）-43-
5

ごみリサイクル
率の向上（ゴ
ミュニティメー
ル）

1 ゴミュニティメール

ゴミュニティメールを課内で編集し年2回発行を行い、家
庭ごみの減量化、堆肥化容器の使い方、暮らしにおける
リサイクルのアイディアなどを掲載し、市民周知を行うも
の。

1 H21～

2-5-①-
（c）-43-
6

ごみリサイクル
率の向上（生ご
みリサイクル）

1 生ごみリサイクル

家畜ふん尿などのバイオマス資源の活用を図るバイオ
ガスプラントとあわせ、有機性廃棄物（生ごみ）も段階的
に活用し、リサイクル率の向上を図るため、調査、研究、
整備計画等を実施するもの。

1 H21～

2-5-①-
（d）-44

木質ペレット等
の普及

1
木質ペレットストーブ購入
補助、燃料費補助

地域の特性である豊かな木材バイオマス資源を、ペレッ
ト燃料に再生する取り組みと連携し、一般家庭のペレッ
トストーブや事業所などで使用するペレットボイラーを普
及させるもの。

1 H21～

2-5-①-
（e）-45-
1

市民ボランティ
アの拡充（清掃
美化活動）

1 清掃美化活動

市民が地域に愛着を持ち、それによって意識、マナーが向上し
ていくこと、地域の美化が市全体へつながっていくことを目指
す。クリーン・キャンバス・21やエコフレンズの取り組みについて
は、今後も同様継続拡大し、環境美化の活動を行う。

1 H21～

2-5-①-
（e）-45-
2

市民ボランティ
アの拡充（割り
箸回収の取組
み）

1 割り箸回収の取り組み
外食産業者等で廃棄処分されている割り箸を回収し、木
質ペレットの原材料として再利用する取り組みを行うも
の。

1 H21～

2-5-①-
（f）-46

その他の環境に配
慮したエコ生活の実
践（市職員による環
境行動の率先実
行）

1
市職員による環境行動の
率先実行

環境政策を加速するため、市職員自らが先導的役割を
担っていくもの。

1 H21～

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。
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１．総括票 団体名 富山県富山市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合
は、その結果を用いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、
市民意識調査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点

・富山LRTの利用客が集中する時間帯における輸送力低下を改善するため、一部区間の複線化に向けた整備を実施し、利便性の向上を図る。
・路面電車の市内電車環状線化工事が終了し、21年12月に開業した。今後、市民・事業者・行政が一体となって、魅力と活力を創出する中心市街地が形成されるよう取り組
む。
・まちなか住宅・居住環境指針及び公共交通沿線居住指針における断熱性能基準の引き上げについて、事業実施にむけて、引き続き調査・研究を行う。
・平成21年度末からサービスを開始した自転車市民共同利用システム導入事業は、積極的かつ効果的な広報活動を実施するほか、詳細な利用状況等を把握するための調査
を実施。

・【運輸】市内電車環状線化により、富山駅周辺地区と平和通り周辺地区（中心商店街）のアクセス・回遊性の強化と魅力の向上による、中心市街地の賑わい創
出効果
・【家庭】まちなか居住推進事業等の施策の着実な実施により、まちなかの人口の減少傾向に歯止めがかかり、特に社会増減は増加に転じている。

全体総括

（２）取組の主な成果

・行政主導による公共交通の利便性や魅力の向上等の公共交通の活性化施策により、近年、交通行動の急激な変化が生じている。（例：富山港線のLRT化により、取組前に
比べ利用者数が約2倍になっている。）

・【運輸】富山港線のLRT化（削減効果：７４t-CO2）
・【家庭】戸建て住宅から集合住宅への住み替え（削減効果：２６６t-CO2）
・【家庭】住宅用太陽光発電の導入支援（削減効果：３４３t-CO2）

（１）取組の進捗状況

　富山市の平成２１年度の取組は、アクションプランで予定していた事業のうち実施できなかった事業もあるものの、全体としては順調に進んでいる。概ね計画通りに進捗して
いる事業ベースでは約８割となっている。
　４つの基本方針別に見ると、「公共交通の活性化の推進」は、概ね計画通りに進捗している事業割合は100％であり、順調に進捗している。「中心市街地や公共交通沿線への
機能集積の推進」及び「コンパクトなまちづくりと一体となったエコ企業活動の推進」は概ね計画通りに進捗している事業割合は７割強である。
　「コンパクトなまちづくりと一体となったエコライフの推進」は概ね計画通りに進捗している事業割合が約６割（着手ベースの進捗率は4割）であり、特に住宅の省エネ化に関す
る取組みが遅れている。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等

富山　1/22　（総括）

通しページ番号260



２．個別事業に関する進捗状況等 団体名 富山県富山市

温室効果ガス削減 地域活力の創出等

74t-CO2

（自動車からの転換利用
者）
4,334人/日×0.11＝477人
/日…①
（本取組によるCO2削減
量）
①×0.155t-CO2/年・人＝
74t-CO2

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

・費用対効果の検証が課題で
あり、初期投資額のコスト縮減
及び運営収支の改善について
検証。

･上滝線の運営事業者である富山地方鉄道と、事業化に向けた
具体の協議を進める。

・富山駅の駅前広場内における
歩行者と路面電車との安全な
交差方法や路面電車の南北軌
道接続後の運行形態について
検討することが必要。
・このため、法的な取扱を整理
するとともに、全国の相互乗り
入れの事例を調査し、軌道事業
者と協議を実施。

・引き続き、市が主体となって交通事業者（富山ライトレール㈱、
富山地鉄㈱）と南北接続の事業手法について調査検討する。

富山地
方鉄道
上滝線
LRT化
（構想）

1-a-4 運輸

-

検討
＜検討＞
富山地方鉄道と協議しながら、基本計画案を取りまとめた。 b -

・２２年度から効果が発現す
るが、環状線化により、富山
駅周辺地区と平和通り周辺
地区（繁華街）のアクセス・
回遊性の強化と魅力の向上
により、中心市街地の賑わ
い創出効果が見込まれる。

・環状線の利用促進を図るた
め、中心市街地活性化関連の
各種事業との連携。

・引き続き、環状線の安心・安全な運行を継続する。
・引き続き、安全運行が実現できるよう、市は軌道整備事業者と
して施設の維持管理を行う。

南北路
面電車
一体化
（構想）

1-a-3 運輸 検討
＜検討＞
南北接続に関する基本調査、軌道事業者との協議を実施した。 b

-

・富山駅周辺地区は、事業が輻
輳しているため、他事業関係者
と連絡を取りながら、整備工事
の施工に関する調整を実施。

・新しい富山駅南口広場整備に伴い支障となる建物等の移転補
償を行なう。
・また、仮広場の供用開始前までに、仮広場南側の道路築造を
行う。
・平成２２年度事業費　４５２，０００千円
・平成２２年度末進捗率（見込み）　３０．８％

市内電
車環状
線化

1-a-2 運輸 ○ 実施

＜実施＞
新線区間（丸の内～西町）の軌道施設の整備及び新型車両３編成
の購入を行い、平成21年12月に市内電車環状線の運行を開始し
た。

b

着手

＜着手＞
新しい富山駅南口広場を整備するため、現在の広場西側に仮広場
の造成等を実施した。（事業進捗率：27.5％） b

1-a-1

1-b-1 運輸

運輸 実施

着手

富山港
線のLRT
化

富山駅
周辺地
区土地
区画整
理事業

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

・引き続き、富山ライトレール㈱富山港線は安心・安全な運行を
実施する。
・道路拡幅の用地取得及び電線類地中化工事の進捗を図る。

b

＜実施＞
１日当り利用者数は平均4,334人/日（H22年3月末時点）であり、平
成17年度（JR時代）実施した利用者数調査との比較では約２倍の利
用者数。

都市計画道路富山ライトレール線の一部区間の軌道複線化と新停
留場を追加する都市計画の変更を行い、平成24年度の工事着手に
向けて準備を開始した。

・公共交通の利用促進。
・高齢者の外出機会の増
加。
・中心市街地活性化。

○

・利用客が集中する朝ラッシュ
時に、運行遅延が発生し、輸送
力が低下する場合あり。
・このため、道路拡幅の用地所
得の進捗を図り、速やかに一部
区間の複線化を実現することに
より、朝ラッシュ時の定時性及
び運行本数を確保。

・新幹線建設や土地区画整理
事業と同時に整備するため、各
事業施行者と緊密に連絡を取
り、調整。

＜着手＞
平成21年秋に在来線下り線の仮線への2次切替が終了。平成26年
度末の新幹線開業に合わせた北陸線上り線の高架化に向けて引き
続き事業を行った。

b -

富山駅
付近連
続立体
交差事
業

1-b-2 運輸
・平成22年度初めに、在来線上り線の仮線切替を行い既存施設
を撤去、在来線高架橋の整備に着手する。

JR北陸
本線並
行在来
線化事
業

1-b-3 運輸 検討

＜検討＞
富山県並行在来線対策協議会において、調査・検討が進められ、平
成21年度は経営の基本的あり方の調査・検討結果をとりまとめを
行った。

b -

・並行在来線の経営維持のた
めには新駅設置等の利用促進
策が必要ため、引き続き、富山
県並行在来線対策協議会にお
いて検討。

・富山県並行在来線対策協議会において、経営基本計画概要
の策定作業を進める。

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

公共交
通の活
性化の
推進

コミュニ
ティバス
等運行
事業

・自動車を利用することが出
来ない交通弱者への移動手
段を確保できる。

・いつまでバス運行を継続する
のか、バス以外の移動手段の
確保などを利用実態に合わせ
た公共交通のあり方を検討する
ことが必要。

1-c-4 運輸 実施

・平成21年度に引き続き、市営コミュニティバスの運行や民間赤
字バス路線への補助を継続して行い、市民の身近な生活の足を
確保する。
・また、公共交通が無い地域において地域が主体となて運行す
る地域自主運行バスへの補助を継続するとともに、新たに取組
みを行う地域については立ち上げから本格運行まで積極的に支
援を実施する。

ICカード
利用拡
大事業

1-c-5 運輸 検討

＜実施＞
富山地方鉄道㈱が運行する市内軌道線（平成21年12月開業の市内
電車環状線を含む）全線へ、ＩＣカードシステムを導入するとともに、
富山ライトレール㈱のＩＣカード「パスカ」との相互利用を開始した。

a

・公共交通機関相互の乗り継ぎ抵
抗の軽減やＩＣカードを活用した運
賃割引の実施等による公共交通の
利便性向上。
・電子マネーやポイント制度の活用
等、商業連携による中心市街地の
活性化。

鉄道駅
周辺（地
域拠点）
の基盤
整備

1-b-4 運輸 着手

＜検討＞
鉄道駅周辺への都市機能の集積や土地利用のあり方、推進施策を
明らかにした「鉄道駅周辺まちづくり構想」を取りまとめた。上滝線で
は、主要駅「上滝駅」周辺のまちづくりについて、地元の住民ととも
に検討を行い、まちづくり構想をとりまとめを行った。
また、JR高山本線の速星駅前広場の整備を実施し、完了した。

b -

・行政が行うことは限られてお
り、民間の施設立地や市民の
居住推進などの取り組みを誘
導するため、早い段階からまち
づくりについて、地元住民や民
間企業などの参加を促進。

・平成22年度は、鉄道駅周辺まちづくり構想に基づき、実現に向
けた駅周辺における土地利用制度の検討を行う。
また、上滝駅については引き続き、まちづくり構想を策定する。

市内電
車運送
高度化
事業

1-b-5 運輸 着手
＜着手＞
既存電停を22箇所の改良した。また、接近表示案内システムも11箇
所の設置を行った。

b

・バリアフリー化による障害者や高
齢者等の安全性の向上(既存電停
改良)
・系統の増加に伴う利用者の混乱
や誤乗の防止など利便性の向上
(接近表示案内)
・各列車の運行調整の実施により
定時制の確保、遅延情報の案内な
ど利便性の向上(接近表示案内)

・道路幅員等の状況より、可能
な範囲内でのバリアフリー化に
留まっているため、道路管理者
と富山地方鉄道で道路の拡幅
に向けた協議を実施。

・接近表示案内システムの設置（２３箇所）

イメージ
リーダー
路線整
備事業

1-b-6 運輸 着手
＜着手＞
幹線バス路線(笹津線）において、デザイン性を高めた大型ノンス
テップバスの車両を2台導入した。

b -

・公共交通の利用者は、年々減
少しており特に路線バスの利用
者の減少に歯止めをかけること
は大変困難で、バス車両の更
新だけでは、効果は少ない。待
合環境の改善やICカードの導
入など、利用者の利便性の向
上も同時に実施。

平成22年度においても、引き続き幹線バス路線（笹津線）におい
て、デザイン性を高めた大型ノンステップバス車両を１台導入す
る。

JR高山
本線活
性化社
会実験

1-c-1 運輸 実施

＜実施＞
平成18年度より実施している高頻度運行、Ｐ＆Ｒ駐車場の運用、
フィーダーバス(LRTの駅に接続する路線バス)の運行などの継続な
実施に加え、平成21年度は沿線企業従業員の高山本線利用を促進
するため、「ＪＲ高山本線沿線ノーマイカー運動支援事業補助金制
度」を創設した。
また、乗降調査及びOD調査を実施し、利用者特性及び動向を把握
した。

b -
・平日、休日の日中利用者の伸
び悩んでいるため、公共交通利
用促進啓発事業を実施。

・引き続き高頻度運行、Ｐ＆Ｒ駐車場の運用、フィーダーバスの
運行など社会実験の継続実施。
・乗降調査に加え、沿線住民意向調査を実施し、その結果や平
成22年度までの社会実験の効果分析をもとに、本格実施に向け
た取組み内容の検討･調整を行う。

富山港
線P＆R
（パーク
アンドラ
イド)社会
実験事
業

1-c-2 運輸 実施

＜実施＞
・パスカを用いたＰ＆Ｒ駐車場システムとして平成21年2月より継続
的に運用。平日は、ほぼ満車(20台)の状況が続いており、利用率は
非常に高い。
・利用者の声や利用実態から、ライトレール沿線でＰ＆Ｒ駐車場の
増設について調査を行った。
・高額な維持管理費に配慮し、平成22年3月よりフリー駐車へ変更し
た。

b
・ライトレール利用者の増
加。
・沿線および中心市街地の
自動車交通量の減少。

・駐車場の維持管理（目的外利
用車両の取締り、清掃、除雪、
保安体制の確保）が課題である
ため、調査と管理を一体的に外
部委託し、定期的なチェックを
実施するとともに、市職員やラ
イトレール職員により適宜見回
りを実施。

・蓮町Ｐ＆Ｒ駐車場をフリー駐車とし、引き続き運用する。
・他の駅周辺でのＰ＆Ｒ駐車場の拡大を予定している。

電気バスの
商用化・普
及に向けた
技術開発・
社会システ
ム実証モデ
ル事業

1-c-3 運輸 実施

＜実施＞
・平成22年3月8日から3月21日まで、富山市の中心市街地を周回す
るコミュニティバス（「まいどはやバス」）の中央ルートにおいて実証
実験を実施した。

b
・電気バスが中心市街地を
走ることにより、バスのイ
メージアップや利用促進を図
る。

・電気バスの維持管理費用や
バッテリーの寿命など、継続的
な運行可能性が課題。

市内を循環するミュージアムバス等の無料送迎バスへの活用を
研究する。

・ＩＣカードの利用範囲を富山地方鉄道㈱が運行する路線バスへ
拡大する。

・今後の普及促進、商業連携、
広域への拡大が課題であり、IC
カードの多機能化に伴う交通事
業者間、商業者との調整を実
施。

＜実施＞
公共交通の空白地域での市営コミュニティバス運行(28路線)、民間
赤字バス路線補助（16路線）、地域自主運行バスへの支援（呉羽地
区、水橋地区、富山港線フィーダーバス）を実施した。

b
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

１１０t-CO2

（削減自動車量台数）
525台（件）×0.9＝473台…①
（1台当り年間の自動車燃料使用
量）
3km/日×2(往復)×180日÷
12km/ℓ＝90ℓ…②
（1台当り年間のCO2排出量）
②×2.32㎏-C/ℓ＝208.8㎏-CO2
…③
（本取組によるCO2削減量）
①×②＝110t-CO2

２９t-CO2

（集合住宅と戸建住宅のエネル
ギー消費量の差）
アクションプランでの推計
：3,200.5㎏-CO2/世帯…①
（戸建て住宅からの住み替え世
帯数）
12戸×0.8＝9戸…②
（本取組によるCO2削減量）
①×②＝29t-CO2

２３７t-CO2

（集合住宅と戸建住宅のエネル
ギー消費量の差）
アクションプランでの推計
：3,200.5㎏-CO2/世帯…①
（戸建て住宅からの住み替え世
帯数）
92戸×0.8＝74戸…②
（本取組によるCO2削減量）
①×②＝237t-CO2

-

（算定根拠）

-

家庭2-a-2

2-a-3

実施

実施

公共交
通沿線
居住推
進事業

まちなか
居住推
進事業

民間住
宅借り上
げによる
市営住
宅事業

家庭 ○ 実施

・計画：104戸。
（平成2１年度に公募・選定した事業者により建設され、平成22
年度中に完成する住宅の戸数に基づき、アクションプランの目
標値から積み増して予算を計上した。）

・共同住宅建設補助：100戸、住宅取得補助 100戸。
（平成21年度の実績を踏まえ、アクションプランの目標値から積
み増して予算を計上した。）

高齢者
の公共
交通利
用促進
事業

1-c-6 運輸 実施

＜実施＞
「おでかけ定期券」について新たに、富山市民病院バス停（富山市
民病院前、富山市民病院口、富山市民病院）の３バス停を指定し
た。
・利用申込者数：28,178人
・利用者数746,239人

a
・公共交通の利用促進。
・高齢者の外出機会の増
加。
・中心市街地活性化。

- ・「おでかけ定期券」のICカード化を検討中。

環境配慮
型ボート
による学
習支援船
運航社会
実験

1-c-7 運輸 実施

＜実施＞
学習支援船運航実験（平成21年7月から運航開始）、情報提供施設
整備（乗降場2ヶ所整備）、誘導標識整備（ライトレール越中中島駅
から中島閘門の乗降場までの案内表示）を実施した。

b
・富岩運河やライトレールを
中心とした北部地区の賑わ
いと観光開発に効果があ
る。

・平成24年度までの社会実験
期間において、平成25年度から
の民間運航に向けて種々の取
り組みを行うなかで、問題点を
抽出。

・学習支援船運航実験
・富岩水上ライン利用促進事業
　　富岩水上ライン旅行企画商品PR支援事業
　　富岩水上ライン魅力アップ事業

高齢者
運転免
許自主
返納支
援制度

1-d-1 運輸 実施

＜実施＞
65歳以上で運転免許を自主的に返納される方に対し、車に代わる
移動手段となる公共交通機関の乗車券を支給した。（平成22年3月
末現在申請件数：525件であり、年間申請件数490件に対して、3月
末現在での進捗率は約107%）

a - - ・引き続き、「高齢者運転免許自主返納支援事業」を実施する。

＜実施＞
申請の受付・広報を行った。
実績は24戸であり、目標の50戸を下回っている。

c -

・計画的借上げ戸数の確保が
課題であり、民間事業者に対し
て、借上げ住宅の十分な説明を
実施。

・住宅取得補助：100戸、家賃助成：60戸。
・共同住宅建設費補助対象物件は、現在目途が立っていない
が、住宅取得補助については、まちなかで、まとまった数の分譲
マンションの供給が見込まれる。

・まちなかの人口減少傾向には
歯止めがかかってきているが、
依然としてまちなかから郊外へ
の人口流出は続いている。
・この人口流出を止めるための
増築、リフォーム等に対する支
援も必要であり、そのための研
究を進める。

・まちまかの人口について
は、減少傾向に歯止めがか
かり、特に社会増減につい
ては、増加に転じている。

b

＜実施＞
補助事業の受付・広報を行った。
（共同住宅建設費補助 12戸、住宅取得補助 31戸、家賃助成 57戸
※アクションプランにおける目標H21年度）
　→共同住宅建設費補助30戸、住宅取得補助 30戸、家賃助成 60
件
共同住宅建設費補助は、やや遅れているが、住宅取得補助が計画
を上まわっているため、ほぼ計画とおり進捗している。

・事業対象区域の特殊性から、
事業効果の把握が困難。

・郊外の賃貸住宅の質的向
上に貢献。a

＜実施＞
補助事業の受付・広報を行った。
（共同住宅建設補助 92戸、住宅取得補助 73戸。）
※アクションプランにおける目標（H21年度）
　　→共同住宅建設補助100戸、住宅取得補助50戸
共同住宅建設補助及び住宅取得補助のいずれも目標には及ばな
いものの、ほぼ計画どおり進捗している。

○家庭2-a-1

○
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

中心市
街地や
公共交
通沿線
への機
能集積
の推進

・現状を踏まえ、事業のPR等で
登録者の確保に努める。

・引き続き、「高齢者の持ち家活用による住み替え支援事業」を
実施する。

実施

＜実施＞
運行ルートは、中央ルート、清水町ルートの２ルート。運行時間帯は
９：００～１９：００。運行頻度は３１便/日（20分間隔）。料金　　　は１０
０円（小学生以上）。事業主体は㈱まちづくりとやま。平成21年度に
おいて、中央ルートの更なる利用者の増加を図ることを目的に、平
成22年2月よりルートの変更し社会実験を開始した。

b

・利便性の高いコミュニティ
バスの運行により、自家用
車を利用しなくとも中心市街
地への来街が可能となり、
来街者の増加を図ることに
による中心市街地の活性化
が見込まれる。

・利用料金では、事業費が賄え
ないため、市が継続的に支援を
実施することが必要。

・平成21年度に引き続き、運行を継続するとともに、中央ルート
のルート変更社会実験についても継続する。

-

2-b-1

実施

中心市
街地活
性化コ
ミュニティ
バス事業

総曲輪
四丁目・
旅籠町
地区優
良建築
物等整
備事業

富山市
高齢者
の持ち家
活用によ
る住み替
え支援事
業

2-a-4 家庭 ○ 実施

＜実施＞
申請の受付・広報を行った。
現段階での借り上げ実績はなし。ホームページ等を見たという「子育
て世帯等」からの問い合わせはあるものの高齢者からの「持家」登
録がない状態。

c

＜実施＞
平成21年2月に施設建築物工事に着工した。平成22年2月に工事完
了。

b -

・1階の商業施設部分に、賑わ
いを創出する施設として生活関
連施設等の導入を検討してい
るが、立地・賃料・駐車場の面
で導入が困難な状況。

・賑わいを創出する商業施設とまちなか居住を一体的に展開す
る。

西町南
地区第
一種市
街地再
開発事
業

2-b-3 検討

＜検討＞
中心市街地に商業・業務・公益施設を導入し、都市機能の集積を推
進するため、事業計画を進めた。
　　→都市計画決定に至らず。

c - -
・市街地再開発事業の都市計画決定を行い、より詳細な事業計
画や基本設計業務を行う。

西町東
南地区
第一種
市街地
再開発
事業

2-b-4 検討

＜検討＞
平成21年9月に都市計画決定を行い、事業計画作成、基本設計の
業務を行った。
※アクションプランにおける目標（H21年度）
　 →都市計画決定の実施

a -

・1階の商業施設部分に、賑わ
いを創出する施設として生活関
連施設等の導入を検討してい
るが、立地・賃料・駐車場の面
で導入が困難な状況。

・実施設計業務や関係権利者との調整を行い、全員の同意を得
た後、除却工事に着手し、H23年度計画を前倒しし、施設建築物
工事着工を目指す。

中央通り
f地区第
一種市
街地再
開発事
業

2-b-5 運輸 着手
＜着手＞
実施設計業務や関係権利者との調整を行い、全員の同意を得た
後、除却工事に着手した。

b -

・1階の商業施設部分に、賑わ
いを創出する施設として生活関
連施設等の導入を検討してい
るが、立地・賃料・駐車場の面
で導入が困難な状況。

・建築工事中。

2-b-2
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

-

（算定根拠）

-

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

実施

実施
空き家バ
ンク事業

地域優
良賃貸
住宅供
給促進
事業

・建設費補助　30戸
　（社会情勢を鑑み、H22年度も高齢者向け優良賃貸住宅の建
設が伸び悩むことが想定されるが、既存の家賃減額補助（100
戸）を推進し、同賃貸住宅における定住化を図る。

＜実施＞
宅建協会の協力を得て、土地・建物の有効利用を図る目的として、
空き家の情報提供を行った。

- -
・宅建協会以外へも協力を呼びかけ、更なる有効利用を検討す
る。b

c

＜実施＞
補助申請の申請・広報を行った。
建設費補助の実績なし。当事業は、民間事業者の施設建設に対す
る補助事業であるため、現在の社会情勢により計画通り進行してい
ない。
※アクションプランにおける目標（H21年度）
　 →建設補助30戸

-

松川・い
たち川水
辺空間
事業

2-b-10 検討
＜検討＞
水辺空間の魅力創出に向けて検討を行った。 b -

・松川等の水辺空間の活用に
は、川の水位安定が必要。
・また、城址公園の計画が明確
になることが必要。

・「城址公園整備計画」の見直し作業のなかで、城址公園の松川
に臨む区域の計画が明確になることを受けて改めて検討する。

＜実施＞
千石町商店街振興組合で6店舗、大手モール振興会で3店舗実施し
た。
アクションプランに掲げる目標の3つの商店街における整備には
到っていないものの、２つの商店街において集中的に整備し、当初
予定通りの数の店舗を整備した。

b - -
・千石町商店街振興組合で7店舗、大手モール振興会で4店舗
実施予定。

-2-c-1

改装費３件、賃借料１０件を実施する。

＜検討＞
中心市街地の統廃合により空学校となった施設の活用策について
検討を行った。

b - ・引き続き、活用策について検討を行う。

＜実施＞
改装費７件、賃借3件実施した。 b - -実施

検討

実施

中心商
店街魅
力創出
事業

2-b-8

都市計
画制限に
よる大規
模集客
施設の
郊外立
地規制

2-b-6 実施
＜実施＞
規制を継続した。 b - - ・規制を継続する。

中心商
店街出
店促進
事業

2-b-9

中心市
街地へ
の生活
関連施
設の導
入

2-b-7

2-c-2
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

２t-CO2

（1交差点あたりCO2削減量）
交差点で車の流れを照査した
結果：2ｔ-CO2…①
（本取組によるCO2削減量）
①×1箇所＝2t-CO2

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

３４３t-CO2

（申請1件あたりの年間発電量）
北陸電力発電量予測プログラ
ム：3,341kWh…①
（本取組による発電量）
①×252件＝841,932 kWh…②
（本取組によるCO2削減量）
②××0.407kg-CO2＝343t-CO2

２t-CO2

（申請1件あたりの灯油削減量）
ソーラーシステム振興協会資料：
445ℓ…①
（申請1件あたりのCO2削減量）
①×2.49㎏-CO2＝1t-CO2…②
（本取組によるCO2削減量）
②×2件＝2t-CO2

１t-CO2

（1世帯あたりの年間CO2排出
量）
アクションプランでの推計：5.4t-
CO2…①
（本取組によるCO2削減量）
①×2チーム×0.1（削減率）＝1
t-CO2

・光熱費の削減

・各家庭をターゲットとした取り
組みの強化や省エネナビやエコ
ワットを使った環境意識の啓発
やエコライフ活動を推進。

・チーム富山市について、市の広報・ＨＰなどでＰＲ活動やチーム
の募集を行う。
・チーム富山市フェアの実施や様々な環境に関するイベントに参
加し、チーム富山市のチーム募集を行う。
・市民の省エネルギー意識を啓発・誘導するため、市内の２世帯
に省エネナビの無償設置を行い、電気使用量削減の取り組みを
推進する。
・市の広報で環境家計簿の特集ページを作り、家庭でのエコライ
フ活動を推進する。

・光熱費の削減
・太陽光利用産業に対する
経済効果

・補助件数の伸び悩みが課題
であり、補助制度の見直しや市
民への広報活動を行い、補助
件数の向上を目指す。

・太陽熱利用システムを含めた5種類の省エネ設備（太陽熱利用
システム、ペレットストーブ、エコウィル、エネファーム、地中熱利
用システム）に対して、補助金を交付する「富山市住宅用省エネ
設備等導入補助事業」を実施する。これにより、太陽熱利用シス
テムを含む省エネ設備の更なる普及拡大を図る。
＜補助金額＞
・太陽熱利用システム、ペレットストーブ、エコウィル：3万円
・エネファーム、地中熱利用システム：5万円

コンパク
トなまち
づくりと
一体と
なったエ
コライフ
の推進

実施

＜実施＞
平成２１年度は、婦中町新屋自治会、おおさわのエコライフファミ
リー推進委員会などがチーム富山市への登録がされ、平成22年3月
末現在で９チームとなっている。

b
「チーム
富山市」
推進事
業(家庭)

3-d-1 家庭

実施

＜実施＞
平成21年度に「富山市住宅用太陽熱利用システム設置補助事業」
を開始した。補助件数の進捗率は20％（＝2件/10件）であり、計画
より遅れている。

c

住宅用
太陽熱
利用設
備の導
入支援

3-b-2 家庭

a

住宅用
太陽光
発電の
導入支
援

3-b-1 家庭 ○ 実施

＜実施＞
平成12年から実施している「富山市住宅用太陽光発電システム設
置補助事業」に加え、平成21年度7月からは、余剰電力を売電した
量に応じて、一定額を交付する「富山市住宅用太陽光システム設置
促進補助事業」を開始した。補助件数の進捗率は504％（＝252件
/50件）であり、計画を上回って実施。

・光熱費の削減
・太陽光発電産業に対する
経済効果

・補助金額の妥当性の検証が
必要であり、他の中核市の補助
制度や補助件数の伸び率等に
ついて調査し、比較分析を通し
て、妥当性を検証。

・引き続き、「富山市住宅用太陽光発電システム設置補助事業」
及び「富山市住宅用太陽光システム設置促進補助事業」を実施
する予定。
・補助金額は200件分を予定。

-

・効果的な制度となるよう、補助
を実施する区域と補助対象とす
る工事内容（増築、リフォーム）
等の検討が必要。

・増築、リフォーム補助に関する調査、検討（補助対象地域、補
助対象物件）。
・方針決定後、制度作成、実施。
・新規補助10件。

実施
＜検討＞
事業実施に向け、調査・研究を行った。 c

まちなか及
び公共交
通沿線居
住推進地
区における
一戸建て住
宅リフォー
ム補助

3-a-3 家庭

b

まちなか及
び公共交
通沿線居
住推進地
区における
住宅建設、
取得に係る
エコシステ
ム付加の
上乗せ補

3-a-2 家庭 検討
＜検討＞
事業実施に向け、調査・研究を行った。

・引き続き、実施に向け検討する。

-

・基準を引き上げることにより、
建設費補助申請が減少する可
能性があり、住宅建設事業者と
調整が必要。

・住宅建設事業者との基準引き上げに関する協議の継続。
・実施に向けた調整が終了しだい要綱改正の上実施。

＜検討＞
事業実施に向け、調査・研究を行った。 c

-

・国の補助メニューや、民間事
業者の取り組みが先行してお
り、市がどのように関われるか
検討が必要。

家庭 実施

実施

エコ＆ス
ムーズ
ロード事
業

運輸

＜実施＞
市道中川原山室線の山室交差点において、交差点改良工事（右折
レーン設置）を実施した。（当初計画どおり１箇所の改良を実施。）

・交通渋滞が解消され、移動
時間の短縮が図れる。

・事業業実施には用地買収が
伴うため、地権者の協力が必要
であり、事業の目的や効果を説
明し、理解を得る。

b ・交差点２箇所の改良を実施。2-c-3

まちなか住
宅・居住環
境指針及
び公共交
通沿線居
住指針にお
ける断熱性
能基準の
引き上げ

3-a-1
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

０．５t-CO2

（本取組への参加者数）
130学級（計画値）×0.195（進捗
率）×28.9人/学級＝732人…①
（本取組による年間ゴミ削減量）
①×5g/日×365日＝1,336㎏…
②
（本取組によるCO2削減量）
②×0.34kg-CO2/kg＝0.5 t-CO2

２t-CO2

（1世帯あたりの年間CO2排出
量）
アクションプランでの推計：5.4t-
CO2…①
（本取組によるCO2削減量）
①×33世帯×0.01（削減率）＝2
t-CO2

４t-CO2

（職員のマイカー通勤者数）
4300人（職員数）×0.7＝3,010人
…①
（自動車からの転換者数）
①×0.06＝180人…②
（1人・1日当りのガソリン消費量）
10㎞（通勤距離・往復）÷10㎞/ℓ
＝1ℓ…③
（本取組によるCO2削減量）
②×1ℓ×24回/年×2.32㎏-CO2
＝4t-CO2

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

２t-CO2

（人口1人あたりの年間運輸部門
CO2排出量）
アクションプランでの推計：2.3t-
CO2…①
（本取組によるCO2削減量）
①×9チーム×10人/チーム×
0.01（削減率）
＝2t-CO2

b

・子どもたちが各家庭におい
て保護者等に３Ｒを広める効
果
・市内の可燃ごみ、不燃ごみ
の回収量削減（排出抑制、
再利用、分別の効果）

・小学校の年間スケジュールが
決まる前に、校長会等を通じて
事業の開催を告知し、子どもた
ちに３Ｒについて理解を深める
機会を与えたい。

・引き続き、「３Ｒ推進スクール」を実施する。
　幼稚園　 5園（全13園中）
　小学校　20校（全64校中）

次世代層
へのエネ
ルギー・環
境教育支
援活動の
推進

3-d-2 家庭 実施

＜実施＞
本年７月から、市内の幼稚園や小学校の子どもたちを対象に、リ
デュース・リユース・リサイクル（３Ｒ）の意義や実践することの大切さ
などを講義した。また実際のリサイクル製品やごみ収集車にもふれ
ることができる「３Ｒ推進スクール」を実施した。開催件数は、全77校
中、延べ15件で開催。

・町内会活動の活性化

・環境問題に対する意識の啓発
を行い、町内会単位でエコライ
フを実践できるよう市として様々
なツールを提供。

・ＨＰや広報にて、エコライフファミリー地区と教育指定校の募集
を行う。
・各小中学校１校ずつ、チーム富山市の指定校として登録する。
・エコライフファミリー推進地区を１地区指定する。

「チーム
富山市」
推進事
業(モデ
ル事業)

3-d-3 家庭 実施

＜実施＞
学校中学年から中学１年生までをターゲットとした環境教育ＤＶＤの
作成を行い、市内の小中学校全校に配布した。中央小学校・上滝中
学校の２校がチーム富山市指定校として登録された。婦中町新屋自
治会、おおさわのエコライフファミリー推進委員会が推進地区として
登録された。（町長町内会：２７世帯、寺津町内会：１３世帯、婦中新
屋自治会：３３世帯）

b

実施
＜実施＞
市職員を対象として、毎月第１・第３水曜日をノーマイカーデーに設
定し取り組んだ。

b

行政が主
導するノー
マイカー
デーへの参
加・企業独
自のエコ通
勤運動の
実施

4-a-1 運輸 - - ・21年度に引き続き、ノーマイカー運動を実施する。

自転車
市民共
同利用シ
ステム導
入事業

4-a-2 運輸 実施

＜実施＞
　事業を実施する事業者を決定（シクロシティ株式会社）し、庁内の
関係課や道路管理者、警察といった関係者との協議を経て、ステー
ション等の設備を整備し、計画通りH2１年度中（H22年3月20日）に
サービスを開始した。

b -

・安定的な利用者の確保や利
用目的等の利用状況の適切な
把握が課題であり、市主催のイ
ベントと連携したPRを実施する
等の積極的かつ効果的な広報
活動を実施するほか、詳細な利
用状況等を把握するための調
査を実施。

・施設を設置した事業者が、引き続き、自転車等の機器の整備
等の運営維持管理を実施する。

実施
＜実施＞
 平成22年3月に富山市環境センター敷地内に急速充電設備を一基
設置した。

bEVcity構
想

4-a-3 運輸 -

・電気自動車の普及及びインフ
ラ整備が課題であり、利便性の
高い場所への充電設備の配置
などを検討。

・急速充電器の普及に向けてPRを行う。

「チーム
富山市」
推進事
業(運輸)

4-b-1 運輸 実施

＜実施＞
平成２２年３月末時点で、チーム富山市への登録チームは２９０チー
ム、１８０８１人となっている。そのうち運輸部門の登録は9チームで
ある。

b -

・チーム数にとらわれずに、二
酸化炭素削減量についての成
果を出せるように、登録チーム
の活動をフォローアップ。

・チーム富山市フェアの実施による、環境に関するイベントの実
施をすることで、チーム員の募集活動も行う。
・広報とやまに、環境家計簿の記事を掲載することで、広く市民
にエコライフ活動を実践してもらう。
・チーム富山市専用ＨＰの運用を行い、ＰＲ活動とチーム員募集
を行う。
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

-

-

７６９t-CO2

（製造業1事業所あたりの年間
CO2排出量）
アクションプランでの推計：330t-
CO2…①
（本取組によるCO2削減量）
①×233チーム×0.01（削減率）
＝769t-CO2

１２t-CO2

（業務1事業所あたりの年間CO2
排出量）
アクションプランでの推計：30t-
CO2…①
（本取組によるCO2削減量）
①×39チーム×0.01（削減率）＝
12t-CO2

１７t-CO2

(1kWあたりの年間発電量）
北陸電力発電量予測プログラム
で積算：954.6kWh
（本取組によるCO2削減量）
954.6kWh×44.42kW×0.407kg-
CO2=17,258kg-CO2

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-
（２５年度から発現）

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

実施
＜検討＞
事業実施に向け、調査・研究を行った。 c

都心地区
での再開
発等にあ
わせたモ
デル街区
の整備

4-c-1 業務 -

・オフィスの低炭素化導入に向
けたモデル街区の選定や補助
メニューの活用等、効果的な運
用の検討が必要。

・引き続き、事業実施に向け検討する。

「チーム
富山市」
推進事
業(産業)

4-c-2 産業 実施

＜実施＞
平成２２年３月末時点で、チーム富山市への登録チームは２９０チー
ム、１８０８１人となっている。そのうち産業部門の登録は２３０チーム
である。

b -

・チーム数にとらわれずに、二
酸化炭素削減量についての成
果を出せるように、登録チーム
の活動をフォローアップ。

・チーム富山市フェアの実施による、環境に関するイベントの実
施をすることで、チーム員の募集活動も行う。
・広報とやまに、環境家計簿の記事を掲載することで、広く市民
にエコライフ活動を実践してもらう。
・チーム富山市専用ＨＰの運用を行い、ＰＲ活動とチーム員募集
を行う。

実施

＜実施＞
平成２２年３月末時点で、チーム富山市への登録チームは２９０チー
ム、１８０８１人となっている。そのうち業務部門の登録は３９チーム
である。(アクションプラン上の目標は50チーム)

c
「チーム
富山市」
推進事
業(業務)

4-c-3 業務 -

・チーム数にとらわれずに、二
酸化炭素削減量についての成
果を出せるように、登録チーム
の活動をフォローアップ。

・チーム富山市フェアの実施による、環境に関するイベントの実
施をすることで、チーム員の募集活動も行う。
・広報とやまに、環境家計簿の記事を掲載することで、広く市民
にエコライフ活動を実践してもらう。
・チーム富山市専用ＨＰの運用を行い、ＰＲ活動とチーム員募集
を行う。

新エネル
ギー・省
エネル
ギー設備
の導入

4-d-1 業務 実施

＜実施＞
地区センター（公民館）や小学校等の市の施設に太陽光発電等の
設備を7件導入した。（合計44.42kw)
※アクションプランにおける目標（H21年度）
　 →太陽光発電設備を20kW程度を導入する。

a ・光熱費の削減

・太陽光発電設備を導入する施
設のピックアップと優先順位の
付け方が課題となっており、市
施設への太陽光発電導入のた
めのガイドラインを策定。

・更なる普及に向けて検討を行う。

・①については予想より夏期の
日照が不足していた
・②については上流部の工事の
影響で取水地点変更を余儀なく
され、発電ができない時期が
あった。

・太陽光発電機や水力発電機のメンテナンスを充分に行い、稼
働率の維持を図る。
・流杉浄水場での取水割合の増加を図り、水力発電量の増大を
目指す。
・流杉浄水場の見学者の増加を利用して、新エネルギー施設導
入の意義について更に啓蒙・啓発を行っていく。

実施
＜実施＞
平成22年3月末現在の発電実績は、計画値に対し、①太陽光：
94％、②小水力：66％。

b

都市公
園グラン
ドの芝生
張、施設
の屋上・
壁面緑
化

4-d-4 業務

・施設見学や視察を通して、新エネ
ルギー施設の導入を推進。
・新エネルギーの普及促進活動とし
ては、施設見学者や視察者の数が
約4,100人（平成21年11月末現在）
と平成20年度の2,636人を大きく上
回っており、充実した活動を行うこ
とができた。

流杉浄
水場　太
陽光、水
力発電
所設置
事業

4-d-2 業務

・市民の環境に対する意識
の高揚や他の公共施設や民
間施設にも緑化が普及し、
ヒートアイランド現象が抑制
されることが期待される。

・緑化効果の検証方法の確立
が課題であるほか、既設建築
物への負荷が少ないシステム
の見極めや緑化植物の耐性の
検証が必要。

市庁舎のベランダに、つる性植物を植え、緑のカーテンを作る。実施

＜実施＞
市庁舎光の広場の壁面緑化（98.4㎡）を実施した。
※アクションプランにおける目標（H21年度）
　 →500㎡整備

c

下水処
理施設に
おける消
化ガスの
有効利
用

4-d-5 業務 検討

＜検討＞
平成22年度からの設備工事着手に向け詳細設計を行っていたが、
処理場周辺の騒音対策について再度検討を行う必要性が生じたた
め、スケジュールよりやや遅れている。

c

・新たに、エネルギーセンターの熱交換器を交換しエネルギー効
率を高める予定。
・また、病室サッシの２重化には順次、取り組んでいく予定。照明
器具の高効率化についても取り組んでいく予定。

-

・発電設備の設置による騒音問
題が課題となっており、浜黒崎
浄化センター運営協議会で問
題点等について諮り、対策や妥
当性を検証。

・平成22年度より設備工事に着手する予定であったが、処理場
周辺の騒音対策について再度検討を行う必要性が生じたことか
ら、平成21年度に引き続き、騒音問題の解決を目指しながら詳
細設計を行う。

c ・光熱水費の削減
・現在、病院経営は非常に厳し
い状態であり、経費の確保に苦
慮。

富山市
民病院
省エネ化
事業

4-d-6 業務 実施

＜実施＞
アクションプランの目標として掲げていた冷温水ポンプの更新、イン
バーター化を行ったものの、一部、冷却塔エリミネーターや空調機の
更新、二重サッシ化には到らなかった。
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

１．３ｔ－CO2

（更新前の軽自動車３台のCO２
排出量）
2,000L×2.32kg-CO2=4.6t-CO2
（本取組によるCO2削減量）
4.6t-CO2×0.28（72％削減）=1.3t

-
（２４年度から発現）

（算定根拠）

-

-
（２３年度から発現）

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

（算定根拠）

-

-

-

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

-

・建設予定地が市街化調整区
域にあることから、ＰＲ施設の建
設の際には都市計画法をクリア
することが必要。

・北陸電力(株)がメガソーラー発電施設の建設に着手する。

-
・景気の動向が利用状況に影
響している。
・利用実績の把握が困難。

・景気の動向を踏まえながら、制度の周知と利用の促進に努め
る。

新エネル
ギー施
設・設備
の導入

4-e-2
エネル
ギー転
換

省エネル
ギー型施
設・設備
の導入
支援(産
業)

4-f-1 産業 実施

＜実施＞
急速な景気悪化の影響を受け、厳しい経営を余儀なくされている中
小企業者が多く、設備投資も全体的に低調に推移していることか
ら、取組みは遅れている。(低利融資申込実績なし)

c

実施

＜検討＞
平成２１年５月に北陸電力(株)から富山市内にメガソーラー発電施
設の建設に対する申し入れがあり、平成２２年度に着工し、平成２３
年度中に運転開始を予定。

c

実施

＜実施＞
急速な景気悪化の影響を受け、厳しい経営を余儀なくされている中
小企業者が多く、設備投資も全体的に低調に推移していることか
ら、取り組みは遅れている。(低利融資申込実績なし)

c

省エネル
ギー型施
設・設備
の導入
支援(業
務)

4-f-2 業務 -
・景気の動向が利用状況に影
響している。
・利用実績の把握が困難。

・景気の動向を踏まえながら、制度の周知と利用の促進に努め
る。

工場敷
地の緑
化誘導

4-f-3 産業 検討
＜検討＞
富山市商工業振興助成金（緑化推進助成金等）の改正について、
検討を行った。

b -

・補助要件や金額の妥当性の
検証が必要であり、国の施策や
他の中核市の補助制度につい
て調査し、比較分析を通して、
妥当性を検証。

・富山市商工業振興助成金（緑化推進助成金等）の改正につい
て、検討する。
・現行：工場立地法の適用を受ける特定工場で、緑化協定を締
結した場合　工事費の30％（限度700万円）
・改正案：工場等の新増設に併せ、市と緑化協定を締結した場
合　工事費の50％（限度700万円）

実施

＜実施＞
現在7施設が操業。（ハイブリット型廃プラスチックリサイクル施設、
木質系廃棄物リサイクル施設、生ごみ及び剪定枝のリサイクル施
設、自動車リサイクル施設、難処理繊維及び混合廃プラスチックリ
サイクル施設、廃食用油リサイクル施設、廃合成ゴムリサイクル施
設）エネルギー利用も含め団地内のゼロエミッション化を継続して進
めている。廃棄物エネルギーセンターの建設が進行中。

bエコタウ
ンの推進

4-g-1 産業 -

・原料となる廃棄物の確保と再
生品の販路の拡大等、地域ぐ
るみの減量化・資源化を推進す
るために、市民・民間事業者・
行政関係部局が連携した取り
組みを推進。

・引き続き、エコタウン産業団地を資源循環拠点として位置付
け、エネルギー利用も含め団地内のゼロエミッション化を進め
る。
・新たに、廃棄物エネルギーセンターが稼働する。

バイオマ
スタウン
構想の
推進

4-g-2 産業 実施

＜実施＞
環境省の平成20年度2次補正予算の「環境共生地域づくり補助金」
を活用し、大山の中大浦地区に、木質ペレット製造施設（1,500t／
年）を整備した。

b -

・灯油の価格に比べ、木質ペ
レット価格が効果なため、普及
の障害となっている。
・地球温暖化対策等に貢献する
環境配慮型の燃料として木質
ペレット自体の認知度の向上を
図る。

・東富山温水プールにペレットボイラー（35万kcal）を導入する。
・新設する「住宅用省エネ設備等導入補助事業」の中で、ペレッ
トストーブの購入に対して1件あたり3万円の補助金を交付する。

コンパク
トなまち
づくりと
一体と
なったエ
コ企業
活動の
推進

実施
＜実施＞
平成21年8月に電気自動車を3台導入した。 b

低公害
車の導
入

4-d-7 運輸

・燃料費の削減
・自動車産業に対する経済
効果
・市民の低公害車に対する
購入意欲の啓発効果

・定期的な電気自動車への更
新や購入費用の高さが課題と
なっているため、市職員の環境
意識を高め、低公害車への転
換意欲を向上。

・電気自動車1台と天然ガス車1台を公用車として導入する。

小水力
発電の
導入

4-e-1 業務 検討
＜検討＞
小水力発電所を２箇所整備するために実施設計を行った。 b -

・河川法や電気事業法上の許
可（規制緩和）、土地改良区等
の協力が課題となっており、有
利な補助制度の活用や太陽光
発電のように電力会社の余剰
電力の買取価格のアップ等を
検討。

・小水力発電所を２箇所整備するために工事着手する。（２ヵ年
継続工事）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画との

比較
課題と改善方針

６８t-CO2

（生ゴミによる1地区あたりの年間
CO2排出量）
100,000kg/地区×0.34㎏-CO2/
㎏＝34t-CO2…①
（本取組によるCO2削減量）
①×2地区＝68t-CO2

１t-CO2

（本取組によるごみ削減量）
44,353ｔ（H20排出量）×0.05＝
2,200t…①
（本取組によるCO2削減量）
①×0.34㎏-CO2/t＝1t-CO2

８５３t-CO2

本取組による森林整備面積）
206ha＋31ha＝237ha…①
（本取組によるCO2削減量）
①×3.6t-CO2/ha＝853t-CCO2

３５t-CO2

（本取組による森林整備面積）
9ha＋0.6ha＝9.7ha…①
（本取組によるCO2削減量）
①×3.6t-CO2/ha＝35t-CCO2

３４t-CO2

9.5ha×3.6t-CO2/ha＝34t-CO2

-

（算定根拠）

-

３６０t-CO2

（木材1㎥の二酸化炭素固定量）
0.4t/㎥×0.5t-C/t×44/12＝
0.7t-CO2/㎥…①
（住宅1棟当たりのCO2削減量）
①×25㎥（補助限度額相当量）
＝18 t-CO2…②
（本取組によるCO2削減量）
②×20棟＝360 t-CO2

b実施

＜実施＞
・きんたろう倶楽部を中心として、市内の９箇所７地域を活動拠点と
した市民参加型の森林整備・保全活動を支援し森林の保全を推進
している。
・活動面積　　９．５ha
・補助金による支援している森林ボランティア団体　２団体

実施

＜実施＞
市内の人工林では、「市単独森林整備事業」、「県単独森林整備事
業」、「森林環境保全整備事業」により整備（206ha）を実施した。里
山林では、「水と緑の森づくり事業」により整備（31ha）を実施。計画
通り進捗している。

b

・里山での整備・保全活動の
なかで、企業とボランティア
の協働など、新しいネット
ワークが広がっている。

・富山市に所在する森林ボランティアは
23団体あるが、「市民参加の森づくり促
進事業」を利用している団体数が少な
いため、市内で活動する森林ボランティ
ア団体に対し、「市民参加の森づくり促
進事業」をＰＲし、森林ボランティア活動
の更なる活性化を図る。

・引き続き、「市民参加の森づくり促進事業」により、きんたろう倶
楽部を中心とした森林ボランティアの活動を支援する。

・里山での整備・保全活動の
なかで、企業とボランティア
の協働など、新しいネット
ワークが広がっている。

・企業の森づくり活動の場所の
確保が課題であり、活動の場と
して利用できる森林を森林所有
者から募り、登録。

・引き続き、「企業の森づくり促進事業」や「県民参加の森づくり
事業」により、企業や市民による森林保全活動を支援する。

・財源確保が課題であり、補助
事業を活用することで、事業量
の確保を図る。

･引き続き、有利な補助事業を活用し、市内の人工林では、「県
単独森林整備事業」、「森林環境保全整備事業」、里山林では、
「水と緑の森づくり事業」により整備を実施。

市民・企
業の森づ
くり推進
事業へ
の参画

4-j-1 森林 実施

＜実施＞
企業の森づくり促進事業：既登録企業による、継続的な森林整備活
動：4企業（協定面積9.0ha)。新規登録企業による、森林整備活動：２
企業（協定面積0.6ha）
県民参加の森づくり事業：地区住民等が直接行う森林の保全活動
等を支援するもの：18地区

b

・林業雇用環境の確保
・木材資源の利活用の促進

・補助条件、補助金額の妥当性
の検証が課題であり、地域材の
使用状況、住宅着工数などか
ら、今後の施策について検証。

・引き続き、地域材活用促進事業を実施する予定。
（申請件数の大幅増を考慮し、前年度実績に応じた予算要求を
行った。）

・生産者・関係団体による地産
地消の自立的推進と消費者意
識の高揚が課題であり、継続的
な取り組みが求められる。

・生産振興の効果による農
地保全への波及

・富山とれたてネットワーク事業の推進
・学校給食ふるさと食材活用拡大事業の推進

地域材
の活用

4-k-2 森林 実施
＜実施＞
・新築住宅２１件
・進捗状況　約２６０％（＝２１件／８件）　計画を上回って進捗。

a -

実施
＜実施＞
富山とれたてネットワーク事業の推進：加盟店数見込み170店。学校
給食ふるさと食材活用拡大事業の推進：地場産品目数30。

b

農畜産
物、水産
物の地
産地消
の推進

4-k-1 産業

森林の
間伐等
管理及び
植林の
推進

4-i-1 森林

森林ボラ
ンティア
による里
山保全

4-j-2 森林

実施
＜実施＞
計画通り７月から２地区を追加し、計７地区において「生ごみリサイ
クル事業」を実施した。

b
生ごみリ
サイクル
事業

4-g-3 産業 ・可燃ごみ回収量の削減

・実施地区における収集率の向
上や今後、拡大実施する際の
改修費用の確保が課題となっ
ている。
・事前説明会や実施後の出前
講座等の充実により、住民の参
加協力を促進。

・引き続き「生ごみリサイクル事業」を拡大して実施する。

事業系
可燃ごみ
の減量
化

4-h-1
産業
業務

実施

＜実施＞
６月から、今年度提出された事業系一般廃棄物減量計画書の集計
及び分析を行い、順次戸別訪問を実施（99事業所）。また、対象とな
る事業所を50 トン以上の排出事業所に拡大するため、予備調査を
実施した。
２月には事業所を対象とした計画書作成説明会を実施した。
ほほ計画どおり進捗している。

b -

・引き続き、計画書提出事業所を戸
別に訪問し、適正な処理及び３Ｒに
ついて指導するとともに、拡大実施
により提出された新たな事業所の
計画書の内容について分析。
・また、これら事業所を対象とした
計画書作成・提出についての説明
会（研修会）を実施。

引き続き、計画書提出事業所を戸別に訪問し、適正な処理及び
３Ｒについて指導する。
・計画書提出義務のある407事業所中を計画的に戸別訪問す
る。
平成22年度から新たに、年間50トン以上の廃棄物を排出する市
内８０事業所に計画書の提出を義務づけた。
事業所を対象とした計画書作成・提出についての説明会（研修
会）を実施する。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業のH21年度の予定は、「着手」と記載。）
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1 市内電車環状線化
全国初の上下分離方式により市が市内電車の軌道の
一部を延伸し、環状線化を図ったもの。

H19～H22 3,000 1,368

・路面電車走行空間改
築事業
・都市交通システム整
備事業
・地域公共交通活性
化・再生総合事業（車
両購入）

国土交通省 597

2
南北路面電車一体化（構
想）

富山駅の高架化と富山駅周辺の整備に伴い、駅北側に
ある富山ライトレールの軌道と南側の市内電車軌道を
接続し、路面電車の南北一体化を図り、路面電車ネット
ワークを構築する。

Ｈ21～ 未定 7
地域活力基盤整備交
付金事業

国土交通省 4

3
富山地方鉄道上滝線
LRT化（構想）

市内電車の上滝線（富山地方鉄道㈱の鉄道線）への乗
入れ等による、ＬＲＴネットワークの実現に向けた検討を
行うもの。

H19～Ｈ22 21 10 都市交通システム 国土交通省 3

1
富山駅周辺地区土地区
画整理事業

富山駅周辺地区の南北一体的なまちづくりを推進する
ため、駅前広場や都市計画道路などの基盤整備と
あわせ、駅周辺における土地利用の高度化を図るも
の。

H18～H29 14,000 680

・土地区画整理事業費
補助
・連続立体交差関連公
共施設整備事業費統
合補助

国土交通省 340

2
富山駅付近連続立体交
差事業

北陸新幹線建設事業にあわせて、在来線を高架化し、
富山駅周辺地区において、円滑な交通の確保と鉄道に
より分断されている市街地の一体化を図る

Ｈ17～ 8,500 39 - - -

3
JR北陸本線並行在来線
化事業

北陸新幹線の開業に伴い、並行する在来線（ＪＲ北陸本
線）が経営分離されるため、新駅の設置や周辺のまちづ
くりを行うことによって、公共交通の活性化を図るもの。

H21～H26 - 1 - - -

4
鉄道駅周辺（地域拠点）
の基盤整備

平成21年度は、鉄道駅周辺への都市機能の集積や土
地利用のあり方、またその推進施策を明らかにした「鉄
道駅周辺まちづくり構想」を取りまとめる。
また、上滝線の活性化施策に先立ち、主要駅「上滝駅」
周辺のまちづくりについて、地元の住民とともに検討を
行う。

H18～H27 未定 5 - - -

5
市内電車運送高度化事
業

市内電車環状線化にあわせて、既存電停の改良や接近
表示案内システムの設置を行い、利用者の利便性を向
上することによって、利用者の増加を図るもの。

H21～H23 356 265
幹線鉄道等活性化
都市交通システム

国土交通省 88

6
イメージリーダー路線整
備事業

市内の路線バスのイメージアップを図るため、幹線バス
路線におけるバス車両の更新やデザインの一新等を行
うもの。

H20～H25 64 16 - - -

富山県富山市

事業概要
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取組
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項目

枝
番

事業名

1-1-1-a
LRTネットワー
クの形成

1-1-1-b
公共交通の基
盤整備
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1
JR高山本線活性化社会
実験

本市における重要な南北交通軸であるＪＲ高山本線に
おいて、社会実験の枠組みによる運行頻度の増加や新
駅設置などを行い、利用者の増加を図るとともに、効果
を検証するもの。

Ｈ18～Ｈ22 1,120 162 - - -

2
富山港線P＆R（パークア
ンドライド)社会実験事業

富山ライトレール沿線において、Ｐ＆Ｒ駐車場を設置に
よって、駅の利用圏域の拡大および自動車利用の抑制
による道路交通の円滑化を図るとともに、効果を検証す
るもの。

Ｈ21～ 9 4 - - -

3
電気バスの商用化・普及
に向けた技術開発・社会
システム実証モデル事業

電気バスの商用化・普及に向け、実際のバス路線に導
入し、実証実験を行うもの。

Ｈ21～ － － - - -

4
コミュニティバス等運行事
業

コミュニティバス運行や、民間赤字バス路線補助等によ
り、シビルミニマムの運行を確保するもの。

Ｈ21～ 1,265 253

・地域活力基盤創造交
付金
・富山県市町村運行バ
ス路線対策費運行費
補助金
・富山県生活路線運行
費補助金

国土交通省
富山県

36

5 ICカード利用拡大事業
市内の主要な公共交通機関へＩＣカードの導入を拡大す
ることによって、利用者の利便性向上を図るもの。

H21～H23 － 272
地域公共交通活性化・
再生総合事業

国土交通省 136

6
高齢者の公共交通利用
促進事業

（おでかけ定期）
65歳以上の高齢者を対象に、年間500円で「おでかけ定
期券」を購入すると、午前9時から午後5時の間で郊外と
中心市街地を結ぶ路線バスが100円で利用できる。

H16～ 未定 58.2 - - -

7
環境配慮型ボートによる
学習支援船運航社会実
験

富山市中心部の貴重な水辺空間である富岩運河環水
公園や富岩運河をさらに魅力的なものとし、賑わいの創
出を図る。

H20～H24 未定 36 みなと振興交付金 国土交通省 4.5

1-2-1-d
交通行動の転
換

1
高齢者運転免許自主返
納支援制度

65歳以上で運転免許を自主的に返納される方に対し
て、車に代わる移動手段となるバスや電車など公共交
通機関の乗車券を支援するもの。

Ｈ18～ - 9.8 - - -

1 まちなか居住推進事業
まちなか住宅・居住環境指針に適合する共同住宅の整
備等を支援し、まちなかでの住宅建設の促進と生活利
便性の向上を図るもの。

H17～H26 398 34 - - -

2
公共交通沿線居住推進
事業

公共交通沿線住宅・居住環境視指針に適合する共同住
宅の整備、公共交通沿線の住宅建設の促進と生活利便
性の向上を図るもの。

H19～H28 351 89 地域住宅交付金 国土交通省 38

3
民間住宅借り上げによる
市営住宅事業

民間の建物を借り受けて市営住宅として利用する「借り
上げ方式」を進めることにより、都心地区や公共交通沿
線地区の住宅ストックを確保するもの。

H20～H21 252 252 地域住宅交付金 国土交通省 32
2-1-2-a

都心及び公共
交通沿線居住
の推進

1-2-1-c
公共交通の利
用促進
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4
富山市高齢者の持ち家
活用による住み替え支援
事業

都心地区以外の「持家」に住む高齢者世帯がまちなか
に住み替える場合、市が「持家」を借り上げ「子育て世帯
等」に転貸することで、高齢者の都心地区への住み替え
を推進するもの。

H18～ 0.6 0 - - -

1
中心市街地活性化コミュ
ニティバス事業

中心市街地を回遊するコミュニティバスを運行すること
によって、来街者の回遊性や都心部居住者の利便性の
向上を図る。

H13～ 135 27 - - -

2
総曲輪四丁目・旅籠町地
区優良建築物等整備事
業

都心部において人口減少や高齢化、低未利用地の増大
など、空洞化が進展するなか、市街地環境の向上と良
質な市街地住宅の供給を図り、魅力ある都心居住環境
の整備を進めるもの。

H18～H21 511 295 優良建築物等整備事業 国土交通省 97

3
西町南地区第一種市街
地再開発事業

古くからの商業の中心部であり、公共交通の結節点でも
ある恵まれた立地環境を活かし、商業、業務、公益的施
設などを導入することで、賑わいの創出に大きく寄与す
ることのできる複合施設を整備するもの。

H18～H27 7,229 0 - - -

4
西町東南地区第一種市
街地再開発事業

都心部において人口減少や高齢化、低未利用地の増大
など、空洞化が進展するなか、市街地環境の向上と良
質な市街地住宅の供給を図り、魅力ある都心居住環境
の整備を進めるもの。

H18～H25 1,840 46 市街地再開発事業 国土交通省 29

5
中央通りf地区第一種市
街地再開発事業

都心部において人口減少や高齢化、低未利用地の増大
など、空洞化が進展するなか、市街地環境の向上と良
質な市街地住宅の供給を図り、魅力ある都心居住環境
の整備を進めるもの。

H18～H23 2,066 152 市街地再開発事業 国土交通省 93

6
都市計画制限による大規
模集客施設の郊外立地
規制

全ての準工業地域を大規模集客施設制限地区に指定
し、１万㎡以上の集客施設の建築を規制するもの。

H18～ - - - - -

7
中心商店街魅力創出事
業

中心商店街が、魅力ある商業空間を形成するために、
統一したコンセプトに基づきおこなう店舗外装等の整備
に対して助成し、街としての新しい魅力づくりに対して支
援する。

H17～H26 未定 2.4 - - -

8
中心商店街出店促進事
業

富山市中心商業地区の総曲輪・中央通り・西町商店街
の空き店舗への出店者に対して、出店時の改装費、店
舗賃貸費を支援する。また、商店街団体等が行う店舗
誘致活動経費についても支援する。

H21～H23 未定 17.2 - - -

1
地域優良賃貸住宅供給
促進事業

歩いて暮らせる利便性の高い地域で民間事業者が建設
する高齢者向けの優良な賃貸住宅に対し高齢者向け優
良賃貸住宅供給促進制度による支援を行い、福祉サー
ビスと連携した賃貸住宅の供給を促進し、高齢者が安心
して暮らすことができる居住環境を整備するもの。

H19～ 361 15 地域住宅交付金 国土交通省 3

2
エコ＆スムーズロード事
業

市道中川原山室線の山室交差点に右折レーンを設置す
ることで快適な走行を確保し、温室効果ガスの排出削減
を図るもの。

H19～ - 4 - - -

2-2-2-c
地域拠点の育
成

中心市街地の
活性化

2-2-2-b
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1
住宅用太陽光発電の導
入支援

市内に自ら居住する住宅に、住宅用太陽光発電システ
ムを設置した個人に対して助成するもの。

H12～ - 13.1 - - -

2
住宅用太陽熱利用設備
の導入支援

市内に自ら居住する住宅に、住宅用太陽熱利用システ
ムを設置した個人に対して助成するもの。

H21～ - 0.1 - - -

1
「チーム富山市」推進事
業(家庭)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、家庭部門
における二酸化炭素排出量を削減するもの。

H20～ - 8.3 - - -

2
次世代層へのエネル
ギー・環境教育支援活動
の推進

（3R推進スクール事業)市内の幼稚園や小学校を訪問
し、ごみの減量・資源化を呼びかけるとともに、3Rを推進
するための啓発を実施するもの。

H21～ - 0.2 - - -

3
「チーム富山市」推進事
業(モデル事業)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、教育指定
校・エコライフファミリーにおける二酸化炭素排出量を削
減するもの。

H20～ - 8.3 - - -

1

行政が主導するノーマイ
カーデーへの参加・企業
独自のエコ通勤運動の
実施

県下統一ノーマイカーウイークを初めとする運動に参加
することで、企業従業員の環境意識高揚を図るととも
に、企業ごとに取組可能なエコ通勤運動を推進するも
の。

H13～ － 0 - - -

2
自転車市民共同利用シ
ステム導入事業

コミュニティサイクル（自転車シェアリング）を導入し、中
心市街地の回遊性の強化と活性化を図る。

H21～ - 150

・環境共生地域づくり
補助金（環境保全型地
域づくり推進支援事
業）
・地域活性化・経済危
機対策臨時交付金

環境省 147

3 EVcity構想
電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（ｐHV)の導
入と、本格普及に向けた急速充電施設の整備を行い、
EV、ｐHVの普及促進を図るもの。

H21～H26 - 6.1
平成21年度富山県電
気自動車急速充電設
備設置支援事業

富山県 6

4-1-4-b
省エネルギー
意識の啓発・
誘導

1
「チーム富山市」推進事
業(運輸)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、運輸部門
における二酸化炭素排出量を削減するもの。

H20～ - 8.3 - - -

1
「チーム富山市」推進事
業(産業)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、産業部門
における二酸化炭素排出量を削減するもの。

H20～ - 8.3 - - -

2
「チーム富山市」推進事
業(業務)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、業務部門
における二酸化炭素排出量を削減するもの。

H20～ - 8.3 - - -

1
新エネルギー・省エネル
ギー設備の導入

市施設の改築時等のタイミングに合わせて、太陽光発
電等の設備を導入する。

H21～ - 55.8
・安全安心な学校づく
り交付金事業
・自然環境整備交付金

文部科学省
環境省

20.99

2
都市公園グランドの芝生
張、施設の屋上・壁面緑

市役所本庁舎において壁面緑化や屋上緑化を実施する
ことにより環境に対する市民意識の高揚を図る。

H20～ － 25.2
先導的都市環境形成
促進事業費補助金

国土交通省 10

3-1-3-b
新エネルギー
の導入

3-2-3-d

4-1-4-a
自動車利用の
見直し

省エネルギー
意識の啓発・
誘導

4-1-4-c
オフィス等の低
炭素化

4-2-4-d
富山市地球温
暖化防止実行
計画の推進
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3 低公害車の導入
市の公用自動車に電気自動車、天然ガス車自動車を導
入し、温室効果ガスの削減を図る。

H20～ － 27.5
クリーンエネルギー自
動車等導入促進対策
費補助金

経済産業省 5.15

1 小水力発電の導入
常西合口用水を利用した小水力発電所を整備すること
により温室効果ガスの削減し、環境学習などの研修の
場として活用を図る。

H20～ － 26.3
地域新エネルギー等
導入促進対策費補助
金

経済産業省
(NEPC)

12.9

2
新エネルギー施設・設備
の導入

北陸電力(株)が出力1,000kWの太陽光発電所を建設す
ることにより温室効果ガスの削減し、環境学習などの研
修の場として活用を図る。

H21～ － 456.2
地域活力基盤創造交
付金

国土交通省 221.1

1
省エネルギー型施設・設
備の導入支援(産業)

企業が「革新的なエネルギー高度利用技術」である燃料
電池や天然ガスコージェネレーション等のCO2を削減す
る設備を導入する場合、市が低利な制度融資を金融機
関にあっせんするもの。

H21 - 3,561 - - -

2
省エネルギー型施設・設
備の導入支援(業務)

企業が「革新的なエネルギー高度利用技術」である燃料
電池や天然ガスコージェネレーション等のCO2を削減す
る設備を導入する場合、市が低利な制度融資を金融機
関にあっせんするもの。

H21 - 3,561 - - -

1 エコタウンの推進

エコタウン産業団地を資源循環拠点として位置付け、エ
ネルギー利用も含め団地内のゼロエミッション化を進
め、新たに廃棄物エネルギーセンターが建設されてい
る。

H15～ - 28.8 - - -

2
バイオマスタウン構想の
推進

地元の間伐材等を原材料とする木質ペレットの製造施
設を設置し、バイオマス・エネルギーの地産地消の実現
を図る。

H21～ - 235

・環境共生地域づくり
補助金（環境保全型地
域づくり推進支援事
業）
・地域活性化・経済危
機対策臨時交付金

環境省 231

3 生ごみリサイクル事業

家庭から排出される生ごみを分別回収し、メタン発酵施
設においてバイオガス化技術によりメタン発酵させ、発
生したバイオガスにより発電し電気エネルギーにリサイ
クルすることにより温室効果ガスの削減を図る。

H18～ - 7.6 - - -

4-3-4-h
廃棄物の減量
化

1
事業系可燃ごみの減量
化

事業所から排出される可燃ごみを前年比0.5％ずつ削減
し、温室効果ガスの削減を図る。
・ごみを多量に排出すると想定される事業所に対して年
１回研修会を開催し、「事業系一般廃棄物減量計画書」
の作成と提出を求める。
・計画書の対象事業所の範囲拡大や、戸別指導等によ
る啓発を行う。

H21～ - 3 緊急雇用創出事業 厚生労働省 2.7

4-4-4-i
森林資源の管
理

1
森林の間伐等管理及び
植林の推進

森林の有する多面的機能の高度発揮を図るため、人工
林や里山林を計画的に整備する。

- - 82
県単独森林整備事業
水と緑の森づくり事業

富山県 54

4-3-4-g
廃棄物の有効
活用

4-3-4-f
省エネルギー
型施設・設備
の導入

計画の推進

4-3-4-e
新エネルギー
の普及・転換
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

1
市民・企業の森づくり推
進事業への参画

林業体験や自然観察など森林環境教育と一体となった
地域住民、企業、NPOなどの多様な主体の参加と連携
による森林づくりを図る。

H18～ - 1 - - -

2
森林ボランティアによる
里山保全

きんたろう倶楽部を中心として、市内の９箇所７箇所を活
動拠点とした市民参加型の森林整備・保全活動を支援
し森林の保全を推進する。

H18～ - 1 - - -

1
農畜産物、水産物の地産
地消の推進

地場農林水産物のＰＲや販売拠点のネットワーク化や即
売会の開催など消費拡大の取り組みを進めるとともに、
学校給食食材への活用の拡大を図る。

H17～ 300 2 - - -

2 地域材の活用

間伐をはじめとする森林の整備保全を促進する上で、地
域材の利用拡大を図る。市内の整備された森林におい
て二酸化炭素を吸収した地域材を住宅に使用すること
により、炭素の長期固定化を図るもの。

H18～ - 10 - - -

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて記
載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。

4-4-4-k
地産地消の推
進

4-4-4-j
市民・企業のボ
ランティアによ
る森林の保全
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1
南北路面電車一体化（構
想）

富山駅の高架化と富山駅周辺の整備に伴い、駅北側に
ある富山ライトレールの軌道と南側の市内電車軌道を
接続し、路面電車の南北一体化を図り、路面電車ネット
ワークを構築する。

2 Ｈ21～ 未定 24
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 13

2
富山地方鉄道上滝線
LRT化（構想）

市内電車の上滝線（富山地方鉄道㈱の鉄道線）への乗
入れ等による、ＬＲＴネットワークの実現に向け、関係機
関との協議を進めるもの。

3 H19～Ｈ22 21 0 - - -

1
富山駅周辺地区土地区
画整理事業

富山駅周辺地区の南北一体的なまちづくりを推進する
ため、駅前広場や都市計画道路などの基盤整備
とあわせ、駅周辺における土地利用の高度化を図るも
の。

1 H18～H29 14,000 452
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 未定

2
富山駅付近連続立体交
差事業

北陸新幹線建設事業にあわせて、在来線を高架化し、
富山駅周辺地区において、円滑な交通の確保と鉄道に
より分断されている市街地の一体化を図る。

2 Ｈ17～ 8,500 286 - - -

3
JR北陸本線並行在来線
化事業

北陸新幹線の開業に伴い、並行する在来線（ＪＲ北陸本
線）が経営分離されるため、新駅の設置や周辺のまち
づくりを行うことによって、公共交通の活性化を図るも

3 H21～H26 － 1 - - -

4
鉄道駅周辺（地域拠点）
の基盤整備

H21年度に引き続き、鉄道駅周辺への都市機能の集積
や土地利用のあり方、またその推進施策を明らかにし
た「鉄道駅周辺まちづくり構想」を取りまとめる。
また、上滝線の活性化施策に先立ち、主要駅「上滝駅」
周辺のまちづくりについて、地元の住民とともに検討を
行う。

4 H18～H27 未定 未定 - - -

5
市内電車運送高度化事
業

市内電車環状線化にあわせて、既存電停の改良や接
近表示案内システムの設置を行い、利用者の利便性を
向上することによって、利用者の増加を図るもの。

5 H21～H23 356 53
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 18

6
イメージリーダー路線整
備事業

市内の路線バスのイメージアップを図るため、幹線バス
路線におけるバス車両の更新やデザインの一新等を行
うもの。

6 H20～H25 64 8
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 4

1
JR高山本線活性化社会
実験

本市における重要な南北交通軸であるＪＲ高山本線に
おいて、社会実験の枠組みによる運行頻度の増加や新
駅設置などを行い、利用者の増加を図るとともに、効果
を検証するもの。

1 Ｈ18～Ｈ22 1,120 152 - - -

2
富山港線P＆R（パークア
ンドライド)社会実験事業

富山ライトレール沿線において、Ｐ＆Ｒ駐車場を設置に
よって、駅の利用圏域の拡大および自動車利用の抑制
による道路交通の円滑化を図るとともに、効果を検証す
るもの。

2 Ｈ21～ 9 5
地域グリーンニュー
ディール基金

環境省 4

事業名

1-1-1-b
公共交通の基
盤整備

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

富山県富山市

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

1-1-1-a
LRTネットワー
クの形成

富山　18/22　（H22事業一覧）

通しページ番号277



支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

3
電気バスの商用化・普及
に向けた技術開発・社会
システム実証モデル事業

電気バスの商用化・普及に向け、実際のバス路線に導
入し、実証実験を行うもの。

3 Ｈ21～ － － - - -

4
コミュニティバス等運行
事業

コミュニティバス運行や、民間赤字バス路線補助等によ
り、シビルミニマムの運行を確保するもの。

4 Ｈ21～ 1,265 267

・社会資本整備総合
交付金
・富山県市町村運行
バス路線対策費運行
費補助金
・富山県生活路線運
行費補助金

国土交通省
富山県

47

5 ICカード利用拡大事業
市内の主要な公共交通機関へＩＣカードの導入を拡大す
ることによって、利用者の利便性向上を図るもの。

5 H21～H23 － － - - -

6
高齢者の公共交通利用
促進事業

市内在住の65歳以上の高齢者を対象に、富山ライト
レールが日中100円で乗車できる制度を導入し、利用促
進を図るもの。

6 H19～ 70 14 - - -

7
環境配慮型ボートによる
学習支援船運航社会実
験

富山市中心部の貴重な水辺空間である富岩運河環水
公園や富岩運河をさらに魅力的なものとし、賑わいの創
出を図る。

7 H20～H24 未定 25.2
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 1.7

1-2-1-d
交通行動の転
換

1
高齢者運転免許自主返
納支援制度

65歳以上で運転免許を自主的に返納される方に対し
て、車に代わる移動手段となるバスや電車など公共交
通機関の乗車券を支援するもの。

1 Ｈ18～ - 9.2 - - -

1 まちなか居住推進事業
まちなか住宅・居住環境指針に適合する共同住宅の整
備等を支援し、まちなかでの住宅建設の促進と生活利
便性の向上を図るもの。

1 H17～H26 398 59
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 9

2
公共交通沿線居住推進
事業

公共交通沿線住宅・居住環境視指針に適合する共同住
宅の整備、公共交通沿線の住宅建設の促進と生活利
便性の向上を図るもの。

2 H19～H28 351 95
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 22

3
民間住宅借り上げによる
市営住宅事業

民間の建物を借り受けて市営住宅として利用する「借り
上げ方式」を進めることにより、都心地区や公共交通沿
線地区の住宅ストックを確保するもの。

3 H21～H22 675 662
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 83

4
富山市高齢者の持ち家
活用による住み替え支援
事業

都心地区以外の「持家」に住む高齢者世帯がまちなか
に住み替える場合、市が「持家」を借り上げ「子育て世
帯等」に転貸することで、高齢者の都心地区への住み
替えを推進するもの。

- H18～ 0.6 0.6 - - -

1
中心市街地活性化コミュ
ニティバス事業

中心市街地を回遊するコミュニティバスを運行すること
によって、来街者の回遊性や都心部居住者の利便性の
向上を図る。

1 H13～ 135 23 - - -

2
西町南地区第一種市街
地再開発事業

古くからの商業の中心部であり、公共交通の結節点で
もある恵まれた立地環境を活かし、商業、業務、公益的
施設などを導入することで、賑わいの創出に大きく寄与
することのできる複合施設を整備するもの。

2 H18～H27 7,229 93
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 44

1-2-1-c
公共交通の利
用促進

2-1-2-a
都心及び公共
交通沿線居住
の推進
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

3
西町東南地区第一種市
街地再開発事業

都心部において人口減少や高齢化、低未利用地の増
大など、空洞化が進展するなか、市街地環境の向上と
良質な市街地住宅の供給を図り、魅力ある都心居住環
境の整備を進めるもの。

3 H18～H25 1,840 721
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 435

4
中央通りf地区第一種市
街地再開発事業

都心部において人口減少や高齢化、低未利用地の増
大など、空洞化が進展するなか、市街地環境の向上と
良質な市街地住宅の供給を図り、魅力ある都心居住環
境の整備を進めるもの。

4 H18～H23 2,.066 202
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 121

5
都市計画制限による大
規模集客施設の郊外立
地規制

全ての準工業地域を大規模集客施設制限地区に指定
し、１万㎡以上の集客施設の建築を規制するもの。

5 H18～ - - - - -

6
中心商店街魅力創出事
業

中心商店街が、魅力ある商業空間を形成するために、
統一したコンセプトに基づきおこなう店舗外装等の整備
に対して助成し、街としての新しい魅力づくりに対して支
援する。

6 H17～H26 未定 3.3 - - -

7
中心商店街出店促進事
業

富山市中心商業地区の総曲輪・中央通り・西町商店街
の空き店舗への出店者に対して、出店時の改装費、店
舗賃貸費を支援する。また、商店街団体等が行う店舗
誘致活動経費についても支援する。

7 H21～H23 未定 6.2 - - -

1
地域優良賃貸住宅供給
促進事業

歩いて暮らせる利便性の高い地域で民間事業者が建
設する高齢者向けの優良な賃貸住宅に対し高齢者向
け優良賃貸住宅供給促進制度による支援を行い、福祉
サービスと連携した賃貸住宅の供給を促進し、高齢者
が安心して暮らすことができる居住環境を整備するも

1 H19～ 361 18
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 7

2
エコ＆スムーズロード事
業

市道中川原山室線の山室交差点に右折レーンを設置
することで快適な走行を確保し、温室効果ガスの排出
削減を図るもの。

2 H19～ - 4 - - -

1
住宅用太陽光発電の導
入支援

市内に自ら居住する住宅に、住宅用太陽光発電システ
ムを設置した個人に対して助成するもの。

1 H12～ － 14.7 - - -

2
住宅用太陽熱利用設備
の導入支援

市内に自ら居住する住宅に、住宅用太陽熱利用システ
ムを設置した個人に対して助成するもの。

2 H21～ － 1 - - -

1
「チーム富山市」推進事
業(家庭)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、家庭部門
における二酸化炭素排出量を削減するもの。

1 H20～ - 5.5 - - -

2
次世代層へのエネル
ギー・環境教育支援活動
の推進

（3R推進スクール事業)市内の幼稚園や小学校を訪問
し、ごみの減量・資源化を呼びかけるとともに、3Rを推
進するための啓発を実施するもの。

2 H21～ - 0.4 - - -

3
「チーム富山市」推進事
業(モデル事業)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、教育指定
校・エコライフファミリーにおける二酸化炭素排出量を削
減するもの。

3 H20～ - 5.5 - - -

1
行政が主導するノーマイ
カーデーへの参加・企業
独自のエコ通勤運動の

県下統一ノーマイカーウイークを初めとする運動に参加
することで、企業従業員の環境意識高揚を図るととも
に、企業ごとに取組可能なエコ通勤運動を推進するも

1 H13～ － 0 - - -

2-2-2-c
地域拠点の育
成

2-2-2-b
中心市街地の
活性化

3-1-3-b
新エネルギー
の導入

3-2-3-d
省エネルギー
意識の啓発・
誘導
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

2
自転車市民共同利用シ
ステム導入事業

自転車市民共同利用システムの利用状況等について
詳細な調査と分析を行い、より効率的かつ効果的な運
営について検討するもの。

2 H21～ - 180
ふるさと雇用再生特
別交付金

富山県 180

3 EVcity構想
電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（ｐHV)の導
入と、本格普及に向けた急速充電施設の整備を行い、
EV、ｐHVの普及促進を図るもの。

3 H21～H26 - 4.5
クリーンエネルギー
自動車等導入促進対
策費補助金

経済産業省 1.4

4-1-4-b
省エネルギー
意識の啓発・

1
「チーム富山市」推進事
業(運輸)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、運輸部門
における二酸化炭素排出量を削減するもの。

1 H20～ - 5.5 - - -

1
「チーム富山市」推進事
業(産業)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、産業部門
における二酸化炭素排出量を削減するもの。

1 H20～ - 5.5 - - -

2
「チーム富山市」推進事
業(業務)

チーム富山市推進事業を実施するにあたり、業務部門
における二酸化炭素排出量を削減するもの。

2 H20～ - 5.5 - - -

1
防犯灯のLED化(サンライ
ト事業)

市内の防犯灯をLED式に取り替えるもの。 - H22～ 2,350 2.5
地球温暖化対策推進
事業基金

富山県 2.5

2
都市公園グランドの芝生
張、施設の屋上・壁面緑
化

本庁西館の３階から８階までのベランダに、つる性植物
を植え、緑のカーテンを作るもの。
また、２１年度に決定した、富山市の花である「ひまわ
り」の種を使った、緑花活動を行うもの。

2 H22～H27 6 2.7 - - -

3
下水処理施設における
消化ガスの有効利用

浜黒崎浄化センターに消化ガス発電設備を導入し、発
電した電力を処理場内で利用することにより購入電力
量を削減する。

- H21～H24 760～850 11
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 5.5

4 低公害車の導入
市の公用自動車に電気自動車、天然ガス車自動車を導
入し、温室効果ガスの削減を図る。

4 H20～ － 8
クリーンエネルギー
自動車等導入促進対
策費補助金

経済産業省 1.9

1 小水力発電の導入
常西合口用水を利用した小水力発電所を整備すること
により温室効果ガスの削減と環境学習などの研修の場
として活用を図る。

1 H20～ － 150.5
地域新エネルギー等
導入促進対策費補助
金

経済産業省
(NEPC)

75.2

2
新エネルギー施設・設備
の導入

北陸電力(株)が出力1,000kWの太陽光発電所を建設す
ることにより温室効果ガスの削減し、環境学習などの研
修の場として活用を図る。

2 H21～ － 166.9
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 31.9

1
省エネルギー型施設・設
備の導入支援(産業)

企業が「革新的なエネルギー高度利用技術」である燃
料電池や天然ガスコージェネレーション等のCO2を削減
する設備を導入する場合、市が低利な制度融資を金融
機関にあっせんするもの。

1 H22 - 3,000 - - -

2
省エネルギー型施設・設
備の導入支援(業務)

企業が「革新的なエネルギー高度利用技術」である燃
料電池や天然ガスコージェネレーション等のCO2を削減
する設備を導入する場合、市が低利な制度融資を金融
機関にあっせんするもの。

2 H22 - 3,000 - - -

1 エコタウンの推進
　エコタウン産業団地を資源循環拠点として位置付け、
エネルギー利用も含め団地内のゼロエミッション化を進
め、新たに廃棄物エネルギーセンターが稼働する予定。

1 H15～ - 24.4 - - -

4-1-4-d
富山市地球温
暖化防止実行
計画の推進

4-1-4-a
自動車利用の
見直し

4-1-4-c
オフィスの低炭
素化

4-3-4-e
新エネルギー
の普及・転換

4-3-4-f
省エネルギー
型施設・設備
の導入
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

2
バイオマスタウン構想の
推進

東富山温水プールにペレットボイラーを導入し、木質ペ
レットを化石燃料の代替として使用することで、二酸化
炭素排出量の削減を図る。

2 H22～ - 55.2
地域バイオマス利活
用交付金

農林水産省 25

3 生ごみリサイクル事業

家庭から排出される生ごみを分別回収し、メタン発酵施
設においてバイオガス化技術によりメタン発酵させ、発
生したバイオガスにより発電し電気エネルギーにリサイ
クルすることにより温室効果ガスの削減を図る。

3 H18～ - 11.5 - - -

4-3-4-h
廃棄物の減量
化

1
事業系可燃ごみの減量
化

事業所から排出される可燃ごみを前年比0.5％ずつ削
減し、温室効果ガスの削減を図る。
・ごみを多量に排出すると想定される事業所に対して年
１回研修会を開催し、「事業系一般廃棄物減量計画書」
の作成と提出を求める。
・計画書の対象事業所の範囲拡大や、戸別指導等によ
る啓発を行う。

1 H21～ - 4.1 緊急雇用創出事業 厚生労働省 4

4-4-4-i
森林資源の管
理

1
森林の間伐等管理及び
植林の推進

森林の有する多面的機能の高度発揮を図るため、人工
林や里山林を計画的に整備する。

1 - - 88
県単独森林整備事業
水と緑の森づくり事業

富山県 54

1
市民・企業の森づくり推
進事業への参画

林業体験や自然観察など森林環境教育と一体となった
地域住民、企業、NPOなどの多様な主体の参加と連携
による森林づくりを図る。

1 H18～ - 1 - - -

2
森林ボランティアによる
里山保全

きんたろう倶楽部を中心として、市内の９箇所７箇所を
活動拠点とした市民参加型の森林整備・保全活動を支
援し森林の保全を推進する。

2 H18～ - 1 - - -

1
農畜産物、水産物の地
産地消の推進

地場農林水産物のＰＲや販売拠点のネットワーク化や
即売会の開催など消費拡大の取り組みを進めるととも
に、学校給食食材への活用の拡大を図る。

1 H17～ 300 0 - - -

2 地域材の活用

間伐をはじめとする森林の整備保全を促進する上で、
地域材の利用拡大を図る。市内の整備された森林にお
いて二酸化炭素を吸収した地域材を住宅に使用するこ
とにより、炭素の長期固定化を図るもの。

2 H18～ - 10 - - -

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除
又は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

4-4-4-j

市民・企業の
ボランティアに
よる森林の保
全

4-4-4-k
地産地消の推
進

4-3-4-g
廃棄物の有効
活用
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１．総括票 団体名 愛知県豊田市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、
その結果を用いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、
市民意識調査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点
・「次世代エネルギー・社会システム実証（経済産業省）」について、マスタープランの策定及びプランに基づき取組を実施する。
・H21年度に市街地を中心に整備したEV・PHV用太陽光充電施設11箇所21基に加え、H22年度は中山間地域等の5箇所に充電施設を整備する。
・市民の行動喚起のため、民産学官の連携による「とよたエコドライブプロジェクト実行委員会」を設立し、H22年度から市民・企業のエコドライブ実践・効果検証や普及啓発を実
施する。
・中小企業の資源効率の改善を図るため、H22年度より省エネ設備導入に係るコンサルティングや改修費用の一部補助を新規に実施する。

・【運輸】次世代エコカーの普及促進（補助金、PHV導入、市長のトップセールス等）により、地場産業の活性化に貢献。
・【家庭・業務・森林】環境関連の設備投資（太陽光発電など）や施設・基盤整備（公共施設、林道など）により、地域企業の受注機会の創出に貢献
・【共通】「環境モデル都市シンポジウム」を1月に開催。集客者数400人。市民の気運向上に貢献。（※エクスカーションとして、エコツアー実施。低炭素都市推進
協議会メンバー19名参加。）

全体総括

（２）取組の主な成果

・太陽光発電設置世帯数（補助累計数）が約3,600世帯（全世帯の2.2%、全国平均の約3倍）
・レジ袋辞退者が9割を超えている。（レジ袋無料配布中止加盟店95店舗におけるサンプル調査による　(a-b)/a （a：レジ通過者数、b：レジ袋購入者数））

・【運輸】市民向け2,499台、事業者向け183台の次世代エコカー購入費を補助（削減効果：合計1,555t-CO2）
・【森林】人工林1,456haについて間伐を実施（森林吸収量：74,430t-CO2）
・【家庭】市民871世帯に太陽光発電システム、市民3,022世帯に高効率給湯器の設置費を補助（削減効果：合計2,671t-CO2）

（１）取組の進捗状況
　豊田市のH21年度の取組は、一部実施の遅れが見られるものの、「EV・PHVタウン構想」や「次世代エネルギー・社会システム実証地域」の選定に合わせて充実を図っている
取組もあり、全体としてほぼ計画どおりに進んでいる。
　主な成果として、H21年度の目玉事業である次世代エコカーの普及については、国の補助制度を活用して全国最多の市内11箇所21基の太陽光充電施設を整備するとともに、
自治体では全国最多となる20台のプラグインハイブリッド車（PHV）を導入し、公用車利用及び市内事業者の共同利用をはじめ、イベントでは世界初の市民向けの試乗体験会を
実施するなどのPRを行った。また、HV等次世代エコカーの購入補助についても、市民向け2,499台（H10年度からの累計6,011台）、事業者向け183台を補助し、計画を大幅に上
回る成果を挙げた。
　低炭素社会モデル地区の推進については、地元関連企業を中心に協議を進めており、「次世代エネルギー・社会システム実証プロジェクト」の連携の下で推進を図っている。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等
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２．個別事業に関する進捗状況等 団体名 愛知県豊田市

温室効果ガス削減 地域活力の創出等

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

シミュレーションの実施、トランジットモールの実験手法の検討
に着手

環境技
術によ
る明日
の快適
な低炭
素社会
を提案

するシン
ボリック
な都心
の形成

経済産業省の「次世代エネル
ギー・社会システム実証」との
連携・調整（再開発）
※実証で得られた知見・技術
を各事業にフィードバック

・3月末に「豊田市駅前通り
北街区市街地再開発準備
組合」を設立され、民間主
導（組合）による再開発事業
に着手
※地域企業の受注、新規資
本の投入（出店）機会の創
出

都市計画決定手続き準備

「人」と「緑」の
都心づくり
（人々の回遊
を生み出す交
通システムの
導入）

2-1-②
-1-b-2

業務・運
輸 -

-
＜検討＞
・中央公園整備及び毘森公園整備基本計画の策定に着手 b

（・PHV共同利用システムの導入については、2-2-②-2-a-1に記
載。）

設計～整備に着手
多世代の人々が集まり、多様な交流が楽しめる公園づくりを視
野に検討する。

「人」と「緑」の
都心づくり（環
境技術を導入
した低炭素な
都心づくり）

2-1-②
-1-b-3

業務・運
輸

検討

＜検討＞
・「豊田市駅前通り北地区市街地再開発準備組合」を3月末に設立
・民間施設への緑化向上及び緑化技術の利用促進に向け、緑化
地域制度及び緑化助成制度の素案策定に着手
（・公共施設の環境配慮型への転換については、2-5-②-5-bに記
載）

b

検討

検討

-

取組
方針

取組
内容

低炭素社会モ
デル地区の整
備

検討

2-1-②
-1-a-1

業務・運
輸

H21
予定

「人」と「緑」の
都心づくり
（ゾーン規制の
導入）

主要

「人」と「緑」の
都心づくり（環
境に配慮した
公園整備）

取組
番号

部門

業務・家
庭・運輸

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果

計画との
比較

　　　　　課題と改善方針

平成２１年度の進捗

１　庁内・関係機関との協議・調整（4～3月）
①地元中小企業等を公募し、導入技術・システムを交渉・調整
②庁内ワーキンググループに施設整備、産業振興の各分科会
を設置し検討
③関係団体、機関等との協議・調整
④有識者等によるモデル地区整備に係る意見の聴取及び大
学との連携の検討

２　モデル地区実施設計、実施運営計画の策定（5～3月）
・環境関連調査（風向き、気温、日照等）、全体計画（システ
ム、施設配置等）、実施設計（街区、道路、公園等のインフラ）、
実施運営計画策定を行う調査の実施

＜検討＞
・ゾーン規制の導入方法・手法を検討
・トランジットモール化の社会実験に向けた実施方法・手法を検
討、交通に与える影響調査を実施（5年間で社会実験実施、評価、
導入検討）

シミュレーションの実施、ゾーン規制実験の手法の検討に着手

b

b

＜検討＞
・民間企業の参画による検討会を設置し、方針・手法・システムな
ど基本的考えを取りまとめ（9～3月：4回）
・国の機関、学識者など有識者からの意見聴取を実施（1～3月）
・経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム」実証地域に応
募（2月）（４月に採択された。）

中小企業や森林分野の担
当者をワーキングメンバー
に加え、産業振興も視野に
検討

・経済産業省の「次世代エネル
ギー・社会システム実証」との
連携・調整
※実証で得られた知見をモデ
ル地区にフィードバック

2-1-②
-1-b-1

2-1-②
-1-b-4

業務・運
輸

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

H21
予定

主要
取組
番号

部門

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果

計画との
比較

　　　　　課題と改善方針

平成２１年度の進捗

1,555t-CO2

（算定根拠）
【市民向け】
2,499台×（137g/km(ｶﾛｰ
ﾗ排出量)-79g/km(HV排
出量))×年間走行距離
10,000km≒1,449t-CO2
【事業者向け】
183台×（137g/km-
79g/km)×年間走行距離
10,000km≒106t-CO2

691t-CO2

（算定根拠）
5,045人（ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ宣言者
数）×137g/km（ｶﾛｰﾗ排
出量）×10,000km（年間走
行距離）×10%（燃費向上
率）≒691t-CO2

（定量化は困難）

-

-

-

-

-

「環境と
交通技
術のハ
イブリッ
ド」によ
る魅力
あふれ
る環境
交通モ
デルの
構築

市民・事業所のエコドライブ実践および効果検証、普及啓発
（コンテスト、各イベント等）

・経済産業省の「次世代エネル
ギー・社会システム実証」との
連携・調整（エコカー）

・エコドライブプロジェクトの普
及拡大

国土交通省と連携し、社会実験を実施

・豊田南バイパス（豊田IC～R153）：引き続き、工事を継続
・高橋細谷線：引き続き、調査設計・用地補償を継続

充電スタンド5箇所整備
燃料電池バス1台を基幹バス路線に試験導入
補助対象を拡大し、引き続き補助事業を継続

a

＜実施＞
・ＰＨＶ20台を導入。13台を公用車利用し、7台について商工会議
所経由で市内企業への貸出（共同利用）を実施
・ＰＨＶ用太陽光充電施設11箇所（21基）を整備
・ＨＶ基幹バス3台を運用開始（H21.4～）
・HV等エコカー購入補助を実施。市民向け2,499台、事業者向け
183台補助　計2,682台（目標：H25年度までに5,000台のところ、1年
間で目標の半数以上を達成）

＜実施＞
・エコドライブ宣言者数については、目標１万人であったが、1万2
千人達成（10月末。市内全ドライバーの約4%）。H21年度は、5,045
人が宣言。
・民産学官連携の「とよたエコドライブプロジェクト実行委員会」設
立準備開始（H22.4月設立予定）
・エコドライブ評価システムの開発支援及びモニターによる評価シ
ステムの情報収集を実施
・エコドライブロードは、エコドライブ車両による交通流に及ぼす影
響調査結果を受け、実施方針を検討中

b

自動車の燃費向上に伴う、
安全運転意識の向上、交通
事故の低減など。

＜実施＞
・ＩＴＳ技術を活用したインフラと車が協調する安全運転支援システ
ムのデモ実験実施

b

b

かしこくクルマ
と道路を使うエ
コカーライフの
実現（エコドラ
イブの実践）

2-2-②
-2-a-2

運輸

かしこくクルマ
と道路を使うエ
コカーライフの
実現（ＩＴＳ活用
による交通整
序と安全性向
上）

2-2-②
-2-a-3

運輸

かしこくクルマ
と道路を使うエ
コカーライフの
実現（幹線道
路ネットワーク
の整備）

2-2-②
-2-a-4

運輸

・経済産業省の「次世代エネル
ギー・社会システム実証」との
連携・調整（公共交通への転
換）
※アクションプランへの反映

2-2-②
-2-b-1

人と環境にや
さしい公共交
通の整備（鉄
道が使いやす
いまちの実現）

実施

着手

着手

実施

実施

かしこくクルマ
と道路を使うエ
コカーライフの
実現（エコカー
の普及）

運輸
2-2-②
-2-a-1

○

運輸

＜着手＞
・高架化（三河八橋駅付近）：高架切替完了、仮線撤去工事着手
・高架化（若林地区）：都市計画原案の関係機関と協議開始
・複線化名鉄三河線：平面複線化に伴う関連事業計画案を検討開
始
・愛知環状鉄道末野原駅：Ｐ＆Ｒ駐車場第１期造成工事終了
・愛知環状鉄道八草駅：Ｐ＆Ｒ駐車場設計完了、地元説明
・名鉄：三河八橋駅、土橋駅、梅坪駅、浄水駅のバリアフリー化完
了

・高架化（三河八橋駅付近）：継続工事
・高架化（若林地区）：環境調査、測量及び設計
・複線化名鉄三河線：事業化検討・調整
・愛知環状鉄道末野原駅：第2期駐車場整備工事、料金精算
機設置
・愛知環状鉄道八草駅：関係者協議

b

・ＰＨＶの購入及び購入補助
による地場産業（自動車）の
振興
・太陽光充電施設整備によ
る地元企業の受注機会の
創出

＜着手＞
・豊田南バイパス（豊田IC～R153）：工事に着手
・高橋細谷線：調査設計、用地補償
・鞍ケ池スマートＩＣ：普通車を対象に供用開始済。さらに大型車も
対応できるよう工事発注（H22年度中に供用開始予定）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

H21
予定

主要
取組
番号

部門

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果

計画との
比較

　　　　　課題と改善方針

平成２１年度の進捗

-

-

-

-

（未算出）

-

(平成22年度から発現）

-

74,430ｔ-CO2（算定根拠）
健全に管理された人工林
＋間伐した過密人工林面
積
　10,826ha（推計）+ 943ha
（21年）＝11,769ha×4.95ｔ
/ha（吸収量）
＝　58,257ｔ-CO2
天然生林　10,502ha　×
1.54t/ha（吸収量）　＝
16,173t
合計CO2削減量　74,430t

＜着手＞
・自転車走行空間：豊田市停車場線L=0.4㎞（北側半断面）供用、
豊田市停車場１号線L=0.6㎞（両断面）工事着手
・共通ＩＣカード導入について、関係機関と連絡調整
・環境意識の高い事業所等が自主的・継続的にエコ通勤に取り組
むための調査、研究、実践を行っている「エコ通勤を進める会」の
継続実施
・エコドライブの効果の検証や普及促進を目的に実施した「グリー
ンモビリティ実証実験」（経済産業省）への協力
・レンタサイクルについては、現在民間で実施している事業の拡大
について調整開始
（・PHV共同利用システムの導入については、2-2-②-2-aに記
載。）

c

＜検討＞
・企業通勤バス・工場間連絡バスと基幹バス連携のための需要量
予測、運行計画検討、公安バス停調整等
・優先バスレーン導入のための優先走行実施計画策定
・Ｐ＆ＢＲ駐車場：看板設置

c

●以下の目標を設定し、引き続き取組を推進
・EA21：20社（認証取得のための補助制度の活用による支援）
・省エネ診断：20社
・モデル事業：3社
・省エネ・省資源のための設備改修支援策の導入

●以下の目標を設定し、引き続き取組を推進
（間伐）・実施面積：1,640ｈａ／健全な面積：12,831ｈａ
　　　　　・天然林面積：10,502）ｈａ
（森づくり会議）　20会議

※アクションプラン上は、「間伐2,050ha」、「森づくり会議新規30
設置」を見込んでいたが、H21実績を踏まえ、下方修正。

・共通ＩＣカード導入について、関係機関と連絡調整を継続
・引き続き、豊田市停車場１号線L=0.6kmの工事を継続と残区
間L=1.1kmの工事発注

・基幹バスを新規に１路線運行開始
・バス優先レーンの社会実験開始←実施、評価

人と環境にや
さしい公共交
通の整備（公
共交通への転
換促進策）

2-2-②
-2-b-3

運輸 実施

人と環境にや
さしい公共交
通の整備（バ
スが使いやす
いまちの実現）

2-2-②
-2-b-2

運輸

実施

実施

2-3-②
-3-a

実施

＜実施＞
・エコアクション２１認証取得事業所：13社（H21目標は20社。）
・認証取得事業所拡大のための取組として、EA２１自治体イニシャ
ティブ・プログラム（参加事業所：32事業所）を計4回実施した。これ
らの事業所は平成２２年度６月頃認証取得予定。
・EA２１導入支援セミナーを２回実施。（参加事業所：延べ87事業
所）
・省エネ診断の実施。（７社。H21目標は20社）
・省エネ・省資源のための設備改修支援について、H22制度開始
に向けた準備を実施

2-4-②
-4-a

b
・ＣＯ２削減のための取組に向け、事業所排出量データの活用
方法の検討を進める。
・ＣＯ２目標管理システムの構築

森林 実施

c

・エコアクション21の導入を
契機とした企業のコスト削
減や、サスティナブルプラン
ト化に向けた設備投資によ
る経営基盤強化

豊田市環境経
営ネットワーク
の構築による
環境経営の普
及

産業

＜実施＞
・豊田市環境経営ネットワーク構築の一環として、日本商工会議
所がインターネット上に開設した報告システムである「チェックシー
ト」を活用しCO２排出量を登録。107事業所の状況を把握した。
・商工会議所、会議所所属アドバイザー及び環境先進事業所のメ
ンバーによるワーキング会議により包括的支援策を検討。
・ビジネスフェアとの同時開催で「日独PIUS会議」を開催。省エネ・
省資源活動に取り組んだ５社の成果報告会を実施。参加者（約
100人）に対して環境取組の普及へのＰＲを図った。
・市と「環境の保全を推進する協定」を締結する企業23社により、
「協定協議会」を発足。中小企業の環境経営の推進の協力につい
て検討。

・ＣＯ２排出量の「見える化」
による企業の環境意識の醸
成（競争意識による取組の
強化）「環境と

産業技
術のハ
イブリッ
ド」によ
る持続
可能な
産業都
市の実
現

サスティナブ
ル・プラントへ
の移行推進

2-3-②
-3-b

産業

「都市と

間伐の強力実
施によるＣＯ２
吸収量 大化

・急激な景気の悪化により、中
小企業における設備投資の動
きが鈍化
・新規補助制度の導入

・林業の担い手の育成（雇
用創出、市民活動の促進）

間伐面積は前年比1.13倍の伸
び率であったが目標値に達し
なかった。間伐事業地の調整
による、間伐事業の平準化が
必要である。
更なる団地間伐計画及び間伐
事業量の増大に向け、団地間
伐促進チームを設置し対応す
る。

＜実施＞
・間伐面積（H21）：1,456ha（目標は1,790ha）
・森づくり会議の設置（H21）：19会議（目標は30会議。延べ61会
議）
・森林マネジメント組織に関する調査・研究報告書の作成

ｂ
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

H21
予定

主要
取組
番号

部門

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果

計画との
比較

　　　　　課題と改善方針

平成２１年度の進捗

（定量化は困難）

-

（定量化は困難）

-

1,462t-CO2

（算定根拠）
871世帯×3.6KW/世帯×
1,100KWh/KW・年×
0.424(排出係数)=1,462t-
CO2

0.015t-CO2

（算定根拠）
(22W（蛍光灯消費電力）-
7W（LED消費電力）)×193
灯×12時間×0.424(排出
係数)=0.015t-CO2

1,209t-CO2

（算定根拠）
高効率給湯器補助の効
果
3,022世帯×0.40t/世帯
=1,209t-CO2

-

-

207t-CO2

（算定根拠）
5,178,311枚(P)×40g（レジ
袋1枚あたりの削減量を
基準）＝207t-CO2

（2-5-②-5-c-1で計上）

「環境と
暮らしの
技術の
ハイブ
リッド」
による
環境に
配慮し
た暮らし
の実現

・経済産業省の「次世代エネル
ギー・社会システム実証」との
連携・調整
→とよたエコポイントと既存小
売業者のポイント連携

＜実施＞
見える化によ
る環境知識や

・経済産業省の「次世代エネル
ギー・社会システム実証」との
連携・調整（家庭用燃料電池シ
ステム）

2-5-②
-5-b-3

家庭・業
務

着手

2-5-②
-5-b-2

家庭・業
務

実施

●以下の目標を設定し、引き続き取組を推進
・林道等開設22,000ｍ
・機械利用10台

※アクションプラン上は、「林道等新規開設11,000m」を見込ん
でいたが、H21実績を踏まえ、上方修正。

＜着手＞
・（仮）中央保健センター（新東庁舎）：計画通知確認済、建築工事
発注手続着手
・（仮）新・福祉センター：建築工事着手
・（仮）文化創造センター：文化ゾーン基本構想の策定
・武道館・サブホール：建設工事中（進捗率69％）
・学校エコ改修：第1～6回学校エコ改修研究会実施（5月～8月）、
設計業務開始
・公共施設の延命化：完了（8施設）、工事着手（1施設）、設計着手
（3施設）

b

環境配慮型公共施設の新
設・延命化による地元企業
の受注機会の創出、公共施
設を訪問する市民への環境
意識の醸成

環境に配慮した工法により、建築工事・修繕を実施

＜実施＞
・家庭用燃料電池システムについて、H22からの補助開始に向け
て補助要綱作成・周知
・高効率給湯器：3,022世帯に補助（目標2,600世帯）

b
給湯器の購入補助による地
域経済の活性化（小売店の
増益）

＜実施＞
・エコポイントＩＤ登録者数：6,792件（全人口の約1.6%）、212,811P発
行(3月末)
・豊田市共通シール（レジ袋削減）（エコシール）：4,965,500枚

2-5-②
-5-c-1

実施

2-4-②
-4-b

2-4-②
-4-c

森林 実施

＜実施＞
・とよた森林学校：69 回（16講座）の開催(目標通り）
・出前講座：53回開催(目標40回）

実施

エコポイントに参画する市
内小売業（参画店舗・企業）
での購買促進、地域経済の
活性化

・若い世代の環境意識の醸
成と市民活動の促進

事業予算の確保

・太陽光発電設置に係る地
元企業の受注拡大
・太陽光発電購入による地
域経済の活性化

b
照明器具・家電買換えによ
る地域経済の活性化（小売
店の増益）

b

b家庭・業
務

「都市と
森林の
ハイブ
リッド」
による
森林の
ＣＯ２吸
収量
大化

地域材の利用
推進

市民啓発活動
及び森林環境
教育の実施

太陽光発電シ
ステムの普及
促進

2-5-②
-5-a

家庭・業
務

○

森林

照明・家電製
品・建築物の
省エネ化（省エ
ネ型照明・家
電買換え運動
の展開）

2-5-②
-5-b-1

家庭・業
務

見える化によ
る環境知識や
関心の向上
（豊田市版エコ
ポイントを活用
した行動転換
の促進）

照明・家電製
品・建築物の
省エネ化（家
庭用燃料電池
システム等の
普及促進）

照明・家電製
品・建築物の
省エネ化（公
共施設の環境
配慮型施設へ
の転換及び延
命化）

実施

＜実施＞
・個人住宅向けに、871世帯を補助(申請件数)（目標650世帯）
・事業者向け支援検討
・公共施設導入方針検討庁内会議を8回実施、導入方針を検討

b

実施
＜実施＞
・ＬＥＤ防犯灯補助：193灯（申請件数）
・CO2削減行動リスト作成・配布によるＰＲの実施

・林道整備による地元企業
の受注機会の創出

林道整備や路網整備方針の
見直しと路網整備規格の確立

○

＜実施＞
・林道開設　6路線2,085m完了
・作業道8路線4,925m完了
・搬出路23路線11,090m完了
  合計　18,100ｍ　（目標は9,000ｍ）
（上記について、目標は合計9,000mだったところ、深掘りして実
施。）
・間伐による搬出量　7,840㎥（推計。目標8,000㎥）
・高性能林業機械　10台稼動、5台購入
・地域材の加工プラントに関する調査・研究の実施

a

●以下の目標を設定し、引き続き取組を推進
・森林学校64回（16講座）

※アクションプラン上は、80回（25講座）を見込んでいたが、事
業費減少のため、下方修正した。（アクションプラン上、定量的
な削減量は見込んでいない。）

・出前講座40回

●以下の目標を設定し、引き続き取組を推進
・市民購入補助件数　1,350件≪4,900（累計）≫
・中小企業導入補助件数　26件≪52（累計）≫

引き続き、市民・企業向けの支援制度を継続

EXPOエコマネーを通して、とよたエコポイントと他のポイントシ
ステムや既存のカードを介してのポイント連携協議を実施（4月
開始）

家庭用燃料電池システムについて、新規に補助制度を開始。
（目標：50件）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

H21
予定

主要
取組
番号

部門

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果

計画との
比較

　　　　　課題と改善方針

平成２１年度の進捗

-

1.22t-CO2

（シンポジウム）
1,800KWh×0.424(排出係
数)=0.76t-CO2
（モニターツアー）
1,090KWh×0.424(排出係
数)=0.46t-CO2

（2-5-②-5-c-1で計上）

-

実施

＜実施＞
・エコファミリー宣言世帯数：3,982世帯（全世帯の約2.4%）
・Ｗｅｂ版環境家計簿及び省エネナビ実施世帯数　180世帯（目標
は100世帯）

b 草の根的活動による環境配
慮意識の醸成、家庭内での
環境教育の推進

る環境知識や
関心の向上
（環境配慮行
動の見える化
促進）

2-5-②
-5-c-2

家庭・業
務

実施

＜実施＞
・モニターツアー(10/17旭カヌーツアー、11/6名木めぐり)でグリー
ン電力証書1,090KWh分購入
・環境モデル都市シンポジウム（1月）でグリーン電力証書
1,800KWh分購入

b

見える化によ
る環境知識や
関心の向上
（カーボンオフ
セットの推進）

2-5-②
-5-c-3

家庭・業
務

見える化によ
る環境知識や
関心の向上
（市民への普
及啓発）

2-5-②
-5-c-4

家庭・業
務

実施

＜実施＞
・職員名札にロゴシール貼付
・啓発用リーフレット6,000部作成・配布
・1月にシンポジウム開催（集客数400人）

b 市民の環境配慮意識の醸
成による市民活動の促進

シンポジウムによる環境配
慮意識の醸成、家庭の省エ
ネ化の推進

引き続き取組みを推進

引き続き取組みを推進

引き続き取組みを推進

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業のH21年度の予定は、「着手」と記載。）
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業が予定通り進捗した場合、H21年度の進
捗状況は「着手」と記載。）
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

※H23年度以降の事業費は、担当部局の粗い概算

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

2-1-②
-1-a

低炭素社会モ
デル地区の整
備

1
低炭素社会モデル地区
の整備

モデル街区整備のための企画、有識者からの意見聴
取、参加団体（先進環境技術・システム）の公募選定実
施計画の策定、設計、工事、管理運営を実施

H21～ 859 7

1 ゾーン規制の導入実験
都心における交通処理計画について検討する中で、
ゾーン規制導入による影響や諸課題を整理・把握し、５
年以内でのゾーン規制社会実験実施を目指す。

H21～ 6 0

2
人が主体の都心づくり社
会実験

【トランジットモール化社会実験】
都心における交通処理計画でゾーン規制の詳細を決定
し、ゾーン規制社会実験の進捗状況を踏まえながら、実
施エリアの一部（停車場線等）をトランジットモール化す
る社会実験の実施を目指す。

H21～ 0

3
(仮)豊田市駅前通り北地
区市街地再開発事業

商業・業務・都市型住宅等の都市機能の拡充により中
心市街地の活性化を図るとともに、省エネルギー設備の
導入や積極的な緑化により、都市のシンボル的空間を
創出する。

H21～H28 8,291 7

4
民間施設への環境技術、
施設緑化の導入促進制
度の創設

中心市街地活性化基本計画と連携して、重点的な整備
を促進するとともに、緑化地域制度の導入により、緑あ
ふれる憩いの都心環境を創造する。また、緑化への取り
組みに対する助成制度を創設し、民有地の緑化促進を
図るとともに、市民の緑化に対する意識向上を図る。

H21～ 5 3

5 中央公園整備事業
風の道やクールスポットを考慮し、ヒートアイランド対策
を盛り込んだ公園整備による水と緑のネットワーク形成
を図る。

H21～H31 7,091 0

6 毘森公園整備事業
風の道やクールスポットを考慮し、ヒートアイランド対策
を盛り込んだ公園整備による水と緑のネットワーク形成
を図る。

H21～H32 3,712 0

1
PＨＶ共同利用システム
の導入

ＰＨＶと太陽光発電を組み合わせることで、環境にやさし
い車の使い方を市民にＰＲし、自然エネルギーで自動車
が市街地を走行するまちを目指す。

H21～ 87 2

2
充電施設整備（太陽光発
電利用等）

市役所や鉄道駅周辺などに太陽光発電による充電施設
を整備

H21～ 237 232
環境保全型地域づくり
推進支援事業

環境省 201

3 事業所へのPHV導入
公用車にＰＨＶを率先的に導入するとともに、事業者の
導入を促進する。

H21～ 0 0

4
基幹バスへのＨＶバス導
入

基幹バスに大型ハイブリッドバスを導入 H21～

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

愛知県豊田市

2-1-②
-1-b

「人」と「緑」の
都心づくり
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

【市民向け】
低公害車を購入した市民に対して補助金を交付する。

H21～ 738 272

【事業者向け】
低公害車を購入した事業者に対して補助金を交付す
る。

H21～ 91 60

6
エコドライブロードの設置
整備

エコドライブロードに横断幕や啓発装置を設置 H21～ 2 0

7
１万人モニターによる取
組推進

エコドライブ宣言者を対象に実施状況調査を行う。 H21～ 30 16

8
インフラ協調型安全運転
支援の実証実験

ＩＴＳ技術によりインフラ協調型安全運転支援の大規模
実証実験実施の支援や交通円滑化のために他機関と
の調整を行う。

H21～ 0 0

9
主要幹線道路（内外環状
線・放射道路）の整備

内外環状線を整備し、通過交通を迂回させることで市街
地の渋滞を緩和する。

H21～ 9,740 124
地域活力基盤創造交
付金

国土交通省 28

10 スマートＩＣの活用

市内のインターチェンジ６箇所に加え、既存インターチェ
ンジの中間部に位置する東海環状自動車道鞍ケ池PA
にスマートインターチェンジを設置し、市内への多様なア
クセスルートの選択を可能とすることにより、目的地へ
のアクセス時間短縮や市内の渋滞緩和を図る。

H21～ 952 413
地域活力基盤創造交
付金

国土交通省 155

1
鉄道高架化事業の推進
（三河八橋駅付近高架
化）

鉄道輸送力を増強するため、市内鉄道（名鉄三河線）の
高架化を推進する。

H21～H23 4,576 3,365

2
鉄道高架化事業の推進
（若林地区）

限度額立体交差事業等に向け、都市高速鉄道の計画
決定及び事業推進を行う。鉄道輸送力を増強するた
め、市内鉄道（名鉄三河線）の高架化を推進する。

H21～H32 17,227 32
地域活力基盤創造交
付金

国土交通省 17

3
鉄道複線化事業の推進
（名鉄三河線）

鉄道輸送力を増強及び利便性を向上するため、市内鉄
道（名鉄三河線）の複線化を推進する。

H21～ 2,290 3

4
Ｐ＆Ｒ駐車場の整備（愛
知環状鉄道末野原駅）

愛知環状鉄道末野原駅前にＰ＆Ｒ駐車場を整備する。 H21～ 136 83
交通安全施設等整備
事業費補助－交通安
全事業地区一括統合

国土交通省 38

5
Ｐ＆Ｒ駐車場の整備（愛
知環状鉄道八草駅）

愛知環状鉄道八草駅前にＰ＆Ｒ駐車場を整備する。 H21～ 86 7

6
バス優先レーンの試行導
入

バスの定時性を確保するため、社会実験としてバス優
先レーンを導入

H21～ 73 15

7 Ｐ＆ＢＲ駐車場の確保
バスの利用促進とマイカー利用からの転換を図るためＰ
＆BＲ駐車場を整備する。

H21～ 2 2

8 自転車走行空間の確保
自転車走行空間を整備し、レンタサイクル拡充と併せて
自転車の利用環境を整える。

H21～ 1,297 187
交通安全施設等整備
事業費補助－交通安
全事業地区一括統合

国土交通省 86

5
エコカーの購入支援制度
を拡充

2-2-②
-2-a

かしこくクルマ
と道路を使うエ
コカーライフの
実現

2-2-②
-2-b

人と環境にや
さしい公共交
通の整備
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

9 レンタサイクルの拡充
電動アシスト自転車を導入し、既存のレンタサイクルを
拡充する。

H21～ 14 0

10
モビリティマネジメント（エ
コ通勤等）の実施

事業所主体のエコ通勤を普及させるとともに、生涯学習
として公共交通の利用方法、有効性等教育。

H21～ 25 5

2-3-②
-3-a

豊田市環境経
営ネットワーク
の構築による
環境経営の普
及

1
豊田市環境経営ネット
ワークの構築　（ＣＯ２目
標管理システム構築）

各事業者が取組むCO２削減活動の実施状況を把握し、
全市的な取組として一元管理するためにインターネット
活用によるCO２目標管理システムを構築する。事業所
単位での目標管理、ＰＤＣＡサイクルによる成果、実績
フォローの実施。

H21～ 3 0

1 包括的支援の推進

商工会議所、トヨタ等先進的な企業との連携により、中
小企業のCO２削減活動を支援するための運営委員会
を設置し、豊田市環境経営ネットワークの管理、運営を
行なう。

H21～ 12 1

2
中小企業が一体となった
ＣＯ２削減活動の推進

市内の工場を、自然を活用し自然と調和する工場（サス
ティナブル・プラント）へと移行することを目指し、中小企
業が実施する、省エネ・省資源活動やエコアクション２１
認証取得、省エネ診断やESCO事業の活用などCO２削
減に効果的な取組を支援する。

H21～ 78 7

美しい森林づくり基盤
整備交付金

林野庁 14

森林環境保全整備事
業、森林整備加速化・
林業再生事業

林野庁 9

【森づくり会議】
間伐を推進する地域の組織として、地域森づくり会議を
設立し、森林所有者自らが、所有する森林の状況や施
業界を把握し、森づくり構想及び森づくり基本計画に基
づく森林区分に応じた、間伐計画を樹立し施業を実施す
る。事業地の団地化を推進するとともに、路網整備及び
森林区分の合意形成を図る。

H21～ 87 11

2
森林マネジメント組織の
設立

人工林の整備を一層進めるために、森林所有の形態を
踏まえ、森林の所有と経営を分離し、新たな森林マネジ
メント組織による合理的な森林経営を行なう新しいビジ
ネスモデルの構築に向けた検討を進め、組織設立に向
けて研究会を設け、組織設立後は支援する。

H21～ 2 1

1
間伐の強力実施、地域の
合意形成組織の展開

1,170 112

【強力な間伐】
国県補助の間伐事業に、市費を上乗せして間伐補助事
業(９割以上）を実施する。また、単独市費の間伐事業を
設定し、従来の２倍のペースで間伐を行ない、H39年度
までに全ての人工林が健全化できるようにする。

H21～

サスティナブ
ル・プラントへ
の移行推進

2-3-②
-3-b

2-4-②
-4-a

間伐の強力実
施によるＣＯ２
吸収量最大化
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

1
林道整備、高性能林業機
械導入による低コスト化
の取組

（ア）林道（県代行、県費補助、単独市費）、作業道（矢作
川水源基金、単独市費）、搬出路（単独市費）の林業用
路網を整備する。　　（イ）愛知県林業基金からの高性能
林業機械の借入れに要する経費を補助（５０％）及び、
国県の交付要綱に基づき行なわれる高性能林業機械
の購入に要する経費の補助（３０％）することにより森林
組合等の林業作業の機械化を図る。　　（ウ）国県の交
付要綱に基づき行なわれる搬出を伴う間伐に市費補助
金を上乗せして補助し、森林所有者への森林整備経費
を少しでも返還し、次の森林整備の意欲の増進を図る。

H21～ 1,115 130

2
地域材の加工プラントの
整備及び有効利用の取
組

（ア）市内の木材を有効に利用するため、木質バイオマ
スエネルギーを効率的に活用した地域材加工プラントを
整備し、市内木材の利用促進を図る。　　（イ）公共施設
にペレットストーブ等を導入し、木質バイオマスの有効利
用事例を市民にアピールする。　　（ウ）非木質から市内
木材への転換による利用促進を図り、地域の林業を振
興するため、認証された地域材の流通に補助する。

H21～ 624 2

2-4-②
-4-c

市民啓発活動
及び森林環境
教育の実施

1
「とよた森林学校」「とよた
森林学校出前講座」の継
続的実施

森林施策に対する理解を市民に求めるために、「とよた
森林学校（H18年度開校）」を継続的に実施する。また、
森林整備を次の世代に引き継ぐためにも、小・中学校の
児童・生徒を対象に森林環境教育を行なう必要性があ
り、「出前講座（H18～）」の拡充を図る。

H21～ 90 21

2-5-②
-5-a

太陽光発電シ
ステムの普及
促進

1
太陽光発電システムの導
入支援拡大

【市民向け】
太陽光発電システムを設置する市民に対し設置費用の
一部を補助

H21～ 1,381 167

1
LED防犯灯補助（自治区
向け）

自治区がＬＥＤ防犯灯を設置する場合の補助を実施す
る。

H21～ 61 28

2
省エネ家電転換運動
（キャンペーン）の展開

照明・家電の省エネ性能をＰＲすることなどで、省エネ型
製品への買換えを促進させる

H21～ 1 0

3
家庭用高効率給湯器の
普及促進

エコキュート、エコウィル、エコジョーズを設置する市民
に対し設置費用の一部を補助

H21 87 97

4
（仮）中央保健センター
（新東庁舎）整備事業

市民サービス及び市民の利便性向上、行政事務の効率
化を推進するため、保健・福祉を中心とした行政事務機
能を付加した(仮)中央保健センター（新東庁舎）を建設
する。自然光・自然換気を採用した「光と風の塔」、ｺｼﾞｪ
ﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、屋上緑化等を採用した施設を整備す
る。

H21～H25 11,421 225

2-4-②
-4-b

地域材の利用
推進
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

5
（仮）新・福祉センター整
備事業

社会福祉協議会事務所、はつらつクラブ、市民団体の
活動拠点、情報提供スペース及びホールなど約８，５７３
㎡程度の建物とする。ユニバーサルデザインに配慮す
る。太陽光発電、屋上緑化等の環境技術を採用した施
設を整備する。

H21～H23 3,284 410 まちづくり交付金 国土交通省 380

6
（仮）豊田市文化創造セ
ンター整備事業

美術、音楽、演劇、舞踊、映像など幅広い分野の活動を
行うための施設や、文化芸術を体験する場、新たな出
会いを促す場等を整備する。

H21～H27 3,068 3

7
武道館・サブホール整備
事業

各種競技の国際大会や国内の大きな大会を誘致するた
めには、メインの会場に隣接した練習会場が必要であ
る。このことから、旧体育館の解体場所にサブホールを
整備する。併せて、旧体育館敷地内にある武道場をグ
レードアップさせ、武道館として整備する。なお、この建
物は１階部分が武道館、２階部分がサブホールという構
造である。
建築物：鉄筋コンクリート造３階建　延べ床面積５，７９８
㎡(１階・武道館、２階・サブホール、３階観客席)
太陽光発電、雨水利用、保水性舗装等の環境技術を採
用した施設を整備する。

H21～H22 2,612 1,592

8
環境配慮型公共施設の
改修（エコスクール整備
促進  （土橋小学校））

土橋小学校において、省エネ改修、新エネ導入等環境
に配慮した施設整備を実施するとともに、学校施設を活
用した環境教育の充実を図ることにより、学校を核とし
た地域ぐるみの環境教育を展開する。

H21～H24 496 20
学校エコ改修と環境教
育事業

環境省 10

9 公共建築物の延命化
公共建築物の機能維持を図る修繕等を計画的に実施
することにより現状の公共施設使用年数約27年間を一
律57年以上に延命化する。

H21～ 12,908 360
地域活性化・きめ細や
かな臨時交付金

総務省 66

1

豊田市版エコポイントを
活用した行動転換の促
進(新たなエコポイントの
運用)

買物袋持参運動の促進ツールとしてH11年度から実施
してきた豊田市共通シール制度の実績を踏まえ、活用
方法の拡大や周辺市町村のエコポイントとの相互利用
を可能とした豊田市版エコポイントを活動の促進ツール
として展開する。

H21～ 47 16

2
見える化機器・ｼｽﾃﾑ普
及

省エネナビ、Web版環境家計簿等を活用し、家庭や事業
所における見える化を促進する。

H21～ 1 1

3
エコツアーにおけるカー
ボンオフセット

エコツアーにおいてカーボンオフセットを推進する。 H21～ 0 0

4
イベントにおけるカーボン
オフセット

市内で開催するイベントにおいてカーボンオフセットを推
進する。

H21～ 0 0

5
啓発用パンフレット、計画
冊子等印刷製本

アクションプラン概要リーフレット、概要パネル等啓発用
資料の作成・配布

H21～ 2 1

2-5-②
-5-b

照明・家電製
品・建築物の
省エネ化

2-5-②
-5-b

見える化による
環境知識や関
心の向上
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

6

環境モデル都市シンポジ
ウム（環境配慮型のﾗｲﾌ
ｽﾀｲﾙ、ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｲﾙの提
案）

低炭素型のライフスタイルへの転換に向けた市民の気
運の醸成のため、シンポジウムを開催

H21～ 7 3

1
（仮）環境先進都市を実
現するとよた市民の会の
設立

市民、NPO、企業、大学等で構成し、環境配慮行動を市
民へ普及・浸透させる仕組みや仕掛けの構築、普及啓
発、市民運動の展開等牽引役となる市民組織を設立す
る。第一弾のとして「エコドライブ」をテーマに実施

H21～ 3 0

2
（仮）環境先進都市とよた
推進機構の設立

行政、企業、大学等が連携し、市民の環境配慮行動を
技術的・制度的にサポートする機関を設立

H21～ 0 0

3
（仮）ＣＯ２削減基金の創
設

市民の環境配慮行動に充当するための基金を創設 H21～ 0 0

4
（仮）環境学習ネットワー
ク（eco-NET）設立

環境学習を総合的・体系的に進めるしくみと環境学習プ
ログラムのネットワーク化を図る。

H21～ 0 0

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて
記載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。

3-2
地域住民等と
の連携体制
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４．平成２２年度予定事業 団体名

※H23年度以降の事業費は、担当部局の粗い概算

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

2-1-②
-1-a

低炭素社会モ
デル地区の整
備

1
低炭素社会モデル地区
の整備

モデル街区整備のための企画、有識者からの意見聴
取、参加団体（先進環境技術・システム）の公募選定実
施計画の策定、設計、工事、管理運営を実施

1 H21～ 859 12

1 ゾーン規制の導入実験
都心における交通処理計画について検討する中で、
ゾーン規制導入による影響や諸課題を整理・把握し、５
年以内でのゾーン規制社会実験実施を目指す。

1 H21～ 6 0

【トランジットモール化社会実験】
都心における交通処理計画でゾーン規制の詳細を決定
し、ゾーン規制社会実験の進捗状況を踏まえながら、実
施エリアの一部（停車場線等）をトランジットモール化す
る社会実験の実施を目指す。

H21～ 0

【駐車デポジットシステムの検討】
通過交通を抑制するため、特定エリアに流入する車両
に対して預かり金（デポジット）を課し、デポジット金をエ
リア内の駐車場や店舗で利用できる仕組みを試験的に
構築するなど駐車場デポジットシステム導入の検討を

H22～ 0

3
パーソナルモビリティの
運用実証

特区制度等を活用し、ＥＶコミュータまたはパーソナルモ
ビリティの運用実証を行う。

- H22～ 1 0

4
(仮)豊田市駅前通り北地
区市街地再開発事業

商業・業務・都市型住宅等の都市機能の拡充により中
心市街地の活性化を図るとともに、省エネルギー設備
の導入や積極的な緑化により、都市のシンボル的空間

3 H21～H28 8,291 30
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 3

5
民間施設への環境技
術、施設緑化の導入促
進制度の創設

中心市街地活性化基本計画と連携して、重点的な整備
を促進するとともに、緑化地域制度の導入により、緑あ
ふれる憩いの都心環境を創造する。また、緑化への取
り組みに対する助成制度を創設し、民有地の緑化促進
を図るとともに、市民の緑化に対する意識向上を図る。

4 H21～ 5 2

6 中央公園整備事業
風の道やクールスポットを考慮し、ヒートアイランド対策
を盛り込んだ公園整備による水と緑のネットワーク形成
を図る。

5 H21～H31 7,091 3

7 毘森公園整備事業
風の道やクールスポットを考慮し、ヒートアイランド対策
を盛り込んだ公園整備による水と緑のネットワーク形成
を図る。

6 H21～H32 3,712 0

1
PＨＶ共同利用システム
の導入

ＰＨＶと太陽光発電を組み合わせることで、環境にやさ
しい車の使い方を市民にＰＲし、自然エネルギーで自動
車が市街地を走行するまちを目指す。

1 H21～ 87 21

2
充電施設整備（太陽光発
電利用等）

市役所や鉄道駅周辺などに太陽光発電による充電施
設を整備

2 H21～ 237 6
地域環境保全対策費
補助金（中核市・特例
市GND基金）

環境省 6

3 事業所へのPHV導入
公用車にＰＨＶを率先的に導入するとともに、事業者の
導入を促進する。

3 H21～ 0 0

2

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

2
人が主体の都心づくり社
会実験

愛知県豊田市

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

2-1-②
-1-b

「人」と「緑」の
都心づくり
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

4
基幹バスへのＨＶバス導
入

基幹バスに大型ハイブリッドバスを導入 4 H21～ 0

【市民向け】
低公害車を購入した市民に対して補助金を交付する。

H21～ 738 120

【事業者向け】
低公害車を購入した事業者に対して補助金を交付す
る。

H21～ 91 31

6
エコドライブロードの設置
整備

エコドライブロードに横断幕や啓発装置を設置 6 H21～ 2 0

7
エコドライブ車載器の貸
与

エコドライブ技術の体得と継続を促すため、エコドライブ
車載器の貸与する。

- H22～ 2 0

8
１万人モニターによる取
組推進

エコドライブ宣言者を対象に実施状況調査を行う。 7 H21～ 30 9

9
インフラ協調型安全運転
支援の実証実験

ＩＴＳ技術によりインフラ協調型安全運転支援の大規模
実証実験実施の支援や交通円滑化のために他機関と
の調整を行う。

8 H21～ 0 0

10
主要幹線道路（内外環状
線・放射道路）の整備

内外環状線を整備し、通過交通を迂回させることで市
街地の渋滞を緩和する。

9 H21～ 9,740 136
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 28

11 スマートＩＣの活用

市内のインターチェンジ６箇所に加え、既存インターチェ
ンジの中間部に位置する東海環状自動車道鞍ケ池PA
にスマートインターチェンジを設置し、市内への多様な
アクセスルートの選択を可能とすることにより、目的地
へのアクセス時間短縮や市内の渋滞緩和を図る。

10 H21～ 952 539
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 99

1
鉄道高架化事業の推進
（三河八橋駅付近高架
化）

鉄道輸送力を増強するため、市内鉄道（名鉄三河線）
の高架化を推進する。

1 H21～H23 4,576 1,129

2
鉄道高架化事業の推進
（若林地区）

限度額立体交差事業等の都市計画決定及び事業推進
を行う。鉄道輸送力を増強するため、市内鉄道（名鉄三
河線）の高架化を推進する。

2 H21～H32 17,227 30
地域活力基盤創造交
付金

国土交通省 11

3
鉄道複線化事業の推進
（名鉄三河線）

鉄道輸送力を増強及び利便性を向上するため、市内鉄
道（名鉄三河線）の複線化を推進する。

3 H21～ 2,290 2

4
Ｐ＆Ｒ駐車場の整備（愛
知環状鉄道末野原駅）

愛知環状鉄道末野原駅前にＰ＆Ｒ駐車場を整備する。 4 H21～ 136 38

5
Ｐ＆Ｒ駐車場の整備（愛
知環状鉄道四郷駅）

愛知環状鉄道四郷駅前にＰ＆Ｒ駐車場を整備する。 - H22～ 197 13

6
Ｐ＆Ｒ駐車場の整備（愛
知環状鉄道八草駅）

愛知環状鉄道八草駅前にＰ＆Ｒ駐車場を整備する。 5 H21～ 86 0

7
企業通勤バス・工場間連
絡バスと基幹バスの連携

基幹バス新規路線運行、通勤シャトルバスが基幹バス
と連携

- H22～ 28

8
バス優先レーンの試行導
入

バスの定時性を確保するため、社会実験としてバス優
先レーンを導入

6 H21～ 73 30

55
エコカーの購入支援制度
を拡充

2-2-②
-2-a

かしこくクルマ
と道路を使うエ
コカーライフの
実現

2-2-②
-2-b

人と環境にや
さしい公共交
通の整備
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

9 Ｐ＆ＢＲ駐車場の確保
バスの利用促進とマイカー利用からの転換を図るため
Ｐ＆BＲ駐車場を整備する。

7 H21～ 2 0

10 自転車走行空間の確保
自転車走行空間を整備し、レンタサイクル拡充と併せて
自転車の利用環境を整える。

8 H21～ 1,297 185
社会資本整備総合交
付金

国土交通省 99

11 レンタサイクルの拡充
電動アシスト自転車を導入し、既存のレンタサイクルを
拡充する。

9 H21～ 14 0

12 共通ＩＣカードの導入

公共交通やＰＨＶ共同利用、レンタサイクル、Ｐ＆Ｒ駐車
場等を１枚のＩＣカードで利用できるようにする。利用に
応じてエコマネーやポイント、割引等の特典が付与され
る仕組みも検討。

- H22～ 0

13
モビリティマネジメント（エ
コ通勤等）の実施

事業所主体のエコ通勤を普及させるとともに、生涯学習
として公共交通の利用方法、有効性等教育。

10 H21～ 25 7

2-3-②
-3-a

豊田市環境経
営ネットワーク
の構築による
環境経営の普

1
豊田市環境経営ネット
ワークの構築　（ＣＯ２目
標管理システム構築）

各事業者が取組むCO２削減活動の実施状況を把握
し、全市的な取組として一元管理するためにインター
ネット活用によるCO２目標管理システムを構築する。事
業所単位での目標管理、ＰＤＣＡサイクルによる成果、

1 H21～ 3 1

1 包括的支援の推進
商工会議所、トヨタ等先進的な企業との連携により、中
小企業のCO２削減活動を支援するための運営委員会
を設置し、豊田市環境経営ネットワークの管理、運営を

1 H21～ 12 1

2
中小企業が一体となった
ＣＯ２削減活動の推進

市内の工場を、自然を活用し自然と調和する工場（サス
ティナブル・プラント）へと移行することを目指し、中小企
業が実施する、省エネ・省資源活動やエコアクション２１
認証取得、省エネ診断やESCO事業の活用などCO２削
減に効果的な取組を支援する。

2 H21～ 78 23

【強力な間伐】
国県補助の間伐事業に、市費を上乗せして間伐補助事
業(９割以上）を実施する。また、単独市費の間伐事業を
設定し、従来の２倍のペースで間伐を行ない、H39年度
までに全ての人工林が健全化できるようにする。

H21～ 1,170 170

美しい森林づくり基盤
整備交付金、森林整
備加速化・林業再生
事業

林野庁 10

【森づくり会議】
間伐を推進する地域の組織として、地域森づくり会議を
設立し、森林所有者自らが、所有する森林の状況や施
業界を把握し、森づくり構想及び森づくり基本計画に基
づく森林区分に応じた、間伐計画を樹立し施業を実施
する。事業地の団地化を推進するとともに、路網整備及
び森林区分の合意形成を図る。

H21～ 87 14

2
森林マネジメント組織の
設立

人工林の整備を一層進めるために、森林所有の形態を
踏まえ、森林の所有と経営を分離し、新たな森林マネジ
メント組織による合理的な森林経営を行なう新しいビジ
ネスモデルの構築に向けた検討を進め、組織設立に向
けて研究会を設け、組織設立後は支援する。

2 H21～ 2 0

11
間伐の強力実施、地域
の合意形成組織の展開

2-4-②
-4-a

間伐の強力実
施によるＣＯ２
吸収量最大化

2-3-②
-3-b

サスティナブ
ル・プラントへ
の移行推進
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

1
林道整備、高性能林業
機械導入による低コスト
化の取組

（ア）林道（県代行、県費補助、単独市費）、作業道（矢
作川水源基金、単独市費）、搬出路（単独市費）の林業
用路網を整備する。　　（イ）愛知県林業基金からの高
性能林業機械の借入れに要する経費を補助（５０％）及
び、国県の交付要綱に基づき行なわれる高性能林業機
械の購入に要する経費の補助（３０％）することにより森
林組合等の林業作業の機械化を図る。　　（ウ）国県の
交付要綱に基づき行なわれる搬出を伴う間伐に市費補
助金を上乗せして補助し、森林所有者への森林整備経
費を少しでも返還し、次の森林整備の意欲の増進を図
る。

1 H21～ 1,115 150

2
地域材の加工プラントの
整備及び有効利用の取
組

（ア）市内の木材を有効に利用するため、木質バイオマ
スエネルギーを効率的に活用した地域材加工プラントを
整備し、市内木材の利用促進を図る。　　（イ）公共施設
にペレットストーブ等を導入し、木質バイオマスの有効
利用事例を市民にアピールする。　　（ウ）非木質から市
内木材への転換による利用促進を図り、地域の林業を
振興するため、認証された地域材の流通に補助する。

2 H21～ 624 3

2-4-②
-4-c

市民啓発活動
及び森林環境
教育の実施

1
「とよた森林学校」「とよ
た森林学校出前講座」の
継続的実施

森林施策に対する理解を市民に求めるために、「とよた
森林学校（H18年度開校）」を継続的に実施する。また、
森林整備を次の世代に引き継ぐためにも、小・中学校
の児童・生徒を対象に森林環境教育を行なう必要性が
あり、「出前講座（H18～）」の拡充を図る。

1 H21～ 90 18

【市民向け】
太陽光発電システムを設置する市民に対し設置費用の
一部を補助

H21～ 1,381 162

【事業者向け】
太陽光発電システムを設置する中小事業者に対する支
援を実施し、公共施設への率先導入を実施

H22～ 0

1
LED防犯灯補助（自治区
向け）

自治区がＬＥＤ防犯灯を設置する場合の補助を実施す
る。

1 H21～ 61 33

2
省エネ家電転換運動
（キャンペーン）の展開

照明・家電の省エネ性能をＰＲすることなどで、省エネ
型製品への買換えを促進させる

2 H21～ 1 1

3
家庭用燃料電池導入支
援

家庭用燃料電池システムを設置する市民に対し設置費
用の一部を補助

- H22～ 40 10

4
（仮）中央保健センター
（新東庁舎）整備事業

市民サービス及び市民の利便性向上、行政事務の効
率化を推進するため、保健・福祉を中心とした行政事務
機能を付加した(仮)中央保健センター（新東庁舎）を建
設する。自然光・自然換気を採用した「光と風の塔」、ｺ
ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ、屋上緑化等を採用した施設を整備
する。

4 H21～H25 11,421 1,219

太陽光発電システムの
導入支援拡大

11

2-4-②
-4-b

地域材の利用
推進

2-5-②
-5-a

太陽光発電シ
ステムの普及
促進
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

5
（仮）新・福祉センター整
備事業

社会福祉協議会事務所、はつらつクラブ、市民団体の
活動拠点、情報提供スペース及びホールなど約８，５７
３㎡程度の建物とする。ユニバーサルデザインに配慮
する。太陽光発電、屋上緑化等の環境技術を採用した
施設を整備する。

5 H21～H23 3,284 2,437 まちづくり交付金 国土交通省 419

6
（仮）豊田市文化創造セ
ンター整備事業

美術、音楽、演劇、舞踊、映像など幅広い分野の活動
を行うための施設や、文化芸術を体験する場、新たな
出会いを促す場等を整備する。

6 H21～H27 3,068 3

7
武道館・サブホール整備
事業

各種競技の国際大会や国内の大きな大会を誘致する
ためには、メインの会場に隣接した練習会場が必要で
ある。このことから、旧体育館の解体場所にサブホール
を整備する。併せて、旧体育館敷地内にある武道場を
グレードアップさせ、武道館として整備する。なお、この
建物は１階部分が武道館、２階部分がサブホールとい
う構造である。
建築物：鉄筋コンクリート造３階建　延べ床面積５，７９８
㎡(１階・武道館、２階・サブホール、３階観客席)
太陽光発電、雨水利用、保水性舗装等の環境技術を採
用した施設を整備する。

7 H21～H22 2,612 1,020
地域新エネルギー等
導入促進事業

経済産業省 16

8
環境配慮型公共施設の
改修（エコスクール整備
促進  （土橋小学校））

土橋小学校において、省エネ改修、新エネ導入等環境
に配慮した施設整備を実施するとともに、学校施設を活
用した環境教育の充実を図ることにより、学校を核とし
た地域ぐるみの環境教育を展開する。

8 H21～H24 496 476
学校エコ改修と環境
教育事業

環境省 208

9 公共建築物の延命化
公共建築物の機能維持を図る修繕等を計画的に実施
することにより現状の公共施設使用年数約27年間を一
律57年以上に延命化する。

9 H21～ 12,908 210

1

豊田市版エコポイントを
活用した行動転換の促
進(新たなエコポイントの
運用)

買物袋持参運動の促進ツールとしてH11年度から実施
してきた豊田市共通シール制度の実績を踏まえ、活用
方法の拡大や周辺市町村のエコポイントとの相互利用
を可能とした豊田市版エコポイントを活動の促進ツール
として展開する。

1 H21～ 47 7

2
見える化機器・ｼｽﾃﾑ普
及

省エネナビ、Web版環境家計簿等を活用し、家庭や事
業所における見える化を促進する。

2 H21～ 1 1

3
エコツアーにおけるカー
ボンオフセット

エコツアーにおいてカーボンオフセットを推進する。 3 H21～ 0 0

4
イベントにおけるカーボ
ンオフセット

市内で開催するイベントにおいてカーボンオフセットを
推進する。

4 H21～ 0 0

5
啓発用パンフレット、計画
冊子等印刷製本

アクションプラン概要リーフレット、概要パネル等啓発用
資料の作成・配布

5 H21～ 2 0

2-5-②
-5-b

照明・家電製
品・建築物の
省エネ化

2-5-②
-5-b

見える化によ
る環境知識や
関心の向上
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業費総額
（見込※）
（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

6
環境モデル都市シンポジ
ウム（環境配慮型のﾗｲﾌ
ｽﾀｲﾙ、ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｲﾙの提

低炭素型のライフスタイルへの転換に向けた市民の気
運の醸成のため、シンポジウムを開催

6 H21～ 7 4

1
（仮）環境先進都市を実
現するとよた市民の会の
設立

市民、NPO、企業、大学等で構成し、環境配慮行動を市
民へ普及・浸透させる仕組みや仕掛けの構築、普及啓
発、市民運動の展開等牽引役となる市民組織を設立す
る。第一弾のとして「エコドライブ」をテーマに実施

1 H21～ 3 3

2
（仮）環境先進都市とよた
推進機構の設立

行政、企業、大学等が連携し、市民の環境配慮行動を
技術的・制度的にサポートする機関を設立

2 H21～ 0 0

3
（仮）ＣＯ２削減基金の創
設

市民の環境配慮行動に充当するための基金を創設 3 H21～ 0 0

4
（仮）環境学習ネットワー
ク（eco-NET）設立

環境学習を総合的・体系的に進めるしくみと環境学習プ
ログラムのネットワーク化を図る。

4 H21～ 0 0

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

3-2
地域住民等と
の連携体制
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１．総括票 団体名 北海道下川町

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、
その結果を用いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、
市民意識調査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点

・森林バイオマスエネルギー導入事業の取組を進めるため、基礎調査を実施し、 適なシステムを検討するとともに国等における助成支援制度により導入を進める。
・日本初の資源作物栽培である「ヤナギ」の植栽面積拡大、カーボンオフセットなどを推進する。
・環境モデル都市推進町民会議等から意見を頂きアクションプランを再検討する。

・【家庭】マイバック推進運動の取り組みにより、住民の方が回収した不要なエコバックを町内のお店に設置し、マイバックを忘れたお客さんへ無償貸与するサー
ビスを開始した。また、住民が主体となり地球温暖化セミナーを開催した。（参加人数７０人）
・【家庭】快適住環境整備促進事業は、7.9ｔ-Co2（推計）が削減されたとともに工事費として1億340万円の地域経済効果があった。
・平成21年6月～H22年3月までにJICAや地方自治体などの視察者が548人であり、その経済効果は250万円以上と推計された。

全体総括

（２）取組の主な成果

年間延べ利用者が約９３，０００人（人口約３，８００人）もある公共施設（全公共施設のエネルギー消費量のうち約２割を占める。）に地域熱供給システムを導入することにより、
環境モデル都市の取り組みの普及に繋げている。その成果の１つとして、住民が主体となり温暖化対策に向けた取り組みが展開されるなど、環境に対する士気が高揚してい
る。

・【森林】循環型森林経営を基本とした森林整備により、12,867ｔ-Co2のCo2を固定した。
・【産業】役場周辺地域熱供給システムは、平成22年3月に完成したため、平成21年度のCo2削減量は少ないが、平成22年度以降、約350ｔ-Co2/年の削減が見
込まれる。
・【産業、運輸】下川町を含め４町で実施している森林バイオマス吸収量活用推進協議会でJ-VER制度により、5,189ｔ-Co2を発行し、552ｔ-Co2を企業に移転し、
カーボンオフセットを実施した。

（１）取組の進捗状況

アクションプランで予定していた平成２１年度の取り組みは、概ね計画どおり進んでいる。
特に、前倒しして実施した役場、消防署、公民館及び総合福祉センターの熱源を一括して森林バイオマスボイラーから供給する役場周辺地域熱供給システムや21世紀環境共
生型エコハウスは国の補正予算を受け整備を実施し、平成２２年度以降のCo2削減効果とともにCo2削減普及施設として期待される。更に、日本初の新たな取り組みとして地域
における二酸化炭素の収支を明らかにするため、炭素会計制度設計委員会を立ち上げ、制度設計に向けた事業を新規に実施している。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等

下川　1/10　（総括）
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２．個別事業に関する進捗状況等 団体名 北海道下川町

温室効果ガス削減 地域活力の創出等

固定量12,867ｔ-Co2

（算定根拠）
広葉樹成長量2,604ｍ3-
主伐間伐売払量750ｍ3
＝1,854ｍ3×0.57×
44/12＝3,875ｔ-co2
針葉樹成長量13,978ｍ3-
主伐間伐売払量6,765ｍ3
＝7,213ｍ3×0.34×
44/12＝8,992ｔ-Co2
計12,867ｔ-Co2

22年度から発現

-

-

-

2.9ｔ-Co2

（算定根拠）
バイオコークス3000ｋｇ×
3500kcal÷8,808kcal×
2.4193ｋｇ-Co2=2.9ｔ-Co2

定量化は困難

-

4,637ｔ-Co2

森林吸収5,189ｔ-Co2発行
し、552ｔ-Co2企業へ移転

-

-

循環型森林経営を基本として、森林整備計画、施業計画に基
づき適切な森林管理を実施する。

カーボン・オフセットを実施す
る企業とのマッチイング

植栽にはコストがかかることか
ら、安価な植栽方法と収穫方
法の検討

2-1-②
-1-a

産業

カーボン
オフセッ
ト制度設
計試験
運用事
業

資源作
物である
「ヤナギ
等」の栽
培事業

森林

2-1-②
-1-ｃ

運輸

実施

実施

H21
予定

取組
番号

主要部門

2-2-②
-2-a～
c

○

2-1-②
-1-ｂ

適切な
森林整
備事業

取組
方針

取組
内容

炭素会
計

地域資
源の循
環利用
事業

バイオエ
タノール
実証プラ
ント導入

事業

ヤナギ
新用途
事業

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

b

＜実施＞
循環型森林経営を基本として、森林整備計画、施業計画に基づ
き森林管理を実施した。また、森林管理のため、林道網を整備し
た。
（植林54ha、間伐等1,174ha、林道整備1,902ｍ、林道維持管理
24,488ｍ）

安定的な原料と雇用の確
保

森林

実施
＜実施＞
ヤナギの面積拡大のためには、植栽するヤナギの挿し穂が必要
であることから、本年度挿し穂園を1.9haを整備した。

ｂ

ｂ
＜実施＞
環境省が進めている、オフセット・クレジット（J-VER）制度により、
森林吸収と排出削減プロジェクトを実施した。

＜検討＞
地域内の二酸化炭素の収支を数値化で明らかにするとともに効
果を明確化する。また、二酸化炭素固定に関する制度設計を行
い、バイオマス資源の新たな可能性を探るため、下川町炭素会
計制度設計委員会を設けて、調査検討中である。

a

面積拡大を促進する。

＜検討＞
独立行政法人　森林総合研究所の協力・支援により、超短伐期
栽培で得られるヤナギを原料とした低コスト、高効率バイオエタ
ノール製造技術の調査を実施した。

a
独立行政法人　森林総合研究所の指導・協力により高効率バ
イオエタノール製造技術を開発するとともに企業等の協力に
より、バイオエタノール実証プラントの整備を推進する。

ヤナギ栽培のノウハウが蓄
積され、原料の確保と雇用
の創造に期待できる

検討・
実施
せず

2-1-②
-1-ｄ

検討

＜実施＞
近畿大学が開発を進めている植物由来の次世代バイオ・リサイク
ル燃料「バイオコークス」を下川町で製造し、農業ハウスで実証試
験を実施した。
また、ヤナギの有効成分であるサリシンを用いた化粧品開発や
ヤナギペーパー開発などを実施した。さらに、知的障害者更生施
設の自立就労支援の一環として、画用木炭製造企業にヤナギを
原料供給する事業化を前倒しで実施。

a
化石燃料の削減に伴うCo2
排出削減とともに視察者に
よる地域活性化効果が見
込まれる。

コストの削減と原料の供給。
新用途開発における事業化

下川町が経済産業省より、バイオコークス製造機を借り受け、
バイオコークスを製造し、農業ハウスで実証調査を進める。
また、新用途開発は、地元NPO法人などと事業化を推進す
る。

ヤナギ
の用材
用途の
ための
栽培試
験事業

2-1-②
-1-e

森林 実施

＜実施＞
株式会社住友林業筑波研究所と下川町森林組合で町内３ヶ所
（5,000㎡)にクリーンラーチやシラカンバなど成長の早い樹種を植
栽した。（植栽箇所を深堀し、面積を拡大）
（計画：3,000㎡　実績：5,000㎡　約1.7倍）

a ３者による成長量などの共同研究を進める。

カーボ
ンオフ
セット

企業ニーズ調査を実施しならが、試験運用を進める

下川町炭素会計制度設計委員会において、二酸化炭素固定
の制度設計を実施する。

新1 ○
検討・
実施
せず

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない

下川　2/10　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

H21
予定

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

22年度から発現

-

-

-

-

-

定量化は困難

-

定量化は困難

-

22年度から発現

-

森林バイオマスボイラー導入に向け、具体的な施設整備等の
調査を実施する。

＜検討＞
平成２1年度、NEDOの事業により具体化検討調査を実施する予
定であったが、より削減効果の大きい役場周辺地域熱供給シス
テムの導入を前倒しで実施したため、予算上の制約から導入を
平成22年度から平成23年度に延期。よって、具体化検討調査は
平成２２年度に延期したが、施設設備等の調査に必要な施設エ
ネルギー消費の基礎調査を実施した。

ｂ
適な森林バイオマスボイ

ラー導入に向け、施設設備等
の調査が必要である。

2-3-②
-3-b

産業 検討

実施

実施
2-2-②
-2-ｄ

下川町
森林バ
イオマス
研究所

ヤナギ
の里親
制度事
業

知的障害
者更生施
設「山びこ
学園」に
おける森
林バイオ
マスエネ
ルギー熱
供給施設
の可能性
調査事業

ｂ

ｃ 補助事業の採択により、 適な森林バイオマスボイラーを導
入する。

2-3-②
-3-a

あけぼ
の園等
における
バイオマ
スエネル
ギー熱
供給施
設導入
事業

産業

＜検討＞
平成２０年度、NEDOの事業により具体化検討調査を実施し、そ
の調査結果を基に基本設計を実施した。
平成２１年度に森林バイオマスボイラーを導入する計画であった
が、より削減効果の大きい役場周辺地域熱供給システムの導入
を前倒しで実施したため、予算上の制約から平成２２年度に導入
を延期した。

導入に向け、予算の確保が課
題である。国等の有利な支援
制度を活用し導入を検討す
る。

森林バ
イオマ
スエネ
ルギー
導入事

業

森林
＜実施＞
地元NPO法人と協力し、「環境モデル都市に行く！カーボンオフ
セット・ヤナギ里親ツアー」を開催した。

秋と冬の２回開催し、8組22
名の参加

企業の環境指導者や環境セクション担当者などを対象とした
「森林環境実践セミナー」を開催する。

2-3-②
-3-ｃ

実施

＜実施＞
森林バイオマスの総合的な利活用推進のため、財団法人下川町
ふるさと開発振興公社が森林バイオマス研究部門を設置。
専門知識を持った人材を２名採用した。

ｂ 2名の雇用創出
下川町の施策と一緒にバイオマスの総合的な利活用の推進
を行う。

地域熱
供給シス
テム調

査

2-1-②
-3-e

産業 実施

＜実施＞
平成２１年度に前倒しで役場周辺地域熱供給システムを導入す
る計画となったため、平成２０年３月に調査を実施した。
また、林地残材収集システム実証事業を実施した。

a 小規模地域分散型地域熱供給システムの調査検討を進め
る。

地域熱
供給シス
テム導
入事業

2-3-②
-3-ｆ

産業 ○ 実施

＜実施＞
役場、消防署、公民館及び総合福祉センターの熱源を一括して
森林バイオマスボイラー（1,200Kw）から供給する役場周辺地域熱
供給システムを前倒しで導入した。
また、木質原料を供給する製造施設を整備した。

a 木質原料製造施設で2名の
雇用。

木質原料の均一化と効率的な
木質ボイラーの稼動

試験運転を行いながら、効率的な稼動を目指す。

下川　3/10　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

H21
予定

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

-

-

-

-

7.9t-Co2

（算定根拠）
改修42件×1件灯油削減
量76ℓ×2.49Kg-Co2＝
7.9t-Co2
※１件当たりの灯油削減
量は、一部聞き取り調査
による平均値

固定量113.3t-Co2

（算定根拠）
25.8㎥×0.34×44/12＝
32.16t-Co2（新築住宅
分）
広葉樹23.9592ｍ3×0.57
×44/12＝50.07ｔ-Co2
針葉樹24.969ｍ3×0.34
×44/12＝31.13ｔ-Co2
計81.2ｔ-Co2（公共施設木

22年度から発現

-

定量化は困難

-

住民運
動

2-5-②
-5-ｂ

家庭 実施

BDF化
事業

2-5-②
-5-a

運輸 実施

マイバッ
ク運動
推進事

業

消費者協会、住民などと協力し、買い物袋の削減とともに過
剰包装の削減を行う。

＜実施＞
エコな暮らしの推進とごみの減量化のため、消費者協会、アイ
キャンスタンプ会と協力し、マイバック運動を推進した。

ｂ

マイバックを持って買い物
する人が増えた。
住民の方が不要なマイバッ
クを集め、お店において、
マイバックを忘れた方へ無
償で貸し出しを実施してい
る。

＜実施＞
ゴミとして処理されている廃食油をBDF化し、ゴミ収集車等の燃料
に利用しCO2を削減するため、BDF製造施設を整備した。

家庭
2-4-②
-4-ｂ

環境共
生型住
宅（エコ
ハウス）

事業

＜実施＞
・「下川・建築物環境目標水準」に準拠し、Co2マイレージの抑制
や森林バイオマスエネルギーなどを導入し、Co2の排出削減した
環境負荷低減モデルハウスを前倒しで建設した。
・地域材を活用した新築住宅を促進し、ウッドマイレージによる環
境負荷低減を図るため、新築住宅に対する補助を行った。（1件）
・役場庁舎と公民館、公共の温泉「五味温泉」に木材利用した改
修工事を深堀して実施した。
（計画：役場庁舎１Ｆ　実績：役場庁舎１～４Ｆ、公民館、温泉）

実施○

一般家庭からの廃食油の回
収方法

広報等を通じで廃食油の回収活動を実施する。

公共施設への木材利用のた
めの財源

地域材の利用により地域
の経済活動があった。

モデルハウスの公開や宿泊体験を通して、環境負荷低減住
宅の普及啓発を推進する。

ゼロ
カーボ
ン住宅
（エコハ
ウス）

民間事
業者等
への森

林バイオ
マスボイ
ラー導入

事業

2-3-②
-3-ｇ

産業 検討
＜検討＞
地元の木質原料を利用した木質ペレットの可能性調査を実施し
た。

ｂ 事業の実施主体とペレットの
利用先の確保

地元関係者に情報提供を行いながら、事業化を検討する。

バイオガ
スプラン
ト整備事

業

2-3-②
-3-ｈ

産業
検討・
実施
せず

＜検討＞
スラリーを保有している酪農家とバイオガスのセミナーに参加し
前倒しして調査を実施。また、太陽光などの新エネルギーの調査
を実施した。

a
セミナーに3名が参加。ま
た、下川初となる太陽光発
電を整備した。

バイオガスをはじめ、化石燃料に代替するエネルギーを調査
し、導入を目指す。

快適住
環境整
備促進
事業

2-4-②
-4-a

家庭 ○ 実施

＜実施＞
快適な住環境の整備と環境の負荷低減を図るため、住宅性能の
向上に係る改修工事の助成を実施した。（42件）
（H20・21の実績件数　77件　戸建住宅の6.7％を改修）

ｂ
42件の利用があり、工事総
額として1億340万円の地域
経済効果があった。

本制度は２２年度で時限を迎えることから、平成２３年度以降
の新たな制度を設ける。

a

ｂ

下川　4/10　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

H21
予定

取組
番号

主要部門
取組
方針

取組
内容

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画
取組の成果計画と

の比較
課題と改善方針

平成２１年度の進捗

定量化は困難

-

定量化は困難

-

動

2-1-②
-5-ｄ

環境モ
デル都
市宣言

町民会議１回開催。
住民が主体となり地球温暖

化セミナーを開催

二酸化
炭素削
減コンテ
ストと森
林環境
教育事

業

2-1-②
-5-ｃ

家庭 実施

＜実施＞
幼児センターの幼児から高校生まで、学年毎の森林林業プログ
ラムの実施や小学校５、６年生を対象として、北海道環境財団の
「地球温暖化ふせぎ隊プログラムを実施した。
また、一般家庭を対象に二酸化炭素削減コンテストを前倒しして
実施した。

a
コンテストの参加者が少な
かったので、周知や内容の見
直し

実施
＜実施＞
環境モデル都市推進町民会議により、平成２１年度の事務事業
の検証を実施した。

ｂ 町民会議等の意見を踏まえアクションプランの見直しを実施
する。

環境教育については、継続する。コンテストについては、内容
を検討し実施する。

幼児センター毎月１回 延べ
960名

小学校　146名
中学校　71名

高校　133名の参加
地球温暖化ふせぎ隊　52

名
コンテストは15家族が参加

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「なし」から選択して記入すること。
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施済み＞」「＜実施中＞」「＜検討中＞」「＜実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1 森林整備事業
適切な森林管理のため、下刈、除伐、枝打、間伐作業な
どを実施

H21～H25 492 92

森林環境保全整備事業
里山エリア再生交付金
森林空間総合整備事業
他

林野庁 76

2 林道整備事業 適切な森林管理のため、林道網の整備 H21～25 400 83

里山エリア再生交付金
事業
森林整備加速化・林業
再生事業

林野庁 53

2-1-②
-1-b

資源作物であ
る「ヤナギ等」
の栽培事業

1 ヤナギの植栽事業
資源作物である「ヤナギ」の面積拡大には、植えるヤナ
ギの挿し穂が必要である。そうしたことから、ヤナギ挿し
穂園を整備し栽培試験を実施

H21～H25 500 5
平成２１年度地方の元
気再生事業

内閣官房・林
野庁

5

2-1-②-
1-ｃ

バイオエタノー
ル実証プラント
導入事業

1
（独）森林総合研究所と
の共同研究

超短伐期栽培で得られるヤナギを材料とした低コスト、
高効率バイオエタノール製造技術の調査

H21～H22 2 1 -

1 バイオコークス実証調査

近畿大学が管理法人となり、企業等と共同し、草本や茶
葉等の残渣を利用し、高硬度・高密度の固形燃料（バイ
オコークス）を製造する車載型装置と専用小型農業用ボ
イラーを開発し、下川町で実証調査を実施
※下川町一般会計の事業ではありません。

H21 (150) (150)

平成20年度低炭素社
会に向けた技術シーズ
発掘・社会システム実
証事業

経済産業省 (150)

2 新用途調査事業
ヤナギの新用途開発のため、有効成分であるサリシン
を用いた化粧品開発やヤナギペーパー開発など

H21 6

2-1-②-
1-e

ヤナギの用材
用途のための
栽培試験事業

1 早生樹等用材試験事業
短期間で収穫できる用材調査のため、株式会社住友林
業筑波研究所、下川町森林組合で用材生産に関する共
同研究を取り交わし、町内３ヶ所で成長量調査等を実施

H21～ 2

2-2-②-
2-ｂ

カーボンオフ
セット制度設計
試験運用事業

1
J-VER制度の試験運用
事業

森林等のCO2吸収・固定や木質ボイラーによるCo2削減
をカーボンオフセット用のクレジット（J-VRE）として認証
する制度の実証試験

H21～ 16 9
地域チャレンジ交付金
事業

北海道 9

炭素会計 炭素会計
地域内の二酸化炭素の収支を数値化で明らかにすると
ともに効果を明確化する。また、二酸化炭素固定に関す
る制度設計を検討中

H21.22 21 10
地域バイオマス利活用
推進交付金

農林水産省 10

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

北海道下川町

2-1-②-
1-ｄ

ヤナギ新用途
事業

33
地域チャレンジ交付金
事業

北海道

2-1-②
-1-a

適切な森林整
備事業
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

2-2-②-
2-ｄ

ヤナギの里親
制度事業

1
ヤナギ里親によるカーボ
ンオフセット型エコツアー
実証試験事業

都市と山村との環境交流を促進し地域の活性化を図る
ことを目的として、地元で「森のツーリズム事業」を展開
しているNPO法人と連携し、ヤナギ植栽によるカーボン
オフセット型エコツアーを実施

H21～ 7 0.5
平成２１年度地方の元
気再生事業

内閣官房・林
野庁

0.5

2-3-②-
3-a

あけぼの園等
における森林
バイオマスエネ
ルギー熱供給
施設導入事業

1
あけぼの園等森林バイオ
マスエネルギー基本設計
事業

平成２０年度　NEDOの事業により高齢者複合施設「あ
けぼの園等」の具体化検討調査を実施し、その調査結
果を基に基本設計を実施

H21 1 1 -

2-3-②-
3-ｃ

下川町森林バ
イオマス研究
所

1
下川町森林バイオマス研
究所設立事業

森林バイオマスの総合的な利活用推進を図るため、専
門知識を持った人材を財団法人下川町ふるさと開発振
興公社に２名採用

H21～ 23.4 3.4

平成２１年度地方の元
気再生事業
ふるさと雇用創出特別
対策推進事業

内閣官房・林
野庁

3.4

2-3-②-
3-e

地域熱供給シ
ステム調査事

1
地域熱供給システム調査
事業

役場、消防署、公民館、総合福祉センターを一つの施設
から熱を供給する地域熱供給システムの調査

H20 1 1 -

2-3-②-
3-ｆ

地域熱供給シ
ステム導入事
業

1
役場周辺地域熱供給シ
ステム導入事業

役場、消防署、公民館、総合福祉センターを一つの施設
から熱を供給する地域熱供給システムの整備と木質原
料を供給する木質原料製造施設の整備

H21 299 299
環境保全型地域づくり
推進支援事業

環境省 274

2-3-②-
3-ｇ

民間事業者等
への森林バイ
オマスボイラー
導入事業

1
ペレット製造プラント可能
性調査事業

地元の木質資源を利用した木質ペレット製造施設の可
能性調査

2-3-②-
3-ｈ

バイオガスプラ
ント整備事業

1
バイオガス等新エネル
ギー調査事業

バイオガスや太陽光発電などの新エネルギーの調査

2-4-②-
4-a

快適住環境整
備促進事業

1
快適住環境整備促進事
業

快適な住環境の整備と環境の負荷低減を図るため、住
宅性能の向上に係る改修工事の助成を実施

H21～22 38 19 地域住宅交付金 国土交通省 1.6

1
21世紀環境共生モデル
住宅整備事業

「下川・建築物環境目標水準」に準拠し、循環型森林経
営から生み出すFSC森林認証材の活用など地域の素材
を 大限に活かしCo2マイレージの抑制、そして森林バ
イオマスエネルギーなどを導入し、Co2の排出削減した
モデルハウスの建設

H21 98 98

環境共生地域づくり補
助金（２１世紀環境共
生型住宅のモデル整
備による建設促進事
業）

環境省 98

2
北海道森林整備加速化・
林業再生事業

地域材の需要拡大とCo2固定のため、役場庁舎・公民
館の床や壁の一部に木材を利用。
また、公共の温泉である五味温泉の休憩室・娯楽室の
内装に木材を利用

H21 42 42
森林整備加速化・林業
再生事業

北海道 41

2-5-②-
5-a

BDF化事業 1 BDF推進事業
ゴミとして処理されている廃食油を回収し、ゴミ収集車等
の燃料としCo2の排出削減のため、BDF製造施設の整
備

H21 8 8
環境保全型地域づくり
推進支援事業

環境省 8

環境共生型住
宅（エコハウ
ス）事業

H21～22 12 6 地域政策補助金 北海道 3

2-4-②-
4-ｂ
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

2-5-②-
5-b

マイバック運動
推進事業

1 マイバック運動

　「快適な生活環境」づくりを推進するための、住民参画
協働運動の１つである「マイバック運動」を行政、地域団
体、町民とともに連携して取り組み、エコな暮らしの推進
とごみの減量化を図るとともに温室効果ガスの排出を削
減するため、町内全戸にマイバックを配布

H21～ -

1 森林環境教育
幼児センターの幼児から高校生までが森林と触れ合い、
森林の多様な役割を理解するため、学年ごとの森林林
業プログラムを実施

H21～25 18 5
ふるさと雇用創出特別
対策推進事業

北海道 5

2 新エネルギー教室

地球温暖化をはじめとする環境問題と自分達の行動・生
活とのつながりを体験的に理解し、身近な生活の中で温
暖化防止行動に取り組むきっかけつくりのため、小学生
５，６年生を対象とした環境教育を実施

H21.23.25 0.5 0.1 -

3
二酸化炭素削減コンテス
ト

町内の一般家庭を対象に、電気、水道、ガス、灯油等の
使用量の消費抑制に向けたコンテストを行い、省エネに
対する意識の高揚と二酸化炭素の排出削減を図るた
め、省エネコンテストを実施

H21 0.1 0.1 -

2-5-②-
5-ｄ

環境モデル都
市宣言

1
環境モデル都市推進町
民会議

「環境モデル都市宣言」に基づく事務事業の検証等のた
め、環境モデル都市推進町民会議委員を委嘱し、平成２
１年度の検証を実施

H21～ 0.5 0.1 -

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて記
載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。

2-5-②-
5-ｃ

二酸化炭素削
減コンテストと
森林環境教育
事業
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1 森林整備事業
年間の成長量以上を伐採しないことを基本として、適切
な森林管理のため、下刈、除伐、枝打、間伐作業などを
実施

1 H21～H25 492 100

森林環境保全整備事業
里山エリア再生交付金
森林空間総合整備事業

他

林野庁 80

2 林道整備事業 適切な森林管理のため、林道網の整備 2 H21～H25 400 80
里山エリア再生交付金事業
森林整備加速化・林業再生事業 林野庁 50

2-1-②-
1-ｂ

資源作物であ
る「ヤナギ等」
の栽培事業

1 ヤナギ植栽事業 資源作物である「ヤナギ」の面積拡大 1 H21～H25 500 10
H21緑の分権改革
事業

総務省 10

2-1-②-
1-ｃ

バイオエタノー
ル実証プラント
導入「事業

1
（独）森林総合研究所と
の共同研究

超短伐期栽培で得られるヤナギを材料とした低コスト、
高効率バイオエタノール製造技術の調査

1 H21～H22 2 1 -

1 バイオコークス実証調査
近畿大学より、バイオコークス製造機を借り受け、バイオ
コークスを製造し、農業ハウスで実証調査を進める。

1 H22～H25 4 1 -

2 新用途調査事業
地元関係者がメンバーである研究会にて、事業化目指
すとともに調査を実施する。

2 H22～H25 6 1 -

2-1-②-
1-e

ヤナギの用材用
途のための栽培
試験事業

1 早生樹等用材試験事業
株式会社住友林業筑波研究所、下川町森林組合で成
長量調査を実施する。

1 H21～H25 2 -

2-1-②-
2-ｃ

カーボンオフセッ
ト制度設計試験
運用、検証事業

1
J-VER制度の試験運用、
検証事業

カーボンオフセット（J-VER）制度の試験運用と検証を実
施する。

1 H22 7 7
地域再生チャレンジ
交付金

北海道 6

炭素会計 炭素会計
地域内の二酸化炭素の収支を数値化で明らかにすると
ともに効果を明確化する。また、二酸化炭素固定に関す
る制度設計を検討を実施する。

H21～22 21 11
地域バイオマス利活
用推進交付金

農林水産省 10

2-1-②-
2-ｄ

ヤナギ里親制度
事業

1 森林環境実践セミナー
企業の環境指導者や環境セクション担当者などを対象
とした「森林環境実践セミナー」を開催する。

1 H21～H25 7 5
H22緑の分権改革事
業

総務省 5

2-3-②-
3-a

あけぼの園等
における森林
バイオマスエネ
ルギー熱供給
施設導入事業

1
あけぼの園等森林バイオ
マスエネルギー導入事業

高齢者複合施設「あけぼの園等」に 適な森林バイオマ
スボイラーを導入する。

1 H22 150 150
二酸化炭素排出抑制
対策事業費等補助金

環境省 75

2-3-②-
3-ｂ

知的障害者厚
生施設「山びこ
学園」における
可能性調査事
業

1
公共施設エネルギー消
費量等調査事業

公共施設のエネルギー調査を実施するとともに山びこ学
園と町立下川病院の 適なクリーンエネルギー導入可
能性調査を実施する。

H22 8 8
H21緑の分権改革事
業

総務省 8

事業概要
枝
番

北海道下川町

2-1-②-
1-a

適切な森林整
備事業

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業名

H
21
枝
番

2-1-②-
1-ｄ

ヤナギ新用
途事業

事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業概要
枝
番

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

事業名

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

2-3-②-
3-ｃ

下川町森林バ
イオマス研究
所

1
下川町森林バイオマス研
究所事業

下川町の施策と一緒にバイオマスの総合的な利活用の
推進を実施する。

1 H21～H25 23.4 10
ふるさと雇用創出特

別対策推進事業
厚生労働省 10

2-3-②-
3-e

地域熱供給シ
ステム調査事
業

1
地域熱供給システム調査
事業

小規模地域分散型地域熱供給システムの調査検討を
進める。

1 H22～H25 -

2-3-②-
3-ｆ

地域熱供給シ
ステム導入事
業

1
役場周辺地域熱供給シ
ステム事業

試験稼動を実施しながら、効率的な稼動を実施する。 1 H22～H25 -

2-3-②-
3-ｇ

民間事業者等
への森林バイ
オマスボイラー
導入事業

1
民間事業者等への森林
バイオマスボイラー導入
事業

地元関係者と木質ペレットの製造施設の検討とともに製
材工場などへの森林バイオマスボイラーの導入を検討
する。

1

2-3-②-
3-ｈ

バイオガスプラ
ント整備事業

1
バイオガス等新エネル
ギー調査事業

バイオガスや太陽光発電などの新エネルギーの調査 1

2-4-②-
4-a

快適住環境整
備促進事業

1
快適住環境整備促進事
業

快適な住環境の整備と環境の負荷低減を図るため、住
宅性能の向上に係る改修工事の助成を実施

H21～H22 38 19 地域住宅交付金 国土交通省 2

2-1-②-
4-ｂ

環境負荷低減
住宅事業

1
21世紀環境共生モデル
住宅事業

モデルハウスの公開や宿泊を通して、環境負荷低減住
宅の普及啓発を推進する。

1 H22～H25 15 4 -

2-1-②-
5-a

BDF化事業 1 BDF推進事業 廃食油の回収とBDF製造 1 H22～H25 1.2 0.3 -

2-1-②-
5-ｂ

マイバック運動
推進事業

1 マイバック運動
消費者協会、住民などと協力し、買い物袋の削減ととも
に過剰包装の削減を行う。

1 H21～H25 -

1 森林環境教育 各学年にあわせたプログラムを実施する。 1 H21～H25 18 6
ふるさと雇用創出特

別対策推進事業
北海道 6

3
二酸化炭素削減モニター
事業

電気、水道、ガス、灯油などの消費量のモニターを行う。 H22 0.1 0.1 -

2-1-②-
5-ｄ

環境モデル都
市宣言

1
環境モデル都市推進町
民会議

町民会議等の意見を踏まえアクションプランの見直しを
実施する。

1 H21～H25 0.5 0.1 -

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

北海道H21～H22 6
地域づくり総合交付

金
3

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。

2-1-②-
5-ｃ

二酸化炭素削
減コンテストと
森林環境教育
事業

12

下川　10/10　（H22事業一覧）
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１．総括票 団体名 熊本県水俣市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、その結果を用い
ての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

・ごみの高度分別やゼロ・ウェイストのまちづくりは、様々な活動を行ううえで、周知啓発は不可欠なものであり、いかに地域住民を巻き込んで、活動を推進できるかが大きな課題であり、円卓会
議等を通じて協議をしていくものである。
・竹のバイオエタノール製造に関して、E3ガソリン等の製品化には様々な規制をクリアする必要があり、法規制や今後の国の動向を鑑み、協議をしていかなければならない。
・風力発電の取組については、２１年度からの取組予定であったが、地域住民の健康被害等に関する指摘に事業者から明確な回答がなく、また国の風力発電に関する規制がまとまっていない
ことから、現状では建設に協力できないという決定を行なった。今後は、これに代わるメガソーラー発電の設置などを検討していくこととしている（検討が進み次第、アクションプランに追加予
定。）

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等
　ごみの高度分別をさらに発展させ、環境モデル都市として初めてゼロ・ウェイスト宣言のまちづくり水俣宣言をしたことは、世界的にも評価されるところであり、今後実現に向けてさらなる努力
が必要となる。そのために市民協働で施策を進めることが重要であり、小規模自治体の特性を活かし、小回りのきく、極め細やかな対応を行なうものである。また、地域住民とともに伝統的な暮
らし方を見直しつつ次世代の設備機器の導入を効率的に行い、新しい水俣型のライフスタイルとして構築していくことを目標としている。

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、市民意識調査の
実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

（２）取組の主な成果
・【家庭】ごみ高度分別の推進と「ゼロ・ウェイストのまちづくり水俣宣言」を行い、焼却や埋立に頼らないごみ処理を目指すこととした。（削減効果：１６１．５ｔ-CO2））
・【自然】新エネルギーの導入促進を図るため、住宅用太陽光発電設備及び太陽熱利用（温水器）設備の設置補助を行った。（削減効果：６２．３ｔ-CO2）
・【人物】環境マイスターにより、ものづくりの面から温室効果ガスの削減に寄与した。（削減効果：３２８．６ｔ-CO2）
・【産業】市役所の業務関係する公共施設等について自己宣言型ISO１４００１により、温室効果ガスの削減を行なった。（削減効果：６０５．７ｔ-CO2）
・【運輸】エコカーの導入促進を図り、買い替え時期に併せた台数の削減や排気量の縮小など、温室効果ガスの削減に努めた。（削減効果：１．５ｔ-CO2）
・【運輸】自転車市民共同利用システムの導入により、自動車による移動手段から自転車への転換が図れた。（削減効果：５４８．６ｔ-CO2）

・【家庭】ごみの高度分別の実施に伴う地域コミュニティの活性化は、高齢者の福祉対策や小中学生の環境学習の場としての活用など多岐の影響を与えている。
・【家庭】環境モデル都市推進のための円卓会議は、様々な活動について市民共同での推進を図るためのシンクタンクとしての働きを見せている。
・【産業】竹のバイオエタノール製造実証プラントの建設により、山林の竹害対策につながり、材料調達のための雇用促進等の効果が見込まれる。
・【産業】安心安全な農作物づくりの推進のため実施している菜の花プロジェクトなどの事業が、水俣病慰霊の火のまつりへの連携により、環境学習としての活用や地域での菜
の花栽培による地域活動の活性化につながっている。
・【産業】エコハウスモデル事業は、今後の活用により、地域活動の核施設としての役割とエコハウス建築促進のきっかけ作りの場としての役割を担うものとなった。さらに、伝統
工法の復活による建材だけでなく、職人の地産地消にもつながり、暮らしについて見直す機会をつくっている。
・【学習】みなまた環境大学やみなまた環境塾の活動により、環境リーダーとしての人材育成が行なわれたばかりでなく、地域住民との交流により、自らの暮らしや環境について
他人からの指摘により気づかされることとなり、地域活性化の一翼を担っている。

（３）２２年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

全体総括
（１）取組の進捗状況
　水俣市の平成２１年度の取組は、アクションプランで予定していた事業のうち実施できなかった事業もあるものの、全体としては、順調に進んでいる。
　特に、ごみの高度分別をさらに推進し、将来的な目標として、平成21年11月に環境モデル都市円卓会議によってまとめられた「ゼロ・ウェイストのまちづくり水俣宣言」は、環境モデル都市とし
て初めてのゼロ・ウェイスト宣言として世界に誇れるものであると考える。将来的には焼却や埋立に頼らないごみ処理方法の確立を目指して、住民との協議を行っていくものである。また、自転
車市民共同利用システムの導入やエコハウスモデル事業について、国の補正予算を受けて実施し、円卓会議等の協力を得て、地域住民への周知を図るなど成果を上げている。
　一方、風力発電については、地元住民の健康被害等の懸念に対する事業者の回答や国の風力発電に関する規定がなく判断が困難なことから、現在のところ設置の協力はできないと決定し
た。そこで、他のクリーンエネルギーの導入に向けた検討を開始し、市遊休地にメガソーラー等の設置に向けた検討・取組みを開始している。

水俣　1/7　（総括）
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２．個別事業に関する進捗状況等 団体名 熊本県水俣市

温室効果ガス削減 地域活力の創出等

１６１．５t-C02

（算定根拠）
475ｔ×0.34＝161.5t-CO2
H20－H21ごみの削減量ｔ
×CO2係数(0.34)＝CO2削
減量

新-１ 家庭 ○
検討・
実施せ

ず

＜実施＞
「ゼロ・ウェイストのまちづくり水俣宣言」を行い、平成３８年（２０２６
年）までに、埋立・焼却に頼らないごみ処理を実施するための取
組みを開始するとし、行動計画を策定した。（２１年１１月）

a （他の事業で算定）

・円卓会議のメンバーによる宣
言文の作成や取りまとめの作
業部会の開催など住民主導で
行った。

・計画策定まで行ったが、実際
に住民への周知までの期間が
なく、次年度に実施することと
したため、２２年度は地域への
周知を図るための会合をを開
催することにした。

環境ISO
のまちづ
くり推進

2-1-①
A-b

家庭 実施

＜実施＞
家庭での省エネ省資源の実現のために家庭版ISOについて再検
討を行った。内容決定まで時間を要したため、周知啓発まで至ら
なかった。
・ISOのまちづくり円卓会議を設立し、家庭におけるISOの取組み
内容の検討を行い、新たな家庭版ISOを策定した。（２２年３月）

c （22年度から発現） -

・新たな家庭版ISOは策定した
が、内容の決定までに時間が
かかり、周知までにいたらな
かったため、今後周知啓発を
図り、加入世帯の増加を図る
ものとする。

５４８．６t-CO2

（算定根拠）
3265.6ｋｍ×0.168ｔ＝
548.6t-CO2
積算走行距離×乗用車の
CO2排出量/ｋｍ

２３８．６t-CO2

　（算定根拠）
産業：99,100t×0.001=99.1t
業務：54,711ｔ×0.001=54.7ｔ
家庭：33,548ｔ×0.001=33.5t
運輸：51,287ｔ×0.001=51.3ｔ

3.6t-CO2

（算定根拠）
54,711ｔ×0.44×1/659
×0.1
=２４０t-CO2

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

・自治会単位での出前講座の開催。
・支援事業の拡大検討。
・CO2削減につながるようなハード的な事業に対する支援について検討。
・地区環境協定の２地区締結を目指す。

・レジ袋無料配布取りやめ協力の推進。
・マイバック運動の推進。
・イベントでの周知啓発の推進。

環境配
慮型暮
らしづくり
への支
援

２-1-①
A-ｆ

民生
実施

＜実施＞
環境配慮型の暮らしの実現に資する取組みに対しての支援を目
的に、自治会組織に「がまだす自治会支援事業」を適用し支援を
行った（５０万円/年）。２１年度は環境美化に対する取組みを支援
した。

地区環境協定の締結について推進を図っているが、締結に至っ
ていない。

c
・地域での自主的な活動を促
し、さらに環境への行動付けを
行うための支援制度として活
用されている。

・環境行動への意識付けを行
うようにしていくため、住民へ
の周知活動が必要である。

・レジ袋の無料配布取りやめの活動を行い、協定を結んだ店などに対するエコショップの認定を
進め、省エネ、省資源の取組みを推進し、周知啓発に努める。
・商店街が取り組むフラワースタンプポイント制度のカード化に伴い、エコショップでの買い物に
対するエコポイントの付加や自転車での買い物に対する付加などを検討する。

レジ袋無
料配布
取り止め
推進

新-2 民生
検討・
実施せ

ず

＜実施＞
ごみの減量化を推進するために、レジ袋の無料配布を取りやめ、
有料化することにより、住民に啓発し、環境について考えてもらう
きっかけとして始めている。現在８店舗が協力店として、協定を締
結した。

a -

・レジ袋無料配布取りやめに
協力する店舗を増やすため、
住民への啓発活動の推進を図
り、住民の理解を進める。

・環境マイスターの認定を目標総数３1名+６名とする。
・環境マイスター間での連携を深めるために、連携組織を立ち上げ、今後の活動を件とする。

エコ
ショップ
認定制
度

２-1-①
A-e

民生 ○ 実施

＜実施＞
環境にいい店作りを行っているエコショップを認定し、省エネ、省
資源等による環境負荷の低減を図っていくものとしている。（１７
店舗：該当店舗数に対する割合：17/659店舗）
平成21年度は目標の10店舗に対し1店舗の加盟であった。

c

・エコショップの認定により、地
域への環境意識の啓発や安
心安全なものの販売、地産地
消によるフードマイレージの低
減を啓発できた。

・エコショップの認定を行うため
の検討を行っているが、周知
が行き届かず、認定数の増加
が進んでいないので、啓発活
動を推進していくこととしてい
る。

・自転車通行量調査の実施。（今年度中）
・来年度以降に実施する自転車専用道路について、円卓会議において検討を重ねることとして
いる。
・コミュニティバスと自転車、コミュニティバスと徒歩といった組み合わせなど、パークアンドライド
の実現に向けた検討を行う。
・市民ノーマイカーデーの実施、周知啓発。

環境マイ
スター制
度

2-1-①
A-ｄ

産業
民生
運輸

○ 実施

＜実施＞
安心安全なものづくりに取り組む職人を環境マイスターとして認定
し、ものづくりの観点から、環境を考え、マイスター自身が温室効
果ガスの排出抑制に取り組む。（H21年度末の認定者数31人：目
標26人）
・竹細工、苗作り（野菜・花）、染織・染色の職人を21年度に認定

a

・マイスター自身の活動や紹介
により、住民に対する環境意
識の周知や啓発に繋げること
ができている。

・周知啓発の推進のため、マイ
スターのつくるものを商品とし
て市内のエコショップ等におい
て販売できるようにすること
で、住民に対する周知啓発を
諮ることができるように検討を
重ねることとしている。

・家庭版ISOの加入世帯増加を目指して、普及啓発を図る。
・地域における出前講座を実施し、地域住民への周知啓発を図る

コミュニ
ティバス
と自転車
のまちづ
くり

2-1-①
A-ｃ

運輸 ○ 実施

＜実施＞
自動車から自転車・徒歩への交通手段の転換を図るために、国
の２１年度補正予算を活用して、自転車市民共同利用システムを
前倒しで導入した。
・自転車市民共同利用システムの導入（２２年２月）ステーション
数３ヶ所２４台
・自転車・公共交通円卓会議を設立し、自転車のまちづくりに対す
る取組み等について住民参加で協議した。（７回開催）

a

・自転車市民共同利用システ
ムの導入により、登録者数が２
月から３００人程度となり、多く
の方々が利用している。
・このシステムを活用したタウ
ンライドのイベント開催により、
商店街の振興に繋げていくと
いう動きが出てきている。

・通勤や通学の自動車から自
転車・徒歩への利用転換につ
いての方策を今後検討すべき
であるという円卓会議での意
見があり、自転車の通行量調
査や自転車専用道路の試行
などを実施する予定である。

・レアメタルの回収に関するア
ンケートを実施し、レアメタル回
収の意義や有益性のPRにつ
ながった。
・円卓会議の実施により、環境
問題に関心のある住民・事業
者が中心となり、計画策定に
寄与した。

・さらなる回収量増加のために
どのような方策が必要か検討
を進める必要があり、専門家
の意見や住民への周知啓発
について検討することにしてい
る。

・レアメタルのモデル回収を継続して実施。（２２年１２月迄） ・計画を基に、短期、中期、長期の
実施に向けた具体的な計画と実施方法を検討するためにごみ組成調査、ごみステーション調
査を実施する。（２２年５月～７月迄）

・ゼロ・ウェイストに関する地域への出前講座を実施し、地域住民への周知啓発を図る

○ 実施

＜実施＞
国のレアメタル分別モデル事業に協力し、モデル地域において小
型家電の回収に取り組んだ。
・モデル地区における回収量の算定、報告書取りまとめ（２２年３
月）
・モデル地区におけるチラシ配布、ポスター掲示、パネル設置
（ボックス回収）等による周知啓発（２１年１１月～２月）
・モデル事業の事業の継続を国が決定している。（２２年３月、１２
月まで継続予定）
・ゼロ・ウェイスト円卓会議を設立し、ゼロ・ウェイストに向けた取組
みや計画策定等を住民参加で策定した。（１２回開催）

b

環境配
慮型暮
らしの
実践

ごみの
減量・高
度分別
の実施

2-1-①
A-a

家庭

主要
H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との比

較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない

水俣　2/7　（個別進捗）
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

主要
H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との比

較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

６０５．７t-C02

（算定根拠）
6,241.3ｔ-5,635.6ｔ＝605.7ｔ-
CO2
2005市役所CO2排出量-
2008市役所CO２排出量

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

２８８ｔ-CO2

（算定根拠）
サラ玉：61ha×3.78ｔ＝231ｔ
茶、果樹：30ha×1.89ｔ＝5７
ｔ
サラ玉は１haあたり４ｔ、茶、
果樹等は１haあたり２ｔの施
肥（購入量から算定）

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

・不況が続く中、倒産企業が増
え、環境対策に手が回らない
企業が増えてきているため、
省エネ省資源における経費削
減を周知していく。

・事業所版ISOの活用も含めて、何らかの事業所支援策を打ち出すためのマニュアル検討をさら
に行い、実施していく。

・不況が続く中、既存のエコタ
ウン企業に倒産、撤退等があ
り、新たな企業誘致が進まな
い中、産業団地の開発が必要
か更なる検討が必要かどうか
を含めて検討する。

・第2次エコ産業団地の開発の是非も含めて、今後の検討を行う。

環境配
慮型産
業づくり
への支

援

2-2-①
B-ｇ

産業 検討

＜検討＞
・事業所版新エネルギー導入マニュアルの策定準備、検討を行っ
た。
・事業所に対する新たな助成制度の検討を行った。

b -

・小中学校の環境学習プログ
ラムの策定を目指しているが、
学習指導要領との調整や授業
時間数の問題から、総合学習
やPTA活動となっているため、
改善を検討する。

・サラダ玉ねぎ、お茶、果樹等に対する堆肥施肥による土壌貯留の推進
・菜の花プロジェクトの推進
・海草の森づくりの推進
・給食畑の推進
・作業機械の省エネ運転キャンペーン
・生分解マルチへの転換促進
・環境学習プログラムの推進のための検討を行う。

第2次エ
コタウン
産業団
地開発

2-2-①
B-f

産業 検討

＜検討・実施せず＞
・第2次エコ産業団地の検討を行い、基礎調査を行うための補助
金申請等を行ったが、認定を受けられず、基礎調査に入れていな
い。

d -

・建設不況が続き、建設工事
の発注自体が少なくなり、困
窮しているため、省エネの推
進等を推進するための手法を
検討する。
・月浦団地では第１期工事に
引き続いて行い、建設不況の
関係で機械等の借上げを行
い、その把握ができていな
かったため、環境指針を見直
し、把握できるようにしていく。

・市発注の土木建設工事に対し、環境配慮指針を見直し、CO2削減に努める。
・建設発注や着工自体が遅れている工事に対して、早期着工を推進し、環境配慮指針の徹底
を行なう。

安心安
全な農
林水産
物づくり

2-2-①
B-e

産業 ○ 実施

＜実施＞
・サラダ玉ねぎ（６１ha)、お茶、果樹等(30ha）に対する堆肥施肥に
よる土壌貯留
・菜の花プロジェクト等農業体験への小学生体験活動
・海草の森づくりへの小学生体験活動
・給食畑事業の推進
・ふれあい給食試食会の実施
・中学生による豊かな自然体験活動
などをH21年度は実施した。

b
・小中学生の体験活動により、
地産地消への理解や安心安
全な農林水産物づくりを学びぶ
ことができている。

・バイオエタノールを製造し、ガ
ソリンとの混合の際に様々な
制限があり、コスト高となって
いるため、国との協議を行う。
・廃食油の分別回収について
住民に対する周知や水質汚染
の危険性などに対する意識付
けを行う。

・テストプラントの建設
・バイオエタノールの利活用に向けた検討。
・廃食油を4月からの分別品目に追加。

環境配
慮型土
木・建設
事業シ
ステム

2-2-①
B-ｄ

産業 実施

＜実施＞
・市営月浦団地（第２期）建設（継続）による環境建設法令の遵守
と省エネ型の作業機械の活用、建設廃棄物の削減やリサイクル
の推進等を進め、環境配慮型土木・建設システムに関して環境配
慮指針を見直し、その周知啓発を行った。

環境配慮型土木建設システムの推進を図るために、勉強会の実
施などの普及啓発を行なった。

b
・環境配慮型の土木・建設事
業を推進することで、新しいビ
ジネスの展開が期待できる。

・一般企業での導入のメリット
や経費削減の効果などの算
定、企業における内部資料の
公開など、調査に対する理解
が進まず、制度構築のための
調査・協議等が進んでいない
ため、検討を進める。

・中小企業を対象とした事業所版ISOの制度構築のための調査及び協議を行う。
・ISO導入に伴う経費削減のメリットや企業機密の保持のための具体的な方法の検討。
・ISO１４００１を取得している市内の企業と連携し、それぞれの取組みの成果や連携した取組
みなどを検討する。

地元資
源を使っ
たバイオ
マスエネ
ルギー
の創出

2-2-①
B-ｃ

産業 ○ 実施

＜実施＞
・竹を使ったバイオエタノール製造に関して、環境省の補助申請
し、テストプラントの建設準備を行っている。(予定の建設まで至っ
ていない。)
・関係機関による協議会を設立し、協議を行っている。
・廃食油のモデル地区分別回収を行い、BDFを精製する。
・環境クリーンセンター等の構内車への活用した。

c -

・今回の実証では把握してい
ないが、レアメタルの当市での
回収量が事業採算ベースには
ならないのため、回収エリアを
広げ、再生処理する企業の設
備増設や企業の誘致などを検
討する。
・草木類の処理については廃
掃法により、環境アセス等の
手続きが必要となるため、さら
に検討する。

・レアメタルのモデル回収を継続して実施。（２２年１２月迄）
・国のレアメタル研究会との連携を図り、さらなる検討を図る。
・草木類のごみに締める割合等を調査する。
・ごみステーションでの改修場所の確保等に関する検討を行う。

事業所
版ISOの
推進

2-2-②
B-ｂ

産業 実施

＜実施＞
・ISO14001の取得を目指す企業については、アドバイスや助言を
行った。
・従業員30人未満の小規模事業所について、ISO１４００１の考え
方をもとにした地域事業所版環境ISO認定制度を設立するため
に、検討した。
・公共施設（市役所の業務の及ぶ関係施設を含む）のISOによる
省エネ省資源を推進し、温室効果ガスの削減を推進する。

b

・地域版ISOとしてこの制度を
確立し、簡易で安価な制度とし
て、地元企業が省エネ省資源
を図ることができる。
・事業所でのISOの取組みが
進むことで、家庭への広がりが
期待できる。

環境に
こだ

わった
産業づく

り

ごみ行
政とエコ
タウンの
連携

2-2-①
B-a

産業
民生
運輸

実施

＜実施＞
・レアメタルの分別回収・処理方法の検討（3自治会：地域モデル
事業実施中）
・草木類の分別回収・処理方法の検討を行った。
・廃食油分別回収・BDF資源化の実施（２１年１１月からモデル地
区回収、２２年４月から全市回収）

b -
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

主要
H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との比

較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門

９７．３t-CO2

（算定根拠）
42戸×4.17KW×0.35ｔ＋2
×0.5ｔ＋10ｋｗ×3.5ｔ＝
97.3t-CO2
太陽光発電戸数×発電能
力平均ｋｗ×１ｋｗあたりの
CO2削減量+太陽熱戸数
×１戸あたりのCO2削減量
+公共施設等設置数×発
電能力ｋｗ×3.5t

-

-

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

-
（２３年度から発現）

（算定根拠）

-

１．５t-CO2

（算定根拠）
11.7ｔ-10.2ｔ＝1.5t-CO2
廃車8台分CO2排出量/ｋ
ｍ×年間走行距離－新車
6台分CO2排出量/ｋｗ×年
間走行距離

-
（２２年度から発現）

（算定根拠）

-

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

・23年度での終了予定である
ため、継続できないかの協議
を行う。

・月1回の講義と個別研究
・個別研究の発表会実施
・公開講座の開催
・3期生の募集

・短期セミナーの参加者が、大
学等の単位所得につながるよ
う検討する。

・短期セミナーの実施
・環境学習人材マップの作成
・教育機関（大学設立（ハード面）又は誘致）の設置検討
・環境学習の拠点づくりの検討

みなまた
環境塾

2-4-①
D-ｂ

産業 実施

＜実施＞
・熊本大学が主体となり、持続可能な資源循環社会の構築に貢
献できる人材の育成や社会システムやライフスタイルの確立を目
指して受講生を募集し、講義を行っている。(H21は15名が受講し
た。)

b
・現在2期目の受講生15名が
活動しており、環境ﾘｰﾀﾞｰとな
る人材の育成が進んでいる。

・エコモデルハウスの落成披露
・エコハウス運営協議会（仮称）の設立
・地域住民と共同での見学会・イベントの開催

みなまた
環境大
学

2-4-①
D-a

産業 ○ 実施

＜実施＞
・水俣病の経験と教訓を学び、環境モデル都市として様々な取組
みを行っている当市において、セミナーを実施し、人材育成につな
げる。
住民との交流により、経済的な効果や異なる視点からの意見を聞
くことで、互いに学び、気づき、環境について学ぶ場として位置づ
けている。
（H21は参加者数４４名）

b
・セミナーの実施により、地域
住民との交流が生まれ、環境
意識の向上につながってい
る。(参加人数44人)

・公用車の電気自動車導入
・電気自動車及び電動バイク用の充電設備導入
・排気量のより少ない公用車の導入（普通→軽）
・エコカー減税の周知啓発

エコハウ
ス集落づ
くり

2-3-①
C-ｄ

産業
家庭

○ 実施

＜実施＞
・エコモデルハウス建設（従来住宅に比べ７１％のCO2削減が可
能）
・エコモデルハウス建設勉強会・公開講座実施

b -

・モデルハウスの今後の運営
方法や、住民に対する周知啓
発活動を行う。
・地区住民の憩いの場として
の役割を満たす建物。
・エコハウス集落に向けた周
知啓発

・道路、公園等の整備に関わる調査研究

低燃費
車への
転換

新-3
産業
家庭

○
検討・
実施せ

ず

＜実施＞
・公用車の低燃費車への転換（８台中→６台全て排気量の少ない
軽自動車へ買替え）
・通勤時のエコドライブと買い替え時のエコカー購入推進の啓発

a

・山間部が多いという地勢や公
共交通機関が不足している地
域において、自家用車は不可
欠であるが、エコドライブと買い
替え時のエコカー購入の促進
を図ることで、幅広い環境意識
の向上につながっている。

・公用車においてハイブリッド
車や電気自動車などの 新の
エコカーを購入するための予
算確保が難しいため、計画的
な購入を行う。
・エコカー減税等の啓発周知
に努める。

・適正な間伐実施と管理の実施
・森林間伐のシステムづくりと担い手育成に向けた検討、実施
・海藻の森の推進
・野生動植物の調査の検討

市民の
憩いの

場、公園
整備

2-3-①
C-ｃ

産業 検討
＜検討＞
・都市再生整備計画の策定
　（まちづくり交付金の申請）

b -
･公園緑化に対する高木植樹
が難しいため、再検討が必
要。

・市遊休地へのメガソーラーの設置に向けた検討

市民の
森づくり

2-3-①
C-b

産業 実施

＜実施＞
・森林の間伐を含む適正な人材育成の検討
・森林組合、森林ボランティアによるの間伐の実施
・海藻種苗の生産技術、利用技術等の開発の推進
・海藻に対する天敵であったガンガゼうにの商品化が実現した。

b -

･森林間伐等の適正管理を行
うためのシステム化等を検討
する必要があるが、地権者や
森林組合との話し合いが進ん
でいないため、検討を行う。
・海藻育苗については、県との
協力により、研究が進み、海
藻の森の推進をさらに進める
ため、検討を行う。

・太陽光及び太陽熱設備の導
入を一般家庭に図ることで新
エネ普及促進を図り、低炭素
社会の実現を目指すことがで
きる。

・太陽光発電及び太陽熱温水
器の設置促進を図るため、周
知啓発活動を行う。

・太陽光発電及び太陽熱温水器の設置補助制度の推進
・地域グリーンニューディールの推進（庁舎太陽光発電設置）
・学校エコ改修及びｽｸｰﾙﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙの推進
・緑の分権改革の実施によるクリーンエネルギーのスマートグリッドシステム構築実証実験事
業

産業 ○ 検討
＜検討・実施せず＞
 ・地域住民からの健康被害等の因果関係に関する懸念などで、
大規模風力発電所の事業化が困難になった。

d -

・大規模風力発電について
は、地域住民からの健康被害
等の因果関係に関する懸念に
対して、事業者の説明や国の
設置基準等の決定がなされな
かったため、現状では設置は
困難という結論に至った。

自然と
共生す
る環境
保全型
都市づく

り

新エネ
ルギー
の積極
的な活
用

2-3-①
C-a

産業 ○ 実施

＜実施＞
・太陽光発電及び太陽熱温水器の設置費用補助制度（42戸）
・小水力発電の実施に向けた実施可能性調査
・学校エコ改修及びｽｸｰﾙﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙによる学校への太陽光発電
設置検討
・市役所庁舎改修推進事業（地域グリーンニューディール基金)の
検討
･老人ホームに建設に伴う太陽光発電の設置（10ｋｗ）

b
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温室効果ガス削減 地域活力の創出等

主要
H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との比

較

取組の成果
課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

・環境学習人材マップの作成
・環境学習プログラムの年代別習熟度に関する調査研究

・修学旅行の誘致等を進めて
いるが、見学型から体験型へ
の嗜好の変化があり、厳しい
状況が続いているため、誘致
継続のための検討を行う。

・熊本県子どもセミナーの継続推進
･修学旅行生の誘致促進

環境学
習の拠
点整備

2-4-①
D-ｆ

民生 実施
＜実施＞
環境学習拠点マップづくり、施設紹介パンフの作成 b

・NPOとの協力により、修学旅
行等の誘致の際に活用するパ
ンフレットの改定を行い、活用
した。

・通訳等の不足により、時間が
かかり、制約される部分があ
るため、改善を検討する。

・環境学習円卓会議による話
し合いを続けているが、多様な
プログラムへの対応や環境学
習プログラムに対する学校の
協力体制に対する課題を改善
する。

・JICA研修
・海外からの視察者受け入れ

水俣病
資料館
の整備と
充実

2-4-①
D-e

民生 実施

＜実施＞
・熊本県こどもエコセミナー（熊本県内小学5年生の1／3を対象）
は、熊本県内の小学5年生を対象に環境、公害学習として水俣病
資料館や環境センターに訪問する交通費等の支援を行った。
・マイマイ運動の推進のため、取り組みを実施している学校や団体
にエコ優良表彰制度を設け、啓発に努めた。
・修学旅行誘致のための体験型プログラムを含むコースの検討と
パンフレット作りをNPOを中心として行なった。

b
・水俣病資料館、環境センター
等の施設はもちろん、エコタウ
ン企業への見学もあり、環境
学習の広がりが見える。

国際環
境協力
事業

2-4-①
D-ｄ

民生 実施

＜実施＞
JICAからの委託事業として、年1回（約1ヶ月）いわゆる発展途上
国の環境行政官約10名の研修員を受け入れ、環境に対する取組
を学ばせ、海外における温室効果ガスの削減に貢献した。
JICAからは、短期の研修も受け入れた。

b
・海外からの来訪者との交流
により、自らの暮らしを見直し、
温室効果ガスの削減に寄与で
きている。

環境学
習都市
づくり

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業のH21年度の予定は、「着手」と記載。）
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業が予定通り進捗した場合、H21年度の進捗状況は「着手」
と記載。）
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

2-1-①
A-ｃ

自転車市民共
同利用システ
ムの構築

1
自転車市民共同利用シ
ステム

自動車から自転車・徒歩への交通手段の転換を図るた
めに、国の２１年度補正予算を活用して、自転車市民共
同利用システムの導入を図った。

H21 8.4 8.4
環境共生地域づくり補

助金
環境省 8

2
市庁舎太陽光発電設置
事業

地域グリーンニューディール基金を活用して、市役所庁
舎に太陽光発電設備を設置し、新エネルギーの普及促
進を図る。

H21～H23

3 市庁舎省エネ改修事業
地域グリーンニューディール基金を活用して、市役所の
冷暖房設備を重油式から電気式に改修する。

H21～H23

学校エコ改修 4
学校エコ改修と環境教育
推進事業

学校をエコ改修し、太陽光発電や建物の歌集を行うこと
で、エネルギー負荷を上げることなく学習環境を改善す
る。
併せて、環境教育を充実させるための学習プログラム

H21～H23 377 0.6
学校エコ改修と環境教
育事業

環境省 377

小水力発電の
推進

5
小水力発電による市民
共同発電実現可能性調
査事業

小水力によるクリーンエネルギーの活用を目指して、実
現可能性を探り、市民共同発電所としての実施を目指
す。

H21 5.9 5.7
小水力発電による市
民共同発電実現可能
性調査事業

環境省 5.7

2-3-①
Ｃ-ｄ

エコハウス集
落づくり

6 エコハウスモデル事業
エコハウスの建設推進のために、国の支援により、エコ
モデルハウスを建築し、普及啓発を図るものとしてい
る。

H21 100 100
環境共生型住宅普及
促進事業

環境省 100

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて
記載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。

地域グリーンニュー
ディール基金事業

環境省 67

2-3-①
C-a

地域グリーン
ニューディール
の推進

72 0

熊本県水俣市

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

2-2-①
B-ｃ

地元資源を
使ったバイオ
マスエネル
ギーの創出

1
竹を活用したバイオエタ
ノール実証プラント事業

竹を粉砕し、硫酸により溶解したものから、エタノール
を抽出する。用途はE3ガソリン等への転用を目指して
おり、この事業によりテストプラントの建設を行う。

- H22～H23 178 178
竹を活用したバイオ
エタノール実証プラン
ト事業

環境省 178

2-3-①
C-a

クリーンエネル
ギーによるス
マートグリッド
構築実証調査
事業

2 緑の分権改革推進事業

総務省の補助事業である緑の分権改革事業を活用
し、クリーンエネルギー（太陽光、小水力、波力）を効率
活用するスマートグリッドの構築を目指した実証調査
事業を行う。

- H22 37.5 37.5
緑の分権改革推進
事業

総務省 38

1
市庁舎太陽光発電設置
事業

地域グリーンニューディール基金を活用して、市役所
庁舎に太陽光発電設備を設置し、新エネルギーの普
及促進を図る。

2 H21～H23

2 市庁舎省エネ改修事業
地域グリーンニューディール基金を活用して、市役所
の冷暖房設備を重油式から電気式に改修する。

3 H21～H23

学校エコ改修 3
学校エコ改修と環境教
育推進事業

学校をエコ改修し、太陽光発電や建物の歌集を行うこ
とで、エネルギー負荷を上げることなく学習環境を改善
する。
併せて、環境教育を充実させるための学習プログラム
作りを行う。

4 H21～H23 377 0.6
学校エコ改修と環境
教育事業

環境省 377

新-3
エコカーの普
及促進

3 電気自動車購入事業
エコカーの普及促進を図るため、市公用車として電気
自動車を購入する。併せて、充電設備の導入も図る。

- H22 5 5
クリーンエネルギー
自動車等導入促進
対策費補助事業

経済産業省 1

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。

2-3-①
C-a

地域グリーン
ニューディール
の推進

72 24
地域グリーンニュー
ディール基金事業

環境省 67

熊本県水俣市

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）
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１．総括票 団体名 沖縄県宮古島市

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、その結果を用いての分析等、実態に即した改善点として記
述すること。

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、市民意識調査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、
これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点

・平成21年度ではエコアイランドの推進に向けて関係者間の合意形成が図られ、各事業において一定の成果が見られた。他方、一部では検討でとどまった事業もあることから、推進体制を
再構築し、関係者間で更なる議論を行う必要がある。そのため、エコアイランド宮古島としてのモデルを構築すべく、環境モデル都市としての取組を加速させるため、外部有識者や島内関係
者からなる協議会を立ち上げてアクションプランを深化させる。
・バガス発電などのバイオマス利活用を推進するため、サトウキビの増産計画について、関係者間で更なる検討を深化させる。
・太陽光・風力発電の導入への取組については運輸部門の対策としていたところ、「離島マイクログリッド実証」を活用した供給サイドでの検討も進める。（検討が進み次第、アクションプラン
に追加予定。）

・関係者で構成した「宮古島サトウキビ増産プロジェクト会議」において、更なるサトウキビの増産を進めるべく議論を進めているところであり、平成21年度生産量見込みは
32.2万トン(平成20年度実績：28.5万トン)であった。
・基幹産業であるサトウキビの新たな利活用の可能性について、関係者間で共有化が図られた。
・エコハウスを整備することにより、市民が身近にエコを体験できるのみならず、地元の建築関連業者に対しての技術紹介を行うことにより、建築関係者の技術向上が図られ
た。
・宮古島バイオエタノールプロジェクトなど、島内で行う先導事業への視察者は年間1,300人程度あり、その経済効果は6.5千万円以上と推計された。

全体総括

（２）取組の主な成果

・島内のスーパーマーケット(全９店舗)におけるレジ袋の有料化により、島民のエコバック普及率が約７割を超える。

・【エネ転】バガス発電の継続的な実施（9,005t-CO2）
・【エネ転】風力発電の継続的な実施（10,502t-CO2）
・【運輸】宮古島バイオエタノールプロジェクトの推進（18.6t-CO2）
・【運輸】廃食油原料のバイオディーゼルの推進（18.3t-CO2）
・【業務】環境に配慮した最新技術や取り組みを取り入れ、既存同規模店舗に比してCO2の年間排出量を30％削減するエコストアの整備（104t-CO2）
・【業務】宮古島市庁舎や学校などの公共施設での太陽光発電やＬＥＤ照明などの導入（179t-CO2削減の見込み）
・【家庭】一般家庭における太陽光発電の普及（15.1t-CO2）
・【家庭】アジア型エコハウス（沖縄版自立循環型住宅）の整備（8.46t-CO2削減の見込み）

（１）取組の進捗状況

本市における平成21年度の取組状況は、アクションプランに基づき順調に進められたところ。
特に、再生可能エネルギーの導入については、宮古島の太陽、風、バイオマス資源を活用した「離島マイクログリッド実証事業」や「宮古島バイオエタノールプロジェクト」など、国の大規模実
証事業を展開し、エコアイランド宮古島としてのモデルを構築すべく、先導事業を実践した。
また、太陽と市民のエネルギーを活用したエコアクションに関しては、太陽光発電や風力発電、急速充電設備など環境に配慮した最新設備を整備したエコストアや、自然環境を活用すること
によるエネルギー消費の少ない住宅であるエコハウスの整備を通し、市民がより身近にエコを体験できる環境を整備した。更に、プロ野球球団や大手旅行会社等と連携し、地元の小学生な
どとともにマングローブの植樹を行うなど、市民の環境意識を高める素地を形成した。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等

宮古島　1/7　（総括）
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２．個別事業に関する進捗状況等 産業、業務、家庭、運輸、エネ転 団体名 沖縄県宮古島市

温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

9,005t-CO2

・既設のバガス発電による21fy発
電量＝9,519千kwh
・排出係数＝0.946kg-CO2/kWh

サトウキビ
増産アクショ
ンプランの
実施

2-1-②
2

エネ転 実施

＜実施＞
現在、ＪＡ、県、市等で構成した「宮古島サトウキビ増産プロジェクト
会議」で策定された増産計画に基づき、サトウキビ農家の経営基
盤強化、生産基盤強化、技術対策を柱に収穫面積の確保や反収
向上、土壌病害虫の根絶、集積作業の効率化等に取り組んでお
り、目標はH27で32.2万トンを目指している。H21年度においては、
早期高糖の優良種苗の導入や新たな害虫駆除対策の導入によ
り、生産量は32.2万トン（H20年実績：28.5万トン）となった。
【サトウキビの生産量（過去3カ年）】
・19年度実績：30.3万トン
・20年度実績：28.5万トン
・21年度見込み：32.2万トン

b -
平成21年度における生産量
は32.2万トン（H20年実績：
28.5万トン）となった。

左記のプロジェクトを基に、環
境モデル都市行動計画の2050
年の目標値を達成するための
道筋を検討していく。

10,502t-CO2

・既設の風力発電による21fy発
電量＝11,101千kwh
・排出係数＝0.946kg-CO2/kWh

実施

＜実施＞
島内における電気自動車や充電設備の普及策について、関係者
の勉強会を開催した。
【宮古島エコ学園シンポジウム（22年3月）】
主催：宮古島青年会議所
共催：ＪＳＴ社会技術開発センター、琉球大学
後援：宮古島市、沖縄県立宮古工業高等学校

b -
勉強会を通し、事業者と行
政との共通認識を図れた。

事業化に向けて、協議会を設
置して関係者で議論を深め、
普及の在り方について整理す
る必要がある。

サトウキ
ビバガ

スによる
自給自
足の電
気エネ
ルギー

「宮古島サトウキビ増産プロジェクト会議」で策定された増産計
画に基づき、早期高糖の優良種苗の導入や新たな害虫駆除
対策の導入、ハーベスタ等機械化の推進により、更なる増産
に取り組む。

太陽光・
風力発
電・エタ
ノール
による
自給自
足の自

2-1-②
1

エネ転

太陽光発
電・風力発
電の導入

さとうきび利
活用による
資源・エネ
ルギー循環
型システム
の実証的検

証

2-2-②
1a、2-
2-②1b

主要 計画との
比較

取組の成果

エネ転

＜検討＞
現在、ＪＡ、県、市等で構成した「宮古島サトウキビ増産プロジェクト
会議」において、更なる増産を進めるべく議論を進めているところ。
バガスは発電用のほか、堆肥化や土壌改良材など多様な利活用
方法があるため、市の関係機関や製糖会社などと、その利活用方
法についての検討を行った。
【検討状況】
・21年6月　庁内関係部署による事務調整
・21年6月　島内の製糖会社への視察
・21年7月　庁内関係部署、製糖会社による事務調整

また、島内の各地区に、サトウキビの作付・収穫を短縮化する春
植栽培のモデル展示ほ場を設置することにより、生産農家へサト
ウキビの増産に向けた普及啓発を実施した。

バガス発電については、現在、島内の２つの製糖工場において稼
働しており（設備容量：５，５００KW）、発生したエネルギーは所内
にて消費されている。

検討

H21
予定

平成２１年度の進捗

b
基幹産業であるサトウキビ
の新たな利活用の可能性
について、関係者間で共有
化が図られた。

＜着手＞
再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを有する宮古島におい
て、４ＭＷメガソーラーを導入して既設の風力発電設備と併せて運
用し、蓄電池等を活用した系統安定化技術や制御方法等につい
ての実証を行う「離島マイクログリッド実証事業」に着手した。
【状況】
・21年7月　沖縄電力が「離島マイクログリッド実証事業」を経産省
より受託。
・22年3月　宮古島市より、メガソーラーの実証サイトに係る土地を
無償提供。
・風力発電については、沖縄電力が狩俣地区に600kWを1基、
900kWを2基、福里地区に900kWを2基を設置済み。

増産計画及びバイオマスの利活用について関係者と引き続き
議論を深める。
また、国で検討が行われている「再生可能エネルギーの全量
買取制度」の動向を注視しつつ、バガス発電への転換に向け
た検討を深化させる。

・変動電源である太陽光発電
や風力発電の大量導入に際し
ては、系統安定化対策につい
て、十分な検討が必要である。

発電システムの熱効率向上、
堆肥生産拡大、その他のバガ
ス利活用を視野に入れつつ、
可能性を探る。

平成２２年度の展開

取組の進捗状況

着手

課題と改善方針 取組の計画

a

平成21年度予算は繰越を行っており、平成22年10月に実証事
業開始予定。
運転開始後は、実証試験での運転データの解析を行うととも
に、国で検討が行われている「再生可能エネルギーの全量買
取制度」の動向を注視しつつ、今後の島内における再生可能
エネルギーの導入拡大に向けた検討を深化させる。

・エコツアーなど、島内で行
う先導事業への視察者は年
間1,300人程度あり、その経
済効果は6.5千万円以上と
推計された。

エコカーの
普及促進

2 2 ②
・平成２２年度事業においてはＥ１０の実証に着手する。

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

主要 計画との
比較

取組の成果H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況 課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門

18.6ｔ－CO2

・Ｅ３供給台数＝539台(345台)
・Ｅ３供給量＝266kl（180KL）
（エタノール供給量＝8kl(5kl)）
・ＣＯ２削減量＝8kl×2.32（ガソリ
ン排出係数）＝18.6ｔ-CO2

さとうきび増
産技術確立
によるバイ
オエタノー
ルの増産

2-2-②
3

運輸 実施

＜実施＞
㈱りゅうせきにおいて、新たにバイオエタノール製造施設の整備を
行い、バイオエタノールの供給能力を増強（従来比2倍程度）した。
【設備能力】
1.2ｋｌ/ｄ→2.5ｋｌ/ｄ

b - -
サトウキビの利活用について、
関係者間で調整を行う必要が
ある。

廃食油原料
のバイオ
ディーゼル
の推進

2-2-②
4

運輸 実施

＜実施＞
塵芥車9台でBDF7kl/年（燃料使用量100％）をl使用しているとこ
ろ。
現在は廃食油から原料を調達しているが、更なる拡大に向けた原
料の調達について、庁内の関係者間で協議を始めた。

b
塵芥車9台による削減量：
18.3t-CO2
＝７KL(21fyBDF使用量)
×2.62(軽油排出係数)

-
廃食油の供給に限りがあるた
め、別原料などの調達につい
て検討する必要がある。

2-3-②
1a

業務・家
庭

実施
＜実施＞
更なるエコクラブへの加入を推進すべく、活動報告及びPR資料の
配布による普及啓発を行ったところ、1件の加入があった。

b - -

2-3-②
1ｂ

業務・家
庭・運輸

実施

＜実施＞
「環境ﾓﾃﾞﾙ都市実践協議会」については、平成20年度に実施済
み。
【環境ﾓﾃﾞﾙ都市実践協議会（21年3月）】
構成員：沖縄電力、りゅうせき、ＪＡ、青年会議所、環境ＮＰＯ、宮古
島市、などから構成されるメンバー（21名）
議題：環境モデル都市行動計画について

庁内に「エコアイランド推進本部」を設置し、推進体制を整備した。
【エコアイランド推進本部会合（21年5月）】
構成員：市長、副市長、各部長クラスから構成されるメンバー（17
名）
議題：環境モデル都市行動計画の推進について、など

また、地域協働型のエコアイランドの推進に係る協議体制として、
関係団体との意見交換会（21年11月、12月、22年2月、3月）を開
催した。
【意見交換会の主な出席者】
沖縄電力、商工会議所、観光協会、自治会、青年会議所、環境Ｎ
ＰＯ、宮古島市、など

b -
エコアイランド推進に向けて
関係者間の合意形成が図
られた。

具体的なアクションに向けて、
関係者が更なる議論を深める
協議会を設置する必要があ
る。

太陽熱給
湯・空調シ
ステムの普
及

2-3-②
2

家庭 実施
＜実施＞
島内における太陽熱利用の普及促進に際し、「アジア型エコハウ
ス」に設置し、実証データの取得に着手した。

b - -
宮古島における太陽熱利用の
効果検証及び助成制度の紹
介。

家庭 実施
＜実施＞
家庭でできるエコ活動の講演会を開催（事業主体：青年会議所） b - -

エコ関連イベントの情報発信に
ついて、関係団体と連携構築
を図る。

家庭 実施
＜実施＞
生ごみを分別収集し、堆肥化することで、ゴミ焼却の減量化を図
る。現在、モデル６地区において実施し、収集量は約１５ｔ/月。

b - -
生ゴミの分別回収率を上げる
ため、各地区、世帯に合わせ
た回収方法を検討していく。

22年度より発現

139t-CO2の削減見込み
＝140KW×8760h×
12%(利用率)×0.946(排出
係数)

宮古島市の
公共施設で
の省エネ事
業の実施 b

意見交換会の結果に基づき、協議会及び、部会を設置し、各
プレーヤーにおける具体的なアクションについて、議論する。

エコハウスの管理の中で利用状況を公表していくとともに、宮
古島市における太陽熱利用の導入促進に資する国の補助制
度等について調査を行う。

2-3-②
3

足の自
動車エ
ネル

ギー供
給

宮古島市の基幹産業であるサトウキビ産業の循環構造を構築
していくため、バイオエタノールの利用拡大について、生産農
家や関係者と理解を深める。

原料調達について関係者間で協議を行い、宮古島市における
バイオディーゼルの導入に向けた検討を深める。

実施

＜実施＞
小学校9校・中学校4校に計140kwの太陽光発電システムを設置し
た。

平成22年度の生ごみ分別収集堆肥化モデル地区は8地区を予
定。

・エコツアーなど、島内で行
う先導事業への視察者は年
間1,300人程度あり、その経
済効果は6.5千万円以上と
推計された。

＜実施＞
・糖蜜から精製されるバイオエタノールの利用拡大に向けた「宮古
島バイオエタノールプロジェクト」を推進しており、市や県、国の公
用車やＪＡの業務用車両を中心に５３９台(２０年度：３４５台)の車
両を使った実証試験を行った。

・バイオエタノールの更なる活
用を検討すべく、Ｅ１０や実証
車両の拡大について検討を行
う。

実施

2-2-②
2

運輸
平成 年度事業にお ては の実証に着手する。

・宮古島市におけるエコカー普及の在り方について、ビジョンを
策定する。

宮古島市環
境ネットワー
クの構築

家庭ででき
るエコ活動
の普及

b

太陽光発電装置が新たに
設置された小中学校の児童
生徒数：3，047人

今後は、児童・生徒の環境教育、科学教育等に役立てる。ま
た、未設置校について、校舎改築とともに設置していく。また、
公共施設の省エネ化計画を策定する。

発電施設について、環境教育
以外の利活用も検討する必要
がある。

エネ転
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

主要 計画との
比較

取組の成果H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況 課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門

22年度より発現

39.84t-CO2の削減見込み

業務 実施
＜実施＞
国内クレジット制度導入の可能性調査として、5庁舎について省エ
ネ診断を実施。

b - -

庁舎以外の公共施設について
もCO2削減可能量を把握し、
国内クレジット制度の可能性を
調査する必要がある。

エネ転 実施

<実施＞
沖縄開発都市公園事業で公園内施設に太陽光発電システムを導
入改築計画中、一部公園灯を風力併用ソーラー灯に改修及び新
設（パイナガマ公園、カママ嶺公園）

b -

・エコツアーなど、島内で行
う先導事業への視察者は年
間1,300人程度あり、その経
済効果は6.5千万円以上と
推計された。

エネ転 検討

<検討＞
平良庁舎、北小学校へのソーラーシステムの導入について、市や
関係団体で構成する「中心市街地先導的環境整備部会」で検討し
計画を策定中

b -

・エコツアーなど、島内で行
う先導事業への視察者は年
間1,300人程度あり、その経
済効果は6.6千万円以上と
推計された。

景観条例に
よる屋上・壁
面緑化の普
及

2-3-②
5

業務・家
庭

検討
＜検討＞
協働の景観まちづくりを目指し、市民・事業者による建築物への屋
上・壁面緑化の推進について景観条例策定委員会で検討中。

b - -

151t-CO2

・21ｆｙに新設された住宅用太陽
光発電によるCO2削減量
＝152KW×8760h×12%(利用率)
×0.946(排出係数)

一般家庭へ
のＬＥＤ照明
導入に対す
る補助制度
の検討

2-3-②
7

家庭 検討

＜検討＞
島内におけるＬＥＤ照明の普及促進に際し、平良庁舎の省エネ事
業としてLED照明(328個)を設置し、データの取得に着手した。 b - -

22年度より発現

8.46t-CO2の削減見込み
①1世帯平均排出量：14.34t-
CO2/y
②空調使用割合：15%
③照明・家電使用割合：29%
④省エネ照明による削減効果：
50%
＝((①＊②）＋(①＊③＊④))＊2
軒分

自転車利用
の促進 2-3-②

9
運輸 検討

＜検討＞
平良地区の自転車利用を促進するためのハード面及ソフト面の整
備について、市や関係団体で構成する「自転車利用推進部会」で
検討し計画を策定中

b -

環境学習と
観光の連携
した事業の
実施

2-3-②
10

家庭 実施

＜実施＞
環境省の水循環計画策定業務により、地下水保全、ゴミ問題、エ
コアイランド推進等に関する、小学校４年生向け副読本を作成し
た。

b －

副読本の活用状況は学校
13校：436時間、中学校9校：
68時間の環境学習を行っ
た。

今後は体験型環境教育の教
材を検討していく。

2-3-②
4

太陽と
市民の
エネル
ギーを
活用し

たエコア
クション

H22年度は自転車利用環境整備基本計画の見直し、H23年度
は平良地区での自転車観光周遊推進事業（仮称）の実施

b

H22年度は建築物等の緑化について策定委員会及びパブリッ
クコメント等による関係機関との調整を図る。

-
庁舎以外の学校施設やエネル
ギー消費の高い施設について
省エネ化を図る必要がある。

事業の成果を公表し、省エネの見える化を図る。また、公共施
設の省エネ化計画を策定する。（アクションプランに追加）

2010年度都市公園事業により公園内展望台を改築予定で、公
園灯は継続して風力併用ソーラー灯に改修及び新設予定（カ
ママ嶺公園）（アクションプランに追加）

H22年度ソーラーシステムの導入について関係機関との調整
を行う。（アクションプランに追加）

H22年度より、全市立小学校に副読本を配置し、全学校におい
て活用予定。

b

一般家庭に
おける太陽
光発電の普
及 2-3-②

6
家庭 検討

＜検討＞
住宅用太陽光発電システム設置補助の2010年実施に向け、助成
制度の創設に着手した。
【宮古島における住宅太陽光発電の設置件数】
20fy実績：14件、56kW
21fy実績：38件、152kW

実施

b
＜実施＞
平良庁舎の省エネ化事業として、LED照明(328個)や高効率照明
器具、遮熱塗料による設備改修を実施。

実施

＜実施＞
沖縄の気候風土から生まれた伝統的な住まいづくりに太陽熱を利
用した環境技術を組み合わせた「アジア型エコハウス」を整備す
る。
【市街地型】
強い日差しや台風から守る花ブロックと壁の緑により、自然空調に
よる快適な暮らしを実現した市街地型住宅。
【郊外型】
赤瓦の景観と深い庇、花ブロック、伝統的間取りなど、南島の開放
的な住宅をモチーフとした、2世帯からなる郊外型住宅。

市内の建築関係者の技術
向上と情報共有が図られ
た。

エコハウスの省エネ効果や建
築技術などの情報発信を関係
団体と協議しながら行ってい
く。

業務

アジア型エ
コハウス（沖
縄版自立循
環型住宅）
の普及促進

2-3-②
8

家庭
エコハウスの見学・体験宿泊を通じ、島嶼地域における環境共
生型住宅の技術情報を発信するとともに、市民に対して身近
に体験できる施設として普及啓発を行う。

- 22年度予算成立後、助成対象者の公募を行う。
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

主要 計画との
比較

取組の成果H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況 課題と改善方針 取組の計画

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門

エコツアーと
植林の連携
事業 2-3-②

11
業務・家

庭
実施

＜実施＞
ＪＴＢ、三洋、宮古島市共同の「エコアイランド宮古島プロジェクト」
やＮＰＯ法人子どもの森推進ネットワーク、宮古島市主催の「子ど
も森づくり運動」など、児童生徒を対象にしたマングローブの植樹
などの環境学習を開催した。

b －

民間と連携したマングロー
ブの植樹を通じた環境教育
活動により、島内の次世代
層への環境保全の意識づ
け行った。

事業を効果的にＰＲ、活用して
いく。

104t-CO2

21fy削減量＝年間削減量
250t-CO2×5カ月（11月
オープン）／12月（1年間）

学会と環境
学の連携の
強化

2-3-②
13

業務 実施
＜実施＞
「アジア型エコハウス」の整備と同時に、建築研究所による地元の
建築関連業者に対しての技術紹介を行った。

b －
市内の建築関係者の技術
向上と情報共有が図られ
た。

エコハウスの省エネ効果や建
築技術などの情報発信を関係
団体と協議しながら行ってい
く。

継続した取り組みとしていくとともに、児童の参加人数を増や
す。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業のH21年度の予定は、「着手」と記載。）
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業が予定通り進捗した場合、H21年度の進捗状況は「着手」と記載。）
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない

気軽にエコ体験できる地域の拠点として、イベント等を開催を
検討する。
また、既存店舗についてもエコストアへの転換を図るべく、国
の助成制度についての情報提供等を行う。

業務・家
庭

実施

＜実施＞
ソーラーパネルや風力発電、県内初の急速充電設備、壁面緑化、
磁気質タイルなど様々な設備を採用し、それら環境への取組みを
店舗内のエコインフォメーションにて分りやすく情報発信する「エコ
ストア（琉球ジャスコ）」がオープン（21年11月）した。

削減効果の検証及び積極的な
ＰＲ活動を行う。b

市民や観光客が、買い物を
しながら身近に「エコ」体験
することにより、環境意識の
醸成が図られた。

CO2フリー
エコストアの
推進

2-3-②
12
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

2-2-②1a
太陽光発電（メ
ガソーラー）の
導入

離島マイクログリッド実証
事業

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを有する宮古
島において、４ＭＷメガソーラーを導入し、蓄電池等を活
用した系統安定化技術や制御方法等についての実証を

H21-H22 7,386 翌年度へ繰越
平成２１年度離島独立
型系統新エネルギー
導入実証事業費補助

経産省 -

H19-H22 2,961 2,499
エコ燃料実用化地域シ
ステム実証事業費

環境省 2,499

H19-H23 1,653 64
Ｅ３地域流通スタン
ダードモデル創成事業

経産省
（NEDO）

64

2-3-②4

宮古島市の公
共施設での省
エネ事業の実
施

1 平良庁舎省エネ事業
市庁舎に省エネ照明及び遮熱塗料による高効率省エネ
技術を導入することで、庁舎の省エネ化を図ると同時に
省エネの見える化を図る。

H21 75 75
平成20年度環境保全
型地域づくり推進支援
事業

環境省 75

2-3-②8

アジア型エコ
ハウス（沖縄
版自立循環
型住宅）の普
及促進

2
21世紀環境共生型住宅
のモデル整備による建設
促進事業

宮古島の気候風土から生まれた伝統的な住まいづくり
に、太陽熱を利用した環境技術を組み合わせた「アジア
型エコハウス」を市街地型と郊外型の2棟建設し、それぞ
れの地域に応じた省エネ型住宅の普及を行う。

H21 98 98
平成２０年度環境共生
地域づくり補助事業

環境省 98

2-3-②12
CO2フリーエコ
ストアの推進

エコストア建設事業

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーや
壁面緑化などの環境に配慮した技術を取り入れた、既
存同規模店舗に比してCO2排出量が約30%削減するエ
コストアの建設

H21 49 49
平成２１年度ソーラー
環境価値買取事業

環境省 49

2-3-②5
景観条例によ
る屋上・壁面
緑化の普及

3

2-3-②9
自転車利用
の促進 4

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

30

沖縄県宮古島市

先導的都市環境形成
促進事業費補助金

国土交通省 10

事業名

中心市街地及びまち中の公共施設に太陽光発電システ
ムの導入や観光動線の自転車利用促進、建築物資材
への地下水硬度低減化による石灰（ペレット）の副産物
活用を行うことで、低炭素化のまちづくりを目指す。

H21～H23先導的都市環境形成計画

宮古島バイオエタノール
プロジェクト

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて記
載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

10

宮古島市の基幹作物であるサトウキビの製糖残渣を原
料にバイオエタノール燃料を製造し、公用車等で使用す
ることで、化石燃料の依存度を軽減する。

枝
番

エコカーの普
及促進

2-2-②2

事業概要
事業期間
（見込）
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

2-2-②1a
太陽光発電（メ
ガソーラー）の
導入

離島マイクログリッド実証
事業

再生可能エネルギーの導入ポテンシャルを有する宮古
島において、４ＭＷメガソーラーを導入し、蓄電池等を
活用した系統安定化技術や制御方法等についての実

H21-H22 7,386 4,924
平成２１年度離島独
立型系統新エネル
ギー導入実証事業費

経産省 4,924

H18-H22 2,961 130
エコ燃料実用化地域
システム実証事業費

環境省 130

H19-H23 1,653 182
Ｅ３地域流通スタン
ダードモデル創成事
業

経産省
（NEDO）

182

2-3-②6

一般家庭に
おける太陽光
発電の普及

宮古島市住宅用太陽光発
電システム設置補助金

新エネルギーによる低炭素化社会システムの転換につ
いて市民による低炭素化活動と意識啓発を図るため、
住宅用太陽光発電システムの設置者に対し補助金を
交付する。

- H22 5 5 - 自主財源 5

2-3-②5
景観条例によ
る屋上・壁面
緑化の普及

3

2-3-②9
自転車利用
の促進 4

2-3-②8

アジア型エコ
ハウス（沖縄
版自立循環
型住宅）の普
及促進

2 エコハウス普及促進事業
エコハウス運営については、市街地型を市直営、
郊外型を指定管理者で行い、体験宿泊による省エ
ネ型住宅の普及を行っていく。

- - 0.75 - - -

2-1-②1､
2-2-②
1a、
2-2-②1b

新エネルギー推進事業

太陽光、風力発電施設やバイオエタノール生産施設、
バイオマス総合利活用研究施設など新エネルギー普及
促進に向けた実証研究事業が多様な主体で行われて
いるが、エネルギーに関する総合計画が未策定のた
め、新エネルギービジョンを策定し、島嶼型エネルギー
施策を地域ぐるみで推進していく。

- H22 4.5 4.5

地域新エネルギー・
省エネルギービジョン
策定等事業費補助事
業

経産省
（NEDO）

4.5

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

先導的都市環境形成
促進事業費補助金

国土交通省

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝番を
記載すること。

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又は
後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

先導的都市環境形成計画

取組
番号

取組
項目

事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

事業名
枝
番

沖縄県宮古島市

1.5

中心市街地及びまち中の公共施設に太陽光発電シス
テムの導入や観光動線の自転車利用促進、建築物資
材への地下水硬度低減化による石灰（ペレット）の副産
物活用を行うことで、低炭素化のまちづくりを目指す。

H21～H23 30 3

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

宮古島バイオエタノールプ
ロジェクト

宮古島市の基幹作物であるサトウキビの製糖残渣を原
料にバイオエタノール燃料を製造し、公用車等で使用す
ることで、化石燃料の依存度を軽減する。

2-2-②2
エコカーの普
及促進
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１．総括票 団体名 高知県梼原町

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、
その結果を用いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、
市民意識調査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた２２年度等に向けての課題と改善点
・森林整備・バイオマス利用の分野で、公共事業の減少により経営が厳しくなっている建設業の機械、労働力、技術の活用方策を検証する。
・木質バイオマスの取組について、燃焼灰の処理や工場で使用する軽油の免税について、県の廃棄物対策や税の関係機関と協議調整を行う。
　あわせて、燃焼灰の新たな活用方法について、地元企業及び県の技術センターと協力して検討及び検証を行う。
・２１年度に設置したＢＤＦ施設での燃料の精製に必要な廃油の回収について、効率的な回収方法の確立と住民への説明を行う。
・ＬＣＣＭ（ライフサイクルカーボンマイナス）住宅の体験宿泊者を募り、慶應義塾大学と協力して各種データの測定を行う。

・【家庭】新エネ機器等の導入促進の助成対象に、エコ給湯器、太陽熱温水器、複層ガラス、ペレットストーブを新たに加えたことにより、導入が一層進みＣＯ２削
減につながるとともに、長期的な視点で機器の導入のメリットを考えられる住民が増えた。
・【業務・その他】木質ペレット焚冷暖房機の歴史民族資料館等への導入により、観光客への啓発とペレット工場の計画的な稼動に寄与。
・【森林吸収】木質バイオマス地域循環モデル事業の推進により、ペレット生産工場で勤務するスタッフの直接的な雇用につながるだけでなく、木質ペレットの原
材料となる林内の未利用材の搬出・運搬により間接的な雇用の創出にもつながった。

全体総括

（２）取組の主な成果

　１８戸に１戸以上の家庭（５．７％　全国平均の約７倍）が太陽光発電施設を設置している。

・【森林吸収】町内の森林８０５haで間伐等の森林整備を実施。（削減効果：５９，５００t-CO2）
・【エネルギー転換】風力発電の継続的な実施（削減効果：８０６t-CO2）

（１）取組の進捗状況
　梼原町のアクションプランで予定していた平成２１年度の事業は順調に進んでいる。
　特に、町の９割以上を占める森林整備については、平成２１年度だけで３６６haの間伐と森林整備の基盤づくりとなる作業道を３１ｋｍ整備した。さらに、資源の循環利用につい
ては、これまで未利用であった木材について、協働企業等と運営するペレット工場で木質ペレットに加工するとともに、その需要先である木質ペレット使用機器の導入等を行っ
た。加えて、町内で使用した木質ペレットが代替えしたＣＯ２約２８０ｔのＪ－ＶＥＲによるクレジット化にも取り組んだ。これらにより、森林の資源を活かした循環システムの構築が
進んだ。
　また、風力発電の買電益を活用した新エネルギー機器等の設置促進については、助成水準の高さから太陽光発電設備の設置率が全戸数の５．７％に達し、全国平均の約7
倍の設置率となった。さらに、新たに助成対象としたエコ給湯器、太陽熱温水器、複層ガラスなどが初年度から好調な滑り出しとなったことから、低炭素なライフスタイルの推進
に想定以上の成果を上げた。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等
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２．個別事業に関する進捗状況等 団体名 高知県梼原町

温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

６４６t-CO2

（算定根拠）
町内での木質ペレット販
売量に相当するCO2削減
量

２７８ｔ×４,２００kcal/kg÷
８，７５０kcal/L×２.５２８５
＝３３７t-CO2

協働の森における間伐に
伴うＣＯ２吸収量

協働の森での間伐面積を
樹種、齢級別に分けた上
で、それぞれのCO2吸収
量を乗じて合計＝３０９t-
CO2
※2-2-②-1-（a）の内数

２７９t-CO2（発行予定）

（算定根拠）
６事業場によるペレット使
用量相当ＣＯ２-ペレットの
製造・使用に伴う排出CO2
＝２７９t-CO2

５t-CO2

（算定根拠）
１．２t-ＣＯ２×４台
＝５t-CO2
※2-1-②-1-（a）の内数

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画との

比較
課題と改善方針

木質バ
イオマス
地域循
環モデ
ル事業
プロジェ
クト

県、梼原
町、企
業、団体
と「環境
先進企
業との協
働の森
づくり事
業」の維
持・拡大

2-1-②
-1-（a）

森づくり
資金を調
達する排
出量取
引制度
の活用

2-1-②
-1-（b）

b

家庭へのペレットストーブの
導入に先立ち、人の出入り
の多い地元企業の事務所
に導入（県単事業を活用）さ
れたことにより、実機の使用
感を確認できることとなっ
た。
視察に訪れた人からは、ペ
レットストーブの販売につい
ての問い合わせもあった。

＜実施＞
環境先進企業との協働の森づくり事業として以下のとおり取り組ん
だ。
【協定先：矢崎総業（株）】
・協賛金によりペレットの原材料となる間伐材の搬出経費が軽減さ
れ、安定的な供給に寄与した。
・協働の森の取組の一環として矢崎総業（株）、日本道路（株）の社
員及び町民など１８０名の参加による森林ボランティア（２haの広葉
樹林の除伐）を実施（２１年４月）
・矢崎総業（株）、梼原町森林組合、梼原町などによる木質バイオ
マス推進会議を開催（２１年４月、２１年５月、２１年７月、２１年９
月、２１年１１月、２２年２月計　６回）し、生産増加の前提となる需
要先の開拓など課題の解決を図った。
・平成２１年度には、７２２ｔの木質ペレットを生産し、６４５ｔを販売（う
ち町内での販売量は２７８ｔ）した。

【協定先：全日本空輸（株）】
・前協定の期間満了を機に、平成24年までの3年間の協定（44ha）
を新たに締結（Ｈ２１．１０）
・協賛金を活用し、協定森林の整備を実施
・平成２１年度には、１９haの間伐等を実施。

【協定先：（社）more trees】
・協賛金を活用し、協定森林の整備を実施
・平成２１年度には、２１haの間伐を実施。

【協定先：日本道路（株）】
・協賛金を活用し、協定森林の整備を実施
・平成２１年度には、４haの間伐を実施。

これらにより、協働の森において、平成１８年度からの４年間で、８
１haの間伐が行われた。

森林吸
収

実施

2-1-②
-1-（c）

家庭

＜実施＞
【排出削減J-VER】
ペレットの原料調達資金の一部を補うことを目的としてJ-VERのＣ
Ｏ２削減プロジェクトに取り組んだ。
・地域内外の６事業体による広域的なプロジェクトを組んで申請（２
１年１０月）
・プロジェクトの登録及びモニタリングの開始（２２年１月）
・検証受検（Ｈ２２年２月）
・２７９t-CO2(H20.6～H22.1分)の発行を見込んでいる。

b

b

実施
森林吸

収

J-VER実施市町村の会合に参加して、積極的に情報収集を行
うと共に、パンフレットを作成するなどして、当プロジェクトの的
確な情報提供に努める。

平成２１年度モニタリング報告分（H20.6～H22.1分）について、
取引を行う予定。

上記以降のものについては、毎月のモニタリングを着実に実施
するとともに、H22.2～H22.12分についてクレジットを発行する計
画。

木質バイオマス循環モデル事
業における木質ペレットの需要
先の増による生産の急増（H21
年度722tに対しH22年度は
1,800t超の予定）に対応した生
産体制の構築

木質ペレット消費機器から発生
する焼却灰の処理方策の検討

協働の森林のパートナーの中
には、これまで発行していたＣ
Ｏ２吸収証書（高知県が独自に
発行）ではなく、J-VER制度に
基づくクレジットを希望するとこ
ろもあることから、森林吸収Ｊ
－ＶＥＲの発行が必要。

木質ペレットの生産増（H21年度722tに対しH22年度は1,800t超
の予定）を実施。
これに伴い、工場の作業人員及びストックヤードの確保を行う。

また、木質ペレット焼却灰については、県の技術センターの協
力も得ながら、業種の垣根を越えた活用を目指し、処理方法を
検討する。

矢崎総業（株）社員を中心とした森林ボランティア及びサマー
キャンプを実施。森林整備の必要性や森林の価値についての
普及・啓発を図る。

協働の森林における間伐や路網整備を進めるとともに、森林
吸収Ｊ-ＶＥＲの発行に努める。

なお、平成22年においては、新たな1社に対してパートナーズ協
定の締結を打診中である。

創出されたクレジットの取引
により、ペレット工場の安定
的な稼働に必要な資金の調
達が行える見込み。
また、プロジェクト事業者に
おいては、これまで意識しず
らかったＣＯ２削減について
貢献度の可視化が図れた。

より有利な条件による取引とな
るよう、他のプロジェクトにおけ
る取引状況等の情報収集を行
うとともに、当プロジェクトの特
徴について的確な情報提供を
行う。

継続的な取組となることから、
毎月のモニタリングを徹底。

環境先進企業との協働の一
環として行っている木質バイ
オマス地域循環モデル事業
においては、工場で勤務す
るスタッフ１名を年間雇用す
ることにより直接的な雇用
の増につながった。
また、木質ペレットの原材料
となる林内の未利用材の搬
出・運搬に係る山側の雇用
も間接的に産み出した。
森林ボランティアには家族ぐ
るみで参加いただき、業務
の枠を超えた交流により、
山村への理解が深まった。

協働企業を通じて、各メディ
アからの取材も多く、町内外
に、取組の意義をアピール
できた。
また、協働企業との関係か
ら発展したものとして、港区
の再開発で梼原町を含む山
村の木材を利用するきっか
けができた。

引き続き、ペレットストーブへの助成を実施。
各種イベント時に販売業者による展示・説明等を実施。
販売価格等の情報の周知を図る。

家庭用ペレットストーブについ
ては、数年前の割高な価格（６
０万円程度）のイメージが払拭
されておらず、導入が進まない
原因の一つと考えられる。 新
の価格情報（２５万円程度）等
を提供することにより、普及の
促進を図る。

家庭用
ペレット
ストーブ
導入へ
の助成

＜実施＞
・新エネ機器等の助成のための条例に家庭用ペレットストーブ助成
を加えた（平成２１年３月）
・家庭用ペレットストーブに対する助成開始（平成２１年４月～）
・平成２１年度中の家庭用の設置補助に関する実績はないが、
それ以外のものとして国庫補助事業により地元企業等の事務所用
として２台、県単独事業を活用し、モデルハウス用として２台の計４
台に対する助成を実施。

実施

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画との

比較
課題と改善方針

９t-CO2（５ヶ月分）

（算定根拠）
２２ｔ-ＣＯ２×１台×５／１
２
＝９t-CO2
※2-1-②-1-（a）の内数

１４t-CO2（５ヶ月分）

（算定根拠）
３４ｔ-ＣＯ２×１台×５／１
２
＝１４t-CO2
※2-1-②-1-（a）の内数

２２年度から発現

（算定根拠）
Ｈ２１年度は設置のみ

59,500t-CO2

（算定根拠）

2005年度の全人工林にお
けるCO2吸収量
（110,845t-CO2）×森林経
営林面積（7,248ha）÷人
工林面積（13,501ha）＝
59,500t-CO2

2-1-②-1-（a）に記載（再掲

2-1-②-1-（a）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（b）に記載（再掲

＜実施＞
ペレットの安定的な需用確保の観点から、町内施設にペレット焚給
湯設備を導入
・町営のホテルに設置し、宿泊客への普及・啓発を図るとともに、Ｃ
Ｏ２の排出削減を図る。（平成２２年３月末設置）

事業用
ペレット
焚き給湯
設備導
入

2-1-②
-1-（f）

業務・
その他

a

平成２２年からの導入を目
指し、平成２１年度に町内の
農家１件に、協働実施企業
である矢崎総業が開発中の
ハウス園芸用木質ペレット
焚温風器を試験導入。今
後、住民への説明等に必要
となるデータの取得ができ
た。

導入経費が高額になるため、
栽培する野菜の付加価値が低
い場合、資金を回収しきれな
い。
このため、国の基金を活用す
る。
また、環境に配慮した方法で栽
培されたことを付加価値とでき
るような方策を考える必要があ
る。

ハウス園
芸用ペ
レット焚
き温風機
の導入

2-1-②
-1-（d）

産業

町内施
設のペ
レット焚
き冷暖房
機器の
導入

2-1-②
-1-（e）

業務・
その他

グリーニューディール基金の活用によるハウス園芸用木質ペ
レット焚温風器の導入補助を予定している。

平成２２年度からは、供給先が
激増するので、着実な木質ペ
レットの供給ができるよう生産・
流通体制を整備する。

作業人員やストックヤードの確保により増産に備え、引き続き
安定的な木質ペレットの供給を実施。

積極的な森林整備の実施
により、林業分野の雇用を
確保するとともに、建設業者
の有する労働力や技術力を
活用することにより、建設分
野における雇用の維持がな
された。

間伐の推進はもとより、搬出さ
れる木材を増やしていくことが
課題。そのためにも、森林整備
の基盤となる路網の更なる拡
充が必要。
あわせて、搬出された木材の
販売強化の対策も行う必要が
ある。

引き続き、間伐の実施と路網の拡充に取組む。
あわせて、森林整備に伴い発生した木材の利用の対策として、
・ＦＳＣ材の販売促進のための人員を森林組合で新たに１名雇
用
・製材の際に発生する端材のうち、高品質なものの活用方法の
検討について委託を予定している。

平成２２年度からは、供給先が
激増するので、着実な木質ペ
レットの供給ができるよう生産・
流通体制を整備する。

作業人員やストックヤードの確保により増産に備え、引き続き
安定的な木質ペレットの供給を実施。

機器の導入先を町営のホテ
ルとすることにより、町民は
元より、町外からの観光客
にも、バイオマス燃料使用
による低炭素化の意義を啓
発できた。
また、ペレット工場の安定的
な需要先となることから、工
場の計画的な稼動に寄与。

2-2-②
-1-（b）

実施

森林吸収 実施

○森林吸収

CO2吸
収プロ
ジェクト

確実な森
林施業と
作業の
効率化

2-2-②
-1-（a）

県、梼原
町、企
業、団体
と「環境
先進企
業との協
働の森
づくり事
業」の維
持・拡大
（再掲）

森づくり

2-1-②-1-（a）に記載（再掲）

実施

＜実施＞
・ペレットの安定的な需用確保の観点から、町内施設にペレット焚
冷暖房設備を導入。
・土佐・龍馬であい博サテライト会場（梼原町歴史民俗資料館）に
機器を導入するとともに、冷暖房に木質ペレットを使用した環境配
慮型の冷暖房機を使用している旨の説明板を設置し、来場者（平
成２２年１～３月で１３，５５１人）への普及・啓発を図るとともに、Ｃ
Ｏ２の排出削減を図った。（平成２１年１１月～）
・町営のホテルに設置し、宿泊客への普及・啓発を図るとともに、Ｃ
Ｏ２の排出削減を図る。（平成２２年３月末設置）

＜実施＞
・風力発電の売電益を活用した水源地域森林整備交付金事業によ
り、間伐を実施したＦＳＣ認証（又は予定）森林に対し10万円/haの
交付金を交付
・平成２１年度中に８０５haの森林で間伐をはじめとする森林整備を
実施、これにより、森林吸収量の算定対象となる森林経営林面積
については、2009年度末時点で人工林面積の６５％にあたる７，２
４８haとなった。
・あわせて、効率的な施業実施の基礎となる作業路について、平成
２１年度中に３１Km作設（過去４年間の実績の１．５倍）。この結
果、林内路網密度は全国森林計画で目標値としている５０m/haを
超えるものとなっている。
・実施にあたっては、建設業者の余剰労働力を活用して労働力の
確保と雇用の維持を図った。

着手

着手

＜実施＞
・協働企業である矢崎総業（株）において全木ペレット対応のハウ
スボイラーを開発し、試作機が完成。町内の農家１件において、実
証試験を前倒しで実施した。（平成２１年１１月～）（計画では平成２
１年度は機器開発のみの予定であった。）

2-1-②-1-（a）に記載（再掲） 2-1-②-1-（a）に記載（再掲）2-1-②-1-（a）に記載（再
掲）

b

b

2-1-②-
1-（a）に
記載（再

掲）

b

機器の導入先を町営のホテ
ル、歴史民俗資料館（土佐
龍馬博のサテライト会場）と
することにより、町民は元よ
り、町外からの観光客にも、
バイオマス燃料使用による
低炭素化の意義を啓発でき
た。
また、ペレット工場の安定的
な需要先となることから、工
場の計画的な稼動に寄与。

2-1-②-1-（b）に記載（再掲）2-1-②-1-（b）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（b）に記載（再掲）
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画との

比較
課題と改善方針

2-1-②-1-（b）に記載（再
掲）

４０t-CO2

（算定根拠）
１．０６t-ＣＯ２×３８戸
＝４０t-CO2

１９t-CO2

（算定根拠）
３６０L/戸／年×２．５kg-
ＣＯ２/L×１／１０００×２
１戸
＝１９t-CO2

２t-CO2

（算定根拠）
０．３t-ＣＯ２×７戸
＝２t-CO2

０．５t-CO2

（算定根拠）
６０８L/年×２台×２．３５
８８kg-ＣＯ２/L×１／１００
０×２／１２＝０．５t-CO2

９３t-CO2

（算定根拠）
２３８，０４１kwh×０．３９２
kg-ＣＯ２/kwh×１／１００
０＝９３t-CO2

森林吸収

森づくり
資金を調
達する排
出量取
引制度
の活用
（再掲）

2-2-②
-1-（c）

実施

＜実施＞
風力発電の売電益等を活用し、家庭用エコ給湯器の導入に対し購
入費の４分の１の助成を実施。（平成２１年度から新エネルギー活
用施設設置事業の対象とした。）
平成２１年度は３８戸の家庭が導入し、低炭素化に貢献した。

検討 2-1-②-1-（b）に記載（再掲）

掲）

順調な滑り出しとなっており、
現行制度を維持しつつ取り組
む。

引き続き助成を実施。

2-1-②-
1-（b）に
記載（再

掲）

b

ＣＯ２削減につながるととも
に、長期的な視点で機器の
導入のメリットを考えられる
住民が増えた。

太陽熱
温水器
導入へ
の助成

2-3-A-
②-1-(b)

家庭

家庭用エ
コ給湯器
導入へ
の助成

2-3-A-
②-1-(a)

家庭

b

引き続き助成を実施。

複層ガラ
ス導入へ
の助成

2-3-A-
②-1-(c)

家庭 実施

＜実施＞
風力発電の売電益等を活用し、複層ガラスの導入に対し購入費の
４分の１の助成を実施。（平成２１年度から新エネルギー活用施設
設置事業の対象とした。）
平成２１年度は７戸の家庭が導入し、低炭素化の推進に貢献した。

ＣＯ２削減につながるととも
に、長期的な視点で機器の
導入のメリットを考えられる
住民が増えた。

順調な滑り出しとなっており、
引き続き助成の実施に努め
る。

検討

＜実施＞
ＥＶの導入については、これまで進めてきた太陽光発電施設の設
置と両立しやすいことから、補正予算措置を行い前倒しで実施し
た。（計画では２０１３年以降の使用を目指していた。）
平成２１年度はＥＶ２台を導入し、低炭素化の推進に貢献した。（平
成２２年２月）

実施

＜実施＞
風力発電の売電益等を活用し、太陽熱温水器の導入に対し購入
費の４分の１の助成を実施。（平成２１年度から新エネルギー活用
施設設置事業の対象とした。）
平成２１年度は２１戸の家庭が導入し、低炭素化の推進に貢献し
た。

b

ＣＯ２削減につながるととも
に、長期的な視点で機器の
導入のメリットを考えられる
住民が増えた。

順調な滑り出しとなっており、
引き続き助成の実施に努め
る。

電気自
動車へ
の転換

新-１ 運輸

引き続き助成を実施。

エネル
ギー転
換

実施

＜実施＞
梼原川にある６mの落差を利用して、小水力発電を実施している。
発電した電力については、昼は中学校で利用、夜は町の中心部に
おいて街灯に利用している。
平成２１年度においては、自然の力により延べ２３８，０４１kwhのク
リーンな発電を行った。

a

ＥＶについては、太陽光発
電と両立しやすいことから、
これまでの取組が活かせる
乗り物となる。また、住民の
方々に様々な機会を利用し
て、試乗をいただいており、
ＥＶの静粛性や予想以上に
力がある点等を実感いただ
いている。

寒冷地であることや傾斜が多
いことなど、ＥＶにとって過酷な
条件を有していることから、自
動車メーカーと連携しつつ、課
題の克服に取り組む。
住民生活の中へＥＶの活用が
組み込まれる仕組みの検討。

自動車メーカー、ＥＶ導入自治体と連携を図りながら、充電器の
設置促進などＥＶの普及促進に努める。
また、平成22年度は、カルストマラソンの先導車としてＥＶを使
用するなど活用の範囲を広げながら普及に向けた啓発を行う。
さらに、住民生活の中でのＥＶの活用について、協議会での検
討を行う。

グリーン電力証書やJ-VER等
の導入の検討

発行コストや各制度の意義等も勘案しつつ、グリーン電力証書
やJ-VER等のうちいずれの制度を採用すべきか、導入に向け
た検討を協議会で行う。
発電については引き続き実施。

小水力
発電施
設の導
入・活用

2-3-A-
②-1-(e) b

発電した電気を中学校や街
灯に利用することにより、子
供達や町民が環境に対する
興味を抱くきっかけとなって
いる。
また、非常時には、地域の
代替電力の供給源となるこ
とが期待されている。
また、町外からの視察者の
多い施設でもありＰＲ効果も
高い。
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画との

比較
課題と改善方針

1７４t-CO2

（算定根拠）
４４３，３１２kwh×０．３９２
kg-ＣＯ２/kwh×１／１００
０＝１７４t-CO2

１５６t-CO2

（算定根拠）
３９７，４８０kwh×０．３９２
kg-ＣＯ２/kwh×１／１００
０＝１５６t-CO2

１２t-CO2

（算定根拠）
３１，５３６kwh×０．３９２
kg-ＣＯ２/kwh×１／１００
０＝１２t-CO2

２２年度から発現

（算定根拠）
Ｈ２１年度は設置のみ

2-1-②-1-（c）に記載（再掲）

2-1-②-1-（c）に記載（再
掲）

家庭用
太陽光
発電施
設導入
への助
成

2-3-A-
②-1-(f)

家庭 ○ 実施

＜実施＞
風力発電の売電益等を活用し、家庭用太陽光発電施設導入に対
し20万円/KWの助成（単位当たり助成額としては国内でトップ）を実
施（一般的な家庭では4kw程度の設置が多く、その場合は80万円と
なる。さらに、国の補助7万円/kwを加えれば、１０８万円の助成）。
平成２１年度は８戸が導入し低炭素化の推進に貢献した。これによ
り累計導入世帯数は１０３世帯となり、設置率は全戸数の5.7％（１
８戸に１戸以上の割合で、全国平均の約７倍。なお、当該助成実施
前の設置率は０％であった。）となった。
平成２１年度の発電量は、４４３，３１２kwh。

国の補助事業の復活により、
設置要望も増えてきており、引
き続き助成の実施に努める。

実施

＜実施＞
平成14年度から地区の集会所や高齢者の合宿施設※に徐々に設
置してきた太陽光発電施設（１８施設、出力合計373kw)により発電
を行っており、平成21年度においては397,480kwh（累計で
1,751,930kwh）の発電を実施。
これにより、CO2の削減を図るとともに、電気代の負担軽減により、
地域の自主的な取組支援（無添加味噌づくり、かずら細工づくりな
ど）や高齢者の生活費の負担の緩和を図った。
※集会所
；地区集会のほか、地場産品の開発･製造などにも活用されている
施設
※高齢者の合宿施設
；加齢に伴う不安等から独居高齢者などが協力しながら生活する
ため 集合住宅

b

ＣＯ２削減につながるととも
に、長期的な視点で機器の
導入メリットを考えられる住
民が増えた。

公共施
設におけ
る太陽光
発電施
設の継
続利用

2-3-A-
②-1-(g)

業務・そ
の他

引き続き助成を実施。

産業 実施

＜実施＞
町内の２つの施設に新たに太陽光発電施設（いずれも15kw）の設
置を行った。
地域の集会所に太陽光発電施設を設置し、CO2の削減を図るとと
もに、地域住民による自主的なキムチの製造・販売の拠点施設とし
て、地域振興にも役立っている。
また、高齢者の合宿施設（福祉の館）に太陽光発電施設を設置し、
CO2の削減を図るとともに、高齢者の生活費の負担の緩和を図っ
た。
平成２１年度の発電量は、３１，５３６kwh。

b

ＣＯ２の削減を図るという主
目的のほか、太陽光発電施
設を導入した集会所につい
ては、発電した電気を活用
することにより、地域の住民
自らが地域特有の地場産品
の企画・開発・製造・販売等
につなげる取組を支援。こ
れにより、住民の自主的な
取組を促進し、地場産品づ
くりにも結びついている。

特段の課題なし。 引き続き、発電を実施。

特段の課題なし。 引き続き、発電を実施。

ＢＤＦ製
造装置

2-3-A-
②-1-(i)

運輸 着手 c

太陽光
発電施
設の導
入

2-3-A-
②-1-(h)

＜着手＞
四万十川源流域の町として、川を汚さないことや、化石燃料の代替
え燃料として地球温暖化防止に貢献するため、廃食油を回収して、
バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）を精製する施設を導入した。ただし、
今年度については設置が平成２２年３月であったため、回収までは
至らなかった。

2-1-②-1-（c）に記載（再掲）

b

ＣＯ２の削減を図るという主
目的のほか、太陽光発電施
設を導入した集会所につい
ては、発電した電気を活用
することにより、地域の住民
自らが地域特有の地場産品
の企画・開発・製造・販売等
につなげる取組を支援。こ
れにより、住民の自主的な
取組を促進し、新たな地場
産品（キムチドレッシングな
ど）の創出にも結びついて
従来から、住民が一斉に河
川清掃を行うなど川への思
い入れも強い中、住民が直
接関わる取組であり、家庭
で河川環境や地球環境を考
えるきっかけとなる。

協議会において、廃食油の回収方法について早急に検討、確
定し、回収ならびに精製を開始する。
精製したＢＤＦは当面、ビン・カン回収車で使用する。

廃食油の回収方法について結
論が出ておらず、早急に確定
する必要がある。

2-1-②-1-（c）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（c）に記載（再掲） 2-1-②-1-（c）に記載（再掲）

実施

2-1-②-
1-（c）に
記載（再

掲）

家庭用
ペレット
ストーブ
導入へ
の助成
（再掲）

2-3-A-
②-1-(j)

家庭
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画との

比較
課題と改善方針

2-1-②-1-（d）に記載（再掲）

2-1-②-1-（d）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（e）に記載（再掲

2-1-②-1-（e）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲

2-1-②-1-（f）に記載（再
掲）

８０６t-CO2

(算定根拠)
2,055,450kwh×０．３９２
kg-CO2/kwh×１／１０００
＝８０６t-CO2

2-1-②-1-（d）に記載（再掲

2-1-②-1-（d）に記載（再
掲）

着手

2-1-②-1-（d）に記載（再掲）

2-1-②-1-（e）に記載（再掲）

2-1-②-1-（d）に記載（再掲）

2-1-②-1-（e）に記載（再掲）

2-1-②-1-（d）に記載（再掲）

2-1-②-
1-（d）に
記載（再

掲）

建設から年数が経過したこと
や、落雷等による施設の劣化
も懸念される。

定期的な点検を着実に行うことで、継続的に利用に努める。
あわせて、将来的な建て替えや増設などについて検討を進め
る。

2-1-②-1-（d）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（e）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲） 2-1-②-1-（f）に記載（再掲） 2-1-②-1-（f）に記載（再掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲）

実施

実施

＜実施＞
四国カルストに設置されている２基の風車により、平成２１年度に
2,055,450kwhの発電を行い、平成11年度からの累計は
28,486,899kwhの発電量となった。これらの電力については、電力
会社に売電した上で、その買電益を新エネ機器の普及や森林の整
備への助成に充てている。

着手

2-1-②-
1-（e）に
記載（再

掲）

2-1-②-1-（e）に記載（再掲）

b

買電益を活用した各種助成
により、低炭素の基盤づくり
が進んだ。

実施

ハウス園
芸用ペ
レット焚
き温風機
の導入
（再掲）

2-3-A-
②-1-(k)

2-1-②-
1-（f）に
記載（再

掲）

2-1-②-1-（d）に記載（再掲）

2-1-②-1-（d）に記載（再
掲）

産業

家庭

事業用
ペレット
焚き給湯
設備導
入

町内施
設のペ
レット焚
き冷暖房
機器の
導入

2-3-A-
②-1-(l)

2-3-A-
②-1-
(m)

2-1-②-1-（d）に記載（再掲） 2-1-②-1-（d）に記載（再掲）

2-1-②-
1-（d）に
記載（再

掲）

2-3-B-
②-1-(b)

産業

家庭

風力発
電施設
の継続
利用

2-3-B-
②-1-(a)

エネル
ギー転
換

ハウス園
芸用ペ
レット焚
き温風機
の導入
(再掲)

CO2排
出削減
プロジェ

クト
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画との

比較
課題と改善方針

2-1-②-1-（f）に記載（再掲

2-1-②-1-（f）に記載（再
掲）

2-3-A-②-1-(f)に記載（再掲

2-3-A-②-1-(f)に記載（再
掲）

2-3-A-②-1(g)に記載（再掲

2-3-A-②-1(g)に記載（再
掲）

2-3-A-②-1(h)に記載（再掲

2-3-A-②-1(h)に記載（再
掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲） 2-1-②-1-（f）に記載（再掲）

2-3-A-②-1-(f)に記載（再掲）

2-3-A-②-1(g)に記載（再掲）

2-3-A-②-1-(f)に記載（再
掲）

2-3-A-
②-1-(f)
に記載
（再掲）

2-3-A-②-1(g)に記載（再掲）

2-3-A-②-1(g)に記載（再掲）実施

実施 2-3-A-②-1-(f)に記載（再掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲）

事業用
ペレット
焚き給湯
設備導
入(再掲)

2-3-B-
②-1-(c)

2-1-②-
1-（f）に
記載（再

掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲）

2-3-B-
②-1-(e)

2-3-A-②-1(g)に記載（再
掲）

公共施
設におけ
る太陽光
発電施
設の継
続利用
(再掲)

家庭用
太陽光
発電施
設導入
への助
成(再掲)

2-3-B-
②-1-(d)

家庭

産業

 業務・その 着手

2-3-A-②-1-(f)に記載（再掲）

実施 2-3-A-②-1(h)に記載（再掲）

○

2-3-A-
②-1(h)
に記載
（再掲）

2-3-A-②-1(h)に記載（再
掲）

2-3-A-②-1(h)に記載（再掲） 2-3-A-②-1(h)に記載（再掲）

2-3-A-
②-1(g)
に記載
（再掲）

業務・その

太陽光
発電施
設の導
入(再掲)

2-3-B-
②-1-(f)
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画との

比較
課題と改善方針

2-3-A-②-1(i)に記載（再掲

2-3-A-②-1(i)に記載（再
掲）

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

人・仕組
みづくり
プロジェ
クト

（人づく
り）学校
教育での
環境教
育、地域
環境教
育の推
進

2-4-② 家庭

（人づく
り）生涯
現役の
健康な住
民づくり

2-4-② 公・家庭

プロジェクトチームがまとめた
方向性と整合を図りつつ、推進
協議会による活動を進める。

梼原町環境モデル都市推進協議会を発足させ、小中学校に対
する環境教育を継続的に実施する。
慶應義塾大学については、総合庁舎やモデル住宅の環境デー
タを継続的に採取･分析していただくとともに、町の温室効果ガ
ス排出量の算定にもご協力いただく予定。
高知大学には、施業の実施による水量等の変化に関する調査
を引き続き委託する。

今年度の取組を、より効果的
に進めるため、地元で活動す
る人たちが取組の進め方につ
いて学習を取り入れる。

a

町内外の子供達への環境
教育の実施により、家庭内
での普及につながっただけ
でなく、慶應義塾大学の町
総合庁舎やモデル住宅を
使った環境性能の把握の研
究や、高知大学への森林施
業による谷の水量変化の研
究委託などにより、様々な
研究活動にも寄与した。

実施

＜実施＞
森林セラピーについては、関西や高知市からモニターを公募して、
モデルツアーを実施し、地元の医療機関の積極的な協力により、
セラピー前と後さらにはその１月後の状態（ストレス緩和作用、アン
チエイジング作用、抗ガン作用等）を確かめ、その有用性を実証す
る取組を行った。
さらに、森林セラピープロジェクトチームを立ち上げ、取組の目標や
進め方を検討した。その報告を受け、地元住民による学習会を開
催し、今後の展開についての基礎固めを行った。
また、牧野植物園から講師を招いて、７名の参加による森林セラ
ピー勉強会を開催（平成２１年１０月）
セラピーロードで県職員、大学生、地元住民など４０名によるセラ
ピーロードの補修や林内整理のボランティア活動を実施（平成２２
年１月）

実施

＜実施＞
学校教育での環境教育や地域環境教育の推進に寄与するため、
梼原中学校に対して、自然エネルギー等の活用についての梼原町
の取組について講義を行った。（平成２１年９月）

また、森林組合が、地元小学校３校の小学生延３３名とともに各１
回ずつ水生生物調査を実施した。（平成２１年６～７月）

H２１年度に行動計画で予定していた上記の取組のほか、環境教
育の一環として
よさこい踊り子チームが、ボランティア間伐を行い、その材で地方
車（よさこい用の山車）を造り、梼原での環境への取組をＰＲした。
（平成２１年４～８月）

地元有志によるゆすはら森林守隊（しんりんまもりたい）１５名によ
るボランティア除伐(1.6ha)を実施。（平成２２年１月）

慶應義塾大学、高知大学、東京大学、日本大学、法政大学などの
環境に関する研究等に対応した。土佐塾高校の生徒２００名に対
し、四国カルストの風力発電と梼原町の環境の取組について現地
で講義を行った。（平成２１年６月）

地場産木材の利活用、木質バイオマス、ＣＯ２削減事業など各方
面で活躍するリーダーが一堂に会した「緑の島四国の森林共生を
考える」車座サミットを１８９名の参加を得て、梼原で開催した。（平
成２１年１０月）

梼原町環境モデル都市推進協議会の設置に先立ち、職員５名によ
るプロジェクトチームを立ち上げ、アクションプランの進め方等につ
いて、手法の学習も行いながら検討し、 終報告を行った。（Ｈ２２
年３月末）

以上により、当初予定していた環境教育の対象、内容を大幅に広
げた取組を行った

より効果的な取組に向けた学習を進めながら、地域住民が中
心となって、森林セラピー及び関連する取組を進める。さらに、
身体に優しい料理の供給など関連した取組を充実させる。
久保谷セラピーロードの特徴でもある水路の清掃をボランティ
アを募って実施する予定。

b

森林セラピーから派生する
宿泊や食事に着目した地域
の自立的な取組につながっ
た。

2-3-A-②-1(i)に記載（再掲） 2-3-A-②-1(i)に記載（再掲）

2-3-A-
②-1(i)に
記載（再

掲）

2-3-A-②-1(i)に記載（再
掲）

着手 2-3-A-②-1(i)に記載（再掲）
ＢＤＦ製
造装置
(再掲)

2-3-B-
②-1-(g)

運輸
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温室効果ガス削減
(t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

平成２１年度の進捗

主要部門
H21
予定

取組
番号

平成２２年度の展開

取組の進捗状況 取組の計画

取組の成果
計画との

比較
課題と改善方針

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

-
（定量化は困難）

（算定根拠）

-

2-4-② -

（仕組み
づくり）木
質住宅
の健康
産業化

a

2-4-② -

＜実施＞
慶應義塾大学との連携により、梼原町のＦＳＣ認証材も使用し、気
候風土等の地域特性に配慮した上で、ＯＭソーラー、太陽光発電、
太陽熱温水パネル、断熱材･ペアガラス、シーリングファン、ＬＥＤ照
明、ペレットストーブなどを活用し、次世代省エネ基準と長期有料
住宅基準に準拠したＬＣＣＭ<ライフサイクルカーボンマイナス>住
宅※の日本発の先導事例として地域型の展示住宅を補正予算措
置して前倒しで整備した。（平成２５年度までは仕組みの検討・ニー
ズ調査、構造検討の予定であった）

※建材の採材・製造、家屋の建築・居住・解体・廃棄までのサイク
ルでＣＯ２をゼロ以下にする住宅

協議会により、農家民宿の全体的なＰＲのために学習会を開催
し、底上げを図ると共に、森林組合等とも連携しながら林業・農
業体験を実施する。

環境に配慮され、身体的に
も快適な居住空間を体験す
ることにより、環境配慮型の
住宅に住みたいと思う気持
ちが芽生える。
また、木造住宅の魅力を伝
えられる住宅であることか
ら、木造住宅の普及にも寄
与。

体験宿泊をより効果的にする
ため、住宅周辺で取り組まれて
いる森林セラピーの活動などと
連携を取りながら、地域の魅力
も伝えられるものとする。

平成２２年度から１０年間、宿泊体験（利用期間は１日～７日ま
で、利用料は１泊１組２，０００円＋布団実費が必要）の希望者
を募り、ＬＣＣＭ住宅を実感してもらうことにより、その普及を図
るとともに、ＵＩＪターン者の定住、二地域居住の呼び込みにつ
なげる方策等も検討。
また、周辺で取り組まれている森林セラピー等の取組とも連携
を図り、体験メニューの一つとして提供を行う。
あわせて、室内のいたるところに設置した室内環境･エネル
ギー計測器によりデータをネット回線でリアルタイムに慶応義
塾大学に送り、性能検証を行っていく。

農家民宿に体験希望者が
宿泊することから、それらに
係る雇用の維持につなが
る。

林業体験を通じて、ＦＳＣ認
証森林や林業に対する理解
をより深めることができ、木
材の受注にも繋がってい
る。

検討

（仕組み
づくり）
「旅育」、
「食育」な
どの体験
学習型ツ
アーの実
施

農家民宿においては、人気に
偏りが生じている部分もある
が、それぞれが特徴ある取組
を行っているので、それらをＰＲ
するなど全体的な底上げのた
めの取組を検討する。

実施

＜実施＞
農家民宿による林業体験、農業体験等を実施。
また、町営のホテルでは、森林セラピープランを設定し、自然との
関わりを通じた環境意識の醸成を図った。

森林組合の主催により２日間の予定で、ＦＳＣ認証森林での林業体
験や工場見学を行った。（５組の施主が自ら発注した住宅に使用さ
れる部材の伐採を体験）（Ｈ21年７月）

b

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業のH21年度の予定は、「着手」と記載。）
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業が予定通り進捗した場合、H21年度の進捗
状況は「着手」と記載。）
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

1
木質バイオマス地域
循環モデル事業

協働の森の取組の一環として矢崎総業（株）、日本道路
（株）の社員など１８０名による森林ボランティア（広葉樹
林の間伐）を実施することで、木質バイオマス地域循環
モデル事業の意義の理解を図るもの。

平成21年度
～平成23年
度

1.3 0.3 森林ボランティア事業 ー ー

2 森林整備事業
環境先進企業との協働の森づくり事業として間伐を実施
するもの

平成21年度
～平成22年

度
13 12 ー ー ー

2-1-②
-1-（b）

森づくり資金を
調達する排出
量取引制度の
活用

J-VERプロジェクト
（梼原町木質バイオ
マス域資源循環事
業）

梼原町内の林地残材等を活用し、ゆすはらペレット工場
においてペレットを生産する。町内５社及び町外１社の
計６事業者の施設に化石燃料（A重油・灯油）焚のボイ
ラー・冷暖房機器に代えて、ペレット焚ボイラー・冷暖房
機器を新たに導入し、ペレットを消費することにより削減
したＣＯ２の取引により、ペレットの生産に必要な経費に
充てるもの

平成20年度
～平成24年

度
4 1

オフセット・クレジット（Ｊ
-ＶＥＲ）制度活用事業
者支援事業

環境省

1

1 平成21年度 1 1
地域協議会民生用機
器導入促進事業

環境省 0.3

2
平成21年度
～平成22年
度

1.4 1 ー ー ー

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

2-1-②
-1-（c）

家庭用ペレット
ストーブ導入へ
の助成

新エネルギー等施
設等導入促進事業

県、梼原町、企
業、団体と「環
境先進企業と
の協働の森づ
くり事業」の維
持・拡大

2-1-②
-1-（a）

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

高知県梼原町

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

檮原　10/23　（H21事業一覧）

通しページ番号333



支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

2-1-②
-1-（d）

ハウス園芸用
ペレット焚き温
風機の導入

1
環境保全型の地域づくり
の推進支援事業

平成21年度 27 27
環境保全型の地域づく
りの推進支援事業

環境省 26

2
経済対策臨時交付金事
業

平成21年度 45 45
経済対策臨時交付金
事業

内閣府 45

2-1-②
-1-（f）

事業用ペレット
焚き給湯設備
導入

環境保全型の地域づくり
の推進支援事業

給湯設備を所有する事業者に対して、ペレット炊きボイ
ラーの普及啓発・販売活動を図るとともに、CO2の削減
を目指すもの

平成21年度 25 25
環境保全型の地域づく
りの推進支援事業

環境省 25

1
水源地域森林整備交付
金事業

風力発電の売電益を活用した水源地域森林整備交付
金事業により、間伐を実施した森林に対し10万円/haの
交付金を交付するもの

平成21年度
～平成22年

度
57 35 ー ー ー

2
路網整備連携モデル事
業

効率的な施業実施の基礎となる作業路を開設するもの
平成21年度
～平成22年

度
497 412

地域活性化生活対策
臨時交付金事業

内閣府 130

町内施設のペ
レット焚き冷暖
房機器の導入

2-1-②
-1-（e）

町内の比較的大型の建物の冷暖房システムを、ペレット
を熱源とする冷暖房機に変更することでCO2の削減を目
指すもの
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

地域活性化経済危機
対策臨時交付金事業

内閣府 4

ー ー ー

4 森林管理道整備事業
平成21年度
～平成22年

度
485 145 森林管理道整備事業 林野庁 73

5 道整備交付金事業
平成21年度
～平成22年

度
255 60 道整備交付金事業 林野庁 30

6 町産材利用促進事業
確実な森林施業から出された木材を町内で住宅建築材
として利用促進を図るため、１棟当たり２百万円を上限
に助成するもの

平成21年度
～平成22年

度
16 8 ー ー ー

7
森林認証材利用促進事
業

町外で梼原産のＦＳＣ認証材を使って住宅を建築する場
合に１棟当たり１０万円を助成するもの

平成21年度
～平成22年

度
6 3 ー ー ー

13,372 13,372

効率的な施業実施の基幹となる林道を開設するもの

3
高性能林業機械等整備
事業

2-2-②
-1-（a）

平成21年度

確実な森林施
業と作業の効

率化

建設事業者が事業の拡大と雇用を維持するため、高性
能林業機械を購入することで新たな林業事業への参入
を図るもの
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

2-2-②
-1-（b）

県、梼原町、企
業、団体と「環
境先進企業と
の協働の森づ
くり事業」の維
持・拡大（再
掲）

1
2-1-②-1-（a）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（a）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（a）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（a）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（a）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（a）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（a）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（a）に記載
（再掲）

2-2-②
-1-（c）

森づくり資金を
調達する排出
量取引制度の
活用（再掲）

1
2-1-②-1-（b）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（b）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（b）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（b）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（b）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（b）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（b）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（b）に記載
（再掲）

1 平成21年度 6 6 エコキュート導入補助金 経済産業省 1

2
平成21年度
～平成22年

度
7 2 ー ー ー

2-3-A-
②-1-(b)

太陽熱温水器
導入への助成

1
平成21年度
～平成22年

度
2 1 ー ー ー

2-3-A-
②-1-
(c)

複層ガラス導
入への助成

1
平成21年度
～平成22年

度
0.4 0.3 ー ー ー

2-3-A-
②-1-(a)

家庭用エコ給
湯器導入への

助成

新エネルギー等施
設等導入促進事業

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

新エネルギー等施
設等導入促進事業
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

新-１
電気自動車へ
の転換

1 電気自動車導入事業
電気自動車を購入することで、地球環境の保全と町民
の環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現
に向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

平成21年度 10 10
地域活性化経済危機
対策臨時交付金事業

内閣府 10

2-3-A-
②-1-
(e)

小水力発電施
設の導入・活
用

1
小水力発電施設維持管
理事業

小水力発電施設を円滑に運転するため、適正な維持管
理を実施するもの

平成21年度
～平成22年

度
4 2 ー ー ー

2-3-A-
②-1-(f)

家庭用太陽光
発電施設導入
への助成

1
新エネルギー等施設等
導入促進事業

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

平成21年度
～平成22年

度
12 8

住宅用太陽光発電導
入支援対策事業補助
金

経済産業省 2

2-3-A-
②-1-(g)

公共施設にお
ける太陽光発
電施設の継続
利用

2-3-A-
②-1-
(h)

太陽光発電施
設の導入

1
新エネルギー等施設等
導入促進事業

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

平成21年度
～平成22年

度
34 30

地域新エネルギー等
導入促進事業

経済産業省 14

2-3-A-
②-1-
(i)

ＢＤＦ製造装置 1 ＢＤＦ製造装置導入事業

町内の事業所を中心に廃食油を回収し、美化推進組合
にＢＤＦの生産を委託、ビン・カン収集車の燃料として利
用する。
生産体制確立後、収集対象を町内一般家庭へと拡大
し、廃食油の再生を図るもの

平成21年度 19 19
環境保全型の地域づく
りの推進支援事業

環境省 14
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

2-3-A-
②-1-
(j)

家庭用ペレット
ストーブ導入へ
の助成（再掲）

1
2-1-②-1-（c）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（c）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（c）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（c）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（c）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（c）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（c）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（c）に記載
（再掲）

2-3-A-
②-1-
(k)

ハウス園芸用
ペレット焚き温
風機の導入
（再掲）

1
2-1-②-1-（d）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（d）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（d）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-3-A-
②-1-
(l)

町内施設のペ
レット焚き冷暖
房機器の導入

1
2-1-②-1-（e）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（e）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（e）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（e）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（e）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（e）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（e）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（e）に記載
（再掲）

2-3-A-
②-1-
(m)

事業用ペレット
焚き給湯設備
導入

1
2-1-②-1-（f）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（f）に記載（再
掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（f）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-3-B-
②-1-
(a)

風力発電施設
の継続利用

1
風力発電施設維持管理
事業

風力発電施設を円滑に運転するため、適正な維持管理
を実施するもの

平成21年度
～平成22年

度
11 5 ー ー ー

2-3-B-
②-1-
(b)

ハウス園芸用
ペレット焚き温
風機の導入(再
掲)

1
2-1-②-1-（d）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（d）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（d）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

2-3-B-
②-1-
(c)

事業用ペレット
焚き給湯設備
導入(再掲)

1
2-1-②-1-（f）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（f）に記載（再
掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（f）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-3-B-
②-1-
(d)

家庭用太陽光
発電施設導入
への助成(再
掲)

1
2-3-A-②-1-(f)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1-(f)に記載（再掲）
2-3-A-②-1-
(f)に記載（再
掲）

2-3-A-②-
1-(f)に記載
（再掲）

2-3-A-②-
1-(f)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1-(f)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1-
(f)に記載（再
掲）

2-3-A-②
-1-(f)に記
載（再掲）

2-3-B-
②-1-
(e)

公共施設にお
ける太陽光発
電施設の継続
利用(再掲)

1
2-3-A-②-1(g)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1(g)に記載（再掲）
2-3-A-②-
1(g)に記載
（再掲）

2-3-A-②-
1(g)に記載
（再掲）

2-3-A-②-
1(g)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1(g)に記載
（再掲）

2-3-A-②-
1(g)に記載（再
掲）

2-3-A-②
-1(g)に記
載（再掲）

2-3-B-
②-1-
(f)

太陽光発電施
設の導入(再
掲)

1
2-3-A-②-1(h)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1(h)に記載（再掲）
2-3-A-②-
1(h)に記載
（再掲）

2-3-A-②-
1(h)に記載
（再掲）

2-3-A-②-
1(h)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1(h)に記載
（再掲）

2-3-A-②-
1(h)に記載（再
掲）

2-3-A-②
-1(h)に記
載（再掲）

2-3-B-
②-1-
(g)

ＢＤＦ製造装置
(再掲)

1
2-3-A-②-1(i)に記載（再
掲）

2-3-A-②-1(i)に記載（再掲）
2-3-A-②-
1(i)に記載（再
掲）

2-3-A-②-
1(i)に記載
（再掲）

2-3-A-②-
1(i)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1(i)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1(i)
に記載（再掲）

2-3-A-②
-1(i)に記
載（再掲）

2-4-②

（人づくり）学校
教育での環境
教育、地域環
境教育の推進

1 水量調査事業
高知大学との連携で、間伐前後の年間水量を調査する
ことで、間伐の効果を検証するもの

平成21年度
～平成22年

度
0.8 0.4 ー ー ー
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支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

事業費総額
（見込）

（百万円）

2-4-②
（人づくり）生涯
現役の健康な
住民づくり

1 森林セラピー研究事業
森林セラピーの健康に及ぼす長期的効果を計測・評価
し、森林セラピー推進のための科学的根拠とするもの

平成21年度
～平成22年

度
2 1

2-4-②
（仕組みづくり）
木質住宅の健
康産業化

1 ＬＣＣＭ住宅導入事業

慶応義塾大学の協力のもと、町内２箇所に体験型モデ
ル住宅を建築、建物には、次世代省エネルギー基準を
満足する高気密・高断熱を採用し、新エネルギー、省エ
ネルギー技術（太陽光発電施設・太陽熱空気集熱・高断
熱材・複層ガラス・木質ペレットストーブをはじめ、民間で
は日本初となる太陽熱温水パネル・LED照明）を駆使
し、住まいの構造や木材の健康に及ぼす効果について
の調査など、生活全般にわたり二酸化炭素の排出削減
に取り組むもの

平成21年度 53 53
超長期住宅先導的モ
デル住宅

国土交通省 40

2-4-②

（仕組みづくり）
「旅育」、「食
育」などの体験
学習型ツアー
の実施

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて記
載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。
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４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

2-1-②
-1-（a）

県、梼原町、
企業、団体と
「環境先進企
業との協働の
森づくり事業」
の維持・拡大

1 森林整備事業
環境先進企業との協働の森づくり事業として間伐を実施
するもの

1 H21～H22 13 1 ー ー ー

1

J-VERプロジェクト
（梼原町木質バイオ
マス域資源循環事
業）

梼原町内の林地残材等を活用し、ゆすはらペレット工場
においてペレットを生産する。町内５社及び町外１社の
計６事業者の施設に化石燃料（A重油・灯油）焚のボイ
ラー・冷暖房機器に代えて、ペレット焚ボイラー・冷暖房
機器を新たに導入し、ペレットを消費することにより削減
したＣＯ２の取引により、ペレットの生産に必要な経費に
充てるもの

1 H20～H24 4 1
オフセット・クレジット
（Ｊ-ＶＥＲ）制度活用
事業者支援事業

環境省

1

1 J-VERプロジェクト
森林整備により算出した吸収量を取引することにより、
森づくりに必要な経費にあてるもの

2 H22～H24 6 3 ー ー ー

2-1-②
-1-（c）

家庭用ペレッ
トストーブ導
入への助成

1
新エネルギー等施
設等導入促進事業

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

1 H21～H22 1.4 0.4 ー ー ー

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

2-1-②
-1-（b）

森づくり資金
を調達する排
出量取引制
度の活用

高知県梼原町

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

加えて、
三菱総研
による人
的支援
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

2-1-②
-1-（d）

ハウス園芸用
ペレット焚き温
風機の導入

ー
ハウス園芸用ペレット焚
温風器導入事業

農家のハウス温風暖房機の燃料である化石燃料を木質
ペレットに置き換えることでCO2の削減を図るもの

ー H22 10 10
地域グリーンニュー
ディール基金

環境省 8

2-1-②
-1-（e）

町内施設の
ペレット焚き
冷暖房機器
の導入

ペレット焚冷暖房機導入
事業

町内の公共施設にペレット焚冷暖房機を導入することで
CO2の削減を目指すもの

ー H22 17 17 まちづくり交付金事業 国土交通省 7

1
水源地域森林整備交付
金事業

風力発電の売電益を活用した水源地域森林整備交付
金事業により、間伐を実施した森林に対し10万円/haの
交付金を交付するもの

1 H21～H22 57 22 ー ー ー

2
路網整備連携モデル事
業

効率的な施業実施の基礎となる作業路を開設するもの 2 H21～H22 507 85
地域活性化きめ細か
な臨時交付金事業

内閣府 82
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

3 森林管理道整備事業 4 H21～H22 485 340 森林管理道整備事業 林野庁 170

4 道整備交付金事業 5 H21～H22 255 195 道整備交付金事業 林野庁 98

5 町産材利用促進事業
確実な森林施業から出された木材を町内で住宅建築材
として利用促進を図るため、１棟当たり２百万円を上限
に助成するもの

6 H21～H22 16 8 ー ー ー

6
森林認証材利用促進事
業

町外で梼原産のＦＳＣ認証材を使って住宅を建築する場
合に１棟当たり１０万円を助成するもの

7 H21～H22 6 3 ー ー ー

7
町産材販売営業マン育
成事業

確実な森林施業から出された木材の販売促進を図るも
の

ー H22 5 5 ー ー ー

8 ３Ｒ事業
製材過程で出た端材を良品、不良品等に仕分け、端材
の価値を高めて販売するもの

ー H22 3 3 ー ー ー

2-2-②
-1-（b）

県、梼原町、
企業、団体と
「環境先進企
業との協働の
森づくり事業」
の維持・拡大
（再掲）

1
2-1-②-1-（a）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（a）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（a）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（a）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（a）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（a）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（a）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（a）に記載
（再掲）

確実な森林施
業と作業の効

率化

効率的な施業実施の基幹となる林道を開設するもの

2-2-②
-1-（a）
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

2-2-②
-1-（c）

森づくり資金
を調達する排
出量取引制
度の活用（再
掲）

1
2-1-②-1-（b）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（b）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（b）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（b）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（b）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（b）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（b）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（b）に記載
（再掲）

2-3-A-
②-1-
(a)

家庭用エコ給
湯器導入へ
の助成

1
新エネルギー等施
設等導入促進事業

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

1 H21～H22 7 5 ー ー ー

2-3-A-
②-1-
(b)

太陽熱温水
器導入への
助成

1
新エネルギー等施設等
導入促進事業

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

1 H21～H22 2 1 ー ー ー

2-3-A-
②-1-
(c)

複層ガラス導
入への助成

1
新エネルギー等施設等
導入促進事業

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

1 H21～H22 0.4 0.1 ー ー ー

新-１
電気自動車
への転換

1
ハイブリッド自動車導入
事業

ハイブリッド自動車を購入することで、地球環境の保全と
町民の環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の
実現に向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

ー H22 9 9
社会資本整備総合交
付金事業

国土交通省 6

2-3-A-
②-1-
(e)

小水力発電
施設の導入・
活用

1
小水力発電施設維持管
理事業

小水力発電施設を円滑に運転するため、適正な維持管
理を実施するもの

1 H21～H22 4 2 ー ー ー

2-3-A-
②-1-
(f)

家庭用太陽
光発電施設
導入への助
成

1
新エネルギー等施設等
導入促進事業

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの

1 H21～H22 12 4
住宅用太陽光発電導
入支援対策事業補助
金

経済産業省 1
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

1 1 H21～H22 34 4
地域新エネルギー等
導入促進事業

経済産業省 2

2 ー H22 41 41 まちづくり交付金事業 国土交通省 17

2-3-A-
②-1-
(k)

ハウス園芸
用ペレット焚
き温風機の
導入（再掲）

1
2-1-②-1-（d）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（d）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（d）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-3-A-
②-1-
(l)

町内施設の
ペレット焚き
冷暖房機器
の導入

1
2-1-②-1-（e）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（e）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（e）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（e）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（e）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（e）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（e）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（e）に記載
（再掲）

2-3-A-
②-1-
(m)

事業用ペレッ
ト焚き給湯設
備導入

1
2-1-②-1-（f）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（f）に記載（再
掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（f）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-3-B-
②-1-
(a)

風力発電施
設の継続利
用

1
風力発電施設維持管理
事業

風力発電施設を円滑に運転するため、適正な維持管理
を実施するもの

1 H21～H22 11 6 ー ー ー

2-3-B-
②-1-
(b)

ハウス園芸
用ペレット焚
き温風機の
導入(再掲)

1
2-1-②-1-（d）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（d）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（d）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（d）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（d）に記載
（再掲）

2-3-A-
②-1-

(h)

太陽光発電
施設の導入

新エネルギー等施設等
導入促進事業

新エネルギー等施設を設置し、住環境の整備を図ること
に対して支援することにより、地球環境の保全と町民の
環境意識の高揚を図るとともに、低炭素社会の実現に
向け環境に調和したまちづくりを推進するもの
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支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名 事業概要

H
21
枝
番

事業期間
（見込）

2-3-B-
②-1-
(c)

事業用ペレッ
ト焚き給湯設
備導入(再掲)

1
2-1-②-1-（f）に記載（再
掲）

2-1-②-1-（f）に記載（再掲）
2-1-②-1-
（f）に記載（再
掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（f）に記載
（再掲）

2-1-②-1-（f）
に記載（再掲）

2-1-②-1-
（f）に記載
（再掲）

2-3-B-
②-1-
(d)

家庭用太陽
光発電施設
導入への助
成(再掲)

3
2-3-A-②-1-(f)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1-(f)に記載（再掲）
2-3-A-②-1-
(f)に記載（再
掲）

2-3-A-②-
1-(f)に記載
（再掲）

2-3-A-②-
1-(f)に記載
（再掲）

2-3-A-②-1-(f)に記
載（再掲）

2-3-A-②-1-
(f)に記載（再
掲）

2-3-A-②-
1-(f)に記
載（再掲）

2-4-②

（人づくり）学
校教育での
環境教育、地
域環境教育
の推進

1 水量調査事業
高知大学との連携で、間伐前後の年間水量を調査する
ことで、間伐の効果を検証するもの

1 H21～H22 0.8 0.4 ー ー ー

2-4-②

（人づくり）生
涯現役の健
康な住民づく
り

1 森林セラピー研究事業
森林セラピーの健康に及ぼす長期的効果を計測・評価
し、森林セラピー推進のための科学的根拠とするもの

1 H21～H22 2 1 ー ー ー

2-4-②

（仕組みづく
り）木質住宅
の健康産業
化

1 ＬＣＣＭ住宅運営事業
ＬＣＣＭ住宅の体験宿泊希望者の受入など施設の運営
を行うもの

1 H22～H31 0.5 0.5 ー ー ー

2-4-②

（仕組みづく
り）「旅育」、
「食育」などの
体験学習型
ツアーの実施

1 サマーキャンプ事業

協働の森づくり事業の協定企業である矢崎総業の社
員の子どもを受け入れ、豊かな森林空間や自然空間
を活用して、交流を合わせた体験学習を実施するも
の

ー H22 1 1 ー ー ー

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。
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１．総括票 団体名 東京都千代田区

a)温室効果ガ
スの削減

b)地域の活力
の創出等

※3 課題と改善点については、取組の進捗状況や成果を踏まえ、今後の取組についての課題や改善に関する内容を記述すること。市民意識調査の結果等を実施した場合は、その結果を用いての分析等、実態に即した改善点として記述すること。

平成２１年度　環境モデル都市フォローアップ（施策の進捗状況等）

※1 取組の成果については、定量的に把握することが可能なものについては、定量的に記載するものとする。　また、統計データからは定量的に把握できないものについても、市民意識調査の実施等により、可能な限り定量的に把握し、これを記載するものとする。以上により定量
的に記載することができない場合は、定性的に記載すること。

※2 地域活力の創出等については、都市・地域の活力の創出や住民生活の質の向上等、地球温暖化問題への対応にとどまらない幅広い効果について記述すること。

（３）21年度の取組成果や活動を踏まえた22年度等に向けての課題と改善点
①高水準な建物のエネルギー対策
・グリーンストック作戦については、モデル地区におけるフォローアップを行う（省エネ診断の更なる受診と、診断結果に基づく省エネ改修につなげる。その際には、助成制度や低利融資の活用を図る）。また、新規モデル地
区を選定し、グリーンストック作戦を昨年度と同様に進める。
・区有施設の省エネ化については、投資費用の少ない「ソフト対策」の徹底を行うとともに、施設改修に合わせた温暖化対策の設備改修計画を策定する。
②まちづくりの機会と場を活かした面的対策の推進
・予定している計画を遅滞なく進める。
・地域交通対策については、事業化に向けての法的課題や採算性、安全な走行空間の確保等の課題がある。
③地域連携の推進
・生グリーン電力の導入を推進する。
・CESの認知度向上のため、CES推進協議会 と区が連携し、助成制度における割増しなどインセンティブを付与するとともに制度の浸透を図っていく必要がある。

①高水準な建物のエネルギー対策
【業務】神田駅西口周辺地区全体への省エネ説明等により、地区内の商店街が中心となった「神田ecoまつり」の実施につながった。
【業務】区有施設27施設の省エネ診断実施（H20:12施設、H21:15施設）により、CO2削減に係る費用及び効果を把握できた。

②まちづくりの機会と場を活かした面的対策の推進
【業務】大丸有地区コミュニティサイクル社会実験では、個人572名、法人16団体が利用登録し、のべ3,600回の利用があった。他交通からの転換や新たな外出・回遊を創出する可能性がある。
③地域連携の推進
【家庭】イベント参加者の環境への関心の向上、さらにイベント規模拡大による参加者の増加に伴う活動の広がりが見込まれる。

全体総括

（２）取組の主な成果

現段階では特になし。

①高水準な建物のエネルギー対策
【業務】太陽光発電システムや高効率給湯器等への助成14件（約37t-CO2）

②まちづくりの機会と場を活かした面的対策の推進
【業務】大手町一丁目地区（大手町連鎖型再開発第一次事業街区）及び丸の内二丁目地区（丸の内パークビル街区）におけるプラント新設及び稼動開始（約3,000t-CO2）　※一部テナント未稼働

【業務】千鳥ヶ淵ボート場における太陽光発電（約0.53t-CO2）

③地域連携の推進
【家庭】太陽光発電システムや高効率給湯器等への助成49件（約38t-CO2)

（１）取組の進捗状況

千代田区の平成21年度の取組みは、アクションプランで予定していた事業のうち検討に留まった事業はあるものの、全体としては、計画通り進んでいる。
①高水準な建物のエネルギー対策
・「神田駅西口周辺地区」をモデル地区にグリーンストック作戦を実施し、既築建物約260棟を対象にした省エネ診断参加意向調査や省エネ診断説明会及び公開報告会を実施し、地区内事業所等へ情報提供を行なった。
・区有施設については15施設の省エネ診断を実施した。また、清掃工場のごみ焼却排熱（未利用エネルギー）を活用した電力の受け入れ校として小学校3校が決定した。
・新エネルギーおよび省エネルギー機器等導入助成制度を開始した。
②まちづくりの機会と場を活かした面的対策の推進
・大手町一丁目地区（大手町連鎖型再開発第一次事業街区）及び丸の内二丁目地区（丸の内パークビル街区）におけるプラントを新設し、稼動を開始した。　※建物内で一部未稼働のテナントあり
・地域交通対策については、コミュニティサイクルなど社会実験を実施し、ニーズの把握等検証を行った。
・面的ヒートアイランド対策事業については、風の道の創出や東京駅周辺広場の整備などが順調に進んでいる。
③地域連携の推進
・東京都、青森県と協定を結び、地方都市での風力発電等による生グリーン電力の区内事業所への導入を図った。
・さまざまな組織（CES（千代田エコシステム）推進協議会、大丸有協議会、エコッツェリア協会等）と連携し、環境リーダーの育成や普及啓発イベント等を実施した。

（４）特筆すべき市民のライフスタイル等
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２．個別事業に関する進捗状況等 　 団体名 東京都千代田区

温室効果ガス削減
（t-CO2)

地域活力の創出等

-

-

(H22年度から発現）

-

-

-

（H22年度から発現）

-

高水準な建
物のエネル
ギー対策

取組
方針

取組
内容

徹底した建物
のローカーボ
ン化

取組
番号

部門 主要
H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

2-1-②
-a

業務

グリーンストッ
ク作戦（既築
建物のロー
カーボン化）

2-1-②
-a

業務

計画書制度のたたき台を作成し、関係団体等と事前確認
を行った。

計画書制度（案）の内容を確定し、関係団体等と協議した
上で、パブリックコメントを行う。

「建築物環境計画書制度」は、6月初旬にパブリック
コメントを行い、広く意見を求め、制度を補完する。
10月を施行予定とする。

検討

＜検討＞
「建築物環境計画書制度」の構築に向け、対象規模

（300m
2
以上5,000m

2
以下）、評価項目等を検討し、素案を

策定した。

ｂ

○ 検討

＜着手＞
○「神田駅西口周辺地区」をモデル地区に、グリーンストッ
ク作戦を開始した。
　・2月～6月：基礎調査実施
　・7月：モデル地区において、グリーンストック作戦推進協
議会設立
　・8月～9月：モデル地区内の既築建物約260棟を対象に
省エネ診断参加意向調査実施
　・10月：省エネ診断説明会実施
　・2月：公開報告会実施（省エネ診断の結果分析や受診
者・施行業者の発表等）

○平成20年度に実施した「グリーンストック作戦に向けた
区内既築建物のエネルギー使用実態調査」で、区による
情報提供を可とした事業所等にグリーンストック作戦をは
じめとする、区の温暖化対策の取組みなどに関する
ニュースレター（メール）を発信した。（約120事業所：グ
リーンストッククラブ）

a

○神田駅西口周辺地区内の商店街が中心となり、自発的
に「神田ecoまつり」を実施した。環境（省エネ）に対する意
識の向上が確認できた。また、このイベントにおいて、省
エネ機器やヒートアイランド対策助成制度等の相談ブース
を設置して普及啓発に当たった。

○ニュースレターにより情報提供を行った事業所から、新
エネルギー及び省エネルギー機器助成の申入れがある
など、発信した情報が有効に活用されている。

○グリーンストック作戦については、省エネ診断から省エ
ネ改修につなげるための助成制度や低利融資の活用、
省エネ効果、費用対効果などのインセンティブの提供と継
続的なフォローが必要である。特に、金銭面における費用
対効果、減価償却の試算などファイナンシャルプランナー
等の活用が望まれる。

○ニュースレター等の情報が一方通行になる。

○既存モデル地区におけるフォローアップと新規モ
デル地区の選定と作戦遂行を行う。

○ニュースレターにより事業所等へ情報を発信す
る。

○多方向での情報交換と、受信数を増加させる（省
エネに興味のある事業所を発掘する）。

建物のロー
カーボン・ゼ
ロカーボンに
向けた普及
啓発

2-1-②
-a

業務 検討
＜検討＞
省エネに関する相談窓口の設置に向け、準備を行った。 ｂ 特になし 相談窓口の事務量や内容を検討し、体制を強化する。

主席調査員（建築物の省エネルギー対策や再生可
能エンルギーの活用などの専門家）をメインに、職
員による「省エネ相談窓口」を開設する。H22年度10
月を予定とする。

区有施設の
ローカーボン
化

2-1-②
-ｂ

業務 ○ 実施

＜実施＞
○東京エコサービス（株）による公共施設（小中学校）への
清掃工場のごみ焼却排熱（未利用エネルギー）を活用し
た発電・供給事業について、関係者と協議し、区立小学校
3校への導入を決定した。

○区本庁舎での年度毎のエネルギー使用量の推移や区
全職場での省エネの取組みなどを表示し、来庁者への意
識啓発を図った。

○区有施設15施設の省エネ診断を実施した。

○H20年度に省エネ診断を実施した区有施設のうち、以
下の2施設において省エネ改修を実施した。
　・昌平童夢館
　　　・トイレに人感センサー取付け
　　　・階段誘導灯を省電力及び人感センサーに取替え
　　　・誘導灯を省電力型に取替え
　　　・白熱灯を蛍光管に取替え
　・神田さくら館
　　　・階段誘導灯を省電力及び人感センサーに取替え
　　　・誘導灯を省電力型に取替え
　　　・白熱灯を蛍光管に取替え

○公共施設の新築に際し、環境･温暖化対策ガイドライン
を策定した。

○街路灯1433基を水銀灯からナトリウムランプ灯に変え
た。（目標1,394基）

b

○4月より、区内小学校3校へのローカーボン電力
供給を開始する。

○区有施設において、エネルギー表示を実施する。

○区有施設において、まず、ソフト対策による削減
を行い、高効率照明や人感センサー、高効率設備
機器への改修等順次実行する。

○環境・温暖化対策ガイドラインの対策項目を計画
建物に適用し、推進を図る。

○区道に設置されている街路灯のうち、1133基を水
銀灯からナトリウム灯に変える。

○ローカーボン電力が導入される小学校の児童数：1142
名(3校合計）

○区庁舎1Fモニターに庁舎全体での環境への取組み状
況を表示することで、来庁者の環境への関心を高め、環
境配慮行動につながることが見込まれる。

○27施設(H20:12施設・H21:15施設)の省エネ診断を実施
することにより、CO2削減に係る費用及び効果を把握でき
た。一部施設については、照明器具の取替えなどを行っ
た。小学校2校合計で21.45t-CO2削減が見込まれる。

○区有施設の環境・温暖化対策ガイドライン2009を策定。
H21年度以降の新築・増改築については、省エネやCO2削

減へのさらなる取組みを実施する。

○ローカーボン電力の購入については、供給事業者の発
電能力の関係から受入れ学校数に制限がある。

○既存区有施設への設置における設備的な障害、設置
後の省エネ効果を検証する。

○省エネ改修にあたり、財政課をはじめ所管課・施設担
当課との連携強化が必要である。

○投資費用の少ない「ソフト対策」の徹底及び施設改修に
併せた温暖化対策の設備改修計画を策定する。

○今までの水銀灯が白色で、交換後のナトリウム灯では
オレンジ色となるため、「商店街のイメージとあわない」「防
空壕を思い出す」などの苦情が寄せられているが、「千代
田区地球温暖化対策条例」に基づき、CO2削減を図るた

めナトリウム灯に交換していると対応している。また、現状
ではナトリウムランプのランプ効率が も高いといえる
が、今後はLEDの導入についても検討している。

計画との比較：a) 計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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温室効果ガス削減
（t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

約３７ｔ-CO2

※助成支援した業務用省
エネ機器のうち、CO2削減

効果換算が可能なもので
一定の条件で使用されて
いることを踏まえての計
上
○太陽光発電システム
1kw=667kg×
25kw=16,667kg-CO2

○CO2冷媒ヒートポンプ給

湯器
1基=6,600kg×1基
=6,600kg-CO2

○潜熱回収型給湯器
1基=1,167kg×7基
=8,169kg-CO2

○LED照明
1個=69kg×81個
=5,589kg-CO2

-

-

約3,000t-CO2

①大手町カンファレンスセ
ンターサブプラント(OG1）
及び丸の内二丁目セン
ター（SF）CO2排出量

=5,250t-CO2/年

②想定個別（大手町カン
ファレンスセンターサブプ
ラント(OG1）及び丸の内
二丁目センター（SF））CO2

排出量=8,257t-CO2/年

③CO2排出削減量(①－
②）=3,007t-CO2/年

※建物内に一部未稼動
のテナントあり

-

-

-

-

-

-

約0.53t-CO2

※Ｈ21年度の東京電力の
CO2排出係数が未発表の

ため、現段階では算出で
きない。仮にＨ21年度の
CO2排出係数が、Ｈ20年

度と同様だった場合（排出
係数0.000332）、1,591×
0.000332=約0.53t-CO2削

減

高水準な建
物のエネル
ギー対策

まちづくりの
機会と場を活
かした面的対
策の推進

大手町地区
の低炭素化
構想

霞ヶ関地区の
低炭素化構
想

2-2-②
-b

業務 特になし 特になし
大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業施
行地区内において新築工事を着工する。

○「霞ヶ関周辺地区低炭素都市づくり構想　報告書」をま
とめた。

○本調査は、一般的な市街地における汎用的な低炭素
都市づくりではなく、国内外に誇るべき官庁街として、景観
や品格の保全を前提に当地区の低炭素都市づくりのあり
方を検討したものである。

特になし

霞ヶ関低炭素化の推進に向けて、今後は技術革新
等も見据えながら、より効果的な施策展開となるよ
う、街区単位の機能更新に併せ、国や東京都、千代
田区などの関係者が集まり、具体の協議・検討を
行っていく。

特になし 新保健所への太陽光発電導入工事が終了する。

検討
＜検討＞
まちづくり推進部と具体的な施策について検証した。 b

実施

検討

＜着手＞
大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業施行地
区内にある日経ビル、経団連会館、JAビルを解体し、終
了した。

a

検討

＜検討＞
霞ヶ関周辺地区低炭素都市づくり検討委員会において、
以下の基本的な方向性を示した。
　・徹底した単体対策の実施
　・未利用エネルギー、再生可能エネルギーの 大限の
活用
　・行政街区の機能更新と一体となった整備の集約化とイ
ンフラ整備
　・緑と水・交通対策と合わせた総合的な対策の実施

b

省エネ家電等
の買い替え促
進

2-1-②
-ｄ

業務 検討

＜検討＞
○基金スキームを検討した。

○秋葉原グリーンフェスティバルなどイベント事業にて来
場者に助成制度を紹介した。
　・7/18～8/23：秋葉原グリーンフェスティバル
　・7/18～7/20：省エネ機器の普及啓発展

○新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成制度
を実施した。

b

○区民・事業者を支援する基金スキームを構築する。

○省エネ機器の普及啓発展では、来場者総数は多かっ
た（約1830人）が、区民の参加者が少なかった。また、出
展企業の考えるターゲットと来場者の層に差があったり、
同業種の出展が重複したため、今後は業者選定などに工
夫する必要がある。

○事業者へのさらなる周知が必要である。また、対象機
器の拡充や申請書類の簡素化など活用しやすい制度へ
の改善の必要がある。

特になし

○太陽光発電システムや高効率給湯器等の導入に、計
14件5,264千円を助成した。

温暖化対策
促進地域の
指定

2-2-②
-a

業務

○平成23年度からの基金創設をめざし、区民・事業
者の温暖化対策を支援する仕組みを検討する。

○エネファームや外壁・窓等の高断熱化について助
成制度を拡充する。
※省エネ家電等買い替え促進のためのスキーム
（エコポイント等）は、今のところ予定していない。

○地域指定にあたり、地元権利者との合意形成と指定、
指針等の検討が必要である。

○地域指定の指針等を作る必要がある。

○具体の地域での指定に向け、協議を進める。

○促進地域の選定にあわせ、協議会の立ち上げを
検討する。

実施

＜実施＞
○大手町一丁目地区（大手町連鎖型再開発第一次事業
街区）におけるプラントを新設した。

○丸の内二丁目地区（丸の内パークビル街区）における
プラントを新設した。

b

検討

＜検討＞
温暖化対策促進指定地域や、温暖化対策地域協議会等
の対象要件について検討した。

b

地域冷暖房
施設の高効
率化

2-2-②
-b

業務

区内業務系
建物への太
陽光発電導
入

導入地域の選定、取組内容等の基準作りが必要である。 関係部署と協議する。

特になし 特になし
丸の内二丁目地区におけるプラント新設に向けて着
工する。

特になし
飯田橋地区
の再開発

2-2-②
-b

業務

2-2-②
-b

業務

＜実施＞
○千鳥ヶ淵ボート場の屋根に18枚の太陽電池モジュール
を設置した。

※千鳥ヶ淵ボート場における太陽光発電量は1,591kwh
（平成21年度4月～1月分）であった。

b業務
2-1-②
-b
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温室効果ガス削減
（t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

（未算出）

-

（未算出）

-

-

-

-

-

-

-

まちづくりの
機会と場を活
かした面的対
策の推進

地域連携の
推進

まちづくり
CDM

都心の低炭
素化と地方の
活性化の両
立（生グリー
ン電力）

区民が生物多様性や温暖化問題など環境問題を考
えるきっかけづくりとして自然体験の機会を提供す
る。
①高山市自然体験ツアーの実施及び木質バイオマ
スを利用した低炭素社会づくりの取組みを学ぶ機会
を提供する。
②姉妹都市との既存の交流事業を活用した、間伐
体験や植林などの自然体験事業を検討する。
⇒①、②について、カーボンオフセットの活用を検討
する。

東京都・青森県と連携し、区内事業者に再生可能エ
ネルギーの利用を呼びかけ、供給拡大を図る。

2-3-②
-b

業務 検討

＜検討＞
生物多様性保全活動等を積極的に行っている岐阜県高
山市と区の連携による自然体験ツアーの事業化に向け調
整と課題整理を行った。

b
自然体験ツアー参加者の環境配慮意識及び行動の向上
が見込まれる。

姉妹都市（嬬恋村、五城目町）との連携方法を検討し、事
業化に向けて調整を行う。また、他の自治体からのオ
ファーへの対応について検討する。

2-3-②
-a

業務 ○ 着手

＜着手＞
○東京都、青森県と再生可能エネルギー地域間連携協
定を締結した。
（参考）同仕組みの一環で、三菱地所と出光興産は、新丸
の内ビルディング（三菱地所所有）において、2010年4月
から生グリーン電力の供給開始が決定した。

b
協定締結後、区内事業者が第1号の取組事例となった。
年間20,000t-CO2削減が見込まれる。

区内事業者（特に、大規模事業者）への導入拡大に向け
て、普及啓発方法等を検討する。

モデル事業の
実施

2-2-②
-e

業務 着手

＜着手＞
JR東日本が主体となって、東京駅のホーム上家（東海道
線9、10番戦）に太陽光パネルの設置及び稼動（H22年度
12月予定）に向け、パワーコンディショナーを設置した。

b

○区広報紙にJR東日本と連携した事業計画を掲載し、周
知・啓発を図った。

○パワーコンディショナー１００ｋＷｈ４台を設置した。

面的ヒートア
イランド対策
（大規模な風
の道の創出）

2-2-②
-d

業務 ○

計画を遅滞なく進める。
太陽光パネル（発電出力390kw）を設置し、発電電
力を東京駅で消費する。

○低温貨物共同配送システムの実証運行等を実施
する。

○H21年度の実証結果を踏まえ、環境負荷の少な
い自動車交通及び都市内自転車利用促進に向け、
具体的に検討する。

○東京駅大丸の撤去、駅前広場、行幸通り、及び
大手町の森の整備を継続する。

○行幸通りでの中水散水効果を測定する予定でい
る。

○風の道及び周辺地域の面的整備については、必
要に応じた調査・検証を実施する。

○緑のオープンスペースの形成に向け準備を進め
る。

地域交通対
策および自動
車の燃費向
上

2-2-②
-c

運輸 ○ 検討

○計画を遅滞なく進める。

○平成21年度に実施した風の道シュミレーションにより明
らかになった内容をもとに、まちづくりガイドラインの時点
修正を検討する。

○水調査の結果、以下のような課題が挙がった。
　・水資源全て（河川・未処理下水・下水処理水・地下水・
地中熱）において絶対量が少ない。
　・水温度差利用については、水量が少ないことや、感潮
域であることなどから熱交換効率が悪く、採算性が成り立
たない。
　・濠水の水温度差利用及びヒートアイランド対策への使
用は、濠が国の史跡に指定されており、揚水整備の設置
が困難であること、夏季の水量不足、水質の問題がある。

＜実施＞
○地元商店主、運送事業者、行政等から成る「大丸有・神
田地区等グリーン物流促進協議会」において、H22年度の
低温貨物共同配送システム実証運行等に向けた計画を
策定した。

○区公用車について電気自動車1台と、区庁舎地下駐車
場に急速充電器1基を導入した。また、区公用車（電気自
動車）を活用したカーシェアリングを開始した。

○大丸有地区・周辺地区環境交通推進協議会による社
会実験を実施した。
　・電気自動車を活用したカーシェアリング・コミュニティタ
クシー
　・マルチポート型コミュニティサイクル
　・神田警察通りにおける自転車専用レーン

○大丸有地区コミュニティサイクル社会実験協議会による
社会実験を実施した。
　・都心型コミュニティサイクル

a

○H22年度実証運行・H23年度～本格実施に向けた計画
を策定する。本格実施によるCO2削減効果は21.8t/年と
想定される。

○電気自動車やマルチポート型コミュニティサイクルの利
便性、安全・安心な自転車走行空間を体感する機会を提
供した。実事業化によるCO2削減効果は181.5t/年と想定
される。

○大丸有地区コミュニティサイクル社会実験では、個人
572名・法人16団体が利用登録し、のべ3,600回の利用が
あった。他交通からの転換や新たな外出・回遊を創出した
可能性がある。

○実証実験に向けた参加を促す啓発等を行う。

○社会実験を通じて把握されたニーズを踏まえ、実事業
化や実験エリアを拡大しての実験等を行う必要がある。

○事業化に向けては、法的課題や採算性、安全な走行空
間の確保等の課題がある。

実施

＜実施＞
○風の道形成のための施策を実施した。
　・東京駅大丸の撤去工事に着手（ほぼ完了）。

○緑化や保水性舗装の面的整備を実施した。
　・駅前広場（緑化等）、行幸通り、大手町の森の整備工
事
　・三菱一号館広場竣工

○大丸有地区再開発によるヒートアイランド現象抑制シュ
ミレーション調査を実施した。

○緑のオープンスペースの形成に向けた準備を実施し
た。

○区内の水資源に関する調査を実施し、以下の点を把
握・検討した。
　・利用可能な水資源の抽出と熱利用方策の把握
　・濠等の水資源循環モデルに関する既往研究調査の把
握
　・水資源循環モデルの提案と課題の検討
　・水辺空間を利用したヒートアイランド対策、CO2削減の
検討

b

○地元の協議会と協議し、まちづくりを進めた。

○大丸有地区の再開発（ビルの高度化による風の流れの
変化、ビルの緑化、周辺の保水性舗装等を係数として）
によって、気温が平均0.41度下がる（体感温度は3度～5
度低下）というシュミレーションによる結果を確認した。
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温室効果ガス削減
（t-CO2)

地域活力の創出等

取組
方針

取組
内容

取組
番号

部門 主要
H21
予定

平成２１年度の進捗 平成２２年度の展開

取組の進捗状況
計画との

比較

取組の成果

課題と改善方針 取組の計画

-

-

（定量化は困難）

約38t-CO2

※助成支援した家庭用省
エネ機器のうち、CO2削減

効果換算が可能なもの
で、一定の条件で使用さ
れていることを踏まえての
計上
○太陽光発電システム
1kw=467kg×
3kw=1,400kg-CO2

○CO2冷媒ヒートポンプ
給湯器
1基=730kg×1基=730kg-
CO2

○潜熱回収型給湯器
1基=778kg×46基
=35,788kg-CO2

 

地域連携の
推進

啓発活動の
実施（大丸有
地区、その他
地区）

○参加者数等
　・COP15サイクリングツアーにおける区ブース：35名
　・環境月間イベント：1141名
　・アキバグリーンフェスティバル：1830名
　・打ち水：400名
　・東京駅環境教育パネル展：1328名
　・工作教室：99名
　・環境標語展：954枚
　・区民エコツアー：40名
　・体験型環境学習：23名
  ・ランチエコキャンペーン：1471名
　・エコプロダクツ展における区ブース：1566名
　・ウォーキングプラス：30名
　・CES環境フェスタにおける区ブース：233名
　・石原良純氏講演会：100名
　・CES環境講座：24名

○太陽光発電システムや高効率給湯器等の導入に、計
49件2,724千円を助成した。

区民へのさらなる周知が必要である。また、対象機器の
拡充や申請書類の簡素化など活用しやすい制度への改
善の必要がある。

○区民向けの普及啓発イベントを実施する。

○エネファームや外壁・窓等の高断熱化について助
成制度を拡充する。

家庭部門対
策

2-3-②
-c

家庭 実施

＜実施＞
○環境展など普及啓発イベントを実施した。
　・5月23日：COP15サイクリングツアーにおけるブース出
展
　・6月8日～19日：環境月間イベント（環境モデル都市シン
ポジウム、ヒートアイランド対策報告会、環境ポスター展、
環境・リサイクル祭）
　・7月18日～20日：アキバグリーンフェスティバル
　・8月1日～31日：打ち水
　・8月1日～8日：東京駅環境教育パネル展
　・8月4日～7日：工作教室
　・9月15日～10月16日：環境標語展
　・10月1日：大丸有地区・コミュニティサイクル社会実験
　・10月3日：区民エコツアー
　・11月19日～20日：体験型環境学習
  ・11月9日～13日：ランチエコキャンペーン
　・12月10日～12日：エコプロダクツ展におけるブース出展
　・12月12日：ウォーキングプラス
　・2月18日：CES環境フェスタ
　・2月18日：石原良純氏講演会

○新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成制度
を実施した。

○大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業
施行地区内において新築工事を着工する。

※大丸有地区における取組み
○エコ結び事業において区が後援する（予定）。ま
た、イベントの開催、個別の企業訪問・加盟店との
連携を実施する予定でいる。

○エコッツェリアを中心に環境啓発活動の継続・活
性化を図る。

○地球環境倶楽部等を通じ、企業ネットワークを強
化する。

※大丸有地区における取組み
○都心型エコポイントモデルを本格実施し、それらを支え
る基盤（店舗等との連携）を整備した。

○エコッツェリアを中心としたイベント・セミナー等の実施を
拡大した。これにより前年度を上回る参加者を達成するこ
とで、啓発活動の深まりと広がりを実現した。
　・丸の内朝大学
　⇒第1期 4月～7月（150名）第2期7月～9月（199名）第3
期10月～12月（集計中）、朝型ライフスタイルを地区に定
着した。
　・大丸有地区打ち水2009
　⇒昼又は夕方に30分程度計5回イベントを実施した。4日
間の参加者数2,204名
　⇒地域の恒例イベントとして定着したとももにＮＹ等と連
携した。
　・夏休みエコキッズ探検隊2009 を実施し楽しみながら環
境を学んでもらった。
　⇒8月2日～ 8月26日間：参加者数941名
　　12月19日：参加者数50名
　・「地球環境倶楽部」
　⇒環境をﾃｰﾏとした全12回のセミナーを実施。また会員
各社による研究会・勉強会の実施により、地域コミュニティ
を形成した。

※大丸有地区における取組み
○認知度を向上させるとともに、協力企業・団体（エコムス
ビサポーター）を発掘する。

○地区内の企業へ浸透を図る。

○各種イベントの認知度向上と周辺地域との連携による
イベントの広がりを図る。

○CES推進協議会と連携した。
　・ちよだランチエコキャンペーン参加者数1471名（うち、
区職員975名）
　・CESウォーキングプラスごみ拾い参加者数30名
　・CES環境フェスタ2010　区ブース来場者数233名
⇒参加者の環境への関心を高め、環境配慮行動につな
がることが見込まれる。

○区内11大学との環境施策連携会議を実施した。また、
大学環境アンケートを行い、各大学毎の環境への取組状
況、エネルギー使用実態の調査を実施した。

○大学との環境施策連携として、明治大学に「太陽光発
電設備」及び「見える化表示システム」を導入した。見える
化表示システムについては、区民及び外来者へわかり易
く表示を行い、環境配慮行動の促進を働きかけた。

○CESの認知度が低く、中小の事業者のCES参加へのメ
リットが分かりづらいため、CES推進事務局と区が連携
し、省エネ機器助成での割増しなどインセンティブを付与
するとともに制度の浸透を図っていく。

○各大学の状況に合わせた環境施策や、環境行動計画
作成等の取組みを支援していく。

○CES推進協議会との連携による環境リーダーを
養成する。

○温暖化配慮行動指針を策定し、温暖化配慮行動
計画書制度を構築する。

○自主行動計画づくりを支援する。

○民間施設での再生可能エネルギーの発電量及び
エネルギー使用量の表示設置助成の拡大ととも
に、大学及び病院において省エネ対策と効果の「見
える化」事業を展開する。

2-3-②
-c

家庭、
業務

○ 実施

b

その他業務
部門京都議
定書目標達
成計画の達
成に向けた施
策

2-3-②
-c、d

業務 ○ 着手

＜着手＞
○CES（千代田エコシステム）推進協議会と連携した。
　・環境リーダーの養成
　・11月9日～13日：ちよだランチエコキャンペーンの実施
　・12月12日：CESウォーキングプラスごみ拾い
　・2月18日：CES環境フェスタ2010

○温暖化配慮行動指針（案）、低炭素社会形成指針（案）
を作成した。（これらの指針について、H21年度中に公表
予定であったが、公表には至らなかった。）

○区内11大学との環境連絡会議を実施した。

○区内11大学のエネルギー使用実態の調査を実施した。

○再生可能エネルギーの発電量及びエネルギー使用量
の表示設置助成を開始した。

○明治大学における見える化事業を実施した（環境への
取組み、太陽光発電量、エネルギー使用量の表示）。

b

＜実施＞
○エコ結び（大丸有エコポイント）の本格実施及び各種PR
イベントを実施した。

○交通系ICカードとの連携による、都心型エコポイントモ
デルを構築した。

○大丸有地区内の社会実験等とエコアクションポイントと
して連携した。

○エコッツェリアを中心としたイベント・セミナー等の実施を
拡大した。
　・4月～12月：丸の内朝大学
　・7月31日、8月5日、7日、11日：大丸有地区打ち水2009
　・8月2日～ 8月26日、12月19日：夏休みエコキッズ探検
隊2009
　・地球環境倶楽部

○エリア版CSR報告書2009年度版の発行及びウェブペー
ジ作成等、書籍・メディアを通じた地域内情報を発信した。

○（仮称）エコミュージアムの整備は、大手町一丁目第2地
区第一種市街地再開発事業施行地区内にある日経ビ
ル、経団連会館、JAビルの解体とともに終了した。

ｂ

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべてについて記載すること。（取組方針、取組内容、取組番号は、アクションプランから該当部分を転記すること。）
　平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。（その場合、取組番号としては新-1、新-2・・・と記載すること。）
※2 「主要」の欄には、温室効果ガス削減効果が大きい、特に先導性に優れている等の理由で「総括票」に記載したものについて、「○」を記載すること。
※3 「H21予定」の欄には、「実施」「着手」「検討」「検討・実施せず」から選択して記入すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業のH21年度の予定は、「着手」と記載。）
※4 「取組の進捗状況」の欄には、「＜実施＞」「＜着手＞」「＜検討＞」「＜検討・実施せず＞」から選択して記入した上で、状況を記載すること。（例えば平成19～23年度の５カ年をかけて建設する予定のハード事業が予定通り進捗した場合、H21年度の進捗状況は「着
手」と記載。）
※5 「計画との比較」欄は、アクションプランへの記載と比した進捗状況を示すものとし、「H21予定」欄と「取組の進捗状況」欄を比較して、以下の分類によりa）～d)の記号付すること。
　a）計画に追加/計画を前倒し/計画を深掘りして実施、b）ほぼ計画通り、c)計画より遅れている、d)取り組んでいない
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３．平成２１年度事業・支援実績一覧 団体名

支援名称
（実績）

所　管
省庁等

支援額
（百万円）

徹底した建物
のローカボン化

1 建築物環境計画書制度(検討）

　延べ床面積300㎡以上5,000㎡以下の中小規模建物の
新築・増築を行う建築主に、建築物環境計画書の提出を
義務付け、省エネ法等の法令順守とともに、京都議定書
目標達成計画が目指す高水準のエネルギー対策や再生
可能エネルギー等の導入を進める。（H22年度10月施行
予定）

H21年度～

9
(水資源活用
調査、交通調
査、建築物環
境計画書制度

委託総額）

9
(水資源活用調
査、交通調査、
建築物環境計
画書制度委託

総額）

- - -

グリーンストッ
ク作戦（既築建
物のローカボン
化）

2
グリーンストック作戦の実
施

　区内全域の省エネルギー化を促進するためには、膨大
な数の既存建物（ストック）を省エネルギー化（グリーン
化）する必要がある。そこで、商店街や街区単位での取
組みを推進するため、モデル地区を選定し、現況調査や
省エネ診断、対策メニュー等を検討のうえ、取組みを進
める。

H21年度～ 9
東京都地球温暖化

対策等推進のための
区市町村補助制度

東京都 9

建物のロー
カーボン・ゼロ
カーボンに向け
た普及啓発

3 省エネ相談窓口（検討）

　ハード面を中心とした温暖化対策の総合相談窓口、情
報発信拠点とする。区民や事業者への温暖化対策の技
術的なアドバイス（運用改善、設備更新、補助制度等）や
省エネ機器等の普及、その他普及啓発活動を行う。

H21年度～ 0 - - -

1
清掃工場のごみ焼却排
熱の小学校への導入(検
討）

 平成22年4月より、区立小学校3校で、23区内の清掃工
場でのごみ焼却排熱により発電された電力の受給を開
始する。

H21年度～ 0 - - -

2
本庁舎におけるエネル
ギーの見える化

　区本庁舎1階モニターにおいて、本庁舎で消費されてい
るエネルギー量や環境への取組状況を表示し、来庁者
の環境への関心や省エネへの意識啓発向上を図る。

H21年度～ 0 - - -

3 区有施設の省エネ診断

H20年度※1に引き続き、15の既存区有施設※2について
省エネ診断を行う。
※1　H20年度は12の既存区有施設の省エネ診断を実施
※2　対象施設は、①竣工後20年以上経過し、保全計画
上も大規模改修工事が求められている施設②年間の光
熱水費が常にワースト5に入っているような施設③類似
の用途で同程度の規模を有する複合施設等、CO2排出

量の多い施設を選定

H20年度
～H21年度

19.2 6.9 - - -

4
区有施設の省エネ改修
（昌平童夢館）

　Ｈ20年度に実施した省エネ診断結果を踏まえ、①トイレ
における人感センサーの取付け②階段誘導灯の省電力
及び人感センサーへの取替え③誘導灯の省電力型への
取替え④白熱灯の蛍光管への取替えを行った。

H21年度 4.4 4.4 - - -

事業概要
事業期間
（見込）

取組
番号

取組
項目

枝
番

事業名

2-1-②
-a

東京都千代田区

事業費総額
（見込）

（百万円）

H2１年度
事業額
（実績）

（百万円）

区有施設の
ローカーボン化

2-1-②
-b
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5
区有施設の省エネ改修
（神田さくら館）

　Ｈ20年度に実施した省エネ診断結果を踏まえ、①階段
誘導灯の省電力及び人感センサーへの取替え②誘導灯
の省電力型への取替え③白熱灯の蛍光管への取替えを
行った。

H21年度 4.2 4.2 - - -

6
環境・温暖化対策ガイドラ
イン

　「千代田区地球温暖化対策実行計画（第2次計画）」に
基づき、区有施設（庁舎、学校、福祉施設等の建築物）
の新築・増改築に際して省エネ対策など環境配慮を進め
るための基本的考え方を示したガイドラインを策定し、該
当施設に適用する。（H21年度、策定済）

H21年度～ 0 - - -

7
省エネルギー型道路照明
への改善

　区道に設置されている街路灯のうち200Ｗから400Ｗま
での水銀灯を110Ｗと180Ｗの高圧ナトリウムランプへ取
替え、整備することで消費電力を削減する。

H20年度
～H22年度

474 154
地域活性化 きめ細か

な臨時交付金
内閣府 8.3

1 基金制度（検討）

区と区内の様々な人々が協力して、温暖化対策配慮行
動や建物のエネルギー 対策を推進するため、基金など
の活用により、温暖化対策を持続的に行える仕組みを検
討する。

H21年度～ 0 - - -

2
省エネ機器の普及啓発
展（秋葉原グリーンフェス
ティバル）

　7/18～8/23間の秋葉原グリーンフェスティバルの一環
として、7/18～7/20に開催する省エネ機器の普及啓発展
において、 来場者に助成制度を紹介する。

H21年度 0.016 0.016 - - -

2-1-②
-d

省エネ家電等の
買い替え促進

2-3-②
-c

家庭部門対策

2-2-②
-a

温暖化対策促
進地域の指定

1
温暖化対策促進地域の
推進（検討）

　まちづくりの機会と場を活かし、集中的な温暖化対策を
行う地域を関係者との合意に基づき指定する。地域冷暖
房システムの導入や高効率化、未利用 ・再生可能エネ
ルギーの有効活用､エネルギーマネジメントシステムの導
入など､地域全体で先進的な取組みを推進することによ
り、大幅なCO2の削減につなげる。

H21年度～ 0 - － －

2-2-②
-b

霞ヶ関地区の
低炭素化構想

2
霞ヶ関周辺低炭素都市づ
くり構想策定調査

　霞が関周辺地区における官庁街の庁舎については、
財務省の有識者会議が取りまとめた「国有財産の有効
活用に関する報告書」において、今後の方向性の中で環
境に配慮した庁舎整備を進めることなどが示されてい
る。
　これらで示されている基本的な方向性・考え方を踏まえ
つつ、付帯的にいかなる方策が取り得るかについて、未
利用エネルギーを活用した面的エネルギーシステムの構
築に向け、平成20年度に引き続き、その効果や実現方
策等について検討を行なう。

H20年度
～21年度

12
（H20～21年

度総計）
6

先導的都市環境
形成事業費

国土交通省 3

2-1-②
-b

区内業務系建
物への太陽光
発電導入

1
新保健所太陽光発電導
入

　新保健所の建設に対し、太陽光発電を導入する。
H20年度
～22年度

2

0
(H22年度に
合わせて精

算）

- - -

2
東京都地球温暖化

対策等推進のための
区市町村補助制度

3
新エネルギー及び省エネ
ルギー機器等導入助成
制度

H21年度～
　新エネルギー・省エネルギーの導入を促すため、太陽
光発電や省エネルギー機器を導入する区民、事業者に
対し、その費用の一部を助成する制度を開始する。

8 東京都

2-1-②
-d

省エネ家電等
の買い替え促
進

区有施設の
ローカーボン化

2-1-②
-b
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1

グリーン物流システムの
構築
※大丸有・神田地区等グ
リーン物流促進協議会事
業。区経費負担なし

　共同荷捌き所の整備等により、物流車両のエリア内へ
の流入を抑制するとともに共同化による物流の効率化を
図る。

H21年度～
物流連携効率化推進

事業費
国土交通省 10

2 電気自動車のリース 　区公用車として、電気自動車1台をリースする。
H21年度

～H25年度
4.3 0.4 - - -

3 急速充電器の設置
　本庁舎地下1階駐車場に急速充電器1基を導入し、区
民等に無料で開放する。

H21年度～ 5.1 5.1
充電設備設置費

補助事業

一般社団法人
次世代自動車
振興センター

1.5

4
区公用車（電気自動車）
のカーシェアリング

　交通対策の一つとして、公用車として導入した電気自
動車1台を区が事業に利用しない土・日・祝日および夜間
の時間に、区民等に貸出しを行うカーシェアリング事業を
展開する。これにより、自動車の計画的な利用を考える
契機とするとともに、電気（次世代）自動車の普及をめざ
す。

H21年度～ 0.69 0.25
東京都地球温暖化

対策等推進のための
区市町村補助制度

東京都 0.25

5

大丸有地区・周辺地区環
境交通第１次社会実験
※大丸有地区・周辺地区
環境交通推進協議会事
業。区経費負担なし

　H21年9月29日～10月12日にかけて、大手町・丸の内・
有楽町地区とその周辺地区にて、「①マルチポート型コ
ミュニティサイクル」「②循環バス」「③電気自動車（コミュ
ニティタクシー、カーシェアリング、急速充電器活用）」「④
エコポイント」を実施する。
①都心の外資系ホテル等サイクルポートを設置し、自転
車利用の行動範囲や利用ニーズ等を把握する。
②循環バス利用による交通行動、行動範囲の変化等を
把握する。
③電気自動車を活用した「コミュニティタクシー」や「カー
シェアリング」、「急速充電器」の利用ニーズ等を把握す
る。
④買い物や本社会実験へのモニター参加等「環境行動」
に対して、ポイント付与、環境配慮型商品との交換等を
行い、環境貢献への意識、インセンティブ効果等を把握
する。

H21年度 12 11
低炭素地域づくり

面的対策推進事業
環境省

　
11

(未定。生
産性のた

め）

2-2-②
-c

地域交通対策
および自動車
の燃費向上

6

大丸有地区コミュニティサ
イクル社会実験
※（株）JTB首都圏事業。
区経費負担なし

　H21年10月1日～11月30日にかけて、大手町・丸の内・
有楽町地区の「丸の内仲通り」を中心とした地域に、コ
ミュニティサイクルの貸出ポート（名称:エコポート）を5箇
所設置し、環境負荷の低減効果、公共交通手段として持
続可能性及び放置自転車の整序効果を検証する。

H21年度 30 30
都市型コミュニティ
サイクル社会実験

環境省 30

1 水資源活用調査
　区内の利用可能な水資源等の活用に関する調査を実
施する。

H21年度

9
(水資源活用
調査、交通調
査、建築物環
境計画書制度

委託総額）

9
(水資源活用調
査、交通調査、
建築物環境計
画書制度委託

総額）

- - -

2

クールシティ中枢街区パ
イロット支援事業
※大丸有協議会が申請
窓口。区経費負担なし

　東京海上日動ビル本館や東京會舘における窓ガラス
日射遮蔽フィルムの整備、行幸通りにおける中水散水設
備の整備、東京国際フォーラムにおける屋上緑化及び
(仮称）大和呉服橋ビル バルコニーにおける屋上・壁面
緑化の整備を実施する。

H20年度
～21年度

459
（H20～21年

度総計）
121

クールシティ中枢街区
パイロット支援事業

環境省 60

地域交通対策
および自動車
の燃費向上

2-2-②
-c

面的ヒートアイ
ランド対策（大
規模な風の道
の創出）

2-2-②
-d
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2-2-②
-e

モデル事業の
実施

1

東京駅第4乗降場太陽光
発電事業
※東日本旅客鉄道（株）と
区が連名で補助申請をし
たが、H21年度について
区は補助金需給および経
費負担なし

　地球環境問題への積極的かつ長期的な取組みのうち、
地球温暖化防止のため特に東日本旅客鉄道株式会社と
区との連携により、東京駅におけるクリーンエネルギー
の導入民生事業として、東海道線ホーム上家に太陽光
パネルを設置し、CO2排出量の削減を目指す低炭素型大

都市モデルを示す。
(H21年度は、パワーコンディショナーを設置する。）

H21年度
～22年度

871 116
地域新エネルギー等

導入促進対策費

一般社団
法人新エネル
ギー導入促進

協議会

7

2-3-②
-a

都心の低炭素
化と地方の活
性化の両立(生
グリーン電力）

1
東京都、青森県と再生可
能エネルギー地域間連携
協定

　東京都と青森県との三者で「再生可能エネルギーの地
域間連携に関する協定」を締結。 区内のCO2排出量の

大きな事業所などに再生可能エネルギーの利用を働き
かけるとともに、青森県が県内で開発を支援する風力発
電などによる電力を区内へ送電する再生可能エネル
ギー地域間連携プロジェクトの具体化を、東京都、青森
県と連携し支援する。

H21年度～ 0 - - -

2-3-②
-b

まちづくりCDM 1 自然体験ツアー（検討）
　平成22年度に、生物多様性保全活動等を積極的に
行っている岐阜県高山市と区の連携による自然体験ツ
アーを実施する。

H21年度
～22年度

1 0 - - -

2-3-②
-c,d

その他業務部
門京都議定書
目標達成計画
の達成に向け
た施策

1 CES推進協議会支援

　CES推進協議会と連携し、CESを広く区内の事業者や
区民に浸透させていくとともに、中小企業等民間施設で
のCESクラスⅡ・Ⅲの取組みに向けた普及啓発を実施す
る。
※CES　区独自の環境マネジメントシステム

H21年度～ 4 - - -

2
温暖化配慮行動指針、低
炭素社会形成指針（検
討）

　温暖化配慮行動指針を策定、公表し、一定規模以上の
事業者に対して、環境配慮行動を求める。また、低炭素
社会形成指針を策定、公表し、一定規模以上の建物の
新築や増改築を行うものに対して、建物の省エネルギー
対策を求める。

H21年度～ 0 - - -

3
区内11大学との環境施策
連携

　エネルギー多消費事業所である、区内11大学と区の環
境連携策として、環境連携会議を定期的に開催し、各大
学の状況に合わせた環境施策への連携、大学自らの環
境温暖化対策、自主行動計画支援を実施する。

H21年度～ 0 - - -

2-3-②
-c

家庭部門対策 1
「東京駅で学ぶ！温暖化
対策」パネル展示

　次世代を担う子どもたちに向けて、環境教育の一環とし
て、パネル展（子ども向けのパネルがメイン）を実施す
る。地球温暖化対策についてわかりやすく周知し、認識
を深めてもらう。

H21年度 3.5 3.49
みどり東京・温暖化防
止プロジェクト助成金

財団法人
特別区協議会

1.5

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。
※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。
※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

※1 アクションプラン上、平成21年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしていた事業のうち、平成21年度に取り組む予定であったが取り組まなかった事業を除くすべてについて記
載すること。平成22年度以降に取り組むこととしていた事業で平成21年度に前倒しで行った事業についても、記載すること。

その他業務部
門京都議定書
目標達成計画
の達成に向け
た施策

2-3-②
-c,d

千代田　9/12　（H21事業一覧）

通しページ番号355



４．平成２２年度予定事業 団体名

支援名称
（想定）

所　管
省庁等

支援額
(予定）

（百万円）

徹底した建物
のローカボン化

1 建築物環境計画書制度

　延べ床面積300㎡以上5,000㎡以下の中小規模建物の
新築・増築を行う建築主に、建築物環境計画書の提出
を義務付け、省エネ法等の法令順守とともに、京都議定
書目標達成計画が目指す高水準のエネルギー対策や
再生可能エネルギー等の導入を進める。（H22年度10月
施行予定）

1 H21年度～ 4
東京都地球温暖化

対策等推進のための
区市町村補助制度

東京都 4

グリーンストッ
ク作戦（既築建
物のローカボン
化）

2 グリーンストック作戦

　区内全域の省エネルギー化を促進するためには、膨
大な数の既存建物（ストック）を省エネルギー化（グリー
ン化）する必要がある。そこで、商店街や街区単位での
取組みを推進するため、モデル地区を選定し、現況調査
や省エネ診断、対策メニュー等を検討のうえ、取組みを
進める。(H22年度は、既存モデル地区におけるフォロー
アップと新規モデル地区の選定を行う）

2 H21年度～ 13
東京都地球温暖化

対策等推進のための
区市町村補助制度

東京都 13

建物のロー
カーボン・ゼロ
カーボンに向
けた普及啓発

3 省エネ相談窓口

　ハード面を中心とした温暖化対策の総合相談窓口、情
報発信拠点とする。区民や事業者への温暖化対策の技
術的なアドバイス（運用改善、設備更新、補助制度等）
や省エネ機器等の普及、その他普及啓発活動を行う。

3 H21年度～ 0 － － －

1
清掃工場のごみ焼却排
熱の小学校への導入（開
始）

 平成22年4月より、区立小学校3校で、23区内の清掃工
場でのごみ焼却排熱により発電された電力の受給を開
始する。

1 H21年度～ - - -

2
区有施設におけるエネル
ギーの見える化

　区有施設において、消費されているエネルギー量を表
示し、外来者や通行人に関心をもってもらうことで、省エ
ネへの意識啓発を図る。また、消費する側の省エネ意識
の啓発にもつなげる。

H22年度～ 9 - - -

3
いきいきプラザ一番町省
エネ改修事業

　区は平成20年度及び21年度に区有施設（27施設）に
おいて省エネ診断を実施した。その診断結果を踏まえ
て、施設の省エネ改修を実施する。平成22年度におい
ては、いきいきプラザ一番町の改修工事をメインに行う。

H22年度～
H23年度

130 35
地域グリーン

ニューディール基金
東京都 30

4
環境・温暖化対策ガイド
ライン

　「千代田区地球温暖化対策実行計画（第2次計画）」に
基づき、区有施設（庁舎、学校、福祉施設等の建築物）
の新築・増改築に際して省エネ対策など環境配慮を進
めるための基本的考え方を示したガイドラインを策定し、
該当施設に適用する。（H21年度、策定済）

6 H21年度～ 0 - - -

事業名 事業概要
事業期間
（見込）

H
21
枝
番

東京都千代田区

事業費総額
（見込）

（百万円）

H22年度
事業額
（見込）

（百万円）

取組
番号

取組
項目

枝
番

2-1-②
-a

区有施設の
ローカーボン

2-1-②
-b

千代田　10/12　（H22事業一覧）

通しページ番号356



2-1-②
-b

区有施設の
ローカーボン

5
省エネルギー型道路照
明への改善

　区道に設置されている街路灯のうち200Ｗから400Ｗま
での水銀灯を110Ｗと180Ｗの高圧ナトリウムランプへ取
替え・整備することで消費電力を削減する。

7
H20年度～
H22年度

474 134 - - -

2-1-②
-d

省エネ家電等
の買い替え促
進

1 基金制度（検討）

　区と区内の様々な人々が協力して、温暖化対策配慮
行動や建物のエネルギー対策を推進するため、基金な
どの活用により、温暖化対策を持続的に行える仕組み
を検討する。

1 H21年度～ 0 － － －

2-1-②
-d

省エネ家電等の
買い替え促進

2-3-②
-c

家庭部門対策

2-2-②
-a

温暖化対策促
進地域の指定

1
温暖化対策促進地域の
推進（検討）

　まちづくりの機会と場を活かし、集中的な温暖化対策
を行う地域を関係者との合意に基づき指定する。地域冷
暖房システムの導入や高効率化、未利用 ・再生可能エ
ネルギーの有効活用､エネルギーマネジメントシステム
の導入など､地域全体で先進的な取組みを推進すること
により、大幅なCO2の削減につなげる。

1 H21年度～ 0 － － －

2-1-②
-b

区内業務系建
物への太陽光
発電導入

1
新保健所太陽光発電導
入

　新保健所の建設に対し、太陽光発電を導入する。 1
H20年度
～22年度

2

2
(H22年度に
合わせて精

算）

- - -

1
グリーン物流システムの
構築

 共同荷捌き所の整備等により、物流車両のエリア内へ
の流入を抑制するとともに共同化による物流の効率化を
図る。

1 H21年度～ － － －

2 電気自動車のリース 　区公用車として、電気自動車1台をリースする。 2
H21年度

～H25年度
4.3 1.1 - - -

地域新エネルギー等
導入促進対策費

一般社団
法人新エネル
ギー導入促進

協議会

120

新エネルギー及び省
エネルギー機器等導

入助成制度
千代田区 1

地域交通対策
および自動車
の燃費向上

2-2-②
-c

761871
H21年度
～22年度

1

　地球環境問題への積極的かつ長期的な取組みのう
ち、地球温暖化防止のため、特に東日本旅客鉄道株式
会社と区との連携により、東京駅におけるクリーンエネ
ルギーの導入民生事業として、東海道線ホーム上家に
太陽光パネルを設置し、CO2排出量の削減を目指す低

炭素型大都市モデルを示す。
(H22年度は、太陽光電池パネルを設置する。）

東京駅第4乗降場太陽光
発電事業
※東日本旅客鉄道（株）
と区が連名で補助申請を
した。

1

7東京都

　区は平成21年度に新エネルギー・省エネルギーの導
入を促すため、太陽光発電や省エネルギー機器を導入
する区民、事業者に対し、その費用の一部を助成する制
度を開始した。今年度は助成対象を拡大して引き続き実
施し、区内の低炭素化を促進する。

H21年度～2
新エネルギー及び省エネ
ルギー機器等導入助成
制度

3
東京都地球温暖化

対策等推進のための
区市町村補助制度

51

モデル事業の
実施

2-2-②
-e
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2-3-②
-a

都心の低炭素
化と地方の活
性化の両立

1
東京都、青森県と再生可
能エネルギー地域間連
携協定

　東京都と青森県との三者で「再生可能エネルギーの地
域間連携に関する協定」を締結。 区内のCO2排出量の

大きな事業所などに再生可能エネルギーの利用を働き
かけるとともに、青森県が県内で開発を支援する風力発
電などによる電力を区内へ送電する再生可能エネル
ギー地域間連携プロジェクトの具体化を、東京都、青森
県と連携し支援する。

1 H21年度～ 0 － － －

2-3-②
-b

まちづくりCDM 1 自然体験ツアー
  平成22年度に、生物多様性保全活動等を積極的に
行っている岐阜県高山市と区の連携による自然体験ツ
アーを実施する。

1
H21年度
～22年度

1 1 － － －

2
温暖化配慮行動指針、低
炭素社会形成指針（検
討）

　温暖化配慮行動指針を策定、公表し、、一定規模以上
の事業者に対して、環境配慮行動を求める。また、低炭
素社会形成指針を策定、公表し、一定規模以上の建物
の新築や増改築を行うものに対して、建物の省エネル
ギー対策を求める。

2 H21年度～ 0 - - -

4
大学、病院、ホテル等に
おけるエネルギーの見え
る化

　区民等に対する省エネへの意識啓発及び環境配慮行
動への取組み支援ならびに設置事業者（エネルギー多
消費事業所：大学・ホテル・病院）との環境施策連携、対
象事業所におけるさらなる省エネ活動を促進する。

H22年度～ 15 - - -

5
中小企業者向け見える
化モニター制度

　中小建物の見える化モニター制度を実施し、モニター
参加者の省エネ対策活動を支援する。また、省エネへの
取組み内容の報告、発表会等を行い、他の中小規模建
物の環境配慮行動をも促進する。

Ｈ22年度～ 4.8 - - -

2-3-②
-c

家庭部門対策 1 エコスポットツアー
　様々な主体による環境に配慮した取組事例を訪ね、見
て体感することで、今後の取組みへの意識の高揚を図
る。

H22年度 1 1
平成22年度環境保全

促進助成事業

財団法人
自治総合セン

ター
未定

※2 取組番号、取組項目については、個別票と同様に記載すること。

※4 「事業期間（見込）」「事業費総額（見込）」「H22年度事業額（見込）」については、現時点で見込んでいる額を記載すること。

－ － －
区内11大学との環境施
策連携

3 H21年度～ 0

　エネルギー多消費事業所である、区内11大学と区の
環境連携策として、環境連携会議を定期的に開催し、各
大学の状況に合わせた環境施策への連携、大学自らの
環境温暖化対策、自主行動計画支援を実施する。

－

※3 事業ごとに行を作成し、枝番を振って、事業名、事業概要、事業期間、事業費総額等を記載すること。前年度から継続する事業については、「H21枝番」欄にH21年度関連事業一覧の枝
番を記載すること。

1 71

※1 アクションプラン上、平成22年度に取り組む（検討を含む。以下同じ。）こととしている事業すべて（アクションプランの改訂により追加した事業を含む。アクションプランの改訂により削除又
は後ろ倒しにした事業は除く。）について記載すること。

－－H21年度～

2-3-②
-c,d

3

CES推進協議会支援

　CES推進協議会と連携し、CESを広く区内の事業者や
区民に浸透させていくとともに、中小企業等民間施設で
のCESクラスⅡ・Ⅲの取組みに向けた普及啓発を実施す
る。
※CES　区独自の環境マネジメントシステム

その他業務部
門京都議定書
目標達成計画
の達成に向け
た施策
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